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　国際ロータリー定款及び細則並びにロータリー・クラブの標準定

款に規定せられた，ロータリーの基本法則を解説又は補足する方針

や手続は，国際ロータリー加盟クラブにより，国際ロータリー大会

に参集したその代議員を通じ，又国際ロータリー理事会によって時

々制定せられている。

　此の要覧は，ロータリーの運営，習慣，その他に関する一般の資

料で補足されたそれらの方針及び手続等を収集したものである。そ

の資料は，国際ロータリー大会の報告，国際ロータリー理事会の議

事録，国際ロータリー定款及び細則，その他から集録したものであ

る。

　本要覧は，又国際ロータリーの定款及び細則，並びに国際ロータ

リー大会によって採択された標準クラブ定款，国際ロータリー理事

会で推奨せられたクラブ細則，及びロータリーにおいて用いられて

いる言葉及び語句の語彙をも含む。
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国際ロt－・一タリーの運営

（Administration　of　Rotary　International）

国際ロータリー組織

国際ロータリー加盟ロータリー・クラブ

，

規定
審議会

国際ロータリーの会員組織

会長指名
委　　員

（Membership　of　R．1．）

国際大会参加代議員

　　　　　　　一ノ　　　　　　，’　　　　　■ρ’
一一一一r6－一■°

選挙委貝会 萎騰会欄
会長 理事　会

　　　　ロータ
常任邸会　　　リー財団

元会長会議

常任委貝会

企　　画 国際大会 財　　務

地　　区

広　　綴

文獣　定款及細則

特別委員＝

事務総長

事　務　局
繭葛鷺幕，ワ昌

財　務長

鍛行その他預簡

　　　　　　　　　　　　　　　監
＿＿一一一．＿一＿＿＿＿。一一一＿＿。＿一」

　機関紙
　　　レビスタ
ロータリアン菖

　　　n一タリア

英愛の国際

ロータリー

、
、

、

飽域大会

　国際ロータリーは会員たるロータリー・ク

ラブを以て構成される。クラブの数は13，370

で，所属ロータリー会員は，およそ637，000

名である（1968年8月）。これら個々のロータ

リアンはそれぞれのロータリー・クラブの会

員であり，ロータリー・クラブは国際ロータ

リーの会員である。国際ロータリーは世界中

のロータリー・クラブの連合会である。

国際ロータリーの基本方針

（Basic　Policy　of　Rotary　International）

　国際ロータリー理事会（1962－63年）は国

際ロータリーの基本方針に関する声明を次の

如く採択した。

　1．第一に重要なことは，個人ロータリア

ンによるロータリーの綱領の推進である。

　2．国際ロータリーの運営は，加盟クラブ

及び個人ロータリアンによる奉仕の理想の適

用によりロータリーの綱領を推進することが

最も重要である。

　3．国際ロータリーの運営を基礎づける根

本原則は，加盟ロータリー・クラブの実質的

な自治性にある。

　4．運営に関する定款及び手続上の制限

は，ロータリーの根本的且つ類のない特徴を

保持するために最少限度にとどめられてい

る。其の制限規定内にあっては，特に地方的

実状に於て国際ロータリーの方針を解釈し実

行するにあたり最大の融通性を認めるもので

ある。

　5．　ロータリー・一一を通じて国際理解，親善及

び平和の理想の進展は，国家及び地域的クラ

ブ集団に依存することなく，国際ロータリー

を主体とする加盟クラブ間の直接関係と共通

責任感に基くものとして全世界の加盟クラブ

の国際的友好を保持し且つ促進することが極

めて重要なことを一般に認識せしむるを要
す。

国際協議会

地区ガバナー

地区協議会 地区大会
与ク

ツ
リ
シ
ム

ト
一
ラ

ス
ダ
一

イ
一
f

デ
リ
フ

ロータリー・クラブ役員
　　　　　　　　　　　　　喝

クラブ協議会 クラブ例会

ロータリー・クラブ会貝
ぐ

国際大会（Convention）

　国際ロータリーの立法機関は，毎年5月或

は6月中（緊急の場合には理事会が変更する

ことがある）理事会の決定する日時及び場所

に於て開催される大会である。

　国際ロータリー加盟クラブの代表であるロ

ータリアンは大会に参集して国際ロータリー

の規則及び方針を決定し且つ役員を選挙す

る。国際ロータリー定款及び細則，並びに，

特に他に規定のない限り，標準クラブ定款の

改正は国際大会に於てのみ行い得るものであ

る。

　各クラブには会員50名及びその過半数毎

に1名の代議員（Delegate）を出す権利が与

えられている。各クラブは少くとも1名の代

議員を出す権利を有する。クラブは委任状に

よる代理者（Proxy）によって代表されてもよ

い。国際ロータリーの各役員及び現在も尚ロ

ータリ・一・クラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はパストサービス会員の資格を有す

る国際ロータリーの元会長（Past　President）

は自由代議員（Delegate・at・large）である。
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規定審議会（Council　on　Legislati・n）

　毎偶数年に年次大会の一部として開催され

る規定審議会は，代議制審議機関である。審

議会は提案された立法案のすべてを審議し，

それに関する勧告を大会に報告し代議員の最

終的決定に委ねる。審議会はロータリー一のあ

る各地方よりの代表者約325名を以て構成さ

れる。その構成員は，議決権を有するものと

して，各地区のクラブにより選挙された代表

者1名，地区に属さないクラブよりの代表

老，自由代表者，元会長5名，及び審議会

長，並びに議決権を有しないその他の者若干

名からなる。

国際ロータり一理事会

（Board　of　Directors　of　R．1．）

　国際ロータリーの運営機関は次の14名よ

り成る理事会である。

一会長（理事会の議長となる）。

一被選会長。

一アメリカ合衆国，パーミュダ及びポルト

　　リコよりの理事5名。

一カナダよりの理事1名。

一英国及びアイルランドよりの理事1名。
・：一一一一一・一欧州大陸，北アフリカ及び東地申海地域

　　よりの理事2名。

一アジアよりの理事1名。

一イベロアメリカよりの理事1名。

一上記に含まれない加盟クラブよりの理事

　　1名。

　各理事は，それぞれの地帯，地理的集団或

は地域のクラブによって指名されるのである

が，大会に於てすぺてのクラブにより選挙さ

れるものである，斯くしてロータリーの運営

に全クラブを代表しているという責任が，各

理事にかかってくるわけである。

　理事会は国際ロータリーの運営機関であ

り，定款及び細則の規定に従い，国際ロータ

リーの事務と資金の処理及び管理にあたる。

理事会は，国際ロータリーのすてべの役員及

び委員会を全般的に統制監督する。理事会は

ロータリーの目的の推進及びロータリーの綱

領の達成に対し，必要と思われるあらゆる事

を行う任務をもっている。理事会の決定は国

際ロータリー大会への異議申立ができること

を条件として，最終的なものとする。

　常任理事会：理事会は，3名乃至5名の限

度内で理事を常任理事に任命し，その常任理

事に対し理事会の会合のない間，理事会に代

って執行又は運営に関する事項を国際ロータ

リーの方針に従い処理する権限を委任する事

が出来る。

運営上の単位（Administrative　Units）

　国際ロータリー定款（第7条）は，クラブ

の運営は次に示す直接監督の形式の何れかと

共に理事会の一般監督の下におかれるぺきも

のであることを規定している。

　（イ）理事会によるクラブの直接監督。

　これは現在地区に属さない87クラブのため

　に規定された監督の形式である。

　㈲　構成地区の地区ガバナーによるクラブ

　の直接監督。

　現在地区の数は，288ある。

　QD　2又はそれ以上の地理的隣接地区から

　成る地方にあるクラブの場合は，地区ガパ

　ナーの監督に加えて，理事会が望ましいと

　認め，且つ国際大会で承認されるような監

　督。

　←）運営上の地域単位，即ち，グレート・

　ブリテン及びアイルランドに於ける国際ロ

　ータリーによる，グレート・ブリテン，ア

　イルランド，チャンネル諸島及びマン島所

　在のロータリー一・クラブの直接監督。この

一8一
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運営，一般的

　地域単位の権限，目的及び機能は，国際ロ

　ータリー大会により承認されたグレート・

　ブリテン及びアイルランド国際ロータリー

　の定款の条項並びに国際ロータリーの定款

　及び細則に規定されるものとする。

　理事会は国際ロータリーの管理機構につい

て次のような説明を行っている：

　（イ）地区及び地域組織を最小限度にとど

め，運営目的のための国際ロータリー代表と

しての地区ガバナーの任務を強化することが

最もロータリーのためになるものである。

　（ロ）今日の国際口■一一タリーが一つの進化の

産物であることを思えぽ，現在の機構は，国

際的にその機能を発揮する上に良く立案され

たものであり，又，問題が起る場合には国際

ロータリー定款及び細則によって権限を与え

られている人々がその問題をロータリーのた

め最も有利に解決できることなどが考えられ

る。（理46－－47）

クラブの地域的又は地方的集団

（Regional　or　Sectional　Groupings　of　Clubs）

　　　　　　　t

　国際理解，親善及び平和の理想の増進は国

際ロータリーに対する加盟クラブの直接関係

と共通責任に基盤がおかれている。理事会は

統一された世界的組織としての国際ロー一一タり

一の縮小に向かう流れ又は傾向の如何なる出

現をも心配して見守っている。

　理事会は，その目的の如何にかかわらず，

クラブの地域的又は地方的非公式集団の発展

は，組織統一の縮小の可能性を持つ最初の基

盤となるものと考える，それ故に理事会によ

り注意さるぺき事柄及びとらるべき可能な行

為は，斯様な集団におけるクラブ及び地区ガ

バナーの機能及び活動が地域又は地方に関す

る問題或いは斯様な集団の強化を計画した活

動を過度に強調し且つこれに集中することに

よって限界が定められるようなことのないよ

うに気を付けることである。理事会の意見に

よれぽ，かような限界を定めた機能及び活動

は広く世界にわたるクラブの交際を通じての

理解と親善を増進する多くの機会に，クラブ

及び地区ガバナーの参加の意義がうすらぐ結

果となるようである。（理61・－62）

運営事務（Administrative　Service）

　理事会はロータリーの運営上の事務に関し

て次の如き一般方針を採用している：

　1．国際ロータリーの運営上の事務は，世

界中のすぺてのガバナー及びクラブに対し出

来得る限り公平に処理されることになってい

る。

　2．　この事務は中央事務局におる各国人か

ら成る局員によって取扱われることになって

いる。広く世界にわたって出来る丈最善の事

務をとるために中央事務局に変更すぺき事柄

があれば，之れを随時理事会に報告すること

は，事務総長の任務とされている。

　3．航空機による世界的な通信機関の絶え

ざる進歩はクラブ及び中央事務局間の連絡を

益々急速なものにしている。従って事務総長

は通信及び物品の送付に航空便を使用する権

限が与えられている。このため事務総長は航

空便の費用に関し定期的に調査を行い，財務

委員会が理事会に勧告すぺき予算の作成中に

同委員会に対し，この種の費用について考慮

せしめるようにしなければならない。

　4．交通通信の便が常に改善されて行くの

で，極めて特別な国情，そしてそれが出来る

だけ広い範囲の国際事務に供える目的のため

である場合を除いては，別に事務局の支局を

置く必要はないと考えられている。

　5．中央事務局から極めて遠距離の地域，

特に戦災地域に於ては，一時的に特別の事務

を必要とする場合があるかもしれない。従っ

て，事務総長は，理事会がこれらの必要に応
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転、

じ最善の方法を決定することができるよう，

随時理事会にその特殊な必要事項について報

告するよう要請されている。

　6．　国家の財政状態が保証される処には，

事務総長は銀行勘定を設定して財務代行者の

制度を設ける権限が与えられている。この場

合は財務委員会及び理事会に対しその旨報告

しなければならない。

　7．通信及び文献は出来得るかぎりこれを

受取る者が容易に理解出来る言語で書かれて

いなければならない。従って事務総長は，ロ

ータリーの伝統であるこの種事務の増加に関

する情報について財務委員会及び理事会の考

慮を促がさなけれぽならない。（理47－48，55

－一一T6，61－－62）

国際ロータリーの役員（Offcers　of　R．1．）

　国際ロータリーの役員は，会長，第1副会

長，第2副会長，第3副会長，その他理事，

事務総長，財務長，地区ガバナー，グレート

ブリテン及びアイルランド（R．1．BJ．）におけ

る国際ロータリーの会長，直前会長，副会長

及び名誉会計等である。

　会長：会長は此の組織の執行長であり，国

eeロ・一一タリーの事業及び活動を監督する。会

長は理事会の一員であると共に議長であり，

理事会を主宰する。常任委員及び特別委員は

すべて会長によって任命される。会長は，会

長指名委員会を除くすべての委員会の職権に

よる委員である。

　会長は，国際ロータリー大会の議長とな

る。会長は又規定審議会の議長でもあるが，

別に議長を任命して自己の任務を代行させる

こともできる。

　大会に先だつ数箇月前，会長候補者1名が

会長指名委員会によって指名される。会長指

名委員会によってなされた指名の他に，いず

れのクラブも会長被指名者1名を推薦するこ

とができる。会長は大会に於て全クラブの選

挙人によって選挙される。

　1966年（デンバー）大会は，国際ロータリ

ー会長は，如何なる国からも，連続2年以上

選出せらるべきではないことを規定した決議

66－34を採択した。

　理事会は，得られる最も有能な人物を指名

することが委員会の責任であることを認める

が，毎年の国際ロータリー会長指名委員会

に，会長を選ぶに当り，ロータリーの国際性

にかんがみ，同一の国から2年連続して会長

を選出しないことが望ましいという意見を慎

重に考慮するよう求めた。（理67－－68）

　副会長：大会終了直後に開かれる暫定会合

において次期会計年度の理事会の会員は彼等

の会員中より第1，第2及び第3の各副会長

を互選する。

　副会長の欠員は残余の副会長の順序に従っ

て充当される。即ち，第1副会長の欠員は第

2副会長をもって，第2副会長の欠員は第3

副会長をもって充当される。第3副会長の欠

員は理事会が理事の中より選んで充当するこ

とになる。

　理事：理事は，大会に於て選挙され，その

任期は2ヵ年とする。その任務と責任とは，

理事会の会員たることに起因する一切を含む

ものとする。

　理事の欠員は，理事会の残余の理事が，欠

員を生じた同一地帯，地理的集団または地域

より残余期間を務めるぺき理事を選出するこ

とによって充当される。
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会の管理の下に国際ロータリーの事務全般を

処理する役員である。事務総長は直接理事会

に報告を行い，その年次報告は理事会の承認

を経て大会に提出される。次期理事会は，事

務総長の任務が終了する暦年中の暫定会合に

於て，任期を5年以内として事務総長を選挙

する。事務総長の任期は翌年1月1日に始ま

る。

　約240名の人員が事務総長と共に国際ロー

タリー事務局を形成し，アメリカ合衆国イリ

ノイ州エパンストン，及びスイス国チューリ

ッヒに事務所を置いている。

　財務長：財務長は理事会の規定する方法に

よって国際ロータリー資金の支払を行い且つ

理事会によって委任されたその職務に属する

その他の任務を行う。財務長は，理事会の要

求する報告を理事会に行い，又大会に対して

年次報告を提出する。財務長は，毎年理事会

に於て選挙するものとす。任期は1年とし，

次年度の7月1日に始まる。

　地区ガバナー：地区ガバナーの数は288名

（1968年7月）である。各ガバナーは理事会の

全般的監督の下に，自己の地区内クラブを直

接監督する。その上国際口・一タリーの目的を

推進し，クラブの結成を監督し，地区内の各

クラブ間，及びこれらのクラブと国際ロータ

リーとの間の友好関係を推進するのがガバナ

ーの任務である。ガバナーは地区協議会及び

地区大会を主宰する。

　ガパナ・一は地区大会に於て地区のクラブに

よって指名されるが，例外的な場合には，郵

便による投票を行うこともある。ガパナーは

国際大会に出席し且つ投票する選挙人によっ

て選挙される。

　グレー一ト・ブリテン及びアイルランドにお

ける19地区の地区ガバナーの任務は，その地

域の伝統的慣行に従い，R．1．B．1．理事会の指

示の下にR．1．B．1．の定款並びに細則に準じて

遂行される。グレート・ブリテン及びアイル

ランドにおける各地区ガパナーは，国際ロー

タリー細則並びにR．LB．1．定款の規定により

自己の地区の監督につき国eeロ・一タリー理事

会及びR．1．B．1．理事会に対して責任を有する

ものとする。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区ガバナーは，その地区のクラブによ

って被指名老として選ばれ，R．1．B．1．年次大

会において指名され，国際ロータリー国際大

会において出席投票する選挙人によって選挙

される。

　R．1．B．Lの選挙される役員：R．1．B．Lの選

挙される役員は，会長，直前会長，副会長及

び名誉会計である。会長，副会長及び名誉会

計はR．1．B．1．大会によって指名され，国際大

会に出席し且つ投票する選挙人によって選挙

される。

　役員の任期：国際ロータリーの各役員の任

期は，会長及び事務総長を除き，その選挙さ

れた国際大会終了直後の7月1日に始まる。

会長の職務上の任期はその選挙された翌年7

月1日に始まる。但し，彼はその選挙された

直後の7月1日に被選会長として理事の職に

つくものとする。

　特別な事情のある場合には，理事会はガバ

ナーの任期を7月1日以後に始まることを承

認する権限が与えられておるが，10月1日以

後とすることはできない。

　役員は，大会に於て選出される理事を除き

すべて任期1箇年である。理事の任期は2箇

年間となっている。会長も理事としての任期

は2箇年一1年は被選会長として，次の1年

は会長としてである。

1）　事務総長は理事会において選挙され任期は5年以内と

　し当選後の1月1日に就任する。
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国際協議会（lnternati・nal　Assembly）

　国際協議会は毎年普通国際大会の開かれる

直前に開催される。

　協議会は，会長，副会長，及びその他の理

事，もしあれば会長被指名者，及び理事被指

名者，事務総長，財務長，国際ロータリー地

区ガバナー被指名者，R．1．B．1．被指名役員，

国際ロータリー各委員長及び理事会が指定す

る者から成る。

　この協議会の目的とする処は，これらの役

員及び委員長が会合し国際ロータリー及び各

クラブの次年度の事業活動を協力して計画

し，且つロータリーに関する教育と運営上の

任務に関する教育を行い，出席者間の親睦を

はかる機会を与えることである。

　国際協議会に参加する者に配布される文献

または他の資料は，国際ロータリーに依り出

版され或は配布されたもの及び他の老による

配布が許可されていない文献及び資料に限ら

れている。

国際ロータリーの委員会

（Committtees　of　R．1．）

　細則（第14条）は7つの常任委員会を規定

している。即ち，

　定款及び細則

　国際大会

　地区設定

　財務

　企画

　広報

　出版

　常任委員は会長eeよって任命されるが，会

長は又自己或は理事会の判断に於て必要と認

められる特別委員を任命することができる。

会長は自己の任命した委員会の委員長を定

め，委員に欠員を生じた時はこれを補充する

権限を有する。

　理事会は地域諮問委員会（国際ロータリー

細則第14条第4節）を認可することができ

る。同委員会は理事会によって承認された手

続に従って諮問機関としての機能を果す。

　会長指名委員会を除き，すぺての委員会の

決定は理事会の承認を受けなけれぽならな

いo

元会長会議（Council　of　Past　Presidents）

　国際ロータリー細則（第18条）は職責上の

議員としての会長と共に，元会長でその所属

クラブにおいて正会員，シニア・アクチブ会

員又はパスト・サービス会員の籍を有するも

のを以て元会長会議を常置することを規定し

ている。

　会議は通信にて，会長又は理事会により諮

問された事項を研究し，そして理事会に対し

助言且つ勧告することができる。

　然し，年次大会に出席するそれらの会議員

の非公式会合がその年次大会に於て開催され

る場合，会長又は理事会は会議を招集するこ

とがある。

地区協議会（District　Assembly）

　ロータリーの教育及び知識を提供し，且つ

地区活動の調整を・なす目的を以て，各地区内

全クラブの次年度会長及び幹事，次年度地区

ガバナー並びに理事会が選定するその他の老

の協議会を毎年4月，5月又は6月に開く。

次年度の各クラブ会長及び幹事はこれに出席

するものとする。
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地区大会（District　Conference）

　地区大会は，各地区において毎年，地区協

議会，国際協議会，又は国際大会と同時でな

い条件の下に，地区ガバナー及び地区内過半

数のクラブ会長の一致した意見の下に決定し

た時期と場所において開催される。

　地区大会の目的は，親睦，感激的挨拶及び

地区の問題並びに国際ロータリーに関係する

事柄を広く討論することによってロータリー

の綱領を推進するにある。地区大会は国際ロ

ータリー理事会から大会に提案される特殊な

事項或は地区内に発生した事柄をすぺて考慮

する。地区大会は規定審議機関ではない。地

区大会は時としては大会の討議から自然に発

生した制定案を採択して，これを国際大会に

提出することもある。大会は又，次年度ガパ

ナーを指名する。場合により地区大会は同・・…一

ガバナーを2年連続して指名することもでき

る。（理56－57）

地域大会（Regional　Conferences）

　地域大会は理事会の決定する日時及び場所

に於て理事会によって招集される。

　地域大会の目的は，地域内クラブの会員を

集めて相互間の面識と理解を推進するにあ

り，又意見の交換及びロータリーの綱領に含

まれる議題を討議するためである。大会は理

事会の採択した運営手続に従って運営され

る。大会は規定審議機関ではないが，理事会

に対する勧告として決議を採択することがで

きる。（151－－154頁参照）

ロータり一・クラブの構成

（Structure　of　Rotary　Club）

1922年ロスアンゼルス大会に於て，1922年

大会以後に国際ロータリー・－ilC加盟するクラブ

は標準クラブ定款を採用すべしというように

国際ロータリー細期が改正された。命令的で

はなかったが，1922年6月以前に加盟した多

くのクラブも，その定款を改正して標準クラ

ブ定款に合うように変えている。従って，ロ

ータリー・クラブの組織は標準クラブ定款に

基づいていると考えてよいであろう。

無地区クラブの運営
　（Administration　of　Non・Distri（舵d　Clubs）

　理事会は，地区を構成するには数の足りな

い無地区クラブの集団が理事会の直接監督の

下に存在する場合において，その年度中名誉

職である運営顧問として集団内の各クラブに

奉仕するため，集団内（特殊の事情がある場

合は集団外）のクラブの会員1名を随時指名

する権限を会長に付与することにより無地区

クラブ運営手続を設定することに原則的に同

意した。

　運営顧問の資格で奉仕するロータリアンの

機能と任務は次の通りとする：

　（イ）集団内各クラブの運営と進展の状況並

びに当該地域におけるロータリーの拡大に関

し中央事務局を通じて理事会に報告する。

　㈲　集団内の各クラブに対し運営その他の

問題につき助言を与える。

　Q9毎年1回各クラブを訪問し，会長，理
事会および各委員長と会談し又彼等の相談に

応じ，個別的にもクラブ役員たちと相談し，

例会においてロータリーのプログラムを主題

として会員に話をする。

　運営顧問が職務の遂行に関して支払った妥

当かつ必要な事務並びに旅行の費用は国際ロ

ータリーにより補償されるものとする。

　上記の手続を実行する前提として理事会

は，会長自身が決定する運営顧問を指名する

ための基盤に無地区クラブの集団を設定した

のである。（理67－68）
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地　方　運　営

（Area　Administration）

　オステンドにおける1927年国際大会，後に

シカゴにおいて1930年，デトロイトにおいて

1934年に改正せられ，地理的に継がりのある

地区におけるクラブの地方運営の形態を設け

るよう立案された規定を採択した（定款第7

条第1節（ハ）項，及び細則第11条第2節）。

地方運営に関するこれらの規定の下では何等

の運営機関も設置されなかった。

　1948－49年に，国際ロータリーの理事会は

地方運営は拡張すべからずという意見を発表

した。

グレート・ブリテン及アイルランド

（Great　Britain　and　Ireland）

　1913－14年に，大ブリテン及びアイルラン

：ドにおける国際ロータリin加盟クラブは英国

ロータリー・クラブ連合会を組織した。此の

連合会は1914年の国際ロータリー大会におい

て承認された。1922年国際ロータリーがその

定款及び細則を改正した際，国又は地域別単

位に国際ロータリーaの加盟クラブの運営に関

する規定を設けた。此の規定の下に，グレー

ト・ブリテン及びアイルランドにおけるクラ

ブは，国際ロータリー1922年大会によってそ

の定款及び細則の定めるところによって承認

された地方連合会を組織した。

　1927年オステンド国際大会は地方運営の規

定を採択した際に，グレート・ブリテン及び

アイルランドの連合会存続を承認する非常規

定を設けて，国又は地域単位による運営を廃

止した。

　1966年（デンバー）の国際大会は，決議66

一53「地域単位，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおける国際ロータリーに関する

件」を採択した。これは国際ロータリーとそ

の加盟クラブとの間の或種の関係を規定し，

グレート。ブリテン及びアイルランドにおけ

る国際ロータリーの定款文書は，常に国際ロ

ータリーの定款及び細則に合致すぺきもので

あり，又，地域単位の内部的運営に関する特

別規定を含むぺきものとすると規定してい

る。この決議は又，国際ロータリーの理事会

及びR．1．B．1．の理事会が遅滞なく，この決議

の趣旨を効果的ならしめるに必要な行動を，

国際ロータリーやR．1．B，Lの定款文書を適宜

改正することを含めて，始めるよう指示して

いる。

　この指示に従う基礎として，地域単位R．L

B．1．に関する委員会が国際ロータリー理事会

によって設置され，決議66－－53によって規定

され確立された原則を明確且つ効果的ならし

めるに必要な行動，並に，それらの原則を実

行するに必要な，又は好ましい，手続その他

の行動について，理事会に勧告することにな

った。

　地域単位R．1．B．1．に関する委員会は，理事

会に勧告を行うという目的をもって仕事を引

受けた。この勧告は，もし採用されれば，地

域単位，権限，及び義務を，より明らかに定

義し且つ保有するよう，国際ロータリー及び

R．1．B．1．の定款文書の終始一貫した規定を明

らかにし，又作成することによって，決議66

－53の趣旨を成就するものである。理事会に

対するこの委員会の報告に従って，国際ロー

タリー一一対R．1．B．1．関係に関する規定について

¢）委員会が設けられた。この委員会は国際ロ

難

一タリー理事2名とR．1．B．L理事2名により

構成された。この第二委員会の目的は，地域

単位R．1．B．1．に関する前の委員会の報告を検

討し，その報告に基いて，R．1．B．1．年次大会

及び国際ロータリー国際大会に提出する必要

のある規定案について，国際ロータリー理事

会及びR・1．B。1．理事会に，勧告するにあっ

た。この委員会は全会一致で国際ロータリー

理事会及びR．1．B．1．理事会に，国際ロータリ

・一 ﾌ定款及び細則並にR．1．B．1．の定款及び細

則の改正に関する勧告を提出した。

　1968年国際大会（メキシコ）では，国際ロ

ータリー理事会が提出した条例制定68－39及

びR．1．B．1．の年次大会が提出した決議68－71

が採択された。条例制定68－39の採択は，国

際ロータリーの定款文書を次のように改正し

た。

イ）グレート・ブリテン，アイルランド，

チャンネル諸島及びマソ島におけるロー

　タリー・クラブをして「グレート・ブリ

　テン及びアイルランドにおける国際ロー

タリー」として知らるべき国際ロータリ

ーの運営上の地域単位を作らせるための

特別規定，並に，運営上の地域単位によ

　る，グレート・ブリテン，アイルラン

　ド，チャンネル諸島及びマン島における

　ロータリー・クラブの直接監督のための

特別規定を含む。これらロータリー・ク

ラブの権限，目的及び機能は，R．LB．1．

の定款及び国際ロータリーの定款及び細

則の定める通りとする。

P）国際ロータリーの定款及び細則の精神

及び規定に常に合致するよう，地域単位

の定款を規定する。

ハ）R工B・Lの定款及び細則は，国際ロー

　タリin国際大会で承認された通りの地域

地　方　運　営

単位の内部運営に関する特別規定を含む

ものとし，この地域単位の内部運営は，

かかる特別規定に従い且つその範囲内

で，行なわれることを規定する。

二）その権限，目的及び機能を実行するに

ついての地域単位の内部運営を述べてい

　るR・LB．Lの定款の規定は，国際ロータ

　リーの国際大会の承認を得て，R．1．B．1．

の年次大会の決議によってのみ，改正し

　うるものとすることを規定する。

ホ）国際ロータリー国際大会が国際ロータ

　リーの定款及び細則を改正するときは，

RJ．B．1．は，その内部運営に関すること

　以外のすぺての事項において，R．1．B．1．

　の定款文書を国際ロータリーの定款及び

　細則に合致しおくに必要な改正をその定

款文書に加えることを規定する。

へ）その定款又は国際ロータリーの定款及

　び細則と矛盾しない地域単位の細則の改

正は，地域単位によって，その定款の規

定に従って，行なわれうるものとする特

　別の規定を含む。

　決議68－71の採択はR．1．B．1．の定款を下の

通り改正した。

イ）R．1．B．1．を国際ロータリーの運営上の

地域単位として記述する。

ロ）各クラブが，国際ロータリーの細則に

明記してある通りの人頭分担金を，国際

　P一タリーの口座に払込むよう規定す
　る。

ハ）国際ロータリー加盟認証状を授与され

　たグレート・ブリテン及びアイルランド

　のクラブは，同認証状を受けたことによ
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って，すべての点において，R・1・B・Lと

同様，国際ロータリーの定款及び細則に

よって，拘束されることを，特に規定す

る。

二）現在R．1．B．1．定款に含められているよ

　うなクラブ会員に関する規定を削除し，

　クラブ会員資格は国際ロータリーの定款

　及び細則の規定に一致すぺきものとする

　ことを規定する。

ホ）R，1．B．1．の定款及び細則の全般を通じ

　「国際ロータリー代表者」又は「国際ロ

　ータリー代表老達」の字句を廃し，代っ

　て「地区ガバナー」又は「地区ガパナー

　達」の字句を用うる。

へ）R．1．B．1．が採択した通りのグレート゜

　ブリテソ及びアイルランド内のロータリ

　ー・クラブのための標準クラブ定款及び

　細則は，国waロー一タリーの定款及び細則

　に違反しないことを規定する。

ト）その内部運営に影響を及ぼすR．1．B．L

の定款及び細則の改正は，同連合会の年

次大会においてのみなしうべきこと，及

び，かかる定款の改正は，国際ロータリ

ーの国際大会によって承認された時の

み，その効力を生ずべきことを規定す

る。

チ）R．1．B．1．の定款に対する改正は，すぺ

　て，国際ロータリt・一の定款及び細則の精

　神と規定に合致すぺきこと，及び，国際

　ロータリー国際大会が国際ロータリーの

　定款及び細則を改正するときは，その内

　部運営に関すること以外のすべての点に

　おいて，R．1．B．1．の定款文書を，国際ロ

　ータリーの定款及び細則に合致せしめお

　くに必要な改正を，事実上，R．1．B．Lの

　定款及び細則に加えることを規定する。

リ）R．1．B．1．の理事会は，同連合会（R・1・B・

L）のすべての委員会，地区協議会，役

員達に対する統轄と監督を行うぺきこ

　と，而して同理事会の各個々の理事は，

　グレート・ブリテン及びアイルランド選

　出の国際ロータリー理事を除き，同地域

内のロータリーの運営に関するすぺての

事項について，適宜の処置を取りうべき

　ことを規定する。
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クラブ例会への出席
（Attendance　at　Club　Meetings）

　国際ロータリー細則（第18条第1節）によ

れぽ，加盟クラブは毎月最終例会の直後にク

ラブ例会の出席報告をガバナーに，ガパナー

のない場合は国際ロータリー事務総長に提出

するものとする。

出席競争（Attendance　C・ntest）

　出席競争規定（1922年大会に於て初めて採

択されその後改正せられた）は次の通りであ

る：（ダラス大会決議29－12，第1条，第9節）

出席競争規定

　　　　　　（Attendance　Contest　Rules）

　国際ロータリー理事会により随時決定さる

べき国乃至地理的地域にあるクラブは出席競

争に参加しているものとみなされるものとす

る。

　（イ）地区及びクラブの出席率を公表するに

当っては，国際ロータリー事務総長は，期日

までに受理した地区ガバナーの出席率報告を

使用する。

　（ロ）出席競争は7月1日に始まり翌年6月

30日に終る1箇年を単位として行うものとす

る。

　国際ロータリーに属するすべてのクラブ

は，次の区分に従って，自己のクラブとほぼ

同じ位の大きさのクラブとのみ出席競争を行

う資格を有するものとする。

　A区分一400名又はそれ以上の会員を有
　　　　　　するクラブ

B区分一一一300乃至399名の会員を有する

　　　　　クラブ

C区分一200乃至299名の会員を有する
　　　　　クラブ

D区分一100乃至199名の会員を有する
　　　　　クラブ

E区分一50乃至99名の会員を有するク
℃　　　　　ラフ

F区分一25乃至49名の会員を有するク
　　　　　ラブ

G区分一一一25名以下の会員を有するクラ

　　　　　ブ

クラブの守るべき規定

　（A）1．例会当日，適正なすぺての会員

（名誉会員及びパスト・サービス会員又はシニ

ア・アクチプ会員で標準クラブ定款第8条第

5節（A）及び⇔の規定により理事会の承認を得

た老を除く）は，例会に於て必ず「出席」又

は「欠席」と記録せられる。出席とは次の規

定に従って会員の所属クラブ又は他のロータ

リー・クラブの例会に，その所定時間の少く

とも60％列席した事実を言う。

（註：賜暇中又は理事会により例会に欠席

の承認を与えられているすぺての会員〔名

誉会員及びパスト・サー・・一ビス会員又はシニ

ア・アクチブ会員で標準クラブ定款第8条

第5節㊨及び（＝）の規定に依って理事会

の承認を得た者を除く〕は次に規定する

通り，他のクラブの例会に出席して補填

（Make・up）しない限り，欠席と記録され

る。かかる欠席の承認乃至賜暇は単にその
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会員個人を，定款の「欠席による失格」の

条項に該当せしめないというにすぎない。

この規定中「例会」“regular　meeting”と

いうのはクラブが公式に毎週定期的に開く

会合を指し，クラブの理事会，ラウンド・

テープル会合その他の非公式会合の如きも

のはクラブの例会とは認められない。）

　2．　欠席しte如何なるクラブ会員（名誉会

員及びパXト・サービス会員又はシニア・ア

クチプ会員で標準クラブ定款第8条第5節㊨

及び㊥の規定によって理事会の承認を得た者

を除く）は，欠席した日の直前6日間，その

当日又はその直後6日間の内何れかの日に，

他のクラブ又は仮ロータリー・クラブに出席

すれば，所属クラブに出席したと同様に取扱

われる。かかる出席については，その出席し

たクラブの幹事より報告する必要がある。若

しその報告がなされない時には，本人が電信

又は書面によってこれをなしても良い。会員

が，出席の目的を以て，他クラブの例会場へ

定刻におもむいたところ，その週の例会が中

止，延期或いは時刻又は場所変更により目的

を果しえなかった場合には，その例会が開催

されたものとして，訪問された筈のクラブの

幹事よりその旨の通知を受けるか，それなき

場合は会員自身の通知により出席の補墳が行

われる。

　3，　クラブの会員（名誉会員を除く）が国際

ロータリーの役員又は国際ロータリーの委員

として，或いはガバナーの特別代表（special

representative）として，或いは国際ロータリ

【の用務に従事するために，所属クラブの例

会を欠席した場合はこれを出席したものと看

倣す。かかる欠席は，本人より書面を以て所

屡クラブの幹事に報告することを要する。

　4．正会員，シ昌ア・アクチブ会員，又は

パスト・サービス会員が，国際ロータリー大

会，国際協議会，国際ロータリー現及び元役

員の為のロータリー研究会，ロー一一タリー地域

大会，国際ロータリー委員会，ロータリー地

区大会，ディストリクト・リーダーシップ・

フォーラム，ロータリー地区協議会又は正式

に発表されたロータリー・クラブの都市連合

会に出席のために直行と認め得る往復旅行期

間内に自己のクラブ例会への欠席は，本人よ

りその旨所属クラブに通知することによっ

て，その例会へ出席したものと認められるも

のとする。

　正会員，シニア・アクチプ会員又はパスト・

サービス会員が，所属クラブの例会に欠席

し，国際ロータリー大会，国際協議会，国際

ロータリーの現及び元役員に対するロータリ

ー研究会，ロータリー地域大会，国際ロータ

リー委員会，ロータリー地区大会，ディスト

リクト・リーダーシップ・フォーラム，ロー

タリー地区協議会，又は正式に発表されたロ

ータリー・クラブの都市連合会に，所属クラ

ブ例会当日，又はその前後各6日の間に出席

し，本人よりその旨所属クラブに通知すれ

ば，その例会への出席成績に認めらるべきも

のとする。

　5．翌月10日夜半までに出席報告がガバナ

ーの手許に到達したクラブのみが出席競争に

算入される。ガパナーの集計報告はその月の

17日夜半迄に国際ロータリー中央事務局に到

達することを要する。

6．例会が法定休日（legal　holiday），クラ

ブ会長の死去，全市に広がる伝染病又は災禍

等の理由によって休止された場合は，クラブ

出席記録の計算より除外される。

　7．　出席競争の進行中，その特定区分（di・

vision）中の上10位又は下5位に何度入った

かを示す小形数字がクラブ名の前につけられ

る。上10位又は下5位より外ずれたクラブ

一．18・・一一
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が，次の月又はその後にその位置に戻った場

合は，最後の数字より1点多い数字が冠せら

れる。

　8，　出席競争進行中，その地区が上10位に

入った度数を示す小型数字が地区番号の前に

付けられる。地区は毎月その出席率によって

順位がきめられる。

（註：国際ロータリーに新に加盟を承認さ

れたクラブはその承認がその月の1日より

後の場合は翌月まで出席競争に加えないも

のとする。）

出席競争規定の解釈は地区ガパナーの判断

に任されてある。（出席競争規定了）

地区出席競争
　　　　（District　Attendance　Contests）

　理事会は各地区ガバナーに対し，その地区

内のクラブ間に出席競争を行なわしめるよ

う，而して，その地区内クラブが地区ガバナ

ーに提出する月例出席報告に基き，その月信

において，かかる競争の結果を公表するよ

う，要請している。（理67－68）

出席報告の締切
　　　　　（Time　Limit　for　Reports）

　ガバナー宛の出席報告はその月の10日の夜

半第1回目の配達のものまでが前月の出席統

計に含まれるものとする。（理29－30）

陪審員の職務その他による欠席
　　（Absence　for　Jury　Service，　Etc．）

　陪審員としての職務：陪審員としての任務

を果すために例会に欠席した場合と錐も欠席

は欠席であるから，出席競争の罰点を免れる

ことは出来ない。理事会は陪審員としての義

務履行のためクラブ例会への欠席を出席と認

める規定を作ることを適当と認めない。

　　　　　　　　　（理23－24；65－66）

　州議会：州議会において出席を強制せられ

たため例会を欠席した場合といえども，その

欠席を出席競争に課せらるべき罰点から除外

することはできない。（理52－53）

　非公式の会合：船上，避暑地，同業老大会

等で開かれる非公式なロータリアンの会合に

関しては，定款，細則，出席競争規定のいず

れにもこれを出席と認める条項はない。理事

会は，船上におけるロータリアンの非公式会

合を出席の単位にするような規定を作っては

ならないということを決定した。（理56－一一一57）

　他の奉仕クラブの会合：ロータリーの求め

る目的は如何なるクラブの会合にでも出席す

れぽよいというのではなく，ロー・mタリー・ク

ラブに出席することから得られる利益にある

が故に他の奉仕クラブの例会に出席してもロ

in ^リーの会合に出席したと同じ効果がある

とは考えられない。（理26－27）

Rosanoff出席トロフィー
　　　（Rosanoff　Attendance　Trophy）

　Rosanoff出席トロフィーというのは欧州

大陸，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ

の出席競争の賞品として与えられるトロフィ

ーである。これは上述の地域に於てその年の

最高出席率を得たクラブに贈られるものであ

り，毎年優勝クラブ名がトロフィーに彫込ま

れそのクラブがそれを1年間保管し，翌年の

優勝クラブへ譲渡する。斯くしてトロフィー

はクラブからクラブへと渡され，決してPtク

ラブの永久所有物とならない。
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　このRosanoffトロフィーを目指して競争

するクラブは，その出席率を1ヵ年52回の

例会を開くものとして計算しなけれぽならな

い。但し法定休日等は例外とする。

賜暇（Leave　of　Absence）

　会員が例会に欠席する時は前以て賜暇を求

めなくてはならないという規定を設けること

は実際的ではない。（理25－26）

来訪ロータリアン（Visiting　Rotar量ans）

　クラブ例会に他のクラブからの来訪ロー一一bタ

リアンが出席した場合，クラブの幹事はその

ビジターの所属するクラブの幹事に早速その

旨を通知しなけれぽならない。もし本人から

要求があれば電話又は電報によって通知しな

ければならない。勿論この場合の費用は来訪

ロータリアン自身の負担である。

　ガバナーは，地区内のロータリアンのた
め，（イ）他国及び（ロ）その他の地域のクラブとの

出席競争を協定することが出来る。この競争

で好成績を得たものに対しては地区大会で適

当に表彰することが望ましい。（理36－37）

　クラブを訪問するロータリアンは，そのク

ラブで個人的に知られていない場合にはロー

タリー会員カードを提示することによって自

己紹介をすべきである。

　クラブ或いは会員に招待された場合を除

き，来訪ロータリアンはロータリーの定まっ

た習慣に従い食券を自分で買わなけれぽなら

ない。（ダラス大会決議，29－12）

詐欺師　（Imp・st・rs）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪れることがよくあ

る。彼等は必らず尤もらしい不幸な出来事の

話をして金を要求するのである。された方で

は仲間のロータリアンを助けるのだと思って

金品を与えたり何か世話したりするのである

が，大抵後で「にせ者」だったということがわ

かる。未知のロータリアンと称する来訪者か

ら援助を求められた場合には，彼が所属する

と称するクラブに電話か電報で問合わせるの

が一番良い。本当のロータリアンであったら

このような照会に異存はない筈である。
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国際ロータリー理事会
（Board　of　Directors　of　R．1．）

　国際ロータリーの運営機関は14名の理事か

ら成る理事会である。理事会の構成及び任務

は定款第条5及び細則第4条及び第10条に掲

げてある。

常任理事会（Executive　Committee）

　理事会は，細則第4条第6節の規定によ

り，3名乃至5名の理事より成る常任理事会

を任命し，これに理事会の会合なき間，理事

会に代って執行又は運営に関する事項を決定

する権限を委任する。但しこの権限の行使は

国際ロー・・一タリーの方針が確定されているもの

に限る。1968－69年度理事会は，常任理事会

を任命し且つ次に示す執務規定を表示した。

常任理事会は：

　1　理事会の方針が確定されているもの，

或は緊急の事態が発生した場合に，その執行

又は運営に関する事項を決定する。

　2　理事会によって割当が行われている費

用の支出に関し必要な決定を行い，且つ，理

事会の決定を実行するに必要な費用の緊急割

当を行う。

　3　非常用予備金から，緊急に必要ありと

認められる金額の追加割当を行う。

　4　理事会の処理を必要とする事項を調査

し，これに関し理事会に勧告をする。

5　事務局の人事慣行に関するすべての事

項について事務総長の勧告と助言によって理

事会のための人事委員会として行動する。

　イ）事務次長の選考，任命，又は罷免を行

い，且つ

　ロ）事務総長が事務局のアンダー・セクレ

タリー又は部長を任命又は罷免するに際し

て，かかる措置に対する承認又は否認の権利

を保留しつつ，事務総長に助言並に勧告を行

う。

　6　委員会の報告を検討し，必要に応じ，

本規定（1）に従い，報告中に含まれる事項に関

し措置する。

　7　国際協議会のプログラムを準備し，地

区大会，地区協議会，及び部分的地区協議会

に対してプログラムを提案する。

常任理事の内1人でも，常任理事会が考慮

した問題に対し文書を以て反対の意を表する

ときは，同問題は理事会の決定に委ねるもの

とする。

　常任理事会に於て決議された事項はすぺて

次回の理事会に報告すべきものとする。　（理

68－69）

郵便による投票　（Ballots・by・Mail）

　理事会の郵便による投票は，次の会合まで

延ぽすことのできない緊急な案件で，新しい

方針の設定を含まないものに限定すぺきであ
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る。（理32－33）

　郵便投票により常任理事会の行う決定は常

任理事会全員一致の投票でなけれぽならな

い。常任理事会に付託された事項に関し郵便

投票の結果，全員一致の結果が得られなかっ

た場合には，その問題は理事会に付議しこれ

を決定するものとする。（理47－・－48）

立法議案に関する理事会の方針
（Policy　of　Board　re　Proposed　Legislation）

　決議案或は制定案が理事会によって提出さ

れた場合，或は理事会以外から提出された決

議案及び制定案に対し理事会が賛成又は反対

の決定を行なう時は，

　1　理事会がその決定に際して全員一致で

ある場合は，理事会はその主導権を取り，そ

の決定を規定審議会及び大会に於て実現する

よう努力する；

　2　理事会の決定が賛否二派に分れている

場合は，多数派，小数派共に規定審議会及び

大会に於て自由に自己の意見を開陳主張し，

且つ大会に於て適当に投票し得るものとす

る；

　3　理事会が単に問題を大会の投票に問う

ために決議案或は制定案を提出し，特にその

通過に対し反対も弁護もしない場合には，そ

の旨を大会に於て明らかにし各理事は自由に

自己の意見を開陳主張し且つ投票できるもの

とする。（理68－69）

会長及び理事の旅行
　　（Travel　of　President　and　Members

　　of　the　Board）

理事会は下のことに同意した

　イ）理事がクラブ又は地区を繰返えし訪問

すること，又は他の理事とかち合った訪問を

することを回避すべきこと；

　ロ）理事が個々のクラブの講演依頼を受理

することは，実行できる場合は，出来るだけ

多くのクラブやロータリアンを招待するため

都市連合集会を準備しているクラブに限らる

べきこと；

　ハ）クラブ集会での講演依頼に関する理事

の旅費及び私費以外の費用は，かかる依頼を

した者の負担とすぺきこと。　（理67－68，68

－－
U9）

国際ロータリー会長の指名
　（Nomination　for　President　of　R．1．）

　国際ロータリー会長の指名は，会長指名委

員会，クラブ若しくはその両老によって行な

われる。

　会長指名委員会は11名の委員より成り，毎

年7月31日までに設置される。委員会はその

会合に於て委員の1名を委員長に選挙する。

　委員会は各クラブに対し，会長指名に関し

委員会の考慮を求める提案を出すよう招請状

を出す。各クラブからの提案は12月31日まで

に中央事務局に到達しなければならない。

　指名委員或は国際ロータリー理事は，指名

委員会によって会長に指名される資格を有し

ない。

　指名委員会の会合は毎年1月31日までに開

かれる。この会合に於て委員会は会長ノミニ

ーを選ぶ。

　委員会の報告は全クラブ宛てのものであ

り，委員会々議後10日以内に委員長から事務

総長に証明される。事務総長は，本報告を受

けた後10日以内に，その写しを，各クラブに

送付すべきものとする。
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　委員会による指名の外に，各クラブは，次

期大会に於ける会長選挙に対し，クラブの指

名決議書を3月15日までに事務総長に提出す

ることによって，1名の会長ノミニーを選ぶ

ことができる。

　3月15日迄にクラブによる指名が提出され

ていない時は，会長は指名委員会の指名する

老を会長ノミニーと宣言する。会長ノミニー

が唯1名である場合は，大会に於ける選挙人

は口頭投票によって，そのノミニーに全会一

致の投票を行うよう事務総長に指示すること

が出来る。

　しかしながら，3月15日迄にクラブからの

ノミニーが提出されており，且つその指名が

3月25日迄有効である場合は，会長ノミa一

は全部大会に於て投票に付されるものとす

る。

　指名委員会の構成及び会長指名の手続は，

国際ロータリー細則第10条第1節及び第2節

に詳細に掲げられている。

　細則第10条第2節の「各委員に対してその

代理者が之に代るときは，かかる代理者は残

余の全期間その職務につくものとする」とい

う規定は，本来の委員に代って代理者が指名

委員となった場合は，本来の委員はその年度

は委員でなくなるという意味である。　（理

41－42）

　理事会は，国際ロータリー会長ノミニーの

選択は，全く会長指名委員会の責任に於てで

あることを認め，此の件に関する委員会の決

定に直接又は間接に影響を及ぼす如何なる外

部からの努力にも好意を寄せないのである。

（理62－一・63）

　会長ノミニーが大会に於て投票に付される

場合は，順次投票用紙による。各ノミニーに

ついては次の事項を投票に先だって大会日報

に掲載しなければならない。即ち，

　　ノミニーの氏名及び所属クラブ名

　　ノミニーを推薦したクラブ名

　　　或は

指名機関の名称

ノミニーの職業分類（若し職業分類によ

らない会員の場合には会員の種類）

所属商社名

商社に於ける地位

ロータリアンとしての年数

ロータリーに於ける現在の地位

ロータリーに於ける過去の地位（理52
53，　54－55）

理事ノミニーの選択方法　（Methods

　for　Selection　of　Directors　Nominee）

　国際ロータリーの細則は，1962年（ロスア

ンゼルス）国際大会で，指定された地帯，地

理的集団又は地域からの理事ノミニーを選択

する四つの方法，即ち，1）国際大会におい

てクラブの選挙人による投票，2）　クラブに

よる郵便投票，3）　指名委員会手続，4）　国

際ロータリー理事会による指名の方法を規定

することによって改正された。

　改正された細則は，各地帯，地理的集団又

は地域におけるクラブのために，その地帯，

地理的な集団又は地域における理事ノミニー

選択にこれら四つの方法の内何れによるべき

かを郵便投票によって決定すべきことを規定

している。

　理事ノミニーの選択方法は各地帯，地理的

集団又は地域におけるクラブによって決定さ

れるものである。斯様な方法は細則第10条第

3節の規定に従い改正されざる限り効力をも

つo

大会に於ける選挙人会合の招集者
　（Conveners　for　Meetings　of　Electors

　　　　　　　　　　　at　Convention）

｝2覇一

国際大会においてクラブよりの選挙人によ
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る投票によって理事ノミニーの選択をなすこ

とに関し，細則は，斯様な理事ノミニー選択

方法が適用される地帯，地理的集団又は地域

に所在するクラブよりの選挙人は，国際大会

期間中に理事候補推薦の目的のために集合す

べきことを規定している。

　国際ロータリー会長は，理事ノミニーの選

択手続が国際大会における投票によって行な

われる地帯，地理的集団又は地域からの選挙

人の会合の招集者として，その地帯，地理的

集団乃至地域に居住する国際ロータリー理事

を指名する。もし斯様な理事がその任を遂行

し得ない場合には，会長はその地帯，地理的

集団乃至地域に居住する現在又は元国際ロー

タリー役員を招集者に指名する。（理64－－65）

理事の投票　（Balloting　for　Directors）

　国際ロータリー細則は，その理事への候補

者の数が2名よりも多い場合には単一移譲投

票の方法によるべぎことを規定している。

（52頁の解釈文参照）

　理事会は，一・つの役職に対して2名又はそ

れ以上の候補者がある場合には，順に投票に

付すべきことを決定した。（理54－55）

カナダ及びアメリ力合衆国に会員を有

するクラブの投票（VQting　of　Club　with

　Members　in　Canada　and　United　States）

　その区域がカナダ及びアメリカ合衆国の国

境に跨り，カナダ及びアメリカ合衆国に会員

を有するクラブは，両国のクラブ会員に関係

する事柄に対し投票する資格を有する。従っ

て国際ロータリー理事の指名投票に於てもこ

のようなクラブはカナダからの理事の指名に

投票すると共に，又クラブの所在するアメリ

カ合衆国の地帯からの理事の指名にも投票す

ることができる。各クラブの行使し得る投票

の数は細則に定められてあるが，これはかよ

うなクラブがすべての投票において行使する

数を考慮したものである。（理41－－42）

国際ロータリーの役職候補者に関する

宣伝（Publicity　Re　Candidates　f・r　Office

　　　　　　　　in　Rotary　International）

　理事会は，国際ロータリー理事候補者の如

何なる宣伝活動にも不賛成である。かかる活

動は，その役職の権威を損じ，不当な出費を

もたらしがちである。（理41－42，57－－58）

　ある地帯，地理的集団又は地域の理事を指

名する委員会委員の選択は，ロータリーの原

則に基調して厳正且つ責任ある方法を以て行

われるべきである。理事指名委員会委員候補

者を支持する行動は，委員会の重要な役目と

合致すべきものであってその関係地帯，地理

的集団又は地域からの理事ノミニーと見倣さ

れる暗示或は他の行動を以って候補者を個人

に関連して拘束すぺきではない。関係クラブ

へ送付のため事務総長より提供される，正規

に届出のあった理事指名委員候補者全員を列

記した投票用紙以外に，候補者に関する如何

なる文献も発行又は配布すべきではない。（理

64－65，　65－－66）

　国際ロータリーの細則に従って，事務総長

は，理事指名委員会委員候補として正規に届

出られた老の氏名を列記した投票用紙を用意

し，且つ関係クラブに郵送するものとする。

細則は，投票用紙には候補者各人の写真及び

経歴書を添付すぺきこと，並びに，かかる経

歴書は，記載事項を統一し，提唱クラブの提

出した情報に基いて作成され，個人的なパソ

フレットに代えて発表さるべきことを，規定

している。（R．1．細則第10条第3節）。
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　国際ロータリー・．．b理事の選択はロータリーの

原則に基調して厳正且つ責任ある方法を以て

行なわれるべきである。地帯，地理的集団乃

至地域の理事候補者として理事指名委員会へ

推薦されたロータリアンを支持する行動は，

推薦するクラブが被推薦老の写真並びに経歴

書を添付して公式推薦露を提出することにの

み限定されるべきである。

　理事指名委員会の指針として，理事会は次

の如き意見を述べている：理事指名委員会の

判断で，もし推薦された候補者の支援活動が

厳正且つ責任ある候補者推薦の規準を逸脱す

ると考える場合，斯様な推薦候補者の申出を

無視することは委員会の特権事項に属するこ

ととする。（理65－66）

他の団体においての役職名の利用
　（Use　of　Title　in　Other　Organizations）

　国際ロータリーの如何なる役員と難も，国

際ロータリー理事会の同意なしには他の団体

における彼の役職又は会員資格に関連してロ

ータリーの役職名を公表することは許されな

い。（ダラス国際大会決議29－12）
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職　業　分　類

職　業　分　類
（Classi丘cations）

　ロータリー・クラブは標準クラブ定款第5

条に規定された原則に違反しない限り，出来

るだけ所在地域社会に認められたすぺての職

業又は団体からそれぞれ1名の会員を持つよ

うにしなけれぽならない。

　ロータリーではこれ等の認められた事業活

動を簡単明瞭に示すため或種の用語を使用し

これを職業分類（Classifications）と称してい

る。

　標準クラブ定款（第5条第3節）には次の

通り規定してある。

　④　本クラブの各正会員は其の職業に従っ

て分類されなければならない。

　（ロ）正会員の職業分類は，その所属する商

店，会社，団体の主要且つ一般に認められた

業務を含むものでなければならない。若し単

独で職業に従事する場合にはその職業分類は

その人の主要，且つ一般に認められた事業活

動を含むものでなければならない。

　会社又は事業所の社会に対する主要なる活

動又は奉仕は，その会社又は事業所が現に行

っている事業であり，従ってロータリーm一の職

業分類の目的にかなうものである。

　科学的に準備された職業分類表一一充当さ

れたものもあり，空席のものもある一はク

ラブ発展の理論的基礎である。この表はクラ

ブ所在地の徹底的な職業分類調査を行うこと

によってのみ出来るものである。その理由は

この表は又クラブの区域限界内の職業活動の

正確なる指標でなければならないからであ

る。

国際口m・一タり一職業分類指針

　（Rotary　Intemnational　Gu三de　to

　　　　　　　　　　　Classifications）

　理事会は，ロータリーの会員資格に関する

方式の適用に関する次の原則を発表し，クラ

ブが職業分類の指針を使用することを承認し

た：

職業分類の指針（Guide　t・Classi丘cati・ns＞

　ロー一タリー・クラブにおける職業分類に対

する本指針は各ロータリー・クラブが職業分

類表を作成する上に役立つ用具として，且つ

クラブ定款に定められた会員資格の目的と精

神にそうように職業分類を決定するための推

奨基準として準備されたものである。

用語の説明　（Tips　on　Terminology）

　職業分類とは，商社，会社，公共団体又

は，独立の事業乃至専門的職業の主要且つ一

般に認められた活動を表現した言葉又は慣用

句である。クラブは，職業分類を設定するに

当り，この定義の範囲内で自主的に創意考案

すぺきである。

活動又は奉仕で地位ではない
　（Activity　or　Service－・－Not　Position）

　職業分類は，特定個人の保有する地位によ

って定められるのではなく，むしろその活動

即ち社会に対する奉仕によって定められるの

であるということをはっきり理解せねばなら

ない。換言すれば，銀行の頭取の場合，彼の

職業分類は，「銀行頭取」（Bank　President）

一26－」
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ではなく「銀行業」（Banking）である。

　斯様な事業場に関係している有資格者に対

して設定され，かつ貸与される職業分類を決

定するものは，事業または専門業の事業場の

主要かつ認められた活動である。例えば，鉄

道会社，鉱業会社，製造会社，病院，診療所

等の常任電気技師，保険清算人，業務支配人

等は，その人が直接担当している特定の仕事

の代表者としてではなく，その人が，専門的

な業務に専念している事業又は商社の代表者

としての会員資格が考慮されるものである。

個人経営の専門的職業の場合は，その職業活

動が一般公衆を相手にしている場合において

のみ，それに対する職業分類が考慮されうる

のである。

　産業の区分：大抵の産業は，お互に他の業

務とは明らかに異なった四つの部門に分ける

ことができる。即ち

　生産（又は製造）Producing

　　　　　　　　　　　（or　Manufacturing）

　配布　　　　　　Distributing

　小売　　　　　Retailing

　サービス　　　　Servicing

　これら四つのグループの総てをロータリ

ー・ Nラブにおくことは可能である。

　配布：用語を簡単にし，かつ統一するため

に，本指針に於ては，次に掲げる市場活動の

総てを示す言葉として「配布」（Distributing）

という語を使用している。即ち，卸売，仲

買，委託販売，ブローカー，輸出，輸入を含

むのである。如何なる場合に，上記の言葉の

一つを職業分類用語の「配布」という言葉に

入れ替えるかは，各口taタリー・一一・クラブの職

業分類委員会の賢明な判断によって決定せら

るぺきものである。

職業分類の調査（Classification　Survey）

各ロータリー・クラブはその職業分類委員

会を通じ，職業別電話帳，その他の事業別名

簿を用いて，毎年9月30日までに，その地域

社会の職業分類調査を行ない，それによって

充墳及び未充填職業分類表を作成するよう勧

告されている。分類表には又，たとえクラブ

の区域内である職業分類の業務が行なわれて

いない場合でも，それを貸与されている会員

がクラブの区域限界内に居住している場合に

はその職業分類をも記載すぺきである。

企業内の独立部門
　（Separate　and　Distinct　Divisions　of

　　　　　　　　　　　　One　Concern）

　国際ロータリー定款及び細則，標準クラブ

定款に於て使用されている「事業」（Business）

「専門的職業」（Profession）「業務」（Occupa・

tion）「商店」（Concern）或は「会社」（Estab・・

lishment）等の用語を明確にするため，国際

ロータリー理事会は次のように解釈してい

る：即ち

　ロータリー・クラブでは，職業分類表を設

定するに当って，

　　（イ）商業的活動

　　（ロ）工業的活動

　　の　専門的職業活動

　　←）団体活動

の何れをも，常に業務がそれ自身各個に，社

会に対して完全な奉仕を行なうものならば，

例え二つまたはそれ以上の斯様な業務の財政

的管理及び財政方針の最終的決定権が，一つ

の法人または個人所有に属しておっても，全

般的な方針の決定並びに責任遂行上完全に独

立している場合，それぞれ「事業」「専門的職

業」「業務」「商店」「会社」等として認める

ことが出来る。

　例えば大規模の大学内に，明らかに互に独

立した三学部が存在して，各学部毎に学部長

と教授団があり，各学部が独自の全般的方針

の決定及び，責任遂行上完全に独立している
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職　業　分　類

場合は，クラブは，充填，未充填職業分類表

に各独立学部の各々の主要かつ一般に認めら

れた活動を包含する次の如き職業分類を設定

すべきである。

　　教育一医学部

　　教育一工学部

　　教育一法学部
　大規模の大学内の明らかに独立している各

学部の職業分類を設定する際に守られる原則

は，また，大規模な法人における別個の，明

らかに独立している部門の職業分類の設定に

関しても適用される。

職業分類の貸与（Loaning　Classi丘cati・ns）

　各口・一タリー・クラブは，ある一定の職業

分類の下において会員となる資格を有する者

は，その商業，工業，専門的職業又は公共団

体活動の少くとも60％を，彼の職業分類が示

す活動（事業，専門的職業，業務，商店又は

会社）に捧げており，且つその地域におい

て，彼が主として当該事業又は専門的職業活

動に従事していることが一般に認められてい

なけれぽならないという規定を採用するよう

推奨されている。

均衡のとれた会員組織の維持

　　　（Toward　Balanced　Membership）

　ロー一タリー・クラブは何れの事業又は専門

的職業にも偏らない，よく均衡のとれた会員

組織を維持することが肝要である。

　その職業分類が相関連するか又は同類の事

業である場合，或は同一の法人組織又は他の

事業主の所有又は管理に属する事業である場

合には，アディショナル正会員を含めた正会

員数は当該クラブの正会員及びアディショナ

ル正会員の総数の10％を超えないことが望ま

しい。

　クラブが所在する区域限界内の特別な事情

により10％以上が正当と認められる場合もあ

ろうが，よく均衡のとれた会員組織の原則は

維持されるべきである。

　充填されている現存職業分類が不均衡な古

いクラブの場合は，よく均衡のとれたクラブ

会員組織の原則を実行するため，他の職業分

類の正会員及びアディショナル正会員の数を

増加するよう努力さるべきである。

新クラブ結成（New　Clubs）

　ロータリー・クラブを結成するに当って

は，種々と異なった分野からの会員を網羅す

ることが重要である。従って，関連する職業

分類の各グループから，別個な職業分類一つ

だけを充填することが望ましい。しかし事情

によっては，これらの別個な職業分類の中，

二つ又はそれ以上を充填しなければならない

こともあり得るかもしれないが，クラブ会員

の職業分類の均衡維持に注意することが肝要

である。

新クラブ結成に必要な職業分類の最

少限　（Minimum　Number・f　Classifi・

　　　　　　　cations　for　New　Club）

　将来新たにクラブを結成しようという地方

では，ロータリ）一一の職業分類の原則の上に常

時少くとも20名の会員を維持出来るよう，最

小限40の職業分類を有していなければなら

ない。（理48－49，57－－58，61－62）

　クラブが国際ロータリ・・－ac．加盟を認められ

た後も，相当発展の余地を残しておくため

に，その地方の職業分類を創立会員（Charter

Members）で全部埋めないようにした方がよ

い。（理42－－43）
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職業分類の原則には絶対に反しない

こと　　（Adherence　to　Classi丘cation

　　　　　　　　　　　　　Principle）

　理事会は，職業分類の原則に反しないこと

が，最も重要であるとする意見に一致してい

る。故に，職業分類設定の手続きは，それぞ

れ異なった，明確な，独立した，完全な，公

共に対する奉仕活動を基礎とすること，又ロ

ータリー・クラブがその会員を分類する手続

きは，商社又は団体内における会員個人の仕

事とか，地位によって分類するのではなく，

会員が関係している商店，会社，団体等の主

要且つ一般に認められた活動に基づくもので

あることを理事会は再確認している。

　ある地方で，一人一業の職業分類の原則の

下では，ロータリー・クラブの結成又は維持

が困難又は不可能と見えるような事実を，こ

の原則の確守から逸脱の理由にしてはならな

い。

　その地域社会に奉仕する，はっきりした別

々の奉仕活動即ち仕事があっても，主要な事

業を独占している一つ或は極く限られた数の

会社が，それらの仕事を統制しているような

ところでは，国際ロータリー定款，細則及び

標準クラブ定款に使われている「事業」，「専

門的職業」，「業務」，「商店」，「会社」等に関

して，理事会が国際ロータリー職業分類指針

の内「企業内の独立部門」と題する章に記述

している如き解釈及び説明に基づいて，職業

分類を新設することができる。（本書27頁の

その項参照）（理52－53，62－63）

会社合併　（Merged　Companies）

会社の合併に関連して起る職業分類の問題

を処理するための指針として，理事会は次の

項目を採択している。

　職業分類：（イ）許容され得る場合：職業分

類は会員が属している工場，会社或は団体等

の主要且つ世に認められた業務によるのであ

るが，これらの事業所が一つ又はそれ以上の

合併された会社から成り，資本は一つであっ

てもそれぞれ独立した製造工場と販売所を経

営している場合は，（正会員及びアディショ

ナル正会員を選ぶために）別々の職業分類

を，合併された会社の各々に対して設けても

よい。但し，それらの会社の各々が，既に会

員名簿に載っている職業分類とは全く異なっ

た業務を行っているのでなけれぽならない。

　（ロ）許容され得ぬ場合：一合併された会

社が，一一つの経営管理の下で一個の製造工場

及び販売所に統合された場合は，職業分類は

只一つだけしか設けることはできない。而し

て，この職業分類は合併された一つ一つの会

社の業務でなく，合併されて出来た会社の業

務を現わすものでなければならない。

　の　この指針は新旧役員に適用できる：

一上述の指針は新しく会員になる者に対し

てのみ有効なのではなく，合併されたそれぞ

れの会社の主要な業務を現わす職業分類の下

で既に以前から会員である人々にも適用され

るものである。

　←）職業分類は重複してはならない：一

この原則は上述の如く許容された職業分類が

クラブ内に存在する他の職業分類と事実上重

複しない場合にのみ適用されるのである。

　㈲　これ等の勧告によって既に会員である

老が無理にその会員資格を剥奪されるような

ことはない。（理37－38）
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（Club　Administration）

クラブ会長の資格と任務　（Duties　and

　Ωuali丘cations　of　the　Club　President）

　国際ロータリー理事会は，次に掲げるクラ

ブ会長の資格と任務に関する説明を承認し，

毎年クラブ役員の選挙に先だって，この説明

を全部のクラブ会長及びガバナーに送付する

よう国際ロータリー事務総長に要請してい

る。又，同理事会は適当な時期にこの説明を

その雑誌に掲載するように要望している。

資格（Ωualifications）

　クラブ会長は：

　次のような資格を有する者でなければなら

ない。

　　クラブに於て立派な資格を保有する正会

　員，アディショナル正会員，又はシニア・

　アクチブ会員，パスト・サービス会員であ

　って，　（正会員，アディショナル正会員の

　場合は）その職業分類について疑問のない

　者。

　　クラブ全体を指導する能力を有し，且つ

　同僚たる会員の尊敬と信頼を有する者。

　　クラブを指導し，クラブの事務を執るに

必要な時間と労力を献げ得る者。

　　自己のクラブの理事，又は一つ以上の委

　員会の委員又は委員長，或いはクラブ幹事

を務めたことがあり，又前年度に会長のた

めに準備される完全な見習修業としての指

定任務を果した者。

　1回以上地区大会に出席したことがある

者。

　自己のクラブの定款及び細則，或いは国

際ロータリーの綱領について十分役に立つ

知識を有する者。

　（なお出来得れぽ，就任前に少くとも1

回は国際大会に出席した経験を有する者で

あることが望ましい）。

任務（Duties）

クラブ会長は：

　クラブの諸会合に於て議長となること。

　各会合が注意深く計画され，且つ開会及

び閉会が時間通り行われるよう注意するこ

と。（少くとも月1回開催される）定例理事

会の議長となること。

　割当てた仕事を遂行する能力のある各種

委員及び委員長を任命すること。

　各委員会がそれぞれ明確な目標を持ち且

つ常にその機能を発揮していることを確か

めること。

　各委員の任命後，出来るだけ早い機会に

第1回のクラブ協議会（Club　Assembly）を

開催し，以後定例的にこれを開催すること。

　地区大会（District　Conference）に出席

すること。

　次期会長として地区協議会（District

Assembly）に出席すること。

　クラブ内及び地区内のロータリーの諸問

題に関し地区ガパナーと協力し，且つ諸通

信を速かに処理すること。

　例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編
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成及び会計事務の完全な履行を監督するこ
と○

　地区ガバナーの公式訪問に際し，各委員

長より文書による報告が提出されるよう注

意すること。

　国際ロータリー事務局から得られる情報

及び有益な示唆を利用すること。

　「国際ロータリー・ニュース」　（“R．1．

News”）「地区ガバナー月信」（Gevernor’s

Monthly　Letter）その他国際ロータリー事

務局，地区ガバナーからの通信，刊行物等

から得られる重要な情報が確実に各会員に

伝達されるよう注意すること。

　地区大会及び国際ロータリin大会に，ク

ラブから適正な代表老が出ているよう注意

すること。

　1月にはロータリー年度半期間の業績を

検討し，残る半年間の各委員会の活動とそ

の目標を立てること。

　6月にはクラブの財政状態及び年度内に

クラブが達成した諸目標について，総括的

な報告をクラブに提出すること。

　退任前に次期会長と会談すること。

　クラブの新しい運営を上手に発足させる

ため，又同時にクラブ運営の継続性を保つ

ため，新旧理事の合同会合を開催すること。

（理46－47，50－－51，62－－63）

クラブ役員の選び方

　　　　　（Selection　of　Club　O伍cers）

　役員が無期限に留任しないように，会長及

び幹事の職はもとより，理事，委員長も会員

が代るがわる就任するという原則を，かなり

の程度まで守ることが出来れば，クラブのた

めにもこの上なく役立つであろう。　（理35－－

36，SO－－51）

　クラブ役員は，全般的な方針として，2箇

年間続いて同一；一・の職に就くことは奨励すべき

ことでないし期待すべきでもない。しかし，

クラブの事情によっては，役員を留任させた

り，又暫定的に前役員を再選する方がクラブ

に有利な場合もあるであろう。（理42－43，

62－63）

　クラブは会員の潜在的指導能力を慎重に調

査し，かつ会員たちを委員に任命するのみで

なく，時には例会の司会をさせたりして，大

いに会員の能力を発揮させることに努めるよ

う示唆されている。（理39－－40）

クラブ・プロゲラム（Club　Programs）

　単なる興味本位，娯楽本位のプログラムを

つくるよりは，ロータリーの問題についての

プログラムを準備することを奨励するよう，

はっきりした努力をしなけれぽならない。か

くすることによって，ロータリー・クラブが

単なる昼食クラブとなる傾向を是正すること

が出来るからである。（理32－－33）

　各ロータリー・クラブは，その細則中に友

好並びに講演又は他の特別のプログラムに対

する特別規定と共にその例会の一一定した行事

の順序を規定することが重要である。（理62

－63）

　記念日の儀式　各ロータリー・クラブはそ

の最も近い例会日に，二月二十三日のロータ

リー創立記念日の適当な儀式を取り行うよう

に勧告されている。（ダラス大会決議29－12）

講演者への謝礼

　　　（Paying　Expenses　of　Speakers）

　国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

員及び現役員を各クラブに派遣．Lその費用を

国際ロータリーが負担しているが，もし，こ

れ以外に各クラブが国際ロータリーの役員或

・いは他のMrタリ界ンを招く場合は，そのク
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ラブが費用を負担しなけれぽならない。招か

れた講演者の方から，費用の支払を請求しな

ければならないようなことがあってはならな

い。このような羽目に陥れて当惑させるよう

なことがあってはならない。このような費用

の支弁に疑問の点があれぽ中央事務局は喜ん

で相談に乗るであろう。

クラブ例会における祈濤

　　　（lnvocation　at　Club　Meetings）

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗教的信仰或は理想を持った会員がいる。

又，ロータリアンは自己の宗教的信条に忠実

であると共に，他人の信仰に対しても誠実で

寛容な，変らない尊敬をはっきり示すよう期

待されている。各ロータリー・クラブは自治

的なものであるから，自己の良き判断に基づ

いて，会員全部の宗教的信念を尊重するが如

き方法で例会を行うべきである。

例会場　（Meeting　Places）

　例会場の決定は各クラブの自治に任すぺき

であることを国際ロータリー理事会は認め

る。しかし，各クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，或はパスト・サービス会員は，

いずれも他のロータリー・クラブの例会に出

席する権利があるから，各クラブは，世界中

のどのクラブのどの会員でも出席出来るよう

な場所で例会を開くことが期待されている。

（理46－一一47）

例会の廃止
　（Cancel！ation　of　Weekly　Meetings）

理事会は，ロータリー・クラブは標準クラ

ブ定款中の規定事項を除き季節的又は祭日の

理由により例会を廃止すべきでないことを決

定したのである。（理55－56，62－63）

クラブが他の団体に加入すること（Club

　　Membership　in　Other　Organizations）

　国際ロータリーの地方単位として，クラブ

は他の如何なる団体にも加入すべきでなく，

又，他団体の会員としての義務を負うべきも

のでもない。クラブの役員及委員が他の団体

の役員や委員と会議を開くことはよいし，又，

そうせねぽならぬ場合もあろうが，しかし，

クラブを束縛する権限はない。　（ダラス大会

決議29－12，第2条第1節）

他のサービス・クラブとの連合会
　　（Joint　Meetings　of　Service　Clubs）

　ロータリー・クラブが他のサービス・クラ

ブと合同して会合を開くことは，ロータリー

のプログラム及び活動を最もよく発展させる

所以ではない。従って，ロータリー・クラブ

が他のサービス・クラブと合同して毎週の例

会を開くことには国際ロー・タリー理事会は反

対である。しかし，ある特別な場合に，ロー

タリー・クラブが他のサービス・クラブと合

同して会合を開くことには必ずしも反対する

ものではない。（理42－43）

例会に於ける酒類飲用の可否
　　　（Alcoholic　Drinks　at　Meetings）

　ロータリーの会合に於て酒類を供すること

が正しいことであるかどうかは，各クラブに

於て決定すべき問題である。

　何年か以前のことであるが，ロータリーの
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会合に於て酒類を供することをどう考えるか

確めるため，各クラブに質問書を廻したこと

がある。この解答を表にして見ると，大多数

のクラブに於てはクラブ昼食会或は夕食会に

は酒を出さない習慣であり，又，会員個人も

その会の間は酒を注文しない習慣であること

がおかった。国際大会におけるクラブ会長の

会合で，この問題が討議されたことがある

が，出席者の大部分は，昼食会或は夕食会に

酒類を供するのは望ましくないという意見で

あった。

　その後間もなく国際ロータリin一理事会は，

アメリカ合衆国のクラブではロータリーの昼

食会や夕食会に於て酒類を供することに反対

の考えが専らであるという意見を表明した。

　この問題に関して口inタリーは何等公式の

方針を持っていないと言われるかも知れない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少くとも酒類を，食事

の一部として供する習慣のない国に於ては，

ロータリーの会合では酒類を供しない方がロ

ータリー運動のために良いであろうと言うこ

とが出来る。

富くじ類による資金募集　（Raising

　　　Money　by　Lotteries　or　Ra田es）

　ロータリー・クラブの活動は，会員及び会

員でない者の双方にロータリーに対する十分

な尊敬の念を持たせる如きものでなければな

らないとされている。従って，如何なるクラ

ブも，富くじ等によって資金を集めること

は，そのような行為が完全に良いことと認め

られていない国に於ては，避けるべきであ

る。（理48－－49）

クラブの定例理事会（Regular

　　　　　　Meetings　of　Club　Board）

　クラブ理事会は少くとも毎月1回定期的に

開催すべきである。（理41－42）

ロータリin情報　（Rotary　Information）

　各例会の始めの3分乃至5分間，会員に
m一タリーに関し真剣に考察をさせ，彼等の

ロータリーに対する知識と理解を拡げること

が，如何にクラブの為になるかという点につ

いてクラブの注意を喚起すべきである。クラ

ブのロータリー情報委員会は，すべての会員，

特に新会員のロータリーに対する正しき理解

と，ロータリー会員としての特典と責任を納

得させるようにするため，同委員会の活動を

増強すべきである。年間を通じ少くとも毎月

1回，奉仕の四つの部門のそれぞれについて，

ロータリアン個人の知識を増すようなプログ

ラムを提供しなければならない。（理35－－36，

52－53）

　新しく入会した会員は，種々の委員会は勿

論，屡々，クラブ協議会，クラブ理事会，炉

辺会合（Fireside　Meetings），都市連合会

（lntercity　Meetings），及び地区大会（Distr三ct

Conference）にも極力出席するよう奨励され

なけれぽならない。（理35－一・36）

　国際ロータリー事務総長は，地区ガバナー

が更に多くのロータリ・・－va育の必要性を強調

し，そしてこれに関する有益な示唆を常に中

央事務局から入手することが可能であること

に各クラブの注意を喚起するよう，絶えず提

示し続けるよう要請されている。（理44－45）

　何処にあるクラブでも，会員の中に，その

地元の新聞社が十分代表されていることが奨

励されている。（理35－36）

　クラブのロータリー－m情報委員会は，広範且

っ，重要な調整をする責任をもち，そして全

クラブ会員にロータリー情報を提供する責任

を持続する最も重要な地位に置かれるべきで

あり又最適格者をクラブロータリー情報委員
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に任命するよう強調さるべきことが推奨され

ている。又クラブは，一年を通じて定期的に

クラブの行事及び活動並びにクラブの問題等

に関する討論会に重点がおかれた例会を開催

することも推奨されている。（理62－63）

ロータリー強調プログラム

　　　（Rotary　Emphasis　Program）

　ロータリー・クラブは，クラブ・レベルで

のリーダーシップ・プログラムを実施するよ

う勧奨されている。このプログラムは，「ロ

ータリー強調プログラム」として知られるぺ

きもので，同地区におけるディストリクト・

リーダーシップ・フォ・一一ラムの後できるだけ

早く行なわれるべきものである。（指導者訓

練プログラム71頁参照）

　ロータリー強調プログラムにおいては，デ

ィストリクト・リーダーシップ・フォーラム

への参加者として指名されたクラブ役員や委

員達は，同フォーラムで得た情報や意見を，

下記の方法を通じてクラブ会員に分け与える

ものとする。

　イ）討論会での討議，又はクラブへ提出す

　　る報告；

　ロ）新会員のためのロータリー情報会議；

　ハ）すみやかに職業分類調査を完了し，充

　　填又は未充填の職業分類表を作成する行

　　動；

　二）炉辺会合；並に

　ホ）夫々の委員会の集会．（理66－67）

　国際ロータリーの理事会は

　イ）次期クラブ会長又は他のクラブ役員が

　　ディストリクト・リーダーシヅプ・フォ

　　ー・一ラム後三週間以内に，クラブ協議会を

　　開く責任者に指名されることに同意す

　　る；

　ロ）ディストリクト・リーダー一シップ・フ

　　ォーラム後開かるぺきクラブ協議会に先

立って，クラブ会長及び理事会は，ロータリ

ー強調プログラムを検討し，次期クラブ会長

又は他の指名されたクラブ役員に，クラブ協

議会の開催に関する彼の責任を指摘するよう

提言する。（理67－68）

クラブ資金の取扱

　　　　　　（Handling　Club　Funds）

　ロータリー・クラブは主として実業家から

成り立っているのであるから，クラブ財政の

取扱も事務的に行うべきである。クラブ資金

を事務的に取扱うとなると，小切手の支払に

は副署を要することとしなければならない

し，又，毎年会計検査を行わなくてはならな

い。（理41・一一42）

クラブのバナー　（Club　Banners）

　世界を通じてロータリー・クラブ及びロー

タリアンによるロータリー・クラブのバナー，

フラグ及びペナント等々の盛り上がる人気及

び普及した使用から生ずる問題を考慮して，

理事会はクラブ間で斯様な記念品の交換によ

りなされる良いそして有益な目的を認識して

いるが，然しその慣例の誤用及び濫用の益々

増加することに関心を以て見ている。

　理事会は或る場合には斯様な記念品交換の

慣例の誤用及び濫用は，不必要な財政的負担

をロータリー・クラブにかけるものであり，

そして他の場合にはクラブの基本的活動を妨

げ且つそれをしばしば阻害し，斯様な交換の

真の目的を打ち破る傾向さえあるという意見

を持っている。

　理事会は，斯様な記念品の交換に参加する

総てのロータリー・クラブ及びロータリアン

が斯様な交換を準備するに当っては，思慮，

中庸そして慎重なる判断を用ゆることを勧告

一34一

してるい。

　理事会はまた，斯様な交換をなすロータリ

ー・ Nラブはそのクラブがその一部をなす地

域社会，国又は地域を明瞭に，適切に，強く

且つ表現に富んだものにする心掛けを以て，

そのバナー，フラグ，ペナント等々を図案す

るのに十分の研究をなし，交換プPグラムを

効果的にする機会を持つべきであるという意

見を有している。（理58－59）

ロータリアンに対する事業上の援助

と助言　　　　（Business　Advice　and

　　　　　　Assistance　to　Rotar三ans）

ロータリーの親睦に確実な効果を与え，会

クラブ運営

員に有益な援助を与える機会を設けるため，

クラブは次のことを行うべきである。

　（イ）事業上の助言や援助を必要とするロー

タリアンに内密に而も親身な援助を与えるた

め，色々異なった職業分類（Classification）を

代表する会員数名を以て委員会をつくる。

　（ロ）広く会員の，主として経済的な問題に

ついて討議するため，“Clinics”（企業診断）

或は“Forums”（討論会）を開いて会員の利

益をはかる。（理42－一一43）
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国際ロータリーの委員会
（Committees　of　R．1．）

委員会　（Committee　Meetings）

　細則或いは理事会の特別な決定一例えぽ

委員会の付託条件或いは運営手続一一一一ile別の

規定がある揚合を除き，国際ロータリーの各

委員会は，予定の会合に割当てられた予算を

正しく考慮して，会長が承認し且つ指定した

日時及び場所に於て開くものとする。しかし

ながら，特別な事情がない限り，委員会はそ

の過半数が出席するという保証が得られなけ

れば会長は委員会の会合を開くことを認めて

はならない。（理46－－47）

　例外的な事情の下に於て会長が他の場所で

委員会を開くことを認めることもあるが，通

例，国際ロータリーの委員会はエパンストン

の中央事務局に於て開くものとする。（理45

－46）

通信による投票

　　　　（＞oting　by　Communication）

　細則，或いは大会又は理事会による特別の

決議に基き規定された場合を除き委員会は郵

便，電信，無線電信，電話によって事務を処

理することができる。（第14条第17節）そ

の場合如何なる提案に対する投票も，委員の

過半数の投票が返送された場合には30日目

を以て締切るものとする。但し，委員過半数

が賛成又は反対の投票を終えた場合には30日

以前でも締切ってよい。（理52－－53）

委員会の規模と機能
　（Size　and　Functioning　of　Committees）

　理事会は，国際ロータリーの委員会を経済

的且つ能率的に運営するため，次の各項がの

ぞましいとする財政委員会の勧告に対し原則

的に同意している。即ち，

　（イ）委員会の数は最小限にとどめる；

　（ロ）各委員会の規模は委員会に課せられた

責任を果しうる限りに於て出来るだけ小さく

する；

　Q9　各委員会の会合は最小限に止め，成る

ぺく1回がのぞましい；

　←）委員会の会合は，時間を短かくして2

度3度と招集する必要を生ぜしめるよりは，

寧ろ1回の時間を長くして十分客観的に考え

又研究する時間を与え，以て委員会を能率的

に運営するようにする；

　㈱　委員会の任務が運営的な性質のもので

あり，仕事の準備が中央事務局でなし得るよ

うな場合は，委員の任命は経費節約をも考慮

し，成るぺく中央事務局に近い人という点か

らなすぺきである。（理49－50，65－一一66）

委員会報告　（Committee　Reports）

　理事会はその常任理事会に，理事会の会合

のない間理事会に代って諸委員会の報告を閲

覧し，もし必要があれば理事会の定める常任

理事会の任務規定の範囲内に於て，報告書の

事項に関し決定を行う権限を委譲している。
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国際ロータリーの委員会

緊急を要する委員会の勧告に

対する措置　　　（Acti・n・n　Urgent

　　Recommendations　of　Committees）

　理事会は，現在の制度が，国際ロータリー

委員会の行う緊急を要する勧告に関し，効果

的な措置を取るのを妨げているとは考えな

い。しかし，現在の方針の許す範囲内に於て

会長及び事務総長は委員会の行う緊急を要す

る勧告に対して，理事会に代って何等かの措

置を行う権限を有することを承認する。但

し，これは委員会が開かれた後，かなりの間

理事会或はその常任理事会が開かれない場合

に限られる。（理45－－46）

委員の代理　（Substitute　Members　of

　　　　　　　　　　　　Committees）

　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はこれが代理を

おくことができる。但し代理として任命され

た委員はその会合の間だけ委員であるものと

する。この代理として任命された委員は自分

が代理する委員の見解を代表するように努力

するものとする。然しすぺての点に於て委員

会の開かれている間は自分の代理する委員と

同じ権利と責任をもつ委員である。（理37－
38）

委員会に関する検討

　　　　　　（Review　of　Committees）

細則の規定は，特定委員を除くすぺての特

別委員の任期はその任命せられたロータリー

年度の終りに終了するものと定めている。特

定委員の任期は，そのために特定委員が任命

された特定の目的が果されるか，又は理事会

によって委員会が解任された時に終るものと

する。

　理事会は，慣例上毎年ロー一．d一タリー年度後半

の会合に於て現存の特別及び特定委員会全部

について検討し，之れらに関し理事会として

次期の会長及び理事に如何なる勧告を行うべ

きかを決定する。

　会長及び理事会によって任命される特別及

び特定委員会は，特別の目的を果すために設

置されるものであるから，如何なる特別委員

会も，その目的を果すに必要である以上に長

く之れを存続することを避けるため，各委員

会の目的は，毎年之れを検討するよう絶えず

注意を払うぺきである。

　会長及び事務総長は各常任委員会に対し，

その設置された本来の目的に関係のある事項

を付託するよう常に注意を払うべきである。

特別委員会は単に特殊の事情ある場合に限り

設置すぺきものである。

　事務総長は毎年，退任せんとする会長及び

就任せんとする会長が共に，1943年7月の理

事会において記録された次の示唆事項に対

し，特別の考慮を払うよう注意を喚起しなけ

ればならない。即ち，新たに就任せんとする

会長は退任せんとする会長に対し，次期の委

員候補者の名簿を求めるのであるが，新たに

委員を任命するに当っては，この候補老名簿

に限定する必要はないのであって，この名簿

は退任せんとする会長がその在任中に得た経

験と交際に基づいて作成された参考になる名

簿として受取るのである。（理46－47）
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社 会 奉

（Community　Service）

　ロータリーは，個人々々を啓発することに

務め，この啓発を通じてその人が社会に於け

る自己の地位を見出し，その地位に於て奉仕

を行うことができるように，又，その人が，

世界，国家及び社会との関係に於て自己の市

民たる身分を考え，且つ自己の職業を奉仕へ

の途と考えさせるように努力している。

社会奉仕活動に対する方針　　（P・1icy

Toward　Community　Service　Activities）

　社会奉仕に対するロータリーの方針は，

1923年国際大会に於て採択され，その後の

国際大会に於て改訂された決議23－34に述

べられている。

決議23－34の本文
　　　　（Text　of　Resolution　23－34）

　ロータリーに於て社会奉仕とは，すべての

ロータリアンがその個人生活，職業生活，社

会生活の別なくこれに奉仕の理想を適用する

ことを奨励且つ育成するにある。

　この奉仕の理想の適用を実行するに当っ

て，会員に奉仕の機会を与えるため，種々の

社会奉仕活動を展開しているクラブが多くあ

る。ロータリアン及び口i・・■bタリー・クラブの

指針とするために，又，社会奉仕活動に対す

るロー一タリーの方針を設定するために，次の

諸原則が合理的であり，又管理に便利である

と認められ且つ受入れられている。

　1　根本問題として，ロータリーは，自己

仕

のために利益を得ようとする欲望と，他人に

奉仕しようとする義務感と，それに伴う衝動

との間に常に起る争を和解させようとする人

生の哲学である。この哲学は奉仕即ち「超我

の奉仕」の哲学であり，「最も良く務めるも

のは最も多く報いらる」という実践倫理の原

理に基づいている。

　2　元来，ロータリー・クラブは，ロータ

リーの奉仕の哲学を受入れ，次の四つの事項

を実行することを目ざしている代表的な実業

家及び専門家の集りである。即ち，第一は，

職業及び人生に於ける成功と幸福の真の基礎

として奉仕の理論を集合的に研究すること，

第二は，その理論をロータリアン自身及びロ

ータリアンの属する社会に対して集合的に実

証すること，第三は，その理論を，個人とし

て各自の職業及び日常生活に於て実践に移す

こと，第四は，個人的に又集合的に，現実的

な教訓と実例によって，ロータリー会員は勿

論，ロータリー会員でない人をも，理論的に

も実際的にもこれを受け入れるようにするこ

とである。

　3　国際ロータリーは，（1）奉仕の理想を守

り，推進し，世界中に普及するために，（2）ロ

ータリー・クラブを設立し，奨励し，援助し，

且つ運営上の監督を行うために，（3）各クラブ

の問題の研究のため，又，強制ではなく有益

な示唆を与えてクラブの運営を標準に合せ，

且つ社会奉仕活動の内，既に多くのクラブに

よって良いということが証明され，そして国

際ロータリーの定款に定められたロータリー

の綱領から逸脱せず且つこれを不明瞭にする

ことのないような社会奉仕の活動を標準化す

るための，一種の情報交換所として存在する
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社　会　奉　仕

団体である。

　4　奉仕するものは活動しなければならな

いのであるから，ロータリーは単なる心の持

ち方のみでなく，又，ロータリーの哲学も単

に主観的なものではなくて，実際的な行動に

移さなけれぽならない。従って，個々のロー

タリー会員もロータリー・クラブも，奉仕の

理論を実践しなければならないのである。

　それ故に，ロータリー・クラブの団体的活

動は次の条件の下に推奨されている。総ての

ロータリー・クラブはなるぺく毎年異なった

そしてその会計年度内に完了出来るように各

会計年度に主要な社会奉仕活動を提唱するこ

とが望ましい。此の活動は地域社会が事実必

要とすることに基くものとしクラブ全会員の

協力を要請すべきである。これは，そのクラ

ブ会員が地域社会における個人的社会奉仕活

動を行うよう奨励するクラブの継続したプロ

グラムに加えられるぺきである。

　5　個々のロータリー・クラブは，自分の

ためになり又所在都市にも適した社会奉仕活

動を選ぶに当って，絶対的な自主権を有して

いる。しかし，如何なるクラブも，ロータリ

ーの綱領を不明瞭にしたり，ロータリー・ク

ラブが組織されている本来の目的を危うくす

るような社会奉仕活動を行ってはならない。

また，国際ロータリーは，全般的活動を研究

し，標準化し，推進し，且つそれらについて

有益な示唆を与えるが，特定のクラブに対

し，特定の社会奉仕活動を命令したり禁止し

たりすることはしない。

　6　個々のロータリー・クラブが，その社

会奉仕活動をどのように選ぶかについては，

別に規定はないが，指針として次の基準が示

唆されている。

　（イ）ロータリーの会員数は限られているの

であるから，他に都市全体のために代弁し，

行動する適当な市その他の団体が存在しない

都市に於てのみ，ロータリー・クラブは，全

市民の支持がなけれぽ成功しないような全般

的な社会奉仕活動を行うぺきである。又，商

業会議所が存在する場合には，ロータリー・

クラブはその役割に立ち入ったり，横取りし

したりしてはならない。しかし，個人として

奉仕の原理を実行し且つ訓練されているロー

タリー会員は，商業会議所の会員としても活

発に活動すぺきであり，又，市民として他の

善良なる市民と共にあらゆる一般的な社会奉

仕活動に関心を持つべきであると共に各自の

能力の許す限り，金銭上及び実際行動におい

てその分を尽くすべきである。

　（ロ）一般論として，ロータリー・クラブは，

どんなに立派な計画であっても，クラブがそ

の成功の責任の全部又は一部を執る用意と気

持があるのでなければ，これを是認すべきで

はない。

　の　ロータリー・クラブがその活動を選ぶ

に当って広報を第一目標としてはならないが

ロータリーの感化を拡大する手段として，価

値あるクラブ計画が完全に実行されたものに

ついては適当に広報がなされるぺきである。

　⇔　ロータリー・クラブは，その努力の重

複を避けるべきであり原則として他の機関に

よって既に立派に行われている事業に従事す

ぺきでない。

　㈲ロータリー・クラブはその活動に於
て，むしろ現存の機関と協力すべきであるが，

現存の機関の設備では不十分であってその目

的が遂げられない場合には，必要に応じ新し

い機関を設けてもよい。

　ロータリー・クラブにとっては，新たに重

複する機関をつくるよりも現存の機関を改善

する方がよいであろう。

　＠　ロータリー・クラブはその全活動に於

て，宣伝老として最も巧みに行動し，最も多

く成功している。ロータリー・クラブは，そ

の活動を必要とする事態を発見はするが，そ

の責任が全都市の責任である場合には，単独

でそれを救済することを求めず，他の人々を

してその救済の必要に目ざめさせるように努
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力しその責任をn一タリーだけにおかず，本

来その責任を負うべき都市全体におくよう，

都市全体がその責任を自覚するようにすべき

である。ロータリーは，或る事業を始めそれを

指導してもよいが，関心を持たなければなら

ない他の団体全部の協力を確保するよう努力

すべきであり，ロータリー・クラブ自体の当然

の功績をぽ最少限度に減じても，その協力者

に全功績が与えられるようにすべきである。

　（ト）全ロータリー会員の個人的努力を求め

る活動は概してクラブの集団行動だけを必要

とする活動よりも，ロータリーの精神に一層

多く合致するものである。なぜならぽロータ

リー・クラブの社会奉仕活動は，ロータリー・

クラブの会員を，奉仕という点で訓練しよう

とする実験としてのみ考慮せらるべきである

からである。（セント・ルイス大会決議23－

34，デソパー大会決議26－6によって改訂；

アトランティックシティー大会決議36－15，

及びアトランティックシティー大会制定51－－

9，トロソト大会決議64－－43，デンバー一大会

決議　66－一一49）

「奉仕活動」への参加奨励（Participation

　in‘‘Service　Activities”Encouraged）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

更に活発に社会奉仕活動に従事すぺきであ

り，又，地域社会におけるロータリアンが社

会奉仕として何をやっているかに関し，新聞

その他を通じて，公衆に知らせることを嫌っ

てはならない。（理41－42）

　或る地域社会の必要に応じ政府及び民間機

関が活動するビも拘らず，地域社会に於て効

果的に又重複せざる奉仕をなし得る多様な取

組むべき機会がロータリー・クラブ及びロー

タリアンに残されている。

　効果的な社会奉仕活動をなすための基本と

してクラブは次の諸点を強調すぺきである。

　（イ）社会奉仕委員会によりその関係する地

方の特殊事情の徹底的調査と分析によって地

域社会の必要とすることを確認すること。

　（ロ）地域社会が必要とすることを見出すた

めに，個人的並びに職業的見地からクラブ地

域を研究することにより斯る調査と分析を補

足し又強化するよう各クラブ会員を奨励する

こと。

　㊨　会合が可能であり，必要とされ且つ設

定した方針と調和して実行できる場合には意

見の検討と交換の目的を以て他の社会奉仕団

体と集会をもつこと。

　⇔　有望な会員候補老として考慮する場合

の要件として地域社会の必要なことに積極的

な関心をもち，又，精通している事実を実証

できることを含めること。（理63－一一64）

社会奉仕会議の運営手続　（Rules　of

Procedure　for　a　Community　Service

　　　　　　　　　　　　　Council）

　都市内の色々な奉仕クラブ或いは他の団体

の役員が，それぞれの団体の社会奉仕に関し，

討議を行い，且つ意見を交換するため，時々

会合する必要を認める場合には，ロータリー・

クラブの代表者は，次の運営手続に従ってこ

れに出席することができる。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或いは考慮されている社会奉仕に関

する問題について，討論を行ってもよいが，

それぞれの団体が独立の団体としての行動の

自由を失うことを意味する決定は行わないも

のとする。

　問題の如何を問わず会議がとるぺき措置

は，出席老の意見の表明と会議の意見を各所

属団体に報告することを出席者が承諾するこ

とだけにとどむぺきである。

　会議は，その代表者が会議に参加している

団体を，如何なる点に於ても拘束するような

意見を表明する資格も権限も与えられていな

一40－一

’

5
」
ヴ

い。但し，各団体自体が前以てそれぞれその

問題を考慮し，且つその問題に対する態度を

決め，その代表者に対し会議においてこの立

場を示し他の代表老と同調することを指示

し，且つ委任した場合はこの限りでない。

　都市内の団体全部の共同行動を必要とする

と考えられる問題がある場合には，各団体の

とるぺき措置に関する決定は先ず各団体自体

に於てなされるぺきである。その決定ができ

た後に，その問題を特別に考慮するため会議

を特に招集すべきである。そしてこの会合に

は，各団体は，自己の団体のために代弁し，

且つ加入に意見が一致した共同行動の責任を

負う権限を正式に与えられた代表者を派遣す

べきである。・

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき

りさせる前に，会議に対する意見を新聞その

他に発表することは，もしそれが，会議に代

表を送っている種々の団体がその意見によっ

て束縛されることを意味するのであれば，な

すべきでない。

　これらの運営手続の目的とする処は，この

ような会議に於て各自の考えを自由に交換

し，意見の展開を育成することであり，又，

同時に，会議に代表を送っている諸団体の地

位，特に団体相互間，或はそれぞれの団体か

らなる大団体或は都市全体に関連しての地位

を，決して害することがないことを確実にす

ることである。（理32－33）

地方市民行事に国際ロータリーの参加
　（Participat亘on　of　R．1．　in　Local　Civic

　　　　　　　　　　　　　　Events）

　国際ロータリーは，都合上及び慣例上，行

列その他の地方市民行事に対しては，それが

如何に立派なものであっても，これに参加す

るために経費を支出することはできない。

（理41－42）

国際ロータリーの資金は，全くそれ自身の

社　会　奉　仕

目的のためにその加盟クラブによって提供せ

られたものである。従って，他の組織の事業

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通して，各個

人ロータリアンがその地域社会における立派

な奉仕事業を支持し且つ個人的に参与するこ

とを奨励している。　（ロータリーと他の団体

に関する方針の声明，138頁参照）

　国際ロータリーは特別の決議によりその承

認事項を積極的に推進することが出来るもの

でなければ如何なる企画や運動も承認しない

であろう。（ダラス国際大会決議29－12）

ロータリーと商業会議所　　（Rotary

　　and　the　Chamber　of　Commerce）

　商業会議所が存在する所においては，ロー

タリー・クラブは，その役割に立入ったり，

横取りしたりしてはならない。しかし個人と

して奉仕の原理を実行し，且つ訓練されてい

るロータリー会員は，商業会議所の会員とし

ても活発に活動すべきであり，又良き市民と

して，あらゆる一般的な社会奉仕活動に関心

を持ち，能力の許すかぎりこれに貢献すべき

である。

身体障害児童の救済事業

　　　　　（Crippled　Chlldren　Work）

　国際q一タリーは加盟クラブに対し，それ

ぞれの都市に於て人道的奉仕を行う機会を与

えるものとして，身体障害児童にして治療を

必要とするものに対して整形，外科治療及び

教育を施す事業を行うよう薦めている。　（ダ

ラス大会決議29－－12，第2条第5節）

国際身体障害者救済会　（lnternati・mal

　　　Society　for　Welfare　of　Cripples）
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　国際ロータリーは，国際身体障害児童救済

会1（1．S．C．C．）の目的と事業を認め，この

種の事業に共鳴するロータリー会員がその協

会の事業に参加し，これを支持することを薦

める。

　国際ロータリーは，加盟クラブが国際ロー

タリー以外の如何なる団体の加盟クラブにも

なるべきでないと考えるし，且つロータリー・

クラブはその会員の全部又は一部を，彼等の

同意なしに1．S．C．C．の会員にしようとしては

ならない。更に又，ロータリー・クラブは

1．S．C．C．の会員の会費をクラブ資金から払う

ようなことをしてはならない。

　国際ロータリーは，ロータリー会員が個人

として1．S．C．C．に加入し，会費を払い，その

運営に参加することに反対しない。国際ロー

タリーは，その会員全部が1．S．C．C．の会員で

あるロータリー・クラブが1．S．C．C．の事業の

ための会合を持つことに反対しない。しか

し，クラブ会員全部が1．S．C．C．の会員でない

場合には，国際ロータリーは，1．S．C．C．に加

入していない会員は，たとえそれが道義的勧

告であっても1．S．C．C．への参加を強制される

ことがあってはならないと考える。

　国際ロータリーは，世界各国の身体障害児

童問題が重要であることを認め，各ロータリ

ー・ Nラブの各会員が何らかの形で身体障害

児童救済の事業に関係することを喜ぶであろ

う。しかし，国際ロータリーは，気のりのし

ないロータリアンにこの種の事業に関係する

ことを強制することは望ましくないと信じて

いる。国際ロータリーは又，口・一タリー・ク

ラブやロータリー会員が，身体障害児童救済

事業のような立派な仕事でも，これに全く夢

中になったために，ロータリー・クラブの真

の役割が忘却され，ロータリーの基本的で特

11939年1．S．C．Cは改組され，　International　Soci－

ety　for　the　Welfare　of　Cripplesが創立された。米

国に於ては，　Nationa1　Society　for　Crippled　Children

and　Adultsが1．S．C．Cの後身である。

色ある目的が見失われ又は忘れられるなら

ぽ，それは望ましいことではないし，又ロー

タリー福祉の為にもならないものと考えてい

る。（理22－一一23）

　1924－25年に国際身体障害児童救済会は，

資金の必要を説明し，且つ各クラブに身体障

害児童救済事業のために寄付する希望があれ

ぽその機会を与えるという趣旨の書翰をクラ

ブの役員に対し出すとのことを希望して来

た。これに対し理事会は次の措置をとった。

　理事会は，主としてロータリー会員から成

る国際身体障害児童救済会がロータリー・ク

ラブの間で非常に立派な，利己的でない仕事

をして来た事実は之れを認める。しかし，如

何なる団体といえども国際ロータリーの加盟

クラブに回状を送ることを認めることは本国

際ロータリー理事会の方針ではない。（理24

－25）

癌研究　（Cancer　Research）

　全世界のクラブに対し，それぞれの国家に

於て，もし機会があれぽ，癌の原因を確める

ためになされつつあるすぺての努力に対し激

励を与えることを勧奨する。（理38－39）

交通安全　（TraMc　Safety）

　各クラブは，社会奉仕委員会の小委員会と

して交通安全委員会を任命し，交通安全の問

題を研究すると共に都市の交通安全委員会

と，できる限り協力するよう考慮すぺきであ

る。（理46－47）

成人無学者　（Adult　IIIiteracy）

　成人無学者の問題は依然として世界各国に

於て主要な問題とされている。成人の読み書
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き出来る能力の育成に当っている政府並びに

他の機関と競争することは賢明なことではな

いが各ロータリー・クラブによりなし得るこ

とは多いのである。このためには，ロータリ

アンは現実に存在する必要事項に応ずるた

め，何が完成されつつあるかを十分に認識す

べきである。斯くしてこそ全会員が此の分野

の奉仕面で可能な活動又は計画を展開するた

めの基礎として成人無学者問題の本質と範囲

に就いて理解することができるのである。

農村都市関係振興

　（Rural・Urban　Relations　Promotion）

　全世界の都市及び農村の住民の間に一層良

い友好関係を促進することは，クラブにとっ

ては国際ロータリーの目的を達成する一助に

もなる立派な運動である。この問題に対して

はクラブの側に十分な関心があれば，中央事

務局はこれをクラブの確立した活動と認め，

且つその問題に関する情報交換所としての，

役割を果すことに十分な関心を持っている。

（理25－26，55－56）

募金運動への参加　（Participation　in

　　　　　　Fund　Raising　Activities）

募金計画或は他の運動に参加又は提携する

場合，クラブは，クラブの威信の強化向上に

貢献しないような品位のないやり方に陥らな

いよう常に注意を払うべきである。（理46－－

47）

　ロータリー・クラブの活動は，ロータリア

ン及びロータリアンでない人の双方に，ロー

タリ“－VC対して最高の敬意を起させるような

活動でなければならないと考えられる。従っ

て，富くじ等が全く好意を以て見られていな

い国に於ては，いかなるロータリー・クラブ

もこの種の方法によって金を集めない方が良

いとされている。（理48－49）

道路標識　（Road　Signs）

　事務総長は，クラブ所在都市に既にロータ

リーの道路標識を設置，或は設置しつつある

クラブ全部に対し，それらの道路標識を完全

な状態に整備しておくことの必要について，

注意を与えるよう指示されている。貧弱な道

路標識はクラブのみならずその都市自体の不

名誉になると信ずるからである。（理35－－36）
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定款に関する事項
（Constitutional　Matters）

　国際ロータリ“一“一組織上の規定である国際ロ

ータリー一定款及び細則は1910年の大会で採

択され，以後の大会に於て改正乃至修正され

て来たものである。定款及び細則の本文は

203－一一251頁に掲載してある。

　国際ロータリー定款及び細則によれぽ，規

定審議会に付議すべき改正案は，規定審議会

の開催されるロータリー年度の8月1日まで

に国際ロータリー事務総長へ送付され，且つ

その写しが同審議会及び国際大会が議案を審

議するロータリー年度の11月1日までに事務

総長によって各クラブ幹事宛に郵送されなけ

ればならない。

　正式に提出された改正案の本文は，斯様な

提案を審議すべき規定審議会の開催されるロ

ータリー年度の8月1日又はそれ以前に国際

ロータリー中央事務局事務総長の手許になけ

れぽならない。

　1922年改正定款第4条第4節は「国際ロー

タリー加盟認証状が交付され且つこれを受理

する各ロータリー・クラブは，法律に違反し

ない限り，国際ロータリーの本定款及びその

細則，並びにその改正案によって総て拘束さ

れ，且つその規定を忠実に遵守することを妓

に承認，批准且つ同意する」と規定している。

クラブ定款　（Club　Constitution）

　国際ロータリー細則（第1条第2節）は次

の事を規定する：

　（イ）標準クラブ定款。

　（ロ）1922年6月以後に加盟を承認された

　　クラブは，すぺて標準クラブ定款を採択

すること。

　（2N）1922年6月以前に加盟を承認された

　　クラブは，この標準クラブ定款及びその

　　改正規定に準拠する以外その定款の条項

　　を変更しないこと。

　←）標準クラブ定款を改正するためには国

　　際大会の決定を必要とすること。

　（＊）かくの如き改正はすぺて自動的に，標

　　準クラブ定款を採択したクラブの定款の

　　一部となること。

　国際ロー一一タリin細則に於ける以上の規定

は，基本的な規定を各クラブ間に於て同一に

することを目的としたものである。

　標準クラブ定款の本文は255－264頁に掲

載してある。

　国際ロータリー細則第1条第2節←）には

又，特別な事情の下，又は国，州又は県の条

例及び習慣に従う必要のある処では，理事会

は，三分の二の多数理事の参集する理事会に

おいて，標準クラブ定款に一致してないク

ラブ定款における規定及びその改正案を，国

際ロータリー定款及び細則に抵触しない限り

承認することができると規定してある。

　国の法律が，ロータリー・クラブの定款に

資金募集及び不動産の所持の権限を規定する

ことを要求する場合，斯様な権限を欲するク

ラブは国際ロータリ■一一細則第1条第2節←）の

条文に従って規定を作り，地方的要求に適合

するようその定款改正について理事会の承認

を求めなけれぽならない。（理57－－58）

　第1条（名称）及び第2条（区域の限界）

は，それぞれのクラブによって異るものであ

るから標準クラブ定款には空欄として残され

ている。この2箇条はクラブが国際ロータリ
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。一 ﾉ加盟を許され，国際ロ・一タリー理事会の

承認を得て完成するものである。同様に，こ

の2箇条を以後改正せんとする場合にも国際

ロータリー理事会の承認を受けねばならな
い。

　R．1．B．1．の定款は，国際ロータリー国際

大会で承認された通り，グレート・ブリテン，

アイルランド，チャンネル諸島及びマン島に

おけるロータリー・クラブのための標準定款

を，同連合会が採択し規定するよう規定して

いる。この標準クラブ定款は，国際ロータリ

ーの定款及び細則に違反せず，又，R．1．　B．1．

定款の改正に関する規定に従って改正される

ものとする。

クラブ細則　（Club　By・Laws）

　クラブの細則は，クラブの決議によって採

択し且つ改正することができる。国際ロータ

リー理事会は細則を推奨している。この本文

は，267－－275頁に掲載してある。この細則

は，採択前に於ても採択後に於ても，その変

更がクラブ定款及び国際ロータリー定款並び

に細則に矛盾しない限り各クラブによってそ

のクラブの事情に適合するよう変更すること

ができる。但し，もし改正案に疑義がある場

合には，これを国際ロータリー事務総長に提

出して国際ロータリー理事会の審議を受ける

ようにすぺきである。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

いては，R・1．　B．1．の理事会が，当領土別単

位内のクラブが用うぺき標準クラブ細則を規

定している。

単一標準クラブ定款　（Only　One

　　　　Standard　Club　Constitution）

1・　現行の国際ロータリtS細則（第1条第

定款に関する事項

2節）は，以後1加盟を許されるクラブはす

べて標準クラブ定款を採択すぺきこと，及び

現行国際ロータリー細則採択当時存在せるク

ラブ定款は新しい標準クラブ定款と一致させ

る場合を除き変更してはならないことを規定

している。

　2．以前には如何なる“標準”クラブ定款

があったにせよ，現在に於ては標準クラブ定

款は只一つであり，ロスアンゼルスで採択さ

れたものがそれである。1921年，1920年，

1919年，或いはそれ以前にせよ，当時“標準”

とされていたクラブ定款の下に活動している

クラブは，同定款の下に活動しているもので，

標準クラブ定款の下に活動しているものと考

えてはならない。言葉をかえて言えば，この

ようなクラブは，現行の標準クラブ定款に関

連しては，以前に採択された定款の下で活動

している他のクラブと全く同一の位置にいる

わけである。

　3，標準クラブ定款の下に活動するクラブ

は，国際大会の決定なくしてその定款を変更

することはできない。他の定款の下に活動す

るクラブは理事会に於てその変更がクラブ定

款を標準クラブ定款に一致させるものと考え

られる場合に限り，国際ロータリー・m理事会の

承認を得てその定款を変更することができ

る。理事会は，この種の変更が全面的なもの

でなくとも，クラブ定款を一歩でも標準クラ，

定款に近づけようとする改正案には恐らく好

意的考慮を払うであろう。（理22－一一23）

ロータり一・クラブの法人化
　　（lncorporation　of　Rotary　Clubs）

　1．　理事会は，ロータリー・クラブを法人

仁することは～地方事情によってクラブの決

定すべき問題であるという意見を持ってい

る。理事会は，クラブが法人の条文の中に現

　1－1922年6月6日以後
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行及び今後改正されることのあるぺき国際ロ

ータリーの定款及び細則に忠誠と服従を誓う

文句を挿入する限り，ロータリー・クラブを

法人化することに反対することはない。

　2．　理事会は，法人としての条項に対し次

の如き一般的な規定を承認している。

　　本法人の名称は，

　　法人＿（州）＿（市）ロータリー・クラ

　ブとする。

　本法人は利益の追求を目的としない法人と

　する。その目的とする処は慈善と仁愛にあ

　り，且つ，国際ロータリーの綱領を励行，

　促進し拡大すると共に，国際ロータリーの

　加盟クラブとしての関係を保持するにあ

　る。本法人が組織された処の＿州の法律

　の規定の許す限りに於て，本法人は国際ロ

　ータリーの管轄に属するものとす。

　本法人は，定款に列挙せる目的と矛盾せず

　又，本法人がその規定の下に組織されてい

　る＿州の法律とも矛盾しないような細則

　を採択する権限を有するものとする。

　3．新しく組織された法人は国際ロータリ

ーと調和のとれたものとするために，その細

則に，国際ロータリーが加盟クラブのために

設けた標準クラブ定款及び細則のあらゆる関

係規定を採択すぺきである。

　4．法人の組織に関する条項には勿論，そ

の規定の下に本法人が組織された州の法律の

要求するその他の申立陳述等を含まねばなら

ない。

　5．　ここに示唆された規定は，法人化され

たクラブが国際ロータリーの加盟クラブであ

りたいという明らかな目的にあらゆる点に於

て，矛盾せざる限り変更してもよいものであ

る。

　6．現在のクラブがこれらの条件に従って

法人として組織された場合，同クラブは，国

際ロータリーとの関係に於ては何等変化な

く，以前のクラブの継続にすぎないことを認

めるぺきである。

　7．事務総長は，理事会に代って，すべて

の法人化申込に対し裁決を下し，更に方針を

明らかにする必要のある特殊な状況の場合に

は，これを常任理事会に付議するよう要請さ

れている。（理40－41；57－－58）

クラブ活動の法人化

　　（lncorporation　of　Club　Activity）

　理事会は，ロータリー・クラブがクラブに

法律上の負担のかかるような特殊な活動をな

す場合には，クラブそのものを法人化するよ

りも，寧ろその活動を法人化した方が良いと

いう意見をもっている。（理57－58）

国際ロータリーの印章
　　　　　　（Corporate　Seal　of　R．1．）

　事務総長は国際ロータリーの印章を保管す

るものとする。事務総長は理事会によって正

しく承認された国際ロータリーの加盟認証状

全部に対し，又，その他国際ロータリーの正

規役員の署名ある書類で捺印を必要とするす

ぺてのものに対し印章を押す権限を有する。

事務総長は，国際ロータリー会長の承認を得

て，本決議中に規定されている権限の一部又

は全部を文書によって随時事務次長に，或い

は文書を以て彼の指名した事務次長代理或い

は事務補佐に委任する権限が明白に与えられ

ている。（理32－33，39－40，59－60）

クラブ定款の権限の限界　（Limits　of

　Constitutional　Authority　of　Clubs）

　事務総長は，国際ロータリー定款及び細則

或いは国際大会の決定によって特に禁ぜられ

ていないという理由で，その会員を他の団体
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に加入させたり或いは加入することを義務づ

ける権利があると信じている或るクラブの事

態を提起した，そして

　事務総長は，「クラブがこのような行為を

なさざるために一々禁止条項を設けなければ

ならないか，」という質問を理事会に発した。

依って，

　ロータリー・クラブはその行動の範囲につ

いて，クラブ定款及び細則の規定により，

又，国際ロータリーN定款及び細則の規定によ

り，更に，クラブ及び国際ロータリーの定款

及び細則に調和する国際大会及び国際ロータ

リー理事会の決定並びに判定によって制限を

受けるということに意見が一致した。換言す

定款に関する事項

れぽ，ロータリー・クラブは之等の文書か

ら，ロータリー・クラブとしての行動をなす

権限を得るのであり，これらの文書によっ

て，直接，間接にクラブに与えられる権限の

みを有している。従ってクラブは，これらの

文書或いはその解釈の中に見出されない行動

をなす権限はないのである。更に，ロータリ

ー・ Nラブの定款及び細則が会員の義務に関

する規定を有する以上，それ以外の義務を会

員に課することは，このような付加義務の負

担を許すことができるように，前以てその定

款及び細則の改正を行わない限り，たとえ過

半数の投票によっても，できないのである。

（理24－25）
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国　際　大　会

（Convention）

　国際大会は毎年5月又は6月に（理事会は

緊急又は特別の事態に応じて変更することが

できる）理事会の決定した日時及び場所に於

て開催される。（国際ロータリー定款第8条，

細則第7条）

　国際大会は次の如き決議を採択している：

　1929年5月テキサス州ダラスに於て開催

された第20回国際ロータリー大会は，1931

年又は1932年の国際大会をアメリカ合衆国

外に於て開催し，爾後は少くとも4年目に1

回は国際大会をアメリカ合衆国外で開催する

ことを決議したことに基き，

　この決議事項は，1939－1945年にわたる戦

争及びその結果によって実行されなかった19

43－－1947年間を除き其の後実行されておるこ

とに基き，

　国際ロータリー会員が125ヵ国に11，500以

上のクラブ数を以て構成され成長した事実の

認識に基き，

　アメリカ合衆国外の国際ロータリーの成長

が今やアメリカ合衆国内の発展を凌いでいる

事実を同じく認識することに基き，又

　国際ロータリーは，1965年の国際大会開催

地をアメリカ合衆国，ニュ・’一ジャージー州，

アトランテヅクシテー；1966年はアメリカ合

衆国コロラド州，デンバー，1967年はフラン

ス，ニース，1968年はメキシコ，メキシコシ

テー及び1969年はアメリカ合衆国，ハワイ

州，ホノルルに決定したことに基き，

　国際ロータリ，一第55回年次国際大会に於

て1929年テキサス州ダラスに於ける，上記の

決議を絃に改正し下記の如く新たな規定を採

択することを決議した：

国際ロータリー－ag　55回年次国際大会は，1970

年に開催される年次国際大会後は同一国に於

て3年連続して国際大会を開催することは出

来ないものと決議する。　（トロソト大会決

64－－42）

大会の招致
　　　（lnvitati・ns　t・Hold　C・nvention）

　その所在都市に於て国際ロータリー大会を

開催することを希望するクラブは，先ず中央

事務局より大会招致申込書を手に入れなけれ

ばならない。

　理事会は国際大会を招致せんとするクラブ

からの委員とか代表を受入れることはしない

が，事務総長に郵送された文書による国際大

会招致申込書を受取った後に，もし必要と考

える場合には招致希望のあった都市を調査す

るために誰かを派遣する。（理24－25）

準備手続（Procedure　for　Preliminary

　　　　　　　　　　　Arrangements）

　理事会が国際大会ゐ開催される都市を決定

後，出来るだけ早く，国際大会事務局長はそ

の都市に赴き，開催地クラブの協力を得つつ，

国際ロータリーに代って，集会場に関して市

当局或は私的団体と契約を進め，同時に，出

席予定者全部を収容しうる適当なホテルと交

渉することになっている。

　もし理事会が，国際大会開催都市を決定し

たときに大会の日時を明示しなかった場合に

鱒48一

は，執行委員が日時を決定する権限を有する。

　国際大会事務局長は開催地クラブ理事会と

連絡し，共に国際大会運営の計画を検討し，

そしてこの国際大会に関してはその前年に行

われる国際大会の終了までは宣伝を避けるこ

との重要性を強調する。．

　大会事務局長は，開催地クラブから，同ク

ラブが開催地クラブとして国際ロータリーに

協力し，来訪ロータリアン及び来賓を迎え，

且つ国際大会の成功を確保するために開催地

クラブ及び国際ロータリー大会委員会との間

に，相互的に同意をえた色々な方法で援助す

るという熱意を示した，正式にクラブによっ

て採択され署名された決議文の写しを受取
る。

　この手続は，最後まで有効であるが，常任

理事会により，又，緊急の場合は状況に応じ，

会長がこれを変更することもある。（理46－
47）

会場（Meeting　Places）

　国際ロータリーは，開催地の都市が国際ロ

ータリーに費用をかけることなしに，国際大

会の総会に適当且つ便利な講堂及び他の色々

な会合に必要な集会場を提供することを期待

している。

　それは国際口・一タリーが使用する国際大会

々場の賃貸料はそo都市のクラブが支払わね

ばならないというのではなく，その都市が一

団体としてそのような設備を提供するか，或

いは，市役所，商業会議所，実業家或いはホ

テル業者の団体が会場に対し必要ならばその

資金を出すぺきであるというのである。

　この決定は国際ロータリ・一が大会々場の賃

貸料を支払ったり，或いは臨時に必要な費用

の負担を受諾することを妨げるものではな
い。（理32－－33，47－－48）

国　際　大　会

国際大会運営事務
（C・nventi・n　Operati・na1　Functi・ns）

　理事会は次の如き方針を表明している。

　「国際ロータリー理事会は国際大会に関する

全般的な方針を決定し，国際大会委員会は公

式のプログラムを作成し，且つ当該大会に関

し特定の方針を決定するものとする。事務総

長は，理事会及び国際大会委員会の決定に対

しその細目にわたる実行と大会事務の組織運

営に関して負担を負うものとする。

　国際ロータリー細則第14条第8節一国
際大会委員会一は国際大会準備事務につい

て特に次の如く述ぺている：

国際大会委員会はその指定された国際大会

の開催に必要な準備を行う責任を有するもの

とし，本細則或いは理事会によって特に他の

役員，又は委員会に委嘱されたもの以外の，

国際大会に関するすべての事項を取扱うもの

とする。

　公式のプログラム及び議事日程の起草を除

き，以上の事務は，委員会及び理事会に対し

て責任を有する事務総長によって行われる。

これらの事務の細目に関して註釈すると次の

如くである。

　公式プログラム及び議事日程国際大会委

員会は主として全般的なプログラムの作成，

国際大会の主題（もしあれば）の決定，討議，

集会，余興，番組，交歓の家，次第書，合唱

指揮者の選択，招待すべき名士に関して開催

地クラブとの協力，観光旅行，等々の準備に

対して責任を持っている。

　事務総長は，上述の各項に関し国際大会委

員会と協力し，同委員会の決定を遂行するに

当っては細目的に之れを実施する。

　宣　伝事務総長は，国際大会委員会及

び開催地クラブとの協力の下に，国際大会の

宣伝に関し委員会及び理事会に対し第一の責
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任を有する。

　運営及び接待費　事務総長は，過去の経験

及びこの大会の特殊事情をもとにして国際大

会の運営及び接待に要する費用の算出及びそ

の後の財政的監督に関して，委員会及び理事

会に対し第一の責任を有する。接待費の算出

は，大会委員会の勧告にもとついて理事会の

承認する予定登録数及び登録料によって左右

されるであろう。

　国際大会々場の選択と設備　プログラム上

の必要条件国際大会委員会の勧告，及び国際

ロータリー大会正規の必要条件に合致せしめ

る大会々場及びその他必要な集会場の選択，

設備及び契約に関し，事務総長は委員会及び

理事会に対して第一の責任を有する。大会々

場には下記のものを含む。

　大会総会場

　交歓の家

　　若い人々の交歓の家

　特別集会場

　　規定審議会場

　　代議員会合場

　特別協議会場

　討議会場

　　事務所及び仮設場

　　　会長室，会長ノミニー室，事務総長室，

　　　本部，理事会室，大会委員会室，大会

　　　マネジャー室，規定審議会事務室，ロ

　　　ータリアン誌室，レビスタ・ロータリ

　　　ア誌室，新聞記老室

　出席の勧誘　事務総長は，大会委員会より

示埃や勧告を受けつつ，出席奨励の予定表を

作成且つ実行することに関して，委員会及び

理事会に対しag－一の責任を有する。

　登　録事務総長は，登録委員会に対し，

必要とする援助を与えることによって，その

仕事を容易ならしめることに関し，委員会及

び理事会に対し第一の責任を有するものとす

る。

　その他の事項　事務総長は，大会の準備に

関連するその他すべての運営事務に関し，委

員会及び理事会に対し第一の責任を有する。

即ち開催地クラブの国際大会体制の展開に関

して同クラブに協力，開催地クラブの任命す

る諸種委員会を監督，大会日報及び大会説明

書等の準備，信任状作成の監督，通訳及び翻

訳者等の確保等々である。

　結　　論　以上の事務分担によると，結局

国際大会委員会はその任命された特定国際大

会の準備に関係ある面のみを行い，毎年の国

際大会に共通な細かい事柄は事務総長に任

す。斯くして，中央事務局の専任職員の経験

の集積と責任の委譲は，運営上の経済となり

且つ委員に対する要求を少なくする結果とな

る。（理47－－48，48－49）

国際大会の輸送手配　　（Convention

　　　Transportation　Arrangements）

　1．理事会が，その決定せんとする国際大

会開催地の地域以外からロータリアンを運ぶ

（例えぽ北アメリカ以外で開催される国際大

会に北アメリカのロータリアンをそこに運ぶ

ごとき）必要のあるような処に国際大会開催

地を考慮する場合には，理事会はその関係す

る輸送機関の調査を事務総長に請求しなけれ

ぽならない。此の調査報告は国際大会開催市

を選定する時までに理事会に提出されねぽな

らない。

　2．理事会がその開催地を選ぶ場合には，

単に必要な会合場所，ホテルその他が，その

市内において必要な手配を完了したというこ

と許りでなく，理事会が決定するような特別

輸送手配が国際ロータリーによってとられ完

了するという条件の下においてのみその決定

を行わなけれぽならない。

　3．　斯様な手配を援助するために，理事会

は会長に輸送委員会（例えば19－一一年国際大

会の北アメリカ輸送委員会の如き）を任命す
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る権限を与えなければなない。斯様な委員ら

会は委員長1名と，出来る丈団体旅行の手配

に知識と経験を有する2名の委員を以て構成

し，国際大会後，最終報告書を提出し，理事

会によって解嘱せられるまでその任務に当る

ものとする。

　4．　輸送委員会は，汽船会社，航空会社，交

通公社その他交通及び観光の計画をたてるに

必要な機関と交渉に入り，理事会に対して，そ

の輸送及び観光の取扱い方及びその目的達成

のための契約について勧告をしなけれぽなら

ない。事務総長は，理事会によって委任せら

れた斯様な契約を施行しなけれぽならない。

　5．　事務総長は，理事会及び輸送委員会の

決定を実行する義務を有し，且つ輸送事務に

ついて輸送委員会及び理事会に対し主要責任

を持つものとする。（理57－58）

国際大会に於けるクラブの代表

　（Club　Reprsentat三〇n　at　Convention）

　国際大会に於けるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第8条及び細則第

7条にある。

　各クラブは国際大会毎にその代議員を出席

せしめて投票に参加するか，或いは資格のあ

るものに委任状を与えて代行せしめる義務が

ある。

　各クラブは国際大会に代議員を送るよう勧

告されているが，それが不可能な場合には，

四つか五つのクラブが財政的に協力して1名

の代議員を送り，その代議員は他のクラブに

とってはオブザーバーとなって，国際大会の

模様を後でそれらのクラブに伝えるようにし

ても良い。（理35－36）

　各代議員（補欠代表及び委任状による代理

人）の資格は信任状によって証明されなけれ

嬢ならない。クラブが国際大会に出席するこ

とを公式に認めさせるために，その代議員は

国　際　大　会

信任状を大会開催地の信任状委員会に提出

し，その投票カードに査証して貰わなけれぽ

ならない。如何なる代議員も，その登録料が

支払われてあるか或いは支払われる迄，そし

てその信任状が信任状委員会によって承認さ

れる迄は投票することを許されない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう，十

分の余裕を見て各クラブの幹事宛郵送せられ

る。

　自由代議員の信任状は，国際ロータリー事

務総長によって信任状委員会に提出せられ
る。

投票委員会

　（Balloting　Arrangements　Committee）

　各国際大会に於て会長は，選挙人の中から，

会長の決定した5名以上の選挙人から成る，

投票委員を任命する。この委員会はすぺての

投票の準備，投票用紙の印刷と配布及び投票

の集計の任にあたる。此の任務は他の必要な

投票はいうまでもなく，国際大会で投票が必

要になった場合にも適用される。

国際大会に於ける投票

　　　　　　　（Voting　at　Convention）

　正当に有資格と決定した代議員，委任状保

持老，及び自由代議員が国際大会の投票体を

構成するものとしそして選挙人と称される。

投票は国際ロータリー細則の定むる処によら

なけれぽならない。（R．1．定款第8条第5節）

　投　票　方　法

　次に示す場合及び役員の推薦及び選挙に関

し細則において別に定められた場合を除き，

国際大会における投票はロ頭法によるものと

する。
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（1）選挙人からの要求又は議長より起立投

　票を命ぜられ各起立人を一票と数える場

　合。

（2）国際ロータリーの方針に影響し又は斯

　様な制定又は決議に改正を加えんとする

　制定案又は決議案に対し次の如き事情の

　存在する場合。

（イイ）　理事会の過半数又は規定審議会

の過半数が問題は記名投票を正当と認め

得る重要性を予め言明している場合，又

は出席している選挙人の過半数が斯様に

言明た場合。

（ロロ）　会長又は議長が口頭投票又は起

立投票の結果，記名投票を必要と認め之

れを宣言した場合。

　　（ハハ）ある選挙人がその名前とクラブ

　　会員であることを証明して記名投票を要

　　求し，そして前記規定に記名投票に関す

　　る規定がないことを知らされ，且つその

　　要求の正当性に関する議長の意見を聞い

　　た後も，なおその要求を主張し，かつ20

　　の他のクラブからの20名の選挙人がその

　　身分を明かにしてその要求に加わること

　　によって彼の要求を支持する場合。

　会長又は議長は，起立投票の結果を必ずし

も数えることなく宣言する権限が与えられて

おり，そして彼の宣言は，直ちに起立数を数

えることの要求が20名の選挙人の賛成の下

に行われない限り最後的決定とする。

　如何なる提出制定案又は決議案又はそれに

対する提出改正案の記名投票に対する手続

も，その記名投票用紙の他に提出制定案，又

は決議案及び未解決の総ての提出改正案を伴

わなくてはならない。投票用紙は，提出制定

案又は決議案及びそれに対する未解決の提出

改正案を最終的に処理できるよう必要な質問

と共に立案され且つ記述されていなければな

らない。

　記名投票並びに，役員の指名及び選挙に当

っては，選挙人は彼が所有している代議員証

明書及び委任状の数だけ投票する権利を持っ

ている。但し自由代議員は単に国際大会全体

に提案された件のみについて投票することが

できる。（R．1．細則第8条第1節（＝）及び㈹。）

　総ての役員の選挙は無記名投票とする。候

補老が2人よりも多い場合には単一移譲投票

の方法によるものとする。然しながら，役職

に単に1人の候補者しかない場合には，投票

は口頭投票により国際大会の事務総長をして

斯様な各被指名者に対し，合併した投票をな

すよう指令することができる。（R．1．細則第

10条第7節（ロ）。）

単一移譲投票
　　　　　（Single　Transferable　Ballot）

　理事に対して2名以上の候補者があるか，

或いは大会に於て選挙せられるぺき役員に，

2名以上の候補者がある場合には，これらの

候補者に対する投票には，単一移譲投票が用

いられる。斯様な候補者名は投票用紙に記載

されなけれぽならない。（理54－－55）

単一移譲投票の実施方法

　2名以上の候補者がある場合，各選挙人は

1票の投票権を有する。その投票は次のよう

に「ふりかえ」られる仕組になっている。

　（イ）選挙人は，投票用紙に記載された候補

者の氏名に隣接する空欄に1という数字を記

入する。この欄に1という数字を書いて行わ

れた投票が「第1選択投票」である。

　㈲　同選挙人は，前項に認められた1とい

う数字の外に，彼が二番目に選挙したいと思

う候補者の氏名に隣接する空欄に2という数

字を記入し，第三番目に選挙したいと思う候

補・者の氏名に隣接する空欄に3と書く。以下

同様に，自分の最も希望する候補者が落選し
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た場合，選びたいと思う順序に従い候補者に

番号を付して行くのである。従って選挙人は

候補者の数と同数だけ自分の選択希望を表明

することができるわけである。

　1回で過半数を得られない場合には再投票

を行わず第2，第3と順次選択投票を考慮

し，過半数の投票を得た候補老を，当選とし

て発表する。

　投票の数え方の一例を挙げれぽ次の如くで

ある。

A，B，　C，　Dと4名の候補老があり，その

内1名が選挙されることになっている。第一

選択投票をA，B，　C，　Dの四つに分けて数

える。この第1回の計算に於ては誰も総投票

数の過半数に達しない。しかし4名の内，C

の得票が一番少いのでCを除外する。Cの得

票中数字2がつけられた氏名によって，残っ

た3名の候補者の得票に加えて行く。

　しかし，このように票を移譲しても，残り

3名の候補者の得票がいずれも過半数に達し

ない。そこで，第2回目の計算で最下位にな

ったBを除外する。従ってBの得票をAとD

の得票にそれぞれくり入れる。C候補は既に

除外されているからこの場合は無視し，次に

AとDとどちらを選択しているかを見る。こ

の移譲即ち第3回の計算の結果Dが明らかに

多数を得た。

　全部の選択を示していない投票は，記され

た選択の分だけ数えることにし，それ以外の

ものは移譲できないから無視することにす
る。

　“×”は第1選択の表示と看倣される。一一

つの投票用紙に“1”又は“×”を一つ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合。何回目の計算に

せよ，得票が同数になった場合には，選択の

数とその相関的価値によって結果を求めるこ

とになる。即ち，第2回目の計算に於ては第

1選択の数の一番少い候補者，第3回目の計

算に於ては第1及び第2選択の数の一番少い

候補老という順序で除外して行けぽよい。

登録料　（Registration　Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれぽ，大会

に出席する16歳以上の者は必ず登録の上，登

録料を支払うことになっている。登録料は国

際ロータリー理事会によってその都度定めら

れる。選挙人は，登録料を支払わざる限り投

票することができない。

　理事会は，毎年開催する国際大会の計画に

関連して国際大会登録者が国際大会に関係す

る地元の交通乃至その他の特別活動に関して

支払うぺき追徴金を国際大会登録料に加算す

ぺきものか，または除外すべきものかを，決

定すべきである。

ホテルの割当　（Hotel　Assignments♪

　事務総長，事務次長又は事務次長代理は，

国際ロータリーに代り，又は，国際ロータリ

ーの名に於て，会長或いは副会長が行うのと

同じ効力を以て，国際大会に関連して理事会

から委任された，ホテルの予約その他ホテル

に関する事項につき契約，書類作成，或いは

その他の取決めを行う権限を有する。（理36

－－
R7）

元役員の座席

　　（Reserved　Seats　for　Past　O伍cers）

　毎年次国際大会に於て，国際ロータリーの

元役員，元理事及び元地区ガバナー，及び国

際ロータリーの国又は領土単位の元会長及び

元地区委員長（但し現在でも加盟クラブの会

員）には，各自の前職を示すパヅジを与え，

それによって，会場内の代表老の席に着席で
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きるようにし，且つ議場内の特権を行使でき

るようにしなけれぽならない。以上は第18回

年次大会に於ける国際ロータリーの決議であ

る。（オステンド大会決議27・－16）

o

懇親宴会　（Fell・wship　Dinners）

　理事会は，事情が許し正当な理由があれば

年次国際大会において懇親的宴会の開催に対

する準備をなすことに同意した。すべて斯様

な国際大会における懇親宴会は，その規模に

おいて国際的でなければならない。理事会は

事務総長に対し，大会委員会及び国際懇親宴

会の準備責任者と協力し，且つ国際ロータリ

ーへの出費を最小限度に留めるよう必要な手

段を講ずることを指示した。（理61－62）

元国際ロータリー役員の会合
　　　（Meetings　of　Past　R．1．　O魚cers）

　国際大会委員会は，毎年次国際大会の都度，

規定を設けて，パスト・ガパナー或いはその他

の国際ロータリーの全会員を招いて会合を開

き，且つ昼食会その他の社交的な催しを計画

するよう指示されている。但し，これに要す

る費用は参加者個人が負担すぺきもので，国

際ロータリin・tが支払うものでないということ

を了解しておくべきである。このような会合

を開く目的は，かつて国際ロータリーのため

に働いた人々が，公式の資格で旧交を暖め，

再会の機会を作ることである。もし十分の人

数が出席している場合には，年度別に会合を

開くのもよい。さもなけれぽ数年度分ずつま

とめ，或いは全部いっしょに会合してもよ

い。（理41－42）

特別協議会　（Special　Assemblies）

　理事会は，理事会で許可した場合，国際大

会において特別協議会が国際ロータリ“p細則

第8条第2節の規定に従い開催せらるべきこ

とに同意した。（理60－61）

年次報告書　（Annual　Reports　Booklet）

　事務総長年次報告，国際大会への会計報

告，及びロー・一タリー財団管理委員会報告等を

載せた印刷報告書は国際大会において代議員

に提供せられる。1（理54－55，59－60，63－－

64）

国際大会議事録
　　　（Convention　Proceedings）

　第31回国際ロータリー年次大会は，国際ロ

ータリー理事会の監督の下に国際ロータリー

の各国際大会の議事録を作成すること，又，

この記録は国際大会議事の逐語的記録である

必要はないが，すぺての改主された条文，役

員の選挙，その他国際大会の事務的決定事項

に関しては事実で正確な記録でなけれぽなら

ないことを決議した。

　更に，この記録は理事会監督の下に正しく

編集，印刷製本されるべきこと，又，その場

合理事会は自己の判断に基づいてこの記録の

中に（1）国際大会プPtグラム，講演，討論，

報告等加盟クラブが興味を感ずると思われる

事項を組入れ，そして（2）国際ロータリーの

方針及び行動にふさわしくないと理事会が判

断した講演，議論，討論又はその一・・－i部を記録

より除外すること，更に，

　この印刷製本された国際大会議事録を一部

宛無料で各加盟クラブ及び理事会の決定する

国際ロータリーの役員及びその他の人々に送

　1．　1967－68年度の年次報告書は，1967－68年度の会長

　の鞭告も含んでいる。
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付すること，但し，この無料配付する議事録

とは別に，理事会の定める価格を以て理事会

の指定する人々に販売するために余分の冊数

を用意することが出来ることを決議した。

（ハバナ大会決議40－11）

　編集．理事会は事務総長に対して，国際大

会議事録の中に次の各項を掲載するよう指示

している：即ち，国際大会の簡単な説明，す

ぺての条文改正案と決議案の原文及びそれら

に関する国際大会の決定，国際大会に於ける

事務的事項，及び国際ロータリ』事務総長及

び会計の年次報告，並びにロータリー財団管

理委員会報告。以上各項の内容は決議40－41

に合致していなけれぽならない。（理53－

54，　54－55，　59－60，　63－64，　66－67）

　版権：国際大会議事録は，営利会社が複製

することがないよう版権所有とし国際ロータ

リーを保護しなければならない。（理27－28）

　印刷及び配布：国際大会の議事録は各加盟

クラブへ無料送付，及び事務総長が必要とす

る人々に贈呈するに足る部数を印刷しなけれ

ぽならない。売却すべきものは，議事録印刷

に要した実費をつぐなうに足るよう，事務総

長によって決定された価格で配布すべきであ

る。（理50－51）
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国際ロータリーの国際大会

　　　　　　　　（Conventions　of　R．1．）

年度　　　　場　　所　　　　月　日　　出席者数

1910シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　　　8月1’5日～17日

1911ボーtトラ　ソ　ド（オレゴソ州）

　　　　　　　　　　　8月21日～23日

1912デュルース（ミネソタ州）
　　　　　　　　　　　8月6日～9日

1913パップア
　　　　　　　　　　　8月18日～21日

1914ヒ　ュース　トン（テキサス州）

　　　　　　　　　　　6月22日～26日

　　　　　　　　　　　7月18日～33日

1916シソシナティ（オハイオ州）

　　　　　　　　　　　7月16日～20日

1917ア　ト　ラ　ソ　タ（ジョージア州）

　　　　　　　　　　　6月17日～21日

1918カンサスシティー（ミズーリ州）

　　　　　　　　　　　6月24日～28日

191暢零㌧望（ユ・一州）

　　　　　　　　　　　6月16日～20日

　　シ　　ア　　イ　　噛噌

　　　　　　　　　　　6月21日～25日

　　　　　　　　　　　6月13日～16日

　　　　　　　　　　　6月5日～9日

1923セソトルイ　ス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　　　6月18日～22日

1924ト　　ロ　　ソ

　　　　　　　　　　　6月16日～20日

1925クリーブラソド（ナハイオ州）

　　　　　　　　　　　6月15日～19日

1926デ　ン　バ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　　　6月14日～18日

1927ナ　ス　テ　ソ　ド（ペルギー）

　　　　　　　　　　　6月5日～10日

1928ミネアポリス（ミネソタ州）
　　　　　　　　　　　6月18日～22日

1915サソフラソシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　60

　　　　　　　　　149

　　　　　　　　　598
ロ　（ニューヨ・一ク州）

　　　　　　　　　930

　　　　　　　　　1，288

　　　　　　　　　1，　988

　　　　　　　　　3，591

　　　　　　　　　2，583

　　　　　　　　　4，145

3，038

1920アト乏ソティツク（ニュージヤージー州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，213

1921エディソバラ（スコットラソド）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，　523

1922ロスァンゼルス（カルフォルニア州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，096

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，779

　　　　　　　　　　ト（カナダオソタリナ州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，173

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，216

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，888

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，412

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，428

1929ダ

1930シ

1931ウ

1932シ

1933ボ

1934デ

ラ
カ

イ　　ー

ア　　ト

ス　　ト

ト　ロ　イ

入（テキサス州）

　5月27日～31日

ゴ（イリノイ州）

　6月23日～27日

ン（ナーストリァ）

　6月22日～26日

ル（ワシソトソ州）

　6月20日～24日

　6月26日～30日

ト（ミシガソ州）

　6月25日～29日

　6月17日～21日

　6月22日～26日

ス（フランス）

　6月6日～11日

　6月19日～24日

　6月19日～23日

ナ（キューバ）

　6月9日～14日
一（コロラド州）

　6月15日～20日

　6月21日～25日

　5月17日～20日

ゴ（イリノイ州）

　5月18日～22日

ゴ（イリノイ州）

　5月31日，6月

ン（サマチュセッッ州）

1935メキシコ　シティー（メキシコ）

　　シ　　ア　　イ

1937ニ　　　ー

9，　508

11，008

4，296

5，182

8，　430

7，　377

5，330

1936アト乏ソティツク（ニュージャージー州）

1938サソフラソシスコ（カリフォルニア州）

1939クリーブラソド（ナハイオ州）

1940バ　　　バ

1941デ　　　ソ　　　バ

1942ト　　ロ　　ソ

1943セソトルイス（ミズーリ・）

1944シ　　　カ

1945シ　　　カ

ト（カナダナソタリナ州）

9，907

5，790

10，432

9，241

3，713

8，942

6，599

3，　851

　403

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141　　　　　　　　　　　5日一12日一19日

1946　7！ト㌢ティイ吃（二・一ジ・一ジー州）

　　　　　　　　　　　6月2日～6日　10，958

1947サンフラソシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　　6月8日～12日　14，678

1948リォデジャネイロ（ブラジル）

　　　　　　　　　　　5月16日～20日　　7，511
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1949ニューヨーク（ニューヨーク・NS）

　　　　　　　　　　　6月12日～16日

1950デ　ト　ロイ　ト（ミシガソ州）

　　　　　　　　　　　6月18日～22日

　　シ　　ア　　イ　　ー

　　　　　　　　　　　5月27日～31日

1952メキシコシティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　5」ヨ25日～29日

15，961

6，949

1951アトえソティツク（ニュージャージー州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，453

　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　804

1953パ　　　　　　　　リ　（フランス）

　　　　　　　　　　　5月24日～28日　10，107

1954シ　　ア　　ト　ル（ワシソトソ州）

　　　　　　　　　　　6月6日～10日　8，015

1955シ　　　カ　　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　　　5月29日～6月2日　14，312

1956フィラデルフィア（ペソシルバニア州）

　　　　　　　　　　　6月3日～7日　10，003

ユ957ルサーン（スイス）
　　　　　　　　　　　5月19日～23日　9，702

1958ダ　　　ラ　　　ス（テキサス州）

　　　　　　　　　　　6月1日～5日　14，　035

1959昌ユーヨー　ク（二．一・一’ヨーク州）

　　　　　　　　　　　6月7日～11日　15，475

　　　　　　　　　　国際大会

196・；イイアτビミー；（フ・リダ州）

　　　　　　　　　　5月29日～6月2日　11，345

1961東　　　　京（日　本）
　　　　　　　　　　5月28日～6月1日　23，366

1962ロスアソゼルス（カリフtルニア州）

　　　　　　　　　　　6月3日～7日　22，302

1963セン　トルイ　ス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　　　6月9日～13日

1964ト　　P　　ソ　　ト（カナダ）

　　　　　　　　　　　6月7日～11日

　　シ　　ア　　イ　　ー

　　　　　　　　　　5月30日～6月30日

1966デ　ソ　パ　ー（コロラド州）

　　　　　　　　　　　6月12日～16日

1967ニ　　ー　　ス（フラソス）

　　　　　　　　　　　5月21日～25日

1968メキシコシティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　5月12日～16日

10，779

14，661

196Kアト乏ンティツク（ニュージャージー一・・Jli）

一57一

9，363

12，929

19，362

11，840

p
｛
　
レ
’
妻
“
メ
β
’
F
「
⊃
ゴ

「
　
華



鴻、　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
、
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
3
B
，

4
癒
選
簑
♂
羅

　
　
　
巨
、
凝
類
禰
嘱

地　区　の　運　営

（District　Admninistration）

地区設定に関する方針
　（Policy　Governing　Creation　of　District）

　理事会は運営の効果を一層上げるために加

盟クラブを集めて地区（District）を設ける権

限を有する。地区の設定に関する方針は次の

通りである。

　次に示すことは，国際ロータリー理事会の

判断と決定である；

　1．運営の効果を一層上げるために，加盟

クラブは究極的には全部地区に所属せらるぺ

きである。

　2．　国際ロータリーの運営は理事会の責任

であり，地区は運営の一部面であるから，地

区設定の発議権は理事会が執るべきである。

　3．地区は，その設定が国際ロータリー及

びその地区内に入るロータリー・クラブの最

大の利益となりうると思われる場合において

のみ，設定せらるぺきものとする。

　4．地区の構成は一定数のクラブ又は地域

の大きさによるものではないが．新しい地区

は次に示す事情を考慮して，慎重な調査の上

においてのみ創設しなけれぽならない。

　　（イ）地域の広さ（平方マイル）；

　　（ロ）現存クラブ数及びその地域内に将来

　　　出来る可能性あるクラブ数；

　　㊨　その地域内の交通及び通信機関の利

　　　便と施設，旅行の場合その見地から地

　　　域管理の可能性；

　　◎　地域の住昆を特徴づける，人種及び

　　　国家的要素；

　　㈱　地域の政治及び経済的状態；

　　的　住民の言語；

　　（ト）地域の結集力；

　　㈲若しありとすれば一州連合，県連

　合，又は国際地区設定の機会；

（リ）その地区の分割又はその地区のクラ

　ブと他地区との合併の可能性；

（ヌ）その地域にあるクラブと現存する地

　区のクラブとの関係；

QL）現存するクラブのロータリー運営単

　位としての記録；

㈲　財政的考慮。（理27－28；34－35；

　51－52；57－58）

地区の設定　（Districting）

　理事会は新しく地区を設定し，又現存地区

の境界を変更することができる。但し，地区

境界の変更はそれによって影響を受ける地区

の過半数のクラブの反対を冒して行われては

ならない。

　国際ロータリー細則の規定（第14条第9

節）によると，常任地区設定委員会（Standing

Districting　Committee）は細則第13条第1節

に規定する地区の境界とその設定並びに発表

について理事会及び会長を助けることになっ

ている。

　地区設定委員会は理事会の採択した地区設

定の方針に従って次の如く行動する。

　1．　国際ロータリーの地区設定委員会は，

国際ロータリー会長が必要と認めたならぽ，

1月に行われる理事会以前，成るぺく10月又

は11月中に開催しなけれぽならない。

　2．　地区設定委員会はその会合において，

予測しうる将来に地区設定を要すると思われ

る地方にある地区の事情を検討しなけれぽな

らない。斯様な検討は，当該地区に関連して

確保した事実の情報の上に行うものとする。

此の検討を基礎として委員会は，特別の研究
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を要すると思われる地区を選び，次の国際協

議会会期中，その選ぼれた地区のガパナー・

ノミニーを地区設定委員会と協議するよう勧

誘しなけれぽならない。斯様なガパナー・ノ

ミニーには，その人達それぞれの地区内にお

ける地区設定に関する事柄について，予め準

備するよう要請しておくべきである。

　3．地区設定委員会は国際協議会会期中に

会合し，地区ガパナー・ノミニーとそれぞれ

の地区内における地区設定問題に関連して協

議できるようにしておかなけれぽならない。

選ぽれた地区のガバナー・ノミニーとの協議

のため特別な準備をなし，出来うれぽ，その

人達に予めその会合の時と場所を通知しなけ

れぽならない。

　4，　次期地区ガバナーは，国際協議会から

その地区に帰った時に，地区内クラブの組換

えに関する計画遂行に関連して，地区内のク

ラブ会長その他適当なロータリアンと協議す

べきである。必要と認められた場合には，彼

は地区内に地区設定委員会を設けて，クラブ

の組換えに関する明確な計画をたてる責任を

持たせても良い。

　5．地区ガパナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブ又はロータリアンと

の接触の際に，簡単に地区設定の問題を話し

合うべきである。地域設定に関する斯様な接

触の目的は，その地区に関係する地区設定問

題について，クラブとかロータリアンに良く

知って貰い，その結果これらクラブで受入れ

ることのできるクラブ組換えの計画を，国際

ロータリー地区委員会に提出することを容易

且つ速かにするためである。

　6．或る範囲のクラブ組換えが2又はそれ

以上の地区に影響する場合には，関係地区ガ

バナーは会合して，必要ならぽその範囲に入

るクラブの組換え計画をたてるため，それら

の地区からの代表で連合委員会を設置すぺき

である。

　7．地区ガパナーは，現在の地区を運営し

て行く上の諸問題を述ぺ，次に挙げる諸点を

明確に示して，国際ロータリー地区設定委員

会に，地区としての計画を提出すぺきであ

る。

　　（イ）関係範囲と提案地区の境界を示す地

　　　図；

　　（ロ）現在のクラブ数，各クラブの会員

　　　数，及び各提案地区における拡大の可

　　　能性；

　　（A）各提案地区における地区大会開催都

　　　市に関する情報；

　　←）各提案地区内の交通機関；

　　（＊）政治及び経済事情。

　8．　国際口■一一タリー地区設定委員会は，地

区ガバナーよりの提出計画をその委員会の開

催期において，成るべく10月又は11月，或

は通信によって研究審議し，考慮のためその

勧告案を理事会に報告しなけれぽならない。

　9．　若し国際ロータリー理事会が，考慮さ

れている地区又は地区群におけるクラブを組

換えすることを決定したならば，国際ロータ

リー細則第13条第1節の規定により，国際

ロータリー会長は，その地区又は地区群のク

ラブにその決定された事柄について通知しな

けれぽならない。

10．地区又は地区群で影響を受けるクラブ

の過半数が，国際ロー一一タリー理事会の示す期

間内に異議を申立てない場合には，国際ロー

タリー事務総長は，その地区ガパナー及びク

ラブに，理事会の決定は確定したことを通知

しなければならない。（理54－－55）

　理事会は，国際ロータリーの全役員及び地

区大会における，国際ロータリー会長の全代

理が，ロータリー・クラブの運営能率を一一層

向上させる目的を以て，地区設定委員会が理

事会に与えた勧告を基にして，理事会が唱導

した処の地区設定に関する一般原則を，支持

することを期待している。（理48－49）

　地区設定に関して統一あるやり方を確立す

るため，地区間の境界の修正が効力を発生す
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る日は，1月1日及び7月1日の内，臨機都
合の良い方を選ぶものとする。（理42：一一43，

62－63）

　理事会は新たに設定された地区の境界が決

定発表されてから1箇年間は，同地区の境界

の修正を考慮しないものとする。（理48－49）

　或る新しいクラブが，現存の地区外の土地

で，国際ロータリーへの加盟を許されたとき

は，それをクラブ地区に編入すぺきか，それ

とも，地区無所属クラブ群の中に入れるべき

かについて，決定が行なわれるものとする。

効果的な運営を行うために，全ロータリー・

クラブは，究極において，地区に所属せらる

べきものとするという既定方針に従って，地

区無所属クラブ群は，できる限りすみやか

に，地区に編入さるべきものとする。（理67－－

68）

地区内のクラブ数
　　　（Number　of　Clubs　in　a　District）

地区を構成するクラブ数の最大限及び地区

の地理的な面積に関しては厳格な規定はあり

得ない。地区は国際ロータリーに対して財政

的に不当な負担をかけるような大きさであっ

てはならないし，又，地区が大きすぎてガパ

ナーがその任務を正しく遂行するのに過労と

なってもいけないというのが原則である。こ

れらの両極端の中間に於て，地方地方の事情

がそれぞれ決定要素となるであろう。（理31

－32）

国家間に跨る地区
　　　　　　　（lnternational　DistriCts）

　言語，風習及び距離が許す場合に，国家間

に跨る地区を新たに設定することは原劉とし

て望ましいことである。しかし現存の地区の

境界を改編して2以上の地区或は，地区の一

部を結合し国際的な地区を設定することは，

関係クラブにとっても，又，国際ロータリー

の全般的運営にとっても望ましいことではな

い。かくの如き国家間に跨る地区の設定は†

分の考慮を以て行われねばならない。（理46

－47）

地区ガバナー　（District　Govern・r）

　組織された地区における地区ガバナーの直

接管理下でのクラブの運営は，健全な手続で

あり且つ継続さるぺきものである。地区ガパ

ナーの任務の運営に関する国際ロータリーの

現在の方針及び手続は満足すぺきものであ

る。

　その地区における国際ロータリーの役員と

して地区ガバナーの職に選ぼれたロータリア

ンは，その義務及び責任について良く知らさ

れており，注意深く選ばれ，健康上その他で

その義務及び責任を喜んで果しうるというこ

とが，地区ガバナー制度の効果的運営に必須

である。地区ガバナー・ノミニーの選択に当

っては，地区ガパナー職の資格及び必要条件

が明かに理解され且つ十分に考慮されること

が必要である。（理61－62）

　地区は，地区ガバナー・ノミニーの選出

を，就任する前々年中に行なうよう奨励され

ている。（理66－67）

　理事会は次のことを勧告する。

　地区ガパナー・ノミニーが，その就任2年

前に選出された地区においては，彼はその就

任の前年中に，

　1．地区ガバナーから，その地区の各種委

員会又は地区組織に関し，特別の責任を与え

られること，

　2．参加者として別に指示されていないす

べての地区集会，特にディストリクト・リー

ダシップ・フォ　一一ラムに，オブザーバーとし

て出席するよう，地区ガパナーから招待され
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ること。

　3．地区協議会のプログラムに参加するよ

う，地区ガバナーによって考慮されること。

　理事会次はの事項に同意した。

　（イ）地区ガパナーの綱度は望ましく又実際

的であることが経験によって証明されてい

る。何か改良することが必要であるならば，

この制度の運用方法の範囲内に於て改善を行

うべきである。

　（ロ）地区ガバナーの職につくべき最良の候

補者を確保するため，地区ガパナーは毎年，

所管地区内のクラブに対し入手できる資料の

調査を要請し，且つ適当なガバナー候補者を

推薦せしめるよう，勧告されている。

　¢A）地区ガパナーは，地区大会（District

Conference）に先だって所管地区内の各クラ

ブに対し，ガバナー候補者としての被推薦者

の履歴及び資格について伝達しなけれぽなら

ない。

　（二）毎年，地区ガパナーの身分，資格及び

任務についての説明書を用意し，これを各ク

ラブに配布して，地区ガバナー被指名者とし

て推薦された者或は推薦しようとするものが

ガバナーの任務について知ることができるよ

うにすべきである。（理29－30，39－－40）

　理事会は，国際ロータリー定款の職業分類

及び会員資格の規定に従って，彼を会員に選

挙したそのロータリー・クラブでの会員資格

に，完全に該当しない人を，地区が，地区ガ

バナー・ノミニーとして選ぶ行為に，重大な

関心を持っている。（理61－62）

　地区内の全クラブが行う地区ガパナー・ノ

ミニーの選択は，ロータリーの原則に調和し

た厳粛な，信頼のできる方法で実施さるぺき

ものである。地区ガバナー候補者の支援活動

は，地区ガバナp・一の重要さ及びその重大な任

務内容と一致すべきものである。地区ガバナ

ー候補者支持の文献の内容は，写真及び彼の

ロータリー活動，市民としての，そして事業

又は専門的職業活動の説明に限定さるべきで

ある。そして彼の立候補を助成推進する如何

なる処置も講ぜらるぺきではない。（理64－
65）

　上述のことに関し次の如き説明書が準備さ

れている。

身分（Status）

地区ガバナーは

国際ローtSeタリーの役員である；

地区内のクラブによって指名され，国際ロー

タリー大会によって選挙される。

7月1日に就任し，1箇年間或は後任老が選

挙せられ，資格が確定するまでその任にある

ものとする。

資格（Ωualifications）

地区ガバナーは

指名を受ける地区に属するクラブの名望ある

正会員，シニア・アクチブ，又はパスト・サ

ービス会員でなけれぽならない；

関係規定の厳格なる適用において，その会員

資格に完全に該当しなけれぽならないと同時

に彼の職業分類が適正であるぺきことは論を

侯たない；

地区ガバナー被指名候補者として彼が推薦さ

れる前会計年度の終りに，国際ロータリーに

何等未決済の負債を持たない，良い立場にあ

り，活動しているロータリー・クラブの完全

な資格のある会員でなけれぽならない；

彼が指名される時に，通算5年以上一つ又は

それ以上のロータリー・クラブの会員であっ

たものでなけれぽならない；

クラブ会長又は幹事を務めたものでなければ

ならない；

肉体的及びその他の点で，規定せられている

地区ガバナーの職務に対する義務と責任を喜

んで完遂し得るものでなければならない；

彼は選挙せられる直前の国際協議会には全会

期を通じて出席し同協議会終了直後の7月1

日までに彼の地区に帰らなけれぽならない。

国際大会への出席は大いに望ましい；

所属クラブの尊敬と信頼を得ていなければな
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らない；

その人自身の事業又は職業の経営において発

揮した実行力を持つ職業上令名ある男子でな

けれぽならない；

ロータリーの仕事を遂行するのに必要な時間

が得られるように自己の事業又は職業の業務

をうまく編成しなけれなぽらない；

本人並びにその近親者の品行が申し分のない

ものでなけれぽならない；

ロータリーとその目的，綱領及び規則をよく

心得ており，国際ロータリーに対して忠実で

あることを認められたロータリー会員でなけ

れぽならない；

信服させ得る方法で，ロータリーの如何なる

面についても論ずることが出来，自己の所信

を私的にも，公的にも簡単，直戴，且つ真剣

な言葉で表現出来なけれぽならない。必ずし

も雄弁家である必要はない。

任務（Duties）

地区ガバナーは

理事会の全般的な支配と監督のもとに働く国

際ロータリーの役員である。彼の地区内クラ

ブを直接監督する責任を遂行するに当り，特

に国際ロータリーの綱領の推進という特別な

任務を負わされている。そして自ら：

地区内の新クラブ結成を監督する；

地区内の現存クラブの強化を援助する；

地区内のクラブの間に又これらのクラブと国

際ロータリーとの間に友好的な関係を増進す

る；

担当地区大会並びに地区協議会を計画，運営

且つ主宰する；

出来るだけ年度の初めに地区内の各クラブを

公式訪問する。（この訪問は急いではならな

い。ガバナーが有意義なクラブ協議会を開い

て協議し又ロータリーに関する包括的な講演

を行えるよう充分な時間をかけるべきであ
る）；

地区の各クラブ会長並びに幹事にマンスリ

ー。レターを出す；

会長又は理事会が要求する事項を速かに国際

ロータリーに報告する；

後任ガバナーに地区内のクラブの状況に関す

る完全な情報と一緒にクラブ強化のための勧

告案を提供する；

後任のガバナーに一連の地区書類を引渡す；

地区における国際ロータリーの役員としての

責任に伴っている他の義務を果す；

　但し，グレート・ブリテン及びアイルラン

ドにおいては，地区ガバナーの任務は，理事

会の指示の下に，同地域における伝統的慣行

に従い，且つ，R．1．　B．1．の定款及び細則に

従って，遂行さるべきものとする。彼は又，

会長又は理事会の要求あるときは，速やか

に，国際ロータリーに報告すべく，又，同地

区内における国際ロータリーの役員としての

責任上生ずべき他の義務も遂行するものとす

る。

ガバナーの実行が期待されている事項には以

下の如きものがある；

常にクラブの健全な状態を推進することに努

力しながらクラブの問題についてはこれを援

助する；

ロータリアン誌（或はレビスタ・ロータリア），

国際ロータリー・ニュース（RI．　News），事

務総長書翰，その他国際ロータリー中央事務

局からのすべての公報，文献類，及び地区内

クラブの出版物等に目を通す；

各クラブに対し，少くとも毎年一回は都市連

合会（lnter・city　meeting）　tlこ参加するよう奨

励する；

地区内に更にロータリー・クラブを結成する

よう斡旋し且つこれを監督する；

地区内のロータリー会員の大会開催の準備を

する；

国際ロータリー大会への出席を勧奨する；

必要があれぽクラブ会長及び（又は）幹事の特

別会合を開催する；

毎月地区内のクラブの出席報告の摘要を作成

し，この地区報告を国際ロータリー事務総長
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に送付する。

　理事会は，国際ロータリーの細則に定めら

れている通りの地区ガバナーの任務は，特

に，地区における国際ロータリーの役員とし

ての責任上生ずべき義務も自ら遂行するもの

とするとの規定は，会長や理事会によって定

められているプログラムや活動を実行する責

任をも含むことに同意した。

指名に必要な資格の取得（Ωualifying　for

　Nomination）

地区ガパナー被指名候補者は，細則に規定し

てある地区ガバナーの資格，任務及び責任を

了承し心得た上で地区ガパナー・ノミニーと

しての資格を得るために，規定の地区ガパナ

ーの資格，任務及び責任を明確に理解してお

り自分はその職の適格者であり，且つその任

務と責任を引受け忠実に実行出来る旨の署名

入り文書を事務総長を通じ，国際ロータリー

へ提出すべきものとする。

国際ロータリー細則は，同細則に規定された

地区ガバナーの資格並びに必要条件に適合し

ない如何なる地区ガパナー・ノミニーの指名

も却下され，選挙のため事務総長によって国

際大会に提出されないものであると規定して

いる。斯る場合事務総長は却下されたこと並

びにその理由を当該地区ガパナーに通告し，

地区ガパナーは前記ノミニーにその旨通告す

ぺきものとする。時間的余裕がある場合には

その地区は細則の規定に基き，地区ガパナー…

指導のもとに地区大会或は郵便投票の何れか

により他のノミニーを選出すべきものとす

る。万一その地区が地区ガパナーとして満足

すぺき適格なノミニーを選ぶことに失敗した

場合は，国際ロータリー細則第13条第5節

くf）項の規定に従って選出されるものとする。

地　区　運　営

国際協議会へ地区ガバナー・ノミニー

の出席（Attendance　of　District　G・vern・r

　　Nominee　at　International　Assembly）

　長い経験に基づき，且つ定められた方針と

手続とに基調して，理事会は，地区ガパナ

ー・ノミニーが国際協議会に出席することは，

地区水準における国際ロータリーの効果的運

営上最も重要であると考えている。

　猶お，理事会は，各地区ガパナーが，その

地区における国際ロータリーの代表老として

効果的に行動し．且つ国際ロータリーの役員

としての地区ガバナーに期待されているその

地区内クラブの指導，指揮及び助言をなさん

とするには，国際協議会に参加することから

得られる基本的経験と訓練を受けなけれぽな

らないものであることを不動の信念として堅

持している。

　理事会は，各地区ガバナーが地区ガパナー

候補者全部及び地区内の全クラブに対し，ガ

バナー・ノミニーが地区ガパナーとしての必

要な用意をなすため国際協議会に出席するこ

との必要性と，候補者が国際協議会にその全

期間出席でき且つ事実出席するのでなければ

指名が受諾されないということを強調するよ

う要請している。

　如何なる理由の下においても，地区ガパナ

ー・ノミニーが国際協議会に出席することが

出来ないとすれぽ，その人自身及びその地区

のクラブに対して，且つ世界を通じての国際

ロータリーの最善の利益のために，その人は

他に，国際協議会に全期間出席が出来且つ事

実出席する被指名者の選択が出来るように，

直ちにその指名を辞退することが期待されて

いる。

　経費（Expenses　of　District　Governor）

　国際ロータリーは各ガパナー。ノミニーに

対し国際協議会に出席するに要した費用を適
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当額報償することになっている。地区ガパナ

ーで再び指名された場合には2回目の国際協

議会に出席することができる。その人の1回

以上の出席に対する費用は国際ロータリーに

おいて弁済しない。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける19名の地区ガパナーを除き，国際ロー

タリーは，又，各ガパナーに対し地区内の各

クラブに対し1回ずつ公式訪問を行うに要す

る旅費，通信費，各クラブ役員へ送付するマ

ンスリー・レターの発行費，地区大会及び地

区協議会への旅費等の費用を計算し割当てて

いる。国際日一タリーはこのような出費に対

し，単にこの割当の範囲内で各ガパナーに弁

済する。

　グtz・一一ト・ブリテン及びアイルラソドにお

いては，地区ガパナーがその任務遂行上生じ

た費用は，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドにおける国際ロータリー加盟クラブが国

際ロータリーに納入した人頭分担金からR．1．

B．1．に割当てられ且つR．1．B．1・が保有する

資金により地域単位R．1．B．1．によって，支

払われる。

地区ガバナ」の職務運営に関する方針

　（Policy　on　Admin…stration　of　O缶ce

　　　　　　　　　　　of　Governor）

　理事会は，地区ガパナーの職務運営につい

ての次の方針を採択している。

　理事会は，地区ガバナーの職務運営に関す

るこの方針の一部として，国際ロータリーの

定款並びに細則が次の通り規定することを承

認する：

　イ）理事会は，運営を一層効果的にする目

的で，クラブが集中している地域を地区に分

割する権限を持っている。

　P）クラブの運営は，構成地区の地区ガバ

ナーによるクラブに射する直接監督と並行し

て，理事会の一般監督の下に行われる。

　ハ）地区ガバナーは，理事会の一一一般管理並

びに監督の下に活動する地区内の国ee口・一タ

リー役員である。地区内ゐクラブを直接監督

する責任を遂行するに当り，地区ガパナーは，

国際ロータリーの綱領を推進する特別任務を

負わされている，そして自ら：

　　1）地区内の新クラブ結成を監督する；

　　2）地区内の現存クラブの強化を援助す

　　　る；

　　3）地区内のクラブ間並びにそれらクラ

　　　ブと国際ロータリー間に友好的な関係

　　　を増進する；

　　4）担当地区大会並びに地区協議会を立

　　　案，実施，かつ主宰する；

　　5）出来るだけ年度の初めに地区内全ク

　　　ラブを公式訪問する；

　　6）　地区内の各クラブ会長並びに幹事に

　　　マンスリー・レターを発送する；

　　7）　会長または理事会の要求事項は速や

　　　かに国際ロータリーに報告する；

　　8）　後任ガバナーに地区内のクヲプの状

　　　況に関する完全なる情報と一緒に，ク

　　　ラブ強化のための勧告案を提供する；

　　9）後任のガバナーに一連の地区の書類

　　　を引き渡す；

　10）　地区に於ける国際口t・一タリーの役員

　　　としての責任に伴っている他の義務を

　　　果す。

　理事会は，地区の運営方式が満足すぺきも

ので，かつ効果的なものであることが証明さ

れたこと，従って存続さるぺきものであるこ

とを再確認する。

　地区ガパナーの職務運営関係者に対する情

報と指針として，理事会は，この方針の一部

として次の声明を記録に留める。

　（イ）地区ガパナーは，地区内の各クラブの

会長並びに幹事に，小型印刷または謄写印刷

回覧用マンスリー。レターを毎月15日又ば

その前後に発送するよう期待されている。こ
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のマンスリー・レターの内容は，地区内クラ

ブが特に関心をもつ記事，例えぽ，新クラブ

の結成，地区協議会，地区大会，国際大会，

地区内クラブの異例の成果について，及び多

くのクラブの注意を喚起するような諸問題を

載せるべきである。

　（ロ）地区ガバナーは，地区内に於て認めら

れている国際ロータリーの唯一の運営役員で

はあるが，地区内のクラブ数及び，地区の地

理的範囲に応じて地区内の隣接クラブを2乃

至それ以上の地域に区分して，各地域にガバ

ナー代理として適格なロータリアン（直前ク

ラブ会長を優先的に）を任命すべきである。

斯様な代理は，日常の運営事務についてガバ

ナーを補佐し，その地区内のクラブ及び地区

ガバナーに対し非公式の助言者として行動す

るものである。地区ガバナーは，又，その監

督の下に，地区内のロータリー計画を推進す

る地区諮問委員を1名乃至数名任命すること

が出来る。

　次に示す解説は，分区代理又は地区諮問委

員会を設けんとするガバナーの参考に供する

ものである：

　1）　ガバナーの分区代理：

　何か：地区内に於て予め決定した分区にあ

るクラブの運営を援助するための非公式なガ

バナー代理。

　これらの代理は，その分区内のクラブ会長

とガバナー間の連絡員で，何等の権限も有し

ない。

　ガバナーは，これらの分区代理に彼の職務

の何ものも委任しない。

　誰か：元会長；所属クラブに於て，その運

営者として，特に成功した人々。

　何時：大抵のガパナーは，公式訪問を終っ

て地区内の諸問題に精通するまで待機する

が，あるガパナーは就任早々に任命するもの

もある。

　如何に：地区は，その地理的状態及びその

広さにより，最少3クラブ，最高7クラブの

地　区　運　営

規準で区分される。

　代理の一般的任務：分区内のクラブに，年

2回か3回位非公式の訪問をする。これらの

クラブ内の進展状況をガパナーに知らせる。

分区内の都市連合会を結成する。分区内又は

他の分区との出席競争を準備する。非常事態

の発生した場合は，特別訪問を行う。講演者

の斡旋その他有用な援助をクラブ役員に与え

る。地区ガバナーの要請事項や勧告事項の実

行を推進するようクラブを督励する。クラブ

の充填未充墳職業分類表作成に助力する。ク

ラブが会員数を徐々に確実に増加するために

は上手に立案されたプログラムを作成するこ

とがクラブにとって大切なことを役員並び

に，必要ある場合は，会員にも理解させるの

に協力する。地区大会のプログラム委員会の

一員として活躍する。

　経費：クラブ間の距離が接しているため，

経費は普通あまりかからないので，通常各代

理は自己負担とする。

　長所：未来のガバナーを養成できる。ガバ

ナーの資格で出席することが好ましくないよ

うな場合に，非公式に援助できる。分区代理

のいない場合よりも多く都市連合会を開催で

きる。出席率を高める。分区内のクラブの一

般的運営が改善される。地域社会に於ける価

値あるかつ認められた事業並びに専門的職業

活動の真の横断面をクラブ内に実現するため

に上手に立案され，かつ運営される計画の利

点を分析検討するようクラブを督励できる。

ガバナーに援助と，同情と，感激を与え，かつ

地区内に健全な道徳を樹立する助けとなる。

　2）地区諮問委員会：

　此の委員会は，ガバナーの直接監督と指導

の下に行動し，委員のうち，1名は地区に於

けるクラブ奉仕，1名は職業奉仕，1名は社

会奉仕，そして1名は国際奉仕とそれぞれ奉

仕促進の任務に当る。可能な場合には，青少

年奉仕促進の任に当る委員を1名追加する。

　もし希望があれぽ，クラブ奉仕，職業奉仕，
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社会奉仕，国際奉仕，青少年への奉仕に関す

る諮問委員会またはその他の諮問委員会が同

一の員的のπめに任命されても差支えない。

　3）一　般

　ガバナーは，単に1ヵ年間だけ地区を運営

する役員であるから，こうして任命される分

区代理または地区諮問委員も，その人達を任

命するガパナーの任期中のみその任務につく

ものとする。ガパナーは，その地区内クラブ

に関する何等の権限及び責任をも軽減される

ことはない。彼は，分区代理または地区諮問

委員会が存在しない場合の如く，各クラブを

訪問し，クラブの報告を受ける等々のことを

しなければならない。国際ロータリーは，分

区代理または地区諮問委員会の仕事に付随す

る経費の請求には応じない。理事会は，地区

ガパナー自身によるクラブの直接監督と言う

一般に認められた方針を乱すような副ガバナ

ー，代理ガバナー，地区幹事，或は他の如何

なる組織の設定をも承認しない。

　事情が許せぽ，ガバナーは，地区内の弱体

クラブを強化するため慎重に選考された補佐

（元国際ロータリー役員その他）の奉仕を活用

すべきである。分区代理または地区諮問委員

会が既に任命されている場合は，弱体クラブ

の強化に当ってガパナーを援助する補佐を上

記の分区代理または地区諮問委員会委員中よ

り任命されても差支えない。

　国際ロータリー理事会により随時特に勧告

され，そしてその示された方法により構成さ

れた委員会を除き，次期ガバナーの権限また

は責任を如何なる方法でも弱める結果となる

ような，継続的役員，組織，または委員会の

如きものを地区内に作ってはならない。

　⇔　国際ロータリーの年間予算には地区ガ

バナーが，地区内に於てその責任と任務を遂

行する際負担する妥当かつ必要経費を報償す

るための支出金が計上されている。その支出

金の総額は，次の経費承認諸項目を賄う割当

相当額とする。

　　1）　必要な場合の事務並びに速記のパー

　　　ト・タイマー；

　　2）　小型印刷または謄写印刷したマンス

　　　リー・レターの発行並びに地区内クラ

　　　ブ会長並びに幹事宛郵送費；

　　3）　必要な一般通信費；

　　4）　ガパナーに，国際ロータリーよりの

　　　支給品以外の文具や事務用必要品；

　　5）　必要な場合の電話並びに電報料；

　　6）　地区内の各クラブへの公式訪問一

　　　回，地区大会の準備と，それの指導，

　　　次期地区ガパナーとして並びに地区ガ

　　　バナーとして地区協議会への出席準備

　　　と，開催準備のための旅行についての

　　　既定方針に基づく旅費及び日当。

　地区ガパナーは，その地区内の弱体クラブ

を二回以上訪問するよう勧奨されている。も

しかかる追加訪問が必要でしかも地区ガバナ

ーの予算内で実施できない場合，又は，イン

ターアクトに関する活動其他最初の予算に計

上していないロータリーのプログラムのた

め，追加予算が必要な場合には，かかる追加

経費は支弁されるものとする。但し，かかる

追加予算の請求は，地区ガパナーによって，

事務総長を経て理事会へ提出され，且つ，か

かる経費の支出以前に，承認された場合に限

るものとする。

　新クラブ結成と認証状伝達に関連して，ガ

パナーが必要とする旅費の報償は，ガパナー

予算の前記割当額には含まれていないので別

に，国際ロータリーより支給される。新クラ

ブ結成並びに認証状伝達に関係のある，加盟

金の半額を越える経費を必要とする場合，ガ

パナーは，その経費が得られるか否かを確め

るために，事務総長と協議すべきである。（理

65－66）

　国際ロータリーの資金は，地区委員会に関

係する如何なる経費にも使用してはならな

い。（理46－－47）
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ガバナーの記録及び書類
　　（Records　and　Files　of　Governor）

　（イ）退任するガパナーはその後任者に対

し，その地区に於て最もロータリーの為にな

るように，その任務を遂行するのに参考にな

ると思われる情報は，すべてこれを引継ぐよ

う要請されている。

　（ロ）ガパナーは，地区内の各クラブに関す

る詳細な情報，及び資料を記した記録を保持

する義務はないが，地区内におけるクラブの

状況に関し，成るべく完全な情報を，最も便

宜な形式で編集して持っていなけれぽならな

い。（理46－47）

　地区ガパナーは継続している一連の地区書

類を全部後継老に引継ぐべきものとする。

（国際ロータリー細則）

地区ガバナーの半期報告（Semiannual
　　　　Reports　of　District　Governor）

　地区ガバナーは年2回報告書を提出する。

第1回報告は，7月1日より12月31日の期

間にわたるもので，ガパナーはその中で，地

区内のロータリ■■・b－b運営に関しての批判，観察

及び示唆を提示して，国際ロータリ“・Pt会長に

提出する。此の報告は3通作成し，1通は国

際ロータリー会長事務所に，1通はガバナー

に関係深い事務局に送り，そして1通は地区

ガバナーの綴込みに入れるものである。

　第2回，即ち6月1日付の最後の報告は，

国際ロータリーに提出されるもので，地区の

一般状況，及び地区内の特種活動及び立場に

ついて記載し，且つ一般的な批判，観察及び

示唆を提供する。此の報告の1通は国際ロー

タリー事務総長に送り，1通は次期ガバナー

に送り，1通は地区ガパナーの綴込みに入れ

て保管するのである。

地　区　運　営

ガバナーのマンスリー・レター

　　　　　（Governor’s　Monthly　Letter）

　ガバナーのマンスリー・レターを個々のロ

ータリー会員に送るためには国際ロータリー

の資金は十分でない。地区の費用でガパナー

のマンスリー一・レターを個々のロータリー会

員に送ることにするかどうかは，各地区に於

て決定すぺきことである。（理33－34）

　ガバナーのマンスリー・レターは，各クラ

ブの会長，幹事だけでなく全会員がこの書翰

に書かれている地区の活動その他に関する知

識を得られるよう，毎月クラブ理事会でこれ

を読むと共にその1部をクラブ例会でも読む

ようにすることを全クラブに対し勧告する。

（理34－35）

　理事会は，地区ガバナーがそのマンスリー

・レターで，クラブ会員数の増減を報告する

ときは，前月の報告との比較増減の代りに，

或はそれに加えて，本ロータリー年度7月1

日以降の会員の増減を示す数字を入れるよう

勧奨する。（理67－－68）

ガバナーのクラブ訪問

　　　　　（Governor’s　Visit　to　Club）

　ガパナーは自己の地区内全クラブに対して

公式訪問をしなければならない。この訪問は

急いで行ってはならず，十分の時間をかけて，

効果的なクラブ協議会を催したり，或はクラ

ブに対し広範囲にわたる，ロータリーに関し

ての講演を行ったり，或は又，クラブ内にロ

ータリ“－VC関する知誠を普及強化する目的で

クラブフォーラムを開いたりする機会を持つ

ようにすべきである。（理46－－47，49－－50）

　直前ガバナーが，その任期の最後の3ヵ月

に加盟した新クラブを訪問することには異議

はない。但し，之れは先ず以てガパナーの承

認を受けた場合のことである。（理44－一一45）
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　ガパナーが所管地区内の外国に法律上入国

できない地区に於ては，国際ロータリー会長

は，ガパナーと相談の上，理事或は他の適当

なロータリー会員をしてガバナーに代ってこ

れらの国のクラブを訪問させる権限を持って

いる。（理49－一一50）

地区出席競争
　　　（District　Attendance　Contests）

　理事会は，各地区ガパナーがその地区内の

クラブ間に出席競争を行なわしめること，及

び，クラブよりガバナーに提出される月例の

出席報告に基づき，そのマンスリー・レター

において，かかる競争の結果を発表すること

を要求する。（理67－68）

活動の同格部門三点（Three　Point

　　　Co・Equal　Avenues　of　Activity）

　ロータリーが最も広い影響を与えることが

できるようにするために，ガバナーは自己の

地区に於て次に示す活動の同格部門である三

点を実行すべき責任に重点をおくべきであ

る。

　（イ）何処であろうとクラブが成功裡に維持

され得る見込のある，あらゆる都市にロータ

リー・クラブを結成。

　（ロ）各クラブ職業分類をできるだけ多く充

填。その場合最良の候補者を確保することに

重点をおく。一つの職業分類に於て総ての条

件が同一である場合には，若い方の候補者を

選ぶ，斯くしてクラブの平均年齢を下げる。

　㊨　国際ロータリーの計画及びロータリー

の綱領に関してロータリアン各自を啓発する

ことを強調。（理45－－46）

地区協議会（District　Assembly．）

　ロータリt・－va育及び情報の提供と地区活動

の調整の目的を以て，地区内の全次期クラブ

会長及び幹事，次期地区ガバナー及び理事会

が指定するその他のロータリアンから成る協

議会が，毎年4月，5月又は6月中にガパナ

ーの決定する時と場所において開催されなけ

ればならない。特別の事情の下に，理事会は，

（イ）妓に定められた日付以外に開催することを

認め，或は（ロ）斯様な協議会をやめさせること

ができる。

　ロータリーは考案することも実践すること

も年と共に急速に進歩する。国際協議会はこ

の考案と実践を最新のものとするために計画

されたものである。従って国際協議会に出席

したガバナーが地区協議会を統制すべきであ

る。地区協議会に於て発表する時ガバナーを

補佐する人々を選考するに当って，地区ガパ

ナーは地区内の最も適格なロータリアンを選

ぶものと期待されている。そして彼等が割り

当てられた各主題に関し最新の情報を得てい

るかどうかを確かめるため，地区協議会に先

き立って各個人と会談するものとする。（理

54－55）

　地区ガパナーは，地区協議会のプログラム

から娯楽及びレクリエィションをすべて除外

するよう勧告されている。（理52－53）

　次年度会長及び幹事に決定した会員が所属

する各クラブは，彼等に対し就任前に地区協

議会に必ず出席する旨を誓約するよう要求す

べきである。その費用はクラブ又は地区が支

払うよう勧告されている。（理63－64）

　ガパナーは，次年度のクラブ会長及び幹事

が地区協議会に出席することの重要性を，特

に強調しなければならない。又，クラブ役員

にロータリーの計画に関する知識を与えて，

感激と決意をもってクラブに帰るようにさ

せ，そして，個々のロータリー会員に関する

限り，クラブ協議会を通じて，ロータリーの
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計画が一層効果的なものとなるようにさせる

ことに特に努力を払わなければならない。

（理48－49）

　地区の面積が非常に広大で旅行の都合上単

一の協議会にクラブの代表が全部出席できな

い場合には，ガパナーは，必要とする数のグ

ループ，或は部分的協議会を開くよう奨めら

れている。（理42－43）

　地区大会及び地区協議会への出席に問題の

ある地区においては，事情が許せぽ，地区協

議会及び地区大会を4月，5月又は6月中に

引続き開催しても良いが，必ず別な会合とし，

且つ各会合の特色に十分の注意を払い，各会

合の時間を短縮してはならない。（理57－58）

　次期会長並びに幹事の地区協議会出席を奨

励すること並びに彼等が必ず出席するようク

ラブの役員選挙を早目に行うことをクラブに

勧告するのは地区ガパナーの責任である。

（理57－58）

地区大会（District　Conference）

　各地区のロータリー会員の大会は毎年，地

区協議会，国際協議会又は国際大会に選ばれ

た日以外で，ガバナー及び地区内過半数のク

ラブ会長が賛成した時と場所に於て開催され

ることになっている。

　地区は，次の地区大会を開催する期日の少

くとも1年前，地区大会が非常に早期に行わ

れるよう計画されていない限り，成るべく，

前地区大会において次の大会日と場所を選ぶ

よう奨励されている。

　ある種の地区大会委員会は，出来るだけ早

期にガパナー・ノミニーによって設置される

よう示唆されている。然しながら，その最後

の決定は国際協議会の終了後まで保留すべき

である。（理56－57）

　連合地区大会の開催：国際ロータリー細則

は国際ロータリー理事会が二つ又はそれ以上

の地区の連合地区大会の開催を認めることが

地　区　運　営

出来ると規定している。

　可能な場合二つ又はそれ以上の地区の連貧

大会の開催が奨励されている。（理63－64）

　2箇年間続けて地区大会を連合で開くこと

は望ましくない。（理43－44，56－57，61－62）

　大会プログラム：大会の期間は2日より少

くないようにすぺきである。大会のプログラ

ムを準備するに当ってガバナーは，ロータリ

ーの話題が主となるようにし，ロータリアン

でない講演者がプログラムに出る場合には，

彼等の話の主題をロータリーの目的に直接関

連させるよう努力しなければならない。（理

42－43，　58－59）

　地区ガバナーは地区大会を計画するに当

り，地区ロータリアン並びに来賓が経済的理

由から大会出席を思い止まることのないよう

経費を最小限にとどめることが得策であるこ

とを考慮に入れるよう奨励されている。（理

63－64）

　只1日限りの大会プログラムをガパナーに

提供してはならない。もしガパナーから1日

だけのプログラムが要求された場合には，事

務総長はそのようなプログラムを作成するこ

とについてガバナーを援助するであろう。し

かし，事務総長はガパナーに対し，1日だけ

の大会では，ロータリーのプログラムを満足

に遂行することはできない，というのが理事

会の意見であるということを伝えるよう命ぜ

られている。（理47－－48，48－49）

　大会のプログラムの立案と実行は，ガパナ

ーの責任であり，又，ガパナーだけがプログ

ラムの完全な統制を掌握すべきである。（理

48－－49）

　大会の出席率を良くし，最大の効果をあげ

るため，ガパナーは次の如く行動すぺきであ

る。

　〈1）新たに結成されたクラブ全部の全会員

が大会に出席するよう特に努力する。

　（2）地区のほぼ中心に位置する都布で大会

を開催するよう努力する。

一69一

漢

f

　

　
寒
嚢
婁

妻

　

奮

1罫’



1
｛

護

チ
巨
「

綜
ρ
」
㌻

　
一
』
ロ
ー

　
　
　
　
軟

　
　
　
　
　
じ
駈

　
　
　
　
　
　
レ
絹

　
　
　
　
　
　
　
聡
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
，
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葬
眺

、
ま
　
　
ρ
．
謬
鷹
ξ
鐙
遇
，
尋
婁
導
季
崔
ま
謹

ぱ

讐
事
4
蓬
導
葦
孝
毒
重
穿
彦
窪
舞
糞

§
糞
黛
蓬
糞
臆
簿
難
簸
撚

猟ゾ

　（3）　クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

際奉仕の各協議会を開くよう準備する。

　（4）大会プログラムの立案に当っては，不

必要な娯楽的接待及び競技類をやめ，主題を

厳格にロータリーの議事日程に限るようにす

る。

　㈲　婦人及びその他すぺての大会参加者

が，本会議の全部に出席するよう強調し，婦

人達に対する接待も本会議出席をさまたげな

いような時間に於てのみ行うよう準備する。

（理42－43，47－48，48－49）

　ガパナーは，地区大会プログラムの立案に

当って，昼食及び宴会を除いて総計9時間を

本会議並びにグループ討論会に充当するよう

にしなければならない。（理46－47）

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

中最も重要な地位を与えられるぺきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガパナーはプログラ

ムへの参加に関し会長代理の意向を質すぺき

である。（理48－49）

　ガパナーは，大会番組の一つとして少くと

も1回ロータリーに関する討論会或はタウン

ミーティングを開催すぺきである。（理49－・－

50）

　可能な場合地区内に居住する国際ロータリ

ー一 ﾌ元役員であるロータリアン及びその夫人

達のために1何等かの社交的な集い，宴会，

昼食会，或は歓迎会の如きものを開くのがよ

いと思われる。このような集いは親睦と社交

の為のみに限るぺきであって，ガパナー或は

他の国際ロー一タリー元役員が地区大会の仕事

や方策を支配するような会を作ったりしては

ならない。（理41－42）

　国際大会の立法：ガパナーは，国際ロータ

リー・一一の立法案を地区大会に於て正しく発表す

るよう準備しなければならない。ガパナー

は，もし可能ならぽ，地区大会において，立法

案に関して地区の考えを纒め又これが審議会

に公正に代表されるよう規定審議会（Counci！

on　Legislation）への地区代表者と，地区内各

クラブの国際大会代議員との接触をはかるべ

きである。（理38－39）

会長の代理（President’s　RePresentative）

　その地区に於ける，国際ロータリーの代表

老としてのガパナーは常にそれとして認めら

れ，強調されねぽならない。従って，各地区

大会に於ける国際ロータリーの代表者は地区

ガパナーその人であるぺきである。そして，

現在「国際ロータリー代表者」として知られ

ているものは「会長の代理」と呼ぼれなけれ

ばならない。

　会長の代理は，地区大会への会長の個人的

代理として，会長によって選ばれるぺきもの

であり，その資格に於て彼は，有用な示唆や

事実を載せたハンドブックと共に会長から与

えられるべき細かい指示や要綱を基としてつ

くった挨拶を述ぺることによって会長を代理

すぺきである。

　会長の代理は，彼のロータリーに関する知

識並びに彼が効果的に会長を代理し，ロータ

リー，その計画，その活動，その機会，その世

界的な責任及びロータリー会員各自のそれに

関しての重要性を強調する演説によって，大

会出席老に感銘を与える才能によってのみ選

ばれるべきである。地区大会に於ける会長代

理の効果は，彼がロータリーの計画を発表す

ると共に，会長を代理してロータリーの方針

を説明且つ解釈し，聴衆の心に自分はロータ

リー会員であるという誇りと責任の観念を起

させる力にある。従って，ある人が単に之れま

で会長の代理を数回つとめたというだけの理

由では決して彼が今後何年もこの役をつとめ

ることの妨げとすべきでない。その上，現在又

は過去の国際ロータリー役員であるという事

実が必ずしも会長代理の資格を与えるもので
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あると考えてはならない。（理46－－47）

　理事会は，如何なる事情があっても地区大

会に於て会長代理に対し金銭を贈ってはなら

ないという見解をとっている。（理46－47）

　地区大会が会長代理にとって外国で開かれ

る場合には，可能な限り，大会の直前又は直

後に同地区内の数クラブを訪問できるよう計

画すべきである。但し，会長代理がその地区

のロータリアンの使用する言語を知っている

ことが必要であり，又，訪問するクラブはガ

バナーが選択すべきである。（理48－49）

　理事会は，地区大会へ派遣する会長代理の

任命は会長の決定事項であることを認めると

共に，会長代理を他国め地区大会へ派遣し代

理の資格で特別講演を行わせたいとの要望が

あっても経済上の理由又はそのことの適否を

考慮して斯様な任命や講演の取決めが実現出

来ぬこともあることを認めている。（理60－

61）

　理事会は，国際ロータリー細則に従って地

区大会がその地区における重要問題について

の勧告を採用することを承認する。但し斯様

な行為は国際ロータリー定款及び細則に従う

ものであり，且つロータリーの精神と原則に

一致しなければならない。従って地区大会で

採用された決議は国際ロータリーの規則と国

際ロータリー理事会め決定を反映する国際ロ

ータリーの既定方針に調和しなけれぽならな

いのである。（理58－59）

指導者訓練プログラム　（Leadership

　　　　　　　　　Training　Program）

　理事会は国際ロータリーのプログラムの一

部として，地区並にクラブレペルでの指導者

訓練プログラムを設定した。訓練プログラム

は下記に従って実施されるものとする。

　地区レベルで

　1）　ロータリー年度の最初の4ヵ月中ee’，

ロータリー推進の目的のために，ディストリ

クト・リーダーシップ・フォーラムが，各地

区において開かれるものとする。このロータ

リーの推進は，討議，全奉仕部門における活

動の計画化，クラブ会員の資質の強化向上，

クラブ，地区及び国際レベルにおいてのロー

タリーの指導力の発展，並に地区協議会や地

区大会とは別に開催さるぺきディストリク

ト・リーダーシヅプ・フォーラムを通して，

行なわれるものである；

　2）　ディストリクト。リーダーシップ。フ

ォーラムは国際ロータリーの元役員によって

指導されるものとする。彼は「ディストリク

ト・リーダーシップ・フt一ラム・モダレー

ター」として指名され，国際ロータリー会長

によって任命されるものとする；

　　　　　　　　　　　　　　ノ　3）　ディストリクト・リー一ダーシップ・フ

ォーラム・モダレーターは4又は5地区のデ

ィストリクト・リー一ダーシヅプ・フォーラム

で奉仕するよう任命されるのであって，自己

の地区では，デイストリクト・リーダーシッ

プ・フォ’一ラムのモダレーターとしては，奉

仕しないものとする；

　4）　ディストリクト・リーダーシップ・フt

一ラム・モダレーターは，エパソストソ又は

チューリッヒ又は其他で事務局によって開か

るべき3日間の「フォーラム・モダレーター・

セミナー」において訓練を受けるものとす

る。このセミナーにおいて，モダレーターは，

各年のディストリクト・リーダーシップ・フt

一ラム・プログラムの課題の外，集会施設及

び環境の良否について検討するものとする。

．5）　ディストリクト・リーダーシップ・フ

ォーラム・モダレーターは，ディストリクト・

リー一一ダーシップ・フォー一ラムにおける自己の

役割として，本会議での講演及びフォーラム

の目的の概要作成を引受けるものとする。

　6）　ディストリクト・リーダーシップ。フ

ォーラムへの指名参加者及びフォーラムのた

めのプログラムの強調点は，国際ロータリー・

のプログラム及び要求の変化を考慮して，毎
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年，理事会によって決定されるものとする。

　クラブ・レベルで：

　1）　ロータリー・クラブは「ロータリー強

調プログラム」として知らるべき，クラブ・

レベルでのリーダーシップ・プログラムを実

施するよう，勧奨されている。かかるプログ

ラムは，ディストリクト・リーダーシップ・

フォーラム後，成るべく早急に実施さるべき

ものとする。

　2）　ロータリー強調プログラムにおいて

は，ディストリクト・リーダーシップ・フォ

ー一 宴?ﾖの参加者として指名されたクラブ役

員及び委員達は，フォーラムで得た情報や意

見を，下記の方法によって，クラブ会員に伝

え，これを分かち合うものとする。

　　イ，討論委員会の討議形式，又は，クラ

　　　ブへの説明の形式をもってする，フォ

　　　ーラム参加者の報告；

　　ロ，新会員のための口ta＃タリー情報集

　　　会；

　　ハ，職業分類調査を速やかに完成し，充

　　　填又は未充填の職業分類表を作成する

　　　行為；

　　二，炉辺会合；及び

　　ホ，夫々の委員会の集会。

　理事会は，地区ガパナーが，ディストリク

ト・リーダーシップ・フォーラム及びクラブ・

レベルでのロータリー強調プログラムについ

て，下の如き2通の報告書を事務局に提出す

るよう期待されることに同意した。

　1）　ディストリクト・リーダーシップ・フ

ォーラムへの参加出席の記録に関する報告；

及び，

　2）　クラブ・レベルでの指導老訓練プログ

ラムにおけるクラブ参加の範囲に関する報

告。

　理事会は，地区並にクラブ・レベルでの指

導老訓練プログラムにおけるプログラムや指

導老について記述するに当っては，下の字句

を用うぺきことに同意した。

フォーラム・モダレーター・セミナー……デ

ィストリクト・リーダーシヅプ・フォーラム

を運営する指導者を訓練する国際レベルにお

ける集会。

ディストリクト・リーダーシヅプ・フォーラ

ム……地区ガパナーが招集し，理事会の指名

した参加考の集まる1日の地区集会。

ディストリクト・リーダーシップ・フォーラ

ム・モダレーター……ディストリクト・リー

ダーシップ・フォーラムを指導するよう，国

際ロータリー会長によって任命された，元役

員の称号。

ロータリー強調プログラム……デイストリク

ト・リーダーシップ・フォーラムで問題を討

議した結果，クラブ・レペルで行なわれる指

導者プログラムの名称（理66－67）

地区集会の日程
　　（Scheduling　of　District　Meetings）

　地区大会，地区協議会及びディストリク

ト・リーダーシップ・フォーラムは，各々特

定の目的のためにあるのであるから，夫々の

集会は夫々別個に，関連なしに，開かれるも

のとする。

　但し必要ある場合は，

　　もし地区大会がロータリー年度の当初4

　　ヵ月中に開かれるならぽ，ディストリク

　　ト・リーダーシップ・フォーラムと地区

　　大会を継続した集会として開くよう考慮

　　が払われてよいであろう。

　　もし地区大会がロータリー年度の最後の

　　3ヵ月中に開かれるならぽ，地区協議会

　　と地区大会とを継続した集会として開く

　　よう考慮されてよいであろう。

　但し，このように二つの集会を継続して開

　くときは，地区大会を第二番目の集会とし

　て開くこと，又，各集会は別個の集会とし

　て各集会に必要な時間を削減することなし

　に，又，各集会の本質的特色を充分に重ん
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じて，開くよう考慮さるべきである。（理

68－69）

数地区合同会議
　　　（Multi・district　Meetings）

　ロータリーのプログラムを推進するため

に，2乃至それ以上の地区の合同提唱による

数地区合同会議にはなんら反対するものでは

ない。但し，斯様な会合は地区大会或は地区

協議会とは別個のものに限る。（理65－66）

地区におけるロータリーの後援する諸

活動　　　　　　　（District　Rotary・

　　　　　　　　Sponsored　Activities）

　理事会は，地区ガパナー並にクラブの指導

のために，地区におけるロータリーの後援す

る諸活動という課題について，次の声明を採

択している：

　1又はそれ以上の地区内の全クラブが参加

するロータリーの後援する諸活動及び計画

は，下記条件の下に，奨励されるものとする：

　イ，かかる活動又は計画の性質及び規模

　　は，地区内のクラブ及びロータリアン

　　が，クラブ・レベルでロータリーのプロ

　　グラムを発展せしめようとするクラブ活

　　動の規模及び有効性を妨げ，又は殿損す

　　ることなしに，これを成功裡に遂行する

　　能力の範囲内にあるべきこと；

　ロ，その活動又は計画は，地区内クラブの

　　過半数によって承認された時のみ実施さ

　　るべく，又，年をこえて，財政上其他の

　　義務又は誓約を一切負わないものとする

　　こと；

　ハ，この活動又は計画は，財政的援助より

　　も（又はそれに加えて），ロータリアン並

　　にクラブに，個別的参加の機会を提供す

　　るものであること；

　二，口■一一tタリー・クラブ並に（又は）各個々

地　区　運　営

　のロー・m一タリアンが，かかる活動や計画に

　参加することは，自発的に行なわるべ
　　く，又，その参加の費用は最少限度に止

　めらるべきこと；

ホ，その活動又は計画に対するクラブ又は

　　ロータリアン個人の財政的i援助は，自発

　的に行なわるべく，暗黙裡にせよ直接的

　　にせよ，人頭分担税又は割当其他クラブ

　　又はロータリアンに強制力をもつ形の義

　務とならないものとすること。

　へ，活動又は計画に対する寄付の要請は，

　　この寄付が自発的なものであり，如何な

　　る意味においても公認の徴税又は割当で

　　ないことを明瞭に示すような形式で行な

　　われるべきこと；

　ト，1又はそれ以上の地区のクラブの参加

　　する活動又は計画の監督，並にかかる活

　　動又は計画のため寄付せられ又は募集さ

　　れたすべての資金の保管は，たとえ関係

　　地区内のロータリアンの中より委員会が

　　設置され，かかる活動，計画並に関係資

　　金の管理を行うとしても，地区ガパナー，

　　又は関係地区ガバナー達の責任とするこ

　　と；

　チ，4をこゆる地区のクラブが参加する活

　　動又は計画は，関係地区ガバナー達が前

　　もって，この声明の規定に従って，その

　　活動又は計画を実施すべしという，理事

　　会の特別の認可を得たのでなければ，共

　　同の活動又は計画としては実施されない

　　ものとすること。

　共同の活動又は計画において2以上の地区

内のクラブの参加が望ましく且つ必要と思わ

れるときは，その活動又は計画並にクラブの

参加は，関係地区ガパナーの直接の監督下に

おくという規定を含めて，その活動又は計画

を適当な限度内に止めおくように，留意さる

べきである。かかる活動又は計画は，扱いき

れないほどに大きく，又は関係地区並にクラ

ブがロータリー・プログラムを推進しようと
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する通常の活動並に努力を直接又は間接に妨

げるほどに大きくあってはならない。かかる

活動や計画に関しては，事前に，関係地区ガ

パナーの承認を得るのでなけれぽ，クラブは

回章を廻わすことを一切行なわないものとす

る。（理66－67）

地区資金（District　Funds）

　地区内に於て集め，管理さるぺき資金に関

しては，定款，細則の何れにも規定されてい

ない。地区によっては，会員の人頭割寄付に

よって地区資金を集めるというやり方をして

いる処もある。

　地区資金をつくるという問題は，専ら地区

各個の問題であり，地区資金の分担は，自発

的なものでなけれぽならず，人頭分担税の形

において会員個人或はクラブに強制してはな

らないこと，及びロータリーにおける会員の

費用は最低限度に保たれなければならないと

いうことになっている。以上の理由で，理事

会は，ロータリーの適切な運営と発展に，地

区資金が必要と思われる地区に於ては，次の

ような方法をとるのが望ましい，と勧告して

いる。

　地区運営に必要な経費を調査研究する，3

名から成る委員会を設置することを地区が決

定したならぽ，ガバナーは1名を任期1年，

1名を任期2年，1名を任期3年の委員に指

名する。その後は，毎年任期中のガパナーが

1名を任期3年の委員に指名して空員を埋め

るようにする。この委員会はガバナーに協力

して地区経費の予算を作成し，これを地区協

議会の際，次期会長の会合に提出する。地区

資金の如何なる分担要求も出席の次期会長4

分の3以上の承認があうて後，初めて行うべ

きである。（理29－－SO，41－42）

　理事会は更に，地区資金への如何なる分担

要求も，絶対に公認の会費ではないというこ

とが明確に了解される形式によって行うぺぎ

であると勧告する。ガパナーはその任期中，

地区資金の管理者となり，会計検査済みの計

算書を後任者に引継ぎ，同時にその写しを国

際ロータリー事務総長に送付すべきものとす

る。（理29－30，41－42）

　理事会は，地区資金を有する地区の各ガパ

ナーに対し地区資金は地区の財産であり，特

定の口tnt一タリー会員の個人的財産でないこと

を明記した銀行預金として保管し，その会員

が死去した場合などに地区を保護することが

できるように，考慮を払うよう示唆する。

（理44－45）

名誉ガバナー及び後援者
　　（Honorary　Governors　and　Patrons）

　名誉ガパナーの称号を授与したり，その国

に於けるロータリー運動の後援老を指名する

希望を有する地区に於ては，このような称号

の授与は，政府の行政長官及び王室の人々の

ために留保しておくものとする。（理37－38）

元ガバナーの利用
　（Utilizing　Services　of　Past　Governors）

　元ガバナーの奉仕は可能なときには如何な

る場合でも利用すぺきである。例えば，地区

協議会，地区大会及び拡大の仕事において元

ガパナーを利用すぺきである。（理26－27）

　ガバナーはその地区に於ける国際ロータリ

ーの公式の代表である。ガパナーの任務或は

運営上の権限を幾分なりとも元ガバナー又は

その他に譲ることは賢明でない。（理39－40）

　クラブに元ガパナー或は他の国際ロータリ

ー元役員が居るような時には，彼等のロータ

リーの仕事に対する経験と能力との故に，ク

ラブの難問題，或はクラブ会長がクラブの機
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能発揮に困難を生じたような場合には，彼等

を利用する可能性のあることについて各クラ

ブ会長の注意が喚起されている。（理41－42）

　地区の元ガバナーは，利用できる才能と経

験の一大貯蔵所であるという事実に，ガバナ

ーの注意が喚起されている。ガバナーは，成

しとげにくい仕事に遭遇した場合，これらの

元ガパナーを利用して自己の努力を補うのが

よい。地区ガパナーは，弱体クラブの強化を

計る際に，補佐（元国際ロータリー役員及び

その他）の任務を注意深く選定し，かつ賢明

に活用するよう奨められている。その補佐に

は，地区内の弱体クラブを訪問して，プログ

ラムの材料を提供したり，財政について彼等

に助言を与えたり，委員会の結成及びクラブ

の正規の機能を果す上に，援助して貰ったり

することを依頼してもよい。又，ガパナーは，

クラブに対して元ガバナーを招いて，訪問し

て貰うよう示唆してもよく，或は，クラブに

対し，元ガパナーの訪問を歓迎するかどうか

を問い合せてもよい。（理41－42；62－63）

　理事会は，地区ガパナーが，地区の元国際

ロータリー役員を，諮問委員会やロータリー一

の特殊部面関係のその他の委員会に関連し

て，大いに利用することに賛意を表し，且つ，

「ガバナー諮問機関」　「ガバナー諮問委員会

「顧問審議会」其他類似の元地区ガバナー達

のグループが，ロータリー・プログラム及び

地区ガパナーの援助に大きな貢献をなしうる

ことを認めている。但し，かかる元国際ロー

タリー役員の公的な組織は，地区ガパナーの

指揮監督の下にあるぺく，且つ，如何なる面

においても，地区ガパナーの権限又は責任を

軽減しないものとする。（理67－68）

地区組織（District　Organization）

　如何なる地区においても，恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適当な範囲の地区は，1人のガ

地　区　運　営

バナーにて運営できるものである。援助を要

するときには，ガパナーは何時たりとも，非

公式に元ガパナーや他のロータリアンの助力

を乞う特典を持っている。（理25－一一26；37－－

38）

　地区内において運営される公式の地区機関

とか組織は，ロータリー世界を通じて何処で

も推奨すぺきものでなく又効果的なものでも

ない。（理57－58）

　理事会は，種々の地区委員会の委員長の人

選に際し地区ガパナーは，経験豊かなロータ

リアンを任命すべきこと，又地区委員会組織

は，地区ガパナーが地区におけるロータリ

ー・プログラムの効果的推進に必要と考える

場合にのみ拡大さるぺきであるということを

決定した。（理66－67）

地区の刊行物（District　Publications）

　1．地区の刊行物は，アメリカ合衆国及び

カナダ以外の地区に於てのみ必要，或は望ま

しいものである。

　2．全地区を通じて，ロータリーの名称を

付した如何なる刊行物も必ず，国際ロータリ

ーの支配下にあるのであり，且つその地区に

於ける国際ロータリー代表であるガパナーの

直接の監督を受けなければならない。

　3．　ガバナーが地区刊行物を出版する環境

におらず，しかも地区内のクラブが地区刊行’

物を欲している場合には，ガパナーの直接監

督の下に刊行することのできるロータリアン

個人に，国際ロータリnvから出版許可を与え

るものとする。

　4。既に公認されているもの以外の，かく

の如き刊行物を出す場合には，それに対して

許可が与えられる以前に，地区内の全クラブ

で投票を行い，地区刊行物を持つことを過半

数の会員が欲しているかどうか，如何なる種

類の雑誌が望まれているか，或は，財政をど

うするか等を調査すべきである。（理22－一一23）
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口e－一一一pタリーの拡大

（Extension　of　Rotary）

　国際ロータリー理事会は世界各地に於ける

ロータリーの拡大に必要な事項をすべて遂行

する義務を負うている。

　各地区ガパナーは，国際ロータリー理事会

の一般的監督の下に自己の地区内に於ける新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

　地区ガバナーは，拡大に関連する諸事項に

ついて援助をうるため地区内に住む元地区ガ

パナーまたはその他適格なロータリアンを任

命するよう要請されている。

地区拡大委員会

　　（District　Extension　Committees）

　もし地区ガバナーが有益と考えた場合に

は，自己のロータリー拡大の仕事を手伝わせ

るために，地区拡大委員会を任命してもよ

い。地区ガバナーは，地区拡大委員会の継続

性を何かの形で規定することが得策であるこ

とに注意を払うよう要請せられている。（理

50－－51）

新クラブ結成の方針　（Statement　of

　　　Policy　for　Organizing　a　Club）

　1ga7－一一28年度国際ロータリー理事会はロ

ータリー・クラブ　結成に当っての方針を決

定しこれを明示した。1935－・－36年に於て理

事会は事務総長に対し，この方針を改訂し理

事会の決定する政策に反せざる限り将来に於

てもこれに変更を加える権限を与えた。理事

会及び事務総長の改訂した方針は次の如きも

のである。

　一般方針（General　Policy）

　ロータリー・クラブは，ロー一…タリーの計画

を推進し且つその綱領を達成するための仲介

者である。従ってロータリーが最も大きな感

化力を発揮し得るようにするためには，ロー

タリー・クラブが結成されれば必ず成功する

と思われる処に，世界中何処にでも又何時で

も，新しいロータリー・クラブを漸次に結成

して行くべきである。

　如何なる処でも，ロータリpaの基本的原則

が自由に守られる処であれぽロー一タリー・ク

ラブを結成することができる，それには次の

ことが理解されていなければならない。

　（イ）ロータリー・クラブのない国家又は地

理的地域へのロータリー一拡大は，理事会の判

然とした承認の下に行われること。（ロ）ロー

タリー・クラブは単に，その会員組織が主と

してその土地固有の職業人又は，当該地域社

会において永久的に基礎の出来ている職業生

活を代表する人々からなっておること，及び

Q9新クラブは，クラブ及びその会員がその

組織に容易に同化出来るような位置と会員組

織でなければならないこと。

　クラブの区域（Territory　of　a　Club）

　クラブは或る一定の“Locality”「地方」｛1）

一・一・－ V6一

（1）　この‘°Locality”「地方」という言葉には，市，

町，自治町村等の種々の名称で呼ばれているものがすべ

て含まれている。又，大都市の各部分，或は二つ以上の

小さい町村の隣接したものも含まれている。米国に於て

は‘℃ommunity”（社会，都市町村）という言葉が
クラブの区域を示す場合に使用されるがその場合は
Localityと同意義である。　しかし，　Localityという

言葉には，地理的な領域と位置とを示す意味があるが，

Communityには共通の利害を有する人々のゲループ
という意味もある。これらの用語は，他の似寄りの用語

と同じく，塵々相互に置換えて用いられることがある。

ー
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に結成され存在しなくてはならない。国際ロ

ータリ・・■一は，社会への奉仕に活発に従事して

おり，且つその事業所又は住所がお互に接近

していて，ロータリー・クラブとしての機能

を発揮できるような，十分な数の事業家及び

専門的職業人が存在する適当な広さの地域を

このような地方と認めるであろう。このよう

な地方にクラブを結成するに当っては，国際

ロータリーに於てクラブの区域の限界を定め

これを定款に記載し，その後は，国際ロータ

リーとクラブ双方の同意がなけれぽ変更出来

ないようにするのである。クラブは，国際ロ

ータリーの同意を得て，新たに別のクラブを

結成するためにその地域を割譲することが出

来る。

　ロータリー・クラブの区域限界は，行政上

又は自然の境界と同様，かかる境界が設定さ

れ，現存通りの街路又は道路によって決定さ

れる。仮クラブが，現存クラブから譲渡され

る区域に結成されようとするとぎは，事務局

は，要求あらぽ，その関係資料を提供し，提

唱クラブの区域譲渡計画を助けるよう，手引

してくれるであろう。（理67－68）

　（理事会は，クラブの区域限界が，その地

方の行政上の限界と一致すると記されると

き，かかる地方の行政上の限界が拡大される

場合には，クラブの区域は，これに応じて自

動的には拡大せず，ロータリー・クラブの区

域限界の修正に関する国際ロータリー定款文

書の規定に従って，クラブ手続を取る時ま

で，変更されることなく存続することに，同

意している。）（理67－68）

将来クラブを結成するのに有望な地方

　（Prospective　Localities　for　Clubs）

　未だクラブが結成されておらないところ

で，有用且つ一般に認められた事業の経営

主，共同経営者，会社役員又は支配人であっ

て品性高潔な男子が多数居り，ロータリーの

職業分類の原則の下に少くとも20人の会員

ロータリーの拡大

を以て立派なロータリー一・クラブを永く持続

し得る可能性を確保するために，最小限40の

職業分類を有する場所は，（住民数の如何に

拘らず）すべてクラブの結成に有望な処であ

ると考えてよいであろう。

　ある都市が，クラブをうまく持続して行く

ことが出来そうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すればする程，クラブのためにも

又その地方のためにもよいのである。その地

方がロータリーを欲しているという気持を外

に示すまで待つというのはよくない。ある地

方にロータリーを欲する気持をつくり出すの

がロータリアンの義務である。ロータリアン

は，与える為にロータリーを拡大するのであ

って，それによって自分が得ると言うのでは

ない。ロータリーをつくらないように控える

よりは，つくってみてうまくゆくかどうか試

みる方が良いのである。

　しかしながら，或る孤立した地方にクラブ

を結成せんとする時には，その地方の人々か

らはっきりとクラブの欲求が示されるまで試

みないようにすべきである。

　二つ又はそれ以上の極めて近接した地域社

会を抱く地方に仮クラブ（Provisional　Club）

が結成され，国際ロータリー－va加盟を申込ん

だ場合には，国際ロータリーの規定に合致し

ている限り加盟は承認されるが，かくの如き

申請は個々の場合によって考慮されることに

なっている。

調査（Surveys）

　地区ガパナーは，出来るだけ早く，なるべ

く前半の6ヵ月間にその地方にクラブを結成

すれぽうまく行くかどうか，又その土地のた

めになるかどうかを決定するために，人口千

人以上であって，未だクラブを有しない都市

の調査を行ない，且つその結果を記録させて

おくべきである。もしクラブがその年度中に

結成されない場合は，その調査記録は，後継

地区ガパナーに引きつぎ一任すぺきものとす
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る。（国によっては小都市の経済的性格を考

慮して，この人口数を更に多くしてもよい。）

　合衆国，カナダ及びパーミュダ（USCB）に

於けるロータリーの存在しない都市に対して

は，人口数に拘らず，結成の仕事に着手する

前に，この種の調査がガパナーによって行な

われ且っ承認されていなけれぽならない。

　新クラブの結成に際してはその以前にガバ

ナーがその土地を訪問して，果してクラブを

維持出来るかどうかを確めることが望まし

い。その都市の人口が5千人以下の時は特に

そうである。このような訪問に余り費用と時

間がかかりすぎる場合には，その地方の事情

をよく心得ている，1，2の信頼の出来るロ

ーt ^リアンから勧告や調査，報告等を徴して

それによってクラブ結成の斡旋に当ってもよ

ろしい。

特別代表（Special　Representatives）

　あらゆる機会を利用して新しく立派なクラ

ブを結成しようとつとめるのはガバナー全部

の義務であり，又この仕事を援助するのはあ

らゆるクラブ及び総てのロータリアンの義務

でもある。

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導出来ない場合には，近隣のクラブから

か，なるべく提唱クラブから十分事情を心得

ている会員1名をガバナーの「特別代表」に

任命して新クラブ結成の任に当らせる。

　このガパナーの代表は勿論ロータリーの理

想に精通していなくてはならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

への熱情を他人に伝える力がなくてはならな

い。又ロー一タリー・クラブの組織と機能につ

いて，実際に役立つ十分な知識を持つことも

必要であるし，この仕事をなすのに必要な時

間を献げることもできる人でなくてはならな

いo

　特別代表は，クラブの結成に到るまでの細

租に就いてガバナー一一を代表して事を行なう権

限を有している。時には，（常にとは限らな

いが）最後の創立総会に代って出席するよう

ガパナーから要請されることもある。できる

限り，加盟認証状（Charter）はガパナーが自

ら伝達すべきである。

　ガパナーは退任に際しては，次期ガパナー

に対し彼が任命した特別代表のリストを引渡

すべきである。これらの代表は新ガバナーが

就任後30日以内にその任命を更新しない限

り自動的にその任を終わることになってい
る。

　ロータリーの用語に於て，特別代表“Spe・

cial　Representative”とは，スポンサー・ク

ラブの会員であって仮クラブの結成に当って

ガバナーの代表者になるものを意味する。

地区ガバナーの拡大補助者

　　　（Governor’s　Extension　Aide）

　地区ガパナーの拡大補助者という用語は，

クラブ結成の仕事に経験があり，特別代表が

援助なくしては任された地域のクラブの結成

を完成することが出来ないように思われる場

合，及びガパナーが必要な援助を与えること

ができない場合に，近くの特別代表に援助を

与えるよう，ガパナーから任命された者を意

味する。特殊な場合には，この「補助者」だ

けでクラブを結成した方がよいと思われるこ

ともあり得る。

　しかし，クラブが結成されつつある都市の

各々に対して異なった「補助者を」任命せよ

というのではないし，又補助者が任命された

からといって，ガパナーが自己の地区の全部

又は一部に於て，その拡大に関する責任を移

譲してしまうというわけのものでもない。

　拡大補助老の必要且つ適度の実費はガバナ

ーの申請によって国際ロータリーによって支

払われる。1）

1）　ガパナーが，新しいクラブの結成及び認証状の伝達等

に関して合衆国通貨50ドル以上の経費をつかい又はつ
かうよう許す前に，ガバナーは資金があるかどうかを確

めるために事務総長と相談する。（理40－41）
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スポンサー・クラブ（Sponsor　Clubs）

　特別代表の属するクラブが，新しいクラブ

のスポンサー・クラブとなって次の如き責任

をとるのが普通である。

　（1）特別代表を助けて新しいクラブの結成

を成功に導くよう計画を立てる。（2）新クラ

ブの初期のプログラムを計画する。（3）ロー

タリー運動の一単位として新クラブが発展し

て行くよう之を指導する。

　提唱クラブを選定するに当っては，可能な

限り，新ロータリー・クラブ結成のための提

唱クラブとして指定しうる適正資格を有し，

効果的なロータリー・クラブの機能を発揮

し，少なくとも，新クラブ結成のために必要

な会員数を有し，国際口・一タリーに対して何

等未決済の負債がなく，ロータリー奉仕の完

全なプログラムを実行しているロータリー・

クラブか否かを確かめることに注意が払われ

なけれぽならない。

仮クラブ（Provisional　Club）

　国際ロータリーの加盟員としての正式な申

込書が，国際ロー一夕り一中央事務局によって

受理され且つ確認された，少くとも20人の

会員より成る結成集団は，それが国際口taタ

リーの加盟クラブに認められるまでは“仮ロ

ータリー・クラブ”と呼ばれている。

根本的特色

　　　（Fundamental　CharaCteristics）

　仮クラブはその結成の時に於て，必ずロー

タリt・一の根本的な特色を有していなければな

らない。（「ロータリーの根本的特色」137頁

参照。）　　　　　　　　　　　　　、

標準クラブ定款

　　　（Standard　Clul）Constitution）

　仮クラブは漂準クラブ定款及びそれに調和

する細瑚を採用しなければならない。

ロータリー一の拡大

クラブの名称（Name　of　Club）

　仮クラブは，それぞれ，名称にその所在地

を表わす名を付け，これを定款の中に入れな

けれぽならないが，この名称は予め国際口」

タリーの承認を得なけれぽならない。一旦承

認を得た上は，国際ロータリー及びクラブ双

方の同意がなければこれを変更することはで

きない。

毎週の会合（Weekly　Meetings）

　仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎

週定期的に会合を開くようにしなけれぽなら

ない。標準クラブ定款にクラブの例会を毎週

開くように定めた主な理由の一つは，ロータ

リーの親睦と友情が，もし2週間に1度の例

会で十分に進められるものであるなら，毎週

例会を開けぽ更に高度の結果が得られる筈だ

という点にある。1年間に26回仲間のロー

タリアンと接触する機会を得るだけでは，年

に52回彼等に接する程には彼等を知り，口i・・一

タリーを体得し，国際ロータリーの目的を推

進すると共に，各クラブが関心を有する社会

奉仕を進めて行くことはできないであろう。

しかも，年に52回例会を開いたとしても，

会員の時間を不当に費すというものでもない

のである。このことは実際の経験によって既

に証明されている。

　前述の点が真実であることを認めて，1922

年度大会は，爾後各クラブが採用すべきもの

ときめた標準クラブ定款の中に，各クラブは

毎週1回例会を開くよう規定した条項を入れ

ることにした。

　クラブ結成の仕事或はその監督を委任され

ている国際ロータリーの全代表は，もしクラ

ブが毎週1回例会を開くことに同意しない場

合は，国際ロータリhaに加盟することはでき

ないのであるということを心得ておくべきで
ある。
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創立会員（Charter　Membership）

　35名を最大限とし，少くとも20名の創立

会員から成る，満足すべき名簿を提出しなけ

れぽならない。但し，人口10万以上の都市

に於ては最大限50名迄許される。（1）

　国際ロータリー・－ee加盟して後も，なお発展

の余地を残しておくように，職業分類の全部

を創立会員で充してしまうことは望ましくな

いo

　仮クラブの創立会員の内に「アディショナ

ル正会員」または「シニア・アクチブ会員」

が含まれていても，「正会員」の数が少くと

も20名あれぽ差支えない。

　創立会員は，職業上の関心という観点から

見て，多種多様であることが大切である。故

に新クラブ結成のときは，できる限り，関連

のある一群の職業分類中の或る一つの，はっ

きりした業種だけを充贋することが望まし

い。特別の場合には，これらの，はっきりし

た2－－3の分類を充填することも必要になる

かもしれない。

　或る職業分類VC　2人の入会候補者がある場

合は，他の条件がすべて対等であれば，クラ

ブの平均年齢を引下げるため，若い方を選ぶ

べきである。

　年長者又は隠退した人が多い地域に関し

て，事情の正当であることを認めた場合，理

事会はその裁量で25名の最小限の創立会員

中，シニア・アクチブ会員が12名以下のク

ラブの国際ロータリー加盟を承認することが

出来る。国際ロータリー加盟が承認された

時，そのクラブの創立会員であるシニア・ア

クチブ会員は，同時に他の如何なるクラブの

正会員，シニア・アクチブ又はパスト・サー

ビス会員資格を保持することは出来ない。

　新クラブの国際ロータリーへの加盟を承認

するに当り国際ロータリー理事会は，現存の

（注1）　特別の場合には，加盟承認委員会はその自由裁量

　に於て創立会員が20名以下のクラブの加盟を承認する

　ことがある．（理48－49）

クラブに見られる違反逸脱行為や又は誤解の

為に止むを得ず認めている特別な妥協の前例

を顧慮することなく，クラブ内の会員資格に

関する規定を厳守しなけれぽならないし，又

厳守するであろう。もし地区ガパナーやその

特別代表がそのように努力しない場合には，

創立会員の何名かが会員資格の規定に従わな

いで選ぼれているという理由で，クラブの加

盟が拒否されたり，延引されたりするような

困った事態が生ずるであろう。

　クラブの加盟申込書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員一覧表は，ク

ラブの完全な創立会員名簿とみなされる。加

盟に関して国際ロータリー理事会の決定が下

されない間は，この名簿に載っている以外に

新しく会員を入会させることはできないd

入会金及び会費（Fees　and　Dues）

　合衆国及びカナダに在るクラブで，少くと

も＄20の入会金，＄25の年会費を徴集しない

クラブは理事会としてその加盟をみとめな

い。他の国々に於ては，地区ガパナーが，合

衆国及びカナダの新クラブに対して理事会が

決定した金額とそれぞれ同等の購買力のある

金額を新クラブの入会金及び年会費とすべき

である。

　加盟金（Charter　Fee）

　仮クラブから国際ロータリーへの加盟申込

書には＄100（米国通貨）の加盟金を添えねば

ならない。

　加盟認証状（Club　Charter）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た時には，国際ロータリー会長，事務総長

及び地区ガパナーの署名のある加盟認証状

（Charter）が中央事務局から各クラブへ発行

される。この加盟認証状は大切に保存しなけ

れぽならない。なるべく額に入れてクラブの

本部か例会場或は幹事の事務所の目につき易

い処に掲げておくのがよい。
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　理事会によって国際ロータリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリー内の公

式の構成単位クラブとなるのであって，これ

は認証状が伝達された日とは関係がない。

スポンサークラブ（Sponsor　Clubs）

　国際ロータリー加盟後の初めの数ヵ月間は

新クラブに援助を与えることが非常に重要だ

とされておるのでスポンサー・クラブは少く

とも一年間は，新クラブを援助するよう勧告

されておる。

新クラブのプログラム

　　　　（Programs　for　New　Clubs）

　地区ガバナー，或は他のクラブ結成の任に

あたる者は，新クラブの最初の8週間乃至10

週間の例会のプログラムを隣接のクラブを通

して或はその他の方法によって，出来るだけ

用意してやる責任がある。といっても，それ

でスポンサー・クラブとして絶えず新クラブ

の世話をしなければならない責任を免ぜられ

たわけではない。このことは特に，ロータリ

ー一 ｪ設立途上の国々のクラブに適用されるも

のである。（新クラブ結成方針説明の終り）

大都市に追加クラブ
　　（Additional　Clubs　in　Large　Cities）

　既にロータリー・クラブのある大都市に更

にクラブを結成することに関して国際ロータ

リー理事会は次のような決議を採択した。即

ち：

　国際ロータリー細則に，若し都市，自治区

又は市域が，その行政上の限界内に，一又は

それ以上の，境界をはっきり決めうるいくつ

かの地域があり，しかもその各地域が，少く

とも新クラブ結成に必要な職業分類の最低限

度数をもっているときは，各地域出身の会員

に，追加クラブを認めることができる。但し

この場合，かかる追加クラブが結成されよう

ロータリーの拡大

　とする地域のクラブは提案された追加クラブ

　の結成並に新クラブの結成される区域を割譲

することを，承認するものとす，との規定が

あり，更に，

　　国際ロータリー細則にはロータリー・クラ

ブがその区域内に新たに一つ又はそれ以上の

　クラブの結成を承認する場合には，既存のク

　ラブは新しいクラブの区域内からその事業の

執行任務乃至専門的職業の活動範囲が全市域

に及ぶ会員を入会させる権利を保持するとい

　う条件があり，又この制限は新しく出来る一

又は二以上のクラブを拘束する，という規定

があり，更に又，

　国際ロータリー理事会は，既存の大きなク

ラブの区域内に含まれている地方にクラブを

結成することは，ロータリーの利益の為に極

めて良いことであるとの意見を持っているが

故に，

　国際ロータリー理事会は，必要以上に広汎

であるか或は不明確な区域を有するクラブ

は，すぺからくその区域の一部を割譲して，

ロータリーの会員となる特典をその地域社会

の更に多くの人に享有させるようにすべきで

あることを決議する。更に，

　国際ロータリー事務総長はこの決議に対し

関係各クラブの注意を喚起すぺきであること

を蚊に決議する（理48－49，58－－59）

　理事会は，ロータリー界の変動する人口分

布が必ず大都市中心部に集中する結果になる

ことを認誠し，既存クラブから譲渡された区

域内の地域にクラブを結成するのが賢明であ

ることは，新たに結成されたクラブの成功，

活動力により明かにされ又それに応じて，既

存クラブの活気ある発展，ひいてはロータリ

ー全体の増強をもたらす事により立証される

と考えている。

　そこで理事会は，既存クラブの区域にある

地方にクラブを結成するのがロータリーに取

って最も有利であるということに決定し，地

区ガパナーに対し，実行可能な場合には既存
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クラブによる区域の謹渡のうえ斯様な区域に

追加クラブの結成を奨励するよう要請してい

る。（理63－64）

　理事会は，大都市のロータリー・クラブか

ら譲渡された区域でのクラブ結成を奨励する

よう，又この既存クラブ，市町計画家，技師

又は同種の職員と，地区ガバナー又はその代

表者との間に，新クラブ結成のために2又は

それ以上の地域に市を分割することができる

か否かを決定するための予備的な計画検討

会議を準備するよう，かかるクラブに提案す

ることを，地区ガパナーにすすめている。更

に，かかる会議に関連して，討議，地区ガパ

ナー又はその代表老を助けるために：

　イ．他の都市のクラブが作った区域譲渡計

　　画を，この会議に提供すること

　ロ．引続いて，何年かの間に，更に区域を

　　譲渡する計画をもっている他の都市の最

　　初のクラブの発展状況を示す数字を引用

　　すること

を，すすめている。

　地区ガバナー又はその代表とクラブとの間

において，上記の事を実行するについての交

渉が妥結に至らないときは，理事会は，理事

会又は理事会のために行動している会長が，

経験ある元理事又は其他の元役員を任命して

両当事者と交渉せしめることに同意してい

る。（理67－68）

　理事会は又，n一タリー・クラブがただ…一一

つしかない大都市のロータリー・クラブに

は，区域譲渡計画があるぺきであると信じて

おり，且つそのために理事会は，かかるクラ

ブが国際ロータリーの役員に，その区域内の

地域の譲渡方式を作る目的で，相談するこ

と，並に，継続して発展的に，追加クラブ結

成用の区域を譲渡すること，及びかかるクラ

ブの注意が，理事会の発展的区域譲渡方式に

関する政策に向けられるよう，勧奨してい
る。（理67－－OS）

　（都市境界変更が口inタリー・クラブ区域に

及ぼす影響については175頁参照）

　理事会は既存クラブが不必要に地域限界を

拡大することを好ましくないと思っている。

（理62－－63）

　区域の割譲及びその場所へのクラブ結成

は，国際ロータリーの規則の関係条項とクラ

ブ結成に関する理事会の一般方針に注意深く

且つ良心的に従って行われなければならな

い。（理59－60）

　その市の主要な商業又は取引の中心から離

れて市の行政圏内に二又はそれ以上の「商業

上の中心」があり，その何れの中心も強力且

つ活動的なロータリー・クラブに必要な多種

多様の会員を持ち得ない時は，かかる中心二

ヵ所又はそれ以上を含む譲渡地域に，1クラ

ブを結成することができる。これらの中心は

合併されれば，国際ロータリー細則第1条第

1節（ロ）項に規定されている地域を形成するも

のである。

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定の

下に所在市の行政圏外の区域を割譲するクラ

ブは，事業の執行任務又は専門的職業活動の

範囲が全市，区，又は他の市域にわたる会員

をその割譲した区域から入会せしめる権利を

保有することが出来る。（理59－60，64－

65；66－67）

　理事会は，現存のクラブが区域を割譲する

ことによって，大都市に追加ロータリー・ク

ラブを結成することの利点を強調し続けるこ

とに決定し，かつこのため，一つ以上の地域

に明確に区分することができ，又その各地域

が，新クラブ結成に必要な最少限度の職業分

類を持っている揚合は，左様な地域を含んで

いると思われ又は含んでいるかも知れない都

市，自治区，其他の市域にあるクラブは，そ

の注意を，「かかるクラブは積極的な措置を

もってかかる地域の範囲を決定し，適当な場

合には，ロータリー・クラブの結成に着手す

ぺし」という理事会の願に，向けるよう要求

している。（理65－66）
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仮ロータリー・クラブの結成
　（Organizing　Provisional　Rotary　Clubs）

　もともと他のクラブから割譲された区域内

に所在するクラブによって更に割譲された区

域に仮クラブを結成するに当っては，スポン

サー・クラブ又は地区ガパナーは元のクラブ

から文書を以て新クラブ結成承認の意志表示

を受取ること，そして斯様な意志表示は新ク

ラブの申込書類に添付することが望ましい。

他のサービスクラブのある地域社会

（Communities　w三th　Other　Serviceαubs）

　或る地域社会eem・一一タリー・クラブを結成

せんとする試みがうまく行かない場合の主要

な原因として，既にその地にサービス・クラ

ブがあるという事実が挙げられる例が少くな

い。然し地域社会に既にサービス・クラブが

存在するということは，その地域社会がロー

タリー・クラブを保持出来ないということを

決定する要素とはならない。（理45－－46）

クラブ加盟承認委員会

　　（Admission　of　Clubs　Committee）

　国際ロータリー理事会はその理事の内2名

を，理事会に代ってクラブの国際ロータリー

への加盟承認の任に当る，加盟承認委員に任

命する。欧州内に居住する理事1名は，欧州，

北アフリカ及び東地中海地域のクラブ加盟承

認を理事会に代って担当し，他の1名の理事

は英本国及びアイルランドを除く残余の地域

を担当する。しかし，英本国及びアイルラン

ドのクラブの加盟に関してはグレート・ブリ

テン及びアイルランド国際ロータリーが国際

ロータリーの拡大

ロータリーに代って行うことになっている。

　ロータリー・クラブの存在しない国又は地

理的地域にロータリーの拡大をなす承認を与

えること，及び戦争のためにさきにその加盟

が解消されたクラブを国際ロータリーに再加

盟させることに関しては，国際ロータリー理

事会は特に国際ロhaタリー会長にその任務を

委嘱している。

クラブ加盟承認委員会の権限と任務

　（Terms　of　Reference　for　Admission

　　　　　　　　of　Clubs　Committee）

　本委員会の委員は仮クラブから提出された

国際ロータリー加盟申込を一定の方針及び手

続に従って審査し，承認を与えるか与えない

かのいずれかを決定する。

　クラブの加盟申込に対し委員が2名共賛成

の場合は，事務総長はこの決定を理事会の決

定として公表し，理事会は次回の会合に於て

これを批准する。クラブ加盟承認委員会が，

申込不承認を決定する場合は，クラブ加盟承

認委員会の権限と任務に従って事務総長はこ

の旨の報告を受け，本件を国際ロータリー会

長に移し，その指示を求めるものとする。

　委員の内1名がクラブの加盟申込に関し決

定を与えることができない場合は，事務総長

は問題を会長の手に移し，その指示を仰ぐ。

　仮クラブの定款が標準クラブ定款に合致し

ない場合は，国際ロータリーへの加盟は本委

員会に於て決定せず，国際ロータリー細則第

1条第2節⇔項の規定により，理事会の決定

に委ねられる。但し，標準クラブ定款よりの

逸脱が或る地域に対する理事会の既定の方針

と一致する場合は，本委員にかかる申込を承

認する権限が与えられている。（理68－69）

　クラブ結成について高い基準を維持し，よ

りよきロータリアンをつくるという方針を厳

格に守るよう強調すぺきである。このため
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に，理事会は本委員会に対し，加盟申込を審

査する際には創立会員の職業分類を十分批判

的に調査するよう警告している。（理47－48，

48－49，　65－－66）

国際ロータリーへの加盟
　　（Admission　to　Membership　in　R　I．）

　加盟申込の書類が正しく出来ているかどう

かを調べるのは地区ガバナー（地区ガバナー

が結成式に出席しない時は特別代表）の責任

である。

　国際ロータリー理事会は国際大会即ち全ロ

ータリー・クラブに対して，加盟を許された

各クラブが基本的な加盟条件を全部充してい

るかどうかを注意する責任がある。従って理

事会は何処までもこれらの条件の厳守を主張

しなけれぽならない。　　　；

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務総

長から地区ガパナーに対し通知が送られ，更

に地区ガバナーからクラブに対し国際ロータ

リーに加盟を認められた旨を通告することに

なっている。

　加盟申込書が事務総長の手を経て理事会に

提出されるのと同様，加盟認証状（Charter）

も事務総長の手を経て地区ガバナーに送付さ

れるのである。地区ガパナーがこの加盟認証

状に署名した後，地区ガバナー若くはその特

別代褒から加盟祝賀の特別会合に於てクラブ

に伝達されるのである。

　英本国及びアイルランドのクラブに対する

加盟認証状は，グレートブリテン及びアイル

ランド国際ロータリーに送付され，その会長

及び事務長が署名した上各クラブに伝達され

ることになっている。

　クラブに対して発行される加盟認証状は，

理事会が国際目一タリーの公式用語として認

めている英語を以て書かれることになってい

る。（理53－54）

　国際ロータリーに加盟を認められた時にク

ラブに加盟認証番号（Charter　Number）を与

える方式は1951年7月1日を以て中止せら

れた。（理50－51）

　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の処にある場合には，加盟認証状伝達式を

彼の公式訪問と同じ時に行うとか，或は特別

代表若しくはスポンサー・クラブの他の会員

が地区ガバナーの代理をつとめることによっ

て，国際ロータリーの資金を節約するよう留

意しなけれぽならない。（理35－36）

国際協議会と拡大
　（Extension　at　International　Assembly）

　新クラブ結成の問題を，それについて十分

知識があり又熱意を有する者が国際協議会

（lnternational　Assembly）のプログラムに上

程することは重要なことである。このような

企画に於て，地区内の新クラブ結成を促進す

るためにガパナーの利用し得る様々な手段，

即ち，拡大地区委員会，特別代表，地区ガバ

ナー拡大補助者などの任命を特に強調すべき

である。なおこの外に，国際協議会に於ては

中央事務局と地区ガパナーとが個々に接触し

て各地区に於けるロータリー拡大の可能性を

論ずるようにすべきである。（理45－46，50

－－
T1）

新クラブへの激励
　　　（Encouragement　to　New　Clubs）

　新クラブが国際ロータリーに加入した際に

は近隣のクラブ及び地区内にいる国際ロータ

り一の元役員に対しこの旨通知し，もしかか

る元役員及び近隣クラブ会員の訪問を受ける

ならぽ，新クラブへの激励になることを示唆

すべきである。（理35－36）
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財　政 問　題

（Financial　Matters）

　国際ロータリー定款及び細則は，理事会が

国際ロータリーの事務及び財政を管理し，且

つ毎会計年度の予算を決定しなけれぽならな

いことを規定している。

財政委員会（Finance　Committee）

　細則は又，会長によって任命さるべき財政

委員会について規定している。此の委員会は

理事会に対し年間予算を提出し，国際ロータ

リー財政に関する総てを管理し，且つ理事会

に対し之れが処理について進言する。

　財政委員会への委託条項は，国際ロ・一一タり

一細則に定められてある。（第14条第10節）

　国際ロータリー一．の財政問題に関する如何な

る決定も，正規機関を通してのみなさるぺき

ものであり，そして非公式の財政取極めは，

財政委員会による再検討に付し且つ後に必要

に応じて理事会に進言しなけれぽならない。

〈理46－47）

　財政に関することで理事会に提出すべき総

ての事柄は，理事会によって最後の決定が行

われる前に，それの審議と，そして理事会に

対し勧告させるためこれを財政委員会に付託

しなけれぽならない。（理46－－47）

国際ロータリー資金の投資
　　　　（lnvestment　of　Funds　of　R．L）

　理事会は，国際ロータリー資金の投資及び

再投資に関する方針及手続を次のようになす

べきことを決定した。

投資の方針（lnvestment　Policy）

　（1）理事会は当座の目的に不必要な金で長

期一般資金投資のため別にしておく金額を時

時明示しなけれぽならない。それに関しては，

斯く指定された金額は以前に長期一般資金投

資のため購入された証券の販売より生じた収

入を除くものであり且つ，斯様な収入は別に

理事会の指定をまたず長期一般資金投資に使

用することができるものであるということな

どが了解されている。原則として，国際ロー

タリー資金の長期投資及び再投資は，その組

織が法人化され且つその登録されている事務

所のある国において行わるべきものとする。

　（2）国際ロータリーの一般資金投資有価証

券帳簿価格の50％及び市場価格の662／8％を

超えざる程度まで，そして国際ロータリー本

拠建築物置換資金有価証券帳簿価格の50％

及び市場価格の66213％を超えざる程度まで

は，信用の高い銘柄株券とすることができ，

そして残部の有価証券は優良な国債，市債又

は公債でなければならない。

　（3）前記第2項の規定に従うことを条件と

して，財政委員会の中から会長が指名する3

名よりなる小委員会は，投資顧問と協議した

後に上記委員会過半数の同意があれば，国際

ロータリーを代表して債券を売買又は譲渡す

る権限を有する。但し，投資顧問は，国際ロ

ータリーを代表して投資有価証券を売買する

ことに関し，投資小委員会の休会中に，機敏

な取引を行なうことが国際ロータリーにとっ

て最も有利と判断した場合は何時でも，彼は

投資小委員会の事前承認なしに斯様な取引を

行なうことができる。但し，この場合投資顧

一85一

　

｝



難
鍵
攣
．
漿
海
毒
凄
毒
著
昌
鐘
難
誤
鍔
染
醇
藁
嶺
票
p
鶉
呼
蓬
藁
聾
蓮
鐙
溝
悟
建
義
婦
鐸
蒙
罰
薮
，

iil　l

簿

雛
獣
　
　
　
撫
獣
鐵
蟻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
鰹
劉
灘
蟻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熱／
，

灘
灘
難
，
㎝
灘
　

　
　
　
　
　
　
　
灘

問は，斯様な処置が取られた理由を含む詳細

な報告を，国際ロータリーを通じて投資小委

員会に回付されるよう，直ちに国際ロータり

一へ提出しなけれぽならない。国際ロータリ

ーの投資有価証券に関する総ての取引は直ち

に財政委員会及び会長に報告され，委員会に

よって次の理事会に報告されなけれぽならな

い。（理56－57，57－58，59－60，61－62，

62－63；65－66）

国際ロータリーの会計年度
　　　　　　　　（Fiscal　Year　of　R．1．）

　国際ロータリー－pの会計年度は7月1日に始

まり6月30日に終る。人頭分担金及び購読

料金の集金は，7月1日より12月31日迄と

1月1日より6月30日の二半期に分かれて

いる。

国際ロータリーの歳入
　　　　　　　　　（Revenue　of　R．1．）

　国際ロータリーの歳入の重要財源は，加盟

クラブよりの人頭分担金，国際大会登録料，

新クラブよりの加盟料金，機関雑誌の購読料

及び広告料，並びに投資に対する利益金等で

ある。

人頭分担金（Per　Capita　Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス会員1人当り年額8ドルの分担金

を，毎年7月1日及び1月1日に，当日の会
員数に基づいて分納する。

　細則は理事会が正当と認める人頭分担金の

一部を何れのクラブに対しても返えしうるこ

とを規定している。

　細則は又，如何なる国の通貨でも，その国

のロータリー・クラブが国際ロータリーに対

するその負担を果すに，自国通貨を過剰に支

払わなけれぽならない程度に下落した場合に

は，理事会は，その国のクラブよりの支払額

を調節することができることを規定してい

る。

　新加盟クラブ：支払期直前の5月15日又
はそれ以前に新たに加盟したクラブに限り，

7月1日における会員数を証明し，その日付

で人頭分担金を支払うよう要求されている。

同様，支払期直前の11月15日又はそれ以前

に加盟した新クラブに限り1月1日における

会員数を証明し，その日付で人頭分担金の支

払を要求されている。

　払戻又は比例割当：半期に入ってから後に

退会した会員に対する人頭分担金について

は，クラブは国際ロー・一タリーから払戻を受け

ることはできない。一方クラブは，半期間に

入会した新会員に対しては，比例割当人頭分

担金を支払う必要はない。クラブ及び国際ロ

ータリーの会計年度は同様，即ち7月1日よ

り6月30日であるため，時としてクラブは

（クラブがその会費を徴収しない前に）7月1

日及び1月1日に支払うべき人頭分担金及ロ

ータリアン誌購読料を早期に立替え払いし，

後に至りその期間の会費を支払わないで死亡

，退会或は会員資格を喪失した会員の国際ロ

ータり一に対する人頭分担金及購読料を支払

っていたということを発見することがある。

斯様な場合，理事会は国際ロータり一事務総

長にその事情に応じて必要な調節をなし払戻

をなす権限を与えている。

ロータリアン誌の購読
　　　（Subscriptions　to　The　Rotarian）

一一 W6－一

THE　ROTARIANの購読料は，合衆国，

ー

カナダ，キューバ，及びその他最低郵便料金

を採用している国においては，合衆国貨幣で

年2ドル50セントその他総ての国において

は合衆国貨幣で年3ドルである。

　合衆国及びカナダにおける各クラブではそ

の各正会員，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス会員はTHE　ROTARIANの料金
を支払った購読者となるぺきことを，会員資

格の条件にすることが要求されている。（国

際ロータリー細則第19条，第2節）

レビスタ・ロータリアの購読
　　（Subscriptions　to　Revista　Rotar三a）

　雑誌のスペイン語版，レビスタ・ロータリ

アの購読は自由である。レビスタ・ロータリ

アの正規の購読料は3ドル75セントである。

国際奉仕用の年間購読料は3ドル50セント
である。

国際ロータリーの経費
　　　　　　　　　（Expenses　of　R．1．）

　理事会：理事は，国際大会，国際協議会，

指定せられた地区大会，定例及び臨時理事会

及びその常任理事会，事務局への公式訪問，

及び理事会が承認した特別の旅行，並びに国

際ロータリーに請求すべき事務所費及び事務

員の費用等の諸経費は報償せられる。

　理事会は次の決定をした。即ち，

　（イ）毎年「国際ロータリー会長ノミニー」

が1名の場合には，次年度の理事として，最

後の理事会，国際協議会及び国際大会に出席

するに要する彼の経費は国際ロータリーによ

って支払われる；

　（ロ）2人以上の会長ノミニーがある年に

は，次年度の理事として，暫定理事会及び国

際大会に出席するに要した経費は毎年国際口

財　政　問　題

一タり一によって支払われる；

　の　国際ロータリ・一は，何れの理事ノミニ

ー及び無競争理事候補者が最終理事会，国際

協議会並びに国際大会に出席するのに必要な

経費を支払う。すぺての理事ノミニー並びに

無競争理事候補者は最終理事会へ出席するよ

う奨励されている；

　←・）国際大会前に，地帯，地理的集団乃至

地域からの理事ノミニーが判明しない場合，

斯様な地帯，地理的集団，乃至地域より選出

された理事が次年度理事の暫定理事会及び国

際大会へ出席するのに要した経費は，国際ロ

ータリーによって支払われる。（理60－61；

63－64）。

　委員会：国際ロータり一の各委員長は委員

会の業務遂行上必要な事務諸経費，及び，事

前に理事会の承認を得た場合，国際大会並び

に国際協議会への出席に要する個人的経費を

報償される；又，理事会が承認した特別旅行

或は年度中の委員会の業務遂行に関して理事

会から出された指示中に含まれた特別旅行の

費用，及び委員会の会合準備並びに出席に要

する費用で理事会の承認を得た場合は報償さ

れる。

　委員会の委員は，理事会の承認を得れぽ，

委員会の会合へ出席するのに要する経費及び

委員会の業務遂行上必要とする事務費を報償

せられる。

　国際ロータリー理事会又は会長が特にその

出席を要求し且つその費用を承認しない限

り，仮令招待せられたとしても，国際ロータ

り一の委員が他の組織の会合に出席するため

の費用を支払うことは，国際ロータリー－bの方

針に反する。（理44－－45）

　地区ガバナー：各ガパナーにはその任期の

初めに，任務を遂行する経費を賄うために，

理事会で承認された予算が交付される。例え

ば，クラブ訪問，地区協議会及び地区大会出

席等に要する旅費，月信発送，事務費，文房

具，郵税，電信電話等の費用である。事務費
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は地区内クラブ数に基いて見積られる。

　旅費の見積は，地区内クラブ数，旅行距離

及び経費に基いて行われる。国際ロータリha

は単にその地区内の旅行に要するガバナーの

個人的経費のみを支払う。ガパナー・ノミニ

ーとして国際協議会に出席する経費を除いて

は，国際ロータり一はガパナーの所管地区以

外の旅行費は一切支払わない。

　地区ガパナーが第2期に指名せられた場合

国際協議会に2度目の出席は差支えないが，

2度目の協議会への出席費用は国際ロータリ

ーによって支払われない。（理55－56，57－“

58）

　理事会は次の方針を採択した。

　（イ）ガパナーに対する予算割当は，全クラ

ブに公平且つ十分の貢献の出来るような割合

の予定表に基づいて行われなけれぽならな

い。従って，理事会は予算を採択し，割当を

行うに当っては，各種活動の相対関係に基い

て経費を分配する。理事会は，斯様な分配の

基礎は各地区内において年々大なる変化をな

すべきではないとの意見を堅持している。と

いうのは，激烈なる変化は之等の活動の均衡

を破るものであるからである。

　（ロ）国際ロータり一によって支払われるガ

バナーの経費は，ガバナーの予算割当の総額

を超えてはならないということが必須条件と

されている。若し不慮の事情の為，追加費用

を要する場合には，斯様な経費を必要とする

以前に，理事会の承認を得るため追加割当請

求を提出しなけれぽならない。（理41－42）

　国際協議会：国際ロータり一の経費で協議

会に出席するよう国際ロータり一理事会によ

って承認された人は旅費及びホテルの費用を

報償される。

　LN際協議会は，国際ロータリー運営上最も

重要な国際的会合である。そして1948年に

初めて提案されたように2箇所以上の地域別

協議会に分けるよりも寧ろ常に単一協議会と

して開催し十分に力を入れる必要がある。猶

協議会は国際大会都市近接地というよりも，

寧ろガバナーノミニーの数及びその居住地の

見地から便利で経済的な場所に開かれなけれ

ぽならない。

　理事会は次のことを決定した：

　情状酌量の存在する場合に（不可避的旅行

の遅延，病気その他）会長が一般規定に対し

て除外例を承認した場合以外，参加者その他

国際協議会に列席するものの経費支出は全期

間出席する基礎の下においてのみ承認されて

いる。（理53－54）

　同一役に2度目に指名された被指名役員

は，その役名において2度目の国際協議会に

出席することが出来るが，その人の出席費用

は国際ロー一．タリーによっては1回分より以外

には支出されない。（理55－56，57－58）

　理事会は，原則として，又，実行可能な限

り，地区ガパナー・ノミニーが，国際ロータ

リー資金が預託されている国から，国際協議

会に出席する場合の費用は，すべて，かかる

資金から，国際ロータリーによって，支給さ

れることに同意する（理67－68）

　他の経費は，協議会において職務を命ぜら

れた事務局職員，翻訳係，接待，印刷及びそ

の他の雑費を含む6’　”

　国際大会：此の費目は，国際ロータリーの

費用で国際大会に出席するよう国際ロータり

一理事会によって承認された人達の旅行費及

びホテル費等と共に，国際大会に必要な総て

の運営及び歓待費等を含む。

　同一役に2度目に指名された如何なる被指

名役員も，その被指名役員としての出席費用

は1回の国際大会の分よりも多く国際ロータ

リー・・tlCよって支払を受けることはできない。

　新クラブ結成：此の経費は，新クラブ結成

に関係してのガパナー又は拡大補助者の旅行

費を含む。

　新クラブ結成における特別代表の費用は除

外例的な場合，即ちガパナーが予め国際ロー

タリーの事務総長又は会長から斯様な支払の

一88一
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許可を得た場合においてのみ支払われるもの

である。（理37－38）

　理事会は次の件を決定した；

　ガパナーが新クラブ結成及びチャーター伝

達に関して合衆国貨幣50ドル以上の経費を

かけ又は経費をかけんとする以前に，ガバナ

ーは，その経費がえられるかどうかを事務総

長に相談する。斯様な場合，国際ロータリー

事務総長が“新クラブ結成のため地区ガバナ

ーその他の旅費”に対する割当の中からの資

金の利用度を決定する責任を有することが定

められている。斯様な決定をするに当り，事

務総長は，その使用期間にその割当から流用

しなければならない総てのありうる要求を考

慮に入れなければならない。（理40－41）

　前記事項は，新クラブ結成に関連して50ド

ルの経費が許されているということを規定し

ない。若し50ドル又はその一部が，新クラ

ブ創立に用いられなかったとしても，その金

額は，ガバナーがその他の経費に充当するこ

とは出来ない。

　ヨーロッパ大陸，北アフリカ及び東地中海

地域における特別代表の経費支弁承認をする

ことについては，理事会は，事務総長をして

彼に代りその名においてその任に当る者にそ

の地域の事務次長を指名する権限を与えてい

る。（理37－38）

　会長二会長事務費及び旅行費は，若し自分

の市に事務所があればその事務所の借料，文

房具，消耗品，郵税，電信電話料，必要な秘

書及び事務員費，並に別段の規定のない会長

の旅費を賄うものである。

　国際ロータり一会長として順序良く且つ満

足に退職するに必要且つ適当な経費は報償せ

られる。（理60－61）

　被選会長：会長としての職務につく準備に

要する必要で適当な経費は毎年会長ノミニー

に報償される。（理60－61）

　地区又は地域大会に於ける国際ロータリー

会長代理：実行可能な限り，理事会の一員又

財　政　問　題

は他の国際ロータリー会長代理が，各地区及

び地域大会に出席するよう指名され，その旅

費は国際ロータリーによって支払われる。若

しその人が夫人を同伴する場合には，夫人の

費用も国際ロータリーによって支払われる。

　地区大会出席中の会長代理並に同夫人の宿

泊費及び大会出席諸経費は，地区大会の負担

とすることが望ましく又，期待されている。

　現及び元役員の訪問：此の費目は，国際ロ

ータリーの要求によって，クラブを訪問し，

話をする現及び元役員（及び特別の場合他の

有資格ロP一タリアン）の旅費を含む。これは

ガパナー以外の国際ロータリーの役員又は代

表の訪問をめったに受けることのない多数の

クラブに対して有用な奉仕である。

　事務局：アメリカ合衆国イリノイ州エパン

ストン及びスイス国チューリッヒにある事務

局費用は，職員の給料，エパンストンにおけ

る国際ロータリー中央事務局の建築物管理，

及びチューリッヒにおける事務所借室料，文

房具，用品，郵税，速達料，電信電話，謄写

料，印刷料，無料配布小冊子類，家具類及び

設備品の償却及修繕，保険及税金，監査，雑

費その他を含む。

　ロータリアン誌及レビスタ・口■■一一・Pタリア：

ロータリアン誌及びレビスタ・ロータリアの

費用は，職員の給料，文房具，用品その他，

原稿，在庫用紙，印刷，郵税及びその他雑誌

発行に普通必要な経費を含む。

監査報告の配布
　　（Distribution　of　Auditor’s　Report）

　理事会により承認された前会計年度の経理

状況について，監査人の報告を要約したもの

はこれを印刷に付し，年々各クラブ幹事宛，

現及び元国際口i－pタリー役員及び委員等，園

際ロータり一・ニュ・一ス発送名簿にある人々

に配布すぺきものとする。（理49－－50）
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国際ロータリー資金の支出
　　　　　（Expenditures　of　R．1．　Funds）

　一般手続：以下は，国際ロータり一の資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

　理事会は，その支出について責任を持つガ

バナー及びその他の人によって支出せらるぺ

ぎ予算配布（又は債権）を可決する責任を持

つ。斯様な予算配布（又は債権）は国際ロータ

り一による年間予算編成を通じて作られる。

此の予算には，来るべき年度の総ての見積経

費が盛られる。理事会が予算を承認したとき

には，それぞれの予算配布額（又は債権）が決

定されるのである。予算の各費目は「その必

要と思われる部分」を基礎とし，それに対し

て配布せられるものであると了解せられてい

る。換言すれぽ，各項自は最大限度として配

布したもので，若し誰かがその最大限以下の

支出で仕事を遂行するならぽ，それだけ国際

ロータリー一の資金が節約されることになる。

　一方（これこそ明確に諒解されなけれぽな

らないことであるが）如何なる目的であって

も，配布された予算（又は債権）以上の支出は予

め理事会の承認なしでは行ってはならない。

　支払役員である事務総長及び財務長にとっ

て又会長及び理事会にとっても，斯様な支出

に対して何等の予算（又は債権）も現存してい

ない場合に，支払要求をされると当惑するも

のである。

　若し支払行為者が常に支出を既定予算（又

は債権）内に留めるようにし，追加支出は，

もしそれが認められている場合，予め追加予

算を提出して理事会の承認を得る迄は支出を

しないようにすれぽ，支出当事者も理事会も

当惑することはない。

　或予算が特定目的のために作られている場

合には，例えばガバナー・ノミニーの国際協

議会出席の経費の如きは，予め理事会の承認

なしでは他の第三老に譲渡してはならない。

支出報告（Expense　Statements）

　理事，ガパナーその他は，彼等の支出を書

きつけておいて，月末にその簡単な報告書を

事務総長に提出することによって国際ロータ

リーの資金の中から支払を受ける。

　国際ロータリーの用務に従事する時の国際

ロータり一役員及委員の経費支払は，その費

用が国際ロータリーできめられた範囲を相当

超過している場合には，国際ロータリー会長

及び事務総長の承認をえなけれぽならない。

此の際「相当の変更」の判断は事務総長の決

定による。（理51－一一52）

国際ロータリー旅費
　　　　　（R．1．Travel　Expenditures）

　国際ロータリー理事会が，国際ロータリー

における旅行費の説明として1965－1966年

に採択し，其後改正した方針は次の如くであ

る。

一　般　方　針

（General　Policy）

　国際ロータリーの用件で旅行する時の，国

際ロータリーの役員，委員会委員等々の旅費

を支弁することは，国際ロータリーの方針で

ある。国際ロータリーの費用で旅行する人

は，適度に心地よい旅行をし，かつ個人的用

事の時間にも不自由せずに，あらゆる方法で

国際ロータリー資金節約に助力するものと期

待されている。

　単に，個人輸送の実費のみが報償されるこ

とになっている。従って，下記の表に規定さ

れた料金より少い費用で旅行する場合には，

規定最高額ではなく，その旅行に要した少い

料金しか報償されないのである。

一一一e №潤|t
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　　弁　償　経　費

（Reimbursable　Expenses）

　　輸　　送

（Transportation）

イ．飛行機。次の条件付きで，利用した等級

の運賃が支給される。

　1等以外の航空サービスが行なわれていな

い所での二地点間の旅行，又は，如何なる部

分を取って見ても二時間以上の継続運行とな

る旅行に対しては，1等運賃が認められる。

もし途中での宿泊寄港がなければ，航空機の

寄港又は乗換があっても，運行は継続してい

ると見なされる。

　二時間未満の運行については，1等だけし

かない場合を除き，1等より安い等級の運賃

が承認される。

口．船。最短コースの1等航空料金を最高限

度として，輸送実費並びに雑費が弁償され

る。交通費，ホテル代，食費，及び途中雑費

に対する弁償額合計は1等航空料金を越えな

いものとする。斯様なホテル代，食費並びに

途中雑費は飛行機旅行の場合の如く運賃の中

に含まれるものである。但し経費総額が上記

最高額を超過しない場合，船中経費は1日当

り米貨4ドル，乃至1航海に対して米貨30

ドルの何れか多い方が弁償される。

ハ．鉄道。鉄道旅行は最短距離の1等料金，

或は寝台車の個室の如き普通寝台車の基準で

弁償される。

二．バス。バス旅行の場合は支払われた運賃

実費が弁償される。

ホ．自動車。合衆国内の場合は，ガレージ使

用料を含め，自動車旅行に伴うすべての経費

を賄うものとして，1哩当り10セントの基

準で弁償される。最短距離の旅行の適当なホ

テル代，食費，雑費が弁償される。

財　政　問　題

他　の　経　費

（Other　Expenses）

　合理的な値段の一流ホテル室代実費。

　適当額の食費並びに雑費。

　旅券料金実費，払戻しのきかない入国税等。

　もし，国際ロータり一が国際協議会或は国

際大会のために，特別輸送を準備する場合，

理事会特別決議によって，斯様な特別輸送機

関利用者に対し輸送実費の基準で弁償するも

のとする。

途中及び会議出席中の日数

　（Time　En　Route　and

Attendance　at　Meetings）

　すべての旅行は，途中並びに目的地におい

て要する適当で最少の日数で然も公務を満足

に遂行することを基準として見積られ且つ弁

償されるぺきものとする。但し，本人が招か

れた一つ又はそれ以上の会議の全会合に参加

した場合に限る。

　　弁　　償

（Reimbursement）

　普通，上記の弁償経費予定額を指針として

用い，国際ロータリーは本人の署名した経費

計算書を受理次第，その個人に支弁する。

　個人が国際協議会及び国際大会出席以外の

ロータリー用務で旅行するために前渡旅費を

請求する場合，事務総長は上記予定額を指針

として計算した経費の概算を前渡しする権限

を与えられている。斯様な前渡金は，旅行完

了直後本人から提出される経費計算書により

証明されるぺきものである。

　個人が国際協議会及び／或は国際大会への

前渡旅費を請求する場合，事務総長は前渡支

払の権限を与えられている。但し，
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　（イ）予め個人から，選んだ旅行方法と等級

　　の書いてある予想旅費の証明書を受取る

　　こと；

　（ロ）事務総長は予想旅費が上記予定額に規

　　定された最高額を超えざることを確認

　　し，且つその費角が一般料金と符合して

　　いることを確めること；

　事務総長は，この予想費に，それぞれ必要

で適当な額を概算の上，ホテル代，食費，及

び要求があれぽ雑費を加えなけれぽならな

い。

　これらの事情のもとに前渡金が渡された場

合には，経費計算報告の提出は要求されない

ものとする。

　この基本声明に規定された金額を超える如

何なる経費も各個人の責任とする。

　理事会は副会長及び理事がロー・タリー用務

で旅行する費用について，国際ロータリーに

よる支払の方針を次の如く定めた。

　L　年闘予算には次の場合に生ずる適当で

　　必要な理事の経費が割当られる。

　　（イ）在任期間に開催せられる国際大会及

　　　び国際協議会への出席。

　　（ロ）定例及び臨時理事会及び理事会の委

　　　員会への出席。

　　の必要な国際ロt・＃タリー本部公式訪

　　　問。

　　㊥　ロータり一用務の下に特別に認めら

　　　れた旅行。

　　㈹　指定せられた地区大会又は地域大会

（注：国際協議会及び又は国際大会のみへの旅行のため，

夫人同伴の個人が，そのために，前述の予定額より低い

輸送料金で旅行したことtそしてその規定の最高予定額

との差額或はそれに最も近い相当額を夫人の旅費に充当

するため規定の最高予定額の弁償を希望する旨明示すれ

ばその規定額が弁償される。但しその弁償旅費はその個

人と夫人との合計分として実際に支払われた金額を超え

てはならない。又前渡支弁の場合，駈様な側人は予め此

の規定適用の意向を事務総長に証明しなければならな

い。何れの場合でも，地区ガバナー・ノミニーは，この

手配に基づく彼の旅行計画が，就任直前に所属地区協議

会並びに大会へ出席すろのを妨げなかったか，或は妨げ

ないものであることを証明しなければならない。）

　　　出席に夫人を伴う旅行。

　　（A）自已の見解で必要と認めるクラブ訪

　　　問及び他のロータリー職務上の訪問，

　　　但しその費用は年間理事1人につき

　　　400ドルを超えることは出来ない。

　2．　上記㊥項にいう特別に認められた旅行

は，理事会に代って会長又は事務総長によっ

て，国際ロータリーの利益のためと，それに

対する予算処置のとられた資金の範囲内にお

いて要求せられたものでなけれぽならない。

　3．　理事は，特別の規定が作られない限り

上記に規定せられたもの以外，如何なる経費

の負担も国際ロータリーにかけてはならな

い0

　4．　以上は，理事の旅費の国際ロータリー

による支払に関し，これと異なるこれまでの

如何なる理事会決定にも代り且つ以前の決定

を無効にするものである。（理40－41，42－

43）

　上記の方針はその実行と効力において継続

すべきものである。国際ロータリーの費用で

旅行するものの旅費概算を作成し提出するに

当っては，中央事務局は理事会において決定

した旅行基本方針に従って計算しなけれぽな

らない。（理42－43）

旅行のための国際ロータリー資金
　　（R．1．Funds　for　Travel　Purposes）

　如何なる国にある国際ロータリー資金も公

式に開かれた会合に，国際ロータリーの費用

で旅行するロータリアンに対して報償するた

めに，之れを利用して差支えない。如何なる

国における国際ロータリー資金も，その人が

ロータリアンであろうとあるまいと，通貨両

替その他の為に之れを提供することは，国際

ロータリーの方針ではない。但し，奉仕活動

に関連して，諸外国のロータリー・クラブの

協同活動に関し理事が明確に規定する場合は

例外である。（理47－48，58－59，65－－66）
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保険（Insurance）

　理事会は，自動車旅行に関連する不慮の責

任保険について次の如き決定をなした。

　理事会は，国際ロータリー各役員，理事，

ガバナー，委員，職員等で自動車を運転する

ものは財産損害保険の適当な金額と，火災，

盗難その他の損失に対する保険を良い保険会

社と契約しているものと考え且つ予期してい

る。

　理事会は又，各役員が生命及び傷害保険，

火災，盗難，衝突その他の原因による自動車

の損失に対する保険を個人でかけていなけれ

ばならないという意見を記録にとめている。

国際ロータリーは斯様な損害には役員に対し

報償しない。

　理事会は，国際ロータリーの役員は，事務

総長を除いては，国際ロータリーの雇人では

ないということに一致している。彼等は国際

ロ・・一タリーの目的のために旅行している間も

その事故に対して国際ロータリーによって個

人的な保険をかけられてはいないし，また，

国際ロータり一は彼等の保険掛金に対して報

償もしない。国際ロータり一は如何なる間接

的負担にも責任を持たない。然しながら，地

区ガパナー及び他の国際ロータリー役員は，

彼等自身の費用において，斯様な事故のため

に保険をかけることを欲するであろう。（理

39－－40，　45－46，　59－－60）

団体旅行用貸切飛行機　　（Chartered

　　Air　Transport　for　Group　Trave1）

　国際ロータリーを直接乃至間接に拘束する

か又は関与させることになる契約を結ぶこと

は地区ガバナーの越権行為である。明らか

に，地区ガバナーは貸切飛行機旅行の手配に

関し国際ロータリーからその契約に署名する

財　政　問　題

か又は国際ロータリーを拘束したり，又は国

際ロー・タリー一の代理行為者となる権限は与え

られていない。（理65－66）

支出に対する承認

　　　　（Authority　for　Expenditures）

　請求せられた支払が，国eeロー一タリー理事

会によって正式に決められた予算割当を超え

ず，且つ斯様な割当を行なうに当って理事会

決定の指示書乃至意向の範囲内にあることに

ついて事務総長及び（又は）会計監査官が満足

しない限りそれに支払をしないこと及び確か

に支払われていないことを財務長に証明する

ことは，国際ロータリー資金の支出役員たる

国際ロータリー事務総長及び（又は）会計監査

官の義務であり且つ責任である。又，事務局

の事務総長及び（又は）会計監査官は斯様な支

払が，その請求された支払をなすための予算

を割当てるに当っての理事会指示書或は意向

の範囲内にあると考える旨を証明でき且つ証

明するのでなけれぽ，事務総長並びに財務長

は国際ロータリー資金を支出することは厳重

に禁じられている。如何なる支払要求しても

事務総長が之れを証明することができない場

合には，その事情を理事会に報告して承認又

は否認を求めなけれぽならない。（理31・一一32，

51－52）

　理事会が斯様な目的のために必要な予算処

置を取るか或は取ったものでない限り，如何

なる活動に対しても理事会において支払を承

認してはならない。（理31－32）

国際ロータリーの計画遂行に剰余金

の支出　（Expenditure　of　Surplus　to

　　　　　　Promote　R．1．　Program）
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で必要と認めたならぽ，国際ロータリーの剰

余金の中から，100，000ドルを超えない範囲

において，必要な金額を，特別の奉仕を必要

とするクラブに対して奉仕するためと，世界

中のn一タリー計画の減退を防止するために

支出する勧告案が第24回国際ロータリー大

会において決議されている。（ボストン大会，

決議　33－46）

国際回一タリー活動以外への国際ロー

タリー資金の寄付（Contributi・ns・f　R．1．

　Funds　for　Other　Than　R．1．　Activities）

　国際ロータリーの資金はその加盟クラブに

より，それ自体の目的のために提供せられた

ものである。故に他の団体の活動に対して寄

付することはできない。同時に国際ロータリ

ーは，その加盟クラブを通して，各自ロータ

リアンが個人的にその地域社会における有用

な奉仕活動に参加し支持することを奨励す

る。（国際ロータリーと他の団体に関する方

針文書138頁参照　理54－－55）
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国　際　奉　仕

（International　Service）

　国際間の友誼にみちた，正しく且つ平和的

な関係を推進し維持するためには，少くとも

次の二つの力が必要である。

　（イ）関係当事者の権利を定め，人間関係に

常に起る意見の相違を調整する法律的な制

度。この力は勿論政府によって且つ政府の間

に発達させなけれぽならないものである。

　（ロ）すぺての国民に対する，国際的な理解

と善意の重要性を正しく認識した広い見聞に

基づいた世論。

　この理解と友誼を，ロータリー会員及び一

般の人々の間に推進することが，ロータリー

に於ける国際奉仕の特に行うべき仕事であ
る。（理51・一一一52）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

常に国際ロータリーの既定方針に従い，いや

しくも平和の獲得及び維持を妨げ，誤解を招

き，又は悪意を生ずる原因となるような，如

何なる行動，発言，通信又は出版物を厳重に

避けて，世界中の国民に対する理解と好意の

増進を奨励且つ育成するため努力するよう勧

告されている。

方針概要（0・tli…fP・1i・ty）

　理事会は下記方針を採択した：

　「国際奉仕に於ける国際ロータりinの方針」

　狙　い：

　ロータリーに於ける国際奉仕の狙いは，第

4の綱領に明らかな通り，

　「奉仕の理想に結ばれた職業人の世界的親

交によって，国際間の理解と友情と平和を促

進する」

　ことを奨励し且つ育成するにある。

　ロータリーの奉仕の理想が，最もよく表現

されているのは，個人の自由，思想，言論，

集会の自由，信仰の自由，迫害と侵略からの

解放，及び，欠乏と恐怖からの解放が認めら

れているところに於てである。

　自由，正義，真理，誓言の神聖及び人権の

尊重はロータり一主義に固有のものであり，

又国際間の平和及び秩序の維持，更に人類の

進歩にとって不可欠のものである。

個々の会員の責任：

　各ロータリアンは，奉仕の第4部門に固有

の理想の達成に個人的に寄与することが期待

されている。

　ロータリアンは，自己の国家に対し忠誠且

つ献身的な国民たるぺく，自らの日常生活，

及びその職業活動を処置することが期待され

ている。

　各ロータリアンは，個人として何処に働く

にせよ，広い見聞に基いた世論を作り出すこ

とに協力しなければならない。かくの如き世

論は，国際間の理解と親善の促進に関する政

府の政策に当然影響を及ぼすものとなろう。

世界精神を抱くロータリー会員として

　（d）彼はせまい愛国主義を越え，国際間の

理解と親善と平和の促進に対する責任を分担

していることを自覚する。

　（ロ）彼は国家的乃至人種的優越感によって

行動する傾向に反対する。

　⑭彼は他の国民と共に協調するための一

致点を求め，且つ開拓する。

　⇔　彼は個人の自由を保持するため，法と
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秩序の規定を守り，以て，思想，言論，集会

の自由，迫害と侵略からの解放，及び，欠乏

と恐怖からの解放を楽しむことができるよう

にする。

　㈱彼は，何処かの貧困は全部の繁栄を阻

害することを認識し，世界中の国民の生活水

準を改善する運動を支持する。

　（A）彼は，人類に対する正義の原則は，根

本であり，又世界中に行われなけれぽならな

いことを認識して，その原則を支持する。

　（ト）彼は国家間の平和を推進することに常

に努力を傾け，この理想のためには，個人的

犠牲を払う覚悟をする。

　（f）彼は，国際間の親善への一歩として，

他人の信仰を理解するという精神を力説，実

行し，それによって，より豊かな，より充実

した生活が確保されるような，道徳的精神的

な基本水準の存在することを認識する。

ロータリー一クラブの責任：

　ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

は国際間の政策に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。むしろ，個々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，会員

に啓発された建設的な心構えを育成するよう

にすべきである。

　ロータり一・クラブでは，討論会を開催し

て，公共の問題を論じ，それによって，第4

部門に示された奉仕を育成することができ

る。もし論争点のある場合には，双方の主張

が十分に発表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブに於て，国際的問題が

論ぜられている場合，論者は他の国の国民を

攻撃するようなことは，避けるうよに注意さ

れなければならない。又会合に於て表明され

た個々の論老の意見に対しては，ロータリー・

クラブは必ずしも責任をとるとは限らないこ

とを明らかにしておかなけれぽならない。

　ロータリー・クラブは，国際間題に関係を

持つ特殊な計画に関する如何なる決議をも採

択してはならない。或る国のクラブから他の

国のクラブ，国民或は政府に対して，何かの

行動を執ることを要望してはならないし，

又，或る特定国際問題の解決に関する計画案

や意見書を配布してはならない。

　それぞれロータリー・クラブを有する国家

間の関係が緊迫している場合には，関係国及

び他の国々のクラブは，最大の注意を払わな

けれぽならない。然らざれぽ，如何なる行動

もかえって悪意や誤解を増す恐れがある。

国際ロータリーの地位：

　国際ロータリーは，多数の国に存在する幾

多の見解をもつクラブから成立っておる。故

に，政治問題に関しては，国際ロータリーは

何等団体的行動をとったり意見を述べたりは

しない。（理51－一一52，53－54）

世界事件（World　Affairs）

理事会（1961－－62）は次の声明を採択した：

世界事件と国際ロータリー
　（Rotary　International　in　World　Affairs）

　国際ロータリーは，世界に広がっているそ

の加盟クラブを通して，国家間の平和の基礎

として人類の間に国際理解と親善を奨励且つ

育成する。ロータリーの奉仕の理想と国際理

解を増進せんとする献身的な誓約は，破壊的

な反対勢力が狙獄を極めている現代に於て，

絶対に，必要かく可からざる力となるもので

ある。

　ロータリーの理想に固有なものは個人の品

位と自由である。故に，その理想を永続強化

することは個人個人のロータリアンに義務と
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してかかっている。ロータリーの効果は制度

によるものでもなけれぽ，団体として意志表

示をすることによるものでもない。それは，

常に各ロータリー・クラブの各会員が，ロー

タリーの存在のため，そして自由社会，正

義，真実，約束の神聖，及び人権尊重を守る

めた，必要な原則を進展させるよう，個人的

な，強烈でそして建設的な行動をとるとい

う，手段のみにより達成せられる。

　加盟クラブの会員である職業指導者中に潜

んでいる，効果的行動への偉大なる潜勢力を

認識して，国際ロータリーは，各ロータリア

ンが，自国の忠実なる奉仕的国民として，彼

の影響力を発揮し，全人類の安寧の基盤とな

る，自由と真実と正義の原則を保全し且強化

する様，彼の力を行使し，そしてその組織を，

国際理解の達成に一層有効な道具たらしめる

方法として，奉仕の理想を，個人が実行する

様，呼びかける。

　国際ロータリーはその平和と正義の原則へ

の執着を再確認し，全ロータリアンが，出来

ることならば，武力によらず寧ろ平和的交渉

によって国際上の難問題を解決する上に，彼

等の影響力を行使するよう勧奨する。

原子力使用に関する提案　（Proposals

　　Regarding　Use　of　Nuclear　Energy）

　理事会は，平和目的のための原子力利用よ

り生ずる人類への利益及びそのための原子力

の絶えざる発達の重要性を認めるものであ

る。然しながら，ロータリー・クラブが斯様

なことにおいて政府を動かすため協同動作に

加わるとか，特定の国際問題の解決のための

行動又は計画に対する提訴を発起することな

どは国際奉仕に関する国際ロータリーの既定

方針と一致しないものである。（理61－62）

国　際　奉　仕

国際連合（United　Nations）

　国際ロータリーは，国際連合憲章の規定や

国際連合の決議及び法規に対して是認も否認

もしないが，ロー一タリアンが世界平和の促進

を目ざす国際連合の活動に精通することを奨

励する。

　事務総長は，世界平和の促進に資する国際

連合の憲章及び活動の研究に関連するプログ

ラム資料及びその他の援助について，クラブ

の注意を喚起するよう命ぜられている。

　国際連合及びその専門機関の会合に出席す

る国際ロータリーのオブザー－C　・一の報告は常

にこれを公表するものとする。

　ロータリー会員にして，国際連合或はその

専門機関のいずれかに関して，申出をなさん

とする場合には，必ず自国政府の正規の手続

によってつくられた機構を通じて行うべきで

ある。（理51－－52，52－53，53－54，55－56）

国際連合に関する国際ロータリーの

刊行物
　　（R．1．Publications　re　United　Nations）

　理事会は，国際連合の初期に於ては，国際

連合及びその専門機関の事業及び業績に関し

て情報を伝播する必要が大いにあったこと，

並びに，この必要を充すために，理事会が，

・From　Here　On”「此処から」“ln　the　Minds

of　Men”「人々の心に」“The　World　at

Work”「活動する世界」及び月刊“Report
on　U。　N．　by　Rotary　International，，「国連に

関する国際ロータリー報告」等の国際連合に

関する刊行物を国際ロータり一が出版し頒布

することを承認したことを，確認する。

　理事会は，上記の刊行物は有用な目的に資

する処が多かったが，現在では国際連合自体

がその施設を通じてこのような情報の伝播を
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行っており，又，国際連合に関する情報も広

く入手できる状況にあると考えている。

　従って，理事会は，数箇国語版による「国

連に関する国際ロー・・一タリー報告」の刊行は遅

くも1952年6月30日には停止すること，及

び，国連に関する国際ロータリーの他の刊行

物（「此処から」，「人々の心に」，「活動する世

界」等々）の現在の在庫品が尽きた場合には，

これ以上版を重ねないことに決定した。（理

51－52）

国連旗の掲揚

　　（Display　of　United　Nations　Flag）

　ロータリー・クラブのある国が必ずしも全

部国際連合の加盟国であるとは限らない事を

考え，口・一一タり一・クラブがロータリー旗及

び国旗を掲げる場合，或は必要によって外国

の旗を掲げる場合と同じく，国際連合旗の掲

揚は，ロータリー・クラブその他の自発的な

措置に任すべきである。（理50－51）

国の法律習慣に対する批判

　（Criticism　of　Laws　and　Customs

　　　　　　　　　　of　a　Country）

　理事会は次の如き方針の声明書を採択し
た。

　ロータり一会員の間に，理解と親善を促進

するに当って，或る国に於て非合法とされて

いることが他の国に於ては合法である場合が

多数あること，又，或る国に於て慣習となっ

ていることが他の国に於てはそうでない場合

もあることを，認めなけれぽならない。従っ

て世界各国のロータリー会員は，或る国の口

■Ut一 ^リーi・一会員が，他の国の法律・慣習を批判

することは気をつけてこれを避けるべきであ

り，且つ又，或る国のロータり一会員が，他

の国の法律慣習に干渉するが如き如何なる行

為もこれを慎しむべきであるということを認

識しなけれぽならない。（理32－33）

ロータリー会員とその国家との関係
　（ARotarian’s　Relation　to　His　Country）

　ロータリー会員とその国家に対する関係に

ついてのロータリーの立場は，決議43－14

（本書135頁）に明らかにされている。

世界社会奉仕

　　　　（World　Community　Service）

　世界社会奉仕は，ロータリー・クラブが世

界社会の他の部分に在るロータリー・クラブ

やロータリー地区から，その社会奉仕計画に

ついての援助を受けるプログラムである。

　理事会は次のことに同意している：

1．特別の世界社会奉仕活動に関連して，財

　　政的其他の協力や援助を求める地区又は

　　クラブからの要求は，かかる要求が，1

　　又は極少数の地区又はクラブに対して行

　　なわれ，全般的な要請回章として行なわ

　　れていないときには，決議，29－12（131

　　頁）にある大会決議による財政援助の懇

　　請に加えられた制限の範囲内に止らない

2

3
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ものとする；

地区の世界社会奉仕委員会は，地区内ク

ラブが報告した世界社会奉仕の必要を検

討し，簡単な説明を事務総長に送付し，

ロータリアンの間における，このプログ

ラムへの関心をつなぐ手段として，時々

公表して貰うよう，すすめられている；

地区の世界社会奉仕委員長は，次の責任

を負うべきである：

イ．地区内での可能な世界社会奉仕計画の

　　調査をまとめ，その報告を地区ガパナ

　　ーに提出すること；

ロ．税関，関税，各官庁部局の規則，検疫，

講
雛

　　　輸入禁止品目，施設運営のための技工

　　　の入手，社会又は宗教の分野での禁止

　　　事項，其他，世界社会奉仕計画を実施

　　　するに当って，その成否を左右する諸

　　　要素を考慮に入れて，地区内での世界

　　　社会奉仕計画の実施に関する諸条件に

　　　ついて調査をまとめ，且つ地区ガバナ

　　　ーに報告すること。（理66－67）

　理事会は，各地区ガバナーが，地区内での

小企業相談所の活動を含めて，世界社会奉仕

計画を推進し且つ協力するために，ロータリ

ーの国際奉仕計画の一部として，世界奉仕委

員会を設けるよう，要求している。（理65－
66）

中小企業相談所

　　　　　　（Small　Business　Clinics）

　開発途上国のロータリアンは，その国の小

企業家の運営能率向上を助けるため，小企業

相談所を設ける。他国からロータリアンの顧

問が来て，数週間，相談所の事業開始を手伝
う。

　国際的基礎において国際ロータり一のでき

る職業奉仕活動として，国際口i・・一一タリーが小

企業相談所を，新しい開発途上国の必要な地

域に設けることに，理事会は賛意を表してい

る。かかる地域に於いて，小企業に従事し又

は従事せんとする人々の利益のために，ロー

タリーの奉仕の原則に基調し，小企業の能率

的且つ成功的運営について教示指導を提供し

ようとする計画に協力する意思のあることを

表明するロータリー・クラブが，その地域に

あるか否かによって，決定されるものであ

る。（理61－62）　　；

　理事会は，小企業相談所計画は継続さるぺ

きものであり，且つ，ロータリー・クラブ会

員のもつ事業経験を，地元の小企業競争者に

分け与えるために，ロータリー・クラブが，

その地域社会内の部外老の援助なしに，小企

国　際　奉　仕

業相談所を試験的に設立することが実際上で

きるように努力しなければならないという点

について，同意している。

ロータり一海外奉仕篤志家プログラム

　　　　　（Rotary　Volunteers　Abroad）

　1966－1967年に，理事会は，社会，保健，

教育，技術，事業並に専門的職業の分野で致

命的な必要があり，又とない奉仕の機会を提

供している，自国以外の国で奉仕するため

に，時間と努力とを進んで捧げんと欲し又捧

げることのできる有能有資格のロータリアン

の篤志的な奉仕を活用するプログラムを考え

た。理事会は，世界の数多くの地域に，退職

したと否とを問わず，その時間，努力，更に

又いくらかの個人的な創意をも，自国以外の

国，特に開発途上国での個人的な奉仕に進ん

で捧げようと欲し，又捧げることのできる，

有資格のロータリアンがいることを信じてい

た。

　更に本問題を考究して理事会は，1967－68

年に，教育，保健，事業，農業，社会並に農

村開発の分野における多種多様の計画のため

に，中年並に退職したロータリアンの中から

得らるぺき彪大な予備能力を活用する計画の

実行案及び手続を，原則的に承認した。この

計画はロータリー海外奉仕篤志家プログラム

として知られており，ロータリアンをして，

通常低開発国の人々に，その事業家又は専門

的職業人としての経歴から得た熟達や達成

を，分け与えることを得しめるものである。

　理事会は，ロータリー海外奉仕篤志家ブn

グラムの下にクラブが提出する計画の評価基

準を，次のように設定した：

イ．要請が公的機関からであろうと私的機関

　　から出されたものであろうと，その国又

　　は社会にとって，その計画が広い社会的

　　意義をもっていること；
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ロ．要請が真剣であること；

ハ．奉仕篤志家の勧告を実行するという，要

　　請機関並に要請を後援したロータリー・

　　クラブの保証。

同一職業分類を保持する人々との世界

的交歓　　　　（World　C・ntacts　with

　　　　　Men　in　Same　Classification）

　理事会は，ロータリアン全部に対して，理

解と感化の社会を創り，国際的協力をすすめ

るために，世界中の国々の，同一の職業分類

を保持する職業人の国際的交歓を促進するよ

う奨励する。（理46－－47）

世界理解週間

　　　（World　Understanding　Week）

　理事会は，毎年3月20日を含む週を「世

界理解週間」として設定し，此特別の週にク

ラブは，世界平和に重要な理解と親善を特に

強調したクラブのプログラムその他の活動を

提供するよう勧告している。（理57－58）

地区及びクラブ水準における国際学生交換

　（lnternational　Student　Exchange　at

　　　　　　District　and　Club　Level）

　理事会は，ロータリー財団大学院課程奨学

金計画は，地区及びクラブ水準における国際

学生交換計画によって補足さるべきものであ

るという，ロータリー・クラブ或は地区によ

り財政を賄われている国際学生交換計画を調

査する特別委員会の勧告に同意している。か

かる補足的努力は，ロータリー財団に対する

継続的財政援助の用意ができてから後におい

てのみ行なわるぺきものである。その上で，

口・，．．タリー会員は，地区及びクラブの計画を

考案し，推進し，又それに参加すぺきであ

る。事務総長は，地区及びクラブ水準におけ

る闘際学生交換に関する現在の計画について

の情報を，全クラブ及び地区に伝達し，それ

によって，彼等自身の国際学生交換を推進す

るよう，クラブ及び地区に奨励することを要

請されている。事務総長の伝達する情報にお

いては，次のことに注意を払わなけれぽな

らない。即ち，クラブ及び地区水準における

国際学生交換計画を確実に成功させるために

は，クラブ及び地区が，ガパナー事務所及び

中央事務局より入手出来る情報及び経験を利

用することが出来るように，前記諸計画は，

地区ガバナーの指導，事務総長の助言の下に

のみ着手さるべきものである。（理51－52）

　多くのクラブが推進する国際学生交換計画

は，大学院の学生を対象とするロータリー財

団奨学金計画と区別するため，大学生を対象

とするように奨励されている。理事会は，地

区及びクラブ水準における前記交換学生計画

の推進を援助する目的で，地区ガパナーが，

地区内より3名のロータリアンを任命して，

地区委員会を構成し，内1名を委員長に任命

することを提唱した。委員会に継続性を持た

せるために，初年度の運営に当っては，それ

ぞれ1年，2年，3年と任期別にした委員を

任命しなけれぽならない。以後引続き毎年，

自動的に生ずる欠員を補充するため委員1名

を任命し，かつ委員長は，ガバナーの指名す

るところとなる。（理53－54；56－－57）

　国際学生交換計画の大学水準における学生

の選考に当っては，クラブ及び地区で，最終

学年の大学生活を同級生と共にする機会を，

学生に与えるため，最終学年の前学年に入学

する学生に優先権を与えるよう示唆されてい

る。（理57－－SS）

青少年の国際的交換
　　（lnternational　Exchange　of　Youth）

　理事会（1930縞31及び以降）は，青少年の

国際的交換に関し大要次の如く意見が一致し

一一　100　一

た。

　青少年の国際的交換一16歳乃至19歳の

青少年が望ましい一は原則として承認され

ている。このような交換はもし正しい条件の

もとで完全に行われるならぽ，ロータり一の

世界を通じて，国際的な理解と親善を促進す

るのに役立つ立派な活動として推奨されるで

あろう。

　職業に関係ある青少年の国際的交換を一括

して行なうことは，これを大規模に行なうこ

とのできる他の機関があるから，国際ロータ

リ・一一の扱う範囲には入らない。

　その目的の全部又は一部を青少年の国際的

交換の促進においている現存団体がある場合

には，ロータリーの最善の援助は個々のロー

タリアン，特に大学等に於て「教育」という

職業分類を保持するロータリアンが斯様な団

体に支持を与えることである。

　このような事業を行なう団体がない場合に

は，交換に関するあらゆる取決めは，地区ガ

バナーの監督の下にクラブによって行なわる

べきである。

　理事会は，国際理解を増進する機会とし

て，青少年の交換を増進することを考慮し

て，地区ガパナーが可能な場合地区青少年交

換係又は青少年交換委員会を任命し，年度の

始めにこれ等係又は委員長の住所氏名を事務

総長に提出するよう奨励されている。事務総

長は，青少年交換係又は地区交換委員長全員

並びに1つの国の2つ以上の地区又は全地区

に奉仕している全青少年交換係並びに青少年

交換委員長の一覧表を年々出版する。そして

地区ガバナー並びに同一覧表中に含まれてい

る人々に送付される。（理64－65）

　報酬を受ける労働の問題が含まれる場合に

は，各国の労働雇傭規則の関係上，口“一一．タり

一が職業青少年の国際交換を行うことは，個

々のロータリアンが，青少年の国際的交換の

この部面を担当するのに相応しい機構をもっ

た団体に援助を与えて行く以外は実行不可能

国　際　奉　仕

である。

　国際ロータリーは，学生或はロータリアン

の子女に対して資格証明書或は紹介状の類を

発行することはしない。このような資格証明

書及び紹介状は，国際ロータリーの用務で旅

行する人々にのみ発行するのが国際ロータリ

ーの方針である。

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域の全

ガパナーは，次に述べる青少年交換計画に活

発に参加するよう奨められている。

　（1）　ロータリアンが自己の子供或は他の青

少年をして交換計画に参加させたいと考える

場合は，地区ガパナーの定める期日までに申

込書を地区ガパナーに送付する。申込書には

身体検査書を添付する。

　（2）地区ガパナー一或はガバナーの任命

する委員会（望ましいが強制ではない）一

は，他の関係地区のガバナー又は委員会に連

絡する。

　（3）連絡を受けたガパナー（或は委員会）

は，自地区の申込者リストを調ぺ，最初のガ

バナー（或は委員会）と共に交換すべき青少

年の組合せをきめる。

　（4）各地区ガパナーは，国際ロータリー欧

州事務次長に対し，青少年交換について連絡

すべき自地区の委員会所在地を通告する。次

に，欧州事務次長は，全委員会の所在地一覧

表ウCENAEM地域の各ガパナー一及びR・　1・

B．1．事務局長に送付するものとする。

　（5）個々のクラブが，密接な関係にある他

のクラブと直接交換を行ってもよい。しかし

この場合は，各クラブは取決めた交換に関し，

その地区ガバナーに対し必ず通告しなけれぽ

ならない。（理51－52，52－53，54－55）

　欧州大陸，北アフリカ及び東地中海以外の

地域における地区も同様の青少年交換計画を

採用することが推奨せられている。

　理事会は，青少年交換に活発に参加してい

る地区の地区ガパナーに対し，地区青少年交

換委員会及び地区のクラブに，青少年交換プ
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ログラムに参加する青少年は16歳以上とす

ること；及び青少年交換の協定に当っては以

前に青少年交換プログラムに参加しなかった

国に若人を送るのに努力することを示唆する

よう強調する。（理60－61）

教育機関に於ける国際奉仕

　（lnternational　Service　in　Educational

　　　　　　　　　　　　Institutions）

　理事会（1930－31年度及び以降）は，教育

機関に於ける国際奉仕について大要次の如く

決定した。

　ロータリー・一一・クラブ及びロータリアンは，

学校及び大学に在学する学生が国際間の理解

と親善を促進するため教育機関を利用するよ

う，彼等を援助することを奨励されている。

　このことを実行するには，次のような方法

がある。

　一他国からの学生が在籍する大学の教務

　担当者に，世界各地における国民及び国情

　の理解改善に焦点をおいた，全教科課程，

　学生活動及び地域社会のプログラムをつく

　るよう奨励する。

　一学生に自国はもとより他国の言語・歴

　史・政治学及び経済学を研究することを奨

　励する。

　・一他国からの著名な訪問者であって，地

　元の教育機関で教えている言語の一つを母

　国語とする者を講演，教室会議，或は学生

　との会談に利用すること。

　一海外に留学すると思われるロータリア

　ンの子女を援助すること。及び，

　一地元の学校に在学している他国からの

学生を，クラブの例会に招待し，例会のプ

　ログラムに参与せしめる。そして

一地元の教育機関で勉強している見習生

及び研修生を含む学生，特に新開発国から

の人達をロータリアンの家庭に招待する。

　アメリカ合衆国の小学校の低学年にスペイ

ン語を教えるという案が，それぞれの土地の

事情によってよいと思われるかどうか考慮す

るよう，同国のロータリー・クラブに示唆が

与えられている。

　これらの活動に従事するロータリー・クラ

ブ及びロータリアンは，地区ガバナーの指導

のもとにこれを行うべきである。

研究集団（（Study　Groups）

　緊迫を示している国々の国民間及びその他

の国々の人々の間の事情及び関係を改善する

ことについての問題を検討し且つその機会を

求め，且つ更にお互の知識を広める目的を以

て，ロータリアンと他の人々との会合が研究

集団として奨励されている。（理57－58）

国家間の連合会（lnterc・untry　Meetings＞

　国家間連合会は，ロータリアン誌，国際ロ

ータリー・ニュー－pス及び地区及び地域の刊行

物に成功した連合会の例を発表することによ

って，奨励さるぺきである。このような会合

を行なうにあたっては，十分の注意が必要で

あり，且つ，必ず関係地区ガパナーの承認を

得て行わなけれぽならない。（理32－－33）

　理事会は，国家間の理解と親善を進めよう

とする如何なる示唆にも共鳴するものであ

り，且つ，他国との間のクラブ及び地区連合

会が益々多く開かれるようになって来たのを

喜んで注目している。理事会は，熟慮の上の

方針として，他国との間のクラブ及び地区の

連合会が出来るだけ頻繁に開かれることが望

ましいと考えており，それが結局は，国際地

区の設定にまで進むことを望んでいる。（理

45－－46）

　理事会は，知己と友情を深めるための，激

励的性質の会合に出席するロータリアンは，

一一・　102　一

彼等のクラブ或は彼等の地区内のクラブを公

式に代表しているものではなく，又，彼等の

国のロー一タリアンを代表しているのでもな

い，従って，このような感激的会合に出席し

た人々によって採択された決議は，国際ロー

タリー理事会によって，たまたま出席したロ

ータリアンの所属国のクラブ，地区或は口■・ny

タリアンの意志表示とは見倣されないもので

あることを，指摘している。（理48－－49）

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ・東地中

海地域のガバナーに対し，彼等の地区内で2

箇国以上に亘るロータリーの会合を開く場合

には，通貨の外国持出し禁止によって生ずる

困難解消の一方法として，又，会合の開かれ

る地区のロータリアンと，他の国からの来会

者との間に，永遠の友情をつくり上げるた

め，他国からの来会者を，会合開催都市のロ

ータリアンの自宅に宿泊せしめるよう，考慮

すべきことを示唆している。勿論，どの国の

通貨に関する規則にも違反しないよう常に注

意を払うべきことは当然である。（理48－49）

国家間の訪問（lnterc・untry　Visits）

　L　ロータリアンの集団によって，国家間

訪問の計画を立てたならぽ，関係各ガパナー

に相談し，ガバナーは又相互に相談して，お

互に受入れることができるか或はその旅行が

妥当かどうかを協議するものとする。

　2．　このような旅行がたとえガパナーの間

で妥当であると意見が一致した場合であって

も，この旅行は国際ロータリー又はその役員

が責任をとる如何なる意味の公式な旅行と見

倣されることはなく，又，訪問する方もされ

る方も，明確にそのように指示，或は了解さ

れているのでなけれぽ，その属する地区或は

国家を代表することを意味しない。

　3．　国家間訪問旅行の価値が認められてい

ることを考慮して，ガバナーは卒先これを推

国　際　奉　仕

奨してもよく，又，そのために，2国家以上

にわたる委員会或はその他のロータリアンの

集団に援助を求めてもよい。（理35－36）

　外国訪問旅行は大いに望ましいことであ

る。ロータリアンは，可能な時にはいつでも，

旅行の機会を利用すべきであり，又，これに

関連して，地区ガパナーを通じて或は国際ロ

ータリー中央事務局の援助を得て，旅行のコ

ースに当るクラブと連絡を取り，訪問するよ

う努力すぺきである。（理41－42）

国際共同委員会

　　　　　（lntercountry　Comm三ttees）

　国際共同委員会は，いくつかの国家のクラ

ブとロータリアンとの間の接触を確立する助

けになっている。別々の国のクラブの間でお

互に訪問しあったり，又講演者を交換したり

することを奨励する仕事が，この委員会の

活動であるといってよいであろう。（理35－
36）

　理事会は，異なる国々の人々の間の理解と

友情を促進するという点に於て，ロータリー

世界の他の地域同様に欧州・北アフリカ・東

地中海地域に於ける国際共同委員会の重要性

を認め，且つその継続と発展を奨めている。

　未だこの種の委員会をもたぬ隣接地区或

は，道徳的文化的又は物質的関心を同じくす

る地区のガバナーに対し，早く設置するよう

勧奨されている。但し，国際共同委員会は，

国際ロータリーからの財政的援助なしに活動

すべきものと了解されている。しかし，理事

会はこれらの委員会の設置及び活動は，ロー

タり一・クラブ及びロー一タリー地区の独自の

活動であると考える；従って，この委員会に

関する財政上の責任は関係クラブ又は地区で

負担するものとする。（理37－－38，50－51，

52－－53，　53－54，　57－58）

　理事会は国際共同委員会が運営されている
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地区のガパナーに対し，斯様な委員会を組織

するに当って，国際共同委員会の委員は連続

4年以上留任せざるものという規定を設ける

よう示唆している。（理58－－59）

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域のガ

バナー一一．は，その地区内のクラブの多くが他国

のクラブとの接触を保持するために現に行っ

ている良き事業を更に継続し且つ促進し，各

クラブに奨励するよう要請されている。理事

会は，このような接触を結ぶに当って各クラ

ブは，同じ位の大きさで同じ程度の産業文化

をもつ町のクラブを相手に選ぶぺきであり，

又，重複を避けるために，選んだ相手に通告

する前に，地区ガパナーに相談すべきである

ことを示唆している。このような接触から，

できるだけ良い結果を生ずるようにするた

め，関係両クラブの全会員或は一部の会員

が，実際に相会するよう精々努力を払うべき

である。

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ及び東地

中海地域所属のクラブで既にこのような他国

のクラブとの交歓を行っているクラブを推賞

し，そしてすべての国のクラブも同様な活動

に考慮を払うことを薦めている。（理48－49）

　1960年に国際大会は次の決議を採択した：

　第51回年次国際大会に参集した国際ロー

タリーは，隣接国家間に理解と親善を進展せ

しめるため，特に国境に近接して両側にある

ロータリー・クラブの連合会及び，他の活動

及び接触に関連して，国際共同委員会の活動

を増進すぺきことを決議する。（国際大会決

議　60－43）

　理事会は地区ガバナーに次のことを示唆し

ている。

　イ）　国際共同委員会の存在する処或は設

置すぺく提案せられている処では，関係して

いる国又は1団の近接地区の地区ガパナー

は，自国と近接国間の国際共同委員会の活動

を監督し且つ推進する上に，且つまた自国の

クラブと他の国のクラブ間の接触を準備する

上の援助老として有資格ロータリアンー名の

指名を考慮すること；及び斯様なロータリア

ンの指名に当っては，斯様な国際共同委員会

の仕事に継続性を保証するため，3年又はそ

れ以上の任期を与えることを考慮すること。

　ロ）　実行できる場合には，非常に離れて

いる国家間に国際共同委員会を設立し，クラ

ブ間に連絡をつけるよう考慮を払うべきであ

る。且つ斯様な国際共同委員会の委員は“パ

ートナー”国への訪問を考えているロータリ

アン中から指名さるぺきであること。

　ハ）　国際共同委員会の設立された国又は

1団の近接地区における各々の地区大会にお

いては，年間の委員会活動に就て委員長の報

告がなされ，その報告は地区の経費を以て出

版し地区の全クラブ及び中央事務局に送付す

ること。（理60－61）

国際国境善隣会議

（lnternational　Borderline　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブ並びにその

他のものが，国境線会議を開いて，平和協議

会を催し，自国と隣接の国々の市民の間に理

解ある態度と善隣関係を推進する活動を開始

するように奨励している。（理64－65）

国際ロータリーの他団体への参加
（R．1．Participation　in　Other　Organizations）

　国際口・一タリーは，そのクラブの活動が屡

々他の組織の活動に似ていることを認める。

然しながら，国際ロータリーの方針は，他の

組織の有用な活動に関心を持ち之れを認める

ものであるが，如何にその事が立派なもので

あってもその事にそのまま，国際ロータリー

は一致して積極的に参与したり裏書すること

はしない。特に次のようなことは国際ロータ

り一又はその加盟クラブの範囲内でないとい

一104一
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うことが決定されている。

（1）他の組織の会員になること。

（2）仮令オブザーバーの形であっても他の

　　組織の活動に共同的に参与すること。

（3）他の組織にクラブ又はロータリアンの

　　一覧表を提供し文献を配布すること。

（4）他の組織の計画又は活動を裏書するこ

　　　と。（国際ロー・一タリーと他の団体に関

　　する方針の声明書138頁参照）

暦の改革（Calendar　Reform）

　暦を変更することは，世界中の人々の関心

事である。従って，すぺての国の代表者が相

会して，いかなる新しい暦（もしあれぽ）を採

用するかを決定するまでは，暦を改革すると

いう手段をとることは，望ましくない。（理

45－・－46，　47－48）

世界各国に関する文献
　　（Literature　Re　Various　Countries）

　世界の各国に関する歴史的或は技術的知識

を載せた小冊子或はパソフレットの類を編集

することは，国際ロータリーのなすべきこと

ではない。というのは，このような知識は，

既に他の権威ある筋から発行されているし，

大抵の国に関する適切な説明は図書館でわか

るからである。国際ロータり一は各国に於け

るロータリー活動，或は，ロータリー活動の

遂行に必要であって而かも他では入手できな

い情報の蒐集，編纂，配布に当ることに限定

すべきである。（理34－－35，59－一一60）

補助言語（Auxiliary　Language）

1933年，ポストン国際大会は，次の決議を

国　際　奉　仕

採択した。

　第24回年次国際大会に於て，国際ロータ

り一は，理事会が適当とみとめれぽ，理事会

に，次の目的のために，世界会議を召集する

か，或は少くともその召集を促進する計画を

たてる権限を与えることを決議する。

　1．　補助言語として如何なる言葉を広く世

界中で使用することにすぺきかを決定する。

　2．すべての国が公式に，この選ぽれた補

助言語を学校で教えることを規定するか或は

奨励することをすすめる計画をたてる。（ポ

ストン国際大会決議，33－25）

　理事会は，或る国のロータリー会員が，ロ

ータリーのある，或はロータりinが進展しつ

つある他の国の言葉を理解することができな

いことから生ずる困難を認めて，この示唆は

更ec－・一・層深く研究すべきであって，特に，ニュ

ーヨークの国際補助言語協会（lnternational

Auxiliary　Language　Association）の如き団

体によって，既にいかなる研究が行われてい

るかに関して調査を行うぺきであるという見

解を取っている。（理33－34）

　1936年，アトランテaック・シティー国際

大会は，次の決議を採択した。

　第27回年次国際大会に於て，国際ロー一タ

リーは，国際ロータり一が国際補助言語協会

（lnternational　Auxiliary　Language　Associ・

ation）の目標と科学的精神に基づいて行われ

ている研究に関心を表明することを決議し，

且つ，

　国際ロータり一の会員が，それぞれの社会

に於て，我々の国際生活の論理的発展として

国際補助言語の考えに関心をひきおこす努力

をなすぺきことを決議する。（アトランティ

ック・シティー一国際大会決議，36－－37）

　1943年5月，理事会は国際補助言語協会
（lntermational　Auxiliary　Language　Associ－

ation）と相談するための特別委員の任命を停

止し，同委員会の効果的な活動が行われるよ

うになるまでの間，事務総長が連絡係となる
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よう指示を与えた。

　1946年1月，理事会は，次のような決定を

下したが，この決定は，1948－49年度理事会

によって再確認された。

　理事会は，世界の諸国民の間に広い範囲に

わたる理解が一層必要とされていることを認

め，現在の諸言語を一層広く学ぶこと，現在

の諸言語を広範に応用すること，国際補助言

語をつくり上げること，或は，既につくられ

た言語を更に広く使用すること，以上のいず

れの方法によるにせよ，この目的のためにあ

らゆる努力を傾けるべきことを薦めている。

　事務総長は，国際補助言語協会（lnterna・

tional　Auxiliary　Languge　Association）と接

触を保ち，何か措置をとる必要があると思わ

れる場合には，理事会に報告するよう，指示

されている。

　ユネスコに於ける国際ロータリーのオブザ

ーバーは，この決定の第1節に理事会によっ

て表明された考えを心に留め，ユネスコの会

合に於て起るこの問題に関するあらゆる重要

な事柄はすべて会長に通告するよう要求され

ている。（理45－46，48－49）

　事務総長は，国際補助言語を考案する種々

の努力に関して得られる情報を，ロータリー

の文献を通して，ロータリー・クラブへ伝達

することを継続するよう要請されている。（理

53－54）

　国際間の理解を進める上で言語の大切なこ

とは認識するが，理事会は国際ロータリー・一が

国際補助言語の問題に関し研究に取組む立場

にないことを決定した。（理55－56，59－60）
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国際大会における立法

（Legislation　at　Convention）

　国際大会は国際ロータリーの立法機関であ

る。国際大会に参集したクラブの選挙人がこ

の団体の規則と方針を決定するのである。立

法に関する事項についての国際大会の決定

は，条例制定enactmentsと決議　resolutions

の形をとる。

条例制定（Enactments）

　国際ロータリー定款及び細則若くは標準ク

ラブ定款の規定改正は条例制定という形をと

る。条例制定を提案し得るものは，クラブ，

地区大会，理事会又はグレートブリテン及び

アイルランドの国際ロータリーの大会，規定

審議会及び国際ロータリー理事会である。

　国際ロータリー定款又は細則，又は標準ク

ラブ定款に改正を加えんとする如何なる提案

も，規定審議会が開催されるロータリー年度

の8月1日までに事務総長に送達されていな

けれぽならない。事務総長は，その写を規定

審議会及び国際大会が立法案を審議するロー

タリー年度の11月1日までに各クラブの幹

事に郵送し，そして正式に提案された改正案

を審議会に直接伝達すべきものとする。（国

際ロータリー定款及び細則及び標準クラブ定
款）

　国際ロータり一定款及び細則並に標準クラ

ブ定款条項に照して，理事会は，規定審議会

が開催されるロータリー・一年度の8月1日以後

に事務総長によって受取られた（例え斯様な

改正案を事務総長に送付したということを8

月1日以前に郵便，電報，無電又は電話で通

知があったとしても）国際ロータリー定款及

び細則並に標準クラブ定款に対して提出され

た如何なる改正案も，国際ロータリー定款及

び細則並びに標準クラブ定款の規定に従って

正当に提出されたものではなく，そして事務

総長によって次の規定審議会又はかかる審議

会において考慮されるよう国際ロータり一加

盟クラブに移牒してはならないことを承認し

た。

　正当に提出された改正案の文書は，斯様な

提案が審議される規定審議会の開催されるロ

ータり一年度の8月1日，或はそれ以前に国

際ロータリー中央事務局の事務総長の手許に

なけれぽならない。（理54－55）

　種々の提案や書類の特記の日付に関し国際

ロー－pタリーの規定文書に用いられている「事

務総長に提出」「事務総長に送達」その他類

似の語句は，発送者は提案なり書類が明示さ

れた日付までに事務総長によって受理せられ

且つ彼の手許にあるように時期と方法を考え

て発送せねぽならぬという意味に解されてい

る。（理63－一一64）

決議（Resolutions）

　単に大会の意見を表明し，或は国際ロータ

り一定款及び細則若しくは標準クラブ定款を

改正することなしに方針又は手続を設定若し

くは取消す処の国際大会の決定は，決議とい

う形で行なわれる。

　決議案を提案し得るものは，クラブ，地区

大会，理事会又はグレートブリテン及びアイ

ルランドの国際ロータリーの大会，規定審議

会，国際大会々期中に開催される特別協談
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会，若くは正式に承認された会議，国際大会

委員会及び国際ロータリー理事会である。

　すべての決議案は，文書を以て国際ロータ

り一事務総長に提出されなけれぽならない。

決議案を提出する際に前以て予告するのが習

慣となっている。然しこれは定款及び細則の

規定によって要求されている訳ではない。

緊急立法（Emergency　Leg量slati・n）

　国際ロータリー細則（第6条，第2節は）・

理事会全員三分の二の投票によって発表され

た理事会の意見で緊急事態が存在する場合に

は，

　（1）国際ロータリーの定款を改正しない制

定案又は決議案を国際ロータリー細則第21

条第3節又は標準クラブ定款第14条第3節

に定められた方法によることなく，奇数年の

国際大会において議決することができる。但

し時の許す限りそこに示された手続に従うも

のとする。

　（2）国際ロータり一の定款を改正しない制

定案で偶数年の国際大会当時又は以前及び規

定時日以後に受取った議案を，国際ロータり

一細則第21条第3節又は標準クラブ定款第

14条第3節に定められた方法によることな

く，偶数年の斯様な国際大会において議決す

ることができる。但し時の許す限りそこに示

された手続に従うものとする。

　（3）偶数年の国際大会で受取った決議案

を，国際ロータり一細則第9条に定められた

方法によることなく，斯様な国際大会におい

て議決することができる。但し時の許す限

り，斯様な緊急決議案は大会に付議する以前

に規定審議会に提出すぺきものとする。

　緊急の際における大会によって議決される

制定案又は決議案の採用には，投票用紙を用

い出廣投票人の三分の二の票決を必要とす

る。

「立法案集」

　　（Booklet　of　Proposed　Legislation）

　理事会は，制定案及び決議案を載せた小冊

子を一部ずつ，各加盟クラブの会長及び幹

事，国際ロータリー全役員及び全委員，及び

その他rR．1．ニュ　’一ス」受領老全部に対し，

配布することを承認した。各クラブ及び地区

大会に於ても申込次第入手できるし，又国際

大会々期中にも利用できることになってい

る。（理38－39）

　事務総長は提出立法案の小冊子を英語で出

版し全クラブヘー部ずつ配布すること及び英

語以外の国語を使用するクラブに役立つよう

出来れぽ他の国語版の提案概要を一緒に配布

する権限を与えられている。（理63－－64）

　理事会は，制定案或は決議案に関連して提

案者その他から寄せられる補足的説明は，

「立法案集」刊行に対して背景的知識として

理事会に役立つものと認めてそれを受付ける

が，必ずしもそのまま同冊子の中に発表する

とは限らない。（理53－54，56－57，60－61）

　加盟クラブ及び規定審議会代表者が提出さ

れた立法案について精通できるようにするた

め，立法案提出老は，定款及び細則委員会が

斯様な提出立法案の文書に不備な点を見出し

た場合には，審議会の会合以前に加盟クラブ

に，その改正せんとする意向を伝えることが

できるように，規定審議会に提出しようと考

えている改正案について事務総長に通知する

ことが要請されている。斯様な情報は，加盟

クラブに通知するため，その立法案を審議す

べき国際大会の日取に先だつ1月1日までに

中央事務局の事務総長によって受理されてい

なけれぽならない。

規定審議会（Council　on　Legislation）
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　規定審議会は国際大会の一部として毎偶数

年に開催されるもので，国際ロータり一細則

第9条の規定により約325名の議員から構成

される。本審議会は，すぺての立法案を審議

し，それらに対する処置についての勧告案を

国際大会に報告する。

　理事会は，地区が，地区のクラブ代表とし

て規定審議会で奉仕せしめるために，有資格

老中より，最適の最も経験豊かなロータリア

ンを選抜することに賛意を表している。（理

67－一一68）

　理事会は，規定審議会が提案された制定案

及び決議案を「修正の上採択されたとして」

国際大会に勧告することができ，又大会は，

「修正の上採択されたとして」斯る提案の動

議に対して議決するという既定の手続は，国

際ロータリーの細則規定に合致するものであ

ることに意見が一致し，従って斯る手続の下

に大会が審議会に於て修正された提案を可決

する時大会は実際にその原案について議決し

たものとしてそれは正当なる手緯であること

に意見の一致を見た。（理57－－SS）

規定審議会の運営手続　　　（Rules　of

Procedure　for　Council　on　Legislation）

　国際ロータリー細則第9条第7節（イ）項は，

規定審議会の各会合に対し其の審議進行を規

制するのに必要と思惟される運営手続を採用

することを規定する。但し斯る手続は，細則

の他の総ての規定と調和せねばならない。

1968年国際大会に於て規定審議会は，国際ロ

ータリー理事会の勧告により審議会に適用さ

れ，国際ロータリーの他の会合に関しても用

いられる審議の進行を規制するため運営手続

を採用した。（157－163頁理事会により勧

告された規定審議会の運営手続参照。）

議事録（Record。f　Proceedings）

国際大会における立法

　審議会議事録の逐語的記録は，中央事務局

に図書館の参考用として所蔵されてあり，如

何なるロータリアンにもそれを検討し又は読

むために提供せられている。ロータリアン又

はロータリー・クラブが規定審議会の議事録

の逐語的記録の一部分又は全部の写しを必要

とするならぽ，事務総長は，事務局内での写

真複写の作成実費として，1頁当りの単価で

計算して複写を希望するロータリアン又はロ

ータリー・クラブへ提供する。（理56－一一57，

62－一一63）

立法案提出の方法
　　（Method　of　Proposing　Legislation）

　立法案はすべて国際ロータリー定款及び細

則若しくは標準クラブ定款の規定に合致した

ものでなけれぽならない。又，現存の定款の

規定或は今なお効力を有する国際大会の決議

の規定と重複してはならない。

　クラブが国際大会に対し立法案を提出せん

とする場合は次の手続に従うようにする事：

問題は先ずクラブ例会に於て理事会によって

クラブに提出されなけれぽならない。もしこ

の制定案或は決議案がクラブによって採択さ

れたならぽ，この案が何月何日の例会におい

て正式に採択されたものであるということを

証明するクラブ会長及び幹事の署名した書翰

を添えて国際ロータり一事務総長に送付す

る。もしこの証明書に，この立法案を提出す

るに至った事情についてその理由や事実をく

わしく述べ，注意深く作成された説明書がつ

いていれば大いに役立つであろう。

　地区大会に於て，国際大会に対し制定案或

は決議案を提出することに意見が一致した場

合は，ガパナー及び地区大会幹事が国際ロー

タり一一ec対して行う地区大会公式報告の中に

それを含ますようにしなければならない。

　R．1．細則第9条は，すぺての制定案は，事
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務総長によって審議会に伝達されなけれぽな

らない，但し国際ロータリー理事会はすべて

の制定案を審査し且つ定款及び細則委員会の

助言の下に，如何なる制定案の如何なる不備

についても之を捷案老に助言しなけれぽなら

ないと規定している。

　国際ロータリー細則には又（第9条），「国

際1コータリー理事会は，すぺての決議案を審

査し且つ理事会が国際ロータリーの体制の範

囲内にあると認めたそれらの決議案を審議会

に送達するよう事務総長に命令するものとす

る。理事会が定款細則委員会の意見を徴した

上，国際ロータリー体制の範囲内にあらずと

決定した場合には，審議会開催以前にその旨

提案者に通告し，その提案者がその決議案を

審議会及び国際大会で審議することについて

審議会員3分の2の同意をうるにあらざれ

ぽ，斯様な決議案は審議会に伝達されないも

のとする。」と規定している。

　理事会は，会長及び国際ロータり一事務総

長に対し，理事会に代って，国際ロータリー

細則に規定せられた前掲の手続に則り，すぺ

ての立法案を調査する権限を与えている。

（理51－52）

　国際大会に於て審議されるため提出される

提案の原文を，適切な書式と内容を備えた制

定案或は決議案に準備することは，提案者の

責任である。理事会は，細則の規定に従い，

国waロ…タり一一の定款細則委員会の勧告の下

に，提案者に対し，その制定案原文の如何な

る不備な点についても，提案者が必要且つ望

ましいと考えるような方法でその提案原文を

調整するのに役立ちうる程度の助言をなすこ

とができる。然しながら，理事会，定款細則

委員会，及び事務総長は何れも，提案者に代

って，理事会以外の出所から発案提出された

立法案の原文又は修正原文を起草する権限は

ない。（理65－－66）

様式（Form）

　立法案は次のような様式で提出する習慣に

なっている。

制　定　案

（簡潔に提案の目的を書く）

提案者

　第＿回年次国際大会に参集せる国際ロ

　ータリーは，　　　　　（定款細則等改正

　すべき主題を示す），第＿条，第＿節

　の規定，　　　，を第＿条，第＿節

　の　　　　という字句を削除し次の字句

　を入れることによって改正することを提

　案する。（新原文挿入）＊

決　議　案

（簡潔に提案の目的を書く）

提案老

　第＿回年次国際大会に参集せる国際ロ

　ータリーは次の如く決議する。

　　（以下決議案文）＊

理事会に対する提案
　　　　　　　　（Memorial　to　Board）

　クラブ或は（地区）大会は，国際大会に対

し制定案若くは決議案を提出する代りに，問

題を理事会に提起し理事会をして適当と認め

られる決定を行なわしめることによって目的

を達することができるのである。
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1910年から1942年に至る国際大会

　決議の状態　（Status　of　Convention

　　　　　　Resolutions，1910－1942）

　クリーブランド国際大会に於ける決議の成

文化：1925年現在に於て，1910年から1924

年に至る問に国際大会で採択された決議は数

百に及んでいた。

　1925年（クリーブランド）国際大会は決議

25－17を採択したが，その中これらの決議

の内約25を列挙し，それらの決議は「国際

ロータリー定款及び細則に組入れられている

基本的な規則を解釈し且つ補足することに当

って十分の効力を発する」ものであることを

宣言し，又，同時に，これ以外の187の決議

はすべてその目的を果たしたものであって最

早国際ロinタリーの役員若くはクラブに対し

て拘束力を有しないものと考えられる旨宣言

した。

　ダラス国際大会に於ける決議の成文化：

1929年，ダラス国際大会は決議29－12を採

択し，クリーブランド国際大会の決議25－－17

に於て有効なものとして列挙された約25の

決議の原文を取消し，その代りとして，その

決議の概要又は集成を用ゆることにした。

国際大会決議の調査
　（Survey　of　Convention　Resolutions）

　1941年，デンバー国際大会は次の決議を採

択して，理事会が随時，或る種の国際大会決

議を既に有効ならずと決定することができる

ようにした。即ち，

　「第32回国際大会に参集せる国際ロータり

一は，今後国際ロータリー理事会が随時，国

際大会で採択せられ現に有効な決議の中で，

どの決議が儀礼的なもの或は一時的なもので

あると考えられるか，或はどの決議が後の立

国際大会における立法

法によっておきかえられ，もはや有効である

と考える必要がないか，或はその決議が採択

せられた国際大会の議事録以外には手続要覧

或は他の国際ロータリーの刊行物に発表する

必要がないかどうかを決定しうる権限を認め

る。然し，かくの如き決議に基づく理事会の

決定事項の報告は会長若くは事務総長によっ

て，この決定事項の行なわれた年度の終末に

於ける国際大会に対する報告書で加盟クラブ

に報告を行なうものとすることを決議する。」

（デンバー国際大会決議，41－－8）

　1941－42年度理事会は，前記の決議41－8

に則り，国際大会立法の調査を行った上，事

務総長に対し，事務総長年次報告に次の各項

を含めることによって，理事会の決定事項を

1942年（トロント）国際大会に於てクラブに

注意を促すよう要請した。

　理事会（41－42）は，1941年デンバー国際

大会の決議41－8に従い，現に有効な決議中

で，どの決議が儀礼的な或は一時的なものと

考えられるか，或はどの決議が後の立法によ

っておきかえられたと考えられ，もはや有効

であると考える必要がないか，或はその決議

が採択せられた国際大会の議事録以外には手

続要覧或は他の国際ロータリーの刊行物に発

表する必要がないかどうかを決定するために

国際大会決議の調査を行った。

　この有効な決議の調査を行った結果，理事

会は，これらの決議中で約25の決議は，まだ

十分に実行されていない決議であるか，若し

くは，国際ロータり一定款及び細則或は標準

クラブ定款に示されている国際ロータリ“b一の

基本的な規則を解釈補足する方針或は手続を

確立するものであり，従って今後とも有効な

決議であることと決定した。理事会は事務総

長に対し，かくの如き決議の原文を手続要覧

（パンフレット35号）に発表して，加盟クラ

ブの啓蒙と指導に資するよう指示を与えた。

　調査した決議の中若干は国際ロータり一の

定款の改正を是認，又はR．1．B．1．の定款の改
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正を承認しているので有効である。しかし理

事会は，それらの決議はそれが採択された国

際大会の議事録以外には発表する必要はない

と決定した。

　調査中の残余の決議は約50あるが・いず

れも，儀礼的な或は一時的な決議であるか，

若しくは採択後の立法によって十分に実行さ

れているか或はおきかえられている決議であ

ることが理事会で発見された。従って，理事

会は，これらの決議が既に目的を達成してお

り，もはや有効であるとは考えられず，従っ

て，それらの決議が採択された国際大会の議

事録以外には発表する必要がないものと決定

された。

　国際大会決議調査の全文は，この調査で研

究した決議全部の番号と共に・1942年6月

の国際ロータリー理事会の記録及び手続要覧

（1942年10月発行のもの）に載っている。

　理事会（1945－46）は，「国際ロータリー役

員及び中央事務局係員のロータリー・クラブ

に対する事務奉仕についての説明」を採択し

た決議42－16は一時的な性質のものであり・

且つ既にその目的を達成したものであると決

定した，従って決議42「16はもはや有効で

ない旨を宣言した。

　理事会（1951－52）は，決議40－15「世界紛

争渦中のロータリー」及び決議42－28「世界

戦争中のロータリー」は国際ロータリーの如

何なる印刷物にも発表する必要がないという

ことに意見が一致した。そして一時的なもの

を除きこれらの決議の主旨を含み且つ肯定す

る国際奉仕における国際ロータリーの方針を

採用した。決議40－15及び42－28はこれを

決議した年の大会報告に全文がのっている。

（理55－56）　（国際奉仕における国際ロータ

り一の方針95頁参照）
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ロータリー・クラブの会員資格

（Membership　in　Rotary　Clubs）

　標準クラブ定款（第5条）には会員の種類

は，正会員，シニア・アクチブ会員，パスト

サーピス会員及び名誉会員の4種類とする旨

規定されている。

　会員資格及びその継続，会員選考委員会及

び会員推薦委員会の任務，会員選考の方法等

についてはクラブ定款及び細則にその規定が

見られるであろう。

　理事会は事務総長に対し，各クラブが国際

ロータリー定款及び標準クラブ定款に示され

ている会員資格及び職業分類の必要条件を充

していない人を入会させることについて，屡

々警告を発するよう要請している。

二重会員　（Dual　Membersh圭p）

　如何なる人も，同時に一よりも多いクラブ

において，正会員，シニア・アクチブ会員，

又はパスト・サービス会員の資格を持っては

ならない。（国際ロータリー細則第3条，第
5節）

会員資格は個人のもので会社のもの

ではない　（Membership　Individual－・－

　　　　　　　　　　　　Not　Firm）

　ロー－dタリーの会員資格は飽くまで個人々々

のものと考えられるべきであって，個々の会

員が代表している共同企業体（Partnership）

又は法人（Corporation）のものではない。（ダ

ラス大会決議，29－12，第3条第1節）

会員の事業又は住居はクラブの区域

内になければならない（Business・r

　　　　　Residence　Must　Be　Within

　　　　　　　　Territorial　Lim三ts）

　クラブの各正会員は，クラブ区域限界内に

事業所をもつか，又は，居住して，そのクラ

ブで分類された事業又は専門的職業に，自

ら，積極的に，従事するものとする。

追加クラブの会員　（Membership　in

　　　　“AdditionaP’Rotary　Clubs）

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定に

従い，或るクラブが追加クラブ結成を許すた

めその所在する市行政圏内の区域を割譲し，

そしてその元のクラブが追加クラブの区域内

からその事業，執行上の任務又は専門的職業

の活動が市，区又は他の行政区の全範囲にわ

たるものを会員として入会せしめる権利を保

有し且つ行使する事情の下においては，追加

クラブもその地域内において，全市，区又は

他の行政圏にわたる事業を持つものを含め

て，追加クラブの区域内に事業所又は住居を

有する如何なる有資格者をも，適当な職業分

類の下に，その会員に選ぶことができる。斯

様な場合には両クラブ共国際ロータり一細則

第3条第5節の規定に十分注意して，同一人

が1クラブ以上の正会員，シニア・アクチブ

会員，又はパストサー一一ビス会員にならないよ

うにしなくてはならない。（理59－一一60）
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他の団体の会員
　（Membership　in　Other　Organizations）

　ロータリー・クラブ会員は他のサービス，

クラブに入会して，その関心と精力を分散す

ることは遠慮すべきである。（ダラス国際大

会決議，29－12，第3条第4節）

　ロータリー・クラブにおける会員の責任を

果すためには，ロータリアンは他の奉仕クラ

ブ又は同種の団体の会員となってはならな

い。（理60－61）

　他の奉仕クラブ又は類似団体においてロ・一

タリアンが会員であること，及び如何なる会

員も，理事会が十分な理由ありと認めた時

は，クラブ理事会によってその会員の資格を

終結せしめることができるという標準クラブ

定款の規定に関しての国際大会の処置及びク

ラブ自身が取ったこれまでの処置を考慮し

て，ロータり一・クラブの理事会は，理事会

の考えで，所属クラブ会員で他の奉仕クラブ

又は類似団体においてもその会員を続け，所

属口・一タリー・クラブに対する義務を果さな

いということは，その会員の資格を終結せし

めるに十分の理由となると考えることができ

る。（理60－一一61）

外交官及び領事　　（Diplomatic　and

　　　　　Consular　Representatives）

　外国政府代表老の仕事が比較的重要な地方

に於ては，外交官及び領事等を名誉会員とし

て入会せしめることによってクラブ内にその

業務を十分に代表させるのがよい。（理42－

43）

公職者の会員資格　　（Membership　of

　　　　　　　Public　Office　Holders）

　特定期間，公職に選挙又は任命されたクラ

ブの正会員は，その選挙又は任命の直前に，

クラブで代表していた職業分類下における正

会員として，かかる公職に在る期間，留まる

ことができる。（国際ロータリー細則第3条

第8節）

名工（Skilled　Craftsmen）

標準クラブ定款の枠内に於て，そこに規定

された条件に合致する技術のすぐれた名工を

ロータリー・クラブに入会させる規定は出来

ているのである。従って，その技術以外の点

に於て入会の資格を十分有する名工をクラブ

に入会させるために，この規定を修正する必

要はない。（理45－－46）

「移籍会員」（“Transferred　Members”）

　ロータリー・クラブの会員がその会員資格

を或るロータリー・クラブから他のロータり

一・ Nラブに移籍できるという規定は何処に

もない。

　一つの都市から他の都市に移転する会員

が，ただ移転したという事実だけによって，

移転先の都市のクラブの会員たり得るという

所謂「移籍会員」という会員資格を確立する

ことは，各クラブの会員選挙に関する自主性

を冒すものであり，又職業分類による会員資

格の原則に反して，職業分類が二重になる結

果を来す場合が多い。理事会は職業分類の重

複を生ずるようなロータリー・クラブにおけ

る会員の如何なる規定にも賛成しない。（理

38－－39，　61－62）

　国際ロータリー細則並びに標準クラブ定款

には，ロータり一・クラブは其の職業分類を

保持している会員の承諾を条件として，職揚

がそのクラブの区域限界内にあり，且つ会員
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としての他の資格を持っている何れかのロー

タリー・クラブの元正会員をアディショナル

正会員に選ぶことが出来る。但し斯く選ぼれ

た如何なる会員も彼が元所属クラブにおける

職業分類下でそのクラブ区域限界内にて実際

に活動を止めたという唯一の理由により会員

資格が終結したのでなけれぽならないと規定

している。然しこれは「移籍会員資格」を規

定するものではないのであって，この規定に

よるアディショナル正会員の選挙はあくまで

も彼を選挙し得るクラブの意志によるもので

ある。

　クラブの区域限界外へ移転する正会員に対

しては，移転先の地域社会にあるロータり

一・ Nラブを訪問し，そのクラブの人々と知

合いとなるために，クラブ理事の承認によ

り，二ヵ月を限り，特別賜暇が与えられる。

但し同種の職業分類で継続して活動し，出席

其他ロータリー会員としての他のすべての義

務を守ることが条件である。会員資格の終結

は，許可された賜暇期間の終了時においての

み，効力を生ずるものとする（ロータリー・

クラブ定款第8条第2節（イ）。）

　地域社会に元ロータリアンが移転して来て

おり，かつ彼が標準クラブ定款第5条第5節

（ロ）項の規定又はその他により会員に選挙され

得る有資格者であることを当該地域のクラブ

が知ることができるよう，各クラブの役員

は，適当と思われる場合，判明している元会

員の移転先の地域社会のクラブへ斯様な元会

員に関する情報を提供するよう奨励されてい

る。（理65－－66）

国籍を異にする人々からの会員

　　（Membership　for　Men　of　Various

　　　　　　　　　　　Nationalities）

　理事会は，国籍の違った人々のグループ

（外国で生れた者又はその子孫）が存在する

都市のクラブが，その都市内のそれらの人々

会　員　資　格

を同化する手段として，これらのグループか

らロータリアンたる資格を十分に備えている

人々を入会させるよう考慮を払う方がよいと

の示唆をしている。この目的とする処は，彼

等をクラブに入会している国籍の異なる人々

とより親しくせさ，彼等のグループの他の人

々に対しても有益な影響を与えるように激励

して，彼等がその仲間内の交際に限られない

で，彼等の住む国の全体を構成する上に不可

欠な分子となるようにするにある。

　このことを行うための手段は口t・一タリー・

クラブの会員資格に関する規定の中に既に含

まれているから，特別な規定を設ける必要は

ない。只都市内に住む国籍を異にする人々か

ら会員を求めることが望ましいという点にク

ラブの注意を向けたというのが理事会の考え

である。（理44－45）

名誉会員　（Honorary　Membership）

　各クラブは名誉会員の資格をロータリー一の

理想推進に著しい功績のあった老だけに限

り，これを濫用しないようにすぺきである。

名誉会員の地位はロータリー・クラブが与え

得る最高の栄誉であり，従って特別な場合に

のみ与えられるのでなけれぽならない。もし

名誉会員を勝手にどんどんつくるようなこと

があると，ロータリーの会員選考の規定を如

何に完全に守ろうとしても意味のないものに

なろう。（理52－53）

ロータリー財団学友に対する会員資格

（Membership　for　Rotary　Foundation

　　　　　　　　Fellowship　Alumni）

　職業分類による会員資格の基本原理の範囲

内において，元ロー・タリー財団奨学生が適当

な時期に彼の職業上の基礎の下にロータり
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一・ Nラブの会員としての資格が生ずること

は十分期待できることである。然しながら，

ロータリー財団学友のために斯様な名の下に

特種の会員制度とか職業分類を設定すること

はロータり一の職業分類の原則と一致しない

が故に望ましくない。（理58－59；61－62；

66－－67）

　ロータリー財団奨学生を奨学生たるの故を

以て名誉会員に推薦せんとすることは甚だ望

ましくない。（理52－53；58－59）

同一のクラブで同時に正会員及び名

誉会員になること　　　（Active　and

Honorary　Membership　in　Same　Club）

　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，他の正会員や名誉会員の権

利，特典，責任を決定するに当ってクラブ内

に常に混乱を引起す因になる。しかし，標準

クラブ定款，又は国際ロー一タリー一細則のいず

れにも，同一のクラブで同時に正会員と名誉

会員を兼ねてはならないという規定はない。

けれども，その細則の意図する処はこのよう

な二重会員となってはならないことを明らか

に示しているように思われるのである。（理

38－39）

名誉会員の特典

　（Privileges　of　Honorary　Membership）

　クラブ会員に有望な候補者を推薦する特典

を名誉会員が持つことは，国際ロータリー定

款の規定の精神に惇るものと考えられている

ので，その特典を名誉会員に与えることは許

されない，そして各ロータり一・クラブは，

有望な会員候補老の推薦はクラブで立派な資

格を持つ正会員，シニア・アクチブ会員又は

バスト・サービス会員によってのみなしうる

という規定を設けるように，その細則を改正

するよう示唆されている。（理60－61）

シニア・アクチブ会員

　　　　（Senior　Active　Membership）

理事会（1954－55）並びに1964年国際大会の

決定事項を表明している次の声明は国際ロー

タリー細則及び標準クラブ定款のシニア・ア

クチブ会員資格に関する規定をクラブが適用

するに際し参考となり且つ手引となるもので

ある。

1．　シニア・アクチブ会員資格に関する国際

　　ロータリー細則及び標準クラブ定款の規

　　定は標準クラブ定款を採用したクラブに

　　対して強制的なものである。然しなが

　　ら，標準クラブ定款の下に運営されてい

　　ないクラブに対しては強制的ではないが

　　それらのクラブも此の規定を採用するこ

　　とが期待されている。
2
．

3

4

一一 P16一

若し正会員（職業分類をもつ）がシニア・

アクチブ会員になった場合には，その人

のアディショナル正会員は自動的に正会

員となるものではないばかりでなくその

アディショナル正会員の資格は終結す

る。但しクラブがその人を直ちに入会せ

しめることを選ぶならぽ勿論その人は直

ちに入会せしめられる。

若しアディショナル正会員が正会員にな

った場合（その人の元の正会員がシニ

ア・アクチプ会員になった後で）にはそ

の人のアディショナル正会員として同一・一

事業体から他の人を推薦する権利を有す

る。

アディショナル正会員はシニア・アクチ

ブ会員になれる。斯様な場合，元の正会

員はそのまま正会員として職業分類を継？’

続保持して行くものであり，クラブは他

の資格ある者を同一職業分類のアディシ

t

5

6

7

8

9

ヨナル正会員に選ぶことが出来るσ

シニア・アクチブ会員の資格条件の中に

示された「15又はそれ以上」「10又はそ

れ以上」又は「5又はそれ以上」の年数

は連続的であるということは必要とされ

ていない。

シニア・アクチブ会員がその職業から引

退したということはその人のシニア・ア

クチブ会員資格の立場に何等影響しな
い。

正会員がシニア・アクチプ会員となり，

その後他のクラブ正会員の保持している

職業分類と同一職業に変ったとしても，

その人は規定上シニア・アクチブ会員と

してのクラブ内の会員資格を維持する権

利がある。

シニア・アクチブ会員に選ぽれるには，

ローiタリー・クラブの元会員は嘗つてシ

ニア・アクチブ会員であったか，或はそ

の人が会員資格がなくなった時に既に国

際ロータリー細則又は標準クラブ定款に

定められた規定によってシニア・アクチ

ブ会員としての資格を持っておらなけれ

ぽならないo

自動的に，或いは自分自身の希望によっ

てシニア・アクチブ会員になった人は，

出席条件及び他の会員としての義務を果

す限り，何処に住居を持つに至ってもシ

ニア・アクチブ会員になったクラブにお

いてその会員資格を続けることができ
る。（本文書終）

　シニア・アクチブ会員の制度を利用するこ

とに関連したクラブ活動を奨励するため，地

区ガバナーは次の諸事項を行うべきである。

　（1）国際協議会（lnternational　Assembly）

に於て得たシニア・アクチブ会員の問題に関

する情報の摘要を地区ガバナー月信（Month・

】yLetters）に公表する。

　（2）この問題を地区協議会（District　As－

sembly）に提唱して，シニア・アクチブ会員

会　員　資　格

に関する定款の規定をなお一層よく利用する

ことによって得らるべき利益について説明す
る。

　（3）正会員がシニア・アクチブ及びパスト・

サービス会員になったために空席となった職

業分類を充すことによって，地区内のクラブ

が如何にその会員を増加することが出来たか

についての情報を，年間を通じて地区ガバナ

ーの月信に発表する。

　（4）地区ガバナーの公式訪問に際してクラ

ブ協議会（Club　Assembly）にこの問題を提

唱する。（理50－－51）

シニア・アクチブ及びパスト・サー

ビス会員のバッジと職業分類
　　（Class三丘cation　on　Badge　of　Senior

　　　Active　or　Past　Service　Member）

　理事会はシニア・アクチブ及びパスト・サ

ービス両会員のバッジには，「シニア・アク

チブ」又は「パスト・サービス」の文字の下

に，括弧で囲んだ（前職業分類　　　　）と

いう欄を設け，その会員がシニア・アクチブ

又はパスト・サービス会員になる直前まで，

保持していた職業分類を書きこむようにし，

更にこの職業分類をクラブ会員名簿やその他

氏名・職業分類を必要とするクラブ記録類に

書き入れておくよう示唆を与えている。　（理

45－46）

英本国及びアイルランドに於ける前

役員とシニア・アクチブ会員（Senior

　Active　Membership　of　Past　O缶cers

　　　　in　Great　Britain　and　Ire丑and）

　理事会は，R．1．　B．1．の理事会がシニア・ア

クチブ会員に関する国際ロータリー細則鉦3

条第3節の規定の言葉づかいに対して下した
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解釈一即ち，「……現に国際ロータリーの

役員であるか或は嘗て役員であった……クラ

ブの正会員は，本人の希望により，そのクラ

ブのシニア・アクチプ会員になることができ

る」という条項は，英本国及びアイルランド

地方に関しては，R．1．　B．1．理事会の選挙によ

る役員及び英本国及びアイルランドの地区ガ

パナーであって1938年7月以降退職した者

も意味することに同意する。（理41－42）

　国際ロータリ・・一一での過去の役職に言及する

ときは，如何なる事情の下にあっても，地区

ガパナーとしての元の奉仕に対する言及は，

グレート・ブリテン及びアイルランドにおけ

る国際ロータリー代表としての，元の奉仕を

含むものと解さるぺきものとする。（理66－

67）

再建されたクラブに於けるシニア・

アクチプ及びパスト・サービス会員
　（Sen量or　Active　and　Past　Service

　Membership　in　Re－Established　Clubs）

　理事会はシニア・アクチプ及びパスト・サ

ービス両会員の資格に関する定款の規定を変

更する機能を有しないことを認めるが，戦争

のため囲際ロータリーへの加盟が取消された

クラブの有する障害のための緊急の措置とし

て，これらのクラブが再建された場合，もし

希望があれば，そのクラブが国際ロータリー

に加盟していなかった期間をもシニア・アク

チブ及びパスト・サービス両会員の資格を定

める際に加算して考慮してもよい。　（理45－

46）

会員数の最小限

　　　（Minimum　Number　of　Members）

理事会は以下の如き方針を確立している：

ロータり一■年度の最初の月に於てロータり

一・ Nラブが会員数20名未満と報告した場

合には，地区ガバナーは同クラブと連絡して

会員数減少の理由を訊し，再興について如何

なる手段が講ぜられているかをたしかめるべ

きである。

　地区ガバナーは，その調査の結果を国際ロ

ータリー会長に報告し，会員数の問題の解決

に対して，如何なる援助をクラブに与えたか

を示さなけれぽならない。（理53－54，62－

63）

クラブの内部的拡大
　　　　　（Extension　W三thin　the　Club）

　国際ロータリー事務総長及び役員はクラブ

の内部的拡張の重要性に重点を置くように要

請されているが，特に次の諸点が強調されて

いる：

　（1）会員選考及び職業分類両委員会のメン

バー一一はその任期に継続性をもたせる事が望ま

しい。

　（2）クラブ所在都市内の有益にして且つク

ラブに代表を送るにふさわしい事業の調査を

屡々行い，これと関連して永久的且つ最新の

充填及び未充填職業分類表（Record　of　Filled

and　Un創led　Classi丘cations）を保持できる

ようにする。

　（3）空席の職業分類（Unfilled　Classi丘ca－

tion）は一度に多数でなく，数個ずつクラブ

に発衷するようにする。（理39－一一40）

均衡のとれた会員組織

　　　　　　（Balanced　Membership）

　事業又は専門職業の分類が片寄らないよ

う，そして同時に地域社会の事業及び専門職

業の実態を代表するように良く均衡のとれた

会員組織を維持しようと努力する場合，事業

又は専門職業の分類の一又は極限された数に

一118一
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会　員　資　格

片寄っている地域社会のクラブは，関連して

いる職業分類の同一のグループに入るはっき

りした職業分類に入会せしむべきアディショ

ナル正会員を含む正会員数の限度を決定する

のに困難を感ずることがある。兎もあれ，色

々と変った事情の観点においては，斯様な事

情にあるクラブによって採用されなけれぽな

らない制限の範囲は，その関係クラブによっ

て決定されなけれぽならないもので，一般に

応用できるような限度は国際ロータり一で設

定することは出来ないし又してはならない。

（理59－－60）

　各ロータリー・クラブは，標準クラブ定款

に規定された職業分類並びに会員選考の原則

に従い，出来るだけクラブの所在地域社会に

あるすべての認められた事業，専門職業又は

団体の代表者をそれぞれ一一名会員に持つよう

にしなけれぽならない。

　各ロータリー・クラブは毎年所在地域の職

業分類調査を行い，それによって事業及び専

門職業の真の，広範囲な横断面たる均衡のと

れた会員組織をつくるための確実な基礎とし

て充撰，未充填職業分類表を作成しなけれぽ

ならない。（理62－63）

クラブ内に代表的会員（Representative

　　　　　　Membership　Within　Clubs）

　各ロータリー一・クラブはその所在する地域

社会の職業活動の真の横断面でなければなら

ない。そのためには，各地域社会においてロ

ータリーの綱領が達成されるように全ロータ

り一・クラブがその潜在的能力を十分に活用

するよう益々努力すぺきである。（理60－61）

アディショナル正会員

　　　　（Additional　Active　Members）

　アディショナル正会員に関する規定はロー

タリーのあらゆる分野を通じて強調されなけ

れぽならない。各クラブはこの規定を利用し

て，より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特典を享受せしめると共に会員

数の増加につとめるぺきである。各クラブは

又，アディショナル正会員の資格は正会員の

それと同一であること，及びかかる資格を有

する者のみが正会員にせよアディショナル正

会員にせよ，ロータリ・一・ec入会を考慮される

のであるということを記憶しなけれぽならな

い。（理52－53）

　ロータリー・クラブは，他の地域社会へ移

転するロータリアンにその会員資格を持続せ

しめ，かくて，所属クラブ地域外へ移転のた

めに会員資格を喪失する口inタリアンの数を

少くする一つの方法として，標準クラブ定款

第5条第5節（ロ）項の規定によりアディショナ

ル正会員を選挙できることに注意されるべき

である。（理65－－66）

　国際ロータり一の細則第3条第2節（ロ）及び

標準ロータり一・クラブ定款第5条第5節㈲

の「アディショナル正会員」に関する規定に

ついては，理事会は，この場合「ロータリー・

クラブ」，「その元のクラブ」と言っているの

は，会員候補老が元正会員であったところの

クラブを含め，あらゆるロータり一・クラブ

を意味するものと解している。（理66－－67）

会員候補者のクラブ例会への招待

　　　（lnviting　Prospective　Member　to

　　　　　　　　　　　Club　Meetings）

　クラブが入会予定者を，入会申込カードに

署名する前に，数回のクラブ例会に招待する

習慣を採用することに対して理事会は賛意を

表している。（理49－50）
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新会員の入会式

　　　　（lnduction　of　New　Members）

　（イ）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員のクラブ入会式を，それぞれ独特の威厳

あるやり方を考案して行うよう示唆を与える

べきであると指示されている。

　（ロ）基準となる統一的な入会式が準備され

又は各クラブに示唆されることはない。

　㊨　事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員を直ちに一つ又はそれ以上の委員に任命

して，その委員長が彼を同化させる責任を持

つという方法を，クラブに示唆するよう指示

されている。

　（＝）事務総長は，地区ガバナーが更にロー

タリー教育を盛んにすることの必要を強調

し，この問題に関して利用し得る資料が中央

事務局から入手出来ることを，各クラブに注

意するよう示唆すべきである。

　（＊）地区ガパナーは，地区内から1クラブ

を選んで地区協議会に際して10分間，クラ

ブ例会に於ける新会員の威厳ある入会式を実

演させるようにすぺきである。

　㈲　事務総長は，もしガパナーから依頼が

あった場合には，指針として，1，2の入会

式のやり方を送付しなければならない。（理

44－－45）

名を呼び合う習慣

　　　　　　　（First　Name　Custom）

　ロータリー会員が仲間の会員に姓ではな

く，名（first　name）で呼びかけるのは単なる

習慣である。クラブがこの習慣を採用するか

どうかは自由である。或る場合にはこの習慣

がそのクラブの存在する国の人々の一般の習

慣と一一致しないこともあり得る。

　1931－・・－32年度理事会は国際ロータり一の

公式刊行物にはニック・ネームを使わないこ

とに同意した。

婦人は会員資格がない

　（Women　Not　Eligible　to　Membership）

　国際ロータリー定款（第4条第3節）は，

「ロータり一・クラブは次に定められた資格

を有する塁迂よりなり……」及び「彼等は成

年男子で，人格者であり且つ職業上名望ある

…… vとはっきり述べている。

　国際ロータリー細則第3条第6節は，「ク

ラブの区域内に現に居住し，又は嘗つて居住

しており，且つその地方又は他の地方でロー

タリーの理想の普及に功労のあった男子をク

ラブの名誉会員に選ぶことができる。」

若い人を入会させる準備をすること
（Provid三ng　Membership　for　Young　Men）

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアディショナル正

会員の規定を利用し，又，正会員がシニア・

アクチブ会員になったため空席となった職業

分類を若い人で補充することが望ましい。

（理42－43）

　地区ガバナーは，より若い人々をロータリ

ー・ Nラブに引入れるための手段としてアデ

ィショナル正会員及びシニア・アクチプ会員

の規定を大いに利用するよう各クラブに強

調することを要請されている。（理49－50，

50－51）

　大都会の中の判然たる商工業の中心に更に

別のロータリー・クラブを結成することはロ

ータり一・クラブがより若い人々を確保する

一方法として奨励されている。（理49－一・50）
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不本意な元ロータリアン

　　　　（lnvoluntary　Past　Rotarians）

　定款にも細則にもかくの如き事態に対する

規定がないのであるから，不本意ながら元ロ

ータリアンであった人々の団体を，国際ロー

タリーと何等かの関係のある団体として認め

ることは理事会として明らかに不可能なこと

である。特に，実際にも存在せず，又国際ロ

ータリー定款及び細則がそのように変更せら

れるまでは，存在する筈もない国際ロータリ

ーとの関係を示すような名称の使用をある団

体に許すこと，或はこれを奨励することは，

理事会として不可能なことである。（理24－

25，　49－50，　62－63）

兀ロータリアンのグループ
　　　　（Groups　of　Former　Rotarians）

　理事会は，元ロータリアンの団体を組織す

ることを奨励する基本として，その創設に関

する次の声明書を採択した：

元ロータリアン・グループの組織化

　（Organization　of　Groups　of

　　　Former　Rotarians）

　知己を広め，友好を厚くし，他人への奉仕

に対する個人の積極的関心を増進する目的で

結成される元ロータリアン・グループに対し

ては好感を持つものである。以下の手続に基

づいて結成され，活動する限り，斯様なグル

ープの創設に対し，何んら異議はない。

　1．元ロータリアン・グループの組織化の

首唱は，関心を持つ元ロータリアンによって

企図されるべきものとする。

　2．元ロータリアン・グループは，その会

員の適性資格を確認する方法を決定し，かつ

その会員にロータリーの現会員または，ロー

会　員　資　格

タリアンの経歴の全然ない者を含めないこ
と。

　3・元ロータリアン・グループは，以下の

条件の限度内に於ける決定に基き結成並びに

運営すべきものとする。

イ）元ロータリアン・グループの会員は，

　　個人的に又グループとして「元ロータリ

　　アン」または「パスト・口inタリアン」

　　として証明の出来ること。

ロ）元ロータリアン・グループは，その名

　　称乃至出版物に，「ロータリー」，「ロータ

　　リー・クラブ」，「ロータリアン」（前項

　　「イ」の場合を除いて）又は「国際ロータ

　　リー」という語を使用せざること。また

　　斯様なグループまたは会員個人は，ロー

　　タり一の徽章またはその変形乃至その他

　　の類似の徽章を使用せざること。

ハ）元ロータリアン・グループは，国際ロ

　ータリーの加入クラブであるとか，如何

　なる意味に於ても公式的に，国際ロータ

　　り一の一部であるとか，国際ロータリー

　から承認されているとかを直接，間接に

　暗示してはならないこと。

二）元ロータリアン・グループの目的は，

　会員相互間に知己と親睦を広め，各会員

　に奉仕活動に参加する機会を与えること

　にあるものとし，グループのプログラム

　及び活動は，斯様な目的と一一致させるこ

　と。

ホ）元ロータリアン・グルーtbプは，政治問

　題に関し或は国際ロータリー乃至加盟ク

　ラブの組織，運営，活動に関し団体とし

　て公的言動をなさざること。

へ）元ロータリアン・グループは，如何な

　る問題についてもロータリー・クラブ乃

　至ロータリアンに回章する権利は有せ

　ず，かつ斯様な行動は慎むべきものとす。

ト）　本来，元ロータリアン・ゲループの会

　員は，ロータリー・クラブの会合或は国

　際ロータリーの会合に出席する権利を持
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　　たないし，又そうでなくとも．当然国際

　　ロータリー又はその役員，ロータリー・

　　クラブ乃至その役員又は国際ロータリー一

　　公式名簿を含め国際ロータリーの出版物

　　にも接する手段を持っていない。

チ）何れの元ロータリアン・グループに対

　　しても国際ロータリー・－tl＝よる財政的援助

　　は提供さるべきではなく，また斯様なグ

　　ループは国際ロータリー又はその加盟ク

　　ラブに対し，財政的援助を求むべきもの

　　ではない。

リ）元ロータリアン・グループの会合は，

　　ロータリアンの出席成績の基準とはなら

　　ない。

　元ロータリアンたちは，前記の手続並びに

条件に従い，グループを結成するよう奨励さ

れている。但し斯る奨励は，そのグループの

提唱又は公式承認を成立させるものでないこ

とと了解すぺきである。（理64－－65）

不本意ながらクラブが解散した後の会

員の地位（Status　of　Rotarians　Following

　　Involuntary　Dissolution　of　Clubs）

　理事会は，不本意ながら解散したロー一タり

一・ Nラブの会員のその後の地位に関し，次

の如き措置を講じている。

　自国から避難して来たロータリアンを新た

に事業或は専門的職業に従事しようとする都

市にあるロータリー・クラブの会員に選ぶこ

とができるし，又選ぼれた例が虞々ある。尤

もそれは定款に従ってクラブ自身が決定する

ことであると理事会は指示している。

　ロータリアンである処から生ずる深い友好

と奉仕の機会を楽しむためveロー・一タリーは会

合するのであるが，そのクラブ所在都市の生

活に同化することが出来るのでなけれぽロー

タリーに入っても無益であるように思われ

る。理事会はこの問題を提起させることにな

った動機を理解すると共にこれに対し深い同

情を感ずるものであり，自分の落度でもない

のに真に不本意ながら一時的にロータリーの

友好を奪われた人々の心の中に，ロータリー

は依然として残っていると考えるのである

が，自分の良く知っている都市以外の都市の

クラブで形式的に会員の地位を与えられるこ

とによって，失ったロータリーの友好が償わ

れるとも考えられない。のみならず理事会

は，彼等のロータリーとの正常な関係が復活

したときに元ロータリアンに面倒な事態が生

じた実例を知っているのである。（理39－40）

クラブ例会への学生招待
　　（Students　as　Rotary　Club　Guests）

　各クラブは大学その他の学校の学生に関心

を持ち，学生達がロータり一の理想や原理を

よく知っているかどうか確めることを奨励さ

れている。理事会は，各クラブが，その昼食

会に学生をお客として招く計画に同感であ

り，クラブがこのようなお客を招くことを奨

励したいのであるが，学生は，学生としては

ロータリー・クラブの会員にはなり得ないの

である。ロータり一・クラブは定款細則に明

示された種類の会員しか持てないからであ

る。（理26－27）

会員カード（Membership　Cards）

　1910年，国際ロータリーの国際大会に於て

ロー一タリアンに対して会員カードを発行する

準備を行う権限が理事会に与えられた。

　理事会（1912－－13）は一定形式のカードを採

用し，これを全クラブが使用することを薦め

た。このカードが会員証明票として知られて

いるものである。

　ロータリー財団への寄付に関し，入会の条

一122一

件とするか又は斯様な条件を表明した言辞を

入会申込カードに書き入れてはならない。理

事会は，国際ロータリー財団に寄付すること

を入会条件とする規定を設けること及びその

条件をロータリー会員証明カードに表記する

ようクラブ細則を改正することは，これを阻

止する。（理56－57）

　ロータリアンが個人的に知られていないク

ラブを訪問する際には必ずこの会員カードを

提示して自己を紹介しなければならないこと

になっている。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー会員でない者に対する証

明書その他の発行
　（Credentials，　etc．　for　Non・Rotarians）

会　員　資　格

　国際ロータリ・・一のためにロータり一の用事

で旅行する老以外に，証明書，身分証明書，

或は紹介状を発行することは国際ロータリー

の方針に合わないものである。国際ロータリ

ーはこの方針に従って，学生，或は旅行する

ロータリアンの子弟に紹介状を発行して，個

々のロータリアンやクラブの役員に対し身分

証明又は紹介に役にたてることはしない。

（理37－38）

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の老に対して証明書，身分証

明書或は紹介状を発行すぺきではないと理事

会は信じている。ロータリー会員はすべてそ

のクラブに属するが故にその会員証明カード

を所持しているものである。（理41－42）
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名称及び徽章
（Name　and　Emblem）

　Rotaryという名称は，最初のクラブに於

て，その会合を会員の事業所で交互　（in　ro－

tation）に開いた処から始ったのである。この

言葉は国際ロ■・－pタリー（Rotary　International）

という名称や「彼はロータリーに於ける最年

長者である」という文章に於けるように名詞

としてロータリーの全組織を示すのに使用さ

れることが最も多い。又，「ロータリー」のお

かげで彼は立派な市民になった」という文章

に於ける場合の如く，ロータリーの理想や原

理を意味している場合もあろう。Rotarianと

いう言葉は，名詞としてロータリアンのこと

を言うか或は「ロータリアン誌」という名称

に使われるだけである。如何なるロータり

一・ Nラブも，個々のクラブとしても又集団

としても，それらが国際ロータリーの定款に

従って設立されていることを示す処のロータ

リーという名称以外の名前を付けてはならな

いし，又，ロータり一という名称以外の名前

の下に活動してはならない。尤も各地区は国

際ロータり一（Rotary　International）の名称

を用い，それによってローeタリーの理想，原

理及び目的の普遍性を示すことになってい
る。

徽 章（The　Emblem）

　1905年か或はそれより少し後にシカゴ・ク

ラブによって考案され採用されたロータリー

の最初の徽章は車の輪の形を現わしていた。

他のクラブが結成されるに従ってこの徽章も

段々と修正され，時に歯車が使用されたこと

もあった。そして1912年の大会に於てこの

歯車を現わす徽章が採用されたのである。

　1919－20年度国際ロータリー理事会は，

1912年に採用された徽章の説明が明確を欠

くという議論が多いのを認め，2名のロー一タ

リアンが提出した図案を受け入れ，更にこの

徽章を使用する場合には，そこに記された文

字を変更してはならないし，又その他一切の

変更を加えてはならない旨を規定した。この

理事会の決定は1921年の大会に於て確認さ

れている。

　1922年の大会に於て採択された国際ロー

タリー細則改正条文には次のように規定され

ている。即ち「国際ロータリーの目的と綱領

の達成を助長するため，理事会はすべてのロ

ータリアンの専用とその利益のために，国際

ロータリーの徽章，襟章及びその他の標章を

制定し，且つ之を保護する」

　しかし，1922年の国際ロータリー定款及び

細則の改正条文の採択以来，この細則に規定

された徽章の採用に関しては理事会は何等の

措置も講じていないことが指摘せられた。そ

こで，国際ロータリー理事会（1923－24）は

国際ロータリーの公式徽章の記述を採用し

た。そしてこれは1929年度大会に於て採択

された大会決議29－12によって確認された。

　国際大会で確認された徽章の公式記述は次

の通りである。

　国際ロータリーの公式徽章は，6本の輻と

24の輪歯及び一つの襖穴のある歯車である。

1個の輪歯が各輻の中心線上にあり，輻と輻

との中間には3個の輪歯がある。歯車は次表

に示す寸法の比例で造られている。“Rotary

International”の二つの文字は輪縁のくぼ

んだ処にある。輪を縁で立てて見ると，
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“Rotary”の文字は上部の窪みに輪歯5個分

の長さに現われ，“lnternational”の文字は下

部の窪みに輪歯約9個半の長さに見える。両

側にこの二つの窪みの間に位して文字のない

窪みがある。これら四つの窪みの内，どの二

つの間隔も下記比例に従って2単位であり，

又，窪みと内外の輪線との間隔は1／2単位で

ある。輻は先細で断面は楕円形である。輪が

“Rotary”の文字をとにして立っている時は，

向い合った二つの輻の中心線は輪の縦の直径

を形造り，回転最高所に達した模穴を両断す

ることになる。輪歯の両側面は外側に稽々ふ

くれている。従って輪歯と輪歯の間の空間は

略々機械的に正確である。正確な設計の比例

は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　単位
全体の直径………………・・…………・61

中心から輪歯の基部まで……………26

輪縁の輻（内端）から輪歯の基部ま

で………………・・…・……・………・・81／2

こしきの直径……………・…・…・……12

軸の直径………………・・……・………7

輻

　輪縁と合する点に於ける輻………5

　軸の中心における輻………………7

襖穴の垂直断面

幅一・…・………・……・・…………1・／、

　深さ………・………・………………・7／8

輪歯

基部の幅…………一・………・…41／、

先端の幅……・…一・・…一…－2・／、

　高さ……………・…・・……………4　i／2

文字

窪みの幅一…一……………－5・／、

　文字の高さ………………・・……・…4

　輪を一層奉仕の象徴たらしめるため上の記

述に懊穴が加えられたことに注意すべきであ

る。その上，輻の位置も定められている。こ

のロータリー輪の記述の変更は，既に発行し

た許可書には影響しないことになっている。

名称及び徽章

然し，許可書は出来るだけ速かに喫穴を入れ

るよう変更しなけれぽならない。襟ボタンの

場合は小型であるため模穴をこの中に入れる

必要はないことと了解されている。

　ロータリーの色は徽章の中に次のように坂

り入れられなければならない。即ち輪全体と

して金色でなけれぽならないが，輪縁の四

つの窪みの部分は濃紺青色とする。窪みの

“Rotary”と“lnternational”の文字は金色で

表わし，中心と襖穴は空白のまま残しておく

ものである。（ダラス国際大会決議29－－12）

役員バッジの使用及び徽章の変更は

認められない　（OMcers’Badges　and

Modification　of　Emblem　Not　Approved）

　ロータリアンがそのロータリーに於ける役

員としての地位を示すために独特のバッジ，

宝石或はリボンなどを使用することは，国際

ロータリー職業人の会にはふさわしくないと

理事会は信ずる。故に斯様な徽章は地方的習

慣として用いる国以外においてはその使用を

否認する。但しロータり一の国際大会や地区

大会等で使用される簡素な一時的な名札或は

リボン等はこの中に含まれないものである。

　又，国際ロータリー理事会では（ロータリ

徽章の製作者を含めて）関係者全員に対し，

徽章を使用する国際ロータリーの全構成単位

は如何なる場合にもこの徽章に何等変更を加

えずして使用するよう強調している。

　更に国際ロータリー理事会では，各ロータ

り一・クラブ及び製作者が，当分これを侃用

する権利のある人々に対するロータリーの襟

章の配布及び保持を十分慎重に行なうよう要

望している。（理28－29，55－－56）
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名称及び徽章の保護
　（Protection　of　Name　and　Emblem）

　Rotaryという文字は如何なる辞書にもあ

る文字であるから国際ロータリーといえども

この文字を独占して使用するわけには行かな

い。しかし，国際ロータリーがこの文字に新

しい意味を与えたことは一般に認められてい

るのであるから，もしRotaryという文字が

他の人々に使われて彼等が国際ロータリーに

関係しているような印象を与える恐れのある

場合は断乎これを止めさせなければならな

い。

　1919年米国特許局は「ロータリー・シャツ

製造会社」と称する一会社がロータリーの名

称と徽章を自己の商標として登録せんとした

ことに対して国際ロータリーの行った異議を

正当と認めている。

　又，1928年に，同じく米国特許局は，アイ

ルランドのベルファストにあるGallaherな

る会社が或る種の煙草製品の商標としてロー

タリーという言葉を米国内に登録せんとした

ことに対して提起した国際ロータリーの異議

を正当と認めている。又，テキサス州ヒュー

ストンのTheo．　Keller会社が1913年に取得

し，Gallaher会社がその譲渡を求めた煙草製

吊に対するロー一タり一という商標の登録を抹

殺することを求めた国際ロータリーの請願も

同じく米国特許局によって正当と認められた

のである。

　英国及びアイルランドのクラブも，国際ロ

ータリ・tS■がRotaryという文字に特別の関心

を持っており，もし誰かがRotaryという文

字を含んだ商標を登録せんとした場合には特

に配慮して国際ロータり一に異議を唱える機

会を与えてくれるよう英国の特許局に了解を

求めてある。

　1954年にロータリーの徽章は，米国特許局

の登記原簿に奉仕団体のマ「クとして登録さ

れた。又米国においては商標並びに集団的会

員制度のマークとしても登録されている。ロ

ータリーという名称も米国特許局の登記原簿

に登録された。斯様な登録により最近国際ロ

ータリーは他の者がロータリーの徽章を使用

出来ないようにすることに成功しており，又

ロータリーと無関係の者がロータり一の名称

を使用し，ロータリーと関係があるように見

せたり，思わせたりして社会を混乱させるよ

うな場合にはロータリーの名称を使用させぬ

ようにすることが可能になった。

　1962年，登録によりロータリー・クラブ所

在国におけるロータり一の名称並びに徽章の

特許権侵害及び誤用を防止する目的のプPグ

ラムが始められた。このプログラムの最終目

標は，それ等の国が，現在アメリカにおいて

国際ロータり一が保護されているのと同様の

保護を得ることである。努力が成功して名

称，及び徽章が登録された国もあり，登録方

法が手間取ってはいるが登録申請ずみ又は申

請中の国もある。

　この登録プログラムがその目的を達した時

には，ロータリー・クラブ並びにロータリア

，ンによるロータリーの名称及び徽章の専用並

びに利益を守るため国際ロータリーは，世界

で有利な立場に立つことになる。

　同様に，ロータリー・クラブがインターア

クト・クラブを提唱した諸国においては，イ

ンターアクトの名称及び徽章を侵害や誤用か

ら守り，これをロータリー・クラブ，インタ

ーアクト・クラブ並にこれらクラブの会員の

用に供するために，インターアクトの名称及

び徽章を登録しようとする計画が，始められ

ている。

徽章の使用認可
　　　（AuthoriZation　to　Use　Emblem）

国際ロータリーに対しロータり一の徽章

（襟章，バッジ，装飾，道路標識，その他の如

きもの）を付した物品の製造販売を出願する

個人や商社は多数に上っている。1919－20年

度国際ロータリー理事会では次のような意見

に一致した。即ち，令名ある個人或は会社か

ら正式の申出に接した場合，国際ロータり一

事務総長は自己の判断に基づいて，国際ロー一

タリーとしては申出の徽章の使用が，若し適

当と思われた場合異議はないが，万一それが

ロータリーの徽章を営利化せんとするもので

あると思われた場合にはその使用を断乎拒絶

すると共に，このような徽章の誤用には強く

反対である旨を明らかにした。

　許可証は或る規定と条件を守ることに同意

した商社又は個人に交付した。

　理事会（1961－62）は，全ロータリアンの

専用と利益のため，国際ロータリーの徽章を

維持且つ保存すぺき責任において，そして法

的地位に関し且つ同様徽章の正確な複製及び

許可された使用の持続に関して此点を強化す

る見解のもとに，ロータリーの徽章を製造，

販売及び使用せんとする商社及び個人のため

に免許料及び使用手続の設定に同意した。

　理事会は，承諾並びに許可の書式を含む免

許料及び使用手続を作成し，以て口ti・■タり一

の徽章又はロータリーの徽章をつけた品物の

製造，販売及び使用を商社及び個人に国際ロ

ータり一が許可し，その商社及び個人に，そ

の使用に対する免許料として口・一タリー徽章

商品の年間販売総額の免許料及び年次使用料

を国際ロータリーに支払わせるようにするた

め，事務総長にその権限を与え且つ指示した。

　ロータリー徽章の製造，販売又は使用を認

可するための免許料及び使用料手続の設定に

伴い，国際ロータリーによってこれまで発行

されていた総ての許可証は，それについての

条文に従い取り消された。

　ロータリー徽章を製造，販売又は使用する

免許状交付を申込まんとするには，関係商社

又は個人は次の規定及び条件に同意しなけれ

名称及び徽章

ぽならない：

　（1）ロータり一徽章のすべてのダイス型，

　　圧断機，カヅトその他の型は，妓に添附

　　してある写及び証拠書類“A”に示され

　　ている，ロータリーで承認され且つ採用

　　された記述に全く合致しなければならな

　　い。ロータリー・一一の徽章は如何なる方法に

　　おいても不完全なものにしてはならない

　　し，また無関係の標章と一緒に使用して

　　はならない。ロータリー徽章の襟章の中

　　心に宝石及び／又は役職又は会員の種類

　　を嵌め込んであるものは，ロータリー・

　　クラブの会員の使用のみに，そして免許

　　された製品として，免許契約書に特別に

　　承認され且つ目録に載せられた時にの

　　み，製造され且つ／又は販売され，そし

　　てロー・一タリー徽章型を歪めるとか，その

　　本質的尊厳を落すことのないように造ら

　　るぺきである。ロータリー徽章の斯様な

　　襟章の製造及び／又は，販売は此の規定

　　及び条件に従ってこれを遵守すべきもの

　　である。

（2）二つ以上の色で印刷される場合の徽章

　　は，ロータリーの公式色即ち濃紺青及び

　　黄金色のみで印刷することができる。

　（3）徽章は他の如何なる徽章又は名称と組

　　合せて製造したり使用されてはならな

　　いo

　（4）免許されたマークは（免許されたマー

　　クの使用ができるロータリー及びローtmタ

　　リー一一一の加盟クラブを除き）如何なる方法

　　においても如何なる人，商社，又は企業

　　体の商用便箋又は商用名刺に印刷され又

　　は使用されてはならない。

（5）徽章はその商標として如何なる人，商

　　社又は企業体によっても使用されてはな

　　らないし，又“ロータリー”又は“ロー

　　タリアン”という言葉は，その製造又は

　　販売する商品の商用名又は商標として或

　　はその記述に，如何なる人，商社又は企
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　業体によっても用いられてはならない。

⑥　免許されたマークは，ロータリーの考

　えで，不道徳，誤魔化し又は不面目なも

　のからなり又は含んでいるとか，人間，

　公共団体，信仰又は国家の象徴の名誉を

　傷つけ又は誤解させるもの，或は彼等を

　侮辱又は悪評に導くような如何なる製品

　にも或はそのようなものと一緒に使用さ

　れてはならない。

（7）　ロータリーは上記規定及び条件を変更

　し，改訂し，削除し又は追加する権利を

　保有する。そして被免許者は時々行わる

　べき変更，改訂，削除又は追加された通

　　りの規定及び条件に従うことに同意す

　　る。

（8）被免許者は，免許されたマークの使用

　　はロータ1）　一一，ロータリー・クラブ，ロ

　　ータり一・クラブ会員及びロータリーの

　　他の被免許老のみに認可されたものであ

　　るということを認知する。被免許者は，

　　認可されていない如何なる人，商社又は

　　企業にも免許された製品を意識して販売

　　しないことを約束する。（理61－62）

　会社又は個人も，インターアクト及び（又

はローターアクトの名称及び徽章を製造し，

販売し，又は使用する免許を申請することが

できる。かかる免許は，口■一一一タリーの名称及

び徽章の使用免許に対する一つの追加として

免許されるものである。ロータリー徽章の免

許公認された使用に関する規則や条件は，イ

ンターアクトやローターアクトの名称及び徽

章の使用にも適用される。

名称及び徽章の正しい使用及び不正

なる使用（Pr・per　and　Impr・per　Uses

　　　　　　　of　Name　and　Emblem）

　クラブの会員は，ロータリアンとして国際

ロータり一の徽章，襟章及びその他の標章を

侃用することができる。（国際ロータリー定

款第11条）

　国際ロータリー及びクラブの名称，徽章，

襟章，及びその他の標章は，何れのクラブ或

はクラブ会員もこれを商標又は特別の商品又

は如何なる商業上の目的にも用いてはならな

い。国際ロータリーはその名称，徽章，襟章

及びその他の標章をロータリー以外の名称又

は徽章と組合せて用いることを認めない。

（国際口Ptタリー細則第17条第2節）

　国際ロータリーの如何なる役員も国際ロー

タリー理事会の承諾なしに，如何なる他の団

体における彼の公式地位又は会員との関連に

おいて彼のロータり一の役職名の印刷を許し

てはならない。

　ロータり一の徽章の正しい使用とはどうい

うことであるかという問題については既に多

くの議論がなされている。ダラス大会の決議

29－12はこの問題に関する特別な規定を次

の如く示している。

　次の物にロータリーの徽章を使用すること

が認められている：

　（イ）国際ロータリー若くはその加盟クラブ

　　の使用するすべての用紙又は印刷物。

　（ロ）公式のロータリー旗。

　の　ロータリー国際大会その他のすべての

　　　ロータリー公式行事に用いる徽章，旗，

　　　装飾並びに印刷物，国際ロータリー及び

　　　加盟クラブの備品並びに造作物。

　　←）加盟クラブの道標。

　　㈲　ロータリアン及びロータリーに関係の

　　　ある婦人の着用する襟章。

　　次の如き場合は誤用である：

　　（イ）商品の商標或は特別の品質を表示する

　　　ための使用。

　　（ロ）他の徽章或は名称と組合わせて使用す

　　　る場合。

　　の　ロータリアン個人の商業用便箋或は名

　　　刺に使用する場合。

　　⇔　その他商売の為に使用する場合。
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　次の如き徽章の使用は認められてはいない

が許され得るであろう：

　ロータリアン及びその家族の個人的に使用

する物品及び彼等の差出す季節の挨拶状に使

用する場合。

　次の如き使用は阻止する：

　ロータリアンの事務所の戸や窓に使用する

場合。

仮ロータIJ　一・クラブ

　　　　　（Provisional　Rotary　Clubs）

　少くとも会員20名より成りその正式の国

際ロータり一加盟申込書が，国際ロータり一一

中央事務局で受領され且つ確認された組織集

団は，正式に加盟を承認されるまで仮ロータ

り一・クラブ（Provisional　Rotary　Club）と

呼ぽれる。クラブは国際口・一’tタリーに加盟し

て初めてロー一タり一・tクラブになるのであるか

ら，仮クラブの会員はクラブが正式に国際ロ

ータリーに加盟されるまではロータリーの徽

章を使用する資格を有しないのである。（理

35－一一36，　48－－49，　62－－63；64－65）

団体による公認されない名称の使用
（Unauthorized　Use　of　Name　by　Groups）

　仮ロータリー・クラブに関する場合を除

き，如何なる団体もロータリー・クラブであ

るとか乃至ロータリー・クラブ或は国際ロー

タり一の関連団体たる状態を表わすような方

法を以て，ロータリーという文字を使用する

ことは公認されておらず，従って許されない

ものとする。このようなロータリーという文

字の公認されない使用を防止するため，国際

ロータリー理事会は事務総長に対し実際的で

可能な手段を講ずるよう指示している。　（理

47－48；62－63）

　定款及び細則又は年次国際大会或は国際口

名称及び徽章

一タリー理事会の決議によって認められた

ものでなけれぽ，　“Rotary　Club”，“Rotary

International”，“Rotary”或は“Rotarian”等

の文字の使用は禁止されている。従って総て

の加盟クラブ及び個々のロータリアンは皆こ

の規定に従わなけれぽならない。

　加盟クラブは地方クラブ印刷物の名称の一

部として“Rotarian”という言葉の使用を遠

慮すべきである。（ダラス国際大会決議29－
12）

　理事会は，何らかの理由で各自の所属クラ

ブ会合に出席或いは参加不可能な会員達が，

友好とロータり一の接触を保つために組織さ

れた種々のグループに加わりたいと思う気持

は理解出来るし同情はするが，斯様なグルー

プがグループ名儀で，或いはその他直接間接

にロータリー・クラブであるか国際口inタり

一の支部と見られる又は思わせるような方法

で「ロータリー一一」或は「ロータリアン」とい

う言葉を使用することは認められぬものと言

明している。（理62－63）

　単一のクラブ又は一団のクラブの活動の名

に連結しての「ロータリー」という言葉の使

用は，その事業が直接斯様なクラブ又は一団

のクラブに関連すぺきもので，国際ロータり

一に直接にも間接にも関係させてはならな

い。「ロータリin」という言葉の使用は，ロ

ータり一クラブ又は一団のロータリー・クラ

ブの完全なる管理の下にない如何なる活動の

名前に関連させ，又は，その会員にq一タリ

アンでない人々又は団体を含む如何なる団体

の名称に関連させることも許されない。（理

60－61）

　理事会は，口i・・eタリアン達が，既定のロー

タり一の方針に反しない諸活動により知己を

広め友交を深める目的で，グループとして交

わるよう有意義な娯楽的，趣味的，または職

業的諸活動に相互に関心を持ち分ちあうよう

奨励している。但しロータリーの名称及び徽

章は，このようなグループの，多少とも既定
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の方針に反する諸活動に関連して使用されな

’V・こと，かつ何れのグループの運営並びに経

費も自己負担とすべきものであると了解する

こと。（理65－66；67－一一68）

ロータリーの色（Rotary　Colors）

　国際ロータり一の色は濃紺青及び黄金色で

ある。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー一旗（Rotary　Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　輪全体は金色，縁の窪んだ四つの部分は濃

紺青でなけれぽならない。窪みの“Rotary”

及び“lnternational”の文字は金色，中心と

懊穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青文字で輪の上部に“Rotary　Club”

の文字を又，輪の下部に都市，州，省或は国

家の名称を記入することができる。（ダラス

国際大会決議29－12）

建築関係に名称の使用
　（Use　of　Name　in　Building　Ventures）

　直接間接に国際ロータり一がかかり合いに

ならないよう，如何なるロータリアンの集団

或はロー一タリー・クラブの集団又は国際ロー

タリーの如何なる地区も，家屋或はその他の

建物の建設或は購入に当って，それと関連し

て「国際ロータり一」の名称を使用すべきで

はないと国際ロータり一理事会では考えてい

る。更に，国際ロータリー理事会は，このよ

うな関係で会員に割当てて資金を集めるべき

でないと考えている。（理44－45）

ロータリーの営利化
　　　　　（Commercializing　Rotary）

　ロータリアン同僚の間の商業関係に関する

P・一タリーの方針は次の如くである。即ち，

ロー一タリアンはその仲間の会員から彼が取引

関係を有している他の実業家に対する場合よ

りも多くの利便を期待してはならないし，ま

してこれを要求するようなことがあってはな

らない，寧ろ遙かに少いものを期待すべきで

ある。

　ロータリアンが，取引関係にある他の事業

家には普通与えないような特典を仲間のロー

タリアンに（ロータリアンであるという理由

だけで）与えるのは，競争業者に対するロー

タリアンの責任に反することであるし，又，

ロータリーの職業奉仕の原則にそむくことで

ある。真の友人というものはお互に何物をも

要求するものではないし，利益の為に友人間

の信頼を濫用することはロータり一の精神か

ら遠く遊離したものである。

　彼がロータリーでかちえた友情の当然の結

果として，ロータリアンが新しく商売を獲得

し又は商売が殖えたような場合は，これは口

鋤一 ^リーの内外を問わず，何処にでも起り得

る普通の発展と考えてよいのであり，ロータ

リー一会員たるものの信条に何等違反するもの

ではない。（理33－34）

ロータリークラブと配布
　　　　（CirculariZing　Rotary　Clubs）

　国際ロータリー理事会の方針は，如何なる

団体にも国際ロータリー加盟クラブに対して

広告を配布する権利を認めない。（理24－25）

　その所在地のロータリー・クラブに代表が

出ている米国のある印刷会社で，国際ロータ

り一前会長が同市のクラブで行った講演を基
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にして，ロータリーの教育的パンフレットを

つくり，販売の目的を以て世界中のクラブに

配布した。R．1．B．1．はこれにつき，国際ロー

タリー理事会に対し正式の苦情を申立ててい

る。依って理事会では次のような決定を採択

した。

　（イ）理解と親善の見地から，英国及びアイ

ルランドのロータリー・クラブに対して何か

刊行物を送る場合には，予めR．1．B．1．理事

会の承認を得べきである。

　（ロ）当印刷会社は，他国のロータリアンに

対してファースト・ネイムで呼びかけた書面

を出すべきではなかった。

　（A）営利を目的とする商社は，手紙に
rYours　Rotarily」と記してはならない。

　←）国際ロー一一タリー或はロータリー・クラ

ブ以外の処から発行されているパンフレット

に，国際ロータリーの徽章を付することは適

当ではない。

　㈹　「公式名簿」の序説には「国際ロータ

り一の公式名簿は，全ロータリアンへの情報

として毎年出版せられている。ロータリアン

はこれを商用の郵送名簿として用いてはなら

ないし，同様の目的のために他人に使用させ

てもいけない。

　従って，ロータリアンが自己の商売関係に

於て，ロータリーの役員名簿を利用すること

は正しい用い方ではない。（理29－一一30）

　この広告配布の問題に関しては，国際ロー

タリー理事会に於て次のような方針を声明し

ている；

　国際ロータリー■一公式名簿にせよ，地域或は

クラブの会員名簿にせよ，ロータリアン或は

クラブ又は地区等が，これらを広告配布のた

めに使用してはならないということが通則と

なっている。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータリ

ー理事会の勧告によって定められる限界内に

於て，営利に関係のない事柄に限り，他のロ

ータリー・クラブに配布することは許されて

名称及び徽章

いる。

　大会の決定によって定められた限界につい

ては，1929年ダラス大会に於て採択された

決議29－12の第2条第2節及び第3節にの
せてある。（理36－37）

　決SS　29－12，第2条，第2及び第3節は

次のように規定している。

　第2節如何なる事項に関しても，他のロ

ータり一・クラブの協力を得んとする加盟ク

ラブは，先ずそれぞれの地区ガバナーに対し

て，その目的と計画を提出し，その承認を得

なけれぽならない。

　第3節如何なる加盟クラブも，先ず国際

ロータリー理事会の承認を受けるまでは，他

のロータリー・クラブ或は個々のロータリア

ンに財政的i援助を求めてはならない。

ロータリー・クラブ及びロータリア

ンの名簿（Lists　of　Rotary　Clubs　and

　　　　　　　　　　　　　Rotarians）

　国際ロータリー事務総長は，商業上の目的

にせよ他の目的にせよ，どの職業分類による

会員の一覧表でも，理事会の承認を得ること

なしに他に洩らすことはしない。（理20－21）

　国際ロータリーの保管するロータリアンの

一覧表に関しては，国際ロータリー理事会で

は次のように意見が一致している。

　各クラブは，その会員一一覧表を中央事務局

に託しているが，その理由は，第1にクラブ

会員総数に関する半期報告を確認するため，

第2に「ロータリアン誌」発送用名簿として，

第3に，住所氏名を確めるため或は会員変更

の調査等事務的必要のためであって，これ以

外の目的に使うためではない。

　中央事務局は，クラブ会員一覧表を，その

クラブの承諾なしにクラブ以外のものに渡す

権利は持っていない。

　クラブ会員の一覧表を入手したいと思うも
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のは，そのクラブ自身から入手するか，或は

クラブから中央事務局に対し会員一覧表を渡

してよいことを確認した書面を，先ず手に入

れなけれぽならない。

　地区ガパナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の一覧表を請求した場

合は，事務総長はこれを与える。但し，地区

内の全クラブがこのことについて同意したと

いうことを，ガパナーは保証しなければなら

ない。（理37－一一38）

　クラブー覧表或はクラブ役員又は委員の名

簿は，ロータリー以外の機関に渡されること

はない。但し，政府機関より非常緊急の場合

法律上の要請がある場合，或は国際ロータリ

ー理事会又はその常任理事の同意がある場合

はこの限りではない。（理40－41）

　他の団体に対してクラブ又はロータリアン

の一覧表を提供したり，或はロータリー一文献

を配布することは，国際ロータリー又はその

加盟クラブの仕事の範囲内にあるということ

は考えられていない。（理54－55，国際ロー

タり一と他の団体についての方針声明138頁）

　クラブ幹事が，自己のクラブの会員名簿を

商売上の目的の為にこれを渡すことは普通あ

り得ることではないし，又，クラブ会員名簿

を会員以外に頒布する時は，幹事からクラブ

理事会の承認を得るようにするのが，賢明な

仕方である。

職業分類に基づく婦人クラブ
　　　　（Women’s　Classification　Clubs）

　婦人の為のロータり一・クラブの問題は，

ロー一タり一の初期から既に理事会の問題とな

っている。国際ロ“一一タリー理事会（1914－15）

では，婦人の事業家及び専門職業人から成る

職業分類によるクラブに対してロータり一の

名称を付けることを禁止することに決定した

が，もしこのような婦人クラブが他の名称を

付けることにすれぽ，彼等がロータリーの精

神を以て運営することには何等異存はないと

している。

　定款はロータリー・クラブが男子を以て構

成されることを明らかに規定している。これ

まで種々の婦人の団体が，婦人ロータリー・

クラブとしてロータり一から承認を得ようと

したが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられ

る。即ち，ロータリーとしては，婦人の事業

家及び専門職業人が多数ある都市に於て職業

分類による婦人クラブを結成することに対し

ては好意を持ち，これと友好的に協力しなが

ら種々の援助を惜しまないのであるが，ロー

タリーという名称をこれらのクラブに付けた

り，或はこれ等のクラブを国際ロ　一一タリーに

加盟させたり，又は，国際大会その他の運営

に参加させることを欲しないのである。（理

23－24）

婦人の補助団体
　　　　　（Women，s　Auxiliary　Units）

　国際ロータリー理事会（1918－19）は，「ロ

ータリー」又は「U－一タリアン」という文字

を使用する婦人補助団体を有するクラブがあ

るという情報に対し，このような組織をつく

るに当って「ロータリー」又は「ロータリア

ン」の文字を用いることを好ましくないとす

ると共に，ロータリー・クラブはこのような

団体が「ロータリー」という名称或はロータ

リアン」という文字を使用することを阻止す

ぺきことを決定した。

　1934－35年度及び1946－－47年度国際ロー

タリー理事会は次のような決定をしている。

　理事会は1918－19年度に採択した決定を

ここにくりかえし，役員及び加盟クラブに対

し，ロータり一という名称を付けている婦人

団体にはそれを中止させると共に，現在結成

一132一

中の婦人団体にはロータリーなる文字を入れ

た名称を採用しないように努力することを要

望する。ロータリアンの婦人の親族を以てク

ラブを結成することが望ましいか否かについ

ては理事会は何等の決定も行わないが，もし

これ等の婦人団体がロータリーという名称を

使用しないならば，関係老全部の最大の利益

となるであろうことを信ずるものである。

（理34－35，46－－47）

　理事会はロータリーの婦人補助クラブは合

法的に承認されることはないということに意．

見が一致した。（理49－－50）

　理事会は，世界の各地にある婦人団体が，

その名称にロータり一という文字を使用して

いる場合にも，又いない場合にもロータり一

に関係があるような印象を与えている事実を

考慮に入れている。これまでロータリー会員

の婦人親族がロータリー・クラブ及びロータ

リアンの社会奉仕及びその他の奉仕活動に於

て，個人的にも又団体としても，大いに協力

されたことについて，理事会は大いに感謝し

且つ賞讃すると共に，今後とも引続き協力を

歓迎するものであるが，国際ロー一タリーの定

款にはロータリー・クラブは男子の事業家及

び専門職業人を以て構成するとあり，ロータ

リー・クラブの補助たる婦人クラブ或はロー

タリアンの婦人親族を以て結成する同種のク

ラブに関しては，何等の規定もないという事

実に注意せねばならぬ。従って理事会はこの

ような婦人団体に対して公式の承認を与えよ

うとする国際ロータリー役員，加盟クラブ等

は国際ロータリー定款の規定の枠内で行動し

ていないこと，及びかかる承認はこれを中止

すべきであることを勧告するものである。

（理50－－51，51－52）・

　理事会は，ロータリアンの夫人がクラブ，

地区及び国際水準においてその主人のロータ

り一活動に参与することによってなしつつあ

る著しい貢献を考慮し，“超我の奉仕”とい

うロータリー原則の精神を例証するのに大な

名称及び徽章

る援助となったことに対して，その夫人方に

1949－50年同様再び感謝の意を表する。

　然しながら，1949－50年同様，理事会は国

際ロータり一の既定方針に従わない行動に対

する苦情を受けた事実にもとづき理事会の関

心を繰り返えす必要のあることを見出した。

それ故に理事会は，国際ロータリーはロータ

リアンの夫人がその主人のロータリー活動に

協力することを高く評価し且つ奨励するも，

その定款の規定及びその伝統の両面からし

て，国際ロータり一はロータリアンの親族で

あろうとあるまいと，如何なる集団又は会

にもそれ自体の目的のためにロータり一の名

称，ロータリーの徽章，ロータリーの公式名

簿，又は如何なる公式のロータリーの集りを

も利用することを承認することはできないと

いうことをロータリアン及びその親族が覚え

ておくことを力説する。（理49－50，61－一一62）

青少年クラブ及び同種の団体による

名称徽章の使用

　　　（Use　of　Name　and　Emblem　by

　　Boys　Clubs　and　Similar　Groups）

　多くのロータリー・クラブが青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータリー・

クラブが後援しているものもあること，又，

このようなクラブの名称には後援クラブとの

関係を示すために「ロータリー」或は「ロー

タリアン」の文字が入っている場合もあるこ

と，更に又，これらのクラブの中にはロータ

リーと関係のあることを示すような徽章や標

章を使用したがっているものもあるというこ

とを理事会は承知している。すべてのロータ

リー会員たるものは，此種団体に対して同｛4

あふれる援助と激励を与えるべきである。し

かしながら，この種の団体の目的が如何に立

派なものであっても，国際ロータり一はこれ

らの団体がロータリーの名称と徽章を使用す
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ることを許すわけにはいかない。ロータり一

の名称と徽章はa一タリー会員が自分達のた

めにのみ使用するものであるからである。と

いって理事会は，ロータリー・クラブの模範

を見習おうと努力しているこの種の団体を，

落胆せしめようというつもりではなく，それ

ら団体によってロータり一の名称や徽章を侵

害する恐れのない適当な名称や徽章が考案さ

れうると信じるものである。（理39・－40）

　ロータリーは，個々のロータり一・クラブ

が正当な青少年活動を活発に支持し，且つ引

続き援助することを求めるものである。

　しかしながら，ロータリーは，如何なる青

少年団体をも国際口）・・一タり一の正当な下部組

織とは認めないし，「ロータリー」又は「ロ

ータリアン」という文字の使用も又ロータリ

ーの徽章或は，これに類似の徽章の使用をも

認めない。（理49－50）

ロータリーの標語（Rotary　Mottoes）

　1950年のデトロイト大会に於て次の如き

決議が採択された。

　「超我の奉仕」“Service　Above　Self”とか

「最も良く奉仕するもの，最も多く報いられ

る」“He　Profits　Most　Who　Serves　Best”

という言葉は，40年の間ロータリーの根本的

な理想を効果的に表現しているモットーとし

て国際ロータリーに依って広く又常に用いら

れて来た。

　その結果，これらの言葉は口・一一タり一の原

則と綱領の一部として公衆及びロータリアン

の心にはっきりと印象づけられて来た。

　ロータリーはその職業奉仕活動に於て，

一それが物質的報酬であろうと又，精神及

び感情の健全と満足であろうと一奉仕は報

償の基本であるという根本的な真理を教えて

来た。

　これらの言葉は40年間も使われて来たた

め事実上モットーとなっているが，国際ロー

タリ■一一は正式にこれらをモットーとして採用

したことはなかった。従って

　第41回大会は，「超我の奉仕」及び「最も

良く務めるものは最も多く報いられる」の二

つの語句を，ロータリーの刊行物その他に於

て使用出来るロータリーのモットーとして指

定することを決議する。（デトロイト大会決

議　SO－－11，及び，アトランティック・シティ

ー大会の立法51－9による訂正）

　1950年のデトロイト大会は更に別の決議

（50－14）に於て，ラテン語を以てロータリ

ーのモットーを創作する案が採択され，最も

よい案を51年のアトラソティック゜シアイ
ー大会に提出することになった。（決議50－

14の全文については1950年大会議事録136

頁を参照）

　或るラテソ語の語句をロータリーの唯一の

公式のモヅトーとするため提出された決議案

（51－－15）は，1951年アトランティック・シ

ティー大会に於て，「更に研究を重ねるため

撤回と見倣される」ことになった。国際ロー

タリー理事会（1951－52）は，1951年大会の

決定に従い，更に研究を重ねた結果，ラテン

語でロータリーのモットーをつくることに関

してはこれ以上の措置を講じないことに決定

した。
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国家への奉仕
（National　Service）

ロータリアンと国家の関係
　（Rotarian’s　Relation　to　H三s　Country）

　第34回国際ロータり一年次国際大会は，

決議29－13を廃止して次の事項を蝕に決議

する：

　国際ロータり一は，思想，言論及集会の自

由，信仰の自由及び迫害からの解放に対し個

人の自由を明白に認めている。

　国際ロータリーは，各ロータリアンはその

属する教会又は宗教社会の忠実な信者であ

り，その宗教の教義をその行動によって身を

以て例証することを期待する。

　猶お，国際ローnタリーは，各ロータリアン

がその日常の個人生活，及び職業上の活動に

おいて，自国に忠実であり且つ奉仕的市民で

あるように務めることを期待する。（セント

ルイス国際大会決議43－14）

国事に関する方針の声明書
（Statement　of　Policy　in　National　Affairs）

　時々，国際ロータリー役員は，国際ロータ

り一又は一定国におけるロータリー・クラブ

は，経済上又はその他の困難の解決に関する

政府又は国家的計画の遂行，又は或他の国家

的計画に賛同し，又は奨励し支持すべきでは

ないかという質問に接する；そして

　国際ロ・一タリーは，国際的組織であり，そ

の役員は世界を通じての運動の奉仕老であっ

て，その運動の国家的部門ではない；そして

　各ロータり一・クラブは，その会員の啓蒙

について考慮すぺき事柄は，クラブ自身で決

定しなけれぽならないということが，ロー一タ

リー組織における運営の基本的規定の一つで

ある；そして

　如何なる政府又は国家の計画に賛同し又は

奨励することは，之れに直接関係のある国の

人以外のロータリアンには受入れ難いことが

ありうる。或は同国人であっても，提案され

た政策に対して良心的に賛成出来ない立場に

ある人を当惑せしむることもありうる；依っ

て，

　第25回国際ロータリー年次大会は，何時

たりとも斯様な質問が国際ロータリーの役員

によって受取られた場合には，その質問をし

た責任者に，国際ロータリーの方針の説明と

して本決議を送り，関係国のクラブに対し本

件取扱の事情及びその理由を通告し，特に本

決議前文と斯様な事柄に対し個々のロータリ

ー・ Nラブの方針として定められた標準クラ

ブ定款第9条第1節及び第2節に注意を払う

ようにすることを蚊に決議する。（デトロイ

ト国際大会決議34－16）

国事に際しての団体行動
　（Corporate　Action　in　National　Affairs）

　クラブの注意が，公事に関する標準クラブ

定款の規定（第9条）に対して喚起されてい

る。そして論争のある問題の討論については

両方の意見が相当提示され，クラブが如何な

る論争ある社会法案に対しても団体行動を遠

慮しさえすれぽ，此の原理の侵害にはならな

し・o　（理　41－42）
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　ローPt一タり一・クラブ及びロータリアンは，

その国の新帰化人の教育に対し積極的かつ継

続的な一様な個人的関心を持つこと，そして，

若し未だ斯様な教育施設のない場合は，国又

拡地方政府の教育機関にその施設を奨めるよ

う運動することが勧奨されている。（理48－

49）

国家有事中のロータリ■－pt活動

　（Rotary　Activities　During　a　National

　　　　　　　　　　　　Emergency）

　如何なる国においても国家有事の際に，そ

の国のロータり一・クラブが他国のクラブと

平常通りの接触を保つことが不可能となる

か，或は不適当となった場合には，その国籍

を持つ現ガパナー又はガバナース，及び又は

全パスト・ガパナースは，ロータリアンは常

にその国の忠良なる愛国者であることが第一

の義務であるということを認識して，国家有

事の期間ロータリーをその国内に保存するに

可能性あり適当であると考える方策を取る義

務を有するものとする。（理37－38）
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ロータリーの計画

（Program　of　Rotary）

　ロータリーの計画は，国際ロータりk・一定款

第3条及び標準クラブ定款第3条に述べられ

ている綱領の中に示されている。即ち：

　ロータリーの綱領は，尊ぶべき事業の基準

として奉仕の理想を奨励且つ育成し，特に次

の事項を奨励育成するにある：

　第一奉仕の一つの機会として，知り合い

を拡めて行くこと；

　第二　職業上の高き道徳的基準；総ての有

用な職業の価値あることの認識；そして社会

に奉仕する好機としての各自の業務を，各ロ

ータリアンにより権威あらしめること；

　第三　各ロータリアンは，その個人生活，

職業生活，社会生活の別なく常にこれに「奉

仕の理想」を適用すること；

　第四　奉仕の理想に結ぽれた職業人の世界

的親交によって国際間の理解と友情と平和を

促進すること。

　1932年シトヤル国際大会で次の決議が採

択された：

　国際ロータリー理寓会は，毎年次年度の岡

際ロータり一計画を作成し，之れを提出して

大会代議員の承認を受けねぽならないという

1925年国際大会の決議は，目標と目的に対す

る計画の採用によって当然廃止され無効にな

った，そして

　国際ロータリーは，今では継続的計画を持

ち年々の改訂を要しないので，之れに関する

前記の決議を“実施中の有効な決議事項”の

目録から除かなけれぽならない，依って，

　第23回国際年次大会は，後日何等かの手

段が講じられるまでは，国際ロータり一の計

画は目標と目的1委員会によって作成され，

国際ロータり一理事会の承認をえた小冊子に

発表されるものとする。そして前記決議は

“実施中の有効な決議事項”の目録から除か

れることを蝕に決議する。（シヤトル国際大

会決議32－26）

ロータリーの基本的特色
（Fundamental　Characteristics　of　Rotary）

　国際ロータり一理事会（1962－－63）はロー一

タリーの基本的特色について次のような声明

を採択した。

　1，　ロータリーは世界中の人々の間に，奉

　　仕の理想に基づく理解，親善及び平和的

　　関係の発展，奨励及び育成に関係してい

　　るのである。

　2．　ロータリーは，個人に重きをおく奉仕

　　の理想を個人的並びに集団的に実行する

　　目的のため，ロータりin・クラブ組織下

　　に結ぽれた事業及び専門的職業人の世界

　　的友好団体である。

　3，　ロータり一・クラブはその会員を，各

　　個人の事業又は専門的職業活動の本質及

　　びその事業所の所在地に応じて職業分類

　　に基づいて選ぶものである。

　4，　クラブ例会への出席は会員資格を継続

　　するために設けられた最小限度の義務と

　　して必要である。かくして相互間の知り

　　あいを深め，友好関係が永続的友情への

　　第一歩として発展するであろう。

　5．　ロータリー・クラブは会員が飼人的及

　　び事業或いは専門的職業活動に於ける高

1後に（1951）プログラム企画委員会，（1966）企画委員

会と変更
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　き道徳的水準の認識を深め且つ実証した

　いという希望を助長する機会を会員に提

　供する。

6，　ロータリアンの宗教及び政治的信念は

　彼等自身の問題であると考えられてい

　る。ロータリアンは彼の信仰する宗教に

　誠実で，彼の祖国に忠誠であるべきこと

　が期待されている。

ロータリーと他の団体
　　（Rotary　and　Other　Organizations）

　次に示すものは，国際ロータリーと他の団

体とに関して理事会によって採択された方針

の声明書である：

　国際ロータリーは，総てが当然尊重されな

けれぽならない異なっている政治，経済，社

会並びに宗教的見解を持つ多数の国家及び地

理的地域にあるロー一タリー・クラブの連合会

である。

　その定款に規定された国際ロータリーの目

的は，世界中のロータり一を激励，発展，拡

大且つ管理し，そして国際ロータリーの活動

を調整し且つそを一般的に指導するにある。

　従って，国際ロータリーは広範な奉仕計画

を持ち且つ各クラブの活動を通じて此の計画

遂行のため，その精力と資力を提供する。

　国際ロータリーは，クラブの活動が他の団

体と類似していることを認識する。然しなが

ら，国際ロータリーの方針は他の団体の有用

な活動に関心を持ち之れを受入れるものでは

あるが，如何にその活動が立派なものであっ

ても国際ロータリーそのものとしてその活動

に参与し又はそれを確認することはしない。

特に，次のようなことは国際ロータリー又は

その加盟クラブの活動範囲内にあると考えら

れていない。

　1．他の団体の会員となること。

　2．仮令オブザーバーの形においても，他

　　の団体の活動に共同参加すること。

　3．　他の団体に，クラブ又はロータリアン

　　の名簿を提供したり，又，他の団体のた

　　めに文献を配布すること。

　4．　他の団体の計画又は活動を確認するこ

　　と。

　国際ロータリーの基金は，その加盟クラブ

によって，それ自体の目的に制限して提供さ

れたものである。従って，他の団体の活動に

寄付する訳にはいかない。同時に，国際ロー

タリーはその加盟クラブを通じて，個人とし

ての各ロータリアンが有用な地域社会の奉仕

活動を支持し且つ個人的に参与することを奨

励している。

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際ロ

ータリー理事会の承認なしに，如何なる他の

組織における彼の公式地位又は会員との関連

において，彼のロータリーの役職名の印刷を

許してはならない。（ダラス国際大会決議29

－12）

地域的ロータリー研究会
　　　　（Regional　Rotary　Institutes）

　理事会は，国際ロータり一の現在，元，及

び次期の役員が地域単位で，ロータリーの集

会をもつ手続を，原則的に承認している。こ

れらの集会は，国際ロータり一の現在，元及

び次期の役員のための地域的集会として企図

されたもので，理事会承認の下記の手続に従

って，開催さるぺきものとする。

　国際ロータリーeの多種多様の地域又は地帯

に住む国際ロータり一の理事は，その地域の

地区ガパナーと協議の上，地域的なロータリ

ー研究会の必要の有無を決定し，もし必要が

あれば，理事会の承認を得て，集会を開くこ

とができる。

　参加見込のある者にとって旅行距離が長か
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ったり，言語上の困難があったりして，只1

回の集会だけでは，情報や討議についての所

期の目的を達成し難い地域や地帯において

は，国際ロータリー会長は，より多くの現在，

元並に次期の国際n一タリー役員が参加でき

るよう，そこに居住する理事に，2回以上の

地域的研究会を開催することを，認めること

ができる。

　各地域的ロータリー研究会については，非

公式の報告を，その地域又は地帯に居住する

理事から，国際ロータリー会長並に事務総長

に提出し，理事会々員に廻付されるものとす

る。

　理事会は，ロータリー・一一・プログラム推進の

手段として，すべての地域又は地帯内の国際

ロータリーの現在，元，並に次期役員のため

に，地域的ロータリー研究会が開かれること

に，賛意を表している。更に理事会は，国際

ロータリーの目標やプログラムを達成するた

めには（これらは，会長，理事会並に事務総

長の決定や指導力によって発議され，又は，

継続されるものであるが），国際ロータリー

会長，理事会並に事務総長は国際ロータリー

の現在，元並に次期の役員からの完全な，且

つ，よく事情を知った支持や協力を必要とす

ることを認め，且つ，地域的ロータり一研究

会は，かかる支持，協力並に理解のための重

要且つ有用な交流の手段として，役に立つと

信じている。（理64－65；65－66；67－68）

　理事会は，地域的ロータり一研究会の日程

を作成する責任のある人々がロータリーの対

社会関係の問題並にその重要性を，日程に加

えることを考慮するよう，すすめている。

（理67－－68）

　理事会は，米国内の地帯で開かれる地域的

ロータリh－一集会は，その地帯内にある全地区

からの参加老を招待するという基本条件に基

づいて開催さるべきことに，同意している。

（理65－66）

ロータリーの計画

都市連合及びクラブ・ゼネラル・フ

ォーラム

　（Intercity　and　Club　General　Forums）

　ロータリー情報及び教育に備える手段とし

て，都市連合ゼネラルフォーラムは実際的で

且つ有効な手段である。そしてロータリー一一・

クラブはその集団の中心地に全会員を招き，

経験ある司会ロータリアン，普通国際ロータ

リー現役員又は旧役員，と共に午後か夜にロ

ータリーの一般性格や計画等について研究討

議するフォーラムを開催することが奨励され

ている。

　理事会は，ロータリー情報を広める手段と

して，出来る丈多くのロータリー世界の土地

tc，都市連合一般討論会を開き，国際ロータ

リー会長によって選ぼれた有資格指導者によ

って司会されることに同意した。（理49－50）

　予定出席老数が国際ロータリー会長指名の

リーPt’　一一の下に行う完全プログラムを保証で

きないような場合には，地区ガバナーは，都

市連合ゼネラル・フォ．’一ラムを夜か，午後と

夜の集会にして，国際ロータり一に費用をか

けずにリーダーをその地区又は近隣地区から

求めて行うよう奨励されている。（理57－58）

　理事会は又，クラブ単位において，ガパナ

ーの公式訪問の際及びロータリー年度を通じ

他の適当な時期に，クラブ討論会を開きロー

タリー情報の広報強化を行うべきことに同意

した。（理49－一一50）

クラブに計画資料の送付
　（Sending　Program　Material　to　Clubs）

　理事会は，クラブ会長が，ロータリー計画

の特別のものに責任をもち又は関心をもつク

ラブの委員長其他のクラブ会員に，如何なる

資料を直送すべきかを決定する権限を有する
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ことを認めている。

　しかし，クラブ会長が，事務総長の直接接

触に同意しているクラブの場合は，クラブの

委員長其他クラブ会員に，事務総長から直接

資料を送付することが認められている，（理

46－－47）

意義ある業績賞
　　　（Signi丘cant　Achievement　Award）

　理事会は，すぐれたロータリー・クラブ計

画を認めて，下の基準に基いて表彰する表彰

計画が樹立され実施されることに同意した。

1．各偶数年に，国際ロータリー理事会は

　　「意義ある業績賞」を設け，各地区内で

　　この偶数年の直前二ヵ年間に，この表彰

　　計画のため設けられている基準に照し

　　て，最もすぐれた計画を創始した一つの

　　クラブに，これを授与するものとする。

　　同様な賞が，世界中の無地区のロータリ

　　ー・クラブの中で，同じ期間に最もすぐ

　　れた計画を創始した2つのクラブに授与

　　されるものとする。

2

3

4

各奇数年の9月1日までに三名の委員か

らなる選考委員会が，本計画に参加する

各地区の地区ガバナーによって設けられ

るものとする。直前の地区ガバナーがこ

の委員会の委員長に任命されることが示

唆されている。地区内クラブからの応募

書をすべて受理し審査し「意義ある業績

賞」基準に最もよく合致した一つの計画

を選定することは，選考委員会の責任で

ある。

ロータリー・クラブからの「意義ある業

績賞」応募書並に付帯資料は，各奇数年

の11月1日までに地区選考委員会の手

許に届けられなけれぽならない。

地区選考委員会は，選考し，これを地区

ガバナーに提出し，ガパナーはこれに署

　　名して国際口・一タリー一一rg務総長に，偶数

　　年の1月1日までに届くよう，送付する

　　ものとする。かかる資料には，クラブか

　　ら提出された応募書並に補足資料と共に

　　「意義ある業績賞」授与に指定されたロ

　　ータリー・クラブ名を，含めるものとす

　　る。かかる応募書並に補足資料は，すべ

　　て，国際ロータリーの所有物となるもの

　　とする。

5．各無地区クラブは「意義ある業績賞」応

　　募書を提出することができる。応募資料

　　は各奇数年の11月1日までに事務総長

　　の手許に届けられなけれぽならない。

6．　国際ロータリー会長が任命した三名以内

　　のロータリアンからなる委員会が無地区

　　クラブからの応募書を審査し，本計画の

　　ために設けられた基準に照して最もすぐ

　　れた二つの計画を選定し，これを各偶数

　　年の1月1日までに事務総長に送付する

　　ものとする。

7．　理事会は，地区選考委員会並に無地区ク

　　ラブのために設けられた選考委員会から

　　の「意義ある業績賞」の推薦受賞者名を

　　受理し，「意義ある業績賞」を受くべき

　　ロータリー・クラブを決定するものとす

　　る。

8．　本賞は賞状又は飾板より成り，地区ガバ

　　ナーを通じて各地区の受賞クラブへ，又

　　国際ロータリー会長から無地区の受賞ク

　　ラブへ伝達されるものとする。

9．　ロータリー・クラブ又は地区が，共同計

　　画で応募することはできない。

10．　「意義ある業績賞」の選考委員会は，下

　　記の基準に照らして，すぺての応募計画

　　を評価し，最優秀クラブ計画を決定する

　　ものとする：

　イ．ロータり一綱領の1以上の部面を実現

　　　する助けとなるもの。

　ロ．ロータリー・クラブ，地域社会，国家，

　　　又は世界における重要な必要事項の解
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　　　決の助けとなるもの。

　ハ．ロ・一タリi・一・クラブ会員の大部分が，

　　　直接参加する必要のある計画。

　二．計画が良く樹立され，成功裡に継続さ

　　　れ又は完成されるという合理的な保証

　　　がなされていること。

　本計画による第1回の授賞は．1967－68年

に理事会が受理した推薦老に基づいて，1968

年に行なわれるものとする。（理66－67）

　理事会は，「意義ある業績賞」計画の1部

として，クラブが国際理解につくしたすぐれ

た貢献を認める計画も，樹立さるべきであ

り，この計画は「意義ある業績賞」計画のた

めに設けられた基準にもとづき，下の追加規

定によって実施さるぺきことに同意してい
る：

　1．各偶数年における「意義ある業績賞」

計画に関連して，理事会は一つの国際奉仕プ

ログラムを指定し，国際理解へのすぐれた貢

献に対する表彰に関連して強調せしめるもの

とする。

　2．「意義ある業績賞」を受賞したクラブ

計画の中から，理事会の指定したプログラム

に関連し，又，国際理解に最もすぐれた貢献

をしたと判定される3つの国際奉仕計画を選

び，各計画に夫々1，000弗の賞金を国際ロー

タリーより授与されるものとする。但しこの

賞金はその計画の目的を拡大するために使用

することを条件とする。そのためにこの賞金

が授与されるのである。

　3．追加賞1，000弗を受くる3計画は，「意

義ある業績賞」決定に当って理事会に代って

ロータリーの計画

行動するよう任命された委員会によって選ぽ

れ，又授賞されるものとする。

　4．　国際理解へのすぐれた貢献に対して受

賞した計画は特にカラー・スライドプログラ

ムに編集され，クラブの購入，上映に，特に，

世界理解週間に関連して上映するよう，提供

されるものとする。

　理事会は，この国際理解へのすぐれた貢献

に対する表彰計画による第1回の授賞は，

1969－1970年度に「意義ある業績賞」計画と

して提出された計画にもとついて，1970年に

行なわれることに同意し，又，これに関連し

て，世界社会奉仕は国際奉仕の中のプPグラ

ムたるべく，クラブの計画は，1970年の授賞

を考慮されるための資格を得るためには，こ

のプログラムに関連すべきものであること，

並に，応募は下の基準によって，評価判定さ

れることを決定した：

1

2

3

4

5

6
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世界社会奉仕計画には，他国のロータリ

ー・ Nラブの協力を受くべきこと；

その計画は多数の人々の，認められてい

る困窮を軽減すべきこと；

計画達成には，多数のロータリアンの直

接の奉仕を要すぺきこと；

援助するクラブは，ロータリアンでない

個人並に団体の参加を求むぺきこと；

計画の性質が，他のロータリー・クラブ

でも見習うようなものであること；

必要な期間，この計画が支持され，その

運営が継続されるという保証があるこ

と。（理67－68）
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国際ロータリーの文献

（Publications　of　R．1．）

文献委員会（Publications　C・mmittee）

　国際ロータリー細則（第14条）は，文献

委員会を国際ロータリーの常任委員会として

規定している。この委員会の任務は機関雑誌

も含め，国際ロータリーのすべての文献に関

し国際ロータリー理事会と協議することであ

る。

機関雑誌（OMcial　Magazine）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の機関雑誌である月刊雑誌を刊行する。雑誌

は理事会の命ずる処により数版刊行される。

現在は2種類の版が発行されている。即ち基

本版である英語のTHE　ROTARIAN及び
スペイン語版のREVISTA　ROTARIAがそ
れである。

編集方針

　理事会は次の事項を決議した：

　　　　　　　雑誌編集方針

　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの綱

領及び奉仕の理想を注入することを推進し且

つ努めなけれぽならない。それは，国際的特

質を強調しつつロータり一の既定計画を支持

し発展せしめなけれぽならない。斯様な方針

は，大会及び理事会の決定事項を反映し，且

つ四つのテストによって判断されなけれぽな

らない。雑誌が斯様な記事を載せるにあたっ

ては，ロータリアンをして奉仕の総ての部門

における活動を改善せしめ，ロータリアン以

外の人をしてロー一タリーの綱領及びその理想

を一層良く理解せしめるような扱い方をしな

けれぽならない。

広告方針

　理事会は次の事項を決定した；

　　雑誌の広告方針

1．一般方針

　雑誌は，価値ある商品と奉仕で信用ある広

　告主から高級広告を積極的に勧誘しなけれ

　ばならない。

　広告文は，雑誌の編集方針に合致するもの

　でなけれぽならない。

　　雑誌は，各口i・一タリアンに，ロータリー

　　の綱領，及び奉仕の理想を注入すること

　　を推進し且つ努めなけれぽならない。そ

　　れは国際的特質を強調しつつロータり一

　　の既定計画を支持し，発展せしめなけれ

　　ばならない。斯様な方針は，大会及び理

　　事会の決定事項を反映し，且つ四つのテ

　　ストによって判断されなけれぽならな

　　い。雑誌は，斯様な記事を載せるに当っ

　　ては，ロータリアンをして奉仕の総ての

　　部門における活動を改善せしめ，ロータ

　　リアン以外の人をしてロータリーの目標

　　及びその理想を一層良く理解せしめるよ

　　うな扱い方をしなけれぽならない。

　　注意深い判断が，広告をとる上に払われ

　なけれぽならない。結局において，雑誌

　に，雑誌の購読者であり同時にその持主で

　あるロータリアンが，広告が良心的に又品

　位的に不快なものであるとか，又は広告が

　実物と違ったものであるというような理由

　の下に異議の申立が合理的に出来るような

　ものはこれをのせないようにすべきであ

　る。
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　　ロータリアンが夫々の事業及び専門的職

　　業上の利益のために互いに競争するのは

　　止むを得ぬことと認めるが，斯様な競争

　　を理由に合法的な広告を拒否してはなら

　　ないことも認めている。

IL　広告受入れの基準

　　販売される物品又は業務の価格は正当に

　表示されたものであり，且つ，国，州等の

　許可規定に反しないこと。

　価格を特定のもの又は広く一般のものと比

　較してはならないこと。

　製品，業務，広告文，さし絵は，名声ある

　雑誌に期待される趣味の良さ，美的感覚と

　いう点で受入れられるものでなけれぽなら

　ない。

　　団体又は集団の広告は，国際ロータり一

　の確定したプログラムに貢献するものであ

　るかどうかを基準にして考慮されること。

　商品又は役務の広告を受入れるか否かの問

　題は，信用ある事業或は専門的職業団体又

　は信用調査機関との協議により決定すぺき

　こと。

IIL　無料広告

　　国際ロータリー以外の無料広告の依頼

　は，之れを謝絶しなけれぽならない。

IV．　ロータリー徽章の使用，ロー一タリー加

　盟，ロータリー・クラブ用品

　　P一タリー徽章使用に関する国際ロータ

　リーの一般規定は又広告にも適用せられ

　る。その広告の中に広告主がロータり一に

　加盟しておるというようなことを書く事は

　許してはならない。

　　ロータリー・クラブ用品の取扱業者の広

　告を受取った場合には販売せんとする製品

　は許可製造業者によって製造せられたもの

　であることを確かめなけれぽならない。製

造業者の広告の場合には，業者が国際ロー

　タリーの与えた免許の下に製造しているか

否かを確かめなければならない。（理53－－

　54，　59－60，　62－－63）

国際ロータリーの文献

　理事会（1962－62）は次のような広告受入

れの指針を採択した：

　ある条件付きで受入れられる広告

　貯蓄（及び）融資組合（国が保証している

　場合）

　保険（受諾し得るベスト方式保険率の場合）

　受入れ難い広告

　雑誌は次のような広告を受けてはならな

　い：

　酒類

　薬品（信用ある製薬会社の信用獲得を目的

　とした広告を除く）

婦人下着類

　促進段階にある企業への投資申込み又は市

場内報に関する広告を出す金融機関

賭博

束物類

安物の札入れ

星占家，易断者及び手相鑑定者

書道家

好ましくない性に関する書籍

言語障害者の非公認学校及び類似の団体

宗教団体

政治団体

商取引き上の交渉を欲する他国のロータリ

アンの仲介者になることを申込むロータり

一・ Nラブ又はロータリアン

資金募集の目的のための商品販売

ロータリアン誌上での広告
　　　　（Advertising　in　The　Rotarian）

　理事会（1967－68）は，下の如く合意した：

広告の勧誘，掲載に当っては，國際ロータリ

ーは，既定方針に添うよう，慎重に判断して

来たし，又判断するものである。

　国際ロータリーは，誌上に掲載された広告

主，商品又は営利的申し出を保証したことな

く，又，保証するものではない。

　国際ロータり一は，雑誌の広告欄をもって
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提供された商品や役務に関して，財政的責任

又は義務を引受けたことなく，又，引受ける

ものではない。

レビスタ・ロータリアの顧問

　　　　（Advisers　of　Revista　Rotaria）

　会長は，ロータリー・クラブの存在するス

ペイソ語を話す国及びポルトガル語を話す国

の各々に在住するロータリアン1人を指名

し，その在住国においてレビスタ・ロータリ

アの編集老と接触を保ち且つレビスタ・ロー

タリアの運営に対して通信により助言する職

務に当らしめる権限を与えられている。その

様に指名されたロータリアンはレビスタ・ロ

ータリアの顧問として知られ，且つ会長の要

求によってガパナーにより推薦されたものの

中から選ぼれる。その人達の任期は1年間と

するが，2年間その職務に当るよう指名せら

れることもある。（理55－56）

雑誌への読者の関心

　理事会は事務総長に対し，実際的と思われ

る方法によってガパナー，クラブ役員及びそ

の他のものに，次の如き提議について注意を

払わしめるよう要求している：

　（イ）新会員がクラブに入会した時に，ロー

タリーにおける雑誌の持つ役割を説明して雑

誌を与え，毎月之れを熱心に読むよう奨励す

ること。

　（ロ）各幹事は雑誌が到着した後の最初の例

会に之れを演卓又は演壇の上におくこと。

　の　各ロータリー年度の初め，又は，その

後出来る丈早く，クラブ会長は，各月雑誌到

着後最初の例会において，3分乃至5分間雑

誌の論評をする処の“評論家”として12人を

指名すること。

　←）雑誌記事を出来る丈プログラムに取入

れること。

　㈹　クラブに町及び学校図書館，クラブ読

書室，陸軍基地，軍艦その他へ寄贈するため

に購読するよう推奨すること。

　（A）クラブは，名誉会員及びそれぞれの地

域社会におけるロータリアン以外の有名な人

のために雑誌を購入し，以て前者にはロータ

り一と接触を保つように，又後者にはロータ

リーについて一層良く知って貰うようにする

こと。

　（ト）総てのクラブ，殊にアメリカ合衆国，

カナダ及びバーミュダのクラブは，国際奉仕

の企画としてレビスタ・ロータリアを購入し

之れをイベロ・アメリカのガバナーその他か

ら推薦されたイペロ・アメリカにおけるロー

タリアン以外の各有名人に送ることを考慮す

べきこと。（理43－44）

　結局において，雑誌に一層国際性を持た

せ，且つ世界的に一層喜ぽれるものとするた

めに，理事会は合衆国以外からの記事を歓迎

し，且つ一般的な雑誌改善に対する意見を懇

請する。（理53－54）

地区問題プロゲラムと雑誌

　理事会は，雑誌が総ての地区大会及協議会

のプログラムに相当の紙面をさくことの重要

性と斯様な発表に必要な資料を雑誌は喜んで

提供するという事実に注意をよんでいる。（理

34－35）

　理事会は，ガパナーに対し，地区協議会及

び地区大会のプログラムの中にクラブ雑誌委

員会の仕事に関する発表をする機会を作るよ

　う，そして雑誌委員会のために大会部門別協

議会を設けることを勧奨する。（理44－45）

　ロータリーの雑誌週間

　　毎年1月最後の全週間が「ロータリーの雑

誌週間」に指定され，クラブはその週間中雑

誌に関するプログラムを発表することを要求

　されている。斯様なプログラムの作成に有用

　な資料は中央事務局雑誌部から提供せられ

　る。

　雑誌に概要を掲載すること

　　理事会は，国際ロータリー発行の雑誌に使
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われている言語以外の言語でその概要を国際

ロータリーの公式出版物に掲載することは先

ずないと考えるが，地域的刊行物を出してい

る地区においては，それに「ロータリアン」

誌及び「レビスタ・ロータリア」の記事を転

載又は概要を掲載することを考慮するよう勧

めている。（理63－－64）

国際ロータリー・ニュース

　　　　　　　　　　（R．1．NEWS）

　国際ロータリー・ニュー一スは，国際ロータ

リー中央事務局から各クラブ会長及び幹事宛

に毎月発送せられる印刷した通信文である。

本通信の目的は，クラブ役員に対し公式通信

及び他の一般的なものや，時期的な関心事の

ニュースを伝えるにある。

　各クラブの会長及び幹事に一部宛発送され

ている。40名以上の会員を有するクラブは

40名を越える20名毎に一部の追加が貰える。

クラブはその追加の分を無料で郵送されるべ

き会員を指名すべきである。

　事務総長は，クラブ会長又は幹事ふら要求

があれば，無料で国際ロータり一・ニュース

を，クラブ会長又は幹事の指定するクラブ主

要委員会の委員長に発送する権限が与えられ

ている。（理44－45）

　国際ロータり一・ニュースは総ての国際ロ

ータリー役員及委員に送られている。猶おそ

れは多くの元国際ロータリー役員及び委員長

にも送られている。斯様な部数はクラブ割当

の中には含まれていない。

　国際ロータり一・ニュースは一般的に配布

するよう企だてられたものではない。クラブ

の会員個人が購読を欲するならば，その購読

料は年2弗である。

　国際ロータリー一・ニュースは，英語，仏語，

独語，日本語，ポルトガル語，スペイン語及

びスエニデン語で出版されている。

国際ロータリーの文献

名簿（Direct・ries）

　各ロータリー年度の始めに国際ロータリー

は，全クラブー覧表，その会長及び幹事の姓

名及び住所，例会場及び集会曜日及び時間，

国際ロータり一役員及び委員の姓名及び住

所，並にかかる印刷物にふさわしい他の情報

を載せた公式名簿を発行する。

　此の名簿は，クラブ役員，国際ロータリー

役員及び委員の使用及び旅行する時のロータ

リアンの便宜に供するために印刷されたもの

である。此の名簿はロータリアンでない人に

配布するために作られたものではない。ロー

タリアンが之れを商用に利用することは不穏

当である。

　新版が出たならぽ各クラブの会長及幹事宛

各1部宛無料で発送される。40人以上の会

員を有するクラブに対しては，40人を越す

20人毎に1部の追加部数が送られる。

　公式名簿は版権所有となっている。

　旅行するロータリアンのため，公式名簿の

一部として印刷してあるものに，一部のロー

タリアンによって所有又は経営されているホ

テル，或はロータリー・クラブの例会場又は

事務所のあるホテルの広告がある。又，ロー

タリーの徽章のついた商品を購入するような

場合があるかもしれないクラブ幹事其他のた

めの情報として，この名簿には，ロータリー

やインターアクトの名称や徽章をつけること

を，国際ロータリー－euよって特に認められた

物品の製造又は販売の免許を受けた会社の一

覧表を含めてある。

　欧州，北アフリカ及東部地中海におけるロ

ータリー・クラブの名簿は，チューリッヒ事

務局で発行され，その地域のクラブに提供さ

れている。

　グレート・ブリテン及アイルラソドの国際

ロータり一がその地域のクラブのために，当

該地域にあるロータリー・クラブの名簿を発
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行する習慣になっている。

　地区又は地域で，その地区又は地域内のロ

ータリアン名簿を欲すれぽ印刷して差支えな

いが，その経費は，国際ロータリーの費用以

外でまかなわなけれぽならない。（理55－56）

　如何なる地区，地域又はクラブも，ロータ

リー名簿を発行するにあたっては，その名簿

の中に必ずロータリアン以外の人に配布する

ものでない事，又商業上の発送名簿として使

用してはならないことを，明記しなければな

らない。（理35－36）

印刷物（Pamphlets）

　職業奉仕及び社会奉仕活動，会員選考及び

職業分類の問題等の如き，特別な題目に関す

る色々な印刷物が国際ロータリーによって発

行されている。その完全なる目録として国際

ロータリー事務局から入手出来る全印刷物，

用紙類及びその他の補給品等が価額を付して

掲載されてあるパソフレット19，「カタロ

グJ及びペーパー100，「P一タリー文献」

を，参照のこと。

　理事会又は国際大会の特別なる決定によっ

て認定せられた印刷物の出版以外は，事務総

長に，新印刷物を何時，如何なる国語で出版

すぺきか，又，現在ある印刷物を何時廃刊す

べきかを決定する権限が与えられている。（理

37－38）

国際m一タリーの出版認可のある出

版物（Pamphlets　Bearing　Imprimatur

　　　　　　　　　　　　　ofR．1．）

　国際ロータリーの出版認可のある総ての出

版物は，国際ロータり一理事会によって承認

せられたものか，或は斯様な承認をなす権限

を与えられ且つ指定せられた人によって，承

認せられたものでなけれぽならない。（理27

－28）

公式言語（OMcial　Language）

　理事会は英語を国際ロータリーの公式言語

として認定する。（理53－一一54）

ロータリー文献の翻訳
　　（Translation　of　Rotary　Literatureノ

　第37回年次国際大会に於て国際ロータリ

ーは，英語にて印刷された国際ロータり一の

出版物は，国際ロータリー理事会が実情に則

するとみなした場合，出来る丈速かに英語以

外の言語で手に入るようにすることを決議し

た。（アトランテaックシティー国際大会決
議　46－21　（イ））

　経費の許す限り出来る丈早く，多くのロー

タリー文献がクラブの存在する国語で口■・一タ

リー・クラブに提供できるようにすべきであ

る。（理54－－55）

　国際ロータリーによって，英語で印刷した

出版物を他の言語に翻訳した場合，若しそれ

が同一の表題をつけて同一出版物であるとい

う支持をえようとするには，英語版の全文の

翻訳が載せられていなければならない，然ら

ずんば或出版物の抜葦であること或はそれが

単に極限せられた目的のために印刷されたこ

とを明示しなければならない。（理27－－28）

　出来うる限り，ロータリー印刷物の総ての

国語版は，その内容及び体裁において同じで

あるぺきである，地区又は地区群内のクラブ

に一層有用な印刷物とするために，本文を修

正することが必要であり且つ望ましい場合に

は，事務総長は，斯様な変更が行なわれる以

前に，その変更される英語の文章を承認する

権限を与えられている。
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　ロー一タリー印刷物の各国語版の1部は，斯

様な印刷物にある国語を使用しているクラブ

に無料で配布される。（理57－－SS）

　事務総長は，ロータリーの書類並に文献に

関し，理事会の承認を必要とされている翻訳

については，その翻訳の正確さに満足する場

合は，理事会に代り，それを承認する権限を

与えられている。（理29－30）

　色々な国における有名なロータリアンの奉

仕を国際ロータり一の負担なしでロータリー

文献の翻訳に利用出来る場合には，そうしな

ければならない。（理34－35）

　理事会は次のことに意見が一致した。

　1．　ロータり一の綱領の完全なる理解がク

ラブ活動の真の基礎である。

　2．　ロータリーの綱領を英語から翻訳する

に当っては単に直訳でなくその精神を表現し

なけれぽならない。然しながら斯様な翻訳を

する場合には最大の注意を払って英語で表現

された綱領の真の意味を変えるような文句を

付け加えたり，省略してはならない。

　3．総てのロータリー文献の英語以外の言

語への翻訳は国際ロータリー理事会の承認を

えなけれぽならないという決定方針は再確認

されている。

　4．総て翻訳をする人は，理事会の議に附

するためガパナーを通して国際ロータリー理

事会にその翻訳を提示するよう要求されてい

る。

　5．理事会は，英語を話さない国のガパナ

ーが，ロータリーの綱領を翻訳したものを各

々の属する地区のクラブに提供することを望

んでいる。（理35－36，57－－SS）

　理事会は，ロータり一の文献をクラブによ

って独自の翻訳をしたりそれを改作すること

は奨励されてはならないこと，及びロータリ

・一ｶ献を英語以外の国語に翻訳することは国

際ロータリーの監督と管理の下に行なわれな

けれぽならないことを決議した。ロータリー一

文献の翻訳及び印刷は事務総長の直接管理の

国際n一タリーの文献

下に行なわれ，且つロータり一文献のクラプ

への配布は中央事務局で行なわれるものとす

る。（理57－－58）

版権所有印刷物

　　　　　（Copyrighting　Publications）

　ロータリアン誌，公式名簿，奉仕の冒険，

国際大会議事録等の如き印刷物は，斯様な印

刷物の内容が商行為又は広告目的に使用され

るようなことから国際ロータリーを擁護する

ため版権を取得している。版権を取った印刷

物には，その旨記載されている。複製する場

合には事前に国際ロータリーの特別の許可を

えなければならない。然し，版権所有のない

沢山の出版物が国際ロータり一によって印刷

されている。これらは単に国際ロータリー・pttと

記入するだけで，その一部又は全文を再印刷

して差支えない。

国際ロータリーの出版方針
　　　　　（Pub1三shing　Policy　of　R．1．）

　理事会は次の様な国際ロータリ“mの出版方

針を定めた：

　1．　国際ロータリーは，アメリカ合衆国，

イリノイ州の法律に基づき利益を目的とする

一般書籍出版及び販売業務に従事することを

禁じられている非営利法人として設立された

法人組織である。

　2．国際ロータリーは，書籍出版及び販売

の大きな投機的分野に入るのに十分の剰余資

金を所有しているが，決して此の競争場裡に

入る冒険を承認したことはない。

　3，国際ロータリーは，ロ・・一タリkeの効果

的運営と，その教訓及綱領（手続要覧に定め

られた処に従い）の宣伝に必要な印刷物を，

無料又は所定実費を以て印刷し且つ配布する
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ことを続けなけれぽならないが，ロータり一

運動に実際に関係のない又はその運営に重要

でない書籍又は資料を出版することは絶対に

避けなけれぽならない。

　4．　理事会は，ロータリー財団の設立が成

功し，十分に機能を果し得るようになれぽ，

ロータリー財団管理委員達は，ロータリー運

動の目的を推進するのに望ましい潜在力を提

供すると思われるような特別な文献，即ち本

章に述ぺられた以外に手続要覧の規定及び上

記決議の規定による文献を印刷，配布する費

用を賄う特別補助金を随時支出することが出

来ることに気付くであろうとの理事会の見解

を記録しておくものである。（理39－40）

国際主義を強調する国際ロータり一

文献　（R．1．Literature　to　Emphasize

　　　　　　　　　　InternatiOnaliSm）

　根本的には，総ての国際ロータリーの指令

及びその文献は，国家主義よりも国際主義の

精神を強調しなけれぽならない，そして口t・一一

タリーの一般原則に限られなければならな

い。（理45－46）

国際ロータリーによる他団体の文献

配布（Distribution　by　R．1．・f　Litera・

　　　　ture　of　Other　Organizat五〇ns）

　一般的方針として，その加盟クラブに対し

て国際ロータリーは他の団体の文献を，配布

してはならないことになっている。（理45－

46）
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広 報

（Public　Relations）

　クラブ及びガパナーの手引として，理事会

（1961－62）は次の方針声明を採用した：

国際ロータリー広報
　（Rotary　Internat三〇nal　Public　Relations）

　国際ロータリーの継続的成長と発展に健全

なる広報の重要性を認識して，理事会はロー

タリーの広報プログラムの目標を次のように

定めた：

　1．加盟クラブ及び個人ロータリアンがロ

　　ータリーの綱領を効果的に遂行しうるよ

　　うな好環境を造り且つ維持すること；

　2．社会，加盟クラブ，及び個人ロータリ

　　アンへロータリーの綱領及びロ■一．dタリー

　　の広範な奉仕プログラムを解明するこ

　　と；

　3・社会，加盟クラブ及び個人ロータリア

　　ンにロータリーのプログラムについて知

　　らせること；

　4．加盟クラブ及び個人ロータリアンの活

　　動で望ましいものを適時に報告するこ

　　と；

　5．　これらの目標達成に役立っあらゆる通

　　信網を利用すること。

　社会がロータリーの目的及びプPグラムを

理解し且つ受け入れるようにするために，国

際ロータリーは，雑誌，新聞，ラジオ，テレ

ビジョン，フイルム，その機関雑誌，その元及

び現役員，その加盟クラブ，及び個人ロー一タ

リアンを通じてその広報を維持し続ける。

　理事会は加盟クラブの広報委員会が，単に

積極的宣伝の発表ぼかりでなく，到る処のロ

一タり一・クラブ，国際ロータリin及び社会

との健全且つ有意義な通信部門をクラブ内に

創り，維持することを含む広範囲な責任を持

つよう勧告する。

　理事会は，効果的広報プログラムの第一要

素は加盟クラブ及び個人ロータリアンによる

立派な行為であることを認める。理事会は，

斯様なプログラムは（1）ロータリー奉仕を強

化し，良いクラブ企画を奨励し，必要に応じ

て地域社会救援に乗り出し，そして加盟クラ

ブ及び個人ロータリアンが最善の機能を発揮

できる雰囲気を提供するような活動を含め

（2）加盟クラブ及び個人ロータリアンと社会

との関係を解明且つ改善し，（3）真実，正直，

誠実及び良趣味に基盤をおき，そして（4）口

“一一 ^り一の真の姿を高揚し且つ伝えるべきで

あることを力説している。

　それ故にどこまでも口inタリー・クラブの

広報目標は次のようになすべきである：

　1．　口■・一タリアン個人として又クラブとし

　　ての集団が地域社会に与えたすべての印

　　象の総合的効果がロータリー広報の基礎

　　になるということを念頭に，クラブ並び

　　にロータリアンの広報意識を発展させる

　　こと；

　2．個人的な又職業上の接触においてロー

　　タり一の目標と業績を一一re知らせる機会

　　を追求するよう各ロータリアンに奨励す

　　ること；

3．新聞編集者並びにラジオ，テレビ放送

　　局の支配人及び他の通信機関と友好関係

　　を維持すること；

4．　国内並びに国際通信のほか，ロータリ

　　ーに関し即ちロータリーの歴史，綱領，
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　範囲一特にクラブのプログラム及び活動

　について社会に知らせることに重点をお

　いた統一のとれた広報プログラムを発案

　し，実行すること；

5．都市連合会，地区大会及び協議会，地

　域大会，国際協議会及び大会，ロータり

　一財団奨学資金の授与，ロータリー創立

　記念式，地区ガパナーの公式訪問，及び

　ロータリーの世界的プログラムを示す他

　の行事を含む，ロータリー奉仕の色々な

　部門に関しての地域社会の理解を増進す

　るためにあらゆる機会を利用すること。

ロータリーと報道機関
　　　　　（Rotary　and　News　Media）

　ロータリーの綱領が一一層良く知られるよう

にするためには，ロータリーと報道機関との

間に密接な関係の存在することが大切であ

る。そのため，クラブは，ロータリーにとっ

て有利な広報を確保するために次の事項を含

め種々の方法を考慮するよう激励されてい

る：

　（1）地元新聞社，専門職業誌並びに業界

誌，及びラジオ，テレビ放送局の所有主，支

配人及び編集者をクラブ会員に選挙するこ

と；

　（2）ロータリーの綱領に関する情報を広め

るためにラジオ，テレビを含めてあらゆる伝

達機関を利用すること；

　（3）各クラブで，毎年1回地方新聞人のた

め，又出来うれぽ，クラブの区域外の新聞代

表者のために会合を開いて，ロータリーの組

織及び綱領について詳細に説明すること。

協議会プログラムに関する一般情報

　　（Public　Information　on　Assembly

　　　　　　　　　　　　　Program）

　国際協議会又は地区協議会の計画をたてる

に当っては，ロータリーに関する情報を一般

社会に知らせるのに役立つ事柄を含ましめる

点について十分の注意を払わなければならな

い。（理37－－38）
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地 域 大

（Regional　Conferences）

　地域大会は国際ロータリー細則第18条第

5節に規定されている如く，国際ロータリー

理事会によって開催される。

　理事会は地域大会開催を考慮するに際し，

将来の指針として，次のように決定してい

る：

　理事会は，国際ロータリー細則に規定され

ている如く，適当な条件のもとに，知己を広

め，理解を増進し，意見を交換するため討論

会の役を果すという目的のために，地域大会

を開催することを決定した。地域大会は，原

則としてどの地域においても，5年に一回を

こえて開催しないものとし，かつ国際大会開

催地となりそうな場所からは概して遠隔の地

域のロータリアンに大した費用を負担せず

に，国際ロータリーの会合に出席する機会を

与えるために開催されるべきである。

　理事会は，地域大会の開催地を選定する際

に次の諸点を考慮に入れるべきことを決定し

た：

1．「主要な出席地域」内に少なくとも1万

　　名のロータリアンが居住していなければ

　　ならない一その地域とは，ロータリア

　　ンが大した費用を負担せずに大会開催地

　　まで旅行することが出来，従って最多数

　　の出席者が期待され，かつ，大抵の場合

　　実際に出席する地域を言うのである。

2．　「主要な出席地域」内に居住するロータ

　　リアンは，国際大会へ大した費用を負担

　　せずに旅行する機会がこれまでにあった

　　か，または数年のうちにあると期待され

　　るものであってはならない。

3．　然も，最少限1千名のロータリアンの出

　　席が期待できること。

会

　理事会は，当該都市が国際ロータり一へ何

等の負担をかけることなく，大会の本会議に

相応しい，適当な，便利な公会堂並びにその

他の会議のために同様な会議場を準備するよ

う期待している。如何なる都市のロータり

一・ Nラブも国際ロータり一が使用する会議

場の室代またはその他の経費を負担すぺきも

のではなく，地域社会としての都市がかかる

設備を準備するか，または市当局，或は商業

会議所，旅行協会，または事業家やホテル業

者等の類似の団体が，かかる集会場のために

必要な場合，資金を準備すぺきであると考え

られている。この決定は，会議場の室代また

は，緊急の場合必要な他の経費を，国際ロー

タリーが支払うことを承諾するのを妨げるも

のではない。

　地域大会開催を承認するに当って，理事会

は，国際ロータリー年次大会に関し現在行な

われているのと同一の方法で，かかる大会の

立案，開催を援助するために，必要と思われ

る費用の割当を行なうことになっている。

（理65－－66）

　理事会は，地域大会が有益な目的を果し得

ることを認める一方，同大会を必ずしも毎年

開催するには及ばぬこと，又，如何なる年に

おいても開催の当否決定は，地域大会の地域

内からの開催要求の有無，国際ロータり一の

他の諸活動との関係における同大会の適否，

並びに大会開催に関する諸事情に基づいて行

なうことに意見が一致している。（理65－－

66；66－67）
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地域大会組織の運営手続
　（Ru亘es　of　Procedure　for　Organizing

　　　　　　　Regional　Conferences）

　理事会は，地域大会の組織に関して次の如

き運営手続を採択し，常任理事会並びに会

長，または会長に対し，理事会に代って，こ

れらの手続が理事会に委ねた責任を遂行する

権限を与えると共に，更に常任理事会に対

し，必要ある場合には，既定の運営手続を変

更する全権限をも委任している。

イ．組織（Organization）

　国際ロータリー理事会は，随時，大会を開

催すべき都市及び日時について決定を行な

い，大会開催の通知を発し，地域大会委員会

を設置し，且つその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は，大会の委員長（司

会者）となる。

　国際ロータり一事務総長は，地域大会及び

地域大会委員会の事務局長となるものである

が，中央事務局の1員を指名してその任務を

代行させてもよい。

　地域大会に出席のロータリー会員は，立法

機関を構成しない。従って彼等は，国際ロー一

タり一またはロータリー・クラブを束縛する

ような決議を行なうことは出来ない。

　理事会は，地域大会の開催期日より少くと

も1ヵ年前に大会開催の通知を発する。

地域大会委貝会

　（Reginal　Conference　Committee）

　地域大会委員を任命するに当っては，理事

会は，地域内に含まれる各国の特異性を考慮

に入れるであろう。大会委員会は，国際ロー

タり一理事会に対し，他の誰にも委嘱されて

いない，大会の総ての部面に関し責任を負う

ものであり，大会の特別方針を定め，大会の

プログラムを起草して理事会の承認を受ける

ものとする。大会委員会は，本会議，部会，

余興等を含む承認ずみのプログラムの細目の

実施，並びに他の誰にも委嘱されていないそ

の他すべての事項に対する責任を持つものと

する。

　主催クラブの実行委員会として知られてい

るクラブ地元準備委員会の監督管理の責任

は，大会委員会が負うものとする。

国際ロータリー事務総長

　　　　　　（General　Secretary，　R．1．）

　国際ロータリー事務総長は，広報，財務，

集会場の選定と設備，出席の促進，登録，主

催クラブとの協力等あらゆる運営上の任務の

第一の責任を負うものである。事務総長は，

運営上の多くの任務を遂行するに当って，主

催クラブの協力を要請する。又，プログラム

及びその関連事項に関して，大会委員会に協

力し，大会の運営については，理事会に対

し，第一の責任を負うものである。

国際ロータリー地域大会幹事

　　　（Conference　Manager，　R．1．）

　国際ロータリー一地域大会幹事は，事務総長

の代理人であって，事務総長が第一の責任を

持つ運営上の多くの業務を代行する。彼は，

大会委員会の任務の全般に亘って援助し，か

つ国際ロータリー一大会委員会，国際ロータリ

ー事務総長と主催クラブ間の連絡係として奉

仕する。その上，彼は，主催クラブを援助し

て歓待計画の作成に尽力し，地域大会プログ

ラムを起草する責任がある。

主催クラブ（Host　Club）

　主催クラブは，来訪ロータリアン並びに来

賓を歓待する責任がある。歓待計画はすべて

国際ロータリー大会委員会の承認を受けなけ

れぽならない。

　主催クラブは，主催クラブ実行委員会とし

て知られている地元準備委員会を任命するも
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のとする。この委員会は，主催クラブに代っ

て，歓迎計画を立案し，必要な地元小委員

会，例えぽ，ホテル，余興，登録，歓迎，輸

送，婦人，装飾，刊行物，宣伝，友情の家，

情報，大会報道等の小委員会を任命しそれら

を調整する。

　主催クラブは，国際ロータリー事務総長と

協力して，事務総長が第一の責任を負ってい

る多くの運営業務を遂行する。

大会委員長の任務

（Duties　of　Chairman　of　Conference）

　大会を開会且つ主宰し，大会事務局長と共

同して大会議事録の正確なことを証明するの

が大会委員長の任務である。

地域大会事務局長の任務

（Duties　of　Secretary　of　Conference）

　大会議事の記録をとり，大会委員長と共同

してその正確なことを証明し，大会の進行に

関しあらゆる点に於て委員長を助けるのが，

大会事務局長の任務である。事務局長は又，

地域大会委員会の事務長として，同委員会の

議事録をとり，又同委員会の必要とする通信

の事務に当るものとする。

口．主催クラブよりの大会招致

　　　　（Invitation　from　Host　Club）

　地域大会招致の希望を有するクラブは，希

望する大会の開催予定期日の少くとも24箇

月以前に，事務総長の手もとまで大会の招待

状を提出しなけれぽならない。この招待状に

クラブが添付して説明すべき事項は次の通り

である：

　1．　地域大会開催予定の会場並びに収容能

力但し国際ロータリーまたは如何なるロータ

リー・クラブへも負担をかけずに使用できる

会場に関する情報を付記のこと。

　2．利用し得べき一級及び二級ホテルの室

数及びその宿泊料の限界。

地　域　大　会

　3．　地域大会開催の希望月に関する推薦

状，但し推薦の理由を付記すること。地域大

会が，IO月乃至11月に開催されることを，

国際ロータリーは望むのである。

ハ．プログラム（Program）

　地域大会委員会は，大会プログラムを立案

してつくり上げ，理事会の承認を求める。プ

ログラムはむしろロータリーの基本的な原

理，方針及び手続を完全に提示するものを含

むと共に地域に特有な問題の検討をも含まれ

なければならない。但し，極度に論争を生む

ような問題を公開の席で論ずるが如き愚は避

けるべきであるが，異った意見を有する人々

が，ロータリー精神で話合う機会は必ずしも

避ける必要はない。

二・宣伝　（Publicity）

　国際ロータリー事務総長は，結局に於て多

数の出席者を確保するためにあらゆる努力を

傾けるよう，ロータIJ　一の種々なる刊行物及

び彼が案出しうるその他の手段を以て，地域

大会に対し注意をひくべく努力しなけれぽな

らない。地域内にある国の地区ガパナーに対

しては，大会出席への関心を喚起するよう激

励しなければならない。地域大会委員会は，

大会を適当に宣伝するために必要と思われる

あらゆる手段をとることが出来る。但し，こ

れは大会に認められた予算内に於て行われな

ければならない。

　大会にはどの地方からのロータリアンでも

歓迎されるのであるが，地域外のクラブから

の出席を確保するための努力は，特に払う必

要はない。

ホ．大会公式用語（OMcial　Languages）

　地域大会委員会は，地域大会の公式用語を

如何なる言語にするかを理事会に推薦すべき

ものとする。
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へ．費用（Expenses）

　理事会は，登録費の金額を決定し，国際ロ

ータリー資金からの必要な支出を割当て，大

会予算を決定する。国際ロータリー事務総長

は，大会予算の作成及びその監督に関して理

事会に対し第一の責任老である。

ト．接待（Entertainment）

　接待の催しは簡素にし費用も多くかから

ず，又公けのプログラムと衝突しないように

すべきである。（理65－－66）

地域大会の参加者　（Participants　in

　　　　　　aRegional　Conference）

　細則の規定によれぽ，国際ロータリー理事

会は，地域大会に会員が参加すべきクラブを

指定することになっている。この点に関する

理事会の決定は次の通りである：

　明確に地域を決定するのは国際ロータリー

の方針ではない。尤も地域大会に参加すべき

であると考えられるクラブを包括的に指示す

ることが実行されている。例えば，太平洋を

囲む諸国のクラブは太平洋地域大会に参加す

るものと考えられ；カリブ海及びメキシコ湾

に臨むクラブはメキシコ湾・カリブ海地域大

会に参加するものと考えられる。同様に，南

米のロータリー・クラブは南米の地域大会に

参加するものと考えられる。国によっては，

そのクラブが明らかに一つ以上の地域大会に

参加するものもあるであろう。例えぽ，南米

の太平洋沿岸のクラブは，太平洋及び南米の

両地域大会に参加できるし，中米のクラブは

メキシコのカリブ湾地域大会及び太平洋地域

大会の両者に参加できるわけである。（理35

－一一 R6）

地域大会（Regi・nal　Conferences）

　今までに開催された地域大会は次の通りで

ある。

　太平洋地域

ホノルル，ハワイ…………・…・…・1926年5月

東京，日本…………・……・…・……1928年10月

シドニー，豪州・・……………・……1930年3月

ホノルル，ハワイ…………………1932年6月

マニラ，フィリッピン……………1935年2月

ウェリントン，

　　ニュージーランド……………1937年3月

シドニー，豪州……一・……・……1956年11月

　欧州，北アフリカ及東地中海地域

ハ＿グ，オランダ．＿＿＿＿＿…・1930年9月

ロザンヌ，スイス…………・……・・1933年8月

ベニス，イタリー……一………・・1935年9月

ストックホルム，八エーデン……1938年9月

ナステンド，ベルギー……………1954年9月

カンヌ，フランス・……………・…・1959年9月

アムステルダム，オ・ランダ………1965年10月

　南アメリカ

パルパライソ，チリ………………1936年3月

サンチァゴ，チリ・…・……………・1960年11月

モンテビデオ，ウルガイ　（予定1969年12月）

　メキシコ地域のカリブ湾

ハバナ，キューバ……・…・…・……1937年3月

サンオン，ボルトリコ・…………・・1966年11月

　中央アジア

ペナン，海峡島植民地……………1938年4月

　アジア

デリー，印度………………・・……・1958年11月

一154一

｝

救 済 事

（Relief　Work）

戦災者の救済

　　（Relief　for　War－MeCted　Persons）

　ハバナにおける国際大会は，戦災ロータリ

アン及び家族救済基金の設定及配布の件を規

定する決議（40－17）を採択した。ハバナ立

法は後にセントルイス国際大会の決議（43－－

16）で改訂された。

　シカゴにおける国際大会は，ハバナ及セン

トルイス立法を廃止し，戦災ロータリアン救

済のための寄付に関する規定を明確にし，救

済基金をロータリー財団管理委員会によって

運営配分するよう，ロータリー財団に繰入れ

ることを規定した次の決議（44－9A）を採択

した：

　第35回国際年次大会に集った国een－一タ

り一は，1940年（ハバナ）国際大会で採択さ

れた決議40－－17，及び1943年（セントルイ

ス）国際大会において採択された決議（43－

16）は1944年6月30日限り之れを廃止し，

且つ

　1．　理事会の判断において，国際ロータリ

ーは，世界のロータり一・クラブ及びロータ

リアンに対し，世界の何れの地にある戦災ロ

ータリアン及びその家族の慰籍及び復興のた

めの寄付を要望しうること。

　2．　斯様な総ての寄付は，一般の救済団体

に対して通常行う寄贈に代るものとしてでは

なく，それに加えてロータリーの友愛精神の

下に行う明確な寄付として，何かを贈与する

という任意的な形をとること。

　3．過去及今後斯様な目的のため行なわれ

る総ての贈与及び寄付は，ロータリー財団の

業

基金の一部となし，財団の管理委員会によっ

て国際ロータリ“M一定款第10条及び細則第20

条と財団の信託宣言にもとづき之れを保管，

運営し，且つ配分せられなけれぽならない。

元金及びその利子は寄付行為の用途及び目的

のために運営且つ配分されなければならない

こと。

　4．国際ロータリーの理事会は，すでに当

初の目的が完全に遂行されたものとして現在

ある総ての救済基金を，今後は之れをロータ

リー財団に移譲する権限が与えられ且つ命ぜ

られていること。

等を決議する。（シカゴ国際大会決議44－

9A）

　1950年7月に，戦災ロータリアン救済とし

て特に明記せられた資金の全残額は支出済と

なった。その後ロータり一財団管理委員会及

び国際ロータリー理事会は，随時，使用出来

るロータリー財団の基金，又はその得た収入

から，戦災元ロータリアン及びその家族救済

のため，緊急必要にせまられている場合に支

出することを承認した。然しながら，食糧及

び衣類に対する要求は，一般にロータり一・

クラブの国際奉仕計画として，クラブによっ

て引継がれた。

　理事会並びに管理委員会（1964－－65）は，

ロータり一財団により与えられる救済は，

1965年1月1日現在救済を受けている戦災

元ロータリアン乃至その家族に対し，管理委

員会が必要ありと認める期間，継続すべきで

あるが，1965年1月1日以降救済者名簿に

は1名も追加せざることに意見が一致した。
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災害救済（Disaster　Relief）

　災害救済事業をなす機関が普通存在してい

るので，災害時に特別のロータリー救済資金

を募集する習慣になっていない。赤十字又は

他の信用ある団体が此の事態に応ずべく努力

しておる場合には，ロータリアンは斯様な団

体の懇請に気前良く且つ迅速に答えるよう要

望されている。斯様な団体のない場合とか，

ロータリー・クラブ及びロータリアンが罹災

地のロータリー・クラブに直接に寄付金を送

りたい場合には，斯様な寄付金は，そのクラ

ブが受領する立場にあり且つ斯様な寄付を喜

んで受取る意志があれぽ直接送付しても良

い。（理59－60）

　理事会（1964－65）は国際ロータリーの一

つの活動としての災害救助資金，或は国際ロ

ータリーによって運営される災害救助資金を

設定しないことに同意した。

人道主義援助及設備に関する方針

　　（Policy　Re　Human三tarian　Aid　and

　　　　　　　　　　　　Equipment）

　理事会は，国際赤十字社の指導の下にロー

タり一・クラブ又はロータリー地区が，罹災

地のクラブに食糧その他の資材を集め，且つ

これを送付する事業を主催するよう，奨励す

ることが出来うるような計画に対して国際ロ

ータリーの承認を求めたある地区大会の提案

を検討して次の如き手続をとった；

　理事会は，衣料，食糧その他の必需品の供

給によって，苦難にあえいでいる人々を救済

するという如何なる提案にも同情する。然し

ながら，理事会は，此の事は関係諸国政府が

研究している事柄であり，且つ彼等が最も迅

速にそれら苦難民の救済に乗り出すことと考

えるが故に国際ロータリーの介入は却って当

事国の努力や援助を複雑化し，救済を支援す

るというよりも寧ろ遅延せしめる結果となる

恐がありうるので，斯様なことは不適当であ

ると認める。又，理事会は，ロータリー・ク

ラブは自主的であり，事情によって斯様な場

合に適当な処置が出来ることを指摘する。理

事会は，一般救済政策が世界を通じてとられ

た場合には，斯様な事態におかれたロータリ

ー・ Nラブは，政府によって公式にとられた

ことに補足的な援助をなす機会を見出すこと

を確信している。（理41－42）

　国際ロータリーは，人道主義援助をなす色

々な運動に寄付するよう，沢山の要求を受け

ている。理事会は人道主義援助をなす種々な

る運動を発起する沢山の団体が存在しておる

ことを認める。此の理由と沢山の斯様な運動

が次から次へと出来つつあるため，理事会は

国際ロータり一それ自体が斯様な運動と提携

すべきではないと信ずる。理事会は，ロー一タ

リー・クラブは自治的であるから此の種の事

柄に関する処理は，そのクラブの欲する処に

よって行動し得る点を指摘し，且つ理事会は

ロータリアンが個人として最善をつくすこと

を信ずるものである。（理42－43）
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会　議　運　営　手　続

（Rules　of　Procedure）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の諸会合に於て，使用するため，次の運営手

続を推奨している。この手続（1｝は，国際ロー

タリーの定款文書の諸条項を補足することを

意図するもので，元来立法案の各項目を審議

し，かつ議決する規定審議会の諸会合並びに

国際大会に関連して使用することを主眼とす

るものである。然し乍ら同手続は，問題が討

議せられ，かつ議決される国際ロータリーの

他の会合に於ても使用することができる。

会議運営手続

　（Parliamentary　Rules　of　Procedure）

　国際ロータリーの会合の会議運営手続は，

次の通りである。

　1．会議に上程された如何なる問題でも，

議決に入るには，代議員が，会議がある種の

議決をするか，或はある種の見解を表明する

提案として動議を提出するのである。動議

は，代議員が起立し，議長から発言を求めて，

自己及び所属クラブ（または地区）を確認表

明後に，「議長，私は……の動議を提出しま

す。」と発言する。他の代議員から動議に対

する「賛成」の発言が行われる。賛成者は起

立して，議長の承認を得て，自己及び所属ク

ラブ（または地区）を確認表明して，「議長，

（1）　これらの諸手続の申の「代議員」と言う用語は，場

合によって適宜，国際大会に於けるクラブ代表の選挙

人，規定審議会に於ける地区代表者及び他の委員並びに

　これらの規定が用いられる国際ロータリーの他の会合に

於ける正式に承認された代議員をも意味するものと解さ

れている。また「会議」と言う用語も，場合によって適

宜国際大会，規定審議会，又はその他国際ロータリーの

諸会合を表示しているものと了解されている．

私は動議に賛成します。」と発言する。会議

の代議員席から直ちに賛成老の発言のない場

合は，議長は賛成の発言を要求できる。

　2．動議に関する討論は，議長が動議の提

出があった旨発表するまでは，開始されない

のである。

　代議員は，議長の承認を得て，自己並びに

所属クラブ（または地区）を確認表明して後，

初めて発言できる。主要な動議の提出老は，

議題に関し冒頭討論の特権が与えられるもの

とし，議論の発表に5分間，応答に3分間の

時間が与えられるべきである。

　討論の際，各代議員は，同日に同一議題に

関し，2回までの発言権が認められている。

但し，会議へ申請し許可を得た場合は例外と

する。但し，同議題に関し発言していない代

議員が，発言を求める場合は，2回目の発言

をすることは許されない。如何なる代議員も

日程に規定された場合，または出席投票代議

員の過半数の投票により承認された場合を除

き，発言は1回に5分間以内とすべきもので
ある。

　討論をする特権は，会議の代議員でなくと

も，もし討議中の議題の提案者の指名代表者

であれば，如何なるP－一夕リアンにも許可さ

れる。かかる特権は，かかる提案に関係ある

ものに限り，認められるものとする。又同時

に，これらの諸規定中に定められている制限

は，提案者の代表者にも適用されるものとす

る。

　3．　如何なる件に関しても主要な，又は最

も重要な動議が，会議で議決をなすための原

提案である。かかる動議が提起され，賛成さ

れた旨議長が明言した時には，動議の処置が
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講ぜられるまでは，会議は勝手に他の件の審

議に移ることはできない，但し動議の討議ま

たは討論中，その主要な動議に優先する会議

の規定慣例上の動議を提出することはでき

る。従って，会議は他の如何なる決議にも先

んじてその動議を処理しなけれぽならない。

　4．　国際大会に於ける制定案並びに決議案

及びこれらに関する国際大会の議決に関し，

規定審議会の国際大会に対する推薦事項は，

次の様式の何れかによること；

　（イ）採用のこと。（原提案通り）；

　（ロ）改正通り採用のこと。（原案改正に到

　　る事情を正確に説明すること）；

　の　撤回案として検討すること；

　⇔　提案老による撤回案として検討するこ

　　と；

　㈱　撤回案として，研究（または再研究）

　　のため国際ロータリー理事会に付託，大

　　会が決定すぺきものと特別指示を付する

　　こと。

　＠　否決すること。

　5．　規定審議会又は国際大会に於て，もし

審議中の議題が，制定案か決議案である場

合，もし同案の提案老が，原案に添えて，同

制定案乃至決議案に改正事項を提出する意図

のあることを，事務総長宛文書を以て通知済

みとなっている時，そしてもし事務総長が，

会議召集以前に，代議員のために，かかる改

正意志のあることを原文を添えて公表した場

合，会議の代議員は誰でも制定案乃至決議案

を改正案通りで審議する動議を提出できる，

従って代議員が最初に原提案のままの制定案

乃至決議案を審議する動議を提出する必要は

ない。

　6．　優先して提出できる会議の動議は，次

の如く，投票を条件とする表明がある場合と

する。

　④　休会にすること：この動議は，いつで

　　も提起できる。但し，次の場合は例外と

　　する。

）
）
）
）

ー
ム
9
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り
4

議長の発言中；

投票が行なわれている最中；

かかる動議の否決された直後；

会議が，急に中止出来ない議事を続

　　行中；

　この動議は，日時と場所の明確な点で不

　適当な場合には，討論又は修正の対象と

　はならない。この動議の成立には過半数

　の投票が必要である。

　休会に対して，確定した日時と場所とを

　表明した動議が提出された時は，同動議

　は討論及び修正の対象となる。同動議の

　成立には，過半数の投票が必要である。

（ロ）休憩にすること：この動議は，その日

　の議事進行中の休憩時間一例えぽ，食

　事或は当日の議事終了に際し，次の会議

　再会まで一休み時間を定めるために行

　われる。動議の成立には，過半数の投票

　が必要である。

の　議事手続に関する問題：この動議は，

　議長の裁決または国際ロータリーの会議

　運営手続上の不履行に注意を喚起する

　か，または反対するために使用される。

　この動議には「賛成者」を必要としな

　い。動議の形式は，「議長！議事手続に

　関する問題があります。」となる。議長

　は，「その問題点を発表願います。」と答

　える。この代議員が，その議事手続上の

　問題を発表し終ると議長は次の様に答え

　る：

　1）「貴下の議事手続上の問題はよく解

　　りました。」

　2）「貴下の議事手続上の問題はよく解

　　りません。」

　もし代議員の中に納得の出来ないものが

　あれぽ，彼は，異議を申し立てることが

　できる。すると議長は会議に呼びかけ

　て，「議長の裁定は支持されるべきか。」

　と尋ねる。本件は討論の対象となる。議

　長は席をはずすことなく，討論に付して
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　　よい。本件は，他の動議と同様に投票採

　決される。過半数或は賛否同数の投票の

　場合は，議長の裁定を支持することにな

　る。過半数が反対投票である場合には，

　議長の裁定取り消しを必要とする。

⇔　議案審議の保留：将来「審議再開」の

　動議が，提出される時に取り上げられる

　ような形で，討議中の議題の審議を保留

　するための動議である。本動議は，討論

　も修正も行われない。動議の成立には過

　半数の投票が必要である。

㈱　議案の審議再開：先に審議を保留して

　いた問題を討議のため取り上げる動議。

　本動議は，同問題が審議中断以来，他の

　議題が会議により議決された後でなけれ

　ば，提出することが出来ない。本動i議に

　は討論も修正もない。本動議の成立に

　は，過半数の投票が必要である。

セ9　討論の終了：懸案の問題に関する討論

　打ち切りの動議。本動議は討論しない。

　動議の形式は，「議長，私は討論打ち切

　りの動議を提出します。」となる。する

　と議長は，「討論打ち切り。これに対し

　採決のため投票すぺきか。」と諮る。も

　し本件が3分の2の投票を得て採択され

　ると，討議中の議題は，直ちに投票に付

　されなければならない。

（ト）討議延期：提出された議題を将来のあ

　る確定した時期まで延期するための動

　議。本動議は，議長発言中以外は何時た

　りとも提出することが出来る。そして討

　論の対象にもなる。本動議の成立には，

　過半数の投票が必要である。

紛　委員会付託：主たる動議原案が改正文

　中に含まれる場合または問題点を更に慎

　重に研究することが賢明の場合に，十分

　検討するためその主たる動議原案を委員

　会に付託するための動議。本動議は討論

　も修正も出来る。本動議の成立には，過

　半数の投票が必要である。同委員会は，

一一 P59一

会議運営手続

　会議に報告をしなけれぽならない。

ω）改正：動議原案の用語を修正するた

　めに「挿入」又は「追加」又は「削除」

　或は「削除して挿入」または「置き換え」

　を行う場合の動議。

　改正のための動議そのものは，改正する

　ことが出来るが，改正の再改正は，行う

　ことが出来ない。

　「置き換え」は一節全部か，または制定

　案或は決議案全部に対してのみ適用する

　ものとする。

　改正さるべき議題と密接な関係のないも

　の；又単に改正議題を肯定することが，

　原案の否定と同じ意味を表わすもの；或

　は当該会期中に，会議が先に決議した議

　題と同一内容のもの；内容を変更せずに

　改正の形式を他の形式に変えたもの；或

　は又動議の形式を差し替えただけのも

　の；制定案から「制定す」と言う語を，

　決議案から「決議す」と言う語を削除す

　るもの；会議に何等合理的な提案となら

　ない語句を削除または挿入するもの；又

　は取るに足らないもの，または不合理な

　ものは如何なる改正も之を行うことが出

　来ない。

　再改正は，主たる動議の原案と同様，改

　正の主題とも密接な関係がなけれぽなら

　ない。即ち関連性が必要である。改正の

　機に乗じて無関係の新しい議題を提出し

　てはならない。　　　　　　　　　　．

留）改正案に関する投票：提案に対する改

　正案が提出されると，同改正案が，最初

　に投票に付される。再改正案が提案され

　ると，会議で，最初に同再改正案を投票

　に付し，それから原案に対する改正案を

　投票に付す。その提案は，その内容の如

　何によって，原提案通りか，改正案の形

　式で投票に付される。

QL）再審議：一旦成立した動議を再審議す

　るための動議は，当該会議の定例会合申
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　　に提出されなけれぽならない。その動議

　　に関する発言の許可は，同一動議に賛成

　　老の2名及び反対老の2名に与えらるぺ

　　きものとし，その直後に投票に付される

　　べきものとする。各発言者には，賛否両

　　論のため各5分間が認められるものとす

　　る。動議の成立には，3分の2の投票が

　　必要である。

　7．議長の如何なる裁定に対しても，会議

に対し異議の申立てをすることが出来る。但

し他の異議申立てが未決定の場合は，この限

りではない。当該規定成立の場合に限り，異

議申立てを会議に提言することが出来る。こ

の異議申立ては他の代議員の発言中であって

も，提言することが出来る。もし何か討論ま

たは議事が妨げられる場合は，時間切れとな

り，異議申立ては出来ない。特典の問題に関

する異議申立ては認められる。異議申立ては

討論の対象にはなるが，改正は出来ない。

　議長は，異議申立てに関する議題を説明す

る際は，議長のまま裁定の理由を述べること

が出来る。理由の説明には3分間が与えられ

るものとする。如何なる代議員も1回以上発

言することを許されない。討論の終りに臨ん

で決定に対する反論に答える議長は例外とす

る。各代議員は，異議申立てに関して発言す

るために3分間が与えられている。そして議

長が，裁定に対する反論に解答を，選定する

場合は，その目的のために5分間が与えられ

る。本件は，議長の次の様な言葉を以て，会

議に上程される：「議長の裁定は支持される

ぺきか。」本件に対して投票が要求される。

　議長の裁定を無効にするには，過半数の投

票が必要である。もし投票が同数の場合に

は，議長は支持される。もし議長が会議の代

議員である場合は，議長または司会者の決定

は，過半数の投票によって逆転されない限り

有効であると言う原則に従い，同数にするた

め投票することが出来る。

　投票の結果の発表を以て，議長の裁定とす

ることはできない。もし代議員が発表の正確

さを疑う場合，彼は異議の申立てをすること

は出来ないが，「賛否の投票採決」を要求す

べきである。

　8．会議の採決は，もし投票が点呼による

か，挙手によって行われ，次の動議が提出さ

れる前に採決が要求されているならぽ，採決

に付す旨が発表せられ，次の代議員が発言権

を得た後でも，議題上程後，なん時でも発言

を求めずして，要求され得るものである。採

決の要求には賛成者の必要もなく，討論も改

正も要しない。またこの動議に関連を持つ如

何なる他の補助的動議も必要としない。

　採決が要求されると，議長は再び投票にと

りかかる。但しこの場合は，賛成者は起立

し，人員が点呼され，次いで着席すると，反

対者が起立して，人員が点呼され，これによ

って採否がきまる。

　9．動議は，仮令既に改正済のものであっ

ても，採決が始まる以前ならぽ，何時にても

提案者自ら撤回することが出来る。撤回には

賛成老を必要としない。討論をする要もな

く，改正することも出来ない。

　10．　もし会議が，議題を委員会に付託す

る希望のない場合，または，もしその議題

が，会議の審議を煩わすのに充分理解されて

いない場合，または何か他の理由で，会議の

規則に従って，その問題をもっと自由に討議

することが望ましい場合，会議は正当に提出

され，賛成され，過半数の得票により成立し

た動議に基づいて「全体としての委員会」に

移行することができる。

　もし「全体としての委員会」に移行の動議

が成立すると，議長は，直ちに議長に就任す

べき会議の他の代議員に議長席につくように

命じ，そして議長は，会議の代議員席中の自

己の席に着く。

　提出される動議は，「改正」或は「採択」の

みとし，それを以て同委員会は「閉会し報告

する。」
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　議長の決定に対し異議の申立ができる。然

もそれは直ちに票決されなければならない。

各代議員は，異議申立に関して1回だけ発言

することが出来る。

　「全体としての委員会」に移行する前に，会

議は，委員会における討論を，会議の決定通
りに限定するか，t 狽ﾍ一定の時間で中止すべ

きか，或はその両老とするかを投票によって

決めることが出来る。もし何等の制限が規定

されていない場合は，代議員は誰でも会議に

おいて発言権を得る限り何回でも発言し，又

討議に許されている時間内で長く発言しても

よい。然し，もし同特別議題に関し発言を希

望し，まだ発言していない代議員がいる場合

は，第2回目の発言は出来ない。

　討論が，会議の規則により特定の時間に終

了されてしまうと，「全体としての委員会」

は，全員一致の同意があっても時間を延長す

る権限を持ってはいない。

　「全体としての委員会」は，議題を他の委

員会に付託することも出来ないし，当該委員

会に付託された提案の本文を変えることも出

来ない。

　委員会が，付託された議題の討議を終える

か，または委員会が休会を望むか，制限付討

議を会議に望む場合は，議事の結果を明細に

記録して，「委員会は閉会にして，報告をす

る」と言う動議が提出される。この動議は，

討論も改正もすることは出来ない。

　動議が採択されると，議長は議長席に着

き，「全体としての委員会」の委員長は，会議

の代議員席の自己の席に戻る。それから，委

員長は次の様に発言する。「全体としての委

員会」は，審議を重ねてきた，（ここで委員長

は，制定案，決議案，又はその他の議題を説

明する。）そして委員会が既にその審議を完了

しているなら，同案に改正事項を添えて（ま

たは場合によっては添えないで）報告するう

よ私に命じた。」もし委員会が結論に達する

ことが出来なかった場合は，委員長は次の如

会議運営手続

く発言する。「全体としての委員会」は，審

議を重ねて来た，（ここで委員長は，制定案，

決議案，又はその他の議案を説明する。）そし

て委員会は，何等の結論に達しなかったと報

告するよう私に命じた。」

　もし何等の改正事項が報告されなけれぽ，

議長は，直ちに「全体としての委員会」の報

告通り議題を詳述する。

　もし改正事項が報告されるならぽ，その改

正事項は討論の対象となりかつ改正が行なわ

れるものであり，「改正するための」会議の

動議と同一の方法で投票に付される。

　改正事項が処理されたあとは，議長は，そ

の時のありのままの形式で議題を説明する。

事務局長は，「全体としての委員会」の議事

々項を会議の記録簿に記入しない。但し会議

の万一の用に供するため，覚え書きを保存し

ておくぺきである。

規定審議会（Council　on　Legislation）

　規定審議会は，国際大会の諮問に答える審

議機関である。審議会は，国際大会議決のた

め各制定案及び決議案に関する勧告案を国際

大会に報告する。国際ロータリーの規定文書

の諸規定に従って，事務総長は，正規の手続

を経た各制定案を審議会に送達する。事務総

長はまた，理事会の指示に従って，国際ロー

タリー理事会が検討し，国際ロータリP・一計画

の範囲内にあるものと決定した正規の手続を

経た各決議案を審議会に送達する。

　審議会は，送達された各制定案及び決議案

並びにそれらに関連して提出された改正事項

を審議し，そして国際大会が，各提案を原案

または改正案通りに決議することに関する審

議会の勧告案を，国際大会に報告するものと

する。

　開会の手続一審議会を開会するに当り，

開会手続の第1段階は，定足数を構成するか
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否かを確認するため，審議会の資格審査委員

会の予報を行うことである。審議会の定足数

は議員の3分の1を以て構成する。各投票議

員は，投票に付された各議題毎に単に一票を

投ずる資格が与えられている。

　開会手続の第2段階は，定足数の出席が確

定されて後，審議会の審議を行なうため，正

規の手続を以て提出された制定案及び決議案

を，事務総長が審議会に送達することであ

る。

　開会手続の第3段階は，委員会の報告を受

けて之を審議し，審議会の注目に値する議題

が審議される順序を勧告し，審議の順序と審

議会の注目に値する若干の問題に関し審議日

程を取りきめることである。

　議事進行の手続の第4段階は，以下に規定

された手続に従って審議会の起草委員会を選

定することである。

　開会手続の第5段階は，事務総長より審議

会へ送達された制定案及び決議案を審議会が

審議することである。かかる審議は，審議会

が先に決定した順序に従うもので，この順序

は，一旦採択されると，過半数の得票に依っ

てのみ変更することができるのである。

　開会手続の最後は，審議会の資格審査委員

会の最終報告を受け取ることである。

　運営一信任状が確認され，正式の議席を

与えられた審議会の議員は，全会期中議員で

あって，代理人を任命する権利は認められな

いo

　もし国際ロータリー会長が，審議会議長を

任命し，自己の任務を代行させる場合には，

会長は何時でも，再び議長の席に着くことが

出来る。

　審議会の議事は，記録するものとする。

　国際大会の一部として開かれる審議会の会

期は，国際大会の閉会まで随時休会にするこ

　とも，再開することも出来る。

　審議会の起草委員会は，次の如き方法で選

考される1名の委員長及び4名の委員を以て

構成される：審議会の議長は，審議会議員中

より委員長1名，委員4名を指名し，更に議

場からの追加指名を求める。もし追加指名の

ない場合には，審議会議長によって指名され

た者が，自動的に選挙されたことになる。然

し，もし委員の追加指名がある場合には，審

議会の決定通り投票により選挙が行われる。

審議会の議長又は，議長によって審議会の報

告を国際大会に行うことを指名された老が，

その起草委員会の委員でない場合は職権によ

る起草委員となるものとする。

　起草委員会は，審議会から付託されるその

他の問題に加えて，審議会の報告を国際大会

へ提出する準備を行うものとする。審議会の

報告を国際大会へ提出する準備を行うに当っ

て，起草委員会は，制定案及び決議案の原案

並びに／またはその両者の改正事項に関連

し，又はそれらに矛盾するところがあれぽ説

明出来るように，審議会より勧告された決議

を慎重に調査し，かつ何か矛盾が発見される

ならば，起草委員会ぽ，国際大会への報告書

に，その本質，範囲，影響等をも含めなけれ

ぽならない。見出し得る総ての矛盾を訂正す

るため，起草委員会が適当と信ずる改正事項

を，審議会報告の追加資料として，起草委員

会が準備し，議長が国際大会へ提出すべきで

ある。

国際大会（Convention）

　国際ロータり一細則規定の如く，委員会の

報告，国際大会への通達，制定案並びに決議

案，及び之等に対する改正案，国際ロータリ

ーの会議運営の手続きにより討論不要事項と

して知られているものを除き，総ての動議

は，国際大会の議場において討論することが

出来る。但し3分の2の投票により国際大会

が討論不要として案件処理を行う場合は別で

ある。
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　一旦成立した動議を再審議する動議を国際

大会に提出する場合には，最初の動議が成立

した同日の大会の定例会議において行われな

けれぽならない。

　国際大会において，国際ロータり一定款の

規定に関係するか，またはそれらを含む改正

案を投票に付し，採択するには3分の2の投

票が必要である。

用語の定義（De丘n三tion　of　Terms）

　前記の会議運営手続中に使用されている一

定の用語は，次の如く定義されている。

　「出席投票議員」一賛成または反対の投票

　　をする議員。投票を棄権する議員は，出

　　席投票とは見倣されない。

　「過半数投票」一出席投票議員の投票数の

　　半数以上。

　「3分の2の投票」一出席投票議員の投票

　　数の3分の2。

　「日程」一規定審議会乃至国際大会が，審

　　議会或は国際大会に提出された議題に関

　　し，審議又は討論の時間の制限に関し，

　　過半数の投票により採択した順序。

　「特典に関する質疑」一会議乃至会議代議

・一　163　一一

会議運営手続

　員の権利並びに特典に関する質疑。特典

　に関する質疑は，休会或は閉会に関する

　動議以外のあらゆる他の動議に優先す

　る。会議に関する特典の質疑は，会議の

　各個人的代議員の特典に関する質疑に優

　先する。個人的特典の質疑は，会議の代

　議員としての特典に関するものでなけれ

　ぽならない，特典に関する質疑とは次の

　如き質問である：会議組織に関するも

　の；会議場の暖房，採光，換気等代議員

　の居心地のよさに関するもの；騒音その

　他妨害をなくすこと：会議の役員或は代

　議員の行動に関するもの；風俗壊乱行為

　又はその他の不法行為に関し，代議員を

　懲戒する決議に関するもの；傍聴者或は

　来賓の行為に関するもの；公表された報

　告書又は手続の正確さに関するもの。

「会議」一国際大会，規定審議会，又は必

　要に応じて開催されるその他の国際ロー

　タり一会議。

「代議員」一国際大会におけるクラブから

　の選挙人，規定審議会における地区代表

　並びにその他の議員及び必要に応じて開

　催されるその他の国際ロータり一会議に

　おける正式に承認された代議員。

　　　　　　（運営手続了）
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青少年への奉仕
（Service　to　Youth）

手続方法（Method　of　Procedure）

　青少年への奉仕がクラブの活動となってい

る処では，ガバナーはその地区内各クラブに

その地域社会における青少年が何を必要と

し，どういう奉仕の機会があるかということ

を確認する最も有効な方法として全域にわた

る調査を行うことを示唆するよう強調されて

いる。それによって計画をたて，そして斯様

な調査によって明かにされた活動や計画の実

行に地域社会の色々な団体の協力をうること

ができるのである。（理40－一一41）

　クラブは，青少年に奉仕する団体の幹部を

会員に入れるよう努力することを奨励されて

いる。但し，1つの集団が優勢を占めるとい

うことのないように心掛け会員組織が均衡を

良く保つよう注意すること。（理51－52）

　ガパナーが欲するならぽ，その地区委員会

に（65頁参照）青少年への奉仕を促進するた

めに委員1名を追加指名しても良い。（理44

－45，　47－48）

青少年への奉仕の目標
　　　（Objectives　of　Service　to　Youth）

　理事会は，クラブへの示唆として次のよう

な目標を定めた：

　1．成長しつつある青年に影響を及ぼして

いる都市及農村の事情並びに要因に関する実

際的知識の把握並に理解。

　2．　青少年に対する（イ）健康，（ロ）円満なる

教育，の精神的資質の向上，㊥職業の賢明な

る撰択及び㈹十分な職業予備教育の重要性

を認識すること。

　3．　ロータリー・クラブ及びロータリアン

は青少年に関する活動の最適任老であり又そ

の活動を通して最大の奉仕が出来るので，そ

の活動を奨励すること。

　4．社会人としての権利はその地域社会に

対する個人的責任の自覚を通じてのみ保持す

ることができるものである。自覚させること

によって青少年に良い市民たるべきことを激

励すること。

　5．青少年が世界事情を一層理解するよ

う，又自国人ばかりでなく他国人にも正しい

態度を取るよう育成，指導すること。

　6．（イ）ロータリアンと青少年の個人的接触

と，（ロ）他国の青少年との直接及び間接の接触

をもたらす手段方法の増進を計ること。　（理

40－41，　47－－48，　48－49）

青少年への奉仕計画

　　　　（Service　to　Youth　Program）

　理事会（1939－一一40）は均衡のとれた青少年

への奉仕計画の一般的要綱を示唆している：

　理事会は，ロータリーの存在する総ての国

にロータリー・クラブの青少年奉仕計画を実

行する同一の機会が存在しているとは考えな

い。理事会は，ロータリー・クラブのある総

ての国において一般的にあてはまる或る根本

的な関連性と援助事項がいくつかあることを

信ずる。故に，理事会は，次に示す均衡のと

れた青少年への奉仕計画の一般的要綱中にロ

ータり一・クラブが実行できるような有益な

一一 P64一

活動を見出すことが出来るのではないかと考

えている。

　1．　父親と息子間に有益な関係を増進する

活動。

　2．　青少年に影響を及ぼしている地域社会

状態の調査を行い，その結果として次の如き

現存団体との協力。

　　（イ）学校

　　（ロ）裁判所

　　（A）仮出獄事務を取扱う事務所

　　←）　ボーイ・スカウト

　　（翁　ボーイス・クラブ

　　（A）野営場

　　（ト）運動場

　3．　ロータリー・クラブに特別に適するも

のを次のものから1つか2つ選択して之れを

推進すること。

　　（イ）青少年の声を聴く会

　　（ロ）青少年への奉仕大会

　　（A）青少年の後援者となること

　　（二）学費貸与資金及び奨学資金

　ロータリー・クラブは，少年犯罪防止又は

その地方におけるその時々の問題の解決に当

って現存団体と協力してそれぞれの地域社会

において青少年への奉仕特別計画を採用する

よう奨励されている。或は又，青少年への奉

仕の分野において目的遂行の活動を新たに開

始し且つ之れを強力に推進することが奨励さ

れている。少年少女週間を多くの有用な青少

年活動の一つとしてロータり一・クラブが取

り上げることを示唆している。（理53－54）

青少年研究会（Youth　Seminars）

　理事会は，ロータリーの青少年への奉仕プ

ログラム強化の一方法として，国際ロータリ

ーの提唱又は参加を求めず，ロータり一地区

或はクラブ提唱の下に青少年研究会を開催す

る等の活動を奨励している。（理65－66）

青少年への奉仕

‘‘

eロータリアンは青少年の模範”と

いう標語（Slogan“Every　Rotarian　an

　　　　　　　　　Example　to　Youth”）

　“各ロータリアンは青少年の模範”という

標語を，国際ロータり一が発行する青少年へ

の奉仕に関する文献に用いなければならな

い。（理49－50）

青少年への奉仕団体とロータリー・ク

ラブの関係（R・tary　Club’s　Relati・nship

　　to　Service　to　Youth　Organizations）

　青少年への奉仕団体ならびに活動と，ロー

タリー・クラブとの正しい関係についての

下記の一般的声明は国際ロータリー理事会

（1920－－21）が採択した声明にもとつくもので

ある：

　1．　一一般規定。青少年への奉仕に於てロー

タリー・クラブの持つ最大の機会：第1，青

少年に対する地域社会の義務及び責任につい

て地域社会が自覚するよう指導すること；第

2，地域社会の青少年の必要とするものを発

見すること；第3，それら必要なものが関係

当局及び代行機関によって完全に満たされて

いるかどうかということに注意することであ

る。

　2。　接触の方法。クラブの青少年奉仕委員

会は，現存する総ての青少年への奉仕団体と

協議し，彼等の事業を調整し重複を避けるこ

とに出来る丈の援助をしなけれぽならない。

若しそれらの団体と協力するための特別小委

員会を設けることが望ましい場合にはそれを

設置しなけれぽならない。

　クラブは，諮問委員会の組織設定のため社

会的運動を開始することもできる。普通諮問

委員会は青少年の福祉問題に関心を持つ市の

全団体の長から成り，地域社会の青少年への
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奉仕事業に対する情報交換所の役割をなすの

である。

　斯様な団体は普通次のような目標を持って

いる。　　　　　’

　（イ）青少年への奉仕に関心を持つ総ての地

域社会団体を共通目的において激励し且つ団

結させること。

　（ロ）現在の青少年の一般的状況を説明し，

そして総ての既存団体が如何に之等の事態に

対処しつつあるかを調査すること。

　の　青少年への奉仕事業を職業とする人並

びに有志の人の数を増加し且つ此の事業にた

ずさわる人々の大会及び講習会の如きものを

奨励して一層大なる能率を増進すること。

　←）青少年に影響する思慮ある有用な立法

を推進し，青少年に害を及ぼすような立法を

阻止すること。

　㈱例証するかその他適当な広報により既

設団体のなしつつあることを知らしめて青少

年へのより大きな関心を湧き上らせ，依って

総ての団体に対する適当な支援をより多くう

るようにすること。

　¢9　意見交換所の役割を果すこと。

　（ト）事業の重複を避け二重の努力を避ける

こと。

　3．財政的援助。クラブが協力せんとする

団体が財政的援助を必要とする場合に望まし

い方法としては，関心をもつ団体の協力を得

て斯様な団体に対する一般社会の支援をうる

ための運動を組織することである。斯様にし

て総てがその団体及事業に興味を持つように

なる。運動の成功を期するために同様な能力

をもつ他の市民に期待されていると同じくロ

ータリアンは個人として寄付するのである。

　4．　新事業発足。現存する団体がまだ手を

つけていない事業を発足する必要のある場合

には前述に類似した方法が取られるぺきであ

る。但し，青少年の福祉のために必要欠くべ

からざる場合を除き，現存する青少年奉仕団

体とは別個に組織すぺきではない。

　5．新要求に対処。クラブは，上記の如き

団体の必要に対処しながら，臨機に他の方面

にも援助の手を延ぽす自由を保持しなければ

ならない。

　6．　非常事態における緊急救助。疑いなく

価値ある団体の場合に，或は地域社会全般に

亘って，応急の救助の要を認めた場合に，ク

ラブは他団体の決定に関係なく適当に援助す

ることができる。

　7．　1クラブが全面又は主要支持。クラブ

は永久的責任を負わないようきびしく注意さ

れている。然しながらクラブは十分研究の

後，新規の永久的な事業又は既存事業に全面

的又は主要責任を負うことを決定したなら

ば，基本金寄付又は他の適当な方法によって

斯様な事業の永久的支援の処置をとらなけれ

ばならない。

インターアクト・クラブ

　　　　　　　　　　（lnteract　Clubs）

　理事会（1961・一一62）は，ロータり一・クラ

ブが任意に青少年クラブを結成且つ後援する

ことのできる計画を採択した。その計画はイ

ンターアクト（lnteraCt）と呼ばれる。

　インターアクト・クラブは大学課程へ進学

直前の1－4学年に在学中の学生より成る。

クラブは奉仕と国際理解に貢献する世界的友

好精神で相共に働く機会を若人に与える目的

のために組織されている。

　クラブは次の目標を持っている。即ち，建

設的指導力及び個人的誠実を認め且つ育成す

ること；他人に対する思いやりと他人のため

役立つことを奨励且つ実行すること；家庭と

家族の重要性について認識すること；各個人

の価値を認識することにより他人の権利を尊

重すること；個人的成功，地域社会の改善，

及び団体的業績の基盤として，個人的責任の

受諾を強調すること；社会への奉仕の機会と
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してすぺての有用な職業の尊厳と価値を認識

すること；地域社会，国家及び世界情勢に関

する知識と理解を深めるための機会を提供す

ること；及びすべての国の人々に対して国際

理解と親善とを増進する個人及び団体活動の

道を開くこと。

　理事会は，その計画が次の規定に従って実

行せらるべきことを決定した。

1．　ロータリー・クラブは全く任意的立場に

　於て参与する機会が与えられること。

2．　会員選択の方法は次の点にi基盤をおくこ

と。

　a）　質問書によって，国際事情を含む関

　　心事の範囲と多様性を判断すること

　b）性格
　c）　学力，及び

　d）　潜在的指導力。

　如何なる意味においても，インターアクト・

クラブを提唱ロー・一タリー・クラブ又は国際ロ

ータリーの一部又は合法的加盟クラブと考え

てはならない。インターアクト・クラブ会員

は「ジュニア・ロータリアン」と呼ぼれたり

見倣されぬものであり，口■一一タり一徽章を使

用したり侃用することも出来ない。ロータり

一一狽酪ﾍとは異なったインターアクト・クラブ

会員専用の徽章が別にある。

　1962・一一63年度において，理事会はインター

アクト・プログラムがロータリー・クラブ並

にロータリアンに受入れられ，同プログラム

に対する関心が彼等の間に深められているこ

とを知って満足し，且つ世界中のロータり

一・ Nラブにこの活動を促進するため一層努

力することを決定した。

　理事会（1965－66）は，国際ロータリー地

区内に於けるインター一アクト・クラブの結成

並びにインターアクト・プログラムの運営に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

先に採択した声明を一部改正した，次の如き

声明を採択した：

　1・　インターアクト計画は，国際ロータり

青少年への奉仕

一が推進し，かつ創設したもので，国veロ・一

タリーの活動の一つである。定款の諸規定の

制定並びに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，インターアクトの名称及び徽章の保護

並びに保存に関する権限は，国際ロータり一

に帰属するものとする。

　2・　インターアクト・クラブは，ロータり

一・ Nラブ提唱の下に大学課程直前の4学年

の何れかに在学する学生により構成される組

織体である。その目的は，奉仕と国際間の理

解に貢献するため，世界的友好を以て共に活

動する機会を青年男女に与えることにある。

　3．　インターアクト・プログラムは本来青

年男子のみに計画されたもので，青年男子の

指導能力の養成並びに良き市民となるための

訓練に重点をおいたものである。然しなが

ら，もし地元の事情が提唱ロータり一・クラ

ブに青年女子の入会を認める正当な理由あり

と考慮せしむる場合，女子入会承認の可否は

その提唱クラブの自由裁量によるものとす

る。但し，提唱クラブが男女会員を認めた場

合においても，会員の少くとも半数は青年男

子たることを要す。

　4．　インターアクト・クラブは，一つのロ

ータリー・クラブまたは数クラブによって結

成され，後援され，かつ指導監督される。そ

して国際ロータリーの証明と承認を得て設立

される。その他の方法を以てしては，創立す

ることも，維持することも出来ない。クラブ

の存続は，提唱ロータリー・クラブの不断の

後援と国際ロータり一が継続して承認を与え

るか否かにかかっている。

　5．　国際ロータリーが設定した枠内で，提

唱口“ntタリー・クラブは，インターアクト・

クラブを結成し，指導と助言を与える責任を

有し，かつインターアクト・クラブの全活

動，方針並びにプログラムを完全に統制し，

かつ指導監督する。

　6．　インター・・一一アクト。クラブが学校関係で

ある場合，提唱ロータリー・クラブは，その
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クラブに対しては，当該学校当局制定の全学

生組織並びに課外活動に関する同一規定並び

に方針に従うべきものであることを了解の

上，学校当局の完全な協力のもとに，当該イ

ンターアクト・クラブを統制し，指導監督す

るものとする。

　7．　インターアクト・クラブの総ての活動，

計画及びプログラムは，常に国際ロータリー

の方針に調和して行われるべきものとする。

従って，インターアクト・クラブに対するロ

ータリー・クラブの絶えざる後援と国際ロー

タリーの継続的承認は，それを条件とするも

のである。

　8．標準インターアクト・クラブ定款は，

国際ロータり一によって規定されるものであ

り，且つ国際ロータり一理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の前提条件として，各インターアクト・ク

ラブは，標準インターアクト・クラブ定款を

採択し事後国際ロータリー理事会により行わ

れる全改正条項を自動的に採用せねぽなら
ぬ。

　9．各インターアクト・クラブは標準イン

ターアクト・クラブ定款及び国際ロータリー

が設定した方針とに矛盾しない細則を採択せ

ねぽならぬ。斯様な細則は，提唱ロータリ

ー・ Nラブの承認を得なけれぽならない。

　10．　インタtaアクト・クラブは，会員が選

出される居住地域または学校の所在地がその

所管区域内にあるロータリー・クラブにより

提唱されるべきものとする。但し提唱ロータ

り一・クラブの所管区域外にインター一アクト・

クラブ結成許可の文書を国際ロー一タリー理事

会より受理した場合はこの限りでない。

　11．　インターアクト・クラブは，次の条件

の下では，二つ以上のロータリ・一・クラブが

共同して結成し，かつ後援することができ

る：

　イ）地区ガパナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータり一・クラブ並びにイ

一一一　108　一

　ンターアクト・プログラムに対する最大

　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　れぽならない。

ロ）推薦されるインターアクト・クラブの

　会員は，各提唱ロータリー・クラブ所管

　区域内より各々相当数選出されなけれぽ

　ならない。

ハ）個々のロータリー・クラブの提唱によ

　り，個々にインターアクト・クラブを組

　織することは，当該学校または地域社会

　にある本質的には単一の学生団体である

　ものを，人為的に分割することになるよ

　うな情況でなけれぽならない。

二）　合同インターアクト委員会は，各提

　唱ロータリー・クラブの有能な代表者を

　以て構成されなけれぽならない。

12．　インターアクト・クラブ会員は，入会

　を認められると同時に，インターアク

　ト・クラブの定款並びに細則の規定を承

　認遵守することに同意したものとする。

13．　インターアクト・クラブ会員資格は，

　国際ロータリーより提唱ロM－pタリー・ク

　ラブを通じてインターアクト・クラブへ

　支給されるインターアクト会員証により

　立証されるものとする。

14．　インター一アクト・プログラムに使用，

　または適用されるインターアクトの名称

　及び徽章は，国際ロー一タリーの所有に属

　し，かつ正式に設立されたインターアク

　ト・クラブ並びにその適正資格ある会員

　は勿論，インターアクト・プログラムに

　参加する老が専用するために保有さるぺ

　きものとする。

15．　インターアクト・クラブ会員は，イン

　ターアクト・クラブ会員資格存続中，適

　正な品位ある方法で，インターアクトの

　名称及び衡章を使用並びに表示する資格

　を与えられている。インターアクト・ク

　ラブ会員資格終結の際，またはインター

ク

　アクト・クラブ解散の場合には，かかる

　資格は失われるものとする。

16．　インターアクト・クラブは，（イ）その

　定款に従って運営しない場合，及びその

　他の理由により，提唱ロータリー・クラ

　ブの同意，承認，合意の有無に不拘，国

　際ロータリーにより，（ロ）提唱ロータリ

　ー・クラブにより，またはのインター

　アクト・クラブ自身の決定により，解散

　することになる。

17・　インターアクト・クラブ解散により，

　名称並びに徽章に関する一一vaの権利及び

　特典は，クラブ並びに会員により，集団

　的にも個人的にも棄権されるものとす

　る。

18．国際ロータリーの方針として，理事

　会は，国際ロータり一以外の如何なる個

　人または団体が，営利または他の目的の

　ためにインターアクト・クラブを一般に

　利用する権利を認めない。

19．　国際ロータリーの方針として，少女

　クラブの結成および提唱はインターアク

　ト・クラブの本来の機能乃至適切な活動

　とは認め得ない。

20・地区ガパナーは，インターアクト・プ

　ログラムを公表し，新しいインターアク

　ト・クラブ結成を促進し，管轄地区内の

　インターアクト・プログラムを運営する

　に際し，彼の補佐役として地区内各地の

　ロータリアンから構成される地区インタ

　ーアクト委員会を任命するよう要請され

　ている。地区インターアクト委員会を任

　命することが可能であり，かつ実行出来

　る場合は，1名乃至数名の委員を再任す

　ることにより，委員の継続性を保つよう

　規定すべきである。

21．　クラブ水準以上のインターアクトの

　組織体と会合：

イ）　もしも，国際ロータリーの1地区内

　に，5つまたはそれ以上のインターアク

一169一

青少年への奉仕

　卜・クラブがある場合，それらのクラブ

　は，会員中よりインターアクト・ガバナ

　ーを選定することが出来る。選挙の方法

　は，地区インターアクト委員会によって

　決定されるものとする。インターアク

　ト・ガバナーの職務は，地区単位の会合

　の準備に当って，地区インターアクト委

　員会を援助し，助言を与え，又可能の場

　合かかる会合を司会し，特に地区内イン

　ターアクト・プログラムを拡大充実する

　ことに関して地区の全インターアクト・

　クラブに助言し，激励，感銘を与え，そ

　してインターアクトを世界的な規模のも

　のとし又国際理解のためのこのプログラ

　ムの実行能力と業績とに注意を集中する

　よう助力することである。

ロ）　国際ロータりPt一の地区内において，

　相互に便利な土地に2つまたはそれ以上

　のインター一アクト・クラブが存在する場

　合には，友情を深め，意見を交換し，感

　銘を分ち合い，地区内のインターアク

　ト・プログラムを強化，拡大，充実させ

　るため，地区インターアクト委員会の1

　名乃至数名の委員の助言と指導と出席の

　もとに，各クラブ代表者の会合を開催す

　るよう奨励されている。距離の関係が許

　せぽ，1名乃至数名の地区インターアク

　ト委員の出席指導のもとに，かかる会

　合を，地区単位で，開催できるであろ

　う。

ハ）地区単位のインタinアクト会合の目

　的は，学校及び地域社会に対する奉仕に

　関してインターアクト・クラブを激励し，

　啓発し，感銘を与えるため，及び国際理

　解のためにインターアクトが世界的に発

　揮し得る能力と業績とに注意を集中せし

　めるためである。

二）　国際ロータリーは，地区インターア

　クトの会合またはインター・アクト・ガバ

　ナーの経費を，負担しないものとする。
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　かかる会合の経費は最小限度に止め，参

　加者が負担出来る範囲のものとする。

22．　インターアクト・プログラムの経費資

　金の調達：

イ）　国際ロータリーは，インタ・一アクト・

　ガパナー又はインターアクト・クラブの

　会合，またはインターアクト・クラブ集

　団会合に要する費用は，一切負担しない。

ロ）　インターアクト・クラブまたはインタ

　ーアクト・クラブの集団の会合を開催す

　るに必要な費用は，最小限度に止めるべ

　きであり，然もその会合は，有意義なプ

　ログラムを織り込んだ効果的なものでな

　けれぽならない。

ハ）　インターアクト・クラブのプログラム

　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　とは，インターアクト・クラブの責任で

　ある。

二）　インターアクト・クラブを後援してい

　るロータリー・クラブは，そのインター

　アクト・クラブに対し，臨時または付随

　的の財政的援助以外の寄付を行うぺきも

　のではない。

ホ）インターアクト・クラブは，広くロー

　タリー・クラブ又は他のインターアクト・

　クラブに対し財政的援助を懇請すべきで

　はない。

へ）　インターアクト・クラブは，何等有意

　義な返報をなさずして，その地域社会内

　の個人，事業所または団体に財政的援助

　を懇請すぺきではない。

ト）　インターアクト・クラブ会員の会費ま

　たは賦課金は，名目上の金額に止め，然

　もそのクラブの運営に要する経費にのみ

　充当すべきものである。総ぺて，インタ

　ーアクト・クラブが実行する活動並びに

　計画に要する資金は，会費または賦課金

　とは別偲に，クラブが調達すべきもので

　ある。

チ）　インターアクト・クラブ会員をクラブ

　　並びに地区大会プログラムに参加するよ

　　う招待するロータリー・クラブ及び地区

　　大会は，起り得る法律上又は道義上の義

　　務と責任に対しクラブ乃至地区大会を保

　　護するために十分な旅行傷害及び責任保

　　険に加入すべきである。

　　　　　　　（方針声明了）

インターアクト週間

　理事会は，「インターアクト週間」は毎年

1月の第3週間中に行なわるべきことを決定

し，事務総長に対し適当な国際ロータリーの

文献にこの「週間」の発表をなすよう要請し

ている。

　インターアクト週間行事のプログラムを展

開するに当り，ロー一タり一・クラブは可能な

場合インタートアクト・クラブの会員を活用

するよう，尚，この場合未だインターアクト・

クラブを提唱していないロータり一・クラブ

も隣接地域のインターアクト・クラブ会員を

利用するよう奨励されている。（理63－－64；

68－69）

ローターアクト・クラブ

　　　　　　　　　　（Rotaract　Clubs）

　理事会（1967－68）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青年のためのクラブを結成且つ後

援することのできる計画を採択した。その計

画はローターアクトと呼ぽれる。

　ローターアクト・クラブは提唱ロータリー

・クラブの区域内に居住，就職，又は勉学中

の年齢17～25歳の青年男子又は青年男女より

成る。会員を男子又は男女の何れにするかは

提唱ロータり一・クラブの自由裁量による。

　ローターアクトの目的は，あらゆる職業に

おいて高い道徳的基準を受諾し尊重するこ

と，地域社会に対する奉仕を通じて指導力と

善良なる市民精神を育成すること，及び国際

理解と平和とを促進することにある。
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　理事会は本計画が次の規定に従って実行さ

れるべきことに同意した：

1・如何なる地域社会においてもインターア

　　クト・クラブ会員とローターアクト・ク

　　ラブ会員の年齢は重複せざること；

2．　ローターアクト・クラブ年度はロータり

　　一・クラブ年度又は暦年度の何れかと一

　　致させること；

3

4

5

　如何なる意味においても，

ト・クラブは提唱ロータり一・クラブ又は国

際ロータリーの一部又は合法的加盟クラブと

考えてはならない。ローターアクト・クラブ

会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼ぼれ

たり見倣されぬものであり，又ロータリー徽

章を使用したり侃用してはならない。ロータ

リー徽章とは異なった，ローターアクト・ク

ラブ会員専用の徽章が別にある。

　理事会（1967・一一・68）は，国際ロータリー地

区内におけるローターアクト・クラブの結成

並びにローターアクト・プログラムの運営に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

次の如き声明を採択した：

1．　n一ターアクト計画は，国際ロータリー一

が推進し，かつ創設したもので，国際ロ・一タ

リーの活動の一つである。定款の諸規定の制

定ならびに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，ローターアクトの名称および徽章の保

護ならびに保存に関する権限は，国際ロータ

リーに帰属するものとする。　　．

ローターアクト・クラブ会員資格は会員

が25歳になった時のクラブ年度を以て

終結するものとする；

ローターアクト・クラブ会員組織の継続

性を確保するため，年齢別の会員数が常

に均衡を保つようにできうる限り努める

こと；

毎年ロータリー・クラブのローターアク

ト委員会委員を1名又はそれ以上再任す

ることにより，委員の継続性を保つよう

規定することが重要である。

　　　　　　　　　　　　ローターアク

青少年への奉仕

2．　ローターアクト・クラブはロータリー・

クラブ提唱の下に17歳より25歳1までの青

年により構成される組織体である。その目的

は，あらゆる職業において高い道徳的基準を

受諾し尊重するよう奨励し，地域社会に対す

る奉仕を通じて指導力と善良な市民精神とを

育成し，かつ，国際理解と平和とを促進する

ことにある。その目標とするところは，（1）建

設的指導力と個人的誠実性とを育成し，（2）他

人に対し思いやりがあり，かつ力となるよう

奨励，実践し，（3）家庭と家族の重要さを深く

認識し，かつ国家への忠誠心を植え付け，（4＞

各個人の価値を認識することにより，他人の

権利を尊重し，（5）個人的成功，地域社会の改

善ならびに団体的業績の基盤として，個人的

責任の受諾を強調し，（6）社会奉仕の機会とし

て，すべての有用な職業の尊厳と価値とを認

識し，（7）地域社会，国家ならびに世界情勢に

関する知識と理解とを深める機会を提供し，

（8）すべての国の人々に対して国際理解と親善

とを増進する個人的ならびに団体的活動の道

を開拓し，（9）職業上の知識ならびに責任感を

育成することにある。

3．　ローターアクト・クラブは，一つのロー

タリー・クラブまたは数クラブによって結成

され，後援され，かつ指導監督され，国際ロ

ータリーの証明と承認を得て設立される。そ

の他の方法を以てしては，創立することも，

維持することも出来ない。クラブの存続は，

提唱m一タリー・クラブの不断の後援と国際

ロータリーが継続して承認を与えるか否かに

かかっている。

4．　国際ロータリーが設定した枠内で，提唱

ロータリー・クラブは，ローターアクト・ク

ラブを結成し，その後指導と助言を与える責

任を有し，かつローターアクト・クラブの全

活動，方針ならびにプログラムを完全に統制

し，かつ指導監督するものとする。

1　標撃ローターアクト・クラブ定款は，上紀の年齢制険

は大学生には適用されぬものと規定している。
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5．　ローターアクトが大学を結成基盤とする

場合，提唱ロータリー・クラブは，そのクラ

ブに対しては，当該大学＊当局制定の全学生

組織体ならびに課外活動に関するものと同一一

の規定ならびに方針に従うべきものであるこ

とを了解の上，大学当局の完全な協力のもと

に，当該ローターアクト・クラブを統制し，

指導監督するものとする。

6．　ローターアクト・クラブのすべての活動，

計画およびプログラムは，常に国際ロータリ

ーの方針に調和して行なわれるべきものとす

る。従ってローターアクト・クラブに対する

ロータリー・クラブの絶えざる後援と国際P

一タリーの継続的承認は，それを条件とする

ものである。

7．標準ローターアクト・クラブ定款は，国

際ロータリーによって規定され，かつ国際ロ

ータリー理事会によってのみ改正されるもの

である。クラブ結成ならびに認証の必要条件

として，各ローターアクト・クラブは，標準

ロー・一夕一アクト・クラブ定款を採択し，事後

国際ロータリー理事会の採択する全改正条項

を自動的に採用せねぽならない。

8．　各ローターアクト・クラブは，標準ロin

ターアクト・クラブ定款および国際ロータリ

ーが設定した方針とに矛盾しない細則を採択

せねぽならない。かような細則は，提唱ロー

タリー・クラブの承認を得なけれぽならな

い0

9．　ローターアクト・クラブは，会員が選出

される居住，就職地または大学がその区域限

界内にあるロータリー・クラブにより提唱さ

れるべきものとする。但し，国際ロータリー

理事会が提唱ローeタリー・クラブの区域限界

外にローターアクト・クラブの結成を認める

旨を文書を以て許可した場合はこの限りでな

い。

＊　本方針説明書で使用される「大学」なる言葉はすべて

の最高教育機関を含む。

10．　ローターアクト・クラブは，次の条件下

に・一一Sつ以上のロータリ“一一・クラブが共同して

結成し，かつ後援することができる：

　（イ）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブならびに

　　ローターアクト・プログラムに対する最

　　大の利益が共同提唱によりもたらされる

　　ことを文書により表明し，承認を与えな

　　ければならない。

　（ロ）推薦されるローターアクト・クラブの

　　会員は各提唱ロータリー・クラブの区域

　　限界内より各々相当数選出されなけれぽ

　　ならない。

　の個々のロータリー・クラブの提唱によ

　　り，個々にローターアクト・クラブを結

　　成することが，当該地域社会あるいは大

　　学内に本質的には単一の青年団体である

　　べき口■一一ターアクトを，人為的に分離し

　　て創ることになるか，またはそのような

　　結果を招来するような情況の場合に限

　　る。

　⇔　各提唱ロータり一・クラブの有能な代

　　表者を以て合同ロータ■一一アクト委員会が

　　構成されなけれぽならない。

11．　ローターアクト・クラブの各会員は，入

会を認められると同時にローターアクト・ク

ラブの定款ならびに細則の規定を承認遵守す

ることに同意したものとする。

12．　ローターアクト・クラブの会員資格は．

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてローターアクト・クラブへ支給され

るローターアクト会員証により立証されるも

のとする。

13．　ローターアクト・プログラムに使用，ま

たは適用されるローターアクトの名称および

徽章は，国際ロータり一の所有に属し，正式

に設立されたローターアクト・クラブならび

にその適正資格ある会員はもちろん，ロータ

ーアクト・プログラムに参加する者の専用の

ために保存されるぺきものとする。
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　14・　ローターアクト・クラブ会員は，口＿タ

　ーアクト・クラブ会員資格存続中，適正な品

　位ある方法で，ローターアクトの名称および

　徽章を使用ならびに表示する資格を与えられ

　ている。ローターアクト・クラブ会員資格終

結の際，またはローターアクト・クラブ解散

の場合には，かかる資格は失われるものとす

　る。

15．　ローターアクト・クラブは（イ）その定款に

従って運営されない場合，或はその他の理由

により，提唱Pt　一一タリー・クラブの同意，承

認，合意の有無に不拘，国際ロータリーによ

　り（ロ）提唱ロータリー・クラブにより，または

のローターアクト・クラブ自身の決定によ

り，解散することになる。

16．　ローターアクト・クラブの解散により，

名称ならびに徽章に関する一切の権利および

特典は，クラブならびに会員により，集団的

にも個人的にも棄権されるものとする。

17．国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータり一以外の如何なる個人また

は団体に対しても，営利または他の目的のた

めにローターアクト・クラブを一般に利用す

る権利を認めない。

18・地区ガバナーは，地区内にローターア

クト・プログラムを公表し，新ロー一夕一アク

ト・クラブの結成を促進し，ローターアクト・

プログラムを運営するに際し，その補佐役と

して地区内各地のロータリアンによって構成

される地区ローターアクト委員会を任命する

よう要請されている。地区ロー一一，夕一アクト委

員会の任命に際しそれが可能であり，かつ実

行出来る場合は，1名乃至数名の委員を再任

することにより，委員の継続性を保つよう規

定すべきである。

19．　クラブレベル以上のローhターアクト・ク

ラブの会合：

　（イ）国際ロータリーの地区内において，相

　　互に便利な土地に存在する1つまたはそ

　　れ以上のローターアクト・クラブは，友

青少年への奉仕

　　情を深め，意見を交換し，感銘を分ち合

　　い，地区内のローターアクト・プログラ

　　ムを強化，拡大，充実させるため，地区

　　ローターアクト委員会の1名乃至数名の

　　委員の助言と指導と出席のもとに，各ク

　　ラブ代表者の会合を開催するよう奨励さ

　　れている。距離の関係が許せぽ，地区ロ

　　ーターアクト委員会の指導のもとに同委

　　員会の委員1名乃至数名同席の上，かか

　　る会合を地区単位で，開催することもで

　　きるであろう。

　（ロ）地区単位のローターアクト・クラブ会

　　合の目的は職業奉仕および社会奉仕に関

　　してローターアクト・クラブを激励し，

　　啓発し感銘を与えるため，および国際理

　　解のためにローターアクトが世界的に発

　　揮し得る潜在能力と業績とに注意を集中

　　せしめるためである。

　（A）国際ロータリーは，地区ローターアク

　　ト・クラブの会合の経費を，負担しない

　　ものとする。かかる会合の経費は，最小

　　限度に止め，参加者が負担出来る範囲の

　　ものとする。

20．　ローターアクト・プログラムの経費のた

めの資金調達：

　（イ）国際ロinタリーはローターアクト・ク

　　ラブの会合，またはローターアクト・ク

　　ラブの集団会合に要する費用は一切負担

　　しない。

　㈲　ローターアクト・クラブまたはロータ

　　ーアクト・クラブの集団の会合を開催す

　　るのに必要な経費は，最小限度に止める

　　べきであり，しかもその会合は，有意義

　　なプログラムを織り込んだ効果的なもの

　　でなければならない。
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（A）　ローターアクト・クラブのプログラム

　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　とは，ローターアクト・クラブの責任で

　ある。

←）　ローターアクト・クラブを後援してい
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　るロータリー・クラブは，そのローター・

　アクト・クラブに対し，臨時または付随

　的の財政的援助以外の寄付を行なうべき

　ものではない。

㈱　ローターアクト・クラブは，広くロー

　タリー・クラブまたは他のローターアク

　ト・クラブに対し財政的援助を懇請すべ

　きではない。

を9　ローターアクト・クラブは，何か価値

　ある返報をなさずして，その地域社会内

　の個人，業界または組織体に財政的援助

　を懇請すべきではない。

（ト）　ローターアクト・クラブ会員の会費ま

　たは賦課金は名目上の金額に止め，しか

一174一

　もそのクラブの運営に要する経費にのみ

　充当すべきものである。ローターアク

　ト・クラブが実行する活動ならびに計画

　に要する資金は，会費または賦課金とは

　別個に，クラブが調達すべきものであ

　る。

（9）ローターアクト・クラブ会員をクラブ

　ならびに地区大会のプログラムに参加す

　るよう招待するロータり一・クラブおよ

　び地区大会は，起こり得る法律上または

　道義上の義務と責任に対しクラブ乃至地

　区大会を保護するために十分な旅行傷害

　および責任保険に加入すべきである。
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区 域 限

（Territorial　Limits）

名称又は区域限界の変更手続

　（Procedure　for　Changing　Name　or

　　　　　　　　　Territorial　Limits）

　ロータリー一・クラブが国際ロータり一一VC加

盟を承認された時には標準クラブ定款を採用

する。そうすることによって，特定クラブに

関係あるものとして標準クラブ定款の原文に

空欄になっている第1条（名称）及び第2条

（区域の限界）は国際ロータリー理事会の承

認を倹ってクラブによって書き込まれる。同

様な方法によって，これら2ヵ条に関するそ

の後の変更は国際ロータリin理事会の承認を

得なければならない。

　クラブの名称又は区域限界変更に関する手

続は，クラブ定款第14条第4節に次の如く

規定されている。

　本定款第1条（名称）及び第2条（区域の

限界）は，定足数会員が出席した本クラブの

例会において，出席し投票する会員の過半数

の賛成投票により，之を改正することができ

る。かかる改正案の通知は，斯様な例会の少

くとも10日以前に，全会員に郵送せられな

ければならない。なお，この改正は，国際ロ

ータり一の理事会に提出して承認を求め，そ

の承認を侯って初めて効力を発生するものと

する。

区域の定義（Definition　of　Territory）

　クラブ結成に従事する人の手引として，理

事会は次の如き解釈文を採択した。

界

　各ロータリー・クラブは或る一定の地方に

結成せられ且つ存在しなけれぽならない。

　国際ロータり一は，そこに十分の職業人が

実際に社会に奉仕しており，それらの人々の

事務所とか職場とか居住所がお互に隣接して

おり，ロータリー・クラブとしての機能を発

揮することが出来る適当な範囲の区域を，斯

様な地方として認めることができる。斯様な

地方においてクラブを結成するには，国際ロ

ータリーは，クラブ定款にその区域を書き入

れるべき地方の地理的限界を指定しなければ

ならない。そしてその後斯様な区域は，国際

ロータリー及びクラブ相互の同意による以外

には変更してはならない。国際ロータリinの

同意を得て，クラブは追加クラブ結成のため

その区域の一部を譲渡することが出来る。

　仮ロータリー・クラブは，夫々その名称が

その地方を現わすような言葉を採用すぺきで

あり，国際ロータリーの承認を条件としてそ

の選ばれた名称をその定款に書き入れ，そし

て一旦その承認をえた以上は国際ロータり一

とクラブ相互の同意がなけれぽ変更してはな

らない。（理38－39）

　理事会は，クラブの区域限界が地方の自治

体の限界と同一であり，その自治体の限界が

その後拡張された場合，それによってクラブ

の区域が自動的に拡張されることはなく，国

際回一タリーの定款文書中のロータり一・ク

ラブの区域改正に関する規定に従ってクラブ

が所定の措置を講じない限りクラブの区域は

従前通りとする。（理67－・－68）
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農村区域（Rural　Territory）

　ロータリー・クラブの区域限界は，特別の

定義により，クラブ所在地に近接する区域が

疑いなく農村であり，クラブ所在地がその区

域にとっての主要な金融，取引，輸送の中心

地であることが明白な事実である場合斯様な

近接区域はそのクラブの区域限界に含めるも

のとする。（理63－－M）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に含まれる農村地域に関し，次の決議事項を

採択した：

　（イ）ロータリー・クラブの区域限界は，ク

　ラブ定款に特別に定義されている通りと

　し，クラブが正会員を選挙できる区域には

　そのように特別に定義されている地域のみ

　が含まれるものである；

　（ロ）従って，あるクラブに関し，その所在

　する地域社会がクラブの区域限界に直属す

　る農村地域にとって主要な金融，取引，輸

　送の中心地である場合にその地域はクラブ

　の区域限界に含まれるというこれまでの取

　決めは最早無効である；その結果クラブの

　正会員に選挙される者は，クラブ定款に特

　別に定義されている区域内に事業所又は居

住所を持っていなけれぽならない；

の　先の取決めに基づき選ぼれたロータリ

　ー一・クラブの正会員はその会員資格を持続

することができるが，特別に定義されたク

　ラブ区域外に事業所並びに居住所の両者を

有する港を新会員として入会させることは

　できない；

（；）もしクラブの区域がクラブが所在する

市，町，乃至その他の自治地域名で表わさ

れている場合，クラブの区域限界はクラブ

所在地の市，町乃至その他の自治地域の限

界と同一とする；

㈱　もしクラブの区域が特別に定義された

地理的境界名で表わされている場合，その

　区域は一つ又はそれ以上の市，町及びその

　他の自治地域の一部と，近接した，関連の

　ある，自治体でない区域で，疑いもなく農

　村であり，クラブ所在地がその主要な金融，

　取引及び輸送の中心地であることが明白な

　事実である区域とを含むことができる；

　⑭　もしクラブが，クラブ定款に特別に定

　義されているクラブの区域を，近接してい

　て関連のある区域にまで拡大すべきものと

　考えられる場合，クラブは，クラブ定款の

　規定に従い，特別の定義によって斯様な地

　域をクラブの区域限界に含めるよう定款を

　改正し，承諾を得るため同改正案を国際ロ

　ータリー理事会へ提出するよう適切な手続

　を取らなけれぽならない；

　（ト）承諾を得るために理事会へ提出され

　る，クラブ定款の区域限界関係規定改正に

　関するクラブ決議の通知書には，改正理由

　書を添付しなけれぽならない。又，クラブ

　が相互に非常に近接している場合には，近

　隣クラブとの協議並びに区域改正案に関し

　てそれらクラブの区域限界調査の結果，当

　該クラブは改正によって他クラブと区域限

　界に関する衝突は起らぬと信ずる旨の確認

　書も添えなけれぽならない。（理64－65）

　理事会は，ロー一タリー・クラブの区域限界

に関する文書中の「近接地域」とは，ロー一タ

リー・クラブの結成並びに運営を成功させる

のに当然必要と考えられる一定のロータリー

の地方と実際に接触を持つか或は直接地続き

になっている地域を指すのであり，かつそこ

の住民が斯様なロータり一の地方を，彼らが

興味ある地域社会を作るために行なう社会，

市民，及び事業上の諸種の活動並びに奉仕の

ための場として最重要視している場合とする

ことに同意している。（理66－67）

区域の譲渡（Relinquishing　Territory）
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　クラブの区域が無限であるとか，必要以上

に広いというような場合には，ロータリーの

理想と原理を他の地域社会に規則正しく且つ

組織的な方法で進めて行かれるようにするた

め，クラブはその区域を調整又は縮少するよ

う考慮することが要求されている。事務総長

区　域　限　界

は，国際ロータリー理事会の此の要求を，グ

ラブ区域の調整又は縮少が現在のクラブ会員

の地位に影響しないという諒解の下に，関係

クラブに注意するよう指示されている。（理

39－40）（「大都市における追加クラブ」81－・・

82頁参照）
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ロータリー財団
（The　Rotary　Foundation）

　国際ロータリーの定款（第10条）及び細則

く第20条）に規定されているロータリー財団

は，国際ロータリー理事会並びにロータリー

財団管理委員会の採択せる下記の信託宣言の

条件のもとに，アメリカ合衆国イリノイ州で

組織せられた信託財産である。

信託の宣言（Declaration　of　Trust）

　ロータリー財団管理委員会委員長は，理事

会（1931－一・32）に対し大要次の如き報告を行

なった：

　現在ロータり一財団の法律的地位は，細則

第20条の規定により定められている。財団

を法人化する問題に関してはかなりの考慮が

加えられた。財団管理委員長Klumph及び

管理委員Chapinは，シカゴの口inタリアン

Holdenと協力し，法律的見地から法人のす

べての利点を与えると共に若干の不利な点

を避けることができると考えられる一種の信

託宣言を起草した。財団管理委員会により完

成され，国際ロータリー理事会の同意を得た

この宣言は，財団の永続性を保証する効力を

有するであろう。従って，財団管理委員会は，

理事会がこの信託宣言に同意し，国際ロータ

リーの役員に国際ロータリーに代って同案に

署名することを委任するよう要請するもので

ある。

　理事会（1931－・－32）は，次の如き財団の信

託宣言に同意し財団管理委員会が同案を実施

することを批准した。

　1931年11月12目，U．S．A．の一州，イリ

ノイ州の法人である国際ロータリーと，ロー

タリー財団管理委員Arch　C．　Klumph，　Rufus

F．Chapin，　Charles　Rhodes，　Harry　H．Rogers

及びCharles　A・Manderならびにその後任

者との間に作成締結せられた本信託宣言は，

次のことを証言する。

　国際ロt・一一タリー細則第20条には次の如く

規定されている：

　（註：財団管理委員会の宣言には細則第20

条第1節より第10節に至る全文を掲げる。

248－251頁参照）

　且つ上述の管理委員会は，上掲細則第20条

第1節及び第2節により指名され正式に任命

されたものであり，又国際ロータリーを代表

する国際ロータリー理事会の正当な権限と指

揮の下に，第20条の規定に従い信託の宣言

を行うものであるが故に，ここに次の如く宣

言する。

　第1：前記ロータリin財団の管理委員会に

よって受取り且つ保管せられた総ての財産

は，条件付寄付，不動産贈与又は遺贈を除き，

その元金及び（又は）それよりの収入を単一一

信託とし，国際ロータリー理事会の承認，決

定又は設定する国際ロータり一の博愛，慈

善，教育又は救憧の目的，綱領1〕，運動又は

施設のため，そして単にそれのみに用ゆるた

めに受取られ且つ信託に保管されていなけれ

ばならない。主要資産として保管された総て

の資産はその用語の正当な意味における慈善

的使用にのみ厳重に保管されなければならな

いということが明白に宣言されている。

　第2；上述の管理委員の権限は，上記の細

1）1951年（アトランテック・シティー）国際大会はロー

　タリーの「綱領」を複数（Obj㏄ts）から単数（Object）

に変更した．
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則に規定せられてある如く，その改正に従う

べきものであるが，前述の如く受理した総て

の資金及び財産は慈善の用途の為にのみ保管

されるものであるという本信託宣言を害うが

如き何等の改正或は改正の権限を保持し又は

解釈し得ないということを明瞭に宣言する。

　第3：本宣言は，条件付贈与，不動産贈与，

遺贈又は信託契約に特に指定されている場合

を除き，生命保険から入るすべての資金を含

めて，条件付と否とを問わず，現在又は今後

受理せらるべきすべての資金に応用しうる信

託及び権力に適用するものである。

　以上の証明として財団管理委員会は，前記

日付を以てここに署名調印をなし，且つその

承認の証として国際ロータリー理事会によっ

て与えられた権限により同様のことを行い，

国際ロータリーに代って正式に委任された役

員の手によりここに国際ロータリー印を捺印

する。

財団資金支出の目的

　　（Purposes　for　Which　Funds　of　the

　　　Foundation　Shall　Be　Expended）

　国際ロータり一理事会及びロータリー財団

管理委員会は，財団の資金を支出する目的に

関し，次の如き決議を採択した。

　国際ロータリー細則第20条第1節は，次

の如く規定している：

　　ロータリー財団の全財産に関する行使権

　は，11名の財団管理委員及びその後任者

　に帰属せしめる。財団管理委員会は，本細

　則以外に規定されたもの若しくは，条件付

　贈与，不動産贈与，又は遺贈を除き，その

　保管，投資，処理及び運営の任に当り，且

　つ理事会の承認を得て基本財産或はそれよ

　り生ずる利子を単一信託として，国際ロー

　タり一の目的即ちロータリーの綱領或は国

　際ロータリ肝が提唱又に承認する博愛，慈

ロータリー財団

　善，教育，乃至救位の目的，目標，運動又

　は施設の推進のために支出することがでぎ

　る。

そして1931年11月12日，国際ロータリー理

事会及びロータリー財団管理委員会によって

実施された「信託宣言」は次の通り規定して

いる。

　　第1：前記のロータリー財団の管理委員

　会により受取られ且つ保管せられたすべて

　の財産は，条件付贈与，不動産贈与又は遺贈

　を除き，その元金及び（又は）それよりの収

　入を，単一信託として国際ロータリー理事

　会の承認，決定又は設定する国際ロータリ

　ーの博愛，慈善，教育又は救｛血の目的，綱

　領1），運動又は施設のためそして単にそれ

　のみに用ゆるために受取られ且つ信託に保

　管されていなけれぽならない。主要資産と

　して保管された総ての資産はその用語の正

　当な意味における慈善的使用にのみ厳重に

　保管されなければならないことが明白に宣

　言されている。

　　第2：上述の管理委員の権限は，上記の

　細則に規定される如く，その改正に従うべ

　きものであるが，前述の如く受理したすべ

　ての資金及び財産は，慈善の用途のために

　のみ保管されるものであるという本信託宣

　言を害うが如き何等の改正又は改正の権限

　を保持し又は解釈し得ないということを明

　瞭に宣言する。

　　第3：本宣言は，条件付贈与，不動産贈

　与，遺贈又は信託契約に特に指定されてい

　る場合を除き，生命保険から入るすぺての

　資金を含めて，条件付と否とを問わず，現

　在又は今後受理せらるべきすぺての資金に

　応用しうる信託及び権力に適用するもので

　ある。

　且つ又，国際ロータり一理事会及びロータ

リー財団管理委員会は，以上の諸規定が，個

1）1951年（アトランテック。シティー）国際大会ほロー

　タリーの「綱領」を複数（Objects）から単数（Object＞

　に変更した．
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人及び団体による慈善その他の寄付，及び所

得税を免除されるべき団体に関するU．S．　A．

国内歳入条例の諸規定に該当するものと解釈

していることを記録することはのぞましいこ

とであるが故に，

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，運営に要する費用を除き，絶対に，

慈善，科学，文学，教育或はその他U．S．　A。

国内歳入条例，第23（o），2，23（q），2及び

101（6）の各項に含まれる目的に使用されるべ

きこと，又，ロータリー財団の基本財産たる

と収入たるとを問わず，その如何なる部分と

難も個人的利益のために使用しないこと，

又，ロータリー財団の活動の相当な部分が宣

伝その他立法に影響を与えようとする試みに

向けられてはならないこと，及び最後に，ロ

ータり一財団の解散の暁には，その基本財産

及びそれより生ずる収入は，本決議の条件に

よって使用せられねばならぬことをここに決

議する。（理44－45，財団管理委44－45）

所得税申告に対する寄付金額の控除
　　（Deductibility　of　Contributions　on

　　　　　　　　Income　Tax　Returns）

　国によっては所得税申告を行う場合ロータ

リー財団への寄付金は控除されている。クラ

ブ並びに各個人は夫々の国に於いて斯様な寄

付金が所得税の課税金額から控除されるかど

うかを所在地の関係当局に確めるべきであ
る。

　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1948年9月22日付合衆国財務局国内歳

入長官の書翰の抜葦である：

　本官は，貴財団が専ら慈善的，教育的目的

のために組織されていることを証明せる提出

証拠書類に基づき，国内歳入法第101節（6）

の規定並びに先の歳入諸条令の該当規定によ

り，貴財団は連邦所得税を免除されるものと

判定する。

　貴財団に対する寄付は，修正国内歳入法第

23節（o），（q），の各項に規定された方法及び

範囲内において，かつ先の歳入諸条令の該当

規定により，寄付者の純課税所得額から控除

される。

　貴財団に提供される遺贈，遺産，不動産の

遺贈又は財産譲渡証書は，国内歳入法第812

節，（d）項並びに第861節（a）項（3）に規定され

た方法と範囲内において，且つ／又は先の歳

入諸条令の該当規定により，故人の課税財産

額より控除される。貴財団への贈与財産は，

国内歳入法第1004（a）（2）（B）並びに1004（b）の

（2）及び（3）並びに／又は先の歳入諸条令の該

当規定により，課税贈与額より控除される。

　カナダにおいては，寄付者が所得税法第27

節（1）（a）の規定に従い且つその範囲内におい

て課税所得額を計算する際，もし正規の領収

書により立証されるならぽ，寄付金を控除額

として申告することができる。

ロータリー財団の基本財産からの支出

　（Expenditures　From　the　Corpus　of

　　　　　　The　Rotary　Foundation）

　1966年国際大会は次の決議を採択した：

第57回年次国際大会において国際ロータリ

ーは，1968年7月1日より1ヵ年間に150万

ドル，1969年7月1日より1ヵ年間に200万

ドルを超えざる範囲において，国際ロータリ

ー理事会並びに過半数のロータリー財団管理

委員の承認を条件としてロータリー財団の目

的推進のため同財団の基本金より支出するこ

とが出来ることを決議した。（デンバー大会

決言義　66－54）

　1968年国際大会はロータリー財団基本財

産よりの支出継続を規定するため次の決議を

採択した；

第59回年次国際大会において国際ロータリ

一180一

一は，1970年7月1日より2ヵ年間に，年額

200万ドルを超えざる範囲において，国際ロ

ータリー理事会並びに過半数のロータリー財

団管理委員の承認を条件として，ロータリー

財団の目的推進のため同財団の基本金より支

出し得ることを決議した。（メキシコシティ

ー大会決議68－6Q）

財団の目的
　　（The　Objective　of　the　Foundation）

　先に発表されたロータり一財団の目的は，

財団管理委員会（1964－65）により次の如く

改正され，かつ理事会（1965－66）により承

認された：

　ロータリー財団の目的は，博愛，慈善，教

育的性質の，確実で且つ効果的な企画によっ

て各国の国民間に理解と友好関係を増進する

ことにある。

財団管理委員の任命

　　　　　（Appointment　of　Trustees）

　国際ロータリー細則（第20条）は，理事会

の承認を得て，会長が11名の委員を任命す

るものとし，そのうち6名は元国際ロータリ

ー会長，3名は財団が支持する活動分野の経

験者，残る2名は財務経験者とすべきことを

規定している。

　財団管理委員会は毎年，管理委員1名を次

年度の委員長に選定する。委員長が欠員とな

った場合，残余の任期を務める委員長も同管

理委員会が選定する。

　元国際ロータリー会長である6名の管理委

員の任期は6年とする；その他の委員の任期

は2年である。各管理委員とも再任され得

る。欠員は，理事会の承認を得て，国際ロー

n一タリー財団

タり一会長が補充する。

財団管理委員が構成する委員会

　　　　（Committees　of　the　Trustees）

　財団の運営方針は，各財団管理委員が投票

によりその同僚中より指名されるべき委員会

乃至小委員会を決定し，夫々の任務を設定す

ることと規定している。委員長が委員及び小

委員をも任命するものとし，それらの義務は

財団管理委員会により規定された通りとす
る。

　財団管理委員の委員会は次の如く設定され

た：

実行委員会：5名の管理委員で組織され，そ

の委任事項は以下の通りである：

1）　財団管理委員会に代って，資金調達並び

に既存の諸活動と投資有価証券の査定と評価

に関するすべての問題を処理し，又，ロータ

り一財団の目的に合致する活動に対し授与さ

れる補助金受領老の選定に当る。但しその活

動は斯様な補助金授与基準に合致するもので

かつ1口の金額は米貨5，㎜ドル乃至その相

当額を超えてはならない。

2）　新規活動の開始並びに推進に関し財団管

理委員会に勧告する。

3）　財団管理委員会の方針が既に設定されて

いる場合又は緊急事態が生じた場合，実行乃

至管理に属する諸問題を解決する。

4）　財団管理委員会により既に割当が計上さ

れている支出に関し，必要ある場合，決定す

ること。

5）　財団管理委員会が留意すべき事柄を調査

し，それについて財団管理委員会に勧告する

こと。

6）　諸委員会よりの報告を検討し，必要ある

場合本委任事項第3の規定に従って，その報

告の内容について処置を講ずること。

7）実行委員会のすべての決定は次回の財団
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管理委員会の会合において報告さるぺきこ
と。

財務並びに投資委鼠会：3名の管理委員によ

り構成され，年間予算及び投資を含む財務関

係事項に関し財団管理委員会又は実行委員会

に勧告する責任を持つ。

財団プログラム委員会：3名の管理委員で組

織され，下記の任務を遂行する：

委員会は

1）　大学院課程奨学金，大学課程奨学金，専

門的訓練補助金及び研究グループ交換補助金

受領者を選考し，かつ財団管理委員会に代っ

て，既に財団管理委員会によって認可されて

いるその他の補助金を承認し，授与する；

2）　大学院課程奨学金，大学課程奨学金，専

門的訓練並びに研究グループ交換プログラム

のための補助金の運営に関し，又その他の承

認された補助金プログラムで既に方針が設定

されたか或は緊急事態発生の場合の運営に関

して決定を下すこと；

3）　ロータリー財団プログラムに関して委員

会自体の見解と勧告事項を財団管理委員会に

報告する。

財団管理委員会及び理事会とロータり

一財団との関係（Relationship　of　Trustees

　and　Board　to　The　Rotary　Foundation）

　国際口neタり一理事会及びロータリー財団

管理委員会は，管理委員会及び国eeロ・一・タり

一理事会とロータリー財団との関係について

次のような方針声明を承認した：

　ロータり一財団管理委員会の責任は：

　イ）財団の資金を受取り，管理し且つ保管

　　する；

　ロ）財団の目標，目的，運営に関する情報

　　を作成し普及する；

　ハ）財団へ寄付がなされるような適当な方

　　法を講ずる；

　二）財団の目的を達成するためと運営経費

　　に必要な資金を割当てる；

　ホ）財団が得られるすべての収入と割当金

　　を活用するために財団の活動を企画し発

　　展させる；

　へ）現在実施している財団の活動を評価，

　　検討する；

　ト）財団の資金募集の方法，手段を案出す

　　る；

　チ）財団管理委員会により設定された手続

　　に従い，ロータリー財団が支持する諸活

　　動のための賞金，補助金を受領する適格

　　な個人，及び慈善乃至教育団体を選定す

　　ることである。

　国際ロータリー理事会の責任は，財団管理

委員が支出を割当てたプログラムを監督し斯

様なプログラムに関する資料を準備し，普及

することである。（理，管理委63－64，65－－

66）

ロータリー財団運営に関する規定

（Rules　and　Regulations　for　Administra－

　　　　tion　of　The　Rotary　Foundation）

　国際ロータり一理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の運営に関す

る次の諸規定を承認した：

　　　　　　年次　総会
　1．財団管理委員会の年次総会はロータIJ

一年度の第4四半期中に開催すべきものと

し，その時期と場所は管理委員会が決定する

ものとする。如何なる会務の執行にも，その

時現在権限を有し且つ在任中の委員の過半数

を必要とする。但し，斯様な会議へ出席する

管理委員が過半数に達しない場合は会議を将

来に延期することができる。議長欠席の場合

は，出席している委員により臨時議長を互選

する。必要な場合或は希望する場合は，ロー

タり一財団管理委員と国際ロータり一理事の
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合同会議を上記年次総会の会期中に開くこと

ができる。

　　　　　　　その他の会合

　2．　上記の外，管理委員長が随時招集する

管理委員の会合，或は委員会又は小委員会が

ある。財団管理委員会の会合は，過半数の委

員に依って，文書で他の委員に会合の時期，

場所を通知し，招集することが出来る。

　　　　　　　事務長の任命

　3．管理委員会は，年次総会において，こ

の会合の翌年1月1日に始まる歴年度のため

に財団事務長を任命する。国際ロータり一理

事会及び財団管理委員会が別に定める場合を

除き，財団事務長は，国際ロータリー理事会

によって選ばれた同一歴年度の国際ロータリ

ー事務総長と同一人たるものとする。事務長

は事務次長を指名することができる。事務次

長は，事務長がその職務を行使しえない場合

に，事務長に代って事務を取ることができる

が，事務長の地位に空席を生じた場合，その

地位を自動的に継承するものではない。事務

長は又，ロータり“一一財団のすぺての銀行勘定

に影響を及ぼす，小切手，銀行手形，約束手

形，為替手形及び指示書に署名する1名乃至

それ以上の一般管理部次長を指名することが

できる。

　　　　　　会計の任命
　4．　管理委員会は，年次総会に於て，この

会合の翌年1月1日から始まる歴年度のため

に財団会計を任命する。国際ロータリー理事

会及び財団管理委員会が別に定める場合を除

き，国際ロータり一財務長が財団会計係にな

るものとする。会計の報酬は年1ドルとす

る。財団管理委員会は財団の副会計2名を任

命すぺきである。国際ロータりke理事会及び

ロー一タリー財団の管理委員会によって別な決

定が行われない限り，申央宴務局に最も近き

2名の国際ロータリー副財務長が，財団の副

会計になるべきである。何れかの副会計は，

何かの理由で会計がその職務に当ることので

ロータリー財団

きない場合に，その会計に代って職務を執行

することができるが，会計の地位に空席を生

じた場合に自動的にその地位につくものでば

ない。

　　　　　　　欠　　　員

　5．管理委員会は，事務長，会計或は副会

計に欠員を生じた場合には，本規定第3節及

び第4節の規定に従い，資格あるロータリー

会員を選ぶことによって，残余の任期を充す

ことができる。

　　　　　　郵便による投票

　6．管理委員会は休会中，郵便，電信，無

線電報又は電話による投票で議事を処理する

権限を有する。決定には全管理委員の過半数

を必要とする。財団事務長は問題が現在の方

針内にある場合は郵便による投票用紙を送付

する権限を持つが，問題が現在の方針外に関

する場合には，その問題を郵便による投票に

付すか又は次回の管理委員会まで保留するか

は管理委員長に決定権があるものとする。

　　　　　　会計年度
　7．財団の会計年度は国際ロータリーの会

計年度と同一とする。

　　　　　　　収入及び支出

　8．事務長は毎年管理委員会に対し，次会

計年度に於ける財団の予想収入，財団資金か

ら現在行われている支出状況（基本財産及び

収入の両方を含めて），及び次会計年度に予

想される支出要求についての情報を提出する

ものとする。

　　　　　　運営費予算
　9．管理委員会は，その会計年度の運営費

予算を採決する。予算案は，財団事務長によ

り各委員に提出される。

　　　　　　理事会への報告

10．管理委員会は，財団の支出状況と，財

団の目的を推進するため利用し得る金額を定

期に国際ロー一タり一理事会に通知するものと

する。

　　　　　　保　　証　　金
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11．　管理委員会は，財団の諸活動関係者に

対する保証金の必要性の有無及び金額を決定

し，斯様な保証金の費用を財団運営費に織込

むものとする。

　　　　　　会計検査人の任命

12．　管理委員会は，毎年財団の会計検査人

として，国際ロータリーの会計検査を依嘱し

ている同一会計事務所を指定するものとす

る。財団の会計検査に要する費用は財団運営

費から支払うものとする。

　　　　　会計検査報告の公表

13．　管理委員会は，毎年，国際ロータリー

理事会が国際ロータリー資金の会計報告を公

表すると同時に，同様の方法で，その会計検

査人の報告を公表するものとする。

　　　　　　事務長の財務報告

14．　財団事務長は，定期的に財務報告を管

理委員会に，又，その写しを国際ロータリー

の各理事に送付するものとする。

　　　　　　　投資する権限

15．　管理委員会は管理委員会委員長又は管

理委員会の財務並びに投資委員会委員長に，

次の権限を特別に委任する。即ち管理委員会

が休会中，委員会が随時決定した方針に従っ

て，財団の収入から有価証券に投資する金額

を決定すること；上記証券をロータリー財団

名儀から受取り名儀人に書き換えることを決

定することを含む証券の保管方法；及び1名

又は数名の投資顧問の助言の下に何れの有価

証券を買入れ何れの有価証券を売却すべきか

を決定すを権限を委任する。続いて事務長又

は副事務長，及び会計又は副会計は資金をそ

のように投資し且つ，有価証券を売却する権

限が与えられ，そして事務長又は副事務長は

その取引を直ちに管理委員会に報告すべきも

のとする。投資顧問の考えで，ロi・・一タリー財

団を代表して投資有価証券の買入れ並びに／

又は売却を行なう件に関し，管理委員会の休

会中機敏な処置を取ることがロータリー財団

に最も有利と判断した場合は何時でも，上記

の手続に従う必要はない。そして投資顧問は

事前承認を得ずして，斯様な決定をなすこと

ができる。但し，顧問はその理由をも含めた

斯様な処置に関する完全な報告を，ロータリ

ー財団事務長からロータり一財団管理委員会

へ回付されるよう，速かに事務長宛提出しな

けれぽならない。

　　　　投資に対する銀行サービス

16．　管理委員会は，委員長及び事務長が，

財団の資金を預金し或は債券類を保管してい

る世界中の銀行と，財団の投資に対し，もし

あれぽ，適当と考えられる銀行のサービスに

関する取極めを行うことに同意する。

　　　　　　銀　行　勘　定

17．管理委員会は，委員長及び事務長に対

し，国際ロータリー一がその資金に関し行なっ

ている一般取極めに反しないように，世界各

国の銀行に勘定を開く権限を与える。

　　　　現金の引出及び預金の移動

18．　管理委員会は，下記の職員に，ロータ

リー財団のすべての銀行勘定に影響を及ぼ

す，小切手，銀行手形，約束手形，為替手形

及び指示書に署名する権限を与える：

　　　　　　　　事務長

　　　　　　　　　又は

　　　　　　　　副事務長

　　　　　　　　　又は

その目的のために事務長より指名された一般

管理部次長

　　　　　　　　並びに

　　　　　　　　会　計

　　　　　　　　　又は

　　　　　　　　副会計

　　　　　　情報の伝達
19．　管理委員長及び事務長は，管理委員会

に代って，財団の基本金が常に増加しつづけ

るよう又寄付者が財団の計画と業績について

知ることが出来るようにする目的を以て，財

団に関する情報を，国際ロータリー加盟クラ

ブ，国際ロータリーの現及び元役員その他に
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伝達する権限が与えられている。

　　　　　　　委員会の任命

20．　管理委員長は管理委員の活動を進める

ために必要な委員会又は小委員会を任命する

ものとする。

　　　　　　規定の改正　　　一

21．　財団管理委員会は，必要で時宜を得た

改正を行なうために，随時これらの諸規定を

検討し，改正を要する場合は，事後承認を得

るためこれを理事会に送達しなけれぽならな

い。（理事及び財団管理委48－－49，49－50，

54－55，　56－57，　58－59，　60－－61，　63－64；

管理委64－65；理及び管理委65－66；66－

67；67－68）

ロータリー財団の諸活動
　（Activities　of　The　Rota】ry　Foundation）

　国際ロータリー理事会並びに管理委員会

は，ロータリー財団の目標達成に確実且つ効

果的な企画として下記の活動を承認した：

国際理解のためのロータリー財団

補助金　（Rotary　Foundation　Awards

　　for　International　Understanding）

　補助金プnグラムの種類は次の通りi

　大学院課程奨学金

　大学課程奨学金

　専門的訓練

　研究グループ交換

　完全且つ詳細な説明書並びに申請用紙等は

各プログラム別申請書類提出締切期日の数ヵ

月前に地区ガバナーへ配布される。クラブ

は，それら資料入手可能の発表後，地区ガパ

ナー又は文献東京事務所より希望部数を入手

できる。

　地区は如何なる年にも研究グループ交換補

ロー・・一・タリー財団

助金を申請することができる。然し，その他

のプログラムに関して，財団管理委員会は，

もし立派な適格候補者が選考された場合に下

記の補助金を授与すべきことに同意した：

　1）　毎年，大学院課程奨学金，大学課程奨

　　学金，又は専門的訓練補助金の中地区の

　　希望する何れか1つ；

　2）地区に所属していない全ロータリー・

　　クラブに対しては，毎年，大学院課程奨

　　学金，専門的訓練補助金乃至大学課程奨

　　学金の3種合計10口まで，…候補者が

　　補助金受領者となった無地区ロータり

　　一・クラブはその直後3学年度間は如何

　　なる補助金にも候補者を推薦する資格が

　　ない。

　ロータりt・一・クラブは申請者を2名提唱す

ることができる。各地区は，クラブ提唱の申

請者中より，大学院課程奨学金，大学課程奨

学金乃至専門的訓練の中何れかの候補者を1

名と補欠候補者1名を選考することができ

る。尚補欠は第1候補者と同種の補助金の候

補老でなくてもよい。

　選考は地区ロータリー財団委員会の教育

補助金小委員会が行なう。個人面接はクラ

ブ・レベルにおいて不可欠と考えられている

が，地区レペルでも行なうよう強く推奨され

ている。距離の関係で地区レベルの個人面接

が不可能な場合，地区小委員会は更に詳細な

個人情報を入手することが必要となろう。

候補者選考期日予定表

　大学院課程奨学金，大学課程奨学金及び専

門的訓練補助金候補者選考の締切期日予定表

は次の通り：

　提唱ロータリー・クラブが申請書並びに

　補足書類受理締切日………………3月15日

　地区ガバナーがクラブ確認済候補者の

　申請書類一式受理締切日…………4月1日

　事務総長が地区確認済候補老

　の申請書類一式受理締切日………5月15日
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奨学金受領者選考

のための会合………………・・……・8月下旬

受領者の発表及び授与通知………9月上旬

大学院課程奨学金

　　　　　（Graduate　Fellowships）

　これは，もし立派な有資格候補者が選定さ

れた場合，1学年間他国での大学院課程の研

究のため優秀な青年男女に対して授与される

大学院課程奨学金プログラムである。

　大学院課程奨学金の目的は，大学院学生を

他国に留学させることによって，留学中並び

に帰国後，両国民間の理解増進に貢献する機

会を提供し，かくして異なる国々の人々の間

に理解と友好関係を増進することに寄与する

ためである。

　大学院課程奨学金は，往復旅費全額と1学

年間の教育費，生活費及び雑費を賄う金額

で，場合により，正規学年度開始前の，留学

国における一定期間の徹底的語学訓練費が加

算される。奨学金は如何なる分野の研究（但

し，単独の，又は指導者のつかない研究及び

医術のインターン，病院住み込みの医員及び

研究者を除く）にも授与され，ロータり一・

クラブ所在の何れの国においても受領でき

る。

　申請老は未婚の本籍所在国の市民で，奨学

金授与発表後の7月1日現在の年齢が20－－

28歳で，奨学金年度開始前に学士号又はそれ

と同等のものを取得した者でなければならな

い。そして又次の2条件を満たす者でなけれ

ばならない：

　イ）親しみ易い個性の持主で海外及び自国

　　において効果的接触をなし得るような公

　　開の席で講演できる者で，かつ

　ロ）高度の学究能力を持つ成績優秀な者で

　　なければならない。

　これらの基本的且つ不可欠な2条件に該当

しない申請者は奨学金授与対象に考慮されな

いものとする。

　　　　　選　考（Selection）

　クラブ並びに地区水準における大学院課程

奨学金候補者選考は重大な責任である。選考

は，経済状態，人種或は宗教には関係なく，

専ら資格にのみ基づいて行なうのである。

　申請者は本人の本籍所在地の地区に所属す

るロータリー・クラブか或は申請当時在学中

の大学所在地の地区に所属するロータリー・

クラブにより提唱されなければならない。

．奨学金は授与された1学年度にのみ有効で

あって，正当と認められざる限り，その後続

期間に延期乃至延長され得ないものである。

兵役（Military　Service）

　大学院課程奨学生が兵役義務のため受領し

た奨学金を使用できない場合，兵役義務年限

終了後の学年度開始時までその使用を延期す

ることができる。但し上限年齢の条件を除き

その他の必要な個人的条件を引き続き保有し

ている場合に限る。

大学院課程奨学生のための顧問

ロータリアン（Rotarian　Counselors

　　　　　　　for　Graduate　Fellows）

　理事会は次の事項を承認した：

　イ）大学院課程奨学生の留学予定地区のガ

バナーに，それら奨学生1名毎に顧問ロータ

リアン1名を任命するよう要請すること。又

大学院課程奨学生の留学予定の大学が所在す

る都市にある無地区ロータり一・クラブに対

して，それら奨学生に夫々顧問ロータリアン

を任命するよう要請すること；

　ロ）大学院課程奨学生のために数名の顧問

ロータリアンが任命されている地区は何れ

も，奨学生のために講演予約やその他の訪問

を手配したり，斯様な奨学生に招待状を出し
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たいと希望するクラブに代って接触するだめ

に，それら顧問のうち1名を，地区内クラブ

と奨学生間の連絡係に，指名すること；

　ハ）地区ガパナー（並びに地区を構成しな

い地域のホスト・ロータリ噂・クラブ）に，

大学院課程奨学生の顧問ロータリアンとして

望ましい資格を知らせること，即ち：

一仕事に必要な時間と精力を喜んで提供

　　し，かつ奨学生と容易に近づきになれる

　　者：

一地域社会に多くの知人を持ち，援助を求

　　め得られる者：

一学究生活に関係を持っているか又は理解

　　者であること，但し必ずしも教育の専門

　　家でなくてもよい；

一青少年に関心を持つ者。（理64－－65）

大学院課程奨学生の訪問

　　　　（Visits　by　Graduate　Fellows）

　国際ロータリーは，大学院課程奨学生が地

区大会又はクラブを訪問する旅費は支給しな

い。然しながら，地区ガバナー一一及びロータり

一・クラブは地区大会又はクラブ例会を訪問

乃至講演するよう招待された奨学生には乗物

を提供するか或は旅費を弁償するよう示唆さ

れている。（管理委64－65）

大学院学友

　　　（Graduate　Fellowship　Alumni）

　大学院学友の居住地に所在する口旺ダリ

ー・クラブは，斯様な元奨学生を時折りクラ

ブの例会に招待するよう示唆されている。地

区ガパナーは大学院学友を地区大会に招待す

るよう奨励されている。（管理委64－－65）

　理事会は，大学院学友が居住する各地区の

ガバナーは，学友に，地区及びクラブの各口

ロータリー財団

一タリー財団選考委員会の審議に参加するよ

う招待状を出すこと，そして学友から参加の

返事を受けた場合は直ちにその旨，選考委員

長並びに地区内のクラブ会長に通知するこ

と，又，地区内に留学している大学院課程奨

学生の顧問ロータリアンと相談の上，斯様な

学友に顧問ロータリアンの補佐となるよう招

請することを示唆している。（理64－65）

大学課程奨学金

　　　　（Undergraduate　Scholarships）

　国際ロータリー一理事会並びに管理委員会

（1965－66）は，1968－69学年度より，大学院

課程奨学金プログラムをできうる限り補足

し，かつ調和させるため大学課程奨学金プロ

グラムを開設することに意見が一致した。こ

のプログラムのもとで，大学在学中の男女学

生は1学年間他国で勉強する機会を持つので

ある。

　候補者は，次の諸条件を除き，大学院課程

奨学金候補者に対すると同様の資格を持って

いなければならない。それらの条件とは，奨

学金授与発表後の7月1日現在18－24歳ま

での者に限ること，奨学金年度開始当時大学

課程2ヵ年終了し七いるが学士号又はそれに

相当するものを坂得していないこと，有望な

学生と識別し得るような中等学校及び大学両

水準における学級成績順位並びに学業成績を

証明する有効な証拠を提出すぺきことであ

る。（3ヵ年の大学レベルの課程修了を以て

学士号又はそれに相当するものが取得できる

学校に在学する候補者は大学レベル1学年修

了後に奨学金年度を開始できる。）
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専門的訓練（Technical　Training）

　ロータリー財団専門的訓練補助金の目的

は，青年たちに，他国において各自の専門分

野の知識並びに技能を向上せしめることによ

って，訓練期間中も帰国後も自国と訓練を受

けた国の両国民の間の理解を増進するために

貢献する機会を与え，斯くして異なった国々

の人々の間に理解と友好関係を増進すること

に寄与するためである。

　補助金は12ヵ月間を限度とする或る期間

の職業乃至専門的技能研究に対し，補助金授

与発表後の7月1日現在年齢21－35歳の独
身又は既婚の男子に授与される。おもに知識

と技能の実地応用である。訓練には職業学校

乃至技術学校或は専門的訓練設備を有するそ

の他の施設における研究が含まれている。意

図する所は，あらゆる分野の技工並びに技術

者に他国で研究する機会を提供することにあ

る。補助金は学生のためにではなく，専門的

水準に近い技工又は技術者として少くとも2

年間常勤制のもとに雇傭されたことのある男

子のために企画されたものである。

　補助金は訓練研修生の旅費，教育費，並び

に生活費一切を賄うものである。但し扶養家

族の如何なる費用も支給しない。

　ロータリー・クラブ並びに地区は，専門的

訓練補助金候：補老を提唱するか又は研修生を

受け入れることによって，或はその両方を受

け持つことにより，本プログラムに参加する

ことができる。候補者は，大抵，訓練研修生

受け入れ希望地区より提出された報告を基に

作成，公表された，利用可能な訓練施設一覧

表中より，各自の訓練所を選択する。

　　　　　　　　選　　　考

　各ロータリー・クラブは申請老を2名まで

提唱することができる。提唱（派遣）クラブの

責任は，その地域にプログラムを発表し，有

望な申請老と接触してクラブが確認すべき申

請者を選定し，かつ，首尾よく受領老に選ぼ

れた場合にはロータリー教育と適応指導に協

力することである。

　　　　受け入れクラブ並びに地区

　受け入れロータリー・クラブとなるために

は，クラブは，地域社会内又はその付近に所

在する専門的訓練施設に関する情報を記入し

た調査書を少くとも1通地区ガバナーに提出

し，かつ，専門的訓練生が自己の才能を伸ぽ

し同時に補助金の目的を達成するのを援助す

るために定められた或る種の任務を引き受け

ることを承諾しなけれぽならない。訓練所と

の連絡係として奉仕するため，又緊急の場合

訓練生に助力し，訓練生の個人的要求に関与

し，かつロータリー・クラブ訪問を手配する

ために，受け入れクラブ会員の1名が専門的

訓練生のための顧問ロータリアンに任命され

る。

　受け入れ地区になるためには，地区ガバナ

ーは，地区内の適当な1乃至それ以上の専門

的訓練施設を本プログラム参加のために正式

に登録し，かつそれら施設に関する情報を記

載した1乃至それ以上の施設調査書を国際ロ

ータリーへ提出しなけれぽならない。教育補

助金地区小委員会は，地区自体が果すぺき或

る種の任務を遂行する責任を持っている。

　地区ガパナー乃至中央事務局より入手でき

る資料には，受け入れクラブと地区並びに提

唱クラブと地区用の詳細な情報と注意事項，

適格な専門的訓練施設一覧表及び申請用紙が

含まれている。

研究ゲループ交換
　　　　　　（Group　Study　Exchange）

　ロータリーp財団研究グループ交換は次の3

つの目的のために計画された教育的プログラ

ムである：

　イ）優秀な青年事業家並びに専門的職業人
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　　に，関係国内において計画準備された研

　　究討論プログラムに参加することによっ

　　て，他の国とその国民並びに諸施設とを

　　研究する機会を与えるため；

　ロ）善意の人々が，友好的雰囲気のもとに

　　相会し，語り合い，生活を共にして，相

　　互の問題や抱負を理解するようになり，

　　かくして個人的接触を永続する友情へと

　　成熟させることにより国際理解を増進す

　　るため；

　ハ）研究グループのチームのために教育的

　　プログラムを作成し，又彼等を歓待する

　　ことによって，ロータリアンを，特殊な，

　　実際的且つ有意義な国際奉仕計画に参加

　　させるため。

　これは組み合わせ地区間で研究グループを

交換するプログラムである。各グループは，

プログラム参加申請の時の年齢25－35歳ま

での，十分に資格のある6名の青年事業家又

は専門的職業人で構成され，「研究グループ

交換」地区ガバナー代表が加わる。これら全

員は特定の一地区出身者とする。組み合わせ

地区の一方が斯様なグループをある年に2ヵ

月間相手地区に派遣し，その翌年は相手地区

のグループを受け入れることになる。

　補助金はチーム構成員6名と地区ガバナー

代表のための出発地点と所定の到着地点間往

復運賃を賄えるものでジェット機2等往復料

金を超えぬ金額である。ホスト地区滞在中の

グループの食費，宿泊費並びに旅費は受け入

れ側の地元ロータリアンが準備する。

　「青年事業家乃至専門的職業人」という言

葉は，研究グループ交換のチームへ参加申請

をなす前に，常勤制のもとに少くとも2年間，

一般に認められた事業又は専門的職業に雇傭

されたことのある男子を意味するのである。

参加申請者は居住している国の市民で，立候

補を確認する地区にある自己の専門分野の職

業に雇傭されていなければならない。

　補助金を受ける資格を取得するためには，

ロータリー財団

地区は，地区大会もしくは地区協議会におけ

る決議によって，或は郵便投票によって，地

区内クラブの3分の2が，本プログラム参加

申請を承諾し且つ支持することを表明し，且

つ要請された場合は訪問チームのホストにな

ることに同意したことを証明しなければなら

ない。

　　　　　　　選　　　考

　クラブ水準においては，クラブはその地域

社会よりの候補者全員と面接して，その中か

ら2名以内を選考する選考パネルを任命す

る。候補者を決定するに先立ち，クラブは候

補者たちの雇傭主又は事業仲間にプログラム

のことに関して話し合い，彼等の協力を得て

おくべきである。

　クラブ水準で選考された青年たちの中から

研究チームを最終的に選考するのは「研究グ

ループ交換」地区小委員会又は同委員会によ

り選定された特別パネルの責任である。可能

な場合は必ず個人面接を行なうよう推奨され

ている。

　地区は希望する組み合わせ地区を申し出る

ことができる。然し最終的にはロータリー財

団管理委員会が決定する。管理委員会はま

た，何れの地区が最初にホストになるかを表

示する。

　記入ずみの申請書は，基本的Ell究計画を同

封の上，毎年4月1日までに国際ロータリー

へ返送されなけれぽならない。派遣と受け入

れの相互交換は補助金授与発表直後の2ヵ年

間に完了されねばならない。補助金は毎年4

月乃至5月に財団管理委員会により授与され

国際協議会において発表される。

　理事会は，研究グループ交換補助金を授与

された各地区のガバナーが，地区内のロータ

リアン1名を，観究グループを派遣する年に

研究グループ交換地区ガバナー代表を務める

ために任命するよう要請している。斯様な代

表は研究グループ交換地区小委員会により指

名され，地区ガバナーの承認を得て後，研究
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プPtグラムのため，研究グループに同行する

ことになる。

　地区ガバナー代表は運営役員であって，研

究グループ交換チームの1員ではない。ロー

タリー及びロータり一と無関係の聴衆に対す

る非公式な挨拶乃至接触の際は，地区ガバナ

ー代表よりはむしろチーム員たちが注目の的

になるようにすべきである。

　　　　　　　受け入れ地区

　財団管理委員会は，研究グループ交換プロ

グラムの運営に関する指針として，次の声明

を採択した：

　　ホスト地区とは研究グループ受け入れ地

　　区のことである。大体において，研究グ

　　ループは到着一出発までの間ホスト地

　　区の責任下にある。研究計画に他の地区

　　が関与する場合といえども，ホスト地区

　　は，研究計画の立案，旅程の作成，関係

　　地区内の輸送機関の提供，グループの歓

　　待及び諸活動の計画準備とできうる限り

　　の家庭歓待の手配を引き受ける責任があ

　　る。熱意ある有能な地区小委員会が不可

　　欠である。

ロータリー財団の目的に合致する活動

のための補助金　（Grants　for　Activities

　in　Keeping　with　the　Objective　of　The

　　　　　　　　　Rotary　Foundation）

　ロータり一財団管理委員会（1965・－66）は，

次の声明を承認した：

　　管理委員会は，前記諸活動の他に更に，

　　ロータり一財団により支持されるべき新

　　計画に対し考慮を払うことによって国際

　　理解を増進する種々の方法を検討中であ

一　り，斯様な活動に対するロータリー地

　　区，ロータり一クラブ及びロータリアン

　　よりの提案や推薦案，及び経済的援助の

　　要請を歓迎するものである。

　　ロータり一財団の目的推進に貢献する計

一一　1go　一一

画の展開及びその試みへの奨励策とし

て，管理委員会は次に示す基準に合致す

る提案並びに推薦案に対し考慮を払うも

のである：

1）　その計画はロータリー一財団プログラ

ム中に含めることが適当であることを立

証できるような性質のもので，異なる国

々の国民間の理解と友好関係の推進に貢

献するものであるべきこと。

2）それは1乃至多数のロータリー・ク

ラブ及び相当数のロータリアンが積極的

に参加するものでなければならない。

3）それは，ロータリー一・クラブ或は地

区により推薦され且つ提唱され，そして

経済的に一部負担され，又ロータリー財

団の目的に合致するような教育的もしく

は慈善的性質のものであるべきこと。

4）その計画を推薦又は提唱する地区も

しくはクラブは，必要に応じてその計画

の情報及び報告を提出することを承諾し

なけれぽならない。

5）それは不動産投資を含むものであっ

てはならない。

6）　それは，ロータりin・財団或は国際ロ

ータリーに対し，補助金支給の経済的義

務以外の責任を負わせてはならない。

新計画に対する提案或は推薦案には，予

算の明細書並びにその計画の明瞭な説明

書及びロータリアンの活動参加範囲等を

含む詳細な資料を添付しなけれぽならな

い。

補助金はロータリー・クラブ，ロータり

一地区，ロータリアン，血縁又は婚姻に

よるロータリアンの扶養家族，或は親族

には授与されない。又補助金授与によっ

てロータリー地区，ロータリー一・クラブ，

ロータリアン，血縁又は婚姻によるロー

タリアンの扶養家族又は親族，即ちロー

タリアンの実子，継子，孫，兄弟姉妹並

びに，もしあれば，その配偶者になんら
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かの物質的利益が生ずる場合にも授与さ

れない。

財団補助金受領無資格者
　（Ineligibility　for　Foundation　Awards）

　ロータリー財団管理委員会（1966－67）は，

ロータリアン，その扶養家族及び親族を財団

補助金受領無資格者となす決定の説明として

次の声明を採択した；

　　ロータリー財団の目的は博愛，慈善，教

　育的或はその他の救憧的性質の確実且つ効

　果的な企画を促進することにより，異なる

　国々の国民間に理解と友好関係を増進する

　にある。

　　ロータリー財団は信託財産であって，そ

　の条件のもとに慈善乃至教育的性質の企画

　に対してのみ財団の資金を支出することが

　できる。ロータリー財団の資金は多くの国

　に保管されており，それらの国々にはこの

　資金使用に際して適用される法律及び規則

　がある。ロータリー財団はそれらの法律並

　びに規則を遵守し，課せられた拘束に従っ

　て支出しなけれぽならない。管理委員会は

　自・一タリー財団の授与する補助金に含まれ

　る法律上及びその他の面を考慮して，ロー

　タリー財団の支持するプログラムに基づく

　補助金は，奉仕の理想を例証し，且つ財団

　の地位を保護するために，ロータリー・ク

　ラブ，ロータり一地区，ロー・Pタリアン，血

　縁又は婚姻によるロータリアンの扶養家族

　乃至親族には一切授与されないものとする

　ことに同意した。ここに親族とは実子，継

　子，孫，兄弟姉妹並びに，もしあれば，そ

　の配偶者を指すのである。

　　本方針設定は次の2つの理由に依る：

　　イ）奉仕の理想を例証するため。

　　ロ）財団の地位を保護するため。

　　たとえ或る国においてはロータリアン乃

至その親族に補助金を授与することによっ

ロータリー財団

て財団の地位が脅やかされる危険はないと

しても，奉仕の理想は「財団への寄付者

は，直接にも間接にも，財団プログラムか

らの受益老となってはならない」という方

針によって，最もよく例証されるというこ

とは，動かない事実である。ロータり一の

モットーである「超我の奉仕」は，ロータ

リアンでもロータリアンの親族でもない，

資格のある人々に対しての，利他的奉仕に

基づく慈善的且つ教育的プログラムを通じ

て最もよく例証されるのである。

財団に対する資金の募集
　　　（Raising　Funds　for　Foundation）

　1936－37年度に於て理事会は，国際ロ・一タ

リーがロータリー財団のために200万ドルを

集めるよう努力すべきことに同意し，1938年

には，国際大会に於て次の決議が採択され

た：

　「第29回大会に於て国際ロータリーは，1

箇年前に創始され，今やその事業を始めんと

するロータり一財団の1部として，200万ド

ルの資金を集める運動が承認保証せられ，国

際ロー一タり一の全役員及び全加盟クラブはこ

の運動が完全な成功を収めるよう協力すべき

ことを決議する。」（サンフランシスコ大会決

議38－31）

　理事会（1939－40）は，国際ロータリーがロ

ータリー財団のために資金を集むぺきことを

再確認し，そのために特別委員を任命するこ

とを承認した。理事会（1946－47）は，ロー

タリー財団に対して継続的な援助を与えるこ

と及び1938年度大会（サンフランシスコ）の

指図には従わねぽならないことに同意した。

従って，理事会は，ロータり一財団のための

200万ドルの資金募集を目標とする運動を起
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノしたのである。その目標が1948－49年度に
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達成されてからは，今後のロータリー財団育

成のための援助はロータリー・クラブ，個人

ロータリアン及びその他の人々からの自発的

寄付に依存することとした。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は・

ロータリー財団の資金の最大限度に関しては

制限をおかないということに意見が一致し

た。

　地区ガ・ミナーは，国際ロータリーの役員と

して管轄地区にロータリーを推進する直接の

責任老であるということを忘れてはならな

い。そして財団の目的と目標とがよりよく知

られ，理解されるようになり，かつ斯様な目

標の達成に際してロータリアン及び他の人々

の関心が刺戟されるようにするために，地区

ガバナーはロータリー財団を絶えず推進する

ことの必要性を忘れてはならない。

財団への寄付
　　　　（C・ntributi・ns　t・F・undati・n）

　ロータり一財団が自発的寄付の基礎の上に

発展して来た事実にかんがみ，財団への寄付

を会員資格の条件とするとか或はそのような

意味のことを入会申込書に書き入れてはなら

ない。ロータリー財団に寄付することを会員

資格の条件とするようロータリー・クラブの

細則を改正したり，ロータリー会員カードに

斯様なことを書き入れることは認められてい

なし、。　（理　64－65）

　理事会並びに財団管理委員会（1964－65）

は，ロータリー財団の目標は，全クラブを

「100％ロータリー財団クラブ」に，そして全

ロータリアンをロータり一財団への寄付者に

するということに意見が一致した。

　地区ガバナーは地区ロータリー財団委員

会，地区協議会及びクラブ訪問などの正規の

径路を経て，ロータリー・クラブ並びにロー

タリアンによるロータリー財団への継続的寄

付の重要性を強調するよう示唆されている。

　以下の提案は，自発的寄付制によってロー

タリー財団の資金を増加する様々の方法の例

として，地区ガバナー並びにロータリー・ク

ラブの注意を喚起するものである：

1）　ロータリアン及びロータリアンでない人

に多額の寄付を個人的に懇請する；

2）新クラブに対して，「100％ロータリー

財団クラブ」になる機会を直ちに与える：

3）既にクラブが「100％ロータリー財団ク

ラブ」の地位をかち得ていても，尚お斯様な

クラブが「200％，300％等のロータり一財団

クラブ」となる機会を与える；

4）　クラブが「100％，200％等の呼称資格を

得ている場合でも，更に会員1名当り年額い

くらという寄付を希望することもあろう。あ

るクラブでは毎年1名1ドルの寄付を行なっ

ている；

5）　新会員が入会した時に，ロータリー財団

へ寄付する機会を与える；

6）　ロータリー財団に対する年次寄付の一つ

の方法として直前年度に入会した新会員1名

毎に10ドル又はその相当額，他の会員が1

人当り1ドル宛寄付する慣例を採用すること

をクラブに示唆する。かくしてそのクラブは

　「ロータリh－p財団の友」となるのである；

7）各ロータリアンに夫々の誕生日に一定の’

寄付を行なう機会を与える；

8）　地区内にロータり一財団奨学生やその他

の財団補助金受領者がいる場合には，その好

機を最大限に利用するようクラブを激励す

　る；

9）　クラブの不用資金をロ・一夕り一財団に流

用する。

遺贈（Bequests）

　遺言状に財団への遺産贈与の希望を記載す

る場合，寄付者はその受益人として「米国，

一・ P92一
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イリノイ州，エパンストンに本部をおく，教

育的，博愛的，及び慈善的目的の非営利団体

である国際ロータリーのロータリー財団管理

委員会」と指定するものとする。

パー一センテージ順位

　　　　　　　（Percentage　Standings）

　クラブの累積醸出金が，毎年12月の会員

数報告を基にして会員1人当り10ドルに相

当するクラブは「100％ロータリー・一財団クラ

ブ」と認められる。

　会員数報告は，各クラブ幹事より地区ガバ

ナーに提出された12月の「出席報告」用紙に

記載されている12月最終例会日現在の会員

数を表示するということに留意しなければな

らない。パーセンテー一ジ順位は，国際ロータ

り一宛のクラブ半期報告或は寄付を行なった

「当時」の会員数の欄に記入された数字に基

づくものではない。

　12月の会員数は，その直後のロータリー年

度中，パーセンテージ順位決定の基準として

使用される。もしクラブの寄付累計額が，慨

に或はその年度中のある時に，直前年度12

月の会員数に10ドルを乗じた額に相当する

場合，そのクラブはその年度中「100％」ク

ラブと認められる。

　会員1人当り10ドルの倍数に相当する金

額を寄付するクラブは「200％ロータり一財

団クラブ」；「300％ロータリー財団クラブ」

等々と認められる。

　地区内の全クラブが「100％」クラブであ

れば，その地区は「100％ローダリー財団地

区」と認められる。もし全クラブが200％に

なれぽ，その地区はその1年度間「200％」地

区というように100％の倍数パーセンテージ

地区と認められる。

ロータリー財団

寄付の表彰

　　　（Recognition　of　Contributions）

　200％順位を認められたクラブには証明書

が贈呈される。それ以上の100％の倍数パー

センテージ順位は，最初に贈られた証明書に

はりつけられるようになっているステッカー

によって証明される。

　直前のロータリー年度に入会した新会員1

名毎に最低10ドル又はその相当額，他の会

員1人当り1ドル又はその相当額を毎年寄付

するという慣例を採用し，それに基づいて寄

付をなし，かつ斯様な寄付を毎年財団に行な

うことを計画しているクラブに対しては「ロ

ータリー財団の友」証書が贈呈される。

　「サステーニンゲ・コントリビューター」の

地位に到達したことを認めたポケット型カー

ドは，1ヵ年以内に100ドルを寄付した個人

に贈呈される。

　「メモリアル・コントリビューター」証書

は，1ヵ年以内に100ドルから500ドルの金

額を故人の追悼記念に寄付した個人に贈呈さ

れる。

　「ロータリー財団のオノラリー・フェロー」

の地位に到達したことを認めた証明書は，1

ヵ年のうちに500ドルから1，000ドルまでの

金額を寄付した個人又はある人への記念にそ

の寄付が行なわれた場合に贈呈される。もし

斯様な寄付が遣贈による場合，誕明書は遺君

老名義で作成され，遺言者が所属していたロ

ータリー・クラブ又は親族の何れか，・その時

の事情に応じて最も適切と考えられる人に贈

呈される。

　「ロータり一財団のポール・ハリス、・rフエロ

ー」になることを認めた額入り証明書は1ヵ

年間に真，000ドル或はそれ以上を寄付した個

人又はその人のためにその轄付力桁なわれた

場合に贈星される。「ポ；一一・　7e・・’！・リス・フェロ

t・＃ v受賞者名並びにそ¢）所属タラブ名は，異

一ユ93一
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論のない限り，毎年ロータリアン誌並びにレ

ビスタ・ロータリア誌上に報告され，又国際

ロータリーの国際大会の展示板に毎年書き出

されるものとする。

　何年かの間に1，000ドル寄付することを承

諾した個人が，最初最低100ドルを寄付した

時「ポール・ハリス準フェロー」と認められ，

1，000ドルの満額に達した時，「ロータリー財

団のポール・ハリス・フェロー」と認定され

る。

ロータり一財団週間

　　　（The　Rotary　Foundation　Week）

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

「ロータリー財団週間」として知られている

11月15日を含む週間が毎年遵奉せられるぺ

きこと，その週間中クラブはクラブ・プログ

ラムを財団に集中するよう，そして財団の目

的に合致する企画試案を事務総長に提出する

よう奨励されるべきこと，又財団週間の発表

は適切な報道機関全部になされるべきである

ということに意見が一致した。

ロータり一財団地区委員会　（Rotary

　　Foundation　District　Committees）

　理事会は，1967－一一68年度の管理委員会の決

定に同意して，次の事項を承認した：

イ．各地区ガバナーは，毎年9月1日又はそ

　　れ以前に，次に提案されているメンバー一

　　から成る地区ロータリー財団委員会を設

　　置するものとする：

　　　　委員長として元地区ガバナー若しく

　　　　は経験豊かな他のロータリアン，但

　　　　し連続3年を越えて留任せざるこ

　　　　と。委員として地区ロータリー財団

　　　　委員会の各小委員長，可能な場合元

　　地区ガバナーの経験を活用すること

上記委員会のもとに次に提案されている

小委員会を設置する。各小委員会は地区

内のロータリアンを以て構成するものと

し，委員の継続性を持たせるための規定

を設けること：

1）　財団推進一委員長及び最少限2名

　　の委員を以て構成する；

2）　財団教育補助金一委員長及び2名

　　の委員を以て構成する。各委員は次

　　のプログラムの何れか1つの特別責

　　任者となる：

　　　　　専門的訓練

　　　　　大学院課程奨学金

　　　　　大学課程奨学金；

3）　研究グループ交換一委員長及び最

　　少限2名の委員を以て構成する；

4）　財団学友一委員長及び最少限2名

　　の委員を以て構成する；

尚，必要に応じて財団プログラムの他の

部面を担当する小委員会を追加するこ

と。斯様な小委員会は夫々委員長及び最

少限2名の委員を以て構成すること。

ロ．各地区ガパナーに対し，可能な場合地区

　　ロータリー財団委員会の各種小委員会の

　　委員中に小委員会の担当する活動分野に

おける経験者を最少限1名含めるよう示

唆すること。

ハ．地区ロータリー財団委員会の責任事項は

一194一

下記の通りとする：

1）地区ガパナーを助けてロータリー財

　　団の目的及び活動の推進に当るこ

　　と；

2）　財団に対する継続的財政支援を奨励

　　すること；

3）　国際ロータIJ　・一中央事務局と財団の

　　活動を支持する地区内ロータり一。

　　クラブ間の連絡係となること；

4）　「ロータリー財団週間」への地区内

　　クラブの積極的且つ効果的参加を推

ひ

　　　　進すること；

　　5）　地区内の各種のロータり一財団小委

　　　　員会の仕事を調整すること。

一．ロータリー一財団推進小委員会の責任事項

　　は下記の通りとする：

　　1）　ロータリー財団の目的並びにプログ

　　　　ラムに関する知識を普及し且つ関心

　　　　を増大するために，ロータリー財団

　　　　のための強力な広報運動を創案，指

　　　　導すること；

　　2）　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　増大を奨励すること；

　　3）　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　募金方法を考案すること。

ホ．財団教育補助金小委員会の責任事項は下

　　記の通りとする（プログラム別責任者を

　　活用すること）：

　　1）　大学院課程並びに大学課程奨学金

　　　　イ）大学院課程並びに大学課程奨学

　　　　　　金プログラムの発表に際し地区

　　　　　　ガバナーを援助すること；

　　　　ロ）地区内のすべての単科大学及び

　　　　　　総合大学の学生部の担当職員に

　　　　　　2種の奨学金について知らせ且

　　　　　　つこれらのプログラムを学生に

　　　　　　発表する際協力してもらうた

　　　　　　め，それら職員と接触するこ

　　　　　　と；

　　　　ハ）ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　　二）両種の奨学金の地区候補者を選

　　　　　　考すること；

　　　　ホ）奨学生が海外で有意義な1年を

　　　　　　過すのに必要な適応指導を行な

　　　　　　うこと；

　　2）　専門的訓練

　　　　イ）専門的訓練プログラムの発表に

ロータリー財団

　　　　　　当り地区ガパナーを援助するこ

　　　　　　と；

　　　　ロ）地区内のすべての専門的訓練機

　　　　　　関の学生部担当職員に本プログ

　　　　　　ラムを説明し且つ学生にプログ

　　　　　　ラムを発表する際協力してもら

　　　　　　うため，それら職員と接触する

　　　　　　こと；

　　　　ハ）ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　　二）申請書を処理し，面接し，本補

　　　　　　助金の地区候補老を選考するこ

　　　　　　と；

　　　　ホ）補助金受領者をできうる限りの

　　　　　　方法で援助し，有意義な1年を

　　　　　　過すのに必要な適応指導を行な

　　　　　　うこと。

へ．研究グループ交換小委員会の責任事項は

　　下記の通りとする：

　　1）研究グループ交換プログラムの目的

　　　　及び実施方法の発表に当り地区ガパ

　　　　ナーを援助すること；

　　2）地区間の全ロータリー・クラブの積

　　　　極的参加を確保し且つそれらクラブ

　　　　に交換に際してのクラブの責任事項

　　　　を知らせること；

　　3）　ロータリー年度を通して，研究グル

　　　　ープ・チームの立派な適格候補者を

　　　　探すようロータリー・クラブを激励

　　　　すること；

　　4）　申請書を処理し，面接し，地区の研

　　　　究グループ交換チームのメンバーを

　　　　選考すること；

　　5）選考されたメンバーが海外で有意義

　　　　な経験を得るのに必要な適応指導を

　　　　行なうこと；

　　6）組合わせ地区との接触を維持するに

　　　　当り地区ガパナーを助けること；

　　7）相手地区の硯究グループ交換チーム
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　　　を受け入れるのに必要な準備をなす

　　　　こと。

ト」財団学友小委員会の責任事項は下記の通

　　りとする；

　1）現在，地区に居住している元奨学生，

　　　訓練硬修生及び研究グループ交換チ

　　　ームのメンバーの名簿を入手し整備

　　　すること；

　2）　ロータリー・クラブ，地区及び地元

一一P96　一・

　　の諸会合でプログラムを発表する
一一

ﾛ∫これらの元補助金受領者の参加

　　を奨励すること；「

3）クラブ例会，、地元の集会，地区の諸．

　　行事への参加予定を立てるに当り，

　　元補助金受領者とロータリー・クラ

　　ブ間の連絡係りとなること。（理68

　　・－69）

『

t

、

喝

職 業 奉

（Vocational　Service）

　Vocation（職業）・という言葉は社会人の

「一定の業務，稼業，商業，専門業，“：或は職

務」を指すものである。ロータり・」は1，職業

奉仕という言葉を使用するに当って，Service

（奉仕）という文字をその一番広い意味で使っ

ており，単に商業或は専門業取引に於てなさ

れる業務或は売買される商品を指すのみでな

く，相手の必要と境遇に対して正当な考慮を

払うと共に常に他人に対し思いやりの心を以

て当ることをも指しているのである・。tt

　職業奉仕はロータリーの綱領に於て次のよ

うな言葉を以て強調されている。　　　　・

　「職業上の高き道徳的基準；総ての有用な

　職業の価値あることの認識；そレて社会に

　奉仕する好機としての各自の業務を，．各ロ

　ータリアンにより権威あらしめること」を

　奨励，且つ育成する。

　別の表現を以てすれぽ，職業奉仕は，職業

の世界に於て，奉仕の理想を推進することを

目的とするものである。即ち，職業奉仕は，

　　個々のロータリアンが，その職業関係の

　すべてに於て，使用人，競争業者，顧客及

　び仕入先に対して高い徳義的水準を適用

　し，且つ，

　ロータリアン各自がこの水準を，自分と職

　業を同じくする他のすべての人々の間に推

・進することを意味するのである。

「業務を通しての奉仕」

　　　　（Service　Through　Business）

理事会（1942－43）は，国際ロータリ鱒及び

ロータリー会員が額入用その他に使用するた

仕

めに“Service　Through　Business．”「業務を

通じての奉仕」という宣言文を用意してお

り，これが歓迎されていることを認めた。従

って，理事会は，次の如き声明の承認を公式

に記録した。

　　　　　業務を通しての奉仕

　ロータリー会員として，余の目的とする所

は：

　自己の職業を，物質的な利益を得る手段で

あると共に，社会に対する奉仕に於て自身を

表現する機会であると考えること。

　高い規準を受入れ且つ之れを推進すること

によって，自己の職業の威厳と価値とを維持

し，且つ疑わしい習慣は之れを排除すること。

　自己の職業に於ける成功は，これが社会に

対する奉仕の結果としてかち得られた時に，

立派な大望として評価すること。然し不当な

便宜，権利の濫用或は背信行為によって生ず

る利益や名誉はこれを受けないこと。

　健全な取引は，当事老全部に満足をもたら

すやり方によって行われねぽならないことを

認め，且つ，自己の職業に於て，義務又は責

任の厳密な限界以上に奉仕することを特権と

して尊重すること。（理42－一・43）

「4つのテスト」（The　Four・Way　Test）

　ロータリe・一計画の職業奉仕部面推進の一方

法として，理事会はクラブに「4つのテス5」

への注意を喚起する。（「4つのテスト使用許

可」に関する全文198頁参照）
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4つのテスト複製を管理する方針
　（Policy　Governing　Reproduction　of

　　　　　　　The　Four・Way　Test）

1．　4つのテストの総ての複製は版権文とそ

　の言葉づかいにおいて同様でなけれぽなら

　ないと共に次の事項即ち「1946年国際ロー・

　タリー一版権所有（Copyright，1946，　Rotary

　International）を付記しなけれぽならない。

2．複製の唯一の目的は人間関係における道

　徳水準の発展と維持でなければならない。

3．複製は，国際ロータリーの許可なくして

　販売用又は販売物の一部としてはならな

　い。

4．　複製は，販売又は利益を増す目的をもつ

　如何なる広告の主要部分としてはならな

　い。然しながら，若し商社，団体又は公共

　機関の人間関係の総てを「4つのテスト」

　の線に沿って誠意を以て当ることを説明す

　るためならば，書簡箋又は文献の一部に入

　れても良い。

5．上述の条件さえ守られるならば，個人又

　は事業体の普通の名刺の裏又は封筒に複製

　を印刷して差支えない。

6．個人，商社，団体又は公共機関は，国際

　ロータリーで発行している「4つのテス

　ト」のフォールダー，ポスター，その他に

　自己の名を刷り込んでも良い。

7．複製せんとする個人，商社，団体又は公

　共機関は，その価値に批判の余地がなく，

　且つその広告が既定方針の下に国際ロータ

　リー機関誌に受入れられるような有用な職

　業に従事していなけれぽならない。

4つのテスト使用許可
　（Permit　to　Use　The　Four－Way　Test）

　商品その他広く一般に配布せんとするもの

に4つのテストを複製することを欲する商社

又は個人に，次の方法によって許可書が発行

されている。

（1）総ての4つのテストの複製は版権文と同

　一語辞であらねばならない。そして

“Copyright，1946，　Rotary　International”と

いう語辞を書き加えなければならない。正し

い複製の型は次の如し。

　　　　　　　4つのテスト

　　　　　言行はこれに照してから

1
9
臼
3
4

真実かどうか。

みんなに公平か。

好意と友情を深めるか。

みんなのためになるかどうか。

　　　版権，1946年，国際ロータり一一

（2）複製の唯一の目的は人間関係における高

　い道徳的規準を発展せしめ且つこれを維持

　するためでなけれぽならない。

（3）複製は，販売や利益を増すための広告の

　主要部分としてはならない。然しながら，

　商社，団体又は公共機関の人間関係の総て

　を「4つのテスト」の線に沿うて誠意を以

　て当ることを説明するためならば書簡箋又

　は文献の一部に入れても良い。

（4）複製は，上述の条件さえ守られるなら

　ぽ，個人又は事業体の普通の名刺の裏又は

　封筒に印刷して差支えない。

（5）個人，商社，団体又は公共機関は，彼等

　自身の名を国際ロータリーの発行する4つ

　のテストのフォルダー一，ポスター，その他

　に刷込んでも良い。

（6）国際ロータり一の徽章使用に対して，国

　際ロータリーから特別の許可がない限り，

　4つのテスト複製の際ロータり一の徽章を

　入れてはならない。

（7）此許可書は妓に特別に掲げたものに限り

　適用することができる。

（8）此許可書は個人的なもので他に譲渡はで

　きない。
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（9）此許可書の発行は，ロータり一・クラブ

　やロータリアンにそれを回章する権利を与

　えていない。国際ロータリーは如何なる組

　織にも斯様な行為をなす権利を承認しな

　い。

㈲　国際ロータリーは，前項規定及び条件を

　改正し又は追加する権利を保有する，而し

　て前記……は前記の規定及び条件を守り，

　且つ出来得る限り速かにすべての新規定に

　従うか又は蝕に特記した事項に「4つのテ

　スト」全文を使用する権利を喪失すること

　を承諾する。

ω　国際ロータリーは，文書を以て60日以

　前に通知することによって何時でも許可を

　取消すことが出来る。然しながら斯様な取

　消は前記……が此取消書を受取った時の在

　庫品を販売又は使用する権利を失わしめる

　ものではない。（理55－56）

　国際ロータり一が版権を所有する4つのテ

ストは，如何なる意味においても「規則」と

して取扱われてはならない。（理55－56）

職業連絡会議

　　　（Business　Relations　Conference）

　地区ガバナー一一は，その年の内に地区で職業

連絡会議を開催することの可能性と必要性に

ついて，地区内の他のロータリアンと共に考

慮し且つ話し合うことが奨められている。

　他の国にある地区に隣接している地区で職

業連絡会議が計画された場合には，地区ガバ

ナー一達は国際連合連絡会議の開催を考慮する

ことが奨められている。（理58－59）

雇主一使用人関係

　　（Employer－Employee　Relations）

円満な雇主一使用人関係を促進する目的

職　業　奉　仕

で，理事会はクラブに対し次の事を示唆して

いる。

イ）一国から他国へ大勢の労働者が移動する

　結果言語の障壁及び文化的社会的背景の相

　違から起り得る困難を克服するのに役立つ

　手段として，他国の文化，経済，地理的情

　勢に関するプログラムを各クラブがその例

　会で準備しその地域の他のグループの会合

　においてそのプログラムを奨励する；

ロ）その地域に新たに移って来た人が新しい

　環境になれるよう援助するため市民相談所

　を創設するとか或は支持する方法を講ずる

　ことを考究する；

ハ）適格な候補老が得られる場合，クラブは

　「労働団体」という職業分類のもとにその

　候補者を会員に選挙する；

二）クラブは随時，労使に関連した特別講演

　会や討論会に，要望があれば，労使双方の

　団体の代表者を招待する；

ホ）国家や地方自治体の政策は同業組合並び

　に労働組合双方の指導者の折衝と協定にど

　れ程依存しているか，そして必然的にクラ

　ブ会員は同業組合で指導的役割を果すこと

　に努力して労使間の問題における方針の確

　立に影響を与え得る機会を持っているとい

　うことを考慮するようクラブ会員の注意を

　喚起すること。（理63－64）

職業上の正しい服務の規準
　（Standards　of　Correct　Business　and

　　　　　　　　Professional　Practice）

　ロータり一は，各種職業の同業組合が正し

い服務規準の規範を採用し，之れが維持を推

進することに積極的関心を有している。各種

職業の同業組合が採用した規範には，国際ロ

ータリーの示唆した基本構想に則ってつくら

れたものが沢山ある。

　ロー一タリアンは，事業上正しい服務の習慣
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を設定し，且つ之れを維持するに当って，そ

の指導老として実行し，努力するのに特に有

利な機会に恵まれている。（理35－36）

　ロータり一及びロータリァンが，職業上正

しい服務習慣を樹立するために行なう活動に

関しては，盛んに宣伝を行うべきであり，又

ロータリアンをして職業奉仕のこの部面に個

人として積極的に参加させるため，職業の正

しい服務規準を伸展させる継続的活動の機会

について，ガバナー及びクラブ役員の注意を

喚起すべきである。（理35－36）

　すべてのロータリー会員は各自の職業上の

組合とか協会に加入して競争業老関係の改善

に努力するよう奨励せられている。（理38－
39）

　国際ロー・一タリー事務総長は，加盟クラブに

対して示唆するプログラム試案中に，ロータ

り一会員が同業組合に参加することに関する

問題を加えるよう要請されている。（理51－
52）

職業指導　（Vocational　Guidance）

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

は，青少年委員会の協力の下に，若人の職業

選択を援助する活動を進めるため，職業奉仕

委員会の下に“職業情報の”小委員会を任命

するよう勧告されている。（理55－－56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

地方的な企画　（Lo（ral　ProjeCts）

n一タリー・クラブは，夫々地方の事情に

関係した問題，例えばオートメーション，都

会化，’人口の爆発的増加その他類似の問題を

研究しその解決のための企画を引受ける又は

支持することを考慮するよう奨励されてい

る。（理63－64）

倫理掟　（Code　of　Ethics）

　1915年の（サンフランシスコ）国際大会は，

あらゆる業種の事業家に対し，ロータリー倫

理掟を採択した。この掟の本文については種

々の批判があること，及び本掟がロータリー

の文書として全世界を通しての有用性に関し

意見の一致を欠くため，国際ロータリーは本

掟の頒布を中止した。

　理事会（1927－28）は，倫理掟の言葉づかい

を改善することができるという当時の綱領委

員会の意見に同意し，改訂に関する委員を任

命した。理事会（1928－29）は，倫理掟よりも

ロータリーの綱領に重きをおく方がよいとい

うことに意見が一致した。理事会（1931－32）

は，倫理掟を「手続要覧」に掲載する方針は

続けるが，掟については特にこれを頒布した

り一般に宣伝することはしないという意見に

一致した。

　理事会（1951－52）は，ロータリー倫理掟の

出版を中止することに決定した。然し，1915

年国際大会で採択せられた倫理掟は，国際ロ

ータリー事務総長に申込めぽ，この裏面の事

情に関する説明書をも含めて支給するという

了解の下に入手出来ることに意見が一致し

た。（理51－52）
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国際ロータリー定款

　第1条
名称及び説明

　本組織体の名称は国ee　P　一一タリーと

する。国際ロ　一一タリーは全世界のロー

タリー・クラブの連合会である。

目

第2条
的

　国ec　P一タリーの目的は次の通りで

ある。

　（イ）全世界のロータリーを奨励し，

推進し，拡大し且つこれを監督する；

　（ロ）国際ロータリーの諸活動を統合

し且つ全般的にこれを指導する。

綱

第3条
領

　ロータリーの綱領は，尊ぶべき事業

の基準として奉仕の理想を奨励且つ育

成し，特に次の事項を奨励育成するに

ある；

　第一　奉仕の一つの機会として，知

り合いを拡めて行くこと；

　第二　職業上の高き道徳的基準；総

ての有用な職業の価値あることの認

識；そして社会に奉仕する好機として

の各自の業務を，各ロータリアンによ

り権威あらしめること；

　第三　各ロータリアソは，その個人

生活，職業生活及び社会生活の別な

く，常に之れに奉仕の理想を適用する

こと；

　第四　奉仕の理想に結ばれた職業人

の世界的親交によって，国際間の理解

と友情と平和を促進すること。

　　第4条
会　員　組　織

　第1節　構成　国際ロータリーの会

員組織は，本定款及び細則に規定せら

れた義務の履行を継続するロータリ

ー・ Nラブを以て構成する。

　第2節所在地細則で別に規定さ
れた場合を除き，一つの都市，自治区

又は市域から一つよりも多くのロ　一一タ

リー・クラブを加盟させてはならない。

＊第3節クラブの構成（イ）ロータ

リークラブは次に定められた資格を有

する男子よりなり，そして如何なるク

ラブにも，正会員の資格が次に示す如

きものでなければ国際ロータリーに加

盟する資格を与えてはならないものと

する；

　彼等は成年男子で，品性正しく，且

つ職業上名望あり，そして　（1）価値

のある且つ一般に認められた事業の経

営主，共同経営者，会社役員又は支配

人としての職にあり；

　　　　　　　又は

　（2）価値のある且つ一般に認められ

た事業において自由裁量の権限を持つ

執行者たる重要な地位にあり：

　　　　　　　又は
　（3）価値のある且つ一般に認められ

た事業の地方又は支店の代表者として

活動し，執行者の資格において斯様な

　零1968年（メキシコ‘シチィ晩）国際大会に於て改疋
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国際ロータリー定款

代理店又は支店の責任を持ち；

　　　　　　　そして

　クラブで分類されている事業又は専

門的職業に，自分で実際に従事し，且

つその事業所又は居住所が，そのクラ

ブの区域限界内にあるもの；

　（ロ）新聞業及び宗教分類を除き，且

つ細則に定められたアディショナル正

会員の規定を除き，各職業分類には1

人よりも多くの正会員があってはなら

ない。

　Q9国際ロータリー細則は，ロータ

リー・クラブにおいて，正会員の外に

シニア・アクチブ，パスト・サービス

及び名誉会員と称する会員組織を設け

ることを規定し，且つその各め資格を

規定しなけれぽならない。

　第4節　定款及び細則の批准　国際

ロータリー加盟認証状が交付され且つ

これを受諾する各ロータリー・クラブ

は，法律に違反しない限り，国際n　・一

タリーの本定款及びその細則，並びに

その改正案によって総て拘束され，そ

してその規定を忠実に遵守することを

蝕に承諾，批准且つ同意する。

　　第5条
理　　事　　会

　第1節　構成　理事会は国際ロータ

リーの運営体であるものとし，その数

は14人とする。国際ロー・タリー会長

は理事会の1員であり且つその議長で

あるものとする。国際ロータリー被選

会長は理事会の1員であるものとす
る。12名の理事は細則の定むる処によ

り指名され且つ選挙されなければなら

ない。

　第2節　権限　理事会は本定款及び

その細則の規定に従い，国際ロータリ

ーの事務及び資金の管理及び運営権を

持つものとする。斯様な管理及び運営

をなすに当って，理事会は，その細則

によって定められた予算の他に会計年

度において，国際ロータリーの目的を

達成するに必要な金額を当座の収入及

び一般剰余金より支出することがでぎ

る。理事会は，剰余金からの支出の特

殊事情については次期国際大会に報告

するものとする。理事会は，如何なる

場合といえども国際ロータリーの其時

の純資産を超過する負債を生ぜしめて

はならない。

　第3節事務長国際ロータリー事
務総長を，理事会の事務長とする。事

務長は議事については投票権を持たな

いものとする。

役

第6条
員

＊第1節　職名　国際ロータリーの役

員は，会長，第1副会長，第2副会長，

第3副会長，他の理事，事務総長，財

務長，地区ガバナー，グレートブリテ

ン及びアイルランドにおける国際ロー

タリーの会長，直前会長，副会長及び

名誉会計等である。

　第2節選挙方法国際ロータリー
の役員は，その細則の定むる処により

指名され且つ選挙せられるものとす
る。

運

第7条
営

　第1節　グレー一ト・ブリテソ，アイ

ルラソド，チャソネル諸島，並にマソ

一204一
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島にあるクラブは，「グレート・ブリ

テン並にアイルラソドにおける国際ロ

ータリー」として知らるべき国際ロー

タリーの地域的運営単位を構成するも

のとする。

　第2節　クラブの運営は，常時本定

款及び細則の規定に従い次に示す直接

監督の何れかと共に理事会の一般監督

の下におかれているものとする。

　（イ）理事会によるクラブの直接監
督。

　（ロ）地区ガバナーによるクラブの直

接監督。

　の　2又はそれ以上の地理的隣接地

区からなる地方にあるクラブの場合

は，地区ガバナーの監督に加えて，理

事会が望ましいと認め，且つ国際大会

で承認されるような監督。

　㊥　運営上の地域単位，即ち，グレ

ート・ブリテソ及びアイルラソドにお

ける国際ロータリーによる，グレート・

ブリテン，アイルラソド，チャソネル

諸島並にマン島にあるPt　Yタリー・ク

ラブの直接監督。その権限，目的及び

機能は，グレート・ブリテソ及びアイ

ルランドにおける国際ロータリーの定

款並に細則に定められるものとする。

　　　　　　　第8条

　　　　国　際　大　会

　第1節時日及場所国際ロータリ
ー大会は，毎年5月或は6月，理事会

によって決定せられた時日と場所にお

いて開くものとする。但し正当な理由

の下に理事会はこれを変更することが

できる。

　第2節臨時国際大会緊急を要す
る場合には，理事会会員過半数の承認

をえて会長は臨時国際大会を招集する

ことができる。

　第3節代表（イ）如何なる国際大
会にも各クラブは少くとも1人の代議

員によって代表する権利を有する。名

誉会員を除き50人以上の会員を有す

るクラブはその会員数50人毎に，又は

その過半数につき追加代議員1名を如

何なる大会にも送る権利を有する。此

目的のための代表は，大会の開催され

る月の3ヵ月前の最終例会日における

クラブ会員数を基準として決定せられ

るものとする。クラブはクラブに与え

られた2個又は以上の投票権を一人の

代議員により行使する権限を与えるこ

とができる。

　（ロ）代議員としてそのクラブ自体の

会員又は委任状の何れかによって国象

ロ　一一タリーの各大会に代表し且つ各提

出議案に投票することは，各クラブの

義務とする。

　第4節　自由代議員　国際ロータリ

ーの各役員及び各元会長で今尚おクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ又はパ

スト・サービス会員の資格を有するも

のは自由代議員とする。

　第5節選挙人及び投票正当に資
格付けられた代議員，委任状保持者及

び自由代議員が国際大会の投票母体を

構成するものとし，そして選挙人とし

て知られるものとする。投票は細則の

定むる処によるものとする。

　第6節　規定審議会　理事会の決定

する時日と場所において，各偶数年に

国際大会の一部として会合する国ee　Pt

一タリーの規定審議会がなければなら

ない。

　審議会は，正規の手続によって提出

一一 Q05搾
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された総ての制定案及び決議案を審議

すべきものとする。

　審議会の会員組織及びその手続は細

則の定むる処によるものとする。

　　第9条
分　　担　　金

　各クラブは半年毎に国際ロータリー

に対して，細則に規定せられた人頭分

担金を納めなけれぽならない。

　第10条
ロータり一財団

　細則の規定により又は国際ロータリ

ー大会の決議によって制限を受けるこ

とがありうる条件の下に，国際ロータ

リー理事会又はロータリー財団は，必

要なる条件と約定の下に，贈与，金銭

又は財産の遺贈又は遺産，或はそれよ

り生ずる収入を受取ることができる。

此等の寄付，又は遺贈は，贈与者及び

遣言者の希望する用途に充当するため

に委託されたものでも，無条件で寄付

されたものでも差支えない。前記の寄

付又は遺贈は，国際ロータリー理事会

が国際ロータリー大会の決議に基づい

て，その目的のために随時貯えておく

国際ロータリーの剰余金と共に，所謂

ロータリー財団の資金の一部に繰入れ

るものとする。

　　　第11条

会員の呼称及び徽章

　クラブの各会員はロータリアソとし

て知られ，且つ国際ロータリーの徽

章，襟章及び紋章を楓用する権利を有

するものとする。

細

第12条
則

　国際ロ　・一タリーを統括するための追

加規定を具現する本定款に抵触しない

細則が国際ロータリー大会によって採

択され，且つ改正されうるものとする。

　　　　　　第13条

　　　　改　　　　　正

　第1節　時期　本定款は偶数年に開

催される国際大会において，かかる改

正案が提出された時の国際大会に出席

し，且つ投票する，選挙人3分の2以

上の賛成投票によってのみ改正するこ

とができる。

　第2節提案者本定款の改正案は
単に，クラブ，地区大会，グレート・

ブリテン及アイルラソドの国際ロータ

リー，一般審議会又は大会，規定審議

会，又は理事会によってのみ提出する

ことができる。

　第3節手続本定款を改正する如
何なる提案も規定審議会の開催される

ロータリー年度の8月1日までに事務

総長に送達されておらなけれぽならな

いo

　事務総長はその写しを，規定審議会

及び国際大会が立法案を審議するロー

タリー年度の11月1日迄に，各クラ
ブの幹事に郵送しなければならない。

　事務総長は，総ての合法的改正案を

直接規定審議会に郵送しなけれぽなら

ない。

　規定審議会は，斯様な合法的に提出

された各改正案及び如何なる提出改正

案もこれを審議し，そしてその勧告案

をその裁決のため国際大会に報告しな

ければならない。
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　　　　　第1条
国際ロータリーへの加盟資格

＊第1節加盟（イ）国際ロータリー

への加盟申込は理事会になすぺきであ

る。申込には合衆国貨幣にて100ドル

又はクラブ所在国の貨幣にて之れに相

当する額の料金を伴わなければならな

い。理事会はその申込を承認し又は否

認する権限が与えられている。加盟は

その申込が承認された日に効力を発生

するものとする。

　（ロ）もし市，区又は他の自治体区域

内に，1以上の明確に区別されうる地

域があり，しかもそれらの各地域内

に，少くとも新クラブ結成に必要な最

低限度数の職業分類があるならば，各

地域に対して追加クラブの結成を認め

てもよろしい。但しかかる追加クラブ

が結成されようとする区域にあるクラ

ブが，その提唱された追加クラブの結

成を承認し，新クラブの設立さるぺき

その区域を，これに譲渡することを条

件とする。その承認及び譲渡は，現存

クラブの例会に出席し且つ投票する会

員の過半数の賛成投票によらなければ

ならない。その提案の通知は斯様な会

合の少くとも10日以前に各会員に郵

送されていなければならない。

　の　追加クラブをその区域内に結成

することを承認するクラブは，斯様な

追加クラブの区域内からその事業，執

行任務又は職業活動が全市，全区，そ

　＊　1968年（メキシコ・シティー）国際大会に於て改正

の他自治体領域にわたる規模を有する

会員を入会せしめうる権利を保有する

ことができる。此規定は追加クラブ又

はクラブ等に対して拘束力を有するの

である。

　第2節標準クラブ定款（イ）国際
ロータリーで採択され且つ随時改正せ

られた標準クラブ定款は，1922年6月

6日以後に加盟が承認された総てのク

ラブによって採用されなければならな

いo

　（ロ）標準クラブ定款は，此細則の改

正に関する条項に示された方法によっ

て改正されることがある。斯様な改正

は，自動的に標準クラブ定款を採用し

た各クラブの定款の一一部となるもので

ある。

　の1922年6月6日以前に加盟が承
認せられたクラブは，標準クラブ定款

及びその改正規定に一致せしめんとす

る以外，その条文を変更してはならな

いo

　⇔　特別の場合，或は国家，州又は

県の法律及習慣に適合せしめる必要の

ある場合には，理事会は出席理事の3

分の2の多数を以て随時標準クラブ定

款及びその改正規定と異なった規定を

承認することができる。但しその条文

が国際Pt　一一タリーの定款及び細剣の規

定に矛盾しないことを要す。

　　　　　　第2条
　　　　加盟資格の終結

一・一　209　一一
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は，そのクラブが国際ロータリーに対

する分担金その他の財政的責任を果さ

ない場合には理事会によって終結処分

に付されることがある。

　第2節　懲戒　理事会は正当な理由

がある場合には聴問の後に多数決によ

りクラブを懲戒若しくは一時特権停止

の処分に付し，或は全会一致の投票に

より之を除名することができる。但し

聴問会の行われる少くとも30日以前

に，当該クラブの会長及び幹事に対

し，召喚状の謄本及び聴問会の開催時

日及び場所の通知を郵送しなければな

らない。当該クラブは，その聴問会に

法律顧問を代理出席せしめる権利を有

する。理事会の決定は此細則第4条第

2節に定められたる処により国際大会

にのみ提訴することが出来る。

　第3節辞退如何なるクラブと錐
も，その財政その他の義務を果してい

る条件の下にその加盟を辞退すること

ができる。理事会の承認と同時にその

辞退は効力を発するものとし，そして

そのクラブの認証状は事務総長に返還

せらるべきものとする。

　第4節機能発揮に失敗理事会
は，何等かの理由でクラブが解散する

か定例的会合をすることが出来なくな

るか或はその他の理由でその機能を発

揮する事ができなくなった場合，その

クラブの加盟資格を終結させることが

できる。

　第5節　再結成　加盟資格が終結し

たクラブを再結成せんとする場合，或

は同一地域社会に新たにクラブを結成

せんとする場合，国際ロータリー理事

会は，再結成クラブ又は新設クラブに

加盟承認を与えるに当って，加盟金の

納付を要求するか否か，或は前クラブ

の国際ロータリー一一に対する負債の支払

を要求するか否かを決定する自由裁量

権を有するものとする。

　第6節返還国際ロータリーの加
盟資格の終結によって以前のクラブ
は，国際ロ　・一タリーの資産に対する所

有権を喪失する。尤も，その加盟資格

のある間は国際ロータリーの名称，徽

章その他を利用する権利がある。此特

典は，クラブ加盟資格終結と同時に消

失するものとする。

　斯様な前クラブの加盟資格の認証状

を回収する手続をとることは事務総長

の任務である。

　　　　第3条

クラブにおける会員資格

　第1節　正会員　（イ）国際ロータリ

ー定款第4条第3節に定められた資格

を持つものは，ロータリー・クラブの

正会員に選ぶことができる。

　（ロ）各正会員の職業分類は，その人

の所属している商社，会社又は団体の

主要且つ一般に認められた事業を示す

ものであり，又，その人が独立して職

業に従事している場合には，その職業

分類はその人の主要且つ一般に認めら

れた職業の活動を示すものでなければ

ならない。

　第2節アディショナル正会員（イ）

クラブの正会員は誰でも，その推薦者

の代表する同一商社又は会社から追加

の1人を正会員に推薦し，クラブはこ

れを選挙することができる。その人の

職業分類は推薦者のものと同一でなけ

ればならない。アディショナル正会員

の資格は国際ロータリー定款第4条第
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3節に定められた正会員の資格と同様

でなけれぽならない。アディショナル

正会員は推薦者の正会員の資格終結と

同時に，又，推薦者がシニア・アクチ

ブ会員になった場合には本節の上記規

定の下に選ぼれたアディショナル正会

員の会員資格が自動的に終結するもの

であるということを除き，総ての点に

おいて正会員である。

　（ロ）クラブは，其の職業分類を保持

している会員の承諾を条件として，実

際に業務に従事している職場が其のク

ラブの区域限界内にあり，且つ会員と

しての他の資格をもっている何れかの

ロータリー・クラブの元正会員をアデ

ィショナル正会員に選ぶことができ

る。但し次の条件に該当することを要

す。

　（1）如何なる場合に於ても，本節本

項の規定の下に選ばれたアディショナ

ル正会員は，いかなる職業分類にも1

名以上あってはならない，又

　（2）斯く選ぼれた如何なる会員も，

彼が元所属クラブに於ける職業分類下

でそのクラブ地域限界内にて実際に活

動を止めたと言う唯一の理由により会

員資格が終結したのでなければならな

い，又

　（3）本節本項の規定の下に選ばれた

アディショナル正会員は，其の職業分

類が空席になった場合には，会員でな

くなるものとする。但し其の職業分類

が再び充填された時は，（本節（イ）項の

規定に基く職業分類の保持者がアディ

ショナル正会員を推薦する権利を侵害

することなく）彼は再び選ばれること

もある。

　第3節シニア・アクチブ会員（イ）

クラブの正会員で，（1）現在正会員であ

り合計15年又はそれ以上1又はそれ

以上のクラブの正会員であったもの，

　　　　　　　或は

　（2）年齢満60歳或はそれ以上であ

り，合計10年又はそれ以上又はそれ

以上のクラブの正会員であったもの，

　　　　　　　或は
　（3）国際ロータリーの現又は元役員

であったもの，

　　　　　　　或は

嘗つてそのクラブの正会員であり且つ

そのクラブの正会員の資格を失った時

に既に上記の如きシニア・アクチブ会

員の資格を持っていた，クラブのパス

ト・サービス会員は，誰でも，

　その人の自由意志で，文書を以てそ

のことを幹事に通告することによっ

て，そのクラブのシニア・アクチプ会

員になることができる。

　（ロ）年齢65歳以上の正会員で通算

5年以上一クラブ又はそれ以上のクラ

ブの正会員であった如何なる正会員

も，自動的にシニア・アクチブ会員と

なるべきものとする。

　の　如何なるクラブも，その自由意

志で，クラブの正会員をやめたときに

既にシニア・アクチブ会員の資格のあ

った如何なるクラブの如何なる元正会

員をも，そのクラブのシニア・アクチ

ブ会員に選ぶことができる。但しその

元会員はそのクラブの区域内又はその

周辺地に居住しておらなければならな

いo

　←）次の事柄を除きシニア。アクチ

ブ会員は正会員の総ての権利特典並び

に責任を有する。

　（1）彼は如何なる職業分類をも代表
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すると認められない，そして

　（2）彼はアディショナル正会員を推

薦する権利をもたない。

　クラブは斯様なシニア・アクチプ会

員の従事しておる職業の分類に有資格

者を会員として入会せしめることがで

きる。

　㈲　選挙されたシニア・アクチプ会

員の資格は，彼がシニア・アクチブ会

員の資格を有するクラブの区域内又は

その周辺地に居住しなくなった場合に

は自動的に終結するものとする。此の

規定は自動的に又は彼自身の自由意志

でシニア・アクチブ会員になったもの

には適用されない。

　第4節　パスト・サービス会員　（イ）

クラブの元正会員でその正会員の資格

が職業の第一線から引退したために終

結したものは，1又はそれ以上のクラ

ブで5年又はそれ以上正会員であった

ならぽ，彼が正会員であったクラブ或

は他の如何なるクラブにおいてもパス

ト・サービス会員に選ぶことができ

る。斯様な元会員は，パスト・サービ

ス会員として他の総ての資格を有すれ

ば，その正会員の資格が終結した時又

はその後何時たりともパスト・サービ

ス会員に選びうる。彼がクラブの会員

でなくなった後に職業の第一線から引

退した場合には，パスト・サービス会

員となる資格がない。パスト・サービ

ス会員は，彼が正会員であったクラブ

の会員に選ばれた場合には入会金を支

払わなくても良いが，然らざる場合に

は入会金を支払わなければならない。

パスト・サー．一ビス会員は，彼が正会員

であったクラブのパスト・サービス会

員に選ばれたのでなければ彼がパス

ト・サー・一一ビス会員の資格を持つクラブ

の区域内又はその周辺地に居住しなけ

ればならないが彼が正会員であったク

ラブのパスト・サービス会員に選ばれ

た場合には彼が正会員でなくなった時

に居住していた場所に居住することが

できる。

　（ロ）パスト・サービス会員は，如何

なる職業分類も代表するものと認めら

れない事，或は（本条第3節（イ）項に定

められた処を除き）シニア・アクチブ

会員になる選択権を行使することがで

きないということ以外は正会員の総て

の権利，特典及び責任を有するものと

する。

　第5節二重会員如何なる人も1
クラブ以外において正会員，シニア・

アクチブ会員又はパスト・サービス会

員の資格を同時に持つことはできな
い。

　第6節名誉会員　クラブの区域内
に現に居住し又は嘗つて居住しており

且つその地又は他の地方でロータリー

の理想の普及に功労のあった男子をク

ラブの名誉会員に選ぶことができる。

　名誉会員は，彼が会員である以外の

クラブにおいては如何なる権利又は特

典をも有しないものとする。

　第7節宗教及び新聞　クラブの区

域内にある1以上の宗派の各派代表

者，並に，1以上の新聞の各紙の代表

者は，定款及び細則に定められた資格

を有する限り，その職業分類の下に正

会員たる資格を持つことができる。

＊第8節公職公選又は任命により
特定の期間に限り公職にある者は，そ

の公職の分類の下にクラブの正会員と

　撃1968年（メキシコ・シfイ　一一）盟際大会に於て改正
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なることは出来ない。但し学校，大学

又はその他の教育機関に在職するもの

はこの限りでない。　．一

　特定期間，公職に選挙又は任命され

た正会員は，かかる公職に在る期間，

かかる選考又は任命の直前に，そのク

ラブで代表していた職業分類の下にお

ける正会員として，留るものとする。

　第9節　ロータリー勤務員如何な

るクラブも，その会員が国際ロータリ

ーに勤務する場合その勤務を継続して

いる期間は，その会員資格を持続せし

めることができる。

　第4条
理　事　会

　第1節　任務　国際n一タリー理事
会は，国際ロータリーの目的推進とそ

の綱領達成に必要な事項を総て遂行す

ると共に，ロータリーの根本原理を研

究且つ教導し，この組織体の理想と道

義並びに他に類例のないその特色を保

持し，更にこれを広く世界に普及する

責任を持つものとする。

　第2節　権限　理事会は国ec　Pt　一タ

リーの運営機関を構成し，その決定に

対しては単に定期又は臨時国際大会に

異議の申立ができるのみである。その

異議申立は少くとも斯様な大会開催30

日以前に国際ロー・・－vタリー事務総長まで

正式に提出しなければならない。

　第3節　統制及び管理　理事会は国

際ロータリーの総ての役員及び委員会

を統制且つ管理するものとする。正当

，の事由あるときは，聴問会を開いた

後，理事会3分の2の多数を以て役員

又は委員を罷免することができる。但

し聴問会の開かれる・少くとも60H以

前に当該役員又は委員に対し，聴問会

開催の時日及び場所を明記した召請状

の謄本を直接本人に手交するか，或は

書留郵便によってこれを送付しなけれ

ばならない。聴問会には法律顧問を代

理出席せしめることができる。

　第4節会合（イ）理事会はその決
定する時日及び場所において，又は会

長の招集によって会合するものとす

る。会合の通知はその必要なしとされ

た場合を除き，会合の少くとも30日

以前に事務総長により全理事に対して

行われなけれぽならない。各会計年度

に少くとも2回，理事会が開催されな

ければならない。

　（ロ）次期会計年度中に理事として就

任する者の暫定会合は，国際大会終了

後直ちに後任会長の指定する時日と場

所において開催されなければならな

い。7月1日以後何時にても定足数の

出席した理事会において，或は本条第

5節に規定する通信方法による理事の

過半数によって，議事録に記載された

此の暫定会合の議事を，恰もその日に

行われたものとして承認を与えなけれ

ばならない。

　の　定款及び細則の下において更に

多数の投票を必要とする場合を除き，

如何なる理事会においてもその構成員

5名が総ての議事の定足数を構成する

ものとする。

　第5節　通信方法による投票　理事

会は会合を開くことなく，会長より又

は会長の承認の下に、郵送された議案

を，郵便，電信，無線電信又は電話に

よる投票によってこれを処理すること

ができる。もし，郵送の日付より3G

日間に過半数の理事が投票を終った場

一213一蘭

レ
γ
¶
講
ξ
露
建
ド
鋸
菟
輪
§

暮
§
嚢
碓
巽
ー
羅
顎

睦



ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
華

ー
婆
ー

ー
ー
、
灘
4
籔

亀
爆
し
．

潅
遷
遷
遷
ー
ー
ー
垂
奪
ー
ー
選
峯
量
ー
毒
託
塾
華
蒙
ー
奎
曇
蓬
桑

誘
垂
ー
妻
嚢
…
叢
塁
萎
睾
毒
凄
蓬
景
譲
睾
蔓
窪
薯
餌
菅
5
華
嚢
雍
謬
萎
讐
婁
書
糞
璽
毒
ノ
謬
曇
ゐ
嚢
籍
釜
遷
蓄
萎
垂

ー
ー
ー
＄
ー
ー
ー
，
…
，
ー
ー
，
蓑
奪
　
｛
葦
事
軽

国際ロータリー細則

合には，その日を以て締切日とする

か，或は賛成又は反対の何れかの投票

が過半数に達した場合にはその以前に

締切ることができる。

　第6節　常任理事会　理事会は，3

名乃至5名の理事よりなる常任理事会

を任命することができる。理事会は常

任理事会に，理事会の会合のない間，

理事会に代り，国際ロータリー方針が

既に確立している事項の執行又は運営

について決定する権限を委任すること

ができる。常任理事会は理事会の定む

る処に従い本節の規定に抵触しない限

度において行動しなければならない。

　第7節裁定権理事会は，定款及
び此等細則の規定の意味する範囲及び

性格において，如何なる案件が国際

的，国内的或はその他であるかを決定

し，これを宣言する権限を有する。但

しこれに関しクラブは国際大会に異議

を申立てることができる。

　異議の申立はその国際大会の開催さ

れる30日以前に事務総長に提出しな

けれぽならない。それに対する弁論は

国際大会議事規定によるものとし，国

際大会の決定は最終とする。

　第8節　欠員　理事会に欠員を生じ

たる場合には，残る理事会員は欠員の

生じた処と同一の地理的集団又は地帯

よりその残余の期間を補充するための

理事を選挙すべきものとする。

役

第5条
員

　第1節選挙（イ）会長及び理事
は，国際ロータリー大会において，以

下規定する処に従い選挙するものとす
る。

　（ロ）毎年理事会は次の7月1日に始

まる1箇年の任期を務める財務長を選

挙しなけれぽならない。

　の　後任理事は，その暫定理事会に

おいて，第1，第2及び第3副会長を
互選するものとする。

　←）後任理事は，事務総長の任期が

終了する暦年中に其の暫定理事会にお

いて，次の1月1日から始まり5箇年以

内の任務に就く事務総長を選挙する。

＊第2節資格国際ロータリーの各
役員はクラブの立派な資格保有の正会

員，シニア・アクチブ会員又はパスト・

サービス会員でなけれぽならない。

　国際ロータリーの各理事は，理事候

補者として推薦される以前に地区ガパ

ナーとして奉仕していなければならな

いo

　第3節任期（イ）国際大会におい
て選挙された各役員の任期は，会長を

除きその選挙された年次国際大会の終

了した後の7月1日に始まるものとす

る。但し特別の事情ある場合には，理

事会の権限において地区ガパナーの任

期をその年の7月1日以後10月1日
より遅からざる日に始めうるよう規定

することができる。理事以外の総ての

役員は1箇年の任期間又はその後任者

が選挙され資格が確定する迄その任に

あるものとする。総ての理事は2箇年

の任期間，若しくは後任者が選挙せら

れ資格が確定する迄その任にあるもの

とする。

　（ロ）国際大会において選挙された会

長の任期は，彼の選挙された翌暦年度

の7月1日に始まるものとする。但し

彼の選挙せられた年次国際大会の終了

　宰1968年（メキシコ・シティー）国際大会に於て改正
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した後の7月1日より，被選会長とし

て理事会の一員となりその職務に当ら

なけれぽならない，而して副会長に選

挙される権利はないものとする。

　第4節欠員（イ）会長が欠員とな

った場合には副会長がその順位に従

い，これを継承するものとする。

　（U）被選会長が欠員となった場合に

は此等細則の第10条第2節（A）に規定

された処により補充するものとする。

　の　財務長又は事務総長に欠員が生

じた場合には，理事会はロータリアソ

1名を任命して残余の任期を補充する

ものとする。

　第5節報酬事務総長及財務長を
除き，役員はすべて無報酬とする。事

務総長の給与は理事会が之を定め，財

務長に対しては1箇年1ドルの報酬が

支払われるものとする。

　第6節任務（イ）会長は総て国際

大会及び理事会を司会するものとす

る。執行長として会長は国際ロータリ

ーの業務及び活動を管理し，その職務

に属するあらゆる任務に当るものとす
る。

　（ロ）被選会長は，単に理事会におけ

る彼の会員資格から生ずる任務と権限

を有するものであるが，会長又は理事

会により他の任務を課せられることが

ある。

　の　事務総長は，会長の監督と理事

会の管理の下にある国際n　一一タリーの

常務役員とする。彼の署名を要する国

際ロータリーの全書類に署名し，諸帳

簿を整理し，理事会の指定する方法に

よって国際冒一タリーの基金を受領

し，預金し，且つ理事会に対する年次

報告を作成するものとする。この報告

は理事会の承認をまって年次国際大会

に提出されるものとする。事務総長は

自己の任務の忠実な遂行を保証するた

め，理事会の要求する保証金と保証人

を提供するものとする。

　←）財務長は，理事会の指示する方

法によって，資金の支払を行い，且つ

理事会の委任するその職に属する任務

に当るものとする。彼は又理事会に必

要な報告をなし，年次国際大会に報告

書を作成するものとする。財務長は，

自己の忠実なる任務の遂行を保証する

ため，理事会の要求する保証金及び保

証人を提出するものとする。

　　第6条
立　法　手　続

　第1節提案国際ロータリー定款
又は細則，或は標準クラブ定款の改正

に関する提案はこれを制定案と称す

る。それらの文書の何れをも改正しな

い国際大会議事への提案はこれを決議

案と称する。

　制定案は，国際ロータリー定款第13

条国際ロータリー細則第9条並びに第

21条，及び標準クラブ定款第14条等

に規定せられた方法によって，提出す

ぺきものとする。

　決議案は，クラブ，地区大会，グレ

ート・ブリテン及アイルランドの国際

ロータリー審議会又は大会，規定審議

会，国際大会中に開かれたる特別協議

会又は正規に許可された大会，国際大

会委員会及び理事会によって提出する

ことができる。

　如何なる決議案も，出席して投票す

る選挙人による正規の投票の少くとも

過半数の賛成投票によって採択するこ
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とができる。

　総ての決議案は文書を以て事務局長

に送達しなけれぽならない。そして総

ての制定案及び決議案は，此細則第9

条に規定せられた方法によって処理さ

れなければならない。

　第2節　非常事態　（イ）理事会の3

分の2の投票の結果で非常事態を認め

た場合には，

　（1）国際ロータリー定款に抵触しな

い提出制定案又は決議案は此の細則第

21条第3節又は標準クラブ定款第14

条第3節に規定せられた方法により処

理することなく奇数年の国際大会にお

いて投票に付することができるものと

する。但し時の許す限り規定の手続に

よるものとする。

　（2）偶数年の国際大会において又は

その前及び所定の日付後に受取った国

際ロータリー定款に抵触しない提出制

定案は此の細則第21条第3節又は標

準クラブ定款第14条第3節に規定せ
られた方法により処理することなく奇

数年の国際大会において投票に付する

ことができるものとする。

　但し時の許す限り規定の手続による

ものとする。

　（3）偶数年の国際大会において受取

った提出決議案は此の細則第9条に規

定せられた方法により処理することな

く，その国際大会において投票に付す

ることができる。但し時の許す限り，

斯様な非常決議案は国際大会に付議す

る前に規定審議会に提出すぺきものと

する。

　（ロ）提出制定案又は提出決議案の非

常事態における国際大会による採択に

は出席し且つ投票する選挙人の三分の

二の投票が要求されている。

　　第7条
国　際　大　会

　第1節　時期及場所　定款第8条第

1節の規定に従い，理事会は毎年その

決定の行われた会計年度の終了後54

箇月目に始まる暦年の大会開催地及び

時期を決定し，かかる大会開催につい

てのすべての準備をなす権限を有す
る。

　第2節招集会長は少くとも国際
大会の6箇月前に年次国際大会の公式

招集状を発行し，事務総長は之を各ク

ラブに郵送しなければならない。

　臨時大会の招集状は，その開催日の

少くとも60日前に発行され且つ郵送

されていなけれぽならない。

　第3節大会役員大会の役員は，
会長，副会長，国際ロータリーの事務

総長及び財務長並びに会長の任命する

会場監督よりなるものとする。

　第4節　代議員　（イ）資格　各代議

員及び代理者は，委任状所持の代議員

を除き，その人が代表するクラブの正

会員，シニア・アクチブ会員，又はパ

スト・サービス会員でなけれぽならな

いo

　（ロ）代理者　如何なるクラブもその

代議員を選ぶ場合に，代議員各1名毎

に，本人が欠席の場合にのみ投票を代

行する資格を有する代理者1名を選ぶ

ことができる。但し正規の信任状を有

する代理者は，同一クラブを代表する

代議員にして，その代理老力吹席する

如何なる代議員にも代ることができ

る。代理者が代議員を代行するに当っ

ては，国際大会に提毘された各議題に

一216一
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一票を投ずることができる。

　代理者を以て代議員に代える場合に

は，その旨代議員団長より信任状委員

会に報告されなけれぽならない。而し

て斯様な代議員の交替が行われたなら

ばその代理者は，大会終了迄代議員と

して行動を続けなけれぽならない。此

一般原則は信任状委員会によって，国

際大会開催市のクラブ代議員団に関し

ては，1又はそれ以上の会合において

代理者を以て代議員に代えることを許

可しうるように修正することができ

る。尤もこれは，代議員が国際大会の

運営業務に従事しておるため，そのよ

うな会合に出席することが不可能な場

合に限るもので，その交替は信任状委

員会に報告され，且つその委員会によ

って記録された場合でなければならな

い。

　（A）委任状による代理者。如何なる

クラブも，その欠席代議員のために委

任状による代理者を指定することがで

きる；即ち

　（1）その正会員，シニア・アクチブ

会員又はパスト・サーフス会員の何れ

か1人，又は
　（2）そのクラブ自体の会員によって

国際大会に代表されていない場合に

は，その地区内の他クラブの正会員，

シニア・アクチブ会員，又はパスト・

サービス会員，但しクラブが地区に属

していない場合には，その出席しない

代議員の委任状による代理者として何

れかの地にある何れかのクラブ正会

員，シニア・アクチブ会員，又はパス

ト・サービス会員の何れでも指定する

ことができる。　　　　　　　　　　　’

　本条第5節に規定された証明書を送

達することによって，委任状による斯

様な代理者は行使することのある他の

投票権に加えて，彼が代理する欠席代

議員の代行投票権をも持つものであ
　る。

　第5節　信任状　各代議員及び代理

者の身分は，その属するクラブの会長

並びに幹事の署名した証明書によって

立証されなければならない。委任状に

よる代理者の身分はその代理する欠席

代議員の属するクラブの会長並びに幹

事の署名した証明書によって立証され

なければならない。証明書はすべて，

代議員，代理者，委任状による代理者

として国際大会に参加する権利をうる

ため国際大会の信任状委員会に提出し

なければならない。

　第6節自由代議員各役員又は理
事，及び現にクラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員，或はパスト・サー

ビス会員である国際ロータリーの元会

長は自由代議員たるべく，且つ国際大

会に提出された各議案に投票する権利

を有するものとする。

　第7節登録料国際大会に出席す
る満16歳以上の各員は登録の上，理

事会で定めた登録料を支払わなければ

ならない。如何なる代議員又は委任状

による代理者もその登録料の支払を完

了するまでは国際大会における投票権

が与えられないものとする。

　第8節定足数定足数を必要とし
ない開会式を除き4分の1のクラブを

代表する代議員及委任状による代理者

は，国際大会の如何なる会合において

も定足数を構成するものとする。

　第9節信任状委員会各国際大会
において，会長は，会長の定むる5名

一一 Q17一
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より少なからざる委員を以て構成する

信任状委員会を任命するものとする。

　　第8条

大会運営手続

　第1節国際大会のための手続規定

は：

　（イ）プログラム　国際大会委員会に

より報告され，理事会で承認され，そ

して，国際大会で採択されたプログラ

ムは，会合の日程となるものとする。

プログラムの変更は，出席して投票す

る代議員及び委任状による代理者3分

の2の投票によって随時行うことがで

きる。

　（ロ）討論一議題　委員会の報告，大

会への伝達，提出制定案及び決議案並

びにその修正案，その他すべての動議

は，会議の習慣に従って「討論の要な

きもの」と称せられるものを除き，大

会議場において討論に付すぺきものと

する。但し3分の2以上の投票によっ

て，討論を省き処理することを決定し

たものはこの限りでない。

　㊨　討論一制限　討論に際し各ロー

タリアソは，異議申立を除き，同一議

題につき同一日に2回を超えて発言し

ないようにする。但し同一議題に対し

て未だ発言しないロータリアソが発言

を求める場合は，2回目の発言はこれ

を譲るようにする。日程に規定された

る場合又は過半数の投票により承認さ

れたる場合を除き，ロータリアンの発

言は1回5分以内とするものとする。

　⇔　投票手続　役員の指名及び選挙

のため此の細則に別に定められたるも

の及び次の楊合を除き，国際大会にお

ける投票はロ頭によるものとする。

　（1）選挙人によって要求され又は議

長によって命ぜられた場合には投票は

起立によるものとし，起立選挙人一人

を一票と数えるものとする。

　（2）国際ロータリーの方針に影響を

及ぼす制定案又は決議案に関し或はそ

のような制定案又は決議案の修正案に

ついて，次のような事情のある場合は

投票は記名投票によるものとする。

　（イイ）　理事会の過半数又は規定審

議会の過半数が，問題は記名投票を正

当とする重要性ありと予め言明してい

る場合，又は出席している選挙人の過

半数が斯様に言明した場合；

　（ロロ）会長又は議長が口頭投票又

は起立投票の結果，記名投票が必要と

認め之を言明した場合；

　（ハハ）　ある選挙人がその名前とク

ラブ会員であることを証明して記名投

票を要求し，そして前述規定に記名投

票に関する規定がないことを知らさ

れ，且つその要求の正当性に関する議

長の意見を聞いた後も，なおその要求

を主張し，かつ20の他のクラブから

の20名の選挙人がその身分を明らか

にしてその要求に加わることによって

彼の要求を支持する場合。

　（＊）投票手続（続）会長又は議長

は，起立投票の結果を，実際に数える

ことなく宣言する権限が与えられてい

るものとする。そして実際に数えるよ

う直ちに要求され，20名程度の他の選

挙人がその要求に加わらない限り，彼

の宣言は最終であるものとする。

　如何なる提出制定案又は決議案或は

これについての如何なる修正案への記

名投票に対する議事進行上の手続に

は，その手続と共に提出制定案又は決

一218一
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議案及び未決の総ての提出修正案が記

名投票用紙に伴わなくてはならない。

投票用紙は，必要ならぽ多くの質問を

書き入れ，提出された制定案又は決議

案及びそれらに関する懸案中の如何な

る提出修正案にも最終処置がとれるよ

う，作成され且つ記述されておらなけ

れぽならない。

　記名投票において，また，役員の指

名及び選挙のため，選挙人は彼が所有

する代議員の証明書及び委任状の数と

同数の投票をなす権利を有するものと

する。但し自由代議員は，その資格に

おいては全体としての国際大会に提出

された事項についてのみ投票すること

ができる。

　（A）代議員　座席　信任状委員会に

正規に証明された代議員の数と同数の

座席が斯様な代議員専用のために用意

されておらなけれぽならない。

　第2節特別協議会各年次大会に
おいて，ロータリー・クラブの結成さ

れている1箇国又は数箇国からのロー

タリアソが集って，特別協議会を開く

ことができる。理事又は国際大会は，

随時，特別協議会を開くべき国を決定

し，国際大会委員会にこれを通告す
る。

　特別協議会においては，特に関係国

に属する問題を討議するものとする。

会長は之れを招集する役員を指名し，

国際大会手続規定に出来るだけ類似し

た協議会の規定を公布しなければなら

ない。協議会は成立と同時に委員長及

び幹事を選任するものとする。

　　第9条

規定審議会
＊第1節　構成　審議会の構成は次の

通りである：

　（イ）本条第3節（イ）及び（ロ）の規定に従

い選ぼれた各地区のクラブを代表する

もの1名。斯様な代表は国際ロータリ

ーの現又は元役員，次期地区ガパナー・

（グレートブリテン及びアイルラソド

においては次期国際ロータリー代表）

とする。各代表は，その代表する地区

におけるクラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員，或はパスト・サービス会

員でなければならない。

　（ロ）最近の元会長5名。

　Q9　会長が彼に代ってその任務に当

らしめるために任命した審議会議長。

　←）会長によって指名された一名を

越えざる，地区に属さないクラブの代
表。

　㈹　会長によって指名された3名を

越えざる自由代表。

　（勺　投票をしない審議会員として，

会長，他の理事，事務総長及び定款細

則委員長。

　（ト）投票をしない審議会員として，

国又は地域単位の会長。

　㈱　投票をしない審議会員として，

10年又はそれ以上の期間事務総長と

して国際P一タリーに奉仕した元事務

総長の誰でも及び最近の元会長5名を

除く国際ロータリー元会長全部。各審

議会員は，クラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，又はパスト・サービス

会員であらねばならない。

　第2節役員会長は審議会の議長
　奪　1968年（メキシコ・シティー）国際大会に於で改正
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となるものとする。会長は彼の任務を

代行する議長を任命することができ
る。

　事務総長は審議会の幹事となるもの

とするも，会長の承認をえて，彼の任

務を代行するための幹事を任命するこ

とができる。

＊第3節地区代表の選挙（イ）本節
（ロ）に規定されたものを除き，各地区

クラブの審議会代表及び代表代理（グ

レート・ブリテソ及びアイルラソド以

外）はその代表が出席すべき審議会前

の2年間に開かれた地区年次大会にお

いて選出せられるものとする。（グレ

ート・ブリテン及びアイルラソドにお

いては，規定審議会の地区代表は前年

10月1日後に開かれる地区審議会に

おいて選出せられるものとする。）

　地区における如何なるクラブも審議

会に会員としてクラブの有資格会員

（選ばれた暁には喜んで良く奉仕する

ことの意志表示をした人）を指名する

ことができ，そして書面を以て会長及

び幹事署名の上，地区ガパナーにその

指名を地区大会におけるクラブ選挙人

に提出することを証明しなければなら

ない。地区大会における各選挙人は審

議会の地区代表選挙ee　一一一・票を投ずる権

利を有するものとす。

　投票で最高点をとった候補者をその

地区からの審議会代表とする。次点者

は代理者と宣告され審議会員がその任

務を果しえない場合に限りその任務に

つくものとする。審議会員又は代理者

の何れもその任務につくことができな

い場合には，地区ガバナー（グレー．ト・

プリテソ及びアイルラソFでは国際n

　捧1968年（メキシコ・シティ崩）国際大会に於て改正

一タリー代表）が，本条第1節の規定

の下に，その地区内で資格のある他の

会員を指名して審議会での地区代表た

らしめるものとする。

　地区において候補者が只一人である

場合には投票を要しないものとし，地

区ガパナー（グレート・ブリテン及び

アイルランドにおいては国際ロータリ

ー代表）はその候補者を審議会の代表

と宣言するものとする。

　（ロ）郵便投票　理事会は，事態がそ

れを必要とする場合には，地区に対し

その地区よりの審議会代表及びその代

理を郵便投票によって選ぶ権限を与え

ることができる。斯様な場合には，地

区ガパナーはその地区内各クラブ幹事

宛その地区よりの審議会代表候補者推

薦の呼びかけに関する公式文書を作成

し，且つ郵送しなければならない。総

ての推薦は文書を以てし，クラブの会

長及び幹事の署名を要するものとす

る。それらの推薦は地区ガバナーによ

って定められた期日前に地区ガバナー

の手許に到達しなければならない。地

区ガバナーは，資格ある推薦された候

補者の氏名をアルファベヅト順に記載

した投票用紙を作成し，これを各クラ

ブに郵送して郵便投票を行わしめる。

各クラブは，選択の行われる前月の最

終日現在の，名誉会員を除く，クラブ

会員数25名又はその過半数毎に一票

の選挙権を有するものとする。但し各

クラブは少くとも一票の選挙権を有す

るものとする。地区ガバナーが望むな

らば，蜘こ定められた郵便投票を施行

する目的のため委員会を指名し，その

委員会に地区ガパナーに代って，蚊に

規定された職務を執行せしめることが

一　2eO　一一
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できる。

　第4節通告審議会開催の少くと
　も30日以前に，事務総長は，印刷当時

に報告のあった審議会員の名簿を公表

　し，同時に審議会開催時期と場所の通

知を各会員に郵送するものとする。

　第5節　信任状　審議会開会前に，

会長は信任状委員会を任命しなければ

ならない。信任状委員会は，審議会の

開催される前にその場所において審議

会の会員資格を証明する信任状を検査

し，之れに査証を与えなければならな

い。委員会の処置は，如何なる事件に

ついても，審議会にて再検討すること
ができる。

　第6節　定足数　審議会の会員3分

の1を以て定足数を構成するものとす

る。各会員は投票に付すべき各議案に

対し単に一票を投ずる権限を有するも

のとする。

　第7節　手続　（イ）本節（ロ）項の規定

に従い，各審議会は，本細則のすべて

の規定に合致すべき条件の下に，その

審議遂行に必要と認めめれる手続規定

を採用することができる。審議会開催

前に，会長はその審議会によって採択

すべき審議規定の原案を作成し且つ議

案審議の順序を研究せしめるため委員

会を任命しなければならない。

　（ロ）すべての制定案は，事務総長に

よって審議会に伝達されなければなら

ない。但し理事会はすぺての制定案を

審査し，且つ定款及び細則委員会の助

言の下に，如何なる制定案原文の如何

なる不備についても之を提案者に助言

しなけれぽならない。

　の　理事会は，すべての決議議案原

文を審査し，且つ理事会が国際ロータ

リーの計画範囲内にあると認めたそれ

らの決議案を審議会に送達するよう事

務総長に命令するものとする。理事会

が定款及び細則委員会の意見を徴した

上，決議案が国際ロータリー計画の範

囲内にあらずと決定した場合には，審

議会開催以前にその旨提案者に通告

し，その提案者がその決議案を審議会

及び国際大会で審議することについて

審議会の会員3分の2の同意をうるの

でなけれぽ，斯様な決議案は審議会に

伝達されないものとする。

　←）審議会は審議のため正当に伝達

された各制定案及び決議案並びに提出

されたそれらに関する修正案を審議す

べきものとし，且つ国際大会にそれら

に対する処置をとるための勧告案を報

告すべきものとする。

　徒）国際大会への審議会の報告は，

審議会議長又は，会長の指名する人に

よって行われるものとする。

　　第10条

指名及び選挙

　第1節会長の指名会長の指名
は，ここに規定する方法により，指名

委員会，クラブの何れか或は両者によ

り行われるものとする。委員会の委

員，又は理事は委員会によって会長に

指名される資格がないものとする。

＊第2節会長指名委員会（イ）構成

会長指名委員会は11名の委員よりな

るものとし，その中5名はアメリカ合

衆国，パーミユーダ，並にボルトリコ

にあるクラブ会員より，又各1名が次

の各地理的地域内のクラブ会員中より
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選出されるものとする。即ち；カナダ

；グレー一．一ト・ブリテソ及びアイルラソ

ド；欧洲大陸，北アブリカ及び東部地

中海地域；イベロ・アメリカ（南米，

中米，メキシコ，及びアンティリス列

島（但しボルトリコを除く）を含む）；

オーストラリヤ，ニュージーラソド，

並に南アブリカ；又1名をアジア内の

クラブ並に従来挙げられている地理的

地域には所在しないけれども，1地域

としてみなされうる地域にあるクラブ

会員中より選ぶものとする。

　各委員は，その選ばれるべき地帯又

は地域内におけるクラブの正会員，シ

ニア・アクチブ会員，又はパスト・サ

ービス会員でなけれぽならない。

　会長，被選会長，又は如何なる元会

長も会長指名委員会の委員となる資格

をもたないものとする。一度会長指名

委員に就任した有資格のロータリアソ

は，指名委員となる資格を有するもの

とする。但し，前回就任してより少く

とも1年経過していなければならな

い。指名委員会の各委員は，国際ロー

タリーの元理事たるものとする。

　本節にいう地帯とは，理事選挙のた

めに理事会が制定したアメリカ合衆

国，パーミュ　一一ダ，並にボルトリコに

おける地帯とする。

　2月1日より15日の間に事務総長
は，アメリカ合衆国の各地帯内各クラ

ブの幹事及び各地理的地域内の各クラ

ブ幹事に，そのクラブの所在する地帯

又は地理的地域内クラブの会員で資格

のある元理事のアルファベット順に作

成された名簿を郵送するものとする。

此名簿は2月1日現在事務総長の事務

所所蔵の書類中元理事の記録より作成

せらるぺきものとする。

　事務総長によって各クラブに郵送さ

れる名簿には，次の事柄が含まれてお

らなければならない。

　一一一一一Pt一タリアンの氏名

　一その保持する会員資格の種類

　一その所属するクラブ名

　一その保持した国際ロータリーの

　　　職務及び国際委員会及びその在

　　　職年数。

　次回の国際大会において会長指名委

員会の委員として選ぼれるための候補

者を推薦せんと欲するクラブは，4月

1日又はその前に，その候補者を指名

する会合において採択したクラブの決

議を事務総長に提出しなければならな

い。その決議は推薦されたロータリア

ソの承諾書を得た後でなければ，事務

総長に送ってはならないものとする。

　若し前記4月1日に事務総長がいず

れかの地帯又は地理的地域から単に1

名の候補者の氏名を受取った場合に

は，その後10冒以内に会長はその候

補者を以ってその地帯からの会長指名

委員会の委員たること又は地理的地域

を宣言すべきものとする。若し前記4

月1日に事務総長が何れかの地帯又は

地理的地域から2名以上の候補者の氏

名を受取った場合には，その候補者全

部の氏名は次の国際大会（グレート・

ブリテソ及びアイルラソドの場合は，

グレート・ブリテソ及びアイルラソド

における国際ロータリーの次の年次大

会）においてその地帯又は地理的地域

のロータリー・クラブよりの投票人に

よって投票さるべきものとし，その投

票人はそれぞれその地帯又は地理的地

域より1名の選挙に一票を投ずる権利
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を有するものとする。会長指名委員会

委員の選挙は無記名投票によるものと

し，候補者数名を越える場合にはその

投票は単一移譲式投票の方法によるも

のとする。

　かかる地帯又は地理的地域において

は，すべて，過半数の投票を獲得した

候補者を，必要ならぽ次点，並にそれ

につづく選択投票をも考慮に入れて，

会長指名委員会の委員として宣言され

るものとする。かかる地帯又は地理的

地域からの候補者で，2番目に高い投

票数を獲得した者は，必要ならぽ其の

次並にそれにつづく選択投票をも考慮

に入れて，会長指名委員会の委員代理

として，宣言されるものとする。委員

代理は，その代理すべき正委員が奉仕

し得ない場合に限り就任するものとす

る。如何なる地帯又は地理的地域にお

いてもその得票が同点の場合には，会

長は国際大会開期中に指名委員会の委

員再選挙の時日と場所を指定すべきも

のとする。或地帯又は地理的地域が会

長指名委員を選出又は推薦することが

できなかった場合，或はある地帯又は

地理的地域からの委員に何かの理由に

より欠員を生じたる場合には，その地

帯又は地理的地域における最近の適格

元理事がその地帯又は地理的地域より

の会長指名委員会の委員たるべきもの

とする。

　委員会は毎年7月31日迄に構成さ

れ，その任期は次回国際大会終了迄と

する。代理者が正委員と交替した場合

にはその任期は委員会の残任期間とす
る。

　以上の如く規定された委員会の委員

有資格者はその就任を承諾又は拒否す

る自由を有するものとする。

　委員及び代理者に関する前記規定中

に定められていない委員空席の生じた

場合には，理事会は，成るぺく空席の

生じた地域と同一の地帯又は地理的地

域のクラブよりそれを補充するための

委員を任命するものとする。

　（ロ）手続　事務総長は，前記の規定

に従って構成された委員会委員の氏名

を，理事会並にクラブに通知するもの

とする。

　委員会はその会合の時に委員長を選

ぶものとする。

　事務総長は，委員会が会長指名にあ

たり考慮すべき提案をなさんとするク

ラブにこれを勧誘する通知書を委員会

の名において発行し，又は発行せしむ

るよう取計うぺきものとする。

　付議されるためには，その提案は毎

年12月31日又はそれ以前に中央事務

局指名委員会に到達しなければならな

い。提案は理事会の定むる様式により

指名委員会に提出されなけれぽならな

い。様式は，各クラブに対し事務総長

により，各クラブがその行わんとする

指名に関する提案の審議決定に要する

30日の期間及び完備した提案書類が

12月31日迄に事務総長事務所の指名

委員会に到達する期間を保証するに十

分の時日をおいて郵送されなければな

らない。

　㊨　委員会による指名　委員会は，

毎年1月31日迄に理事会の定むる時
日と場所において会合すべきものとす

る。此会合において委員会は，出来る

だけ最も有能な人を指名するというこ

とを心にとめて，会長職に対する被指

名者を選ぶべきものとする。
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　委員会の委員9名を以て定足数とす

る。委員会の総ての議事は，少くとも

委員7人の賛成投票を要する会長被指

名者選挙の場合を除き，過半数による

ものとする。

　もし何等かの理由の下に，委員会で

選んだ会長被指名者が就任することが

できない場合には，委員会は，郵便又

は電信により役員，又は緊急委員会を

開催して別の会長被指名者を選ぶもの

とする。斯様な不慮の出来事に処する

完全な手続は，その1月会合の委員会

において決定さるべきものとする。委

員会で規定されなかった不慮の出来事

の場合に委員会が取るべき会長被指名

者選択の手続は，理事会が決定するも

のとする。

　⇔　委員会の報告　クラブ宛の委員

会報告は，委員会終了後10日以内に

委員長によって事務総長に証明されな

けれぽならない。事務総長は，それを

受取ってから10　H以内に報告の謄本

を各クラブに郵送しなけれぽならな

いo

　（＊）クラブによる指名　指名委員会

で指名した被指名者の他に，如何なる

クラブといえども，例会において採択

された候補者指名の決議案を3月15
日迄に事務総長に提出することによっ

て，次回の国際大会において会長選挙

のため提出せらるべき被指名者を，選

ぶことができるものとする。その3月

15日に何れのクラブよりも斯様な指

名を事務総長が受取らなかった場合に

は，会長は委員会の被指名者を以て会

長被指名者と宣言するものとする。そ

の3月15日に指名が事務総長によっ

て受取られ且つその直後の3月25日

迄その指名が有効であれぽ，事務総長

は全クラブにその被指名者の氏名及び

資格を通知し，且つ会長の全：被指名者

は次回の国際大会において投票に付さ

れることを通知しなけれぽならない。

その3月25日に，クラブからの指名
で効力を有するものがない場合には，

会長は委員会の被指名者を会長被指名

者であると宣言するものとする。’

　（A）被選会長の欠員　彼が選ぽれた

翌年の国際大会の終る迄の間に被選会

長に欠員を生じた場合には，会長指名

委員会は，その他の任務の外に，斯様

な被選会長が就任すべき筈であったロ

ータリー年度の会長被指名者を選ぶも

のとする。斯様な選択は実行できる範

囲でなるべく速かに緊急委員会或はそ

の既定例会において行われなければな

らない。斯様な会合が実行できない場

合には，郵便又は電信投票によること

ができる。

　様斯な欠員が生じたならぽ，既に指

名委員会が本節の項に従って会長被指

名者を選び且つ本節←）項に従い事務総

長にその報告を証明してあれば，委員

会は，その自由意志において且つその

選ばれた被指名者の承認を得て，前記

被指名者を次の7月1日に始まる年度

の会長被指名者として指名することが

できる。斯様な場合には，指名委員会

は更に一名の被指名者を，彼が選挙さ

れた後に来る暦年7月1日より会長と

して就任するため次の国際大会で選挙

されるよう，選ばなくてはならない。

　被選会長欠員補充の手続は会長によ

って決定されなければならない。そし

て委員会の報告をクラブに伝達すべき

こと及びクラブによる指名についての
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規定を含まなけれぽならない。斯様な

規定は時の許す限り本節◎及び㈱項に

合致していなけれぽならない。欠員の

生じた日付が国際大会に近接していて

委員会の報告を全クラブに郵送し且つ

国際大会前クラブよりの指名を求める

に適当な期間が得られない場合には，

事務総長はなるべく早く委員会の報告

の通知をなし，そして国際大会の議場

においてクラブ代議員による指名を許

すべきである。

　会長として就任すべき7月1日直前

の国際大会の閉会とその7月1日との

間における被選会長欠員の場合は，前

記7月1日に会長の職に欠員があるも

のと考えられ，そして斯様な欠員は此

の細則第5条第4節に従って補充すべ
きである。

　以上に規定されていない不慮の事件

の生じた場合には，会長はその取るべ

き手続を決定すぺきものとする。

　（ト）被指名者を国際大会に提出　事

務総長は，次の暦年7月1日に始まる

年度の会長として会長指名委員会で正

規の指名を受けた被指名者の氏名，及

びクラブにより正規に指名された被指

名者の氏名を，選挙に付するため国際

大会に提出すべきものとする。

　被選会長欠員に当り適用ができる場

合には，事務総長は更にその国際大会

に続く次の7月1日に始まる任期の会

長の職に，会長指名委員会により正規

に指名された会長被指名者の氏名及び

クラブにより正規に指名された如何な

る会長被指名者の氏名をも選挙に付す

ため提出すべきものとする。事情が前

記（A）項の規定の適用を必要とする場合

には，指名は国際大会の議場において

クラブ代表により行われてもよい。

理事の指名

＊第3節理事の指名（イ）理事の指

名は以下規定された地帯，地理的集団

又は地域により行わるべきものとす

る。理事被指名者の選択（グレート・

ブリテン及びアイルランドよりの理事

被指名者を除く）は，国際大会におい

てそれぞれの地帯，地理的集団又は地

域におけるクラブの選挙人による投

票，或はそれぞれの地帯，地理的集団

又は地域におけるクラブによる郵便投

票，或は指名委員会手続，或は理事に

よる指名の，何れか，その地帯，地理

的集団又は地域におけるクラブによっ

て決定せられた方法により行われるも

のとする。

　各地帯，地理的集団又は地域は，そ

の地帯，地理的集団又は地域よりの理

事被指名者選択の方法を続けて行うた

めその地帯，地理的集団又は地域より

の理事被指名者を選ぶ場合国際大会に

おける投票によるか，或は地帯，地理

的集団又は地域におけるクラブの郵便

投票によるか，或は指名委員会手続に

よるか，或は理事会による地帯，地理

的集団又は地域の理事被指名者選択の

方法の，何れかを理事会によって規定

された手続で，郵便投票を以て決定す

べきものとする。その郵便投票はま

た，地帯，地理的集団又は地域が次の

⇔項に定められた指名委員会手続を用

ゆる場合における指名委員会手続に関

連した理事候補者の投票方法を決定し

なければならない。

　その様にして決定された手続の変更

　象1968年（メキシコ・シティー）国瞭大会に於て改正
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についての考慮は，地帯，地理的集団

又は地域におよる最少限3分1の地区

の申請によってのみ行われるものとす

る。地帯，地理的集団又は地域におけ

る最少限3分1の地区の申請によっ
て，その地帯，地理的集団又は地域の

投票人は，理事会の定むる郵便投票に

よって再び，その地帯，地理的集団又

は地域よりの理事被指名者選択の方法

を続けて行うため，その地帯，地理的

集団又は地域よりの理事被指名者を選

ぶに，国際大会における投票による

か，或は地帯，地理的集団又は地域に

おけるクラブの郵便投票によるか，或

は指名委員会手続によるか，或は理事

会による地帯，地理的集団又は地域の

理事被指名者選択の方法の，何れか

を，郵便投票によって決定しなければ

ならない。

　請願せんとする如何なる地区も，地

区大会又は必要な場合は郵便投票によ

る地区内クラブの過半数によって採択

された決議を事務総長に提出すること

ができる。その決議は，関係ある地

帯，地理的集団又は地域よりの理事被

指名者の選択方法の変更を考慮するこ

とが要求されている年の1月1日より

遅れないよう，その年間に事務総長の

手許に届くよう提出されていなければ

ならない。若し上記1月1日までにそ

のような決議が，地帯，地理的集団又

は地域における最少限3分1のクラブ

より事務総長に．よって受領されたなら

ぽ，事務総長は10日以内にその地帯，

地理的集団又は地域の全クラブにその

申請について通知し，且つ理事会の定

むる方法により郵便投票を開始しなけ

ればならない。申請が上記1月1日ま

でに地帯，地理的集団又は地域におけ

る地区の3分1以下から事務総長によ

って受取られた場合には，その提出さ

れた決議は最早効力なきものと認めら

れ，且つ地区ガバナーに，そのように

通知しなけれぽならない。

　地帯，地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者の選択を国際

大会における投票によって行うべきこ

とを決定した場合には，その投票は後

に示す（ロ）項の規定に従い行うべきもの

とする。

　地帯，地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者の選択を郵便

投票によって行うべきことを決定した

場合には，その投票は後に示すQgljの

規定に従に行うぺきものとする。

　地帯，地理的集団又は地域における

クラブが，その地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者の選択を指名

委員会の手続によって行うべきことを

決定した場合には，その選択は後に示

す←）項の規定に従い行うぺきものとす

る。

　理事被指名者の選択が理事会による

地帯，地理的集団又は地域におけるク

ラブが，その地帯，地理的集団又は地

域よりの理事被指名者の選択に関する

その方法を継続することを決定した場

合には，その選択手続は理事会によっ

て決定せられるものとする。

　（1）アメリ力合衆国及びバーミュー

ダアメリカ合衆国及びバーミューダ

よりの理事被指名者の選択は，地帯に

よって行わるぺきものとする。アメリ

カ合衆国及び一9　一．ミューダよりの理事
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の候補者推薦の目的及び細則に特に規

定されたその他の目的のために，1よ

り5を含む数字をつけた5地帯に分け

なけれぽならない。各地帯は国際ロー

タリーの近接地区集団のアメリカ合衆

国及びパーミュ　一一ダのクラブよりなる

べきものとし，且つ各地帯は各地帯内

クラブよりの投票人数において略ぼ同

数であるように構成せらるべきものと

する。

　理事会はアメリカ合衆国及びバーミ

ューダにおける各地帯を構成する近接

地区の表を決定する。毎年5月又は6

月に理事会はアメリカ合衆国及びバー

ミューダにおける全クラブに地区の表

を発表すべきものとする。理事会によ

ってそのように決定され且つ発表され

た地帯は，次年度の国際大会において

選挙せられる国際ロータリー理事指名

のために有効であるものとする。各奇

数年には，地帯1，地帯2及び地帯3

が各々1名の理事を指名し各偶数年に

は，地帯4及び地帯5が各々1名の理
事を指名するものとする。

　（2）カナダ　カナダよりの理事被指

名者の選択は集団によるものとする。

理事候補者推薦の目的及びその目的の

ためのみに，カナダのクラブは3集団

に分けらるべきである。

　理事会はカナダにおける各集団を構

成するクラブの表を決定するものとす

る。各奇数年の5月又は6月に理事会は

カナダ内全クラブにそのクラブの表を

発表し，且つ何れの集団がカナダより

の理事への被指名者を推薦すべきかの

順位を指定すべきものとする。その様

に決定された集団は次の会計年度にお

ける国際大会において選挙せらるぺき

国際ロータリー理事指名に有効である

ものとする。各偶数年に，カナダのクラ

ブは理事1名を指名するものとする。

　（3）グレート・ブリテン及びアイル

ランド　各奇数年にグレート・ブリテ

ン及びアイルラソドにおける国際m一

タリーにおいて，1名の理事がグレー

ト・ブリテソ及びアイルランドにおけ

るクラブの会員より指名せらるぺきも

のとする。その被指名者の氏名はグレ

ート・プリテソ及びアイルラソドにお

ける国際ロータリーの事務長によって

事務総長に証明されなけれぽならな

い。その被指名者の誰でも選挙に不適

格となった場合には，グレート・ブリ

テソ及びアイルラソドにおけるクラブ

よりの選挙人は，その目的のために国

際大会において開かれた会合におい

て，過半数の投票を以てその地理的集

団よりの理事職のための被指名者を選

ぶべきものとする。

　（4）欧州大陸北アフリカ及び東地中

海地域　毎年1名の理事が欧州大陸北

アフリカ及び東地中海地域におけるク

ラブの会員より指名せらるべきものと

する。

　（5）アジア　各奇数年に1名の理事

がアジアにおけるクラブの会員より指

名されなければならない。

　（6）イベロ・アメリカ　ポル5リコ

を除き南アメリカ，中央アメリカ，メ

キシコ及び西印度諸島を含むイベロ・

アメリカよりの理事被指名者の選択は

地帯によって行わるぺきものとする。

　イベロ。アメリカにおけるクラブよ

り理事候補者を推薦する目的のため，

且つその昌的のためにのみ，イベロ・

アメリカは1よりを3含む数字をつけ
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た3地帯に分けなければならない。各

地帯は国際ロータリーの近接地区の集

団内のイベロ・アメリカのクラブより

なるものとし，且つ各地帯内クラブよ

りの投票人数において略ぼ同数である

ように構成せらるべきものとする。

　理事会はイベロ・アメリカにおける

各地帯を構成する近接地区の表を決定

する。各奇数年の5月又は6月に理事

会はイベロ・アメリカにおける全クラ

ブに地区の表を発表すべきものとす

る。理事会によってそのように決定さ

れ且つ発表された地帯は，次の偶数年

における国際大会において選挙せらる

べき国際ロータリー理事指名に有効で

あるものとする。

　各偶数年に1名の理事が，イベn・

アメリカにおけるクラブの会員より，

数字の順序に従い順番に，地帯によっ

て指名せらるべきものとする。

　（7）その他　毎偶数年に1名の理事

が，米国，バーミューダ，カナダ，グ

レート・ブリテン及びアイルランド，

欧州大陸，北アフリカ，東部地中海地

域，アジア又はイベロ・アメリカに所

在しないクラブの会員から指名される

ものとする。

　かかるクラブの会員から理事候補者

を推薦する目的のため，又細則に特に

定めることあるべき他の目的のため

に，下の如き構成の1から3までの地

帯（3を含む）を設けるものとする。

第1地帯：　オーストラリヤ，パプ

　　　　　　ア，ニューギニア，並に

　　　　　　隣接地域にあるクラブ；

第2地帯：　ニュ　一一ジーランド，フイ

　　　　　　ジー，仏領ポリネシア，

　　　　　　ニュtaカレドニア，ノー

　　　　　　フォーク諸島，並に隣接

　　　　　　地域にあるクラブ；

第3地帯：　アフリカ（地中海に臨む

　　　　　　アフリカ諸国を除く）並

　　　　　　に上記の地理的地域に所

　　　　　　在しない地域にあるクラ

　　　　　　ブ。

　ここに規定する理事被指名者の撰択

は，次の順番によって，地帯によって

行われるものとする：第1地帯，第2

地帯；第1地帯，第3地帯。

　（ロ）国際大会における理事ノミニー

の選択　本節の規定に従い，如何なる

地帯，地理的集団又は地域よりの理事

被指名者の選択が国際大会において投

票により行われる場合には，その地

帯，地理的集団又は地域におけるクラ

ブを代表する選挙人は，国際大会期間

中に理事候補者推薦の目的のため公式

プログラムに示された時と場所に集る

ものとする。

　それぞれの地帯，地理的集団又は地

域を代表する，如何なる選挙人も，定

款及び細則の定むる処に従い，理事職

の候補者としてその地帯，地理的集団

又は地域におけるクラブの正会員，シ

ニァ・アクチブ会員又はパスト・サー

ビス会員の氏名を提出することができ

る。若し地帯，地理的集団又は地域の

・一n方が理事会によって理事被指名者

の候補者推薦の目的に指定されたなら

ば，その地帯，地理的集団又は地域よ

りの候補者はその指定された地方にお

けるクラブの正会員，シaア・アクチ

ブ会員又はパスト・サービス会員でな

ければならない。

　次期国際大会において地帯，地理的

集団又は地域よりの理事候補者推薦を
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意図するクラブは，4月の第1日又は

それ以前に，但し会長指名委員が会長

被指名者の発表をなす以前でなく，そ

の推薦せんとする候補者をたてる例会

において採択したクラブの決議を事務

総長に提出することにより，そのなさ

んとする意志を表示しなければならな

い。若し上記4月1日に事務総長が何

れかの一地帯，地理的集団又は地域よ

り単に1名の候補者の氏名を受取った

ならば，その後10日以内に，会長はそ

の候補者がその地帯，地理的集団又は

地域よりの理事被指名者たるべきこと

を宣言するものとする。

　若し前記4月第1日に事務総長が，

何れの地帯，地理的集団又は地域から

でも1名以上の候補者の氏名を受取っ

たならぽ，その地帯，地理的集団又は

地域におけるクラブよりの選挙人は国

際大会において集り，そしてその候補

者を推薦する彼等の意志を事務総長宛

正しく提出したクラブによって差出さ

れているそれらの候補者の中から，そ

の地帯，地理的集団又は地域より1名

又は数名の候補者を理事職に推薦すべ

きものとする。

　若し候補者が1人も，何れの地帯，

地理的集団又は地域よりクラブの意思

を以て推薦されなかったならば，その

地帯，地理的集団又は地域におけるク

ラブの選挙人は，国際大会期間中にそ

の選挙人の会合において候補者を推薦

すべきものとする。

　此の様式のみが理事職の候補者を推

薦するに用いられるものとする。
‘‘

　　　　ロータリー。クラブの

は　　　のロータリアン　　　を理事
職の候補者として推薦する。”

　各推薦者に対しては2名よりも多い

動議賛成者は認められず，且つ此の様

式のみが用いられるものとする。
　‘‘

　　　　ロータリー・クラブの一一
は　　　のロータリアン　　　を理事

職候補者としての推薦に賛成する。

　地帯，地理的集団又は地域よりの選

挙人によって推薦された候補者の氏名

は，その選挙人会の議長により事務総

長に証明されるべきものとする。何れ

の地帯，地理的集団又は地域における

クラブより選挙によって推薦せられた

候補者が只1人である場合には，その

候補者は自動的にそれぞれの地帯，地

理的集団又は地域の被指名者となるも

のとし，且つその地帯，地理的集団又

は地域よりの選挙人会の議長により事

務総長に証明されるべきものとする。

　何れの地帯，地理的集団又は地域に

おけるクラブよりの選挙人が1名より

も多い理事候補者を推薦した場合に

は，その如何なる地帯，地理的集団又

は地域におけるクラブよりの選挙人

も，その候補者について投票を行うも

のとし，且つ候補者が2人よりも多い

場合にはその投票は，単一移譲式投票

の方法によって行わるぺきものとす

る。それぞれその地帯，地理的集団又

は地域において投票された，必要に応

じ次点者をも考慮の上，投票の過半数

をえた如何なる地帯，地理的集団又は

地帯における理事候補者も，指名され

たと宣言されるぺきものとする。

　の　郵便投票による理事ノミニーの

選択　本節の規定に従い，何れかの地

帯，地理的集団又は地域よりの理事候

補者選択が郵便投票により行われる場

合の手続は次の通りである。
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国際ロータリー細則

　会長は，投票用紙の準備を監督しク

ラブが投票を行使した時に投票用紙を

受取り且つ数えるため投票準備委員会

を任命する。その委員会は郵便投票に

よる理事候補者選択の有効な如何なる

地帯，地理的集団又は地域の投票に関

する機能をも働かすものとする。

　地帯，地理的集団又は地域における

如何なるクラブも，定款及び細則に従

い，理事候補者として，その地帯，地

現的集団又は地域におけるクラブの正

会員，シニア・アクチブ会員又はパス

ト・サービス会員の氏名を推薦するこ

とができる。若し地帯，地理的集団及

び地域の地方が理事会によって理事被

指名者の候補者推薦の目的のために指

定されたならぽ，地帯，地理的集団又

は地域よりの候補者は，その指定され

た地方におけるクラブの正会員，シニ

ア・アクチブ会員又はパスト・サービ

ス会員でなければならない。

　その地帯，地理的集団又は地域より

理事指名の候補者を推薦せんとするク

ラブは，理事が地帯，地理的集団又は

地域より選挙せらるべき国際大会の前

年の12月15日までに候補者を立てる

例会において採択された決議を事務総

長に提出すべきものとする。その決議

は，推薦されたロータリアンから彼が

心良く引受け且つ奉仕しうるという意

思表示の書類，理事会で提供する様式

に書き込んだ特別な履歴，及び最近の

写真を伴わなければならない。

　若し上記12月15Hに事務総長が，

地帯，地理的集団又は地域から単に1

名の候補者の氏名を受取ったならば，

その後10日以内に会長はその候補者

はその地帯，地理的集団又は地域より

の理事被指名者たるべきことを宣言す

る。地帯，地理的集団又は地域より1

人の候補者も推薦されなかった場合に

は，理事会はその地帯，地理的集団又

は地域より理事被指名者を指名する。

　若し前記12月15日に事務総長が，

地帯，地理的集団又は地域より2名又

はそれ以上の候補者の氏名を受取った

ならぽ，投票準備委員会は投票用紙，

必要に応じ単一移譲式投票用紙及び理

事会によって規定した様式に各候補者

の履歴を同一程度の記事範囲で書いた

記述書を作製する。その記述書は個人

的パソフレットの代りに印刷さるぺき

ものとす。

　投票準備委員会は，写真と履歴書を

伴う投票用紙を次の12月31日以前の

時期において地帯，地理的集団又は地

域における各クラブに郵送するよう手

配する。その投票用紙は，投票の上2

月の15日より遅からざる時期におい

てその投票用紙が中央事務局の投票準

備委員会に返送されなけれぽならない

という指示と共に，郵送されるべきも

のとする。

　各クラブは最少限一票の投票権を有

する。直前の7月1日のクラブにおけ

る会員数を基準に，名誉会員を除き会

員数50名以上を有する何れのクラブ

もその追加50名又はその過半数毎に

一票の追加投票権を有するものとす
る。

　2月20日より遅からざる時期にお
いて，投票準備委員会は会長の招集に

より会長によって定められた時と場所

に会合し，投票用紙を検査し且つ数を

数え，そしてその投票結果の報告をそ

の後5日以内に事務総長に証明すぺき
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ものとする。

　彼の所属する地帯，地理的集団又は

地域に於て過半数の投票を獲得する理

事候補者は，必要とする場合は，第2

及びそれに次ぐ候補者を考慮の上指名

されたものと宣言しなけれぽならな

いo

　会長は3月1日より遅からざる時期
に郵便投票によって選ばれた理事被指

名者の氏名を発表するものとする。

　第2回郵便投票を要する同点得票の

場合には，投票準備委員会は投票用紙

の準備を監督し，且つ理事被指名者選

択の第一回郵便投票にて同点数を獲得

した候補者の写真及び履歴と共に投票

用紙を，3月1日より遅からざる時期

において，地帯，地理的集団又は地域

における各クラブに郵送する手配をな

すものとする。その投票用紙は，投票

の上次の4月15目より遅からざる時
期においてその投票用紙が中央事務局

の投票準備委員会に返着されていなけ

れぽならないという指示と共に郵送さ

るぺきものとする。4月20日より遅

からざる時期において，投票準備委員

会は会長の招集により会長によって定

められた時と場所に会合し投票用紙を

検査し且つ数を教え，そしてその投票

結果の報告をその後5日以内に事務総

長に報告すぺきものとする。4月30
日より遅からざる時期において，会長

1は地帯，地理的集団又は地域における

全クラブにその地帯，地理的集団又は

．地域よりの次の国際大会において選挙

さるべき理事被指名者を通知すぺきも

のとする。

　⇔　指名委員会手続による理事被指

名者の選択本節の規定に従い，地

帯，地理的集団又は地域よりの理事被

指名者の選択が指名委員会手続によっ

て行わるべき場合には，指名委員会は

次の如く構成され且つ行動するものと

する。

　理事被指名者の指名委員会は5名の

委員を以て構成する。各委員はその関

係地帯，地理的集団又は地域における

クラブの正会員，シニア・アクチブ会

員又はパスト・サービス会員である元

地区ガバナーとする。委員は一年の任

期を以て選挙されるものとする。その

委員会の委員として二度就任した如何

なるロータリアソもその後は如何なる

年においても就任する権利を有しない

ものとする。各委員は一票の投票権を

有するものとする。

　その指名委員会の委員候補者推薦の

目的のために，理事会は，地帯，地理

的集団又は地域で理事被指名者を選ぶ

ことになっている年の直前の会計年度

における第1回理事会において，その

地帯，地理的集団又は地域内に5地方

を決定し且つ指定すべきものとする。

理事会によって決定せられた地方は，

地帯，地理的集団又は地域の全部から

の委員に，数年にわたり均衡のとれた

代表者の割振りをし，地帯，地理的集

団又は地域におけるクラブの数的分布

と大体同数を用意するため，毎年変更

されることがある。そのように指定さ

れた各地におけるクラブは委員会の委

員1名を選ぶものとする。

　その年の9月15日より遅からざる

時期において事務総長は，理事会によ

って決定せられた指名委員会の委員の

分布を，地帯，地理的集団又は地域に

おけるクラブに通知し，且つ以下定む
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る委員会の委員候補者推薦の方法をク

ラブに通知するものとする。

　指名委員会の委員は地帯，地理的集

団又は地域におけるクラブによって郵

便投票を以って選挙せられるものとす

る。その地帯，地理的集団又は域域よ

りの理事指名委員会の委員候補者を推

薦せんとするクラブは，理事が国際大

会において選挙せらるぺき年の前会計

年度の12月31日又はその以前に，そ

の候補者を立てる例会において採択さ

れた（クラブ幹事により正しく証明さ

れた）クラブの決議を事務総長に提出

することによって候補者を推薦するこ

とができる。かかる決議書には，推察

されたロータリアソが，進んで奉仕し

ようとし，又，奉仕しうることを表明

した文書，理事会が定めた様式による

履歴資料，並に最近の写真を添えなけ

れぽならない。

　3月1日までに，事務総長は，理事

会の決定通り指名委員会委員を分布

し，12月31日現在で関係クラブから受

取った全候補者の氏名を，各投票用紙

に列挙した5枚の投票用紙と，単一移

譲式投票用紙（それが適用される所で

は）を準備し，且つ関係クラブに郵送

せしめるものとする。各投票用紙に

は，それに記載された候補者各人に関

する写真並に履歴書を添付するものと

する。かかる履歴書は，記載事項を一

定し，理事会が定め，且つ，一人一人

の冊子に代って発表される様式につい

て提供される情報に基いて，準備され

なけれぽならない。

　投票するに当っては，各クラブは1

月最終日のクラブ会員数に基づきその

会員（名誉会員を除く）の50人又はそ

の過半数毎に1票の投票権を有し，各

クラブは最少限1票の投票権を有する

ものとする。会長は3名より少からざ

る理事会員よりなる投票委員会を任命

するものとし，その内1名又は以上

は，その理事が無能力化し又は無資格

とならない限り，その地帯，地理的集

団又は地域よりの理事たるべきものと

する。

　そこに指示されたクラブで投票され

た投票用紙は次の4月15日より遅か
らざる時期において，中央事務局にお

ける投票委員会宛発送され且つ到着し

なければならない。6月1日より遅か

らざる時期において，投票委員会は投

票用紙を検査し且つ投票数を教え，且

つ投票結果を事務総長に通知するもの

とする。

　投票の結果を決定するには，投票委

員会は，理事会が決定したように指名

委員会の委員の分布を実施するに用い

られた5種の投票用紙を，別々に数え

るものとする。そのようにして，最高

点を獲得した各投票における候補者が

委員会の委員であると宣言せられるべ

きものとする。次点候補者は同一投票

で選ばれた委員の代理人と宣言せらる

べきものとする。代理委員は同一選挙

で選ばれた本委員がその職務を履行で

きない場合に限り，その職につくもの

とする。　　　　　　　・

　地帯，地理的集団又は地域より理事

が指名されるべき年の前会計年度の6

月1日よりも遅からざる時期におい
て，理事会は，その委員会の委員中よ

り指名委員会の招集者を指定し，且つ

次の10月1日より15日の間にその会
合を開くぺき場所を指定すべきものと

一一 Q32一
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　する。委員会はその会合の時に，委員

　会の委員中より議長を選挙すぺきもの

　とする。

　　7月15日より遅からざる時期に，

事務総長は，地帯，地理的集団又は地

域のクラブに指名委員会の構成を通知

　し，且つ委員会の名において，地帯，

地理的集団又は地域よりの理事指名に

委員会の考慮すべき事柄としてのクラ

ブの提案をなさんとする，地帯，地理

的集団又は地域における如何なるクラ

ブをも歓迎するという発表を，公布す

るか公布する手配をなすべきである。

その示唆は，理事が定めた様式に書い

て指名委員会に提出するものとし，且

つ提案するクラブが適切と看倣す候補

者のロータリーにおける他の活動に関㌧

するすべての参考資料及び提出された

候補者の最近の写真を添えるものとす

る。理事会の定むる様式にはその提案

を送るべき会議招集者の住所を含むべ

きものとする。付議されるためには，

その提案は9月15日より遅からざる

時期において，委員会招集者の住所宛

指名委員会に到着しなければならな

いo

　委員会は，次の10月中に理事会の

決定する時と場所において会合するも

のとする。委員会の委員4名が定足数

を構成するものとする。理事被指名者

の選択を除き，すぺての議事は過半数

の投票によるものとする。理事被指名

者の選択に当りては，委員会の委員最

少限4名の投票がその被指名者に有利

に投ぜられていなければならないもの

とする。

　委員会による理事被指名者の選択

は，地帯，地理的集団又は地域におけ

　るクラブによってなされた提案から又

　は他の方法で地帯，地理的集団又は地

　域におけるクラブの会員中より，行わ

　るべきものとする。地帯，地理的集団

　又は地域の地方が理事会によって，理

　事指名の候補者推薦の目的に指定せら

　れた場合には，その選ぼれた理事被指

名者は，その地方におけるクラ’ブの正

会員，シニア・アクチブ会員又はパス

　ト・サービス会員でなければならな

い。選ばれた委員も，又委員代理も，

共に，委員会によって理事に指名され

る資格はないものとする。委員会は，

得ることのできる最も有能な人を指名

するという責任を心にとめておくべき

ものとする。

　地帯，地理的集団又は地域より理事

職へのその選択に関する委員会の報告

は）・その会合の後10日以内に事務総

長に提出すぺきものとする。11月1日

より遅からざる時期において事務総長

は，指名委員会の選択について地帯，

地理的集団又は地域における全クラブ

に通知すぺきものとする。

　若し如何なる理由のためにも委員会

がその会合で選んだ理事被指名者が就

任できない場合には，委員会は別な理

事被指名者1人を，郵便又は電報投票

にするか或は緊急委員会において選ぶ

ものとする。そのような不慮の事件に

処する正確なる手続はその10月の委員

会によって決定すべきものとする。委

員会によって規定しなかった何か不慮

の事惰が発生した場合には，理事会は，

その理事被指名者選択に委員会が取る

ぺき手続を決定すべきものとする。

　指名委員会によって行われた選択に

加えて，地帯，地理的集団又は地域に
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おける如何なるクラブも，その地帯，

地理的集団又は地域より理事候補者

を，12月15日又はその以前に，候補者

を立てる例会において採択された決議

を事務総長に提出することによって推

薦することができる。その決議は推薦

されたロータリアンが心良く引受け且

つ奉仕しうるという意思表示の書類，

特別な履歴の資料（理事会で定めた様

式に．書入れた）及び最近の写真を伴な

わなければならない。地帯，地理的集

団又は地域の地方が理事被指名の候補

者推薦の目的のため理事会によって指

定されている場合には，各候補者はそ

の地方における正会員，シニア・アク

チブ会員又はパスト・サービス会員で

なけれぽならない。

　上記の12月15日に何等の推薦が，

その地帯，地理的集団又は地域におけ

る如何なるクラブからも事務総長によ

って受取られていない場合には，会長

は12月31日より遅からざる時期にお

いて，指名委員会の被指名者をその地

帯，地理的集団又は地域よりの理事被

指名者として宣言するものとする。上

記12月15日にそのような推薦が，地

帯，地理的集団又は地域における何れ

かのクラブより事務総長によって受取

られた場合には，理事被指名者の選択

は，クラブによる推薦候補者及び推薦

委員会の選択の中から，郵便投票又は

国際大会においての投票の何れか，本

節（イ）項に従い，地帯，地理的集団又は

地域によって前以って決定せられた方

法によって行われるべきものとする。

　若し地帯，地理的集団又は地域が，

クラブめ推薦候補者及び指名委員会選

択者中からの理事被指名者選択は郵便

投票によるべきことを決定したなら
ぽ，その投票は本節（A）項に従い行わる

べきものとする。　　　　曾

　若し地帯，地理的集団又は地域が，

クラブの推薦候補者及び指名委員会選

択者中からの理事被指名者の選択は国

際大会における投票によるべきことを

決定したならぽ，事務総長は，12月31

日より遅からざる時期において，その

地帯，地理的集団又は地域におけるク

ラブに，そのような候補者のすべての

氏名を通知し，そしてその地帯，地理

的集団又は地域におけるクラブの選挙

人はその候補に投票すべきものとし，

そして候補者が2名よりも多い場合に

は，その投票は単一移動式投票による

ぺきものとする。それぞれの地帯，地

理的集団又は地域において投ぜられた

票数の過半数を獲得したその地帯，地

理的集団又は地域における理事候補者

は，必要に応じ次点者を考慮した後

に，指名されたと宣言さるべきものと

する。

　㈹　国際大会に被指名者の提出　事

務総長は，地区，地理的集団又は地域

によって，それぞれ理事職に適正に指

名せられた被指名者及び，若しあれ

ば，近く任期満了となるべき理事会に

よって理事職に適正に指名せられた被

指名者の氏名を，選挙のため大会に提

出すぺきものとする。

＊第4節グレート・ブリテン及びア

イルラソドにおける国際ロータリーの

会長，副会長，名誉財務長の指名。

　グレート・ブリテン及びアイルラソ

ドにおける国際ロータリーの会長，副

会長，名誉財務長の被指名者は，グレ

　覇1968年（メキシコ・シティー）国蕨大会に於て改正
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一ト・ブリテソ及びアイルラソドにお

ける国際ロータリー細則に従って選択

され，推薦され且つ指名されるものと

する。

＊第5節他の被指名者氏名の国際大

会への提出

　事務総長はまた国際大会に，地区ガ

バナーの職に正規に指名されたものと

して推薦された被指名者の氏名，並

に，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドにおける国際ロータリーの会長，

副会長，名誉財務長の職に正規に指名

されたものとして推薦された被指名者

の氏名を，選挙のため，提出するもの

とする。

選挙人及び準備

　第6節　選挙人　正規に信任された

代議員，委任状による代理者及び自由

代議員が国際大会の投票団を構成し，

これを選挙人と呼ぶ。

　第7節投票準備委員会くイ）毎国
際大会において会長は，選挙人の中か

ら，国際大会におけるすぺての投票準

備の任に当るぺき，投票準備委員会を

任命すべきものとする。本委員会は会

長の決める5人より少からざる選挙人

を以て構成するものとする。

　（ロ）本細則の定むる処により定足数

を要する国際大会の第1集会におい

て，会長は役員に対する指名を行い且

つ選挙を行う場所，日及び時間につい

て選挙人に注意を与えなければならな

いo

　Q9投票準備委員会は，投票の準
備，投票用紙の印刷及び配布，並びに

その計算の任務に当るものとする。投

　＊1968庫（メキシコ・シティー）国療大会に於て改正

票開始前に，事務総長はその委員会

に，信任状委員会の報告による選挙人

名簿を提出しなけれぽならない。

　←）投票準備委員会は，速かに投票

の結果を国際大会に報告しなけれぽな

らない。報告書は委員会の過半数によ

り署名さるべきものである。その委員

長は総ての投票用紙をその保管の下に

おかなければならない。委員会の報告

が採択された後に，委員長は国際大会

によって別な指令が与えられない限

り，総ての投票用紙を破棄するものと

する。

選 挙

＊第8節役員の選挙（イ）選挙人は

各々，毎年選挙するべき会長，各理
事，各地区ガパナ”一・，並にグレート・

ブリテソ及びアイルラソドにおける国

際ロー一タリーの会長，副会長，並に名

誉財務長のため，各1票を投ずる権利

を有するものとする。

　（ロ）之等役員のすべての選挙は無記

名投票によるものとする。斯様な投票

に候補者が2名よりも多い場合には，

単一移譲式投票の方法によるものとす

る。但し何れの役職に対しても被指名

者単に1名の場合には，選挙人は口頭

投票の方法によって国際大会事務総長

にその被指名者に対して一括投票をな

すよう命令することができる。

　㊨　上記各役職に対する投票の結

果，必要に応じて第2及びその後の選

択を考慮に入れて，過半数を得票した

被指名者を，選挙されたものと宣言し

なければならない。

　第9節本節に掲げたそれぞれの役
　＊】：968年（メキシコ・シティ・一）国際大会に於て改正
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職に対する候補者又は被指名者の総て

は，クラブの立派な資格保有の正会

員，シニア・アクチブ会員又はパスト・

サービス会員でなければならない。

　第10節本条の総ての目的のため，

用語アメリカ合衆国は，ボルトリコを

含み又用語アソティリスは，ボルトリ

コを除外するものと解すべきである。

　　第11条

運　営　機　関

　第1節構成せられた地区において
地区ガバナーの直接管理によって運営

されているクラブの場合，理事会は，

その必要且つ適当と認める委員会，顧

問又ほ他の補助者をおく権限をガパナ

ーに与えることができる。

　第2節理事会が，2又はそれ以上
の地理的に近接した地区よりなる地方

の中にあるクラブを，地区ガバナーの

監督以外に更に監督の方法を設定せん

とする場合には，理事会は斯様な監督

をするに当り先ず関係地区内にあるク

ラブの同意をえて，理事会が適当と認

め且つ国際大会によって承認された手

続規則を規定しなけれぽならない。

　　　＊第12条

’　運　営　単　位

　第1節グレート・ブリンテソ及び

アイルラソドにおける会員クラブより

成る国際ロータリーの地域単位は，国

際大会で承認されたグレート。ブリテ

ン及びアイルラソドにおける国際ロー

タリPtの定款に規定された方法によっ

て，国際ロータリー運営上の1単位と

して組織され，且つ，運営さ耗るもの

　＊　1968年（メ辱シ＝・シデぞ静）飼際大会に於て改正

とする。それは又，グレート・ブリテ

ン及びアイルラソドにおいて，国際ロ

ータリー理事会のために，クラブ加盟

委員会として，又，国際ロータリーの

地区設定委員会として，且又，これら

の細則に定められ又理事会によって権

限を認めらるぺき国際ロータリーの財

政上の問題に関しても，行動するもの

とする。

　第2節地域単位の構成は，常に，

国際ロータリー定款並に細則の精神並

に規定と合致すぺきものとする。国際

ロータリー並にグレート・ブリテソ及

びアイルラソドにおける国際ロータリ

ーの定款並に細則は，国際ロータリー

国際大会で承認された地域単位の内部

運営に関する特別規定を含むものと

し，地域単位の内部運営は，かかる特

別規定に従い且つその限度内におこ

て，行なわれるものとする。

　第3節　権限，目的，機能を実施す

るに当っての地域単位の内部運営につ

いてのぺているグレート・ブリテソ及

びアイルラソドにおける国際ロータリ

ー定款の規定は，グレート・ブリテソ

及びアイルラソドにおける国際ロ・・…タ

リーの年次大会の決議によってのみ改

正されるものとし，かかる決議は国際

Pt　一タリー国際大会の承認を受けるも

のとする。内部運営に関するもの以外

の事項については，すぺて，国際ロー

タリーの国際大会が国際ロータリーの

定款又は細則を改正するときは，グレ

ート・ブリテソ及びアイルラソドにお

ける国際ロータリーの定款文書を，国

際ロータリーの定款及び細則と合致せ

しめおくに必要な，相応する改正が，

事実上，グリート・ブリテン及びアイ
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ルランドにおける国際ロータリーの定

款文書に加えられるものとする。

　その定款又は国際ロータリーの定款

並に細則と矛盾しない地域単位の細則

の改正は，地域単位により，その定款

の規定に従って行なわれるものとす
る。

第13条
地　　　区

　第1節構成運営を一一re能率的な
らしめる目的のため，理事会には多数

のクラブによって占められている地域

を地区に分割する権限が与えられてい

る。会長は随時，理事会の指令する処

によりその境界と共に地区の一覧表を

公表するものとする。但し関係地区に

おける全クラブの過半数の反対を押し

て変更又は追加してはならない。

　第2節地区協議会　ロータリー教
育及び情報提供の目的のために，地区

内全クラブの次年度会長及び幹事の協

議会が毎年4月，5月又は6月中に各

地区ガバナーの決する時日と場所にお

いて行われるものとする。特別の事情

の下において理事会は，（イ）舷に定めら

れた以外の時日に地区協議会を開催す

る権限を与え，（ロ）或はその協議会の開

催を放棄せしめることが出来る。

　第3節地区大会（イ）時日と場所
各地　のr・・一タリアンの大会は，毎年

地区ガパナー及び地区内過半数クラブ

の会長の一致した時日と場所で開催す

べきものとする。但しその選ばれた時

日が地区協議会，国際協議会，或は国

際大会に選ばれた時日と同一であって

はならない。理事会は，（1）2或はそれ

よりも多くの地区が連合して関係地区

の境界内において大会を開催する権限

を与えることが出来，（2）特別な事情の

下においては，その地区境界外におい

てその大会を開催する権限を与えるこ

とが出来る。

　（ロ）地区大会の機能　地区大会は，

その地区内の重要問題について，勧告

案を採択することができる。但しその

処置は定款及び細則と一・…dL致し，且つロ

ータリーの精神と原則を保つものであ

ることを条件としなけれぽならない。

各地区大会は，理事会によって審議す

るよう提出された総ての事項を審議且

つ処理し，且つそれに対して決議する

ことができる。

　の　地区大会幹事　ホスト・クラブ

の会長と協議の後，地区ガパナーは大

会幹事を任命しなければならない。幹

事の任務は地区大会の計画とその会議

の記録を作る上で地区ガバナーと協力

するにある。

　←）地区大会報告　地区大会終了後

30日以内に地区ガバナー又は大会司

会代理者，及び大会幹事は大会議事の

報告書を作成し，これに各々が署名

し，且つその謄本3通を事務総長に，

1通宛を地区各クラブ幹事に送達しな

けれぽならない。

　第4節（d）地区大会投票地区ガ
パナー被指名者の選挙，地区ガパナー

指名委員会の構成及び任務，及び規定

審議会の地区代表選挙を除き，その地

区の年次大会に出席した，その地区内

クラブの各正会員，シニア・アクチブ

会員，又はパスト・サ“ビス会員は，

その地区大会に提出された総ての問題

に投票権を持つものとする。如何なる
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選挙人も，地区大会に提出された如何

なる事項についても投票を要求する権

利を有するものとし，如斯場合の投票

は選挙人に限るものとする。

　（ロ）選挙人　地区における各クラブ

は，その地区の年次大会に，地区大会

の開催される1ヵ月前の月の最後の日

現在の名誉会員を除く会員数に基づ

き，会員数各25名又はその過半数毎

に1名の選挙人を選び，証明し且つ送

らなけれぽならない。但し地区内の各

クラブは少くとも1名の選挙人を送る

権利を有するものとする。各選挙人は

そのクラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はパスト・サービス会員たる

べく，而してその地区大会に出席すれ

ば地区ガバナー指名委員会の権限が適

用される場合に地区ガパナt・…ノミニー

の選挙に一票を投ずる権利を有するも

のであり且つ又規定審議会の地区代表

を選出する権利をも有するものとす
る。

　の　委任状　必要な場合には，その

地区大会の開催される場所以外の国に

所在するクラブは，国際ロータリー会

長の許可をえて，そのクラブよりの欠

席選挙人の委任状による投票人とし

て，自己のクラブの正会員，シニア・

アクチプ会員，又はパスト・サービス

会員，或はそのクラブの所在している

地区におけるクラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，又はパスト・サービス

会員を指定することができる。そのク

ヲブ会長及び幹事によって証明せられ

たならば，彼は，彼の所有する投票権

以外に，彼の代表する欠席選挙人の委

任選挙権をも有するものとする。

’＊

謔T節地区ガバナー（イ）ノミニ

ーの選挙，本節中の別項規定を除き，

地区ガパナーノミニーの選択は，その

ノミニーが地区ガバナーの職務に選挙

される国際大会直前2年間の内に開催

された地区大会に於て地区により行わ

れるべきものである。可能な場合は，

その翌年度及びその後続年度に就任す

る地区ガバナーノミニーもその地区大

会に於て同時に選択することができ
る。

　（ロ）資格　各地区ガパナーは，

　（1）その指名された地区におけるク

ラブの立派な資格保有の正会員，シニ

ア・アクチプ会員又はパスト・サービ

ス会員であらねばならぬものとし；

　（2）そのための規定の厳格な適用に

於てその資格を充分に持たねばなら

ぬ，そして彼の職業分類の完全な点に

関しては疑問の余地なきものとし；

　（3）地区ガパナーノミニー候補者と

して推薦された年の前の会計年度の終

り現在で，国際ロータリーに負債のな

い，活動している良いクラブの資格あ

る会員であらねばならない。

　（4）指名の時に通算5年以上・・…一つ又

はそれ以上のPt　一タリー・クラブの会

員であったものとし；

　（5）クラブの会長又は幹事として任

務を果したものとし；

　（6）蝕に規定された如き地区ガバナ

ーの職務上の義務と責任を果たすのに

自発的に，身心的に有能であらねばな

らぬものとし；

　（7）選挙の直前に開催される国際協

議会に全会期中出席し，その国際協議

会閉会後7月1日迄に自己の地区に帰

　零1968年1（メキシコ。シテt→国燦大会に於て改正

一238一

δ

ー
歪

国際ロータリー細則

らなければならない。

　地区ガパナーノミニーとして資格を

取得するために，これらの細則規定の

如く地区ガパナーの資格，義務及責任

に関し知らされている職務に対し指名・

された候補者は，表記の如く地区ガバ

ナー－wa務上の資格，及び責任を明確に

理解し又地区ガバナーの任務を果す資

格を有し且つ義務と責任を自発的に又

有能，忠実に果たし得るものであると

の署名した文書を事務総長を通じ国際

ロータリーに提出すべきものとす。

　蚊に規定された資格及条件を欠く地

区ガパナーノミニーの指名は拒否され

るものとする。従って選挙のため国際

大会に事務総長により提出されないも

のとする。斯る場合には，事務総長は

その拒否と理由を関係地区ガパナーに

通知し，そして地区ガバナーがそれを

ノミニーに通知する。時がある場合に

は，その地区は他の地区ガパナーノミ

ニ・一一を選択するために，この細則規定

に従って地区大会に於てか，或は地区

ガバナーにより郵便投票を以て行うも

のとする。地区ガパナーとして受理で

きる資格あるノミニーを選択すること

が出来なかった場合には，斯るノミニ

ーは，本節（9）項の規定に従って選択さ

れねぽならない。

　㊨　任務　地区ガパナーはその地区

に於ける国際Pt　・一タリーの役員であ

り，理事会の一般管理，監督の下に職

務を果すものである。その地区内クラ

ブの直接監督の責任に当り地区ガバナ

ーは，国際ロー一一タリーの綱領を推進す

る特別の任務が課せられており且つ，

個人的に；

（1）自己の地区内に於ける新クラブ

の結成を監督すること；

　（2）自己の地区内にあるクラブの強

化に努めること；

　（3）自己の地区内のクラブ間，並び

にクラブと国際ロータリー間の親善関

係を増進すること。

　（4）地区大会及地区協議会に於て，

立案し，一推進し又司会せねばならぬ。

　（5）出来る限り早く彼の地区内の総

てのクラブへ公式訪問をすること；

　（6）地区の各クラブ会長及び幹事に

月信を送ること；

　（7）会長又は理事会が必要とする時

は，国際ロータリーに迅速に報告する

こと；

　（8）後継者にクラブ強化のため推薦

し得る活動と共に地区内クラブの状況

に関する充分な情報を提供すること；

　（9）後継者に継続される記録を引渡

すこと；

　a◎　地区における国際ロータリーの

役員としての責任に固有な他の任務を

果たすこと。

　しかしグレート・ブリテン及びアイ

ルラソドにおいては，地区ガバナーの

任務は，理事会の指示の下に，グレー

ト・ブリテン及びアイルランドたおけ

る国際ロータリーの定款並に細則に則

り，同地域単位の伝統的慣行に従っ

て，遂行されるものとする。同ガバナ

ーは又，国際ロータリーの会長又は理

事会の要求あるときは，その通りに，

直ちに，国際ロータリーに報告すぺ

く，且又，同地区における国際Pt・・一タ

リー役員としての責任に固有の他の責

務をも遂行するものとする。

　⇔　委員会　地区大会の第1回全体

会議において，地区ガバナー又は大会
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司会代理者は地区ガパナー指名のため

の選挙を行うべき場所，日及び時間を

指定し，又投票用紙を用意し，提供し，

投票場の準備をなし，且つ投票の事務

を処理するために3人よりなる委員会

を任命すべきものとする。候補者が単

に1人の場合には，指名は拍手によっ

て決することができる。

　㈱　指名投票　地区ガパナーの職に

指名するための提議は，地区における

クラブよりの選挙人によって地区大会

の議場において行わるぺきものとす

る。投票場は，地区大会が決定する期

間開放しておくべきものとする。候補

者2名以上の場合には，その投票は地

区ガパナーの決する処により連続式投

票又は単一移譲式投票の何れかにより

行うことができる。

　過半数の投票を獲得した候補者がそ

の地区のガパナーの職に指名せられた

ものと宣言せられるぺきものとし且つ

その指名は，地区ガバナー又は大会司

会代理者及び大会幹事によって国際ロ

ータリー事務総長に証明されなければ

ならない。

　連続式投票の場合何れの候補者も過

半数の投票を獲得しえなかったなら

ば，最低得票者を除き，地区大会の決

定する時に何れかが過半数を獲得する

まで投票を行なうものとする。

　単一移譲式投票の場合，過半数の投

票獲得者を決定するに当りては，必要

に応じて第2及びその後の選択を考慮

に入れるものとする。

　を9　地区ガバナ■■一指名委員会　如何

なる地区も，その地区大会に出席し且

つ投票するクラブ選挙人過半数の投票

を以て，地区ガバナー指名委員会によ

り，その地区のガバナー被指名者を選

ぶ規定を設けることができる。地区ガ

パナー指名委員会は，地区ガバナーノ

ミニーとして最適格の候：補者を物色

し，推薦する任務を果すべきである。

地区指名委員会の構成とその任務は，

地区大会に出席し投票するクラブの投

票人の過半数投票によって採択された

決議規定によるものとする。但し斯る

任務は，これに関する規定に一致する

ものとする。

　指名委員会により考慮される地区ガ

バナーの指名を提案しようとする如何

なるクラブをも勧誘する通知をガバナ

ーは指名委員会の名の下に発表するも

のとす。斯る提案が考慮されるために

は，地区ガバナーによって決定された

期日か又はそれ以前に指名委員会に到

達しなければならない。地区ガパナー

の斯かる通知書はその提案の宛先を付

記せねばならぬ。その提案は，クラブ

の例会に於て提案された候補者を指名

し且つクラブ幹事により正当に証明さ

れて採択された決議案の形式を以って

提出されるぺきものとする。

　その選択をなすに当り地区ガバナ・・一

指名委員会は，地区内のクラブに依っ

て提出された候補者だけに選択を限定

すぺきではない。

　地区指名委員会による如何なる指名

が行われたとしても，地区内の何れの

クラブと錐も地区ガバナー指名委員会

が地区ガバナーノミニー・一選択の通知発

表後に，ガバナー指定の期日又はそれ

以前に候補者指名に関するクラブ例会

に於て採択された決議案を地区ガバナ

ーに提出することにより，地区ガバナ

ーノミ＝一候補者を推薦することが出
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来る。

　指定の期日迄に何れのクラブよりも

斯様な指名をガバナーが受取らなかっ

た場合には，地区ガパナーは，地区ガ

パナー指名委員会の候補者を以て地区

ガバナー被指名者たるべきことを宣言

し，その後15日以内にそのことを地

区内の全クラブに通知しなけれぽなら

ない。

　指定期日に，地区ガバナーが，地区

クラブの何れからでも指名を受取り，

その指定期日より数えて15日の期限

が切れるまでその効力が継続している

場合には，地区ガパナーは，地区内全

クラブに対して各候補者の氏名及び資

格を通知し，且つ全地区ガバナー被指

名候補者を次の地区大会において投票

に付すべきものとする。

　前述の15日の期間を経過した時に，

地区内クラブよりの如何なる指名もそ

の効力が継続していない場合には，地

区ガバナーは，地区指名委員会の候補

者を以て地区ガバナー被指名者である

ことを宣言し，その後15旧以内に地

区内全クラブにその旨通知するものと

する。

　理由の如何にかかわらず，地区大会

の時に，如何なる指名もその効力を継

続していない場合には，地区ガパナー

職に対する指名は，地区内クラブの選

挙人により地区大会の議場において行

うものとする。

　地区ガバナーは，その地区の被指名

者を宣言してから10日以内に，その

氏名を事務総長に証明しなけれぽなら

ない。

　（ト）郵便投票による指名　必要な場

合には，理事会は，次の方法によって

行わるべき郵便投票にてその地区ガバ

ナー被指名者を選ぶ権限を地区に与え

ることができる。

　地区ガバナーは，地区指名委員会が

ある場合には，その委員と地区内各ク

ラブの幹事に地区ガバナー指名に関す

る公式発被をなし，之を郵送する手配

をしなければならない。総ての指名は

文書を以てし，クラブの会長及び幹事

によって署名されるか，或は，地区指

名委員会の場合には，その委員長によ

って署名されなければならない。その

指名文書は，地区ガバナーによって定

められた日又はその前に地区ガパナー

の手元に到達しなければならない。但

し地区ガバナーの決定する期日はその

発表の日より20日以内であってはな

らない。単に1名の候補者の場合には

投票の必要ないものとし，地区ガバナ

ーはその候補者を地区ガバナー被指名

者候補として宣言するものとする。

　候補者が2名よりも多い場合には，

単一移譲式投票の方法によるものとす

’る。

　候補者が1人より多い時には地区ガ

バナーは，地区指名委員会のある場合

はその委員会の選んだ候補者を記載

　し，且つ締切期日内にクラブより受取

った候補者の氏名をアルファベット順

に連記した投票用紙を作成し，その投

票用紙を各クラブに郵送しなければな

　らない。その投票用紙は投票数と共に

その発表後15目乃至30日の間にガバ

ナーの定めた締切期日又はその以前に

ガバナーに返送され且つガパナーによ

って受取られるようにしなければなら

ない。

　各クラブは，その選択の行われる前
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月の最終日の会員数に基づき，（名誉

会員を除く）会員数25名又はその過半

数毎に1票の投票権を有するものとす
る。

　過半数の投票を獲得した候補者が，

その地区の地区ガパナー職に指名され

たものと宣言せらるべきものとする。

連続式投票により何れの候補者も過半

数の投票を獲得できなかった場合に

は，最低得点者を除き，地区ガパナー

の定むる時期に，何れかの候補者が過

半数を獲得するまで郵便によって投票

すべきものとする。単一移譲式投票を

採用した場合には，必要に応じて第2

及びその次の選択を考慮して過半数の

得票者を決定しなけれぽならない。

　被指名者の氏名は，地区ガバナー一・　ee

よって事務総長に証明されなければな

らない。而して地区ガパナーは直ちに

候補者にその指名されたことを通知し

なければならない。

　（チ）特別選挙　何れの地区といえど

も地区ガパナーの職に被指名者を選ぶ

ことに失敗した場合，又はその職に対

する被指名者がその被選挙資格を失っ

た場合，そして国際大会における役員

の年次選挙以前に地区によって別な被

指名者を選ぶことが出来なかった場合

には，理事会はその過半数の投票によ

って地区ガバナ・・一の職に本細則に定め

られた資格のあるロータリアンを選挙

しなければならない。

　（り）解任　会長がある情況に基き且

つ充分な理由あるものと見なした場合

には，下記の如く地区ガパナーtを解任

することが出来る：

　若し会長が如何なる年であれ，その

9月30目迄に，地区ガパナーがその任

期中の最初の3ヵ月間に忠実に義務と

責任を果さなかったと信ずるに充分な

理由を認めた場合には，会長はその地

区ガバナ…一・ee，それに応じて通告し，

且つ，若し，その直後の12月30日迄

に地区ガパナーの職務遂行に満足する

ことが出来ない場合には，会長は，情

況を考慮の上，地区ガバナーを解任す

ることがあるべき旨忠告を与えるもの

とする。

　依）地区ガバナー　欠員　原因の如

何を問わず地区ガバナーの職に欠員を

生じた場合には・，理事会はその過半数

の投票によって，その職の総ての権限

及び特権を行使せしめるために本細則

に定められた資格を有するロータリア

ンを，その残余の任期間その職の空位

を補充するため選ぶ権限を有するもの

とする。但し会長は，理事会によって

その空位が補充せられるまで，その職

務及びすぺての権限並びに特権を行使

せしめるために，資格のあるロータリ

アンを地区ガバナー事務取扱として任

命することができる。

　一一時的にガバナーがその職務を行使

できない場合には，会長は，その期間

地区ガパナーの職務を果し且つそのす

べての権限と特権を行使せしめるため

資格のあるロ　一一タリアンを臨時に地区

ガバナー事務取扱に任命することがで

きる。

　国際年次大会において選挙せられた

地区ガバナー一が，当該地区外にあって，

その就任すぺき時期に帰ることができ

ない場合には，正地区ガバナーが帰る

まで，その直接の前任者が当該地区の

ガパナーの職を続けるものとする。

　QV）国際大会に提出　事務総長は，

一242一階

／
’

い
ー

毒

も

マ

1

国際P一タリー細則

国際大会が終了した直後の会計年度に

地区ガバナーとして就任のため指名さ

れたものとして証明され事務総長に通

告された地区ガパナーノミニー候補者

氏名を選挙のため毎年国際大会に提出

すべきものとする。

　　第14条

委　　員　　会

＊第1節　常任委員会　会長は次の常

任委員会の委員を任命するものとす
る：

　定款及び細則委員会

　国際大会委員会

　地区設定委員会

　財務委員会

　企画委員会

　広報委員会

　出版委員会

　但し会長は，彼の任期の次に来るロ

ータリー年度に開催すべき国際大会の

ための国際大会委員会を任命するもの

とする。

　常任委員会は，その年のために構成

せられたロータリー年度の7月1日に

その任務を始めるものとする。

　第2節特別委員会会長は，その
必要と認める，或は理事会の認める特

別委員会を任命することができる。そ

の特定の目的が達成せられるまでその

任務につくよう任命せられた特別委員

会はこれを特定委員会と称する。特別

委員会の任期は特定委員会を除き，委

員会がそのために任命されたロータリ

ー・ N度の終りまでとする。特定委員会

の任期はそのために任命せられた特定

の目的が達成せられた時に終るものと

　象1968年（メキシコ・シティー）国隙大会に於て改正

する。

　第3節委員長及び欠員会長は委
員長を指名するものとし，且つその委

員会に生ずるすべての欠員を補充する

権限を有すものとする。

　第4節諮問委員会（イ）理事会
は，地区ガパナーに諮問の目的を以て

地区委員会を設定する権限を与えるこ

とができる。

　（ロ）理事会は，或国における全クラ

ブを含む集団に，その国内における方

針を研究し，且つそれらのクラブによ

ってなすべき公共奉仕活動の計画をた

て，承認をうるため理事会にこれを提

出すべき諮問委員会を作る権限を与え

ることができる。

　の　理事会は，2箇国又はそれ以上

の国からなる地域におけるクラブの代

表者よりなる諮問委員会を，その地域

内のロータリー方針と手続の諸問題を

研究し且つこれを理事会に助言するた

めに設定することができる。

　第5節　職権による委員資格　会長

は，会長指名委員会を除く国際ロータ

リーの全委員会の職権による委員とす

る。職権によるあらゆる委員はその委

員職の総ての特権を持つものとする。

　第6節　任期　本細則，地域その他

の委員会の手続規定，又は委員会を設

定した国際大会の特別議決等により特

に定められたものを除き，如何なる人

と難も国際ロータリーの委員会に2年

よりも多く在任する権利を有しないも

のとする。如何なる人といえども一つ

の委員会に2年間在任したものは同・一

委員会の次の任命には権利を有しない

ものとする。本節の規定は，如何なる

委員会の職権による委員又は特定委員
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国際ロータリー細則

会の委員にも適用しないものとする。

　第7節　定款及び細則委員会　本委

員会はβ名の委員よりなり，内1名は

毎年3力年の任期で任命せられるもの

とする。本委員会の任務は国際ロータ

リー定款の文書に関するすべての事項

について理事会に助言するものとす
る。

　第8節国際大会委員会各国際大
会の大会委員会は5名の委員よりなる

ものとする。国際大会委員会は，本細

則又は理事会によって他の役員又は他

の委員会に特別に委任されていないす

べての大会に関する事項を含み，その

任命された国際大会開催の準備に関し

て責任をもたなければならない。

　各国際大会委員会は，国際大会報告

書が出来上り且つその報告書が理事会

によって採択せられる迄はその任務を

続けるものとする。

　第9節　地区設定委員会　本委員会

は3名の委員よりなり，内1名は毎年

3力年の任期を以て理事会より任命せ

られるものとする。

　本委員会は，新地区の設定及び既設

地区の境界を調節するに当り会長及び

理事会を援助するものとする。

　第10節　財務委員会　本委員会は5

名の委員よりなるものとする。内1名

は1年の任期にて任命せられ，その他

4名の委員は毎年2名宛2年の任期を

以て任命せられるぺきものとする。

　本委員会の任務は次の通りとする。

　（1）一般の運営及び雑誌の各種版に

関する国際ロータリーの部課別予算の

作成及びその勧告；・

　（2）国Wt　Pt　一タリーの資金保管者の

推薦；

　（3）国際ロータリーによって用いら

れている会計帳薄及び記帳方法の監
督；

　（4）国際ロータリー・・一の財政に関する

総ての事項について理事会に助言。

　第11節企画委員会（イ）本委員会

は6名の委員よりなり，内2名は毎年

3年の任期を以て任命せられるものと

する。

　（ロ）企画委員会の任務は次の通りと

する；

　（1）　ロータリーのプログラム，基本

的方針及びそれらが履行されている範

囲を継続的に検討すること。

　（2）理事会より付託された総ての事

項を研究して理事会に報告すること。

　（3）時代のすう勢と密接な関係を保

ちロータリーが如何に良く其の機能を

発揮しているかを評価すること。

＊第12節広報委員会本委員会は3
名の委員より成り，内1名は3年の任

期をもって，毎年任命されるものとす

る。

　国際ロータリーの広報計画につい
て，理事会に勧告することは，広報委

員会の任務とする。

　第13節出版委員会本委員会は多
種類の文献の出版及び普及に経験のあ

る5名の委員により構成されるものと

する。3名の委員は，毎年1名を3力

年の任期を以て任命し，そして2名の

委員は毎年1年の任期を以て任命せら

れるものとする。

　本委員会の任務は機関雑誌を含み国

際ロータリーの総ての文献を発行する

に当って理事会に勧告するものとす
る。

　塾1968年（メキシコ・シティ帥）国除大会に於て改正
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国際ロー・タリ・一細則

　第14節委員の資格委員会の委員
長及び各委員は，クラブの正会員，シ

ニア・アクチブ，又はパスト・サービ

ス会員でなけれぽならない。

　第15節委員会幹事本細則に別に
規定されているか，或は委員会を作る

に当り国際大会或は理事会による特別

の決議の下の別な規定がない限り，事

務総長はすべての委員会の幹事となる

ものとする。事務総長は幹事代理を指

定することができる。

　第16節定足数本細則又は委員会
を作るに当り国際大会或は理事会によ

る特別の決議の下に別な規定がない限

り，委員会の如何なる会議においても

委員会の全委員の過半数が定足数を構

成するものとする。

　第17節通信による事務の処理委
員会は，本細則或は国際大会又は理事

会の特別な決議によって別に定められ

た場合を除き理事会の定める手続規定

に従い，郵便，電信，無線電信又は電

話によって事務を処理することができ
る。

　第18節権限会長指名委員会を除
き，すべての委員会決議は理事会の承

認を受けるものとする。

　　第15条

会　計　事　項

　第1節　会計年度　国際ロータリー

の会計年度は7月1日に始まり6月30
日に終るものとする。

　第2節　クラブ報告毎年7月1日
及び1月1日に，各クラブは，その日

の会員数を理事会に証明するものとす

る。その証明書はクラブ会長及びクラ

ブ幹事により署名の上事務総長に送達

せられるものとする。

　第3節（イ）分担金。各クラブは，

（グレート・ブリテソ及びアイルラソ

ド所在のクラブを含めて）その正会員，

シニア・アクチブ会員及びパスト・サ

ービス会員の各々につき，半年毎に4

ドルの人頭分担金を国際ロータリーに

支払うものとする。

　（ロ）理事会は，如何なるクラブに対

しても，上記分担金のうち理事会が正

当と認める（部）分を返還しなけれぽな

らない。

　（A）グレート・ブリテン並びにアイ

ルラソド所在の各クラブは，国際ロー

タリーの代行機関でグレート・ブリテ

ソ及びアイルランドの国際ロータリー

として知られている領土別単位を通じ

て，国際ロータリーにその人頭分担金

を支払うものとする。グレート・ブリ

テソ及びアイルランド所在のクラブに

より半年毎に支払われ，国際ロータリ

ーにより留保さるぺき人頭分担金総額

は，国際ロータリーが毎年，グレート・

ブリテン及びアイルランドにおけるク

ラブのために支出する金額の半額より

少なからざるものとし，前記クラブが

支払いたる人頭分担金の残額はグレー

ト・ブリテン及びアイルランドの国際

ロータリーに割り当てられ且つ留保せ

らるぺきものとする。

　グレート・ブリテン及びアイルラン

ドのクラブが半年毎に支払い，国際ロ

ー一 ^リーが留保すべき人頭分担金額

は，グV一ト・ブリテソ及びアイルラ

ンドのクラブのために直前3年間に国

際ロータリーが支出した平均年額を基

礎にして，3年目毎に理事会が決定す

るものとする。これにはPt・一タリーの
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プログラムを世界的に推進するための

国際ロータリーの一般運営費のクラブ

割当金を含めるものとする。斯かる平

均年額は，50セントの倍数でない場

合，50セントの次の高き倍数に調整

するものとする。

　←）如何なる国の通貨といえども，

その国のクラブが国際ロータリーに対

する義務を履行するために自国の通貨

を極端に多く支払わなければならない

程度に下落した場合には，理事会はそ

の国のクラブからの支払を調節するこ

とができる。

＊第4節　支払日　（イ）分担金は毎年

7月1日及び1月1日を以て本条第3
節の規定に従い支払わるべきものとす

る。分担金は合衆国通貨で国際ロー一一タ

リーに支払わるべきものとする。然し

ながら，クラブがその会費を合衆国通

貨にて支払うことが不可能であるか或

は非実際的である場合には，理事会は

或他の通貨で支払う権限を与えること

ができる。尚又，理事会は，非常状態

がその処置を適当とする時には，分担

金の支払を延期することができる。

　㈲如何なるクラブも，その加盟日

付後の半期迄は分担金支払の義務が生

じないものとする。

　第5節　予算　理事会は毎年，次の

会計年度の予算を採択すぺきものとす

る。予算は必要があれば次の会計年度

における理事会によって修正すること

ができる。

　第6節会計検査理事会は，年次
的に又は臨時に国際β一タリーの会計

帳薄及び証拠物件を，免許，公認又は

登録会計士，或はその国における有名

　＊　1968年（メキシ認．シティ→国際大会に於て改」三

な会計検査人によって検査できるよう

用意し且つ検査せしめなけれぽならな

いものとする。事務総長及び財務長

は，理事会よりの要求があれぽ何時た

りともその帳薄及び証拠物件を提出す

べきものとする。

　　第16条

倫　　理　　掟

　これまでに採用されたロータリーの

倫理掟は，本細則の改正に定められた

方法による外，変更又は改正されない

ものとする。

　　第17条

名称及徽章
　第1節　保存　国際ロータリーの目

的及び綱領の達成上，理事会は国際ロ

ータリーの総ての徽章類（エムブレム，

バッジ及び他のインシグニア）を全ロ

ータリアンの専用と利益のため維持し

且つ保存するものとする。

　第2節　使用制限　国際ロータリー

或はクラブの名称又は徽章類（エムブ

レム，バッジ又は他のイソシグニア）

は，何れのクラブ又はクラブの如何な

る会員によっても，商品の商標又は特

別な品質を表現するものとして用い，

或は商業上の目的のために使用されて

はならないものとする。その名称又は

徽章類（エムプレム，バッジ又はイソ

シグニア）を如何なる他の名称又は徽

章と組合せて用いることも，国際ロ・一一

タリーで認められていない。
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　　第18条
その他の運営事項

第1節出席報告各クラブは，そ

国際ロータリー細則

の例会における出席月報を，毎月最後

の例会直後地区ガバナーのある処では

そのガバナーに，然らざる場合には事

務総長に提出すぺきものとする。

　第2節　ロータリー・クラブの各正

会員，シニア・アクチブ会員，及び・ミ

スト・サービス会員は，他の如何なる

クラブの例会にも出席する特権を有す

るものとし，且つ何時たりとも出来う

る限り出席するよう奨励されている。

＊第3節　国際協議会　（イ）時期及び

場所　次年度の国際ロータリー事業の

協議と計画の目的のために，毎年国際

協議会を開催するものとする。理事会

は，国際協議会の開催時期と場所を決

定し，且つそのプログラムに責任を有

するものとする。

　（ロ）構成　国際協議会の構成は次の

如きものとする：会長，その他の理

事，もしあれば会長被指名者及び理事

被指名者，事務総長，財務長，地区ガ

パナー被指名者，グレート・ブリテソ

及びアイルランドにおける国際ロータ

リーの役員被指名者，国際ロータリt・一・

委員会委員長，及びそQ．他理事会の指

定するもの。

　の　臨時又は地方協議会　緊急事態

又は特別の事情に備えるため，理事会

はその定むる時期と場所において2回

又はそれ以上の斯様な協議会又は地方

協議会の開催を準備することができ
る。

　第4節　元会長会議　（イ）構成　ク

ラブにおける正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はパ入ト・サービス会員の資

絡を保持している元会長よりなる常置

会議であるべき元会長会議（以下本節

においては会議という）をおく。

　会長は，職責による会議員とし，会

議に出席し発言権を有するも，議事に

対する投票権を有しないものとする。

　（ロ）役員　最後より2番目の元会長

が会議の議長となり，最後より2番目

の元会長の次前の会議員がその副議長

となるものとする。

　事務総長は会議の幹事とならなけれ

ばならないが，その会議員ではない。

　の　任務　会議は通信によって，会

長又は理事会より付議された案件を検

討しそれに対し，助言し且つ勧告しう

るものとする。

　←）会合　会長又は理事の意見で会

議の一致した考察及び勧告が必要な場

合には，会長又は理事会は会議を招集

することができる。国際大会におい

て，その大会に出席した会議員の非公

式会議を開くものとする。

　会長又は理事会により会議が招集さ

れた場合には，会議の議題があるもの

とする。議題は，会議の考察と勧告の

ために，会長又は理事会によって会議

に付託された案件を含むものとする。

　㈹　報告　会長又は理事会により招

集された各会議の後，会議の議長は理

事会に報告すぺきものとする。理事会

がその圏的の為全部又は一一部を解放す

るにあらざれば，その報告について何

等の発表をも行ってはならない。

＊第5節　国際ロータリー地域大会

国際ロータリー・地域大会として知られ

ているクラブ会員の大会が，理事会に

よって，その定むる時期と場所におい

て招集されることがある。

　理事会は，その会員が地域大会に参

　糧968年（メキシコ。シチィー）国際大会に於で改正
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国際U一タリー細則

与できるクラブを指定するものとし，

その名称，構成及び運営，並びにそれ

についての手続規定を含むすべての細

部項目を規定するものとする。

　斯様な地域大会の目的は，面識と理

解を広め且つそれを増進するためにロ

ータリー・クラブの所在地域のクラブ

会員を集めること，及び，ロータリー

綱領の範囲内にある諸問題討議のため

の討論会を提供することにあるものと

する。

　地域大会はその目的に添う決議を理

事会に対する勧告案として採択するこ

とができる。

　第6節　議事規定　ロバート式議事

規則は定款及び本細則，又は国際ロー

タリーによって採択された特別規定等

に判然しない手続の総てに対する議事

法の典拠となるものとする。

　　第19条

機　関雑誌

　第1節権能理事会は，国際ロー
タリーの機関雑誌である月刊雑誌を発

行し又はその監督及び管理の下に発行

せしめる。雑誌は理事会が許可する版

を印刷すぺきものとする。基礎的な版

は英語で印刷しThe　Rotarianと称
する。機関雑誌の目的は，国際ロータ

リーの目的普及とロータリーの綱領達

成に理事会を援助する手段となすにあ
る。

＊第2節ロータリアン驚購読料
　（イ）アメリカ合衆国及びカナダにお

ける各クラブは，その正会員，シニア・

アクチブ会員，及びパスト。サービス

会員が上諸定期刊行物の有料購読者と

　窒1968錯（メキシコ・シティー）頃藤大会に於て改正

なり，その会員資格を保持する間は之

を続けることを会員資格の条件となす

べきものとする。その購読料はクラブ

によって正会員よりその一般会費の一

部として，或はそれに加えて，徴収せ

らるべきものとする。各クラブは特別

購読出納係の帳薄にその購読料金を記

入し，且つ購読者の代理人として会員

の購読料を国際ロータリーに送付すべ

きものとする。

　（ロ）ロータリアソ誌の購読料は次の

通りとする：アメリカ合衆国，カナ

ダ，及びキューバ並びに最低郵便料金

の通用している国においては，合衆国

通貨にて年2ドル50セソト（又はク

ラブ所在国の通貨にて之と同価値の料

金）とし，その他のすぺての国におい

ては，合衆国通貨にて年3ドル（又は

クラブ所在国の通貨にてこれと同価値

の料金）とする。但し理事会は雑誌代

理店に取引業者としての割引をなし，

且つ公立図書館，病院，教育，慈善そ

の他公共福祉施設，並びに贈与及び国

際奉仕購読等特別購読料を設定するこ

とができる。

　機関雑誌の他の版に対する購読料は

理事会により決定せられるものとす
る。

　Q9如何なる年の雑誌よりの収入の

如何なる部分といえども，その発行及

び改良費以外の目的に支出してはなら

ない。理事会が別に定めるのでなけれ

ば収支の剰余金は，年度の終りにおい

て国際ロータリー・utの一般剰余金に繰入

れなければならない。

　　　　　　第20条
　　　　　自』タリー財団
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＊第1節ロータリー財団のすべての

財産に対する名義は，本細則又は贈

与，遺譲，或は遺贈の条件に従い規定

せられているものを除き，それを保管

し，投資し，処理し，且つ管理し，そ

して理事会の承認の下に基本金又はそ

れより生ずる利益を単一信託財産とし

て国際ロー・・一タリーの目的，又はロータ

リーの綱領推進のため，又は国際ロー

タリーに依って後援され承認された博

愛，慈善，教育，或は他の慈善事業の

目的，目標，運動又は公共団体の為に

支出する11名の管理委員及びその後

任者に帰属するものとする。

　n　・一タリー財団の財産を運営するに

当っては，贈与，遺譲，或は遺贈の条

件で特に別な規定がない限り，管理委

員は，前記財産の全部又は一部を，そ

の最善と考えられる価格及び条件の下

に，売却，貸与，譲渡，或は交換をな

し，その必要又は当然と考えられ且つ

法律の許す委任状，代理権，又は契約

を執行且つ履行し，投資の行われた処

の裁判管区の法律が許す限り，現在及

び将来施行せらるべき信託資金の投資

を制限する如何なる法律にも関係な

く，信託資金の投資に適当と考えられ

る，借款，担保，又は不動産に投資又

は再投資し；その所有に帰した現金又

は財産を資本又は収入として取扱うべ

きか否かにつき，又はその正当且つ公

正と考えられる処に従い経費又は損失

を資本又は収入金に課するか或は割当

てるか等を決定し，信託の執行に当

り，取消権を保有して，管理委員が適

当と認め且つその裁判管区の法律が許

す，信託財産の運営及び投資権を委任

　＊1968年（メキシコ・シテ・（一）国際大会に於て改正

する信託会社を含む，適当な代理者及

び弁護士を選択して雇い，そして適当

な報酬及び費用を支弁する等の権限を

有するものとし，相当の注意がその選

択に払われていたという条件の下に，

管理委員は，如何なる場合にも斯様な

代理人又は弁護士の怠慢，遺漏，又は

悪事に責任を問われることなく；管理

委員は，自己の全面的怠慢又は故意の

怠慢以外の場合は，如何なる損失又は

損害にも責任がないものとする。

＊第2節　管理委員の任命は，理事会

の承認を得て，会長が行うものとす
る。管理委員のうち6名は国eeロ　・一タ

リーの元会長，3名はロータリー財団

が支持する活動分野の経験者とし，残

り2名は財政面の経験者とする。国際

膵一一タリーの元会長である6名の管理

委員の任期は6年とし，他の管理委員

の任期は2年とする。管理委員は再任

され得るものとする。各管理委員はク

ラブの正会員，シニア・アクチブ会員．’

又はパス下・サ…一ビス会員たるべく，

如何なる管理委員も辞任すればその職

席は空位となるものとする。

　理事会はその4分の3の投票によっ

て，確かで且つ十分の理由があれば如

何なる管理委員と難もこれを罷免する

権限を持つものとする。但しその処置

を行う会合の時期及び場所の通知を先

，ず全管理委員に送り，且つ罷免せんと

する管理委員にその会合において聴問

される機会を与えなければならない。

かかる罷免は，次の国際大会で過半数

の投票により批准せらるべく，本大会

において罷免が発効するものとする。

一一 浮嶋

管理委員の死去，辞職，罷免又は無

象1968年（メキs・コ・Vテd－）国廉大会に於て改正
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国際n”タリー細則

能力となった場合には，会長は理事会

の承認をえて，その就任期間その任務

につく後任者を任命するものとする。

　如何なる理由によって任命又は新設

された後任管理委員にも，元の管理委

員に与えられたと総ての点において同

一の権限と自由裁量を持ち且つ同様の

任務が与えられなければならない。

　第3節　管理委員会は，毎年，管理

委員の1名を次年度の委員長に指名す

るものとする。同委員長の死，辞職

又は無能力となった場合には，管理委

員会は委員長を指名し，残存任期中奉

仕せしめるものとする。

　第4節管理委員は無報酬にてその
任務に当るものとする。

　第5節　管理委員は財団の目的及び

運営並びに贈与，遺譲，及び遺贈の書

式に関する情報の作成及びその配布の

責任を付託されるものとする。

　第6節　管理委員は，寄付者又は遺

言者によって特に指定された目的に対

して，ロータリー財団の財産よりの収

，入又はその基本金を支出する全権を有

するものとする。ロータリー財団の財

産よりの収入を以てなすべき他のすぺ

：ての支出は，必要な運営費を除き，理

事会又は国際大会が決議によって先ず

それを規定した後においてのみ行わる

べきものとする。仮令理事会又は国際

大会の決議により斯様な支出が規定さ

、れたとしても，管理委員の過半数が之

れに賛成した後でなければ，その支出

は行なわれないものとする。寄付者又

は遺言者が特に指定した目的のため以

外は，ロー・タリー財団の基金の如何な

．る部分も，国際大会の決議により認定

，せられ，且つt理事会の決議により承

認され，ロータリー財団管理委員会の

過半数の承認を得るのでなけれぽ，支

出されないものとする。

　第7節管理委員は，国際大会又は
理事会の決議によって与えられた特別

の権限によって，何時たりとも，管理

委員の見解において，合法的にするた

め又は贈与，遣譲，或は遺贈の無効に

なることを防止するため或はロータリ

ー財団の完全又は適切なる運営のため

に，法人組織が必要且つ適当である場

合には，決議によって規定されたか或

はその規定がない場合にはその裁判管

区の下に管理委員が正当と考える憲章

の形式でロータリー財団を法人組織と

するに必要且つ適当なすべての手続を

とることができる；そして斯様な法人

組織ができ，管理委員に‡る法人への

完全譲渡が行われたならば，ロータリ

ー財団の全財産の名義は法人に帰属す

るものとし，法人は，すべての権利，

権限，特典，及び免除を享有し且つ行

使することができ，且つ従来管理委員

に帰属していたすべての任務を執行す

るものとする。

＊第8節　ロータリー財団の運営に必

要な経費は，その管理委員会の経費を

含み，すべて，理事会が別に規定しな

い限り，管理委員の過半数の承認によ

り，財団の資金より支払われるものと

する。

　第9節　管理委員は，理事会の承認

をえて，その見解において必要且つ適

当と認めるならば，財団運営の規則を

採択することができる；而して斯様な

規則のすぺては，．非合法なもの又は寄

付者或は遺言者の特に表示した意志に

　＊　Z968年（メキシコ・シティー）国際大会に於て改正
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反するもの，或は国際ロータリー定款

及び細則に反するものを除き，管理委

員の約定及び規定となるものとする。

　第10節　管理委員は，信託の忠実な

る実行に対し如何なる保証金の提出を

も要求されていないものとし，何れの

裁判管区によって一般に要求されてい

る斯様な保証金は除外されている。

改

第21条
正

　第1節時期本細則は，本細則第
6条第2節に定められた非常時の場合

を除き，偶数年に開催される国際大会

においてのみ，その改正案の提出され

ている大会に出席且つ投票する選挙人

によって改正することができる。

　第2節提案者本細則に対する改
正案は，クラブ，地区大会，グレート・

ブリテソ及びアイルラソドにおける理

事会，規定審議会，又は理事会によっ

てのみ提出することができる。

　第3節手続本細則を改正せんと
する提案は，規定審議会開催のロータ

リー年度の8月1日までに事務総長に

到達していなければならない。

　事務総長はその謄本を規定審議会及

び国際大会が審議するP　一一タリー年度

の11月1日までに各クラブの幹事に

郵送するものとする。

　事務総長は正規に提出されたすべて

の改正案を直接審議会に移送しなけれ

ばならない。

　審議会は，正規に提出された斯様な

制定案及び提出されたそれについての

如何なる修正案も審議し，且つそれに

ついて決議をなすための勧告案を国際

大会に報告すぺきものとする。

　第4節　財務的変更　クラブにより

支払うべき分担金の如何なる変更をな

すための改正案も，斯様な改正案が通

過した国際大会後の1月1日までは効

力を発生しないものとする。
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名
第1条

称

ホ
、

津

　本クラブはN　　　ロータリー・ク

ラブと称する。（国際ロータリー加盟
員）

　　第2条
区　域　限　界

　第1節本クラブの区域限界は次の
通りである。

り権威あらしめること：

　第3　各ロータリアンは，その個人

生活，職業生活，社会生活の別なく，

常に之れに「奉仕の理想」を適用する

こと；

　第4　「奉仕の理想」に結ぼれた職

業人の世界的親交によって，国際間の

理解と友情と平和とを促進すること。

綱

’
鴨

第3条
領

　ロータリーの綱領は，尊ぶべき事業

の基準として奉仕の理想を奨励且つ育

成し，特に次の事項を奨励育成するに

ある：

　第1　奉仕の・・一…一つの機会として，知

り合いを拡めて行くこと；

　第2　職業上の高き道徳的基準；総

ての有用な職業の価値あることの認

識；そして社会に奉仕する好機として

の各自の業務を，各ロータリアンにょ

†1922年　合衆国カリツオルニア州ロスアンゼルス

に，て開かれた国殴大会において採択せられた国際ロ爾

タリーの細則は，その後結成せられるロ幽タリー・ク

ラブは，此の標準定款を採用すべきことを妻求してい

る。

集

第4条
会

　第1節本クラブは，細則の定める

日時に毎週1回例会を開くものとす

る。但し，非常時又は良い理由の下

に，クラブの理事会は，週例会を同一一S

週の別の日，又は定例日の別な時間，

又は別な場所に変更し，或は，法定休

日に当る例会を廃止し，或は，クラブ

会長の死去，又は全地域社会にわたる

伝染病の流行又は災害の理由の下に例

会を廃止することがある。

　第2節本クラブは，細則の定むる

ところにより毎年3月31日以前に本

クラブの役員を選挙するため年次総会

を開催するものとする。

　　第5条
会　員　組　織

　第1節種類。会員は，正会員，シ
ニア・アクチブ会員，パスト・サービ

ス会員，及び名誉会員の四種とする。

一255一
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クラブ定款

＊第2節正会員資格。品性高潔，事

業上令名ある成年男子であって，（d）

一般に認められた立派な事業の経営
主，共同経営者，会社役員又は支配人，

或は

　（ロ）一般に認められた立派な事業に

おいて，自由裁量権と共に執行権を有

する重要な地位にあるもの，或は

　の　一般に認められた立派な事業の

地方代理人，支店の代表者であって，

その代理又は支店業務の執行に関する

すべてを委任されているもの，且つ

　クラブで分類された事業又は専門的

職業に自身で実際に従事し，且つその

事業所又は居住所の所在地が本クラブ

の区域限界内にあるもの。

　第3節　職業分類。（イ）本クラブの

正会員は，各自の職業に従って分類さ

れなければならない。

　（ロ）各正会員の職業分類は，その所

属する商店，会社又は公共団体の主要

且つ一般に認められた業務を含もので

なければならない。若し単独で職業に

従事する場合は，その職業分類は彼の

主要且つ一般に認められた事業活動を

含むものでなければならない。

　の　訂正方法。理事会は，その自由

裁量において，正当の理由ある場合に

は，その会員の資格が終結していない

如何なる会員の職業分類も，之れを訂

正又は調節することができる。提案さ

れた斯様な訂正又は調節については，

適当な通知をその会員に与え，且つ彼

にそれについての聴問を許さなければ

ならない。

　第4節制限。正会員は，職業の各

分類から夫々1名とする。但し本条第

　触968年（メ専シ3・シfイー）国際大会に於て改正

5節及び第6節に規定する新聞業並び

に宗教の職業分類及びアディショナル

正会員は此限りでない。

　第5節アディショナル正会員。（イ）

本クラブの正会員は何人もその所属す

る商社又は事業場より1名の追加会員

を推薦し，クラブはこれを正会員に選

挙することができ，その職業分類は推

薦者のものと同一でなけれぽならな

い。斯様なアディショナル正会員の資

格は正会員に要求されているものと同

一一ﾅあるべきものとする。アディショ

ナル正会員の資格は彼を推薦した正会

員の正会員資格終結と共に本節の上記

規定の下に選ばれたアディショナル正

会員の会員資格が自動的に終結するこ

と以外は，すべての点において正会員

である。

　（ロ）クラブは，其の職業分類を保持

している会員の承諾を条件として，実

際に業務に従事している職場が其のク

ラブの区域限界内にあり，且つ会員と

しての他の資格をもっている何れかの

Pt・一一タリー・クラブの元正会員をアデ

ィショナル正会員に選ぶことができ

る。但し次の条件に該当することを要
す。

（1）如何なる場合においても，本節本

　　項の規定の下に選ぼれたアディシ

　　ョナル正会員は，いかなる職業分

　　類にも1名以上あってはならな
　　い。又

（2＞斯く選ばれた如何なる会員も，彼

　　が元所属クラブにおける職業分類

　　下でそのクラブ区域限界内にて実

　　際に活動を止めたと言う唯Ptの理

　　由により会員資格が終結したので

　　なければならない。

一256一
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（3）又本節本項の規定の下に選ばれた

　　アディショナル正会員は，其の職

　　業分類が空席になった場合には，

　　会員でなくなるものとする。但し

　　其の職業分類が再び充填された時

　　は，（本節④項の規定に基く職業

　　分類の保持者がアディショナル正

　　会員を推薦する権利を侵害するこ

　　となく）彼は再び選ばれることも

　　ある。

　第6節宗教及び新聞業分類。本ク

ラブの区域限界内に於ける1宗派以上

の各派代表者及び発行している1社以

上の各新聞業代表者は，他の点で正会

員たる資格を有する限り，同一職業分

類の下に正会員として入会する資格が

ある。

＊第7節　公職者。公選又は任命によ

り特定の期間に限り公職にあるもの

は，正会員として斯様な職業分類の下

に本クラブに入会する資格がない。但

し，学校，大学もしくは他の教育機関

に在職するものは此の限りでない。

　本クラブの正会員が，特定の期間公

職に公選又は任命された場合，彼はそ

の在職期間中，公選又は任命の直前，

彼がクラブで代表していた職業分類の

下に正会員資格を持続することができ
る。

　第8節地方優先。外部商社の地方

代理店または支店の如何なる代表者

も，本クラブ区域限界内に主たる事業

所を有する適当な会員候補老がある場

合には，正会員となることはできない。

　第9節シニア・アタチブ会員。
　（イ）本クラブの正会員で

（1）現に本タラブの正会員であり，通

　＊rg68年（メキシコ・シティー）国際大会に於で改正

（2）

（3）

員であるもの，又は

本クラブの正会員であった如何なるパ

スト・サービス会員も，本クラブの正

会員でなくなった時に，シニア・アク

チブ会員としての前記資格を有してい

るもの，

等は，本人の希望により，その意志を

幹事に書面を以て通知することによっ

て，本クラブのシニア・アクチブ会員

となることができる。

　（ロ）年齢65歳以上の正会員で通算

5年以上一クラブ又はそれ以上のクラ

ブの正会員であった如何なる正会員

も，自動的にシニア・アクチブ会員と

なるぺきものとする。

　の　本クラブは，クラブの正会員を

やめた時に，既にシニア・アクチブ会

員となる資格を有していた何れのロー・

タリー・クラブの元会員をも任意にシ

ュア・アクチブ会員に選ぶことができ

る。但しかかる元会員は，本クラブの

区域内か本クラブ所在地の郊外に居住

していることを要する。

　⇔　シニア・アクチブ会員は，次に

示す条件を除き，正会員の総ての権

利，特典及び責任を有するものとす
る。

（1）彼は職業分類を代表するものでは

　　ない。そして

②彼はアディショナル正会員を推薦

　　する権利をもたないものとする。

一257・一

算15年以上何れかのロータリー・

クラブの正会員であったもの，又

は

年齢60歳以上で，通算10年以上

一クラブ又はそれ以上のクラブの

正会員であったもの，又は

国際ロータリーの現役員又は元役
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本クラブは，かかるシニア・アクチブ

会員の従事する職業分類に，1名の有

資格者を，会員として入会せしめるこ

とができる。　　　　　　　　　　，

　第10節パスト・サービス会員。

（イ）職業生活から引退した理由の下

に，正会員の資格が終結したロータリ

ー・クラブの元会員で，5年以上何れ

かのロータリー・クラブの正会員であ

ったものは，本クラブのパスト・サー

ビス会員に選ばれることができる。か

かる元会員は，パスト・サービス会員

としての総ての資格を有する限り，正

会員の資格を失うと同時に，或はその

後随時，パスト・サinビス会員に選ば

れることができる。但し，職業生活か

らの引退が，ロータリー会員でなくな

った後に起ったものは，パスト・サー

ビス会員となることはできない。バス

ト・サービス会員は本クラブの区域

内，若しくは，本クラブ所在地の郊外

に居住し，且その居住を継続すること

を要する。但し，本クラブの正会員で

あったものは，彼が本クラブの正会員

でなくなった時に住んでいた場所に居

住し且つ居住し続けることができる。

　（ロ）次に示す条件を除き，パスト・

サービス会員は正会員と同様の権利，

特典及び責任を有するものとする。

（1）彼は職業分類を代表するものでは

　　ない。

（2）彼は，（本条第9節（イ）項の規定を

　　除き）シニア。アクチブ会員とな

　　る意志を行使できない。

③彼は，アディショナル正会員を推

　　薦する権利を有しない。

　第11節名誉会員。（1）クラブ区
域内に居住し又は居住したことのある

成年男子であって，ロー・・一タリーの理想

推進にその地又は他の地において，著

しい貢献をなしたものは，本クラブの

名誉会員に選ばれることができる。

　（ロ）名誉会員は，入会金及び年会費

を免ぜられるものとし，投票権を有せ

ず，クラブの役員になることができな

い。又，クラブの財産についての何等

の権利をもたず，且つ職業分類を代表

しない。但し，総ての会合に出席する

資格を有し，且つクラブにおける他の

総ての特典を享有するものとする。本

クラブの名誉会員は，他の何れのクラ

ブにおける如何なる権利又は特典をも

受ける資格がない。

　　第6条

役員及び理事

　第1節本クラブの管理主体は，細
則の定むる処により組織せられた理事

会とする。

　第2節本文中別に明確に定められ
たものを除き，総てのクラブ事項に闘

する理事会の決定はクラブに対し異議

の申立ができるという条件の下におい

て最終とする。理事会は，総ての役員

及び委員会の管理権を有するものと

し，正当の理由あるときは役員を罷免

することができる。役員及び委員会の

処置に対して異議の申立があるとき

は，理事会はその審査に当る。理事会

の処置に異議あるときは，クラブに対

して異議を申立てることができる。ク

ラブは，理事会によって指定された例

会に之を付議し，定足数に達した出席

会員三分の二以上の得票あるときに限

り，理事会の決定を破棄することがで

きるものとし，幹事は，斯様な異議申

一258一
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立に関する通告をその例会の少くとも

5日前に発送すべきものとする。

　第3節本クラブの役員は，会長1
名，副会長1名又はそれ以上，何れも

理事でなけれぽならない。又幹事，会

計，会場監督は各1名とする。幹事，

会計及び会場監督の一部又は全部を理

事とするか否かは細則を以て定める。

　第4節役員は，選挙後の7月1日
に就任し，その選ぼれた期間若しくは

後任者が就任するまでその職務をとる

ものとする。

　各役員及び理事は，本クラブの立派

な資格ある正会員（アディショナル正

会員を含む），シニア・アクチブ会員又

はパスト・サービス会員でなければな

らない。

　　第7条
入会金及び会費

　第1節本クラブの各正会員，シニ

ア・アクチブ会員及びパスト・サービ

ス会員は，細則に定められた入会金及

び年会費を納入しなければならない。

但し本クラブの正会員であったシニ

ア・アクチブ会員又はパスト・サービ

ス会員は，更めて入会金を納入するこ

とを要しないものとする。

　　　第8条

会員資格の持続期間

　第1節期間。会員資格は，以下定
むる規定により終結せられざる限り，

本クラブ存続申継続するものとする。

＊第2節終結。（イ）正会員が，クラ

ブで分類された職業に自身で実際に従

事することをやめ又はその事業所又は

　＊　1968年（メキシコ・シティー）国廉大会に於て改正

居住所が’クラブの区域限界内になくな

った場合，又はその所属商社との関係

を絶ったときは，その会員資格は自動

的に終結すべきものとする。但し正会

員がクラブの区域限界外に移転する場

合は，彼が引き続き同一の職業分類の

下に事業又は専門的職業に従事し，且

つ出席規定その他すべてのロータリー

会員資格の条件に従う限り，彼の移転

先の地域社会にあるPt　wタリー・クラ

ブを訪問して知られるようになるた

め，クラブ理事会の許可の下に2ヵ月

を超えざる期間の特別賜暇が与えられ

る。彼の会員資格の終結は彼に与えら

れた賜暇期間の終了と共に発効するも

のとする。

　（ロ）（1）本定款第5条第5節（イ）項の

下に選ばれたアディショナル正会員の

資格は，その推薦者たる正会員の資格

終結または彼が本クラブのシニア・ア

クチブ会員になった事により，自動的

に終結するものとする。若しアディシ

ョナル正会員たりしものが，速かに本

クラブの正会員に再選せられた場合に

は再度の入会金を納入することを要し

ないものとする。

　（2）定款第5条第5節（n）項の規定に

基き選ばれたアディショナル正会員

は，その職業分類が空席となった場合

には会員資格を喪失するものとする。

但しその職業分類が再び充填された時

は（本定款第5条第5節（イ）項の規定に

よる職業分類の保持者が有するアディ

ショナル正会員を推薦する権利を侵害

することなく）彼を再選してもよい。

　の　シニア・アクチブ会員の資格は，

若しその会員が本クラブの選んだもの

であり且つ本クラブの区域限界内又は，

‘・－ Q59一 魅
ー
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その郊外に居住しなくなった場合に

は，自動的に終結するものとする。此

の規定は，自動的に又は自己の意志に

よってシニア・アクチブ会員になった

ものには適用されない。

　⇔パスト・サービス会員の資格
は，その会員カミ再び職業生活に入り，

或は本クラブの区域内若しくはその郊

外に居住しなくなった場合には，自動

的に終結すべきものとする。此の規定

の第二の条件は，本クラブの正会員で

あったパスト・サービス会員には適用

されない。斯様な会員は，彼が本クラ

ブの正会員でなくなった時に彼が住ん

でいた場所に居住し，且つ居住し続け

ることができる。

　㈹　名誉会員の資格は，その選ばれ

た翌年の6月30日に，自動的に終結
すぺきものとする。但し，理事会は，

任意その決議によって，年々その資格

を継続せしめることができる。名誉会

員がクラブの区域内に居住しなくなっ

た場合と錐も，理事会はこれを継続せ

しめることができる。

　第3節再入会。第2節の規定によ
り会員の資格が終結した場合，その人

は以前と同一又は別な職業分類の下に

新に入会を申込むことができる。本定

款第5条第5節（イ）項の規定に基き選ぽ

れたアディショナル正会員による漸様

な申込は，その職業分類の会員有資格

老としで他に優先して選考されなけれ

ばならない。再入会のときは再度の入

会金を納入することを要しないものと

する。

　第4節　会費不払による資格終結。

全員が，所定の納入期日後30臼を経

過するも，その会費を納入しないとき

は，幹事は文書を以て，その判明せる

最近の住所宛，通知を発すべきものと

する。通知の日付後10日以内に納入

しないときは，その会員の資格は自動

的に終結するものとする。

　かかる会員は，クラブに対する全滞

納金を支払い，且つその前職業分類が

補墳されていないときに限り，理事会

の裁量の下に，本人の訴願があれば，

その会員資格を復帰することができ
る。

＊第5節欠席による資格終結。（イ）

正会員，シニア・アクチブ会員及びパ

スト・サービス会員は，次に規定する

場合を除き，引続き四回例会に欠席し

たときは，規定に従ってその欠席を補

填するか，相当の理由ありとして理事

会がこれを承認しない限り，その会員

資格は自動的に終結するものとする。

　会員にしてその例会に欠席したもの

は，欠席した目の直前6日，本クラブ

の例会当目，又はその直後6日の内何

れかの日に他のロータリー・クラブ又

は仮ロータリー・クラブの例会に出席

し，その欠席を補墳することができ，

この出席は出席したクラブの幹事より

の通知，或は本人よりの報告によっ

て，本クラブ例会出席と同様の成績に

認めるものとする。

　正会員，シニア・アクチブ会員，又

はパスト・サービス会員が，或他のク

ラブの例会に出席する目的を以て，そ

のクラブの例会日時に例会場に行った

時，そのタラブがその週の例会日時又

は場所を，中止，延期又は変更してい

た場舎においては，その事情について

訪問したタラブの幹事の通知がある

　＊　1968年（矛串シコ。シテd－）国際大会に於て改正
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か，或は本人よりの報告があれぽ，若

しそのクラブの例会が通常に開かれて

おれば，出席成績となりえた週間に対

して，その会員は本クラブによってそ

の出席成績を認められるものとする。

　国際ロータリーの役員又は国際ロー

タリー委員，又は地区ガバナー特別代

表として奉仕し，或は国際ロータリー

に雇われている，本クラブの正会員シ

ニア・アクチブ会員又はパスト・サー

ビス会員は，ロー一一タリーの職務上本ク

ラブの例会を欠席した場合その職務に

ある間は，その事情を本人よりクラブ

に通知すれば，その例会の出席成績に

認められるものとする。

　本クラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員，及びパスト・サービス会員は，

国際ロー・・タリー大会，国際協議会，国

際ロータリーの元及び現役員に対する

ロータリー研究会，ロータリー地域大
会，国際ロータリ・・9・委員会，Pt　一タリ、

一地区大会，ディストリクト・リーダ

ーシップ・フォーラム，F一タリー地

区協議会，又は正式に発表せられたロ

ータリー・クラブ都市連合会へ直行と

認め得る旅行の期間，本クラブの例会

に欠席した場合にも，本人より本クラ

ブにその旨通知があれば，本クラブの

出席成績に認められるものとする。

　本クラブの正会員、シニア・アクチ

ブ会員，及びパスト・サービス会員は

本クラブの例会に欠席し，国際ロータ

リー大会，国際協議会，国際Pt　一タリ

ーの元及び現役員に対するP　一一タリー

研究会，P　・一タリー地域大会，国際ロ

in ^リー委員会，　Pt　・一タリー地区犬

会ヤディストリクト・り一・ダーシ，pプg

フォーラム，Pt　・一タリ・・…地区協議会，

又は正式に発表せられたローダリー・

クラブ都市連合会へ，その欠席した直

前6H，欠席当日又はその直後6日の

内何れかの日に出席し，本人よりその

旨本クラブに通知すれば，本クラブの

例会出席成績に認められるものとす
る。

　（ロ）正会員，シニア・アクチブ会員，

又はパスト・サービス会員の資格は，

次に規定する場合を除き，クラブ会計

年度の第一又は第二の6カ月間に，そ

の出席率が60パーセント以下である

場合は，理事会が適当且つ十分の理由

ありと認めて之を許さない限り，自動

的に終結すべきものとする。

　Q9　シニア・アクチブ会員又はパス

ト・サービス会員が，病気又は傷害の

ため，長期にわたり本節の規定に従い

がたき場合には，理事会に申出ること

により，その理由の続く限り，出席規

定の適用を免れることができる。此欠

席は，クラブの出席記録に計算しない

ものとする。

　⇔　何れかのロータリー・クラブに

合計20年或はそれ以上会員であった

もので，年齢65歳を超えたシaア・

アクチブ会員，又はパスト・サービス

会員は，出席規定の適用より免除され．

たき希望を文書を以て幹事に通告する

ことができる。理事会が之を承認すれ

ば，かかる会員の出席又は欠席は，ク

ラブの出庸記録に計算しないものとす
る。

　第6節その他の理由による資格終
結。（イ）本タラブにおける会員資格を

喪失すぺき会員の資格については，そ

の自的のたあに招集された理事会にお’

いて理事三分のご以上の得票によって

一261一

｝

　

ー
諺
蓬

毒
罐

簿



霊
睾
ー
垂
ー
髪
里
ま
§
聖
る
・
讐
藁
野
書
蒙

　

，
ー

弘
ー
ξ
…
ぎ
．
ー
ー
彰
…
ー
ー
ー
ー
ー
彗
｝
ー
ー

れ

　
奮
鍵
馨

’窪礁

クラブ定款

之を終結せしめることができる。

　（ロ）如何なる会員の資格といえど

も，理事会において十分な理由ありと

認めたときは，その目的のために招集

された理事会において，その三分の二

以上の得票によって終結せしめること

ができる。

　Q9　前掲（イ）及び（ロ）の何れの場合にお

いても，当該会員に対し理事会に文書

で返事を出す機会を与えるため，少く

とも10日間の余裕を以て文書により

その本人に通告しなければならない。

彼は又，その事情弁明のため理事会に

出頭する権利を保有するものとする。

斯様な通知文書は，直接本人に手交す

るか，或は判明せる本人の最近の住所

宛，書留郵便を以て郵送されなければ

ならない。

　⇔　会員資格の終結が決定したとき

は，幹事は，理事会の決議後7日以内

に，文書を以て之を当該会員に通告し

なければならない。当該会員は，その

通告日付後14日以内に，クラブに対

し異議の申立，若しくは本定款第12条

に規定する仲裁の何れかを選択し，そ

の通知を文書を以て，幹事に提出する

ことができる。異議の申立があった場

合は，理事会は，その通知受理後21日

以内に開催される例会の日を以て，異

議申立に関する聴問の日とする。かか

るクラブ会合及びその特別議事に関し

ては，少くとも5日前に文書を以て，

之を各クラブ会員に通知しなければな

らない。猶お，此会合に出席を認めら

れるものは，本クラブ会員に限るもの

とする。

　㈲　本節の規定により，理事会が会

員の資格を終結した場合，異譲の申立

があれば，その聴問期間が経過する

か，若しくは仲裁人の裁定が発表され

るまでは，クラブは斯様な職業分類の

下に新会員を選んではならない。

　を9　クラブに対し異議の申立がなさ

れず，或は仲裁の要求がない限り，理

事会の処置は最終的なものとすべきで

ある。異議の申立があった場合には，

クラブの処置を最終的なものとすべき

である。

　第7節退会。本クラブ会員の退会
届は，文書を以て（会長又は幹事宛）

提出すべきものとし，且つその会員の

クラブに対する総ての未納金が皆済さ

れたときに，理事会によって承認さる

べきものとする。

　第8節財産権一その喪失。本クラ

ブにおける会員の資格が，如何なる状

態の下に終結したものであっても，そ

の人はクラブに属する資金，その他一

切の財産に関する権利を喪失すべきも

のとする。

　　第9条
公　共　問　題

　第1節　都市の一般福祉については

本クラブ会員は利害関係を有する。そ

してかかる福祉に関する公共問題の真

価については，会員の個人的意見を纒

める上に会員を啓蒙するため，クラブ

集会において，公正且つ聡明にこれを

研究討議することができる。但し，本

クラブは論争中の如何なる公共議案に

対しても意見を発表しないこと。・

　第2節本クラブは，公職に対する
候補者を確認したり，推薦してはなら

ない。又，如何なるクラブ集会におい

ても，かかる候補者の功罪を論じては
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　　第10条

刊　　行　　物

クラブ定款

　第1節本クラブにおける正会員，

シニア・アクチブ会員，又はパスト・

サービス会員の承諾によって，その会

員は自発的に国際ロータリーの月刊雑

誌の購読者となる。購読は6ヵ月を1

期とし，会員である間継続するもの

で，途中で退会した場合には，その期

の最終日までとする。

　第2節購読料は，本クラブによっ

て，各会員より半年毎に前金にて徴収

されるものとする。幹事は之を購読予

約金特別勘定に受入れ，国際ロータリ

ーに送金しなければならない。

　第3節国際ロータリー理事会は，

アメリカ合衆国及びカナダ以外にある

クラブでの利用のため，本条を削除し

た標準クラブ定款を規定することがで
きる。

　　　　　　第11条

綱領の受諾と定款及び細則の遵守

　会員は，入会金及び会費の納入によ

って，綱領に表明されたロータリー一の

原則を受諾し，本クラブの定款及び細

則に服従し，且つその規定を遵守し，

之に拘束されることを承認したものと

し，そしてこれらの条件の下において

のみクラブの特典に浴するものとす

る。定款及び細則の冊子を受領しない

ことを理由として，その遵守を免れる

ことはできない。

仲

第12条
裁

　会員又は元会員とクラブ，或は役員

若しくはクラブ理事会との間に，会員

資格とか定款又は細則の違反問題，或

はクラブより会員除名等に関し，論争

を生じた場合，或は，その目的のため

に規定せられた手続のもとで満足に解

決できない何かの問題が生じた場合に

は，その事件は仲裁によって解決すべ

きものとする。各当事者は夫々1人の

仲裁人を指名し，仲裁人は1名の裁定

人を指名するものとする。裁定人また

は仲裁人に指名される者はP一タリー

会員のみに限る。仲裁人によって到達

した決裁又は，仲裁人間の意見不一致

の場合には裁定人の決裁を最終のもの

とし，且つ全当事者を拘束するものと

する。

細

第13条
唖貝

　第1節本クラブは，国際ロータリ

ー定款並びに細則（地方別運営の手続

規定が設定せられている処では，その

規則）及び本クラブを統轄するための

追加規定を含む本定款に矛盾しない細

則を採用すべきものとする。斯様な細

則はその手続規定に従って随時改正す

ることができる。

改

第14条
正

　第1節時期。本定款は，国際ロー
タリー細則に定められた緊急の場合，

及び本条第4節に定められた場合を除

き，各偶数年に開催される国際ロータ

リー大会において，改正案上程の際に

出席し，投票する選挙人の過半数の得

票によってのみ，改正せられるべきも

齢263一
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クラブ定款

のとする。

　第2節提案者。本定款の改正は，

本条第4節に規定せられたる場合を除

き，各クラブ，地区大会，若しくはグ

レー一トブリテン及びアイルラソドにお

ける理事会又は大会，規定審議会，又

は国際ロータリー理事会によっての

み，提案せられるべきものとする。

　第3節手続。本定款を改正せんと

する如何なる提案も，規定審議会の開

催されるロータリー年度の8月1日以

前に，国際ロータリー事務総長に送達

されていなけれぽならない。

　国際ロータリー事務総長は，規定審

議会及び国際大会が制定案を審議する

ロータリー年度の11月1日までに，

各クラブの幹事に，その謄本を郵送す

べきものとする。

　国際ロータリー事務総長は，正規に

提出された総ての改正案を，直接審議

会に伝達しなけれぽならない。

　審議会は，正規に提出された斯様な

各改正案及びそれに関して提出された

如何なる修正案をも審議し，而してそ

の採否決定のための勧告案を国際大会

に報告すべきものとする。

　第4節本定款の第1条（名称）及
び第2条（区域の限界）は，本クラブ

の例会において，出席投票する会員の

過半数の賛成投票により，之を改正す

ることができる。かかる改正案の通知

は，斯様な例会の少くとも10日以前

に，全会員に郵送せられなければなら

ない。なお，此改正は，国際ロータリ

ーの理事会に提出して承認を求め，そ

の承認を侯iって初めて効力を発するも

のとする。
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r

クラブ細則

　注：此細則は単に推奨にとどまるもので，ロータリー・クラブによってその事情に適合するよう変更することができ

る。但し斯様な変更は，クラブ定款又は国際ロータリー定款及び細則に矛盾しないことを要する。何か疑問の存在する場

合には，国際ロータリー理事会の審議を求むるため，その変更案を国察ロータリー事務総長に提出しなければならない。

（此細則に代案のある処は，クラブは単にその一つを採択すべきである。他の案は線を引いて消さなくてはならない。）

N ロータリー・nt・クラブ細則

　　　　　　　　第1条

　　　　理事及び役員の選挙＊

　第1節役員選挙の会合一ヵ月前の
例会において，議長は理事候補者の指

名をクラブ会員に求むるものとする。

出席会員は，数に制限なく，これを指

名することができる。これらの被指名

者を投票用紙に記載し，年次総会の投

票に付し，最多数の投票を得た、

名の候補者を以て当選者とする。

　第2節　被選理事は，年次総会後一

週間以内に会合し，会長一名，及び一

名又はそれ以上の副会長を互選する。

此の同一会合において被選理事は，幹

事，会計及び会場監督を選挙するもの

とし，その何れか又は全部が理事であ

っても良く或は理事でな．くても差支え

ない。理事以外から選ぼれた場合に

は，幹事及び会計は，職権により理事

会の一一員となり，理事会の決定する理

事会員としての責任及び特権を有する

ものとする。

＊注；理事会の継続に関する規定を役員及び理事の選

挙手続の中に入れることが出来る。

（注：次の二節は前掲の代案として掲げたものであ
る。採択しなかった節は抹消すること。）

N

代

案

・第3節
たときは，残余の理事の議決によって

補充する。

　第4節被選役員又は被選理事の欠
員は被選理事会の残りの被選理事の処

置によって補充せらるぺきものとす
る。

　　第1条一代案‘
　第1節　役員選挙の会合一ヵ月前の例会におい
て，議長は，クラヴ会員により会長，副会長，聯事，

会計及び理事会員．．＿名を指名することを求めるも

のとする。指名は，クラブの決定する所に従い，揚

名委員又は出席会員の何れか又は両者によって行う

ことができる。指名委員会を置くことに決定した場

合には，その委員はクラブの決定する方法によって

任命されなければならない。正当に行われた被指名

者の氏名を各役職毎に，ABC煩に投票用紙に記載
し，年次総会の投票に付する。会長，副会長，幹事

及び会計の候補者は，それぞれ投票の過半数を得た

ものをその役職の当選者とする。投票の過半数を得
た一一一．一一名の理事候補者を以て理事当選者とする。

　第2節　斯く選挙された役員及び理事は，直前会

長を加えて理事会を構成し，選挙後一週間以内に会

合して，会員中より会場監督を避任する．

　　　　　　　　　　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ

　　　　理事又は役員に欠員を生じ

　　第2条
理　　事　　会

　第1節　本クラブの管理主体は，本

細則第1条，第1節の規定により選挙

された理事会とする。
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クラブ細則

代

案

（注：第1条の代案が採択せられた場合には，次の代

案を採用することを要する。採択せられなかったもの

を抹消すること。）

　第2条一代案
第1節本クラブの管理主体は，本クラブの．．＿．

名の会員即ち本細則第1条第1節に定むる処により
選挙せられた．．．＿名の理事，会長，副会長，幹事，

会計及び直前会長よりなる理事会とする。

　　　　　　　第3条

　　　　役員の任務

　第1節会長・クラブの集会並びに
理事会を司会し，その他一般にその職

務に属する総ての義務を執行すること

は会長の任務である。

　第2節副会長・会長不在の場合、

クラブの集会並びに理事会を司会し｝

その他：・A般にその職務に属する総ての

義務を執行することは副会長の任務で

ある。

　第3節幹事・会員名薄を保管し，

集会の出席を記録し，クラブの集会，

理事会及び委員会に関する通知を発送

し，これら集会の議事録を作成保管

し，毎年一月一一日及び七月一日に国際

Pt・“タリー事務総長宛なすぺき，各半

期毎の会員報告を含む，国際ロ・』タリ

ーに対する所要の報告，国際偉繭タリ

ー事務総長宛なすぺき会員移動報告，

及び毎月最後の例会の直後地区ガパナ

ー宛なずべき例会出席月報め提出，ロ

ータリアソ誌の購読料の徴収及び国際

ロータリーへの送金，及び一一般に幹事

の職務に属する義務を履行することは

幹事の任務である。

　第4節会計・総ての資金を傑管
し，年次総会において，或は理事会の

要求により，その収支を明らかにし，

その他会計の職務に属する義務を履行

することは，会計の任務である。退職

の場合は，すべての資金，帳薄，その

他その保管するクラブ財産を，後任者

又は会長に引継がなけれぽならない。

第5節会場監督・会場監督の任務
は，通常その職務に属する義務，並び

に，会長又は理事会の指定するその他

の任務を行なうことである。

集
第4条

会

　第1節年次総会＊本クラブの年次

総会は，毎年N

に開催し，その際，次年度の理事を選

挙する。

　注：第1条において代案を採用した場合には，次に掲

　げる代案を採用しなければならない。採用しなかった

　節を抹消する。

N
　　　第4条一代案
代　　第1節年次栂会本クラヴの年次総会は，毎

　年、

案
　に開催し，その廉，次年度の役員及び理事を選挙す

　る．

第2節本クラブの例会は，
ユ＿．＿．＿．＿＿＿＿＿＿一＿．＿．＿（曜日）

滋＿＿＿．＿．＿＿“一一一一一一一一一＿．．．．＿．＿＿一“（時）

に開催する。

　例会の変更又は休会に関する通知

は，適当な時期にクラブの全会員に発

せられなければならない。

　第3節会員総数の三分の一が，年

　蕗注：壌準クウブ定款第4条第2鮪は，「本クラヅの役

　員遷挙の年次総会は，本クラブ細則の定むる処により

　毎年三月竺十一日鳳前に開催ずべきものとする」と規

　定している。
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クラブ細則

次総会及び例会において定足数を構成

する。

　第4節　定例理事会は，毎月、

に開催する。臨時理事会は，何時たり

とも必要と認めたるとき，又は理事二

名の要求があるとき，これにつき適当

な期間をおいて通知し，会長之を召集

する。

　第5節理事総員の過半数が理事会
の定足数を構成する。

　　第5条
入会金及び会費

　第1節入会金はN　　　とし，
入会承認に先んじ納入すぺきものとず

る。

　第2節会費は一力年N
とし，七月一日と一月一日に各半年分

を納入すべきものとする。なお，各半

年分の内1ドル25セントを，各会員の

ロータリアン誌の購読料に充当するこ

とを諒解する。

（注：ロa．タリアン誌の購読料膝，最低郵便料金の行

　　われていない国においては，一年分合衆国貨幣

　　にて3ドルであるδ）

　　第6条
投　票　方　法

　本クラブの議事は，無記名投票によ

らなければならない役員及び理事選拳

以外は，口頭投票によって処理する。

　　　　　　第7条

　　　　委　　員　　会

　第1節一（イ）会長は，理事会の承認

を得て，次の常任委員を企命する6

　　社会奉仕萎員
　　国際奉仕委員
　　職業奉仕委員
　（ロ）会長は，理事会の承認を得て，

社会奉仕，国際奉仕，及び職業奉仕の

特殊な事愉こ応じて，必要と認めるそ

の他の委員を任命する6

　㊥　社会奉仕委員会，国際奉仕委員

会，及び職業奉仕委員会は，それぞれ

理事の内より会長都任命する委員長

と，二人以上の他め会員を以て構成す

る。

　（；）会長は，理事会の承認をえて，

クラブ奉仕の特殊な事情に応じ，次の

委員を任命する。

　　出　　席　　委　　員

　　親　　睦　　委　　員

　　雑　　誌　　委　　員

　　会員選考委員会
　　会員推薦委員
　　プログラム委員
　　広　　報　　委　　員

　次の委員を毎年一名宛任命する。

　　職業分類委員
　　ロータリー情報委員
　そして其の他会長が，クラブ運営に

必要と認める委員を任命する。

　㈱　クラブ委員任命において可能且

つ実際的である場合には，一名又は其

以上の委員を第二年目に任命するか，

或はbe名又は其以上の委員を二年の任

期を以て任命するか，何れかの方法に

よって委員の継続性に関する規定を設

けるべきである。如何なる委員も，細

則に特に定められたるものを除き，同
一一 ﾏ員に二年より以上継続就任するこ

とを得ないものとする。

　6）職業分類及びロータリー－e情報委
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クラブ細則

員会は各々三名の委員よりなり，毎年

一名宛の委員を三年の任期を以て任命
する。

　此の規定の下に行われる最初の任命

は次の如くする。三名の委員の内一名

は一年の任期を以て，一名は二年の任

期を以て，一名は三年の任期を以て任

命する。

　（ト）雑誌委員会は，何時でも可能な

場合には，クラブ会報編集者及び地方

新聞又は広告業を代表するクラブ会員

を含まなければならない。

　紛　会長ほ，別に理事一一名を，すべ

ての会務活動に対する責任者として任

命する。此の理事は，会務関係の特殊

な事情により任命されるすべての委員

会の任務を監督し，且つ調整する。

　（リ）会長は，すべての委員会の職権

上の委員であり，之に伴うすべての特

権を有する。’

　（ヌ）各委員会は，細則によって委託

されている事項，並びに会長又は理事

会が委託する事項を処理すべきものと

する。但し，理事会によって特別の権

限を与えられたる場合を除く外，理事

会に報告し，その承認を受けるまで

は，行動を執ってはならない。

　　第8条

委員会の任務

　第1節　社会奉仕委員会・本委員会

は，本クラブ会員が社会関係において，

その責任を果すために，指導及び援助

となる計画を立て之を実施する。その

委員長は，本クラブの社会奉仕活動の

責任者となり，社会奉仕の特殊な事情

に応じて任命されるすべての委員会の

活動を監督し，調整する。

　第2節国際奉仕委員会・本委員会
は，本クラブ会員が，国際奉仕に関す

る事項について，その責任を果すため

に，指導及び援助となる計画を立て，

之を実施する。その委員長は，本クラ

ブの国際奉仕活動の責任者となり，国

際奉仕の特殊な事情に応じて任命され

るすべての委員会の活動を監督し，調

整する。

　第3節職業奉仕委員会・本委員会

は，本クラブの会員が職業関係におい

て，その責任を果し，又，各自の職業

において業務の一般的標準を向上させ

る為に，指導及び援助となる計画を立

て之を実施する。その委員長は1本ク

ラブの職業奉仕活動の責任者となり，

職業奉仕の特殊な事情に応じて任命さ

れるすべての委員会の活動を監督し，

調整する。

　第4節（イ）出席委員会・本委員会

は，すべてのクラブ会員が地区大会，

都市連合会，地域大会及び国際大会へ

の出席を含むすべてのロータリー会合

への出席を奨励する方法を講じなけれ

ばならない。本委員会は，特に本クラ

ブの毎週の例会，及び本クラブ例会に

出席出来なかった場合には，他のクラ

ブの例会に出席することに重点をおい

て，出席を奨励する方法を講じ，全会

員に出席の必要条件を周知せしめ，良

好なる出席の一層よき動機を増進し，

且つ出席不良の原因となる事情を究明

して，それを排除するよう努めるもの

とする。

　㈲職業分類委員会。この委員会
は，毎年9月30日又はそれ以前に，そ

の地域社会の職業分類に関する調査を

なし，職業分類指針を参照し，充填及

一繭 Q70一
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未充填の職業分類の一覧表を作成し，

理事会により開放が宣言せられた未充

墳の職業分類に適格な人物を推薦する

重要性を会員に強調し，必要によりク

ラブにおいて現代代表されている職業

分類を再検討し，且つ職業分類に関す

るすぺての問題について理事会の諮問

に応ずるものとする。

　の　親睦委員会。本委員会は，会員

間に親睦と友情を増進し，会長又は理

事会により課せられるクラブの一般目

的遂行のために働くものとする。

　←）雑誌委員会。此委員会は，ロー

タリアソ誌或はレピスタ。ロータリア

に対する読者の興味を喚起し，雑誌週

間を実施し，クラブ例会のプログラム

にその雑誌の簡単な月例評論を準備

し，新入会員の誘導にその雑誌を利用

することを奨励し，ロータリアソでな

い講演者にこれを一部贈呈し，図書

館，病院，学校その他の読書室に寄贈

するため及び国際奉仕のため雑誌の購

読予約をなし，ニュース及び写真をそ

の雑誌編集者に送付し，或は他の方法

を以て，クラブ会員並びにロータリア

ソ以外の人に対して有益な雑誌たらし

めるようにする。

　㈹　会員選考委員会。本委員会は，

会員に推薦されたすぺての者を，その

個人的方面から検討して，其の人格，

事業，社交的及び地域社会的地位，及

び一般的な適格性を周到に調査し，す

べての申込書に対するその判定を理事

会に報告すぺきものとする。

　を9　会員推薦委員会。本委員会は常

にクラブの充填及び未充墳職業分類一

覧表を検討し，且つ開放された職業分

類を充墳するよう進んで理事会に適格

な人物を推薦するため積極的に行動す

るものとする。

　（ト）プログラム委員会。本委員会

は，クラブ例会並びに臨時集会のプロ

グラムを準備編成すぺきものとする。

　㈲　広報委員会。本委員会は，（1）

社会一般に対し，ロータリー，その歴

史，綱領及びその適用範囲についての

知識を与え，（2）クラブに関する適切

な公表をなすために，計画を立て且つ

実施すぺきものとする。

　（リ）　ロータリー情報委員会。本委員

会は，（1）入会候補者にロータリー・

クラブの会員としての特典，及びその

義務を詳細に説明し，（2）会員，特に

新入会員に，その特典並びに責任に関

して適確なる理解を与え，（3）会員に

ロータリー，その歴史，綱領，範囲，

及び活動についての知識を与え，（4）

会員に国際Pt・・一タリー管理運営の進展

に関する知識を与えるために，計画を

立て，実施すぺきものとする。

　　第9条

欠席の承認
　書面を以て正当な理由を具し，理事

会に申請書を提出すれば，特定の期間

会員のクラブ会合への出席を免除する

賜暇が与えられる。

　（注；かかる賜暇は，会員資格の喪失を防ぐためのも

　　　のであって，クラブへ出席の成績にはならな
　　　い。従って，賜暇を受けた会員は，漂準クラブ

　　　定款第8条第5節㊨又はe項の規定により認め
　　　られた欠席を除き，他のクラブに出席しない限

　　　り，クラブの出庸簿には欠席と記録せられる。）

財

第10条
政

　第1節会計は，クラブのすべての
資金を，．理事会が指定した銀行に預金
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クラブ細則

するものとする。

　第2節すべて勘定書は，役員二名
の署名ある証書に対し，会計カミ署名し

た小切手を以て支払うものとする。ク

ラブのすべての会計事務に関しでは，

毎年一回，公認会計士又は資格を有す

る他のものによっで，周到なる監査が

行なわれるぺきものとする。

　第3節　資金管理の責任を有する役

員は，クラブ資金保管の安全を期する

ため，理事会の要求ある場合は，保証

金を提供するものとする。但しその費

用はクラブの負担とする。

　第4節本クラブの会計年度は，毎
年七月一日に始まり，翌年六月三十日

に終る。会費は七月一日から十二月三

十一日迄と，一月一一・Hから六月三十日

迄の二期に分け徴収する。国際β一タ

リーの人頭分担金及びロ　・cタリアソ誌

代金は，毎年七月一日及び一月一日

に，その日現在の会員数を基礎に納入

すべきものとする。

　（注：半期中途に入会した会員の雑誌代は，中央事務

　　　局の仕切誉に基づき納入する。）

　第5節　理事会は，毎会計年度の始

めに，当該年度の予算を作成し，或は

作成せしめる。理事会が予算の承認を

与え，理事会がその変更を命じない限

り，予算はそれぞれの目的に対し支出

の限界を示すものである。

　　第11条

会員選挙の方法

　第1節正会員（アディショナル正
会員を含む）

　（1）時々理事会は，職業分類委員会

によって作成された充填及び未充墳職

業分類の一t覧表を検討し，若し職業分

類の内，未充填のものがある時は何れ

を推薦のため開放すべきかを考慮決定

し，会員に対し，推薦のため開放され

た職業分類を知らせる。

　（2）開放された職業分類を充填する

ための有望な正会員候補者の氏名が会

員推薦委員会或は立派な資格ある正会

員，シニア・アクチブ会員，又はパス

ト・サービス会員によって推薦せられ

たならば，先ず第一に正式の推薦カー

ドにより幹事を通じて理事会に提出す

る。

　（3）理事会は，それを職業分類委員

会に移牒し，委員会は，職業分類の立

場から，被推薦者の資格を審査し，推

薦された職業分類が正当か不当かを決

定して，推薦カードを審査し事情を具

して理事会に返送し，理事会は次にこ

れを会員選考委員会に移牒する。

　（4）会員選考委員会は，被推薦者の

人格，職業，社交上の立場及び社会人

としての一般資格について十分検討を

した上で，投票に付し，その委員会で

反対投票一票を超えない場合には，被

推薦者は資格があり，且つその旨理事

会に勧告されて然るぺきものと認めら

れたものとなすぺきである。会員選考

委員会はその処置を理事会に報告すべ

きものとする。

　（5）次に理事会は，職業分類委員会

及び会員選考委員会の決定事項を検討

し，その決定を受入れるか，拒否する

か，或は又，それを職業分類委員会及

び会員選考委員会に差戻し再検討の上

決定せしめる。

　職業分類委員会及び会員選考委員会

が，被推薦者に反対の報告をなし理事

会がその決定を受入れた場合には，推
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薦者はその旨幹事より通知を受ける。

　（6）職業分類委員会及び会員選考委

員会が被推薦者に対して賛成の報告を

なし，理事会がその決定を受入れた場

合には，幹事は推薦者に通告する。

　（7）推薦者は，Pt　・一タリー情報委員

会の委員を同道して，被推薦者に，ロ

ータリー・クラブにおける会員の特典

及び義務について詳しく説明し，且つ

口頭又は書面を以て，クラブの会員に

被推薦者の氏名を発表することの承諾

を受ける。

　（8）被推薦新会員より氏名発表の承

諾を得た後に，幹事は書面又は印刷し

た書式を以てクラブの各会員に，被推

薦候補者の氏名，その代表する商社及

びその推薦された職業分類を書き込

み，通知する。

　（9）如何なる会員も被推薦者の選挙

に反対であれば，その反対理由を具し

書面を以て理事会に通告することがで

きるよう十日間の余裕をおく。

　⑩　その期間に何等の反対がなけれ

ば，被推薦者は会員に合格したものと

見敬されるものとする。

　若し何等かの反対申出があれば，理

事会はその定例又は臨時理事会におい

て，それを検討して，被推薦者につい

て無記名投票を行う。定例又は臨時理

事会に出席した理事によって行われた

投票中，反対投票滋＿＿一一．一一＿票を超え

ざるときは，被推薦者は入会を承認さ

れたものと見倣される。　、

　aD　幹事は，次いで，推薦者及び被

推薦者に入会承認の件を通知し，そし

て被推薦者にクラブ会員に申込むよう

勧誘しなければならない。

　⑫　被推薦者が，会員の責任につい

て彼の理解と受諾を表明する正式な申

込書に書き入れ，署名の上，第5条に

定められた入会金と共に，これを幹事

に提出した時に，彼は正当に会員に選

挙せられるものと見倣すべきものとす
る。

　⑬　完全に書き入れられた申込書及

び入会金を受取ったならぽ，幹事は，

新入会員にロータリー会員証明票を発

行する。

　⑯　幹事は，次に，新入会員報告用

紙に，必要事項を書き込み，完備した

ものを国際ロータリー事務総長に送付

する。

　被推薦会員が拒否せられた場合に

は，推薦者は，幹事よりその旨通知を

受ける。

　第2節シニア・アクチブ，パスト・

サービス，及び名誉会員。これら三種

類の会員の何れに対する推薦候補者

も，書面を以て理事会に提出し，そし

てその選挙は正会員選挙と同一の形式

にて行われる。但し，斯様な推薦は，

定例又は臨時理事会の何れにおいても

審議することができ，且つ理事会の意

志によって，本条第1節に定められた

段階の何れを省略してもよい。定例又

は臨時理事会に出席した理事会の会員

によって投票された無記名投票中，反
対投票＞x．．．．．＿一一一票を超えざるときは，

被推薦会員は正当に選ばれたものとす

る。但し，本クラブ定款に定められた

シaア・アクチブ会員の総ての資格を

有する本クラブの如何なる正会員，又

は，嘗って本クラブの正会員であって

且つその正会員でなくなったとき既に

本クラブ定款に定められたシニア・ア

クチブ会員の資格のあった本クラブの
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クラブ細則

パスト・サービス会員は，その希望に

よって，書面を以て，その意志を幹事

に通告することにより，シニア・アク

チブ会員となることができる。斯様な

シニア・アクチブ会員の場合には，申

込書又は選挙を要しない。

　第3節元アディショナル正会員の

再選

　（1）国際ロータリー細則第3条第2

節（イ）項の定むるところにより選挙され

た元アディショナル正会員にして，本

クラブ定款第8条第2節（ロ）項の定むる

ところによりその資格の終結した本ク

ラブの元アディショナル正会員の申込

は同一職業分類または異なる職業分類

の下にある他のものに優先して，理事

会は迅速に審議すべきものとする。

　（2）本クラブ定款第5条第5節（ロ）項

の規定のもとに選挙されたアディショ

ナル正会員は，その職業分類が空席に

なった場合には会員でなくなったもの

とする。但し，その職業分類が再び充

填されるときは，（定款第5条第5節（イ）

項の規定に基づく職業分類の保持者が

アディショナル正会員を推薦する権利

を侵害することなく）彼は再び選ばれ

るであろう。

　（3）理事会は，その自由意志によ

り，その申込を職業分類および会員選

考委員会に移牒することができ，且つ

異議申立のため十日間の余裕を置くこ

とができる。被推薦者の選挙に反対す

る如何なる会員もその理由を書面を以

て理事会に通告するものとする。理事

会は，定例又は臨時理事会において，

再選申込に関し，適切な場合には職業

分類委員会及び会員選考委員会よりの

報告並びに提出された異議を考慮の上

無記名投票を行なう。定例または臨時

理事会に出席した理事によって行なわ

れた投票中，反対投票＼　　　　票を

超えざるときは，元アディショナル正

会員（1名または数名）は正当に会員

に選ばれたものとし，幹事よりその旨

通知を受ける。申込が拒否された場合

は幹事よりその旨の通知を受ける。

（注：理事会の行う最終の無記名投票による会員選挙

　　を規定する此細則の代りに，クラブは，正会
　　員，シニア・アクチブ，パスト。サービス，又

　　名誉会員申込者の選挙を，クラブ会員による最

　　終無記名投票によるものとし定足数を有する例

　　会において，出席会員総数四分の三以上の得票

　　によって決する規定を，細則に採用することが

　　できる。

決

第12条
議

　第1節本クラブに重大なる関係を

有する決議又は動議は，理事会が審議

した後でなければ，本クラブは之を審

議しない。クラブ集会において，かか

る決議又は動議が提出されたときも，

之を討論に付さないで理事会に回付す

るものとする。
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　第13条
日　程　順　序

開　会

来訪ロータリアン紹介

通信及び告知

委員報告（あれば）

未決議事

新議事

講演又は他のプログラム

閉　会

　　　　　第14条

　　　改　　　　　正
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クラブ細則

　本細則の改正は，定足数の会員が出

席する例会において，出席会員三分の

二以上の賛成によって，之をなすこと

ができる。但し，改正案の通知は，そ

の集会の少くとも十日前に，各会員に

郵送されていなけれぽならない。本細

則の改正又は追加は，クラブ定款及び

国際ロータリーの定款並びに細則に矛

盾してはならない。
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（Glossary）

ロータリー用語

Acting　District　Governor一地区ガバナー事

務取扱一　地区ガバナーが空席になった場

合，新ガバナーが国際大会に於て選挙され又

は国際ロータり一一一理事会に依って選任される

まで，その事務を執行するために，国際ロー

タリー会長が指名したもの。

Active　Member一正会員一　職業分類の下

にクラブ会員として選ぽれ，国際ロータリー

の定款及び細則に定められた会員としての総

ての義務，責任，及び特典を有するクラブの

会員。

Additional　Active　Member一アディショナ

ル正会員一　（1）クラブの正会員によりその所

属する事業所の同僚幹部の中より推薦され，

推薦者と同一の職業分類の下にそのクラブの

会員として選挙され，又は（2）あるクラブに於

てその保持する職業分類該当の職業に其のク

ラブの区域内に於て従事しなくなった故を以

て会員資格を失った元正会員で，何れかのク

ラブに於て，その選挙の要件たる職業分類を

既に充填保持する正会員の同意を得て同一職

業分類の下に会員として選挙されたもの。ク

ラブが（2）項によってアディショナル正会員を

選挙した場合，当該正会員は（1）項によってア

ディショナル正会員を推薦する権利を失わな

い。アディショナル正会員は正会員であり，

正会員と同一の義務，責任及び特典を有す

る。但し同一職業分類を保持する正会員が正

会員資格を失ったとき，又はクラブに於ける

当該職業分類が空席となった場合はその会員

資格を失う。

Administrative　Adviser一運営顧問一　会長

の指名により，国際口■d・一タリー代表としての

名誉職の資格に於て，地区無所属クラブの集

彙

団に接触し，これを監督して国際ロータリー

理事会に助力するロータリアン。

Admission　Fee一入会金一　クラブ入会申込

者がクラブに支払う料金。料金の額は均一で

ない。各クラブがその細則に規定する所によ

って異なる。

Advisers　of　Revista　Rotaria－（144頁参照）

Altemate（delegate）一（代議員）代理一　何

れのクラブでも国際大会にその代議員を選出

するに当り，代議員各一名毎に代理者一名を

選ぶことができる。この代理者は当該代議員

不在の場合国際大会に於て投票する権利を有

する。

ANZAO一アンザオー　オーストラリア，ニ

ュージランド，アフリカ（地中海に面する諸

国，諸地域を除く）及びその他の地方で他の

地域群（即ちUSCB，　SACAMA，　G．　B．＆1．

CENAEM又はアジア）に含まれない地方を
包含する地域群。

Attendance　Report（Club）一出席報告（クラ

ブ）一　国際ロータリー細則に基き，各クラ

ブがその例会に於ける出席につき，地区ガパ

ナーに対し毎月提出すべき報告。クラブが地

区に所属しないときは国際ロー一タり一事務総

長に提出する。

Attendance　Report（Governor）一出席報告

（ガバナー）一　所管地区内のクラブから受取

った月例出席報告の一覧表。ガバナーはその

写を国際ロータリー事務総長に送付する。

Balanced　Membership・一均衡のとれた会員

構成一職業的に片寄らないクラブの会員構
成。

Bd．一国際ロータり一理事会の略語一　この

略語につづいて記す数字は年度を表わす。例
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えぽBd．44－45は1944－－1945年度の理事会

の略語である。

Birthplace　of　Rotary一ロータり一の発祥地

一　第一番目のロータり一・クラブが設立さ

れた米国イリノイ州シカゴ市。

Board　of　1）irectors（Club）一クラブ理事会一

クラブ細則の規定により構成されたクラブの

管理運営機関。

Board　of　Directors（R．1．）一国際ロータリー

理事会一　（8頁参照）

Boys　and　Girls　Week－一少年少女週間一　少

年少女，“人つくり”運動及び少年少女の福

祉機関全般について，一般社会の関心を喚起

するための行事を計画すべき週間。

Brief　Report　of　the　Convention一国際大

会略報一　国際大会終了後直ちに全加盟クラ

ブに送付される大会記録の要約。

CENAEM一セナエムー　大陸ヨーロッパ，

北アフリカ及び東地中海地域の略語。

Central　OMce（C．0．）一中央事務局一　米国

イリノイ州エバンストンにある国際ロータリ

ーの中央事務局。

Certificate　of　Nomination　of　District　Go・

vernor一地区ガバナー指名証明書一　m一タ

リアンが地区内クラブに依り正式に地区ガバ

ナーの職に指名された事を証明する地区ガパ

ナー及び必要ある時は併せて地区大会幹事に

依り署名された証明書。

Charter　Fee・一一一加盟金一　国際ロータり一に

加盟を承認された各クラブが，国際ロータり

一細則により国際ロータリーに納付すべき料

金額，米貨100弗。

Charter　Member－一創立会員一　ロータり

一・ Nラブの創立会員，即ち国際ロータり一

加盟前に選ぼれた会員。

Classifioation－・一一職業分類一地域社会に貢献

する独立且つ明確な事業又は専門的職業活動

を表示する字句。用語としては，正会員の所

属する事業体，商社又は団体の主要且つ一般

に認められた事業或は専門的職業活動を最も

正確iに表示する字句である。

Classification　Roster一職業分類表一　地域

社会に於ける事業及び専門的職業活動のすべ

てを含む一覧表で，クラブで既に充填されて

いるもの，未充填のものを区別したもの。

Club　Assembly一クラブ協議会一　クラブの

計画及び活動について協議する目的のため，

クラブ役員，理事及び委員長全員の会合。

Club　Review　Checklist一クラブ実態照合表

一　クラブ役員がクラブの実態を検討し，又

クラブの慣行及び動向についてガバナーと協

議する準備のため用意される照合表。

C．0．一中央事務局一　米国イリノイ州エパン

ストンにある国際ロータリー一中央事務局の略

語。

Commission　on　Rotary　International　Ad・

minist「ation（C・R・1・A・）一国際ロータリー管

理調査委員会一　1934年度（デトロイト）大

会に於て採択された決議に基き，1935年1月

国際ロータリー理事会が依嘱した委員会で，

地方管理に影響を及ぼすべき現行手続規則を

検討し，改正を提案し，更に，地方管理の形

態乃至は地域的或は国家単位の管理方式につ

いて，検討し，委員会の最適と考える代案を

提案し，或は部分的変更を立案し，又は現行

方式の再確認を求めることを目的としたも

の。同委員会は1935年，1936年及び1937年

度国際大会に報告を提出し，1937年度大会

に於て正式に解嘱された。

Considered　as　Withdrawn－一一一徹回と見倣す

一　国際大会に於ける提出議案の取扱に関連

してロータり一一で発達した議事採決の方法。

大会として採択に賛成出来ないが，大会に於

て否決と議事録に残したくないものは“徹回

と見倣される”。この議決法は，採決を延ば

しその間に更に議題を研究したい場合に時々

用いられる。

Convention－一一国際大会一　（48－57頁参照）

Conventien　Proceedings　Boek－一国際大会報

告書一　国際大会終了直後毎年国een－・タり
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一が印刷発行する写真入り大会報告書。

Conv．　Res．（Convention　Re801ution）一国

際大会決議の略語。

Council　of　Past　Pre8idents一元会長会議一

く12頁参照）

Council　on　Legi81ation一規定審議会一

く8頁参照）

Coun甘ie8　and　Geographical　Region8一国

及び地理的地域一　ロータリーの存在する世

界各地域に関連して用いられる慣用語。

C．R．LA．一国際ロータリー管理調査委員会の

略語。

Delegate一代議員一　名誉会員を除き，各ク

ラブはその会員最初の50名まで1名，それ

を越える50名毎又は26名以上の端数につき

1名の代議員を何れの国際大会にも送る権利

を有する。

Delegate・at・Large－一自由代議員一　国際ロ

ータリーの各役員及び現にクラブ正会員，シ

ニア・アクチブ会員又はパスト・サービス会

員の資格を有する国際ロータリー元会長は，

国際ロータリーの定款及び細則により国際大

会に於ける自由代議員と認められ，各議題に

つき一票の議決権を有する。

District一地区一　国際ロータり一の管理上

定められたクラブ群の所在する一定地域に与

えられた名称。

Digtrict　Assembly－一地区協議会一　（12頁参

照）

District　Committee－一地区委員会一　（64－

66頁参照）

District　Conference一地区大会一　（13頁参

照）

District　Conference　Report一地区大会報告

書一　地区大会決議事項，出席クラブ数，ガ

パナー被指名者名その他を記載し，ガパナー

及び地区大会幹事より国際ロータリーに提出

さるべき報告書。

District　Funds－一一地区資金一　種々の目的の

7eめ（主として地区大会開催費の全部又は一

語 彙

部を賄うため多くの地区で設定している資

金。この資金に対する分担は地区によりその

額を異にするが，斯様な資金の設定について

は何ら特定の権限は与えられていないから，

分担は任意に行わるべきであって，ロータリ

アン個人又はクラブに対して課せらるべき人

頭分担金の如き性質のものであってはならな

いo

District　Go▼emor一地区ガバナー一一一一一　（11頁

参照）

District　Go▽emor　Ad　Interim一暫定地区

ガバナー一　国際大会で選挙されたガバナー

がその地区外にあって就任期までに帰着出来

ない場合にはその帰着までの期間，直前ガバ

ナーが暫定地区ガバナーとしてその職務を執

行する。

DiStrict　Leadership　Forum－一ディストリク

ト・り一ダーシップ・7オーラムー　（71頁

参照）

Dues　and　Fee8一年会費及び入会金一　各正

会員，シニア・アクチブ会員及びパスト・サ

ービス会員はそのクラブの細則に定める入会

金及び年会費をクラブに支払う。その金額は

国際ロータリー加盟各クラブ間に於て一定は

していない。

Elector・・一選挙人一　選挙人は正当に選ぽれ

た代議員，委任状所持者及び自由代議員を書

い国際大会の選挙母体を構成する。

Enactment－一制定一　国際ロータリーの定款

及び細則又は標準クラブ定款を改正する国際

大会の立法。

ENAEM－一一　：ナエムー　ヨーロッパ，北アフ

リカ及び東地中海地域の略語。

Exchange　of　Youth一青少年交換一　或程

度実務の経験を有する青少年に他国で短期間

同一職種の体験を得る機会を，学生に対して

は他国の学校で勉強する経験を，又休暇中の

青少年に他国を訪問滞在する機会を与えるこ

とを目的とする各国間相互の青少年交換。

Exeeutive　Committee　一一常任理事会一（8頁
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　参照）

　Extension　Aide－一拡大補佐一　特別代表が

　その与えられた地域に於けるロータリー・ク

　ラブの設立を単独で完遂出来ないと思われ，

又ガパナー自身必要な援助を供与出来ない場

合は，特別代表の近くに住むロータリアンで

　ロータり一クラブ設立に経験を有する者が特

別代表を援助すべくガバナーから指名され

る。これを拡大補佐といい，事情によっては

自らクラブ設立に当ることを可とする場合も

ある。

Extension　Within　the　Club一クラブの内部

拡大一　クラブの区域内で適当な人物を有す

る職業分類の代表者を洩れなくクラブ会員中

に含めることにより会員数を増加すること。

Extensien　Work一拡大活動一　ロータリー

が存在しないところにロータり一・クラブを

設立してロータリーを拡める活動。この活動

は，地区に於てはガバナーと事務局の協力に

よって行われその他の地域に於七は特に指名

された代理者が事務局の協力を得て行うこと

を通例とする。

Founder　of　Rotary－　a　・一タリー創始者一

1905年シカゴに最初のロータり一・クラブを

創立したポールP．ハリスを指す用語。ポー

ルP．ハリスは1947年1月27日死去した。

Four　Avenues　of　Rotary　Service一ロータ

リー奉仕の四大部門一　クラブ奉仕，職業奉

仕，社会奉仕，及び国際奉仕を指す用語。

G・B・＆1・一ジー・ピー。エンドアイーグ

レート・ブリテン及びアイルランドの略語。

General　Council（R・LB・1・）－R．1．B．1．理事

会一　グレート・ブリテン及びアイルランド

に於ける国際ロータりinの管理機関で，

R．LB，1．の役員（会長，直前会長，副会長，

名誉会計及び幹事）とグレート・ブリテン及

びアイルランド内の地区に於ける地区ガバナ

ーを以て構成する。グレート・ブリテン及び

アイルランド選出の国際ロータリー・一理事は職

権上本理事会の構成員である。

　General　OMcers　of　R．1．一国際ロー・タリー

　中央役員一　国際ロータリーの会長，第1，

　第2，及び第3副会長，その他の理事10名，

被選会長，事務総長並びに財務長。

General　Secretary，s　Letter　to】R．1．　O伍ci．

als一国際ロータリー役員に対する事務総長

の通信一　国際ロータリーの役員，委員その

他に対し，時に応じて国際ロータリー事務総

長が発送する通信。そうした役職に在る人々

にとって重要な情報を記載し，経費の都合で

謄写印刷されているが，各受取人に対する私

信と解すべきものである。

Governor’s　Monthly　Letter－一一ガバナー月信

一　所管地区内の各クラブの会長及び幹事に

対して毎月ガバナーから発送する親書的な公

文書で特に関心を求むべき重要事項を記載す

る。

Group　Representatives一分区代理一地区

内で予め区分された地域内のクラブの役員に

助力するため，経験あるロータリアンの中か

らガバナーが指名する非公式代理。ガバナー

はその任務を何人にも委譲する権限を持たな

いのでこの代理は非公式で権限を持つもので

はない。

‘‘ge　Profits　Most　Who　Serves　Best’・一・・最

もよく奉仕する者，最も多く報いられる”一

ロータリーの文献その他に用いられる標語。

Honorary　Member一名誉会員一　（212頁参
照）

Ibero　America－一イベロ・アメリカーイペ

ロ・アメリカはヨーロッパのイベリア半島出

身のスペイン人及びポルトガル人によって植

民されたアメリカ諸国を言う。国際ロータリ

ー理事会の構成については国際ロータり一細

則は，イベロ・アメリカは南アメリカ，中央

アメリカ，メキシコ及び西印度諸島を含むと

規定している。（国際ロータリー理事候補推

薦に関してはボルトリコはイベロ・アメリカ

から除外されている。）

Intercountry　Committee－一国際共同委員会
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一夫々の所管ガバナーにより又はその承認

を経て組織される，ロータリアン，ロータり

一・クラブ又は地区により二国以上に渉って．

構成される委員会で，関係国のクラブ及びロ

ータリアン間の交友を奨励し，それによって

各国民の間に理解を増進し友好を促進するこ

とを目的とする。

International　Assembly－一国際協議会一

（12頁参照）

International　oMcers一　国際ロータリ）・・一役

員の項参照。

Lapel　Button－za章一　ロータリー・クラブ

の会員の襟章で，金地に紺のエナメルを以て

作られたロー一，タリーの記章。

Member　Club一加盟クラブー国際ロータ

リーに正式に加盟を認められたロータリー・

クラブ。

Membership　Applioation　Card一入会申込

カードー　会員として推薦された老が入会申

込の際用いるカード。

Membership　ldentification　Card・一一会員証一

　国際ロータリーが全クラブにその使用を奨

めている一定様式の小型会員証。国際ロータ

リー事務総長の複写印刷署名の他，会員名，

所属クラブ名，職業分類，納入した会費の期

限，クラブ幹事の署名及び当人の署名のため

の空欄が設けてある。

Membership　Proposal　Card一会員推薦カー

ドー　クラブ会員がクラブに会員を推薦する

ときに用いるカード。

Membership　Report　Card－一会員報告カー

ドー　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

に対して，新会員，退会者及び会員の住所，

職業分類等の変更を報告するために，国際ロ

ータリーが供給する三様式のカード。

Memo　of　OMcial　Visit　of　I）istrict　Gover．

nor一ガバナー公式訪問報告書一　ガバナー

が所管地区の各クラブを公式訪問した際に記

入し，（クラブ計画及び目標の要約と共に），

最寄りの国際ロータり一事務局に送付する報

語 彙

告用紙。この報告は，国際ロータリ・一に対し

各クラブが如何にロータリーの計画を実行し

ているかについて情報を提供し，且つ国際ロ

ータり一がクラブに対してサービスする上の

参考に供することを目的とする。

Non．1）istricted　Club一地区無所属クラプー

　国際ロータり一の地区に属せず，国際ロー

タリー理事会の直轄下にあるクラブ。

Object　of　Rotary一ロータリーの綱領一　国

際ロータリー定款第3条及び標準クラブ定款

第3条に規定するロータリーの綱領。（綱領

文は203頁参照）

Occupatienal　Book　Skelf一職業参考書棚一

　ロータリー・クラブがその土地の公共図書

館や学校の図書館に会員各々の職業に関連す

る参考書を寄付して設ける書棚。

OMcers，　Club－一・クラブ役員一　クラブの役

員は会長，副会長一名又はそれ以上，幹事，

会計及び会場監督である。

OMcers，　R．1．一一一一国際ロータリー役員一　国際

ロータリーの役員は，会長，第1，第2及び

第3副会長，その他の理事，事務総長，財務

長，地区ガパナー，グレート・ブリテン及び

アイルランドに於ける国際ロータり一代表並

びにグレート・ブリテン及びアイルランドの

国際ロータリーの会長，直前会長，副会長並

びに名誉会計である。

oracial　DirectOry一公式名簿一　（145頁参

照）

Past　Service　Member－一パスト・サービス会

員　（212頁参照）

Per　Capita　Dues一　人頭分担金一各クラブ

が，国際ロータリーに対して，7月1日及び

1月1日現在の正会員，シニア・アクチブ会

員及びパスト・サービス会員在籍総数に応じ

て，半年毎に支払う人頭分担金。

ProVisional　Rotary　Club－一一仮ロータリー・

クラブー　20名以上の創立会員によって，国

際ロータり一加盟の正式申込がなされ，国際

ロータり一事務局によってその受領が確認さ
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ー
姶

ー
噌



，
・
妻
≧
｛
轟
｝

ぼ
窪

，
，
，
ー
ー
，
，
…
ー
謹
護
轟
蓬
縫
醤
薄
葺
ー
ー
ー
翼
帰
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
…
…
ー
睾
ー
嚢
護
ー
鍵
糞
蓑
曇
鑑

1

れてから，加盟承認に到るまでを仮ロータリ

ー・ Nラブという。

Purposes　of　Rotary　Internationa1一国際ロ

ータリーの目的一　（イ）世界を通じてロt・一タリ

ーを奨励，推進，拡大し且つ管理すること。

（ロ）国際ロータリーの活動を調整し且つ一般的

指導を行う。（国際ロータリー定款第2条）

Region－一地域一　地域という用語は，臨機又

は一定のクラブの地域集団を表示するときに

用いられる。

Regional　Conference一地域大会一　（151－－

154頁参照）

Regional　Rotary　Institute－一地域的ロータ

リー研究会一　国際ロータリー理事会の承認

を得て，或る地域乃至地帯在住の1名又はそ

れ以上の国際ロータリー理事が招集する会

合，これは，当該地域又は地帯におけるロー

タリーの方針並びにプログラムに関する諸問

題の非公式討論と検討，国際ロータリー理事

会よりの提案事項の検討，当該地域又は地帯

における国際ロータリーの綱領並びに原理適

用の研究；及びロータり一拡大の可能性研究

のため国際ロータリーの現在，元及び次期役

員を集めることを目的とする。

Registration　Fee，　convention－一登録料一国

際大会一　国際大会に出席を登録する際満十

六歳以上の参加者が国際ロータリーに支払う

料金。登録料はその都度国際ロータリー理事

会が決定する。選挙人は登録料の支払を了え

るまで選挙権を与えられない。

Resolution－一決議一一一　国際ロータり一大会の

議決行為で，大会の意見を表明し，或は国際

ロータり一定款細則或は標準クラブ定款を改

正することなしに，方針或は手続を設定又は

廃止するもの。

Resolutien　34一決議第34号一　国際ロータ

リtt・一の社会奉仕に対する方針の声明で，1923

年（セントルイス）大会で決議第34号として

採択され，その後の大会で改正されたもの。

（全文38－40頁参照）

Revista　Rotaria－一レビスタ・ロタリアー

国際ロータリーのスペイソ語機関誌。

R・L一国際ロータリーの略語。

R・1・B。1．一グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドに於ける国際ロー一夕り一の略語。（14頁

参照）

R．L　News一国際ロータリー・ニュースー

（145頁参照）

Rotary一ロータり一一　ロータリーはロータ

リー・クラブ及びロータリアンによって構成

される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を指

導する原則実践及び慣例，そして彼等が達成

を期する目的及び綱領を示すために用いられ

る。

Rotary　Education一ロータリー教育一（イ〉

ロー一タリーの綱領，原理及びロータリーとそ

の四大奉仕部門の発達過程を会員に周知させ

ること。（ロ）各ロー一タリアンにロータり一の理

想に対する個人的献身及び奉仕に関する責任

と理解の念を喚起助長すること。

Rotary　Emphasis　Program一ロータリ・・一強

調プログラムー（71頁参照）

Rotary　Foundation，　The－一ロータリー財団

一　（178，206，248頁参照）

Rotary　Foundation　Awards　for　Interna。

tional　Understanding－一一国際理解のためのロ

ータり一財団補助金一　（185頁参照）

Rotary　Institute　for　Present　and　Pa8t

Othcers　of　R．L一国際ロータリー現任及び

元役員のロータリー研究会一　国際協議会と

場所と日時を同じくして別に開催され，ロー

タリーの企画及び管理上の問題を非公式にと

り上げる研究会。現及び元国際ロータりme役

員，委員及びR．1．B．1．現及び元役員，及び任

期末の地区ガパナーで国際協議会に参加しな

い者が招待される。

Rotary　Internstional　in　Great　Britain＆

Ireland（R・1・B・1・）一ヴレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリー一一　グレー

ト・ブリテン，アイルランド，チャンネル諸
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島及びマン島に於けるロータリー・クラブ連

合会の呼称。（14頁参照）

Rotary　Whee1一ロータリーの歯車一　ロー一

’タリーの記章につき時として用いられる呼

称。

R．R．（Revista　Rotaria）一（レビスタ・ロー

タリア）の略語。

SACAMA－一サカマー　南米，中米，メキシコ

及び西印度諸島の略語。

Secretariat一事務局一　（11頁参照）

Semiannual　Report一半期報告一mtp毎年7

月1日及び1月1日現在を以て各クラブが国

際ロータリー理事会に対して行う会員数の報

告。報告はクラブ会長及び幹事の署名を要

し，中央事務局所定の用紙を用いて，国際ロ

ータリー事務総長に送付する。この報告に基

き，クラブは国際ロータり一の人頭分担金を

支払う。

Senior　Active　Member一シニア・アクチブ

会員一　211頁参照）

‘‘rerVice　Above　Self”一超我の奉仕一　ロー

タリーの文献その他で用いられる標語。

Similar　Organizations一類似団体一　国際

ロータリーと類似した目的及び組織を持つ奉

仕クラブ。

Special　Assemblies一特別協議会一　国際大

会に於て一つの国からの出席ロータリアンに

より又は数ヵ国のロータリアンが合同して開

催するもので相互の理解と友愛を深め，その

国又は国々に特に関連した問題を討議するこ

とを目的とする。

Special　Representative・一一特別代表一　ガバ

ナーの指名により，ガバナーに代ってクラブ

創設の手続全般を行うロータリアン。通常，

スポンサー・クラブの会員の中から指名され

る。

Sponsor　Club－一スポンサー・クラブー新

クラブの創立に際して助力し，創立後も国際

ロータリーの一員として速やかに成長するよ

う指導の責任を引受けたクラブ。新クラブの

語 彙

創立に当りガバナーに協力する特別代表はス

ポンサー一一・クラブの会員であるのが普通であ

る。

Staff－一職員一国際ロータリー事務総長の配

下の職員で，国際ロータリーの活動を推進す

るため国際ロータリーの中央役員，ガバナ

ー，国際ロータり一の委員会及び加盟クラブ

に協力する。

Standard　Club　Constitution一標準クラブ定

款一国際大会の決議により1922年6月6
日以降の全加盟クラブが採用するクラブ定

款。

Student　Loan　Funds一学生貸付資金一学

資不足のため上級学校に進学出来ない優秀な

青年男女のために，クラブが設定する貸付資

金。

Summa】ty　of　Club　Plans　and　Obtectives

一クラブ計画及び目標の要約一　地区ガパナ

ーの公式訪問に際してクラブが提出する概要

報告で，ガパナー及び国際ロータリー事務局

宛に当該年度に於けるクラブ計画及び目標を

簡潔に記載したもの。

Term80f　Reference－一一任務の画定一　委員

会及び類似機構の権限及び任務の解説定義。

TerritOrial　Limit80f　a　Rotary　Club一ロ

ータり一・クラブの区域一　クラブ定款に示

された区域。クラブの正会員は，区域内に於

て，クラブで分類された事業又は専門的職業

に自分で実際に従事し，且つその事業所又は

居住所がクラブの区域内になければならな

いo

TerritOrial　Unit一領土別単位一1922年（Pt

スアンゼルス）大会で採択された加盟クラブ

の管理方式。1927年（ナステンド）大会は領

土別単位による管理を廃止したが，当時現存

した領土別単位に関しては，その権利，特典，

権限，義務又は任務は全面的に効力を持続す

ると確認した。（14頁R．1．B工の項参照）

The　Four・Way　Test一四つのテストー一一（197

頁参照）

“一E283－Pt
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The　Rotarian－一ロータリアン誌一　国際ロ

ータリーの公式機関誌の英語版。

USCB一ユー・エス・シー・ピー一　米国，

カナダ，パーミュダの略語。

Visiting　Rotarian　Report　Card一ビジター

出席カードー　他クラブからの来訪ロータリ

アンの出席をその所属クラブに通知し，有効

出席を確認するため，クラブ幹事が用いる通

知カード。

Voeational　Craft　Assemblies－一職業別協議

会一　通常国際大会又は地区大会に於て開催

され，それら大会に出席したロータリアンが

他地域からの同業者と意見を交換し，職業奉

仕問題を協議する機会を得るための職業別集

会。

Voting　Delegate’s　Card一投票代議員カード

ー　クラブ幹事がその投票代議員に対して交

付するカードで，国際大会に於ける資格審査

委員会による確認を要する。このカードは保

持者の投票権を立証する他，投票代議員とし

て大会に出席する資格を示すものである。

Zurich　O伍ce（略語Z．0．）一チューりッヒ事

務所一　スイス，チューリッヒにある中央事

務局の事務所。大陸ヨー一・Pッパ，北アフリカ

及び東地中海にあるクラブの他，その地方在

住のガパナー，国際ロータり一理事及び委員

のための事務を取扱う。

一284一
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ア

索

愛称　　　　　　　　　　　　　　　　　120
アディショナル正会員

　　　　　116，119，210～211，256～257，272，277

　シニア・アクチブ会員に変更　　　　　　116

　創立会員　　　　　　　　　　　　　　　80
　選挙　　　　　　　210～211，256～257，272，　277

　資格　　　　　　　　　　　　　116，119，210～211，256～257

　再選　　　　　　　　　　　　　　211，　257，274

　正会員がシニア・アクチブ会員になった場合の

　　地位　　　　　　　　　　　　　116，　211，258

　終結　　　　　　　　　211，256～257，259，277

アメリカ合衆国

カナダ及びアメリカ合衆国のクラブ，投票

財団寄付金の所得税より控除

学校におけるスペイン語教育奨励

指名委員会に代表

理事指名のための地帯

理事よりの

25

180

102

221

226

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，226
アメリカ合衆国カナダ及英国以外の国よりの理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225
　指名委員会に代表

アメリヵ国立身体障害児童救済会

亜細亜よりの理事

　理事候補選択手続
R．L』 a．1．の解釈

RLB．1．理事会

R．1．NEWS
RRの解釈
安全増進

ANZAOの解釈
　よりの理事

理事候補者選択手続

イ

意義ある業績賞

色，ロータリー

　ロータリー微章に使用

委員会，国際ロ・・一タリー

　（各個委員会も併せ参照）

　特定

　諮問

　任命

　権限

委員長

　221，231

　　　42
　　8，228

225～227

　14，282

11，14，280

　　　145

　　　283

　　　42
　　　277

　　8，228

225～227，228～235

　　　　140～141
　　　125，127，130

　　　　　125，127

12，36～37，243～245

　37，243

　12，243

12，37，243

　12，　245

　12，　243

弓

　統制及び管理　　　　　　　　　　　　　　213

　職権による委員　　　　　　　　　　　　　243

　経費　　　　　　　　　　　　　　　　85，87

　　他団体の会合にて　　　　　　　　　　　87

　会合　　　　　　　　　　　　　　　　　36

　委員の資格　　　　　　　　　　　　　　245

　定足数　　　　　　　　　　　　　　　　245

　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　36
　　検討，常任理事会による　　　　　　　　　21

　理事会の検討　　　　　　　　　　　　　　　37

　幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　245

　規模及び機能　　　　　　　　　　　　　　36

　特別　　　　　　　　　　　　　　12，　37，243

　常任　　　　　　　　　　　　　　12，37，243

　委員代理　　　　　　　　　　　　　12，37，243

　任期　　　　　　　　　　　　　　　　　37

　通信による事務処理　　　　　　　　　36，245

　投票，通信による　　　　　　　　　　　　36

　欠員　　　　　　　　　　　　　　　　12，　243

委員会，ロ・・一タリー・クラブ　33，34，42，　269～271

　　（各個委員会も併せ参照）

　権限　　　　　　　　　　　　　　　　　270

　委員長　　　　　　　　　　　　　　　　269

　国際P一タリー文献郵送　　　　　　　　　140

　中央事務局との接触　　　　　　　　　　　140

　管理，監督　　　　　　　　　　　　　　　　258

　任務　　　　　　　　　　　　　　270～271

　権限による委員　　　　　　　　　　　　　270

　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　270

　常任　　　　　　　　　　　　　　　　　269

位置，クラブの　　　　76～77，80～82，203，209

　大都市に追加クラブ　　　　　　　80～82，209

「移籍会員」

遺贈，P一タリー財団に

ENAEM解釈
イペP・アメリカ

　よりの理事

　よりの理事候補

　理事候補選択手続

　指命委員会に代表

委任状による代理者，

　国際大会

　地区大会

　114～115
192，206，249

　　　279
　　　280
　　8，　227

　　　227
　225～235

　　　222

7，51，205，216

　　　　238
一般役員，国際ロータリー；理事会，国際ロータ

　リー参照

印刷物　　　　　　　　　　　　　　　　　三46

一285一

　



ー
諺
黛
彗
膚
，
薫
磁

声
墾
譲
毫
書
畜
嶺
窪
｛

憲
鳥

緯

鐸
ー
婁
譲

ー
ー
ー
ー
ー
華
嚢
ー
嚢

国際ロータリー許可を有する

配布

国際主義強調

翻訳

各国に関する

インターアクト・クラブ

徽章

　ガパナー，選挙及任務

会合

会員

　　資格

結成方針

　プログラム，経費

　目的

　週間

　　　　　　　　　　ウ

運営，国際ロータリー

　地方

　管理調査委員会

　地区

　国又は領土別単位

　無地区クラブ

　中央事務局による事務

運営機関

運営事務

運営上の単位

運営体，国際ロータリー

　　　　　　　　　　工

rseq　P　一一タリークラプ協会

営利化，ロータリーの

SACAMA解釈
襟章，ロータリー徽章

　　　　　　　　　　オ

　略字

　加盟，クラブの

　出席優勝牌

　よりの理事

　青少年交換

　国際共同委員会

　国家間連合会

　新クラブ結成，費用

　　　　146

12，147～148

　　　　148

　　　　146

　　10，105

　166～170

　167～168
　　　　169

　　　　169

　167～168

　　　　167

　167～168
　　　　170

　　　　166

　　　　170

　　7～13

　　14～16

　　　278
58～75，237

グレート・ブリテソ及びアイルラソド14～16

　　　　　13

　　　　9～10

　　　　　236

　　　　9～10

8～9，236～237

8，21，204，213

　　14
　　130

　　283

128，281

欧州大陸北アフリカ及び東部地中海地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　278

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　227

　　　　　　　　　　　　　　　　　　101～102

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89

　国際ロータリー理事候補者選択手続

　　　　　　　　　　　　　225～227，228～235

指名委員会へ代表　　　　　　　　　　　　　222

　　　　　　　　　　力

海外，篤志家ロータリアソ　　　　　　　99～100

海外奉仕篤志家，ロPtタリー　　　　　　99～1CO

外国政府代表をクラブに　　　　　　　　　　114

会合，地区

　協議会　　　　　　　　　　　　　　68，237

　大会　　　　　　　　　　　　　　　69～71

　リーダーシツプ。フォーラム　　　　　71～72

　日程　　　　　　　　　　　　　　　　　　72

会議運営手続　　　　　　157～163，218～219，　248

会合，ロータリークラブ　　　　79，255，　268～269

　酒類飲用の可否　　　　　　　　　　　　　　　32
　轍総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255，26＄t

　出席，例会出席参照

　休止　　　　　　　　　　　t8，32，255，268～269

　2週間に1度　　　　　　　　　　　79
　非公式の会合　　　　　　　　　　　　　　19

　国家間　　　　　　　　　　　　　　　　103

　祈薦　　　　　　　　　　　　　　　　　32

　他のサービス・クラブと連合　　　　　32，40

　変更通知　　　　　　　　　　　　　　　269

　例会次第　　　　　　　　　　　　　　31，　274

　場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　32

　プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　31

　有望会員の出席　　　　　　　　　　　　　119

　船上　　　　　　　　　　　　　　　　　19
　学生，来賓として　　　　　　　　　　102，122

　例会　　　　　　　　　　　　　79，　255，　269

　取消　　　　　　　　　　　18，　32，255，268・》269・

　他の奉仕クラブと　　　　　　　　　　32，40

回章，クラブ又はロータリアソに　　　130～131

会費，国際ロータリー；人頭分担金参照

会費，ロー一タリー・クラブ

　　　　　　　　　　　77g　210，　259，269，277，　279

　徴収　　　　　　　　　　　　　　　　272
　最低　　　　　　　　　　　　　　　　　77

　不払　　　　　　　　　　　　　　　　　260
会員証明票　　　　　　　　　　20，122，192，281

　会員　　　　　　　　　　　　20，122，　192，　281

　訪問会員による提出　　　　　　　　　20，122

　非ロータリアソ　　　　　　　　　　101，　122

会員資格，ロ・一タリークラブ

　　　　　　　　　　113～123，　210～213，255，258

　正会員と名誉会員，同一一クラブで　　　　　116

　入会金　　　　　　　　　eO，　259，　269，　277，　279

　　「追加」ロータリー・クラブで　　　　　　113

　職業の代表　　　　　　　　　　　　　　26

　入会申込　　　　　　　　　　　　　　O「1

一286一
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ド
6

会員の年齢　　　　　　　　　　　　　　79，120

支店代表者　　　　　　　　　　　203，256，257

均衡のとれた組織　　　　　　　　29，118，277

ロータリアン同瞭間の商売関係　　　　　　130

カード

　会員証明　　　　　　　　　20，122，192，281

　訪問会員による提示　　　　　　　　20，122

　推薦　　　　　　　　　　　　　　　　281

創立会員　　　　　　　　　　　　　　　28

職業分類，大見出し職業分類参照

委員会

　継続

構成

名工

外交官

二重

会費

期間

公職保持者の被選資格

国際ロータリー勤務員

拡大

若い人に対する

種類

賜暇

制限

一覧表

地元新聞社の代表

選挙方法

最少会員数

諸民族からの会員

無差別

一つのクラブのみに

特典

推薦カード

牌
資格

　　蜥
定足数

記録及び報告

再入会

回復

報告書式

退会

責任

Pt・・一タリー財団奨学生

半期報告

　　　　　269，271

　　　　　　　119

203～204，255～258

　　　　　　　114

　　　　　　　114
　　　113，　116，　212

80，259，269，277，279

　　　　　　　259

　　　　　212，　257

　　　　　　　213

　　　　　118，280

　　　　　79，120
個人的で商社のものではない

　　　　　　　　206，211，212，247，257～258

　　　　　　　　　　　　271，272～273，281

　　　　　　　　　　113，119，203，255～256

ロータリ脚・クラブ区域限界内の事業又は居

不本意な元ロータリアソの地位

　　　　　113
　113，　210～212

　　17～18，271

　　　　　256

　　　　　131
33，150，212，257

　　　272～274

　　　　　118

　　　　　115

　　　　　115

　　　113，212

　　　　　281

　　　　　　　　　113

　　　　　　　　　269
17，245，247，268，277，281

　　　　　　　　　257

　　　　　　　　　257

　　　　　　　　　281

　　　　　　　　　262

　　　　　　　　　脇

　　　　　　　　　115

　　　　　245，268，283

　　　　　　　　　121

　　　　　　　　　　　　　　索　　　引

　学生　　　　　　　　　　　　　　　　　122

　終結　　　　　　　　　　　　　　　260～262

　職名　　　　　　　　　　　　　　　　　203

　転居　　　　　　　　　　　　　　　　114～115

　婦人は無資格　　　　　　　　　　　　　　12e

会計，ロータリー・クラブ　　　　　259，　267，268

会員名簿の使用，商用の目的で　　　　　　　131

会計監査

　ロータリー一・クラブ　　　　　　　　　272

　国際ロータリー　　　　　　　　　　　　246

　　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　go

　ロータリー財団　　　　　　　　　　　　184

会計事項　　　　　　　　　　　　　　　　245

会計年度

　ロータリー・クラブ　　　　　　　　　272
　国際ロータリー　　　　　　　　　　　　 86，245

　P・一タリー財団　　　　　　　　　　　　　183

改正（条例制定も併せ参照）

　クラブ細則　　　　　　　　　　　　　　　45，274

　R．1．細則　　　　　　　　　　7，44，107，251

　クヲブ定款　　　　　　　44，107，209，264～265

　R．1．定款　　　　　　　　　　7，44，107，　206

会長及び理事の旅行　　　　　　　　　　　　22

会長，国際ロータリー

　理事会に代って行う権限　　　　　　　　　37

　理事会議長　　　　　　　　　　　　　8，10，204

　規定審議会議長　　　　　　　　　10，162，219

　地域大会の委員長　　　　　　　　　　152～153

　任務　　　　　　　　　　　　　　　　10，　215

　選挙　　　　　　　　10，　204，　214，　225，　235～236

　職権による委員

　　各種委員会　　　　　　　　　　　　10，243

　　元会長会議　　　　　　　　　　　　　12，247

　経費　　　　　　　　　　　　　　　　　89

　地理的選択　　　　　　　　　　　　　　　10

　理事会々員　　　　　　　　　　　　　　8，204

　指名（会長指名委員会を併せ参照＞

　　　　　　　　　　　10，22～23，221，223，225

　　クラブによる

　　委員会による

　任期

　　理事としての

　旅行

　欠員

会長指名委員会

　代理委員

　権限

　構成

　会合

一287一

　　　10，22，224

　　　10，22，223

11～12，214～215

　　11，214～215

　　　　　　22

　　　　　　215

22～23，221～225

　　22～23，223

　　　　12，245

　　22，　221～225

　　　　22，224
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　決定に対する外部の影響

鞭
定足数

　報告

任期

　同点得票

　欠員

会長被指名者，国際ロータリー

　経費

会長被選者，国際ロータリー一．

　任務

　経費

　任期

　欠員

会長，ロータリー・クラブ

　任務

　次年度，地区窃議会出席

　委員会の職権による委員

　指名及び選挙

　資格

　任期

会場監督

　ロータリー・クラブ

　匡際ロータリー大会

学生

　青少年の交換

　国際理解奨学金

　クラブ会合のお客

　紹介状

　貸費資金

　ロータリー・クラブにおける資格

　国際間理解増進

拡大補助者

　　　　23

　　22，223

　　　224
22～23，224

　　　223

　　　223

　　　223
22～23，222

　　　　87

　　　　215

　　　87，89

10，214～215

　　　　215

　　　　259

　30～31，268

12，30，68，237

　　　　270

　　　　267
　　　30，259

　　　　259

259，267，268

　　　　217

「各ロータリアンは青少年の亀鑑」標語

加盟金

　再承認クラブ

加盟，クラブ

　申込

　取消

　言語

　国際蕩議会のプログラムに上程

101，102，279

　185～186
　　102，122

　　101，123

　　　　283

　　　　122

　102～103
　78，89，280

　　　　165
80s　209，278

　82，83，210

　　　80，83

　　83，　209

　　　　210

　　　　83

　　　　84
　大ブリテソ及びアイルラソド国際ロータリー83

　返還　　　　　　　　　　　　　　　　　210

加盟クラブ，解釈　　　　　　　　　　　　　281

カナダ

　より理事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，227

　集団，理事指名のため　　　　　　　　　　227

　理事候補者選択手続　　　　　　　　　　　227

　指名委員会に代衷．　　　　　　　　　　　222

カナダー合衆国クラブ，投票

活動の同格部門3点

活動，ロータリー地区提唱の

ガバナー，地区ガバナー参照

仮ロータリー・クラブ

　地方名

　結成

　徽章の使用

癌研究

キ

企画委員会，国際ロータリー

4
6
◎
3

り
白
ρ
0
7

78～79，129，281

　　　　　　79

　　78～79，82

　　　　　129

　　　　　　42

機関雑誌；雑誌，国際P一タリー，参照

徽章

　色，公式

　説明

　歴史

　使用許可書

　保護

　放棄，終結クラブによる

使用

　許可

　バッジ

　少年クラブ

12，244

124～134，246

　　125，130

　　124～125

　　　　124

　　126～128

　　　　126

　　　　210
126，127～129，133，206，246

　　　　　　　126～128

　　　　　　　　　　128

　　　　　　　　　　133

　　イソターアクト・クラブ会員

　　婦人

　　襟章

　　免許料

　　仮クラブ

　　使用料手続

　　商標

規定審議会

　　167
128，133

128，281

127～128

　　129
127～128

126，246

8，109，161～162，205～206，219～221

議長

構成

信任状

起草委員会

地区代表者の選挙

緊急立法

会員資格

郵便投票による指名

役員

議事次第

定足数

議事録

報告，国際大会へ

会議運営手続

幹事

時期及び場所

　会員への通知

’＝－288ニー

10，161～162，219

　　　219～220
　　　　162，　221

　　　　　　162

　　　　　　220

　　　　108，216

　8，109，219～220

　　　　　　220

　　　　　　220

　　　　161～162

　　　　162，　221

　　　　109，162

162，206，221，251

109，162～163，221

　　　　　　220

　　　8，109，205

　　　　　　221

i

s

4
セ
　
i
“
i
i

規定と条件，免許料及び使用料手続に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　126～128

祈薦，例会における

規範，正しい服務規準の

寄付，国際ロータリー資金よりの

　地方的行事

　救助，戦災者

　災害時

救済事業

鮒
　財団の一目標としマ

　方針

　災害時における

　戦災者

救済資金

休日，例会

休止された例会

教育

　成人

　国際理解推進に学校と協力

　職業参考書棚

　有望な新帰化入

　ロ・一タリ帽

協議会，協議会名参照

業績賞

　争，出席

　クラブ

　地区

強調プログラム，ロータリー

業務

　　　　　32

　　　　　199

　　　　　94

　　　　　41

　　　　　155

　　155～156

　　155～156

　　　　　155

　　　　　155

　　　　　156

　　155～156

　　　　　155

　　　　　155

　　18，32，255

18，32，255，269

101

281

135

33～S4s　138，271．282

　ロータリアソに助言及援助，委員会

　カード，ロータリー徽章の使用

　解釈職業分類目的に

　クラブ区域内のロータリアソ

　順序

　　クラブ例会における

　　ロバート式議事規則

関係，Pt・一タリアソ間の

　　職業連絡会議

　標準

　文房具，ロータリー徽章の使用

r業務を通しての奉仕J

銀行勘定

　9　Ptタリー・クラブ

　国際ロータリロ　　　　　ー

　　旅行資金に利用

　fi　一一タリー財団

　140～141

17～20，275

17～20，275

19，67～68

127

26

113

31，274

　　蹴
35，130

　　199

197，199

　　127

　　197

　　271
　　　10

　　　93

183～184

区域限界，

国

ク

索 ［弓

ロータリー。クラブ

　　　　　73～74，175～177，209，283

追加クラブ，区域内

変更

　　80～82，209

80～82，175，264

　法律及び習慣の批判　　　　　　　　　　　　99

　ロータリーがその活動を停止した　　　　　83

　影響，クラブ定款への　　　　　　　　　44

　文献　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

　忠誠　　　　　　　　　　　　　　　　　135

　ロータリアンとの関係　　　　　　　　98，135

国々の習慣及び法律

　批判　　　　　　　　　　　　　　　　　　98

　クラブ定款への影響　　　　　　　　　44，209

クラブ加盟承認委員会　　　　　　　　　　　83

クラブ幹事　　　　　　　　　　　　　　259，26＆

　任務　　　　　　　　　　　　　　　　　268

　被選者，地区協議会に，出席　　　　12，30，68，237

　指名及び選挙　　　　　　　　　　　　　　267

　資格　　　　　　　　　　　　　　　　　259

　任期　　　　　　　　　　　　　　　　　259

クラブ計画及び目標の要約　　　　　　　　283

クラブの地方的集団　　　　　　　　　　　　9

クラブ協議会，解釈　　　　　　　　　　　　278

クラブの検討，ガパナー公式訪問に備え　　　278

クラブ奉仕活動　　　　　　　　　　　　　　255

クラブ再建　　　　　　　　　　　　　　80，　21（〉

　ロータリーがその活動を停止した国における80

クラブ例会欠席　例会欠席参照

クラブ例会出席　例会出席参照

クラブ例会の祈願

クラブ，インターアクト

クラブ，ローターアクト

クラブ，ロータリー

活動の法人化

活動の報告

追加，大都市に

運営

中央事務局による運営事務

記念日遵奉

年次総会

国際大会出席，会員の

会計監査

銀行預金

バナー

予算

名稼変更

一289一

　　　32

166～170

170～174

　　　　　　　　妬

　　　　　　　283
　　　　8（レ～82，209

30～35，204～205，236

　　　9
　　　31

　　268
7，51，205・

　　272
　　271

　　272
175，264
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加盟認証状，加盟，クラブ参照

職業分類，大見出し職業分類参照

社会奉仕活動

構成

定款の権限，限界

団体行動

解散，会員の地位

懲戒

論争

青少年交換

拡大，クラブ内

機能停止

　38～42，270

　　　　7，203

　　　46～47
38，98～99，135

　　　　　122

　　　　　210

　　　　　263

　100，101，279

　　　119，　280

　　　　　210

財政，大見出し財政ロータリー・クラブ参照

会計年度

募金，財政ロータリー・クラブ参照

管理主体

区分監督

収入

法人化

国際奉仕活動

位置

　大都市における

会合，大見出し会合，

272

　258～259

64～65，280

　259，269

　　　　45

　　　　98

76～77，203

80～81，209

　　　　　　　　　　ロータリー・クラブ参照

会員資格，会員資格ロータリー・クラブ参照

他団体の会員

投票方法

最少会員数

新，新クラブ参照

無地区

　運営

　監督

数

　国際ロータリー加盟の

　地区内の

役員，役員ロータリー・クラブ参照

32，41，45

　　269

　　118

6
δ
3

ー
ム
ー

7
6
0

日程順序　　　　　　　　　　　　　　31，274

支払，人頭分担金，人頭分担金参照

プログラム　　　　　　　　　　31，33～34

仮の，仮ロータリー・クラブ参照

印刷物　　　　　　　　　　　　　　140～147

地域又は区分集団　　　　　　　　　　　　　9

：冑少年への奉仕諸団体との関係　　　167～168

再建　　　　　　　　　　　　　　　82，　210

報告
　地区ガバナーに　　　　18，　247，　268，277，　283

　国際戸一タリ・・一・　eC　18，　246～247，　268，　277，　283

鼠際大会へ代裏　　　　　　　　　　7，51，205

内部に代表的会員　　　　　　　28，119，277

辞退，国際ロータリー加盟資格を　　　　　210

決議

役員選択

青少年奉仕

講演者への謝礼

構成

学生招待

計画及び目的の要約報告

監督

終結，国際ロータリー加盟の

区域限界

　変更
訪問，

職業奉仕活動

投票

クラブの区分監督

クラブのバナー

　　　274

　　　31

164～174

　　　31

　　　13

102，122

　　283
8，11，62，204～205，226

　　　　　　　　210
76～77，175～177，209，283

　　80～82，175～177，264

ロータリー・クラブ訪問参照

グループ，元ロータリアソ

訓練プログラム

　197～200

24，205，269

　　64～65

　　　　34

　　　121

ディストリクト・リーダーシップ・フォt・一ラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　71～72

クラブ・レベルのロータリー強調プログラム

ケ

欠員，国際ロータリーの役職に

　理事会

　委員会

　地区ガバナー

　会長指名委員会

　会長

　被選会長

　事務総長

　財務長

　財団管理委員会

欠員，ロータリー・クラブ役職に

34，71～72

　　　10，214

　　　12，243

　　242～243

　　　　223

　　　　215
215，225～226

　　　　215

　　　　215
　　181，　250

　　　　267
決議，国際ロータリー大会（条例制定を併せ参照）

　　　　　　　　107～108，111～112，216，221，282

調査

非常時

提案様式及び方法

現状，1910より1942年に採用された決議

　国際大会における投票

決議No．23－－34

決議，ロータリー・クラフ

決定に訴願

ロータリー・クラブ理事会の

国際ロータリー理事会の

　111～112

　108，216

　110～111

　　　111
　　51～52

38～40，282

　　　274

258～259，262

210，213～214

研究会，地域的研究会及びロータリーPt研究会参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188研究グループ交換

一一 Q90．一

覇
ー

t

E

　

‘

言語

　補助

　研究に学校と協力

　公式，国際ロータリー

　スペイン語教育，

　106

　102
83，　146

アメリカ合衆国の学校にて

研究集団

原子力使用に関する提案

建築計画，P一タリーの名称使用

コ

語彙

交歓の家

交換レート

広報

　委員会，ロータリー・クラブ

　委員会，国wa　P一タリー

候補者

　理事

　　選択手続

　地区ガパナー

　　指名委員会

　　郵便投票による指名

　会長

　　指名委員会手続，選択のための

　　クラブによる指名

国家間

　国際共同委員会

　　任期

　会合

　訪問

周家間に跨る地区

国家奉仕

　国家非常時中のクラブ活動

個家単位

・国家及び他の地理的地域，解釈

102

103

97

130

　277～284

　　　　50

　　80，246

　149～150
149，269，271

　　　245

226～235

　240～241
11，241～242

22～23，222～226

22～23，224～225

103，280

　　103

　　102

　　103
　58，60

135～136

　　136
　　　14

　　279
燭連教育，科学，文化機構，aネスコ（UNESCO）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106

pa際協議会

　ガバナー被指名者の出席

　　旅費の前渡

　資料の配布

　経費

　位置

　プログラム

　　ロータリー拡大問題を上程

　　ロータV・－V：関する広報の増進

　　貴任

　12，　Z47

61，　63，88

　　　92

　　　12

　　　88

　88，247

　21，　247

　　　84

　　150
　21，　247

　目的

国際交換

　バナー

　講演者

　青少年

国際学生交換委員会

国際国境善隣会議

国際懇親宴会

国際赤十字，協力

索 ー弓

12，247

　　　　34

　　　　103

100，101，279

100，101，102

　　　　104

　　　　54
　　　　156

国際大会，国際ロー一タリー7，48～57，205，216～218

運営経費

出席

　委員

　理事

　ガバナー・ノミニー

　増進

　統計

徽章，元役員の

投票準備委員会

簡単な報告

招集

委員会

　任務

　報告

欄
契約

規定審議会，大見出し参照

信任状

　委員会

日付

　過去の大会

討論

代議員

　代理者

　自由代議員

　カード

　委任状による代理者

　資格

　定足数

　座席

　投票

年次報告を代議員に配布

選挙人

非常立法

　　　50，　87

　　51，56～57

　　　　　87

　　　　　87

　　　　　63
　　　50，　63

　　　56～57

　　　　　53

　　　51，235

　　　　278
　　　　216
11，49，243，244

　　　49，　244

　　　　244

　　　　244
48～49，50，53

　　　　51，217

　　　　　　218
　　7，48，205，216

　　　　56～57
　　　　　　218
7，51，205，217，279

　　　51，217，277

7，51，205，217，279

　　　　　　284
　　7，51，205，217

　　　　　　217

　　　　　　218

　　　　　　219

　　　　　　　51～53，108，205，218～219，235

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54

　　　　　　　　　　　　　　24，51，205，235

　　　　　　　　　　　　　　　　　108，216

条例制定大見出し条例制定参照

招待　　　　　　　　　　　　　　　　　49

経費

　運営　　　　　　　　　　　　　　　49～50

　出席

一291一
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　委員会

　理事

　接待

懇親宴会

財政的準備

聴問会

主催クラブ

ホテル割当

交歓の家

招致

立法，大見出し立法参照

立法機関

位置

　北米合衆国以外

　過去の国際大会

会場

役員

議事日程

元役員会

場所

方針

予備行動

議長

議事録

　版権

プログラム

委任状による代理者

宣伝

目的

定足数

登録委員会

登録料

クラフの代表

決議，大見出し決議参照

会議運営手続

着座

会場監督

中央事務局の仕事

合唱指揮者

特別

特別協議会

時期

輸送

　委員会

職種別協議会

投票

投票用紙に記載すぺき氏名

手続

単一移譲式投票

　　　　　87

　　　　　87

　49～50，89

　　　　　54

49～50，89，93

　　210，213

　　48，49，50

　　　　　53

　　　　　50

　　　　　48

　　　7，107

7，48，191，203

　　　56～57

　　　　　49

　　　　204
　　　　　49

　　　　　54

7，48，191，202

　　　49～50

　　　48～49

　　　　　10

　　　54～55

　　　　　55

　　　48，218

7，51，205，217

　　　49，　149

　　　　　7

　　　　218

　　　　　50

　53，217，282

　　7，51，205

157～163，215～216

　　　　　53，217

　　　　　　217

　　　　　　　50

　　　　　　　49
　　　　　205，　216

　　　　　　　54
　　7，48，205，216

　　　　　　　50

　　　　　　　50

　　　　　　284
51～53，110，206，218～219，235

　　　　　　　　　　　　23

　51～53，205～206，218～219

　　　　　　　　　　　　24

国際大会決議の成文化

国際奉仕

　委員会，クラブ

　教育機関における

　ロータリー文献に重点

　青少年の交換

　財団の目的

　国際ロータリーの方針

　n一タリー海外奉仕篤志家プログラム

　小企業相談所

　研究集団

世界社会奉仕

　同一職業分類の人々の国際的交換

国際補助言語

　協会

国際役員；役員，国際ロータリー参照

国際連合

　旗

　国際ロータリーとの関係

　国際ロータリー印刷物，関する

国際ロータリー

　略字

　運営，大見出し運営，

　銀行勘定，財政国際ロータリー参照

　基本方針

　団体行動

　職員，クラブにおける会員資格

　会計年度

　世界事件

　収ん大見出し財政，

　加盟クラブ

　　他団体において

　名称及び説明

　111～112

　　95～106

　　　　270

　　　　102

　　　　148

100，101，279・

　　　　181

　　95～96
　　99～10（》

　　99

　103
98～99

　103
　106・

　106

97～98

　　97

　　97

国際ロータリー参照

268

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　　　　　　　　　96，105，138

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213

　　　　　　　　　　　　　　　　　　86，　245

　　　　　　　　　　　　　　　　　　96～97

　　　　　　　　　国際ロータリー参照

　　　　　　　　　　　　　7，14～16，203，209・

　　　　　　　　　　　　　　　　　105，138

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203・

役員，大見出し役員国際P一タリー参照

組織図

参加

　地方公共事業

　国事に

　他団体

社会奉仕活動に対する方針

目的

　　　　41

　135～136

　105，138

38～40，282

　203，282

事務局，大見出し事務局，国際ロータリー参照

　名称の使用

国際ロータリー印

国際ロータリーカロ盟

　加盟料金

　再建クラブ

国際ロータリー加盟資格

　加盟

一一 Q92－一

　　　　128

　　　　　46

　　　83，209

　80，209，278

　82～83，210

7，14，203，209

　　　83，209

　　委員会

　加盟申込

　構成，クラブの

　終結

国際P一タリ管理調査委員会

国際ロータリー基本方針

国際ロータリー経費

国際P一タリー剰余金

　経費

　　理事会に付託された権限

　　慈善目的に寄付

　　国際ロータリー計画推進

　雑誌資金の流用

国際ロータリー職業分類指針

　　82

83，209

7，　203

　210
　278
　　7
87～90

94，204

　　94

　　94

　249
26～29

国wa　P一タリー，大ブリテソ及びアイルラソドに

おける

略字

運営

クラブの加盟

クラブの認証状

定款及び細則

　改正

理事，よりの

　指名
クラブ名簿

文献配布

選挙される役員

理事会

　指名及び選挙

国際ロータリーとの関係

指名委員会へ代表

　シニア・アクチブ会員，元役員のための

国際P一タリー組織図
国際ロータリーの職員；事務局，国際ロータリー

8，9，14～16，282

　　　　　282

　　　　15～16

　　　　82，　83

　　　　　　83

　　　　15～16

　　15，16，112

　　　　8，228

　　　　　228

　　　　　145

　　　　　132

　　　　　　11
　11，14，204，280

　11，’15～16，235

　　　　14～16

　　　222～223

　　　　　　117

　　　　　　　6

　参照
匡際ローtタリー定款及び細則の批准　　　44，　204

嘔際・一タリー・ニュー刈　　　　145
匡際ロータリーの目的　　　　　　　203，282

講演者
　ロ・一一タリー一クラブにて，謝礼　　　　　　　31

　外国クラブとの交換　　　　　　　　　　　104

　クラブにて後援された討論会　　　　　　　139

国際問題について　　　　　　96
　学校へ提供，クラブにより　　　　　　　102

交換
　バナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34

　講演者　　　　　　　　　　　　　　　　105

　青少年　　　　　　　　　　　　1QO，101，279

公共問題　　　　　　　　　：　一　’h　　　262

　　　　　　　　　　　　　　索

公式言語，国際ロー一一タリーの

公式名簿

　版権

　非P一タリアソへの配布

　商用

　ホテル，一覧

国際ロータリー役員への事務総長書簡

交通安全

公職者

　会員への資格

　候補者の確認

暦改正

　　　　　　　　　　サ

財務委員会，国際β一タリー

　任務　t’

　小委員会

財政，国際ロータリー

　監査

　銀行預金

　　旅行に資金利用

　予算

　　作成，財務委員会による

　管理及び運営

　為替相場

　資金の支出

　　権限

　　　引

　　83，146

131，145，147

　　145，147

　　　　145

　　131，145

　　　　145

　　　　280

　　　　43

114，257

262～263

　　105

12，85，244

　＆5，　244

　　　85
85～94，206，245，246

国際ロータリー剰余金より

費用

財務代行老制度

投資

　SO，　246

　　　10

　　　93
　85，246

　85，　246

　85，206

　86，248

90～91r94

　94，204

　94，204

　87～90
　　　10
　　　．85

人頭分担金，大見出し人頭分担金参照

　歳入

　特別委員会

財政，

　参照）

　予算

　講演者の経費

　募金

　クラブ資金取扱

財産権，その喪失

86｝206，245

　　　　85

P－一タリークラブ（入会金及び会費も併せ

269，271～272

　　　　272

　　　　　32

　　　　　33

　　　　　34

　　　　262
財団，ロータリー，大見出しPt・一．タリー財団参照

細則，国際9一タリー

　改正
　（条例制定を併せ参照）

　批准，クラブによる

　本文
細則，ロ　一一タリー・クラブ

　クラプ会員による受諾

一一
D　29．3　一一

44，209～251

7，44e　107，251

　　　44，204

　　209～251

．嶋267～275

　　ノ、，275
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　改正

　変更，許されうる

　服従，会員の

　本文

災害，救助

財政的援助懇請，クラブに

　建築計画のため

　富くじ類による

1財務長，国際ロータリー

　年次報告

　報酬

　任務

　選挙

　ロータリー財団会計

　保証金

　任期

　欠員

財務代行者制度

詐欺師

酒類飲用の可否，例会

雑誌委員会，ロータリー・クラブ

　45，　275

　45，267

　　275
267～275

155～156

　43，131

　　130
　33，43

　　11，215

　　　215
　　11，　215

　　11，214

　　　　183

　　　　215

11，214～215

　　　　215

　　　　10

　　　　20

　　　　32
　　269，　271

雑誌，国際P一タリー142～145，　2n9～249，263，282

広告方針　　　　　　　　　　　　　142～144

権限　　　　　　　　　　　　　　　　　　248

版権　　　　　　　　　　　　　　　　　147

編集方針　　　　　　　　　　　　　　　142

経費　　　　　　　　　　　　　　　　　go

他国語による概要掲載　　　　　　144～145

地区大会及び協議会プPグラム発表　　　　144

目的　　　　　　　　　　　　　　　　　248

読者の興味　　　　　　　　　　　　144，271

購読

　集金

　料金

　払戻又は比例割当

週間

シ

支局，中央事務局の

支出報告

支店代表者

事務局，、国際ロータリー

　運営事務，

　支局

87，144，248，263

　263，269，272

　　　　87，　248

　　　　　86
　　　　　144

　　　　　9

　　　　91
203，256，257

　9～10，278

ガバナー及びクラブに対する

クラブ及びクラブ委員会との接触

経費

クラブに対する奉仕，如何なる国の

国際大会に対する奉仕

獺

　　9
　　9
　139
90～91

　　9
　　50

11，283

　　クラブにおける会員資格

常任理事会

　国際ロータリー理事会

　郵便投票による決定

　ロータリー財団管理委員会

社会奉仕

　活動，クラブ

　委員会，クラブ

　協力，他団体との

　会議の運営手続

　参加，国際ロータリーの

　広報

　決議第23－34号

　世界

出席委員会，ロータリー・クラブ

出席競争

　地区

宗教，ロータリーとの関係

CENAEM．解釈
C．0。解釈

Conv．　Res．解釈

C．R．1．A．解釈

G．B．＆1．解釈

資金に対する懇請

　クラブによる

　　くじ券

　建築計画のため

　災害の時に

　戦災者

　匡1際ロータリーに

　人道的援助及び設備の供給

資金支出

資金募集活動，クラブによる

204

　8，21，213

　　21～22

　　　181

　　38～43

　　38～43

　269。271

　　40～41

　　40～41

　　　41
　　　40
38～40，282

　　98～99

　　　270
17～20，277

　　19，68

　　32，135

　　　278

　　　278

　　　278

　　　279

　　　280

　　　43，131

　　　　33，43

　　　　　130

　　155～156
　　　　　155

　　　　　41

　　　　　157

90～91，94，204

　　　　33，43

　建築計画に名称，「国際ロータリー」，の使用130

　富籔，抽籔券類　　　　　　　　　　　33，43

　援助懇請　　　　　　　　　　　　　　43，131

慈善資金，資金に対する懇請参照

自動車責任保険　　　　　　　　　　　　93～94

指導者訓練プログラム

　ディストリクト。フォーラム　　　　71～72

　クラブ・レベルのロータリー強調プログラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　34，71～72
シニア・アクチブ会員資格

　　　　　117～118，211～212，257～258，273～274

　入会金　　　　　　　　　　　　　　　　25g

　出席要求　　　　　　　　　　　　　　　260，261

　バッジに職業分類　　　　　　　　　　　　117

　選挙方法　　　　　　　　　　　211，　257，273

　新クラブにおける　　　　　　　　　　79

一一　294　一
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　再建クラブにおける　　　　　　　　　　　118

　特典　　　　　　　　　　　　211，　257～258

　資格　　　　　　　　　　　　　　　　117
　英愛国際ロータリー　　　　　　　　　　　117

　終結　　　　　　　　　　　　　　　　212，260

指名，ロータリークラブ役員の　　　　　　267

指名，国際ロータリー役員の　　　　　222～235

　理事会　　　　　　　　　　23～24，　226～235

　　大会において　　　　　　　　　　229～230

　　郵便投票　　　　　　　　　　　　230～231

　　選択方法　　　　　　　　　　　　　　　23

　　指名委員会手続による　　　　　　231～235

　　宣伝　　　　　　　　　　　　　　　24～25

招集者，大会における選挙人会合の　　　　23

地区ガバナー

　委員会

　証明書

　　郵便投票による

　会長

　　クラブによる

　　指名委員会による

諮問委員会

　地区

　イソターアクト

　地域

事務総長，国際P一タリー

　年次報告

　理事会代行権限

　法人印の捺印権限

　報酬

　任務

　　国際大会に関する

　選挙
　国際ロータリー役員への書簡

　事務長乃至幹事

　　理事会

　　国際ロータリー委員会

　　規定審議会

　　元会長会議

　　地域大会

　　ロータリー財団

　保証金

　任期

　欠員
出版委員会，国際ロータリー

　任務
出版物

　クラブ

　委員会

　　　11

240～241

　　278
　　11，241～242

22～23，222～226

22～23，224～225

　　23，223～224

　　　　12，　243

　　　65，75，244

　　　　　　165

　　　　　　12
10，204，214，215

　　　11，54，215

　　　　　　37

　　　　　　46

　　　　　　215

　　　9，10，215

　　　　　49，　50

　　　　11，214

　　　　　　280

　　204

　　245

　　220

　　247

152，153

　　183

　　215
11，　214

　　215

12，142

　　142

　　　129
12，142，245

　任務

地区

各国に関する文献

国際ロータリー（文献，　　　　　　　　　　ロータリー；雑誌，

際ロータリー及び「レビスタ・ロータリア」

142，245

75，144

　　105

　　国

　　を併せ参照）　　　　　　　　　　142～148

　版権　　　　　　　　　　　　　　　　55，147

　出版方針　　　　　　　　　　　　　　　147

　国際連合に関する　　　　　　　　　　　　97

小企業相談所　　　　　　　　　　　　　　　　99

商業会議所，ロータリーとの関係　　　　　　41

少年少女週間　　　　　　　　　　　　　　165

少年事業，青少年への奉仕参照

商標，ロータリー徽章の使用　　　126，　246～247

紹介状，非ロータリアソ　　　　　　　101，123

常任委員会　　　　　　　　　　12，37，243～245

条例制定（決議も併せ参照）

　　　　　　　　108，111～112，215～216，221，277

　緊急

　提案様式及び方法

　国際大会における投票

職業上の正しい服務の規準

職業別協議会，解釈

職業連絡会議

職業参考書棚

職業指導

職業分類

108，216

110～112

　　　51

　　199

　　284

　　199

　　281

　　200
26～29，209，256～257，278

活動又は奉仕一地位ではない

創立会員

委員会，クラブ

外国の同一職業分類の人との接触

修正

同一の職業分類に追加会員

　　　　　　　　　　210～211，212，256～257

指針

制限

一覧表，ロータリアソの

合併会社

最少限，新クラブ

新聞代表

単種工業地

原則固守

公職

宗教代表

職業分類表

企業内の独立部門

「60％」勧告

調査

「10％」代表

、－ Q95一

　　　26～27

　　　　　28

269～270，271

　　　　103

　　　　256

　　　　　26～29

　　　　　　256

　　　　　　131

　　　　　　　29

　　　　　　　28
　33，150，212，257

　　　　　28，29

　　　　　　　29
　　　　　213，　257

　　　　　212，257

27，28t　119，271，278

　　　　　　　27

　　　　　　　28
　　27，　a8．　118，　271

　　　　　　　28
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　用語　　　　　　　　　　　　　　　　26，　27

職業分類指針，国際ロータリー　　　　　　26～29

　変更　　　　　　　　　　　　　　　　　28

職業奉仕　　　　　　　　　　　　　　197～200

　倫理掟，ロータリUt　　　　　　　　200，246

　委員会，クラブ　　　　　　　　　　269，270

　職業参考書棚　　　　　　　　　　　　　　281

　企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　200

　正しき業務規準　　　　　　　　　　　　　199

　声明

　　「4つのテスト」　　　　　　　　　198～199

　　「業務を通しての奉仕」　　　　　　　197

所得税，財団寄付控除　　　　　　　　　　　180

諸民族，クラブに代表　　　　　　　　　　115

新会員

　ロータリーに関する教育　　　　　　　　　33

　入会式　　　　　　　　　　　　　　　　120

　選挙方法　　　　　　　　　　　　　272～274

　人頭分担金の支払　　　　　　　　　　　　86

　推薦カード　　　　　　　　　　　　　　　272，281

　資格　　　　　　　113，119，203～204，255～256

新クラブ

　スポソサー・クラブの援助　　　　　　　78，80

　職業分類の最低数　　　　　　　　　　　28，79

　出席競争参加　　　　　　　　　　　　　　　　17

　人頭分担金　　　　　　　　　　　　　86，　245

　結成の問題を国際協議会に上程　　　　　　　84

　プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

　結成方針　　　　　　　　　　　　　　　　76

　訪問　　　　　　　　　　　　　　　　67，84

新クラブの結成，ロータリnt拡大参照

身体障害児童の救済事業　　　　　　　　　　41

身体障害者のための国際協会　　　　　　　　41

人頭分担金　　　　　　　　　　86，206，246，281

　変更　　　　　　　　　　　　　　　　251
　支払期日　　　　　　　　　　　　　　86，246

　下落，通賃の　　　　　　　　　　　　86，246

　半期間に入会した会員に対して　　　　　　86

　新クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　86

　不払　　　　　　　　　　　　　　　　　　210

　払戻又は比例割当　　　　　　　　　　　　86

新聞代表　　　　　　　　　　　33，150，212，　257

　クラブと年次会合　　　　　　　　　　　150

新聞職業分類　　　　　　　　　33，150，212，257

親睦委員会，Pt・一タリー・クラブ　　　　　271

スポンサークラブ

ス

スベイン語教育，合衆国の学校における

78，　80，　283

　　　102

セ

正会員資格

　同一クラブ内で同時に名誉会員

　支店代表者

　職業分類

　期間

　選挙

　1クラブにおいてのみ

　制限

　新聞代表

　公職保持者

　資格

　再選挙

　復権

　終結

政治

政府

　問題，ロータリーとの関係

　行政長官，

青少年活動，青少年への奉仕参照

青少年団体

113，203～204，210，255～25「T，277

　　　116
　203，256

26，204，256

　259～262

　272～274

　116，212

　204，256

33，212，257

114，212～213，257

203～204，255～257

　　　　　　260

　　　　　　260
　　　　259～262

135，200，262～263

ロータリーの後援者として

　イソターアクト・クラブ

　ローターアクト。クラブ

　ロータリー・クラブとの関係

青少年への奉仕

　少年少女週間

　クラブ

　地区委員会

　青少年交換

団体幹部をロータリー・クラブ会員に

イソターアクト・クラブ

　手続方法

　目標

　団体，クラブの関係

　プログラム

　国際理解の増進

　ローターアクト・クラブ

　研究会

　学生，大見出し学生参照

世界事情

世界社会奉仕

「世界理解週間」

「世界紛争渦中のロータリー」

「世界戦争中のロータリー」

責任保険

赤十字

選挙準備委員会，投票委員会参照

98，135

　　74

　166～170

　170～174
　　　　165

　164～174
　　165，278

　166～170
　　　　100

100，101，279

　　　　164

　166～170・

　　164
　　164
165～166

165～165

100～102

170～174

　　165

96～97

98～99

　100・

　112
　112
　　93

　156．

選挙による役員，大ブリテン及アイルラソド　14
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選挙人

戦災者救済

船上での会合，ロータリアソの

宣伝，広報参照

ソ

相談所，小企業

贈与

　受納

　大会において会長代理ヘ

　ロータリー財団へ

創立会員

　シニア・アクチブ

訴願，決定に対する

　ロータリー・クラブ理事会の

　国際ロータリー理事会の

タ

大会，大会名を参照

代議員，国際大会代議員参照

大都市に追加クラブ

　会員

脱退

　国際ロータリーより

　クラブ会員の

貸費資金，学生に

205，235，279

　　　　155

　　　　20

178，206，249

　　　　70
178，206，249

79～80，278

　　79～80

258～259，262

210，213，214

80～82，209

　　　113

210

262

283

大ブリテソ及びアイルラソド；国際ロータリー，

　大ブリテソ及びアイルラソドにおける，参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　199正しき服務の規準，職業上の

他の団体にクラブが加入

　国際身体障害者福祉に

　社会奉仕審議会に参加

他の組織の文献，クラブへの配布

32，42，46～47，138

41

40

148

他の奉仕クラブにおけるロータリアンの会員資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113

他の組織における国際ロータリーの会員資格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　105，138

単一移譲式投票

団体行動

「地方」用語解釈

地方運営

「地域社会」用語解釈

地域

　解釈

　名簿

地域的研究会

地域大会

チ

　　　　　24，　52～53

39，98，99，105，135，138

　　　　　　76，175

14～16，204～205，236

　　　　　　　　76

　　　　　282
　　　　　　145

　　　138～139
13，151～154，248

委員長

委員会

過去の大会開催日

経費

大会招致

過去の大会場所

幹事

大会公式用語

組織

　参加者

　プログラム

　宣伝

　目的

　運営手続

　開催地及び時期

地域の

　諮問委員会

　クラブ集団

　研究会

　　152，153

　　　　152

　　　　154

151，153，154

　　　　153

　　　　154

　　　　152

　　　　153

　　　　152

　　154，248

　　　　153

　　　　153

13，151，248

　152～154
　　　　151

　12，243

　　　9
138～139

中央事務局，事務局，国際ロータリー参照

仲裁

忠誠国家及びその宗教に対するロータリアンの

チューリヅヒ事務所

地区

　活動，ロータリー後援の

　運営

　出席競争

　職業連絡会議

委員会

　諮問

　拡大

　財政

　国際共同

　指名

名簿

青少年の交換

基金

263

135

　　　284
　　58～75

　　　　73

58～75，236

19，67～68

　　　199
64～66，73，76，101，104，240，243

大ブリテン及びアイルラソド

地区連合会

国際

集会の日程

クラブ数

地区数

組織

印刷物

幹事

大きさ

監督

一　297　－r

　　65，243

　　　　76

　　73～74

　　　　103

　　　　240

　　　　145

101，102，279

　　74，279

　11，14，16

　　　　103

　　　58，60

　　72，　237

　　　58，60

　　　　　8

　　9，58，75

　　　　75
　　　66，90

　　　58，60

　8，　eo5，236
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地区委員会

　諮聞

　拡大

　財政

　国際共同

地区集会の日程

地区ガバナー

ロータリーの用務によるクラブ例会欠席

66，69，71，72，76，195

　　65，74～75，243

　　　　　　　76

　　　　　73～74

　　　　　　　103

　　　　　72，237

　　　　11，60，238

　　　　　　　18
事務取扱

暫定

職務運営

運営補助者

運営事務，中央事務局による

自動車旅行

事務

任務

選挙

経費

　国際協議会出席

　請求書

　旅行費

拡大補助者

　経費

分区代理

名誉

直前，クラブ訪問

公式訪問記録

マンスリー・レター

指名

　郵便による

　証明書

　委員会

クラブ公式訪問

　　　　242，277

　　　　　　279

　　　　　　64

　　　　　　236

　　　　　　　9

　　　　　　92
　　　　　66，88

　　　11，62～63

11，60，241～242

63，88，89，91～93

　　　　　62，88

　　　　　　91
62，88，89，91～93

　　　　78～279

　　　　　78，　89

　　　　65，280

　　　　　　74

　　　　　　67

　　　　　281
　64，67，239，280

　　　11，13，238

　　11，241～242

　　　　　278

　　　　　240
　　64，67，239

元，元役員，国際ロータリー参照

資格　　　　　　　　　　　61～62，238～239

記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　66

解任　　　　　　　　　　　　　　　　　242

報告

　出席　　　　　　　　　　　18，　19，　62，247

　公式訪問記録　　　　　　　　　　　　　281

　半期　　　　　　　　　　　　　　　　　67

クラブの集団監督分区代理　　　　64～65，280

特別選挙　　　　　　　　　　　　　　　242

特別代表　　　　　　　　　　　　78，89，283

身分　　　　　　　　　　　　　　　　　　61

任期　　　　　　　　　　　　　　　11，61，215

活動の同格部門3点　　　　　　　　　68
旅費　　　　　　　　　63～64，88，　89，91，93

欠員　　　　　　　　　　　　　　　　　242

　クラブ訪問　　　　　　　　　　　62，64，239

　　宣伝　　　　　　　　　　　　　　　　　150

地区ガバナー事務取扱　　　　　　238～240，277

「地区ガバナー諮問委員会」　　　　　　　　75

「地区ガバナー諮問機関」　　　　　　　　　75

地区ガバナー公式訪問報告書　　　　　　　　281

地区ガパナー被指名者

　出席

　　国際大会に　　　　　　　　　　　　　　　61

　　国際協議会に　　　　　　　　　　61，63，88

　　旅費の前渡　　　　　　　　　　　　　88

　選択の資格　　　　　　　　　　　　60，238

地区協議会　　　　　　　　　　　　　　　　12

　次年度会長及び幹事の出席　　　12，30，　68，237

　開催日　　　　　　　　　　　　　　　　　12，68

　接待　　　　　　　　　　　　　　　　　　68

　経費

　　クラブ会長被選者及幹事被選者　　　　　68

　　地区ガバナー　　　　　　　　　　　　　63

　集団　　　　　　　　　　　　　　　　68，247

　司会者　　　　　　　　　　　　　62，68，239

　プログラム

撒
　　　新会員の入会式

　　　艦
　　　シニア・アクチブ会員

　目的

　日程

　部分的

　放棄，会合の

地区再編成，地区設定参照

地区設定

　委員会

地区集団協議会

地区大会

　出席奨励

　委員会

　期間

　選挙人

辮
費用

　　地区ガパナー

　　会長代理

機能

連合

位置

　　地区の箋界外

一一　298　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69

　　　　　　　　　　　　　　　　　　120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　144

　　　　　　　　　　　　　　　　116～117
ロー一タリーに関する憎般情報の増進　　　150

常任理事会の責任　　　　　　　　　　　22

　　　　　　　　　　　　　　　12，68，237

　　　　　　　　　　　　　　　　　72，237

　　　　　　　　　　　　　　　　　68，247

　　　　　　　　　　　　　　　68，89，　237

　　　　　58～60
12，58～60，243，244

　　　　　　　68
　　13，69～70，237

　　　　　67，　69

　　　　　　　69

　　　　　　　69

　　　　　　238
　　　　　　　70

　　　　　　　69

　　　　　64，88

　　　　　89～90

　　　　　　237
　　　　　69，237

　　　13，69，237

　　　　　　237

，

も

卜
鳶

索 ー弓

理事会に対する提案

元役員会

会長代理

　経費
　贈物
司会者

　プログラム

　　会長代理講演

　　ガパナーによる管理

　　発表

　　　国際大会立法

　　　艦
　　常任理事会の責任

　　委任状

　目的

　報告

　採択決議

　日程

　幹事

　時期及び場所

　投票

地区大会における会長代理

　経費

地区提唱のロータリー活動

「超我の奉仕」

聴問

　理事会，国際ロータリー・

　クラブ

　国際大会

直前ガバナー，クラブ訪問

地理的集団

　理事

　指名委員会に代表

テ

慧，国際ロータリ’一

　受諾，批准，クラブによる

　改正（条例制定も併せ参照）

　採択日

　クラブによる批准

　本文

定款及び細則委員会

　　　111

　　　70

　70～71

　89～90

　　　70
62，64，239

　　　69

　　　70

　　　68

　　　70
　　　144

　　　22
　　　238

　　　　13

　237，279

　　　　71

　　72，237

　　　237
13，69，237

　　　238

　　　　70

　　　　89

　　　　73

38，133，283

　　210，213

258～259，262

　　210，213

　　　　　67

24，206，249

　　　222

　　　44，204

7，44，107，206

　　　　　44

　　　44，204

　　203～206

　　　12，244

定款及び細則，大ブリテソ及びアイルラソド

　改正

定款，ロータリー。クラブ

　承諾，会員による

　採択，標準

　改正（条例制定を併せ参照）

　　　　　14～16

　　　　　15，112

　　44，255～264

　　　　　　263
13，45，79，209，255

　変更，国の法律に従う

　権限の限界

　標準

　　除外例

　本文

定款事項

定款の辞句解釈

定足数

　理事会，

44，107，209，263～264

　　　　　　44，209

　　　　　　46～47

　13，44，79，209，255

　　　　　　44，195

　　　　　255～264

　　　　　　44～47

　　　　　　　　107

　　　　ロータリー・クラブ

理事会，国際ロータリー

クラプ会員

委員会，国際Pt・・一タリー

国際大会

規定審議会

会長指名委員会

「撤回と見倣す」，解釈

投資

投票

　通信による

　クラブ

5

　　269

　　213

　　269

　　245

　　218

162，221

　　222

　　278

85，　184

カナダ及びアメリカ合衆国の加盟クラブ

国際大会，（国際大会代議員も併せ参照）

　　　　　　　　　51，108，205，218～219，238

地区大会

　方法

投票委員会

投票代議員カード，解釈

道標

同業組合，参加に関する勧告

討論，国際大会

特別委員会，国際ロータリー

　任期

特別協議会

特別代表

特色

　ロータリアソの

　ロータリーの

特定委員会

　任期

図書館，職業参考書棚

都市農村関係振興

都市連合

　ゼネラル・フォーラム

　会合

　　出席承認

一299　一

21～22，36，214

　24，205，269

　　　　　24

　　　237～238

　　　　　23
　　　　51，　235

　　　　　284
　　　　43，128，

　　　194，　195・

　　　　　218，

　　12，37，243

　　　　37，　243

54，219，247，283

　　78，89，283

国際ロータリP・会長及び理事の訪問

95～96

　137
37，243

37，　243

　281
　　43

139

18，19

　22
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富鍼類・

名呼ぴの習慣

ナ

二重会員

2週間に1度の例会

日程順序，ロータリー・クラブ

入会申込　　　　　　　t－・

　ロータリー・クラブに

　国際ロータリーに

入会金，

任期

33，43

120

113，116，212

　　　　79
　　31，274

パヅジ

　襟章　　　　　　　　　　　　　　　128，280

　国際大会における元役員　　　　　　　53，128

　使用　　　　　　　　　　　　　　　　128
　　許可　　　　　　　　　　　　　　　　　126

　　役員（R．1．）　　　　　　　　　　　　　125

バナーsロータリー・クラブ　　　　　　　34
ハリス，ポール，P．tP．・一タリー創始者　　　280

版権所有印刷物　　　　　　　　　　　　　55，147

　　　　　　半年期報告

　271，272　半年期会費支払

82～83，209

ロータリー・クラブ入会金参照

　国際ロータリー委員

　　会長指名委員

　　特別
　地区ガバナ・一“・

　ロータリー・クラブ役員

　国際ロータリー役員

　財団管理委員

任務，解釈

年次総会，クラブ

年次報告

　会計監査報告

ネ

　　　　　31，　244

　　　　222～226
　　　　　37，243

11～12，61，214～215

　　　　　31，259

　　11，61，214～215

　　　181，249～251

　　　　　　　283

国際大会において代議員への配布

国際ロータリー役員

ノ

納付金

　ロータリー・クラブ入会金及び

　ロー・一タリー・クラブ会費参照

ハ

陪審員の職務，例会欠席の理由に

発祥地，ロータリーの

パスト・サービス会員資格

　入会金

　出席要求

　襟章の職業分類

　選挙方法

　特典

　再建クラブにおける

　資格

　終結

旗，Pt　一タリーの

　鼠際連合の

255，268

90

T4

Q
り
R
U

ー
ム
ワ
6

　
2212，258，273～274

　　　　212，259

　　　　260～262

　　　　　　117
212，258，273～274

　　　　212，258

　　　　　　118

　　　　212，258

　　　　258，262

　　　　　　130

　　　　　　97

ヒ

Bd．説明

非公式会合，ロータリアソの

ビジター出席カード，解釈

避難者

　救済資金

　不本意解散後の会員の地位

標語，ロータリー

標章，徽章参照

7

67，245，268，283

86，245，269，272

277

19

捌

　　　　　　155

　　　　　　122

134，165，280，283

フォーラム

　クラブ

　ディストリクト・リーダーシップ

　都市連合

副会長，国際ロータリー

　選挙

　順番，欠員の場合

　　会長の職に

副会長，ロ’タリー・クラブ

婦人

　ロータリー・クラブの補助団体

　職業分類クラブ

　ロータリーにおける会員資格

　ロータリー徽章の使用

　会長代理夫人の経費

部分的協議会

プログラム，クラブ

　中央事務局よりの材料

　新クラブ

　「ロ”タリアン誌」の利用

プログラム委員会，クラブ

文献，ロータリー

　国際ロータリー許可を有する

　配布

　国際主義強調

　各国に関する

一一 R00一

　　34，139

　　71～72
　　　　139

　　10，204

　　10，204

　　　　10
　　　　215

259，267，281

　　　132

　　　132

　　　120

　　　128
　　89～90

　　63，　247

　　31，271

　　　140
　　　　80

　　　144
　269，271

　142～148

　　　146
12，145，146

　　　148
　　10，105

ム

，
「
b
1

孟

冶
，

　翻訳　　　　　　　　　　　　　　　146～147

分区代理　　　　　　　　　　　　　　　65，　280

分担金，国際ロータリー；人頭分担金参照

兵役，財団奨学生の

へ

ホ

186

「奉仕活動」ロータリアンの参加　　　　　　40

奉仕，世界社会

奉仕の理想

法人印

法人化，クラブの

法人化，クラブ活動の

　　　98～99
38，97，137，203

　　　　　46

　　　　　45

　　　　　46
訪問ロータリアン報告カード，解釈　　　　　2＆雲

扶律，国々の　　　　　　　　　　　　　　　98

　批判　　　　　　　　　　　　　　　　　　98

　クラブ定款に及ぼす影響　　　　　　　44，209

募金，資金募集，クラブによる参照

保険

　自動車　　　　　　　　　　　　　　　　93

　責任　　　　　　　　　　　　　　　　　93

　旅行　　　　　　　　　　　　　　　　　93

保証金

　財団職員　　　　　　　　　　　　　　　183

　財団管理委員　　　　　　　　　　　　　　251

　役員，ロータリー・クラブ　　　　　　　272

　事務総長及び財務長，国際ロータリー　　　215

補助金

　専門的訓練　　　　　　　　　　　　　　　188

　意i義ある業績　　　　　　　　　　　　140～141

補助金，ロータリー財団の目的に合致する諸活動

　のための　　　　　　　　　　　　　　　　　　190

補助言語　　　　　　　　　　　　　　　　106

補助団体，婦人の　　　　　　　　　　　　　132

本部，国際ロータリー，事務局，国際ロータリー

　参照

無学，成人

無地区クラブ

　の集団，運営

　規定審議会代表者

　監督

ム

メ

42～43
8，　281

　　13

　　8
　8，13

名称，国際ロータリー　　　　　　　　　124，203

名称，大ブリテン及びアイルランドにおける国際

　ロータリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　14

名称，ロータリァソ

　使用

　　元ロータリアソによる

　　クラブ印刷物における

名称，ロータリー

　歴史

　保護

　使用

　　少年クラブ

　　建築工事

　　元ロータリアンによる

　　仮ロータリー・クラブ

　　公認されない

　　商標

索 ー弓

　　124，206

　　128，206

　　　　121

　　　　129

124～134，282

　　　　124

　　126～130

婦人補助団体及び職業分類クラブ

名称，ロータリー・クラブ

変更

　脱退

名簿，公式名簿参照

名誉会員

　同時に正会員，同一クラブ内

　期間

選挙方法

　外国政府代表者のための

　特典

　資格

　住所

　ロータリー財団奨学生のための

　終結

名誉地区ガパナ“．一

モ

　　　　133

　　　　130

　　　　121

　　　　129

128～129，246

　　　　126

　　132～133

　79，124，255

　　175，264

　　　　210

115，212，258

　　　　116

　　　　260

212，258，273

　　　　114

116，212，258

　　212，258

　　212，　258

　115～116
　　　　260

　　　　74

モダレーター，ディストリクト・リーダーシップ・

　フォーラム

元会長会議

元会長，国際ロータリー

　P一タリー財団管理委員として

　会議

　構成員，規定審議会

元役員，国際P－一タリー

　襟章，国際大会

　国際大会における諸会合

　地区大会における諸会合

　大会における予約席

　奉仕利用

　クラブ訪問

　　費用
元Pt・一一タリアン，不本意解散後

　地位

一301一

　　71～72
12，247～248

　　　　181

12，247～248

　　　8，219

　　53

　　54

　　70

53～54

74～75

67，84

31，90

　122
　122

3
’
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元ロータリアソのグループ　　　　　121～122
「最も良く務むるものは最も多く報いられる」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　134，280

ヤ

役員，国際ロータリー　　　10～11，204，　214，281

　ロ　一一タリーの用務によるクラブ例会欠席　　19

　理事会に代って行う権限　　　　　　　　　22

　襟章　　　　　　　　　　　　　　　　125

　候補者に関する宣伝　　　　　　　　　24～25

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　215

　管理監督　　　　　　　　　　　　　　　8，213

　理事，理事会，国際ロータリー参照

地区ガバナ「大見出し地区ガバナー参照

任務　　　　　　　　　　　　　　　213，215

選挙　　　　　　　　　51，　204，214．235～236

経費　　　　　　　　　　　　87～90，91～93

指名，大見出し指名，国際ロータリー役員参照

昇任順序　　　　　　　　　　　　　　　10

会長，大見出し会長，国際ロータリー参照

資格

罷免

報告

保証金

任期

役職名

　他の団体においての利用

P一タリー徽章の使用

欠員

　　　214，236

　　　　　213

10，11，54，215

　　　　　215

10～11，61，214

　　　　　204

　26，128，138

　　　　　126

　　　214，215

クラブ訪問，大見出しロータリー・クラブ訪問

参照

役員，ロータリー・クラブ

　襟章

　任務

　選挙

　次期会長，地区協議会に出庸

　会合

　指名

　資格

　再選

　選択

　保証金

欄
　欠員

雇主一使用人関係

ユ

“Yours　Rotarily”字旬の使用

USCB，解釈

258，267，281

　　　　124

　　　　268

　　　　267
12，30，　68，　237

　　　32，　267

　　　　267

　　　　259

　　　　　31

　　　　　31

　　　　272

　　　　　31

　　　　267

　　　　199

31－
凸
9
釦

優賞牌

　クラブ例会出席　　　　　　　　　　　　　19

郵送名簿

　ロータリアソの　　　　　　　　　　　131，132

　公式名簿の使用　　　　　　　　　　　132，145

郵便投票

　国際ロータリー理事会　　　　　　21～22，214

　クラブによる理事ノミニー選択方法　　23～24

　常任理事会　　　　　　　　　　　　　　21

　指名

　　理事会　　　　　　　　　　　　　　230～231

　　規定審議会　　　　　　　　　　　220～221

　　地区ガパナー　　　　　　　　　　　　　240

　ロータリー財団管理委員会　　　　　　　　183

有望会員，クラブ例会に招待　　　　　　　　119

ヨ

予算案，国際ロータリー

　作成，財務委員会による

予算案ロータリー・クラブ

「四つのテスト」

ヨーロツパ，

　クラブ名簿

　国際共同委員会

85，244．246

　　85，244

　　　272

　　　197
北アフリカ及び東地中海地域

ラ

279

146

103

ラテソ・アメリカ，イベP・アメリカ参照

ラテン語P一タリー標語　　　　　　　　134

り

旅行，国際ロータリー会長及び理事の

旅費

　航空

　自動車

　方針

蟷
　国際ロータリー資金

　特別代表，CENAEM
　船

　銀行預金の使用

理事，理事会参照

理事指名委員会

理事指名地帯

　ANZAO
　イベロアメリカ

　アメリカ合衆国

理事会，国際ロータリー

　訴臨決定に対し
　郵便投票

一一　302　一一

22

　　91

　　92

91～93

　　92

91～93

　　86

　　91

　　93

23，24～25，226～235

　　　　　　228～229

　　　　　　　　228

　　　　　　　　227
8，21～25，204，213～214

　　　　　210，213，214

　　　　　　　21～22

ー
ケ

」
鈷

索 ー弓

　　議長　　　　　　　　　　　　　　　8，　10，204

　　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　215

　　構成　　　　　　　　　　　　　　　　8，204

　　管理及び監督　　　　　　　　　　8，204，213

　　決定　　　　　　　　　　　　　　　　　21

　　任務　　　　　　　　　　　　　　8，　204，213

　　選挙，暫定理事会にて　　　　　　　　　10，213

．　選挙　　　　　　　　　　8，10，214，235～236

　　常任理事会　　　　　　　　　　　　8，　21～22

　　経費　　　　　　　　　　　　　　　　87
　　　被指名者　　　　　　　　　　　　87，88，89

　　聴問会　　　　　　　　　　　　　　210，213

　　裁定権　　　　　　　　　　　　　　　　214

　　会合　　　　　　　　　　　　　　　　213

　　意見書　　　　　　　　　　　　　　　　111

　　指名　　　　　　　　　　　　　　　　23～24

　　　大会において　　　　　　　　　　229～231

　　　郵便投票　　　　　　　　　　　　230～231

　　　指名委員会手続　　　　　　　　　231～235

　　　地帯　　　　　　　　　　　　　　　　24

　　　被指名者，選択方法　　　　　　　23～24，25

　　権限　　　　　　　　　　　　　204，213，214

　　　委任　　　　　　　　　　　　　　　8，　21

　　提出議案方針　　　　　　　　　　　　　　22

　　資格　　　　　　　　　　　　　　　214，236

　　定足数　　　　　　　　　　　　　　213～214

　　ロータリー財団との関係　　　　　　　　182

　　幹事　　　　　　　　　　　　　　　　　204

　　任期　　　　　　　　　　　　　　10，214～215

　　委員会の検討　　　　　　　　　　　　　　37

　　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　87

　　欠員　　　　　　　　　　　　　　　　10，215

　　投票，通信による　　　　　　　　　　23，214

　　夫人の経費　　　　　　　　　　　　　92，93

　理事会，ロータリー・クラブ

　訴願，決定に対し

　選挙

投票方法

　職権による理事会員

会合

　指名

　定足数

　任期

　欠員

理事会に対する提案

258～259，267～268，277

258～259，262

　　　　267

　　　　269

　　　　267
　31～33，267

　　　　267

　　　　269
　　　31，259

　　　　267

　　　　111
立法（規定審議会；条例制走決議も併せ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　107～112

　「撤回と見倣す」　　　　　　　　　　　278

　緊急

　提出

　　小冊子

　　理事会の方針

　　提出の様式と方法

　　地区大会における発表

立法機関，国際ロータリーの

領土別単位

108，216

8
2

0
9
臼

1

　　　　　　　　　　　110～111，206，215～216

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，107

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　283

　グレート・プリテソ及びアイルラソド　14～16

倫理掟　　　　　　　　　　　　　　　200，　246

ル

類似組織

　会合ヘロータリアソの出席

　少年クラブ

　新ロータリー・クラブ結成要因

　ロータリー・クラブとの連合会

　P一タリアンの会員資格

　婦人の

例会欠席

　陪審員の職務

　賜暇

　病気又は傷害による

例会出席

レ

　　㎜
　　　19

　　133
　　　82

　　　32

113～114

　　132

　　　　17～20，260～261

　　　　　　　　　　19

　　　　　　　　　　20

　　　　　　　　　261
17～20，260～261，270，277

陪審員の職務等のための欠席

　競争

　非公式の会合，出席不承認

　賜暇

　他クラブにて補填

　欠席

　報告

　60％規定

例会の休止

例会における酒類飲用の可否

「レピスタ。ロータリア」

　略字

　顧問

　経費

　購読料

連合地区大会

連合奉仕クラブ会合

口

　　19

17～19

　　19

　　20

17～18

　260
17，18，19，247，268，277

　　　　　　17，261

　　　18，32，255，269

ロPtターアクト・クラブ

「ロータリアソ」，解釈

「ロータリアソ」，名称の使用

32～33

142，282

　　283

　　144

　　90
87，145

69，237

　32，　4〔｝

　170～174
　　　　124

126，128，129

「ロータリアン誌」，雑誌，国際ロータリー参照

一一　303　一
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ロータリアソの子女

親切に

信任状を

ロータリーの根本的特色

ロータリアンの特質

ロータリアソ，母国との関係

　　102

101，123

　　137

95～96

98，135

ロータリアンの一覧表，商用のための131，132，145

ロータリー以外の企画確認

　ロータリー・クラブによる

　国際ロータリーによる

39～40，46，135

　　　41，135

Pt・一タリー以外の奉仕クラブ，類似組織参照

ロータリーが活動を停止した地域にクラブの

再建　　　　　　　　　　　　　　　　　80

ロータリー海外奉仕篤志家プログラム　　99～100

ロータリー拡大　　　　　　　　　　76～84，280

大都市における追加クラブ

クラブ加盟承認委員会

地区ガバナー補助者

委員会

P一タリーt・クラブなき国又は地理的地域

80～82，120～121

　　　　　　83
　　　78，89，280

　　　　　　76

　　　　　　76
　ロータリー・・一がその活動を停止した国

地区ガバナーによる

経費

国際協議会にて

方針

有望地方

仮クラブ

特別代表

　スポンサー・クラブ

調査

　クラブ内

rp一タリー」解釈，（名称，

併せ参照）

ロータリー教育

ロータリー記念日，遵奉，クラブによる

V一タリー研究会

解釈

地域的

　82～83
　　66，76

　　78，89

　　　84

　　　76

　　　77
78～79，82

78，89，283

78，80，283

　　　77
　118，280

ロータリーも

　　　　　　　282

　33～34，138，282

　　　　　　　31

　　282
138～139

ロータリー・クラブ会費77，210，259，269，　277，279

徴収

最低

不払

ロータリー。クラブ訪問

競争

地区ガバナーの

直前ガバナーの

詐欺師の

鼠家間の

新クラブへ

272

77

260

　　　17
62，64，238

　　　67

　　　20
103～104

　　67，80

食事費支払

現及び元国際ロータリーの役員

　経費
国際ロータリー会長及び理事の

会員証明カード提出

　自クラブへの報告

ロータリー・クラブ入会金

徴収

最低

再入会

ローダリーの後援者

ロータリー財団

運営

　　予算

　　規定

会計監査

補助金

　　専門的訓練のための

　　無資格

　銀行預金

　遺贈

　資金募集

　　　20
　　67，84

　　31，90

　　　22
　20，123

18，20，281

　80，259，269，277，279

　　　　　　　　273
　　　　　　　　　80

　　　　　　259，　260

　　　　　　　　　74

178～196，206，249～251

　　181～185，249～251

　　　　　　　　183

　　　　　　181～185

　　　　　　　　184

財団管理委員会の委員会

鮒
　入会申込又は会員証明のカード等に

　　　　　　　　　　　　　　　122～123，192

　所得税の免除

　衷彰

信託の宣言

地区委員会

基本金より支出

奨学生

　学友

　顧問

　クラブ内の名誉会員

　兵役義務

　　選択手続

　　クラブ及び地区訪問

国際理解奨学金

　候補者の推薦

　志願者資格

財政

　投資する権限

会計年度

贈与

大学院課程奨学金

補助金

一　304　一一

目的に合致する諸活動のための

ロ・・タリー文献発行のための

　　188

　　191

　　184
192，249

　　191
181～182

192～193

　　180
193～194

178～179

194～196

180～181

　　　　187

　　186～187

　　115～116

　　　　186

　　185～186

　　　　187

　　185～186

　　　　186

　　　　186

　　183～184

　　　　184

　　　　183
192～193，249

　　　　186
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研究グループ交換　　　　　　　185，188～190

収入及び支出　　　　　　　　　　　　　　183

資金の投資　　　　　　　　　　　　　　184

法的地位　　　　　　　　　　　　　　　178

目的　　　　　　　　　　　　　181，190
クラブ及び地区のパーセソテージ順位　　　193

資金支出目的　　　　　　　　　　　　179

資金募集　　　　　　　　　　　　　　　191

戦災者の救助　　　　　　　　　　　　　155

事務長　　　　　　　　　　　　　　　　183

　財務報告　　　　　　　　　　　　　　184

大学課程の勉強に対する奨学金　　　　　　187

保証金，職員　　　　　　　　　　　　　　　183

保証金，管理委員　　　　　　　　　　　　　251

専門的訓練補助金　　　　　　　　　　　　　188

救済資金の流用　　　　　　　　　　　　　　155

会計　　　　　　　　　　　　　　　　　183

　副会計　　　　　　　　　　　　　　　183

大学課程奨学金　　　　　　　　　　　　　187

週間　　　　　　　　　　　　　　　　　　194

P一タリー財団管理委員会　　　　　　　181～182

年次総会　　　　　　　　　　　　　　　182

任命

郵便による投票

委員長

　委員の任命

委員会

　会合

報酬

実行委員会

財務及び投資委員会

財団プログラム委員会

会合

ロータリー財団との関係

181，249～250

　　　　183

　　　　250

　　　　185

　　　　181

　　181～182

　　　　250

　　　　181

　　　　182

　　　　182
　　182～183

　　　　182

索 ー弓

報告　　　　　　　　　　　　　　54，183，181

責任　　　　　　　　　　　　　　　　182

保証金　　　　　　　　　　　　　　　　251

任期　　　　　　　　　　　　　　　　　181

欠員　　　　　　　　　　　　　　　　181，250

ロータリー情報　　　　　　　　　　　　33，133

委員会　　　　　　　　　　　　33，269，271

ロータリー海外奉仕篤志家プログラム　　99～100

ロータリーに関する一般情報（広報を併せ

参照）

ロータリーの計画

促進

　　経費支出

　　雑誌ロータリアソによる

ロータリーの後援者としての王族

149～150

137～141

ロータリーの綱領（ロータリーの計画も併せ

参照）

会員による承諾

ロータリーの営利化

ロータリーの創始者，解釈

ロータリー標語

ロータリー文献の翻訳

ロータリー奉仕の四大部門

ロータリー倫理掟

94

142

74

137，149，203，281

　　　　　　263

　　　　　　130

　　　　　　280

134，165，280，283

　　　146～147

　　　　　　280

　　　　200，246

ロータリー類似組織，類似組織参照

ロータリー輪，解釈

60パーセソト出席規定

60パーセソト職業分類勧告

ロザノフ出席賞牌

ロパートの議事規則

論争問題

ワ

若き会員，ロータリー・クラブに

一305一

　　　　　283
　　　　17，261

　　　　　　28

　　　　　　19

　　　　　248
96，135，200，262

120
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・1968～69年度用カレンダー・★
7月 10月 1月 4月

S　M　T　W　T　F　S S　M　T　W　T　F　S S　M　↑　W　τ　F　S S　M　↑　W　7　F　S

1　2　3　4　5　6 1　2　3　4　5 1　2　3　4 1　2　3　4　5

7　8　9　10111213 6　7　8　9　10111215　6　7　8　9　1011 6　7　8　9　101112
141516171819
Q1222324252627 202122232425

131415161718 嵓ﾀ盤墨窪躍12。2122銘斜，，E1314151617181

28293031 2728293031 26272829303量 27282930

8月 11月 2月 5月
1　2　3 1　2 1 1　2　3

4　5　6　7　8　91 3　4　5　6　7　8　9 2　3　4　5　6　7　8 4　5　6　7　8　91
11121314151617 1011　1213141516 9　101112131415 11121314151617
18192021222324
Q5262728293031i2425262ア2829

i17181920212223 16171819202122
Q32425262728・

1819叙》212223
Q5262728293031

9月 12月 3月 6月
1　2　3　4　5　6　7 1　2　3　4　5　6　7 1 1　2　3　4　5　6　7
8　9　1011121314 8　9　雪011121314 2　3　4　5　6　7　8 8　9　101112131
1516171819気⊃21 1516書71819劉⊃21 9　1011　12131415 15161718192021
22232425262728 22232425262728 16171819202122 2223242526272
2930 293031 232425262728292930

3031

・1969～70年度用カレンダー・
7月 10月 1月 4月

SMTW了FS
S　M　幽「　W　’「　F　S S　M　7　W　T　F　S S　M　↑　W　T　F　S

1　2　3　4　5 1　2　3　4 1　2　3 1　2　3　4

6　7　8　9　101112 5　6　7　8　9　1011 4　5　6　7　8　9　10 5　6　7　8　9　1011
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8月 11月 2月 5月

　　　　　1　2
R　4　5　6　7　8　9
P0111213141516
P71819202讐2223Q4252627282930
R1

2
3
4
5
6
7
墨
9
　
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
暦
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

1　2　3　4　5　6　7
W　9　1011121314
P5161718192021
Q2232425262728

　　　　　1　2
R4　5　6　7　8　9
P0111213141516
P7181920212223
Q4252627282930
R1

9月 12月 3月 6月
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Q2232425262728
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★1970～71年度用カレンダー★
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